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道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

自
動
車
の
新
規
検
査
等
を
申
請
す
る
者
が
国
又
は
軽
自
動
車
検
査
協
会
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
を
改

め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
、
第
二
条
及
び
第
三
条
第
一
項
関
係
）

第
二

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）
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令和４年１０月２８日 

自 動 車 局 

自動車情報課・整備課 
  

「「道道路路運運送送車車両両法法関関係係手手数数料料令令のの一一部部をを改改正正すするる政政令令」」をを閣閣議議決決定定  
 
自動車の新規検査等を申請する者が納める手数料の額を改定する「道路運送車両法

関係手数料令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。  
 
 

１１．．背背景景  

自動車の検査及び登録手続に係る道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）関係

の手数料は、実費を勘案して定めることとされ（同法第 102 条)、道路運送車両法関

係手数料令（昭和 26 年政令第 255 号。以下「令」という。）において具体的に定め

られています。 

今般、道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号）により導入

予定である「自動車検査証の電子化」等への対応に伴う歳出の増加が発生することか

ら、実費を勘案し、これらに係る手数料の額について所要の改正を行う必要がありま

す。 
 
２２．．概概要要  

①国又は軽自動車検査協会（以下、「協会」という。）に納めなければならない自動車

検査証の再交付に係る手数料の額を改定します（令第１条関係）。   

  

②国又は協会に納めなければならない検査手続に係る手数料の額を改定します（令第２

条関係）。  

  

③自動車技術総合機構が基準適合性審査を行う検査手続を受ける場合において、国に納

めなければならない自動車検査証の交付に係る手数料の額を改定します（令第３条関

係）。   

  

３３．．ススケケジジュューールル   

公布：令和４年１１月２日（水） 

施行：令和５年 １月１日（日） 

 

 

【問い合わせ先】 

 国土交通省 自動車局 自動車情報課 手嶋、伊堂寺、高橋、林 

電話：03-5253-8111（内線 42114） FAX：03-5253-1639 
           整備課    杉﨑、杉本 

電話：03-5253-8111（内線 42427） FAX：03-5253-1639 

- 2 -

(2)	「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」を閣議決定
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令
第
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道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
運
送
車
両
法
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和
二
十
六
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律
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八
十
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二
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一
項
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数
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検
査
証
、
」
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削
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同
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の

項
と
し
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同
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十
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
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え
る
。
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ロ
中
「
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
」
を
削
り
、
「
千
二
百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
、
「
千
円
」
を
「
千
三
百
円
」
に
改

め
、
同
欄
第
二
号
中
「
と
も
に
」
を
「
共
に
」
に
、
「
千
百
円
」
を
「
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
三
号
中
「
限
る
。
）
」

を
「
限
る
。
）

千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
欄
第
四
号
イ
中
「
二
千
円
」
を
「
二
千
百
円
」
に
改

め
、
同
号
ロ
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
二
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の
項
下
欄
第
一
号
イ
中
「
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
」
を
削
り
、
「
千
百
円
」
を
「
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
検
査

対
象
軽
自
動
車
及
び
」
を
削
り
、
「
千
二
百
円
」
を
「
千
四
百
円
」
に
、
「
千
円
」
を
「
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
号

中
「
千
百
円
」
を
「
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
三
号
中
「
限
る
。
）
」
を
「
限
る
。
）

千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

及
び
ロ
を
削
り
、
同
欄
第
四
号
イ
中
「
小
型
自
動
車
」
の
下
に
「
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
」
を
加
え
、
「
千
七
百
円
」
を

「
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、

同
表
三
の
項
下
欄
第
一
号
中
「
二
千
円
」
を
「
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
改

め
、
同
欄
第
三
号
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
下
欄
第
一
号
中
「
と
も
に
」
を
「
共
に
」

に
、
「
千
百
円
」
を
「
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中
「
限
る
。
）
」
を
「
限
る
。
）

千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
欄
第
三
号
イ
中
「
二
千
円
」
を
「
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
九
百
円
」

に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
四
百
円
と
」
を
「
五
百
円
と
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

- 5 -

政
令
第

号

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
百
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
十
四
の
項
を
同
表
十
五
の
項
と
し
、
同
表
十
三
の
項
中
「
自
動
車
検
査
証
、
」
を
削
り
、
同
項
を
同
表
十
四
の

項
と
し
、
同
表
十
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
三

自
動
車
検
査
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
三
百
五
十
円

第
二
条
の
表
一
の
項
下
欄
第
一
号
イ
中
「
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
」
を
削
り
、
「
千
百
円
」
を
「
千
四
百
円
」
に
改
め
、

同
号
ロ
中
「
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
」
を
削
り
、
「
千
二
百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
、
「
千
円
」
を
「
千
三
百
円
」
に
改

め
、
同
欄
第
二
号
中
「
と
も
に
」
を
「
共
に
」
に
、
「
千
百
円
」
を
「
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
三
号
中
「
限
る
。
）
」

を
「
限
る
。
）

千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
欄
第
四
号
イ
中
「
二
千
円
」
を
「
二
千
百
円
」
に
改

め
、
同
号
ロ
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
二
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道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

１

- 7 -

理

由

自
動
車
検
査
証
の
電
子
化
等
に
伴
い
、
自
動
車
の
新
規
検
査
等
の
申
請
を
す
る
者
が
納
め
る
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
必
要

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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数
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改
正
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る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

１

- 7 -

理

由

自
動
車
検
査
証
の
電
子
化
等
に
伴
い
、
自
動
車
の
新
規
検
査
等
の
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る
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め
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必
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- 2 -

（
国
又
は
協
会
及
び
機
構
に
納
め
る
手
数
料
）

（
国
又
は
協
会
及
び
機
構
に
納
め
る
手
数
料
）

第
二
条

法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
又
は
協
会
に
納
め
な
け
れ

第
二
条

法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
又
は
協
会
に
納
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
両
に
つ
き
四
百
円
（
大
型
特
殊
自
動
車
及
び

な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
両
に
つ
き
四
百
円
（
大
型
特
殊
自
動
車
及
び

二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
と
す
る
。

二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
と
す
る
。

手
数
料
を
納
付
す
べ

金

額

手
数
料
を
納
付
す
べ

金

額

き
者

き
者

一

新
規
検
査
を
申

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

新
規
検
査
を
申

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

請
す
る
者

一

完
成
検
査
終
了
証
の
提
出
（
法
第
五
十
九

請
す
る
者

一

完
成
検
査
終
了
証
の
提
出
（
法
第
五
十
九

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も

四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も

っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ

っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ

る
自
動
車

る
自
動
車

イ

二
輪
の
小
型
自
動
車

千
四
百
円

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型

自
動
車

千
百
円

ロ

二
輪
の
小
型
自
動
車
以
外
の
自
動
車

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型

千
五
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ

自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
二
百
円
（
電

っ
て
は
、
千
三
百
円
）

子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
千
円

）

二

登
録
識
別
情
報
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の

二

登
録
識
別
情
報
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の

申
請
（
法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に

申
請
（
法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場

よ
り
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
一
時
抹
消
登
録
に

合
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
一
時
抹
消
登
録
に

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
一
時
抹
消
登
録

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
一
時
抹
消
登
録

識
別
情
報
」
と
い
う
。
）
の
提
供
又
は
自
動

識
別
情
報
」
と
い
う
。
）
の
提
供
又
は
自
動

車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提
出
と
共
に
保
安

車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提
出
と
と
も
に
保

基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五

安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の

第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を

五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載

- 9 -

 
- 1 -

○

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
又
は
協
会
に
納
め
る
手
数
料
）

（
国
又
は
協
会
に
納
め
る
手
数
料
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
条
第
一
項
の

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す

規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

手
数
料
を
納
付
す
べ

金

額

手
数
料
を
納
付
す
べ

金

額

き
者

き
者

一
～
十
二

（
略
）

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

（
略
）

十
三

自
動
車
検
査

一
件
に
つ
き
三
百
五
十
円

（
新
設
）

（
新
設
）

証
の
再
交
付
を
申

請
す
る
者

十
四

臨
時
検
査
合

一
件
に
つ
き
三
百
円

十
三

自
動
車
検
査

一
件
に
つ
き
三
百
円

格
標
章
、
検
査
標

証
、
臨
時
検
査
合

章
、
自
動
車
予
備

格
標
章
、
検
査
標

検
査
証
又
は
限
定

章
、
自
動
車
予
備

自
動
車
検
査
証
の

検
査
証
又
は
限
定

再
交
付
を
申
請
す

自
動
車
検
査
証
の

る
者

再
交
付
を
申
請
す

る
者

十
五

（
略
）

（
略
）

十
四

（
略
）

（
略
）
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- 2 -

（
国
又
は
協
会
及
び
機
構
に
納
め
る
手
数
料
）

（
国
又
は
協
会
及
び
機
構
に
納
め
る
手
数
料
）

第
二
条

法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
又
は
協
会
に
納
め
な
け
れ

第
二
条

法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
又
は
協
会
に
納
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
両
に
つ
き
四
百
円
（
大
型
特
殊
自
動
車
及
び

な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
両
に
つ
き
四
百
円
（
大
型
特
殊
自
動
車
及
び

二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
と
す
る
。

二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
と
す
る
。

手
数
料
を
納
付
す
べ

金

額

手
数
料
を
納
付
す
べ

金

額

き
者

き
者

一

新
規
検
査
を
申

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

新
規
検
査
を
申

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

請
す
る
者

一

完
成
検
査
終
了
証
の
提
出
（
法
第
五
十
九

請
す
る
者

一

完
成
検
査
終
了
証
の
提
出
（
法
第
五
十
九

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も

四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も

っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ

っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ

る
自
動
車

る
自
動
車

イ

二
輪
の
小
型
自
動
車

千
四
百
円

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型

自
動
車

千
百
円

ロ

二
輪
の
小
型
自
動
車
以
外
の
自
動
車

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型

千
五
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ

自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
二
百
円
（
電

っ
て
は
、
千
三
百
円
）

子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
千
円

）

二

登
録
識
別
情
報
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の

二

登
録
識
別
情
報
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の

申
請
（
法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に

申
請
（
法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場

よ
り
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
一
時
抹
消
登
録
に

合
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
一
時
抹
消
登
録
に

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
一
時
抹
消
登
録

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
一
時
抹
消
登
録

識
別
情
報
」
と
い
う
。
）
の
提
供
又
は
自
動

識
別
情
報
」
と
い
う
。
）
の
提
供
又
は
自
動

車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提
出
と
共
に
保
安

車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提
出
と
と
も
に
保

基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五

安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の

第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を

五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
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○

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
又
は
協
会
に
納
め
る
手
数
料
）

（
国
又
は
協
会
に
納
め
る
手
数
料
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
条
第
一
項
の

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す

規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

手
数
料
を
納
付
す
べ

金

額

手
数
料
を
納
付
す
べ

金

額

き
者

き
者

一
～
十
二

（
略
）

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

（
略
）

十
三

自
動
車
検
査

一
件
に
つ
き
三
百
五
十
円

（
新
設
）

（
新
設
）

証
の
再
交
付
を
申

請
す
る
者

十
四

臨
時
検
査
合

一
件
に
つ
き
三
百
円

十
三

自
動
車
検
査

一
件
に
つ
き
三
百
円

格
標
章
、
検
査
標

証
、
臨
時
検
査
合

章
、
自
動
車
予
備

格
標
章
、
検
査
標

検
査
証
又
は
限
定

章
、
自
動
車
予
備

自
動
車
検
査
証
の

検
査
証
又
は
限
定

再
交
付
を
申
請
す

自
動
車
検
査
証
の

る
者

再
交
付
を
申
請
す

る
者

十
五

（
略
）

（
略
）

十
四

（
略
）

（
略
）
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- 4 -

ロ

二
輪
の
小
型
自
動
車
以
外
の
自
動
車

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型

千
四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ

自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
二
百
円
（
電

っ
て
は
、
千
二
百
円
）

子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
千
円

）

二

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
及
び
限
定
保

二

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
及
び
限
定
保

安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の

安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の

五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九

五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九

十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書

十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書

へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を

へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を

含
む
。
）
が
あ
る
自
動
車

千
二
百
円

含
む
。
）
が
あ
る
自
動
車

千
百
円

三

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

三

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第

車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第

九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に

す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代

よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代

え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限

え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限

る
。
）

千
四
百
円

る
。
）

（
削
る
）

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
二
百
円

（
削
る
）

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
三
百
円

四

そ
の
他
の
自
動
車

四

そ
の
他
の
自
動
車

イ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

イ

小
型
自
動
車

千
七
百
円

千
八
百
円

（
削
る
）

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

ロ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

以
外
の
自
動
車

千
九
百
円

以
外
の
自
動
車

千
八
百
円

三

構
造
等
変
更
検

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

三

構
造
等
変
更
検

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

査
を
申
請
す
る
者

一

小
型
自
動
車

二
千
百
円

査
を
申
請
す
る
者

一

小
型
自
動
車

二
千
円

二

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
九
百
円

二

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

三

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以

三

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以

- 11 -

 
- 3 -

も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が

を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）

あ
る
自
動
車
並
び
に
限
定
自
動
車
検
査
証
の

が
あ
る
自
動
車
並
び
に
限
定
自
動
車
検
査
証

提
出
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（

の
提
出
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出

法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て

（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い

準
用
す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規

て
準
用
す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の

定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出

規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提

に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自
動
車

出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自
動

千
三
百
円

車

千
百
円

三

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

三

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第

車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第

九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に

す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代

よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代

え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限

え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限

る
。
）

千
四
百
円

る
。
）

（
削
る
）

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
二
百
円

（
削
る
）

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
三
百
円

四

そ
の
他
の
自
動
車

四

そ
の
他
の
自
動
車

イ

小
型
自
動
車

二
千
百
円

イ

小
型
自
動
車

二
千
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
九
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

以
外
の
自
動
車

二
千
二
百
円

以
外
の
自
動
車

二
千
百
円

二

継
続
検
査
を
申

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

二

継
続
検
査
を
申

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

請
す
る
者

一

保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四

請
す
る
者

一

保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四

条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の

条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の

記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む

記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む

。
）
が
あ
る
自
動
車

。
）
が
あ
る
自
動
車

イ

二
輪
の
小
型
自
動
車

千
二
百
円

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型

自
動
車

千
百
円
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- 4 -

ロ

二
輪
の
小
型
自
動
車
以
外
の
自
動
車

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型

千
四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ

自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
二
百
円
（
電

っ
て
は
、
千
二
百
円
）

子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
千
円

）

二

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
及
び
限
定
保

二

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
及
び
限
定
保

安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の

安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の

五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九

五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九

十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書

十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書

へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を

へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を

含
む
。
）
が
あ
る
自
動
車

千
二
百
円

含
む
。
）
が
あ
る
自
動
車

千
百
円

三

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

三

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第

車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第

九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に

す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代

よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代

え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限

え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限

る
。
）

千
四
百
円

る
。
）

（
削
る
）

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
二
百
円

（
削
る
）

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
三
百
円

四

そ
の
他
の
自
動
車

四

そ
の
他
の
自
動
車

イ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

イ

小
型
自
動
車

千
七
百
円

千
八
百
円

（
削
る
）

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

ロ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

以
外
の
自
動
車

千
九
百
円

以
外
の
自
動
車

千
八
百
円

三

構
造
等
変
更
検

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

三

構
造
等
変
更
検

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

査
を
申
請
す
る
者

一

小
型
自
動
車

二
千
百
円

査
を
申
請
す
る
者

一

小
型
自
動
車

二
千
円

二

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
九
百
円

二

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

三

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以

三

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以

- 11 -

 
- 3 -

も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が

を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）

あ
る
自
動
車
並
び
に
限
定
自
動
車
検
査
証
の

が
あ
る
自
動
車
並
び
に
限
定
自
動
車
検
査
証

提
出
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（

の
提
出
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出

法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て

（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い

準
用
す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規

て
準
用
す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の

定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出

規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提

に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自
動
車

出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自
動

千
三
百
円

車

千
百
円

三

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

三

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第

車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第

九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に

す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代

よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代

え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限

え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限

る
。
）

千
四
百
円

る
。
）

（
削
る
）

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
二
百
円

（
削
る
）

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
三
百
円

四

そ
の
他
の
自
動
車

四

そ
の
他
の
自
動
車

イ

小
型
自
動
車

二
千
百
円

イ

小
型
自
動
車

二
千
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
九
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

以
外
の
自
動
車

二
千
二
百
円

以
外
の
自
動
車

二
千
百
円

二

継
続
検
査
を
申

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

二

継
続
検
査
を
申

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

請
す
る
者

一

保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四

請
す
る
者

一

保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四

条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の

条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の

記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む

記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む

。
）
が
あ
る
自
動
車

。
）
が
あ
る
自
動
車

イ

二
輪
の
小
型
自
動
車

千
二
百
円

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型

自
動
車

千
百
円
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道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文

目

次

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

９

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
（
抄
）

15

- 13 -
- 5 -

外
の
自
動
車

二
千
二
百
円

外
の
自
動
車

二
千
百
円

四

予
備
検
査
を
申

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

四

予
備
検
査
を
申

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

請
す
る
者

一

一
時
抹
消
登
録
識
別
情
報
の
提
供
又
は
自

請
す
る
者

一

一
時
抹
消
登
録
識
別
情
報
の
提
供
又
は
自

動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提
出
と
共
に
保

動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提
出
と
と
も
に

安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
並
び

保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
並

に
限
定
自
動
車
検
査
証
及
び
限
定
保
安
基
準

び
に
限
定
自
動
車
検
査
証
及
び
限
定
保
安
基

適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車

千
三
百
円

準
適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車

千
百
円

二

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

二

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
な
い

車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
な
い

自
動
車
に
限
る
。
）

千
四
百
円

自
動
車
に
限
る
。
）

（
削
る
）

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
二
百
円

（
削
る
）

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
三
百
円

三

そ
の
他
の
自
動
車

三

そ
の
他
の
自
動
車

イ

小
型
自
動
車

二
千
百
円

イ

小
型
自
動
車

二
千
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
九
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

以
外
の
自
動
車

二
千
二
百
円

以
外
の
自
動
車

二
千
百
円

（
国
及
び
機
構
に
納
め
る
手
数
料
）

（
国
及
び
機
構
に
納
め
る
手
数
料
）

第
三
条

法
第
百
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
機
構
が
行
う
基
準
適
合

第
三
条

法
第
百
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
機
構
が
行
う
基
準
適
合

性
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
に
納

性
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
に
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
両
に
つ
き
五
百
円
と
し
、
機
構

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
両
に
つ
き
四
百
円
と
し
、
機
構

に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

表

（
略
）

表

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

- 12 -
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道
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を
改
正
す
る
政
令
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照
条
文

目

次

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

９

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
（
抄
）

15

- 13 -
- 5 -

外
の
自
動
車

二
千
二
百
円

外
の
自
動
車

二
千
百
円

四

予
備
検
査
を
申

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

四

予
備
検
査
を
申

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

請
す
る
者

一

一
時
抹
消
登
録
識
別
情
報
の
提
供
又
は
自

請
す
る
者

一

一
時
抹
消
登
録
識
別
情
報
の
提
供
又
は
自

動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提
出
と
共
に
保

動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提
出
と
と
も
に

安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
並
び

保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
並

に
限
定
自
動
車
検
査
証
及
び
限
定
保
安
基
準

び
に
限
定
自
動
車
検
査
証
及
び
限
定
保
安
基

適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車

千
三
百
円

準
適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車

千
百
円

二

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

二

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動

車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
な
い

車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
な
い

自
動
車
に
限
る
。
）

千
四
百
円

自
動
車
に
限
る
。
）

（
削
る
）

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
二
百
円

（
削
る
）

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
三
百
円

三

そ
の
他
の
自
動
車

三

そ
の
他
の
自
動
車

イ

小
型
自
動
車

二
千
百
円

イ

小
型
自
動
車

二
千
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
九
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車

以
外
の
自
動
車

二
千
二
百
円

以
外
の
自
動
車

二
千
百
円

（
国
及
び
機
構
に
納
め
る
手
数
料
）

（
国
及
び
機
構
に
納
め
る
手
数
料
）

第
三
条

法
第
百
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
機
構
が
行
う
基
準
適
合

第
三
条

法
第
百
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
機
構
が
行
う
基
準
適
合

性
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
に
納

性
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
に
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
両
に
つ
き
五
百
円
と
し
、
機
構

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
両
に
つ
き
四
百
円
と
し
、
機
構

に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

表

（
略
）

表

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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2

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
の
返
納
を
受
け
た
と
き
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
抹
消
登
録
の
申

請
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
一
時
抹
消
登
録
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
時
抹
消
登
録
）

第
十
六
条

登
録
自
動
車
の
所
有
者
は
、
前
二
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
や
め
た
と
き
は
、
一
時
抹
消
登
録
の
申

請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
７

（
略
）

（
登
録
識
別
情
報
の
通
知
）

第
十
八
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
新
規
登
録
、
変
更
登
録
、
移
転
登
録
又
は
一
時
抹
消
登
録
を
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か

に
、
当
該
登
録
の
申
請
者
に
対
し
、
当
該
登
録
に
係
る
登
録
識
別
情
報
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
者
が
あ
ら
か
じ
め
登
録
識
別
情
報
の
通

知
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
し
た
場
合
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

（
自
動
車
の
構
造
）

第
四
十
条

自
動
車
は
、
そ
の
構
造
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

（
自
動
車
の
装
置
）

第
四
十
一
条

自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
、
運
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
二
十
一

（
略
）

２

（
略
）

（
乗
車
定
員
又
は
最
大
積
載
量
）

第
四
十
二
条

自
動
車
は
、
乗
車
定
員
又
は
最
大
積
載
量
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
保
安
基
準
の
原
則
）
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1

○

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）

（
新
規
登
録
の
申
請
）

第
七
条

登
録
を
受
け
て
い
な
い
自
動
車
の
登
録
（
以
下
「
新
規
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
所
有
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
分
に
よ
り
、
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
譲
渡
証
明
書
、
輸
入
の
事
実
を
証
明
す
る
書
面
又
は
当

該
自
動
車
の
所
有
権
を
証
明
す
る
に
足
る
そ
の
他
の
書
面
を
添
え
て
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
自
動
車
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
の
提
出
を
も
つ
て
当
該
自
動
車
の
提
示

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

二

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
完
成
検
査
終
了
証
（
発
行
後
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の
に
限
る
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

三
・
四

（
略
）

４

第
一
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
事
項
が
第
九
十
六
条
の
二
か
ら
第
九
十
六
条
の

四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
情
報
処
理
機
関
」
と
い
う
。
）
に
提
供
さ
れ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
同
項
の
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
を
も
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

二

第
七
十
五
条
第
五
項

完
成
検
査
終
了
証

三
・
四

（
略
）

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
こ
と
が
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
と
き
は
、
国
土

交
通
大
臣
は
、
登
録
情
報
処
理
機
関
に
対
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
事
項
を
照
会
す
る
も
の
と
す
る
。

６

（
略
）

（
輸
出
抹
消
登
録
）

第
十
五
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
に
係
る
自
動
車
が
輸
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
当
該
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
の
有
効
期
間
が
満
了
し

た
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
所
有
者
は
、
当
該
有
効
期
間
が
満
了
し
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
当
該
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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2

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
の
返
納
を
受
け
た
と
き
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
抹
消
登
録
の
申

請
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
一
時
抹
消
登
録
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
時
抹
消
登
録
）

第
十
六
条

登
録
自
動
車
の
所
有
者
は
、
前
二
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
や
め
た
と
き
は
、
一
時
抹
消
登
録
の
申

請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
７

（
略
）

（
登
録
識
別
情
報
の
通
知
）

第
十
八
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
新
規
登
録
、
変
更
登
録
、
移
転
登
録
又
は
一
時
抹
消
登
録
を
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か

に
、
当
該
登
録
の
申
請
者
に
対
し
、
当
該
登
録
に
係
る
登
録
識
別
情
報
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
者
が
あ
ら
か
じ
め
登
録
識
別
情
報
の
通

知
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
し
た
場
合
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

（
自
動
車
の
構
造
）

第
四
十
条

自
動
車
は
、
そ
の
構
造
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

（
自
動
車
の
装
置
）

第
四
十
一
条

自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
、
運
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
二
十
一

（
略
）

２

（
略
）

（
乗
車
定
員
又
は
最
大
積
載
量
）

第
四
十
二
条

自
動
車
は
、
乗
車
定
員
又
は
最
大
積
載
量
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
保
安
基
準
の
原
則
）
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1

○

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）

（
新
規
登
録
の
申
請
）

第
七
条

登
録
を
受
け
て
い
な
い
自
動
車
の
登
録
（
以
下
「
新
規
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
所
有
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
分
に
よ
り
、
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
譲
渡
証
明
書
、
輸
入
の
事
実
を
証
明
す
る
書
面
又
は
当

該
自
動
車
の
所
有
権
を
証
明
す
る
に
足
る
そ
の
他
の
書
面
を
添
え
て
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
自
動
車
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
の
提
出
を
も
つ
て
当
該
自
動
車
の
提
示

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

二

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
完
成
検
査
終
了
証
（
発
行
後
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の
に
限
る
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

三
・
四

（
略
）

４

第
一
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
事
項
が
第
九
十
六
条
の
二
か
ら
第
九
十
六
条
の

四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
情
報
処
理
機
関
」
と
い
う
。
）
に
提
供
さ
れ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
同
項
の
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
を
も
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

二

第
七
十
五
条
第
五
項

完
成
検
査
終
了
証

三
・
四

（
略
）

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
こ
と
が
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
と
き
は
、
国
土

交
通
大
臣
は
、
登
録
情
報
処
理
機
関
に
対
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
事
項
を
照
会
す
る
も
の
と
す
る
。

６

（
略
）

（
輸
出
抹
消
登
録
）

第
十
五
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
に
係
る
自
動
車
が
輸
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
当
該
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
の
有
効
期
間
が
満
了
し

た
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
所
有
者
は
、
当
該
有
効
期
間
が
満
了
し
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
当
該
輸
出
抹
消
仮
登
録
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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4

（
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
の
変
更
及
び
構
造
等
変
更
検
査
）

第
六
十
七
条

自
動
車
の
使
用
者
は
、
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
当
該
事
項
の
変

更
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
自
動
車
検
査
証
の
記
入
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
効
力
を
失
つ
て
い
る
自
動
車
検
査
証
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
に
記
入
を
受
け
る
べ
き
時
期
は
、
当
該
自
動
車
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
時
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
変
更
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
保
安
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
提
示
し
て
構
造
等
変
更
検
査
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
五
十
九
条
第
三
項
及
び
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
構
造
等
変
更
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
自
動
車
検
査
証
の
返
納
等
）

第
六
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
使
用
者
は
、
当
該
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
や
め
た
と
き
は
、
当
該
自

動
車
検
査
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し
て
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
再
交
付
）

第
七
十
条

自
動
車
又
は
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
者
は
、
自
動
車
検
査
証
若
し
く
は
検
査
標
章
又
は
臨
時
検
査
合
格
標
章
が
滅
失
し
、
き
損
し
、
又
は
そ
の
識
別

が
困
難
と
な
つ
た
場
合
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
予
備
検
査
）

第
七
十
一
条

登
録
を
受
け
て
い
な
い
第
四
条
に
規
定
す
る
自
動
車
又
は
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
検
査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
所

有
者
は
、
当
該
自
動
車
を
提
示
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
行
な
う
予
備
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
予
備
検
査
の
結
果
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
自
動
車
予
備
検
査
証
を
当
該
自
動
車
の
所
有
者
に
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

４

自
動
車
予
備
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
自
動
車
に
つ
い
て
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
使
用
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
当
該
自
動
車
予

備
検
査
証
を
提
出
し
て
、
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
～
９

（
略
）
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3

第
四
十
六
条

第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
四
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
（
以
下
「
保
安

基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
道
路
運
送
車
両
の
構
造
及
び
装
置
が
運
行
に
十
分
堪
え
、
操
縦
そ
の
他
の
使
用
の
た
め
の
作
業
に
安
全
で
あ
る
と
と
も
に
、
通
行
人
そ
の
他

に
危
害
を
与
え
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
こ
れ
に
よ
り
製
作
者
又
は
使
用
者
に
対
し
、
自
動
車
の
製
作
又
は
使
用
に
つ
い
て
不
当
な

制
限
を
課
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
の
検
査
及
び
自
動
車
検
査
証
）

第
五
十
八
条

自
動
車
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
自
動
車
（
以
下
「
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
の
行
う
検
査
を
受
け
、
有
効
な
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
こ

れ
を
運
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
新
規
検
査
）

第
五
十
九
条

登
録
を
受
け
て
い
な
い
第
四
条
に
規
定
す
る
自
動
車
又
は
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
以
外

の
軽
自
動
車
（
以
下
「
検
査
対
象
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
使
用
者
は
、

当
該
自
動
車
を
提
示
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
行
な
う
新
規
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

４

第
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
六
十
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
新
規
検
査
の
結
果
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
自
動
車
検
査
証
を
当
該
自
動
車
の
使
用
者
に
交
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
は
車
両
番
号
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
継
続
検
査
）

第
六
十
二
条

登
録
自
動
車
又
は
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
使
用
者
は
、
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
満
了

後
も
当
該
自
動
車
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
を
提
示
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
行
な
う
継
続
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
自
動
車
の
使
用
者
は
、
当
該
自
動
車
検
査
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
継
続
検
査
の
結
果
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
検
査
証
に
有
効
期
間
を
記
入
し
て
、
こ
れ
を
当

該
自
動
車
の
使
用
者
に
返
付
し
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
検
査
証
を
当
該
自
動
車
の
使
用
者
に
返
付
し
な
い
も
の

と
す
る
。

３
～
５

（
略
）
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4

（
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
の
変
更
及
び
構
造
等
変
更
検
査
）

第
六
十
七
条

自
動
車
の
使
用
者
は
、
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
当
該
事
項
の
変

更
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
自
動
車
検
査
証
の
記
入
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
効
力
を
失
つ
て
い
る
自
動
車
検
査
証
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
に
記
入
を
受
け
る
べ
き
時
期
は
、
当
該
自
動
車
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
時
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
変
更
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
保
安
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
提
示
し
て
構
造
等
変
更
検
査
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
五
十
九
条
第
三
項
及
び
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
構
造
等
変
更
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
自
動
車
検
査
証
の
返
納
等
）

第
六
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
使
用
者
は
、
当
該
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
や
め
た
と
き
は
、
当
該
自

動
車
検
査
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し
て
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
再
交
付
）

第
七
十
条

自
動
車
又
は
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
使
用
者
は
、
自
動
車
検
査
証
若
し
く
は
検
査
標
章
又
は
臨
時
検
査
合
格
標
章
が
滅
失
し
、
き
損
し
、
又
は
そ
の
識
別

が
困
難
と
な
つ
た
場
合
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
予
備
検
査
）

第
七
十
一
条

登
録
を
受
け
て
い
な
い
第
四
条
に
規
定
す
る
自
動
車
又
は
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
検
査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
所

有
者
は
、
当
該
自
動
車
を
提
示
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
行
な
う
予
備
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
予
備
検
査
の
結
果
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
自
動
車
予
備
検
査
証
を
当
該
自
動
車
の
所
有
者
に
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

４

自
動
車
予
備
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
自
動
車
に
つ
い
て
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
使
用
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
当
該
自
動
車
予

備
検
査
証
を
提
出
し
て
、
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
～
９

（
略
）
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3

第
四
十
六
条

第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
、
第
四
十
四
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
（
以
下
「
保
安

基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
道
路
運
送
車
両
の
構
造
及
び
装
置
が
運
行
に
十
分
堪
え
、
操
縦
そ
の
他
の
使
用
の
た
め
の
作
業
に
安
全
で
あ
る
と
と
も
に
、
通
行
人
そ
の
他

に
危
害
を
与
え
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
こ
れ
に
よ
り
製
作
者
又
は
使
用
者
に
対
し
、
自
動
車
の
製
作
又
は
使
用
に
つ
い
て
不
当
な

制
限
を
課
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
の
検
査
及
び
自
動
車
検
査
証
）

第
五
十
八
条

自
動
車
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
自
動
車
（
以
下
「
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
の
行
う
検
査
を
受
け
、
有
効
な
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
こ

れ
を
運
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
新
規
検
査
）

第
五
十
九
条

登
録
を
受
け
て
い
な
い
第
四
条
に
規
定
す
る
自
動
車
又
は
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
以
外

の
軽
自
動
車
（
以
下
「
検
査
対
象
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
使
用
者
は
、

当
該
自
動
車
を
提
示
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
行
な
う
新
規
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

４

第
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
六
十
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
新
規
検
査
の
結
果
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
自
動
車
検
査
証
を
当
該
自
動
車
の
使
用
者
に
交
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
は
車
両
番
号
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
継
続
検
査
）

第
六
十
二
条

登
録
自
動
車
又
は
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
使
用
者
は
、
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
満
了

後
も
当
該
自
動
車
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
を
提
示
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
行
な
う
継
続
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
自
動
車
の
使
用
者
は
、
当
該
自
動
車
検
査
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
継
続
検
査
の
結
果
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
検
査
証
に
有
効
期
間
を
記
入
し
て
、
こ
れ
を
当

該
自
動
車
の
使
用
者
に
返
付
し
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
検
査
証
を
当
該
自
動
車
の
使
用
者
に
返
付
し
な
い
も
の

と
す
る
。

３
～
５

（
略
）
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6

５

第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
完
成
検
査

終
了
証
の
発
行
及
び
交
付
に
代
え
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
譲
受
人
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
完
成
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法

に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
～
９

（
略
）

（
保
安
基
準
適
合
証
等
）

第
九
十
四
条
の
五

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
自
動
車
（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。
）
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

に
よ
り
点
検
し
、
当
該
自
動
車
の
保
安
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
及
び
適
合
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
必
要
な
整
備
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
自
動
車
検
査
員
が
証
明
し
た
と
き
は
、
請
求
に
よ
り
、
保
安
基
準
適
合
証
及
び
保
安
基
準
適
合
標
章
（
第
十
六
条
第
一
項
の
申

請
に
基
づ
く
一
時
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
並
び
に
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び

二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
保
安
基
準
適
合
証
）
を
依
頼
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
検
査
を
受

け
る
べ
き
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
臨
時
検
査
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
交
付
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
自
動
車
（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
を
除
く
。
）
に
係
る
前
項
の
規

定
に
よ
る
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
に
代
え
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
依
頼
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
保
安
基
準
適
合
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電

磁
的
方
法
に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
自
動
車
検
査
員
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
、
そ
の

結
果
こ
れ
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
証
明
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
自
動
車
検
査
員
が
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
り
同
項
の
点
検
を
行
い
、
そ
の
結
果
保
安
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
た
部
分
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検

査
に
お
い
て
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

５
・
６

（
略
）

７

新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
（
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
一
時
抹
消
登
録
を
受
け
た
乗
用
自
動
車
等
又
は
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査

証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
際
し
、
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
返
納

証
明
書
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
と
も
に
有

効
な
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
条
並
び
に
第
七
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
は
、
国
土
交
通

大
臣
（
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
協
会
。
次
項
、
第
十
項
及
び
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
提
示
が
あ
り
、
か
つ
、
保
安
基

準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

８

継
続
検
査
に
際
し
、
有
効
な
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
第
六
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対

す
る
提
示
が
あ
り
、
か
つ
、
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

９

前
二
項
の
検
査
の
申
請
を
す
る
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
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（
限
定
自
動
車
検
査
証
等
）

第
七
十
一
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
新
規
検
査
若
し
く
は
予
備
検
査
（
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
一
時
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
又
は
第
六
十
九
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
つ
て
、
当
該
自
動
車
の
長
さ
、
幅
又
は

高
さ
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
（
以
下
「
構
造
等
に
関
す
る
事
項
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

れ
、
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
構
造
等
に
関
す
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
継
続
検
査
の
結
果
、
当
該
自
動
車

が
保
安
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
の
使
用
を
停
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
を
除
き
、
限
定
自
動
車
検
査
証
を
当
該
自
動
車
の

使
用
者
（
予
備
検
査
に
あ
つ
て
は
、
所
有
者
）
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
７

（
略
）

（
道
路
運
送
車
両
の
検
査
に
係
る
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
の
審
査
）

第
七
十
四
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
章
に
規
定
す
る
自
動
車
及
び
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
検
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
自
動
車
及
び
検
査
対
象
外
軽
自
動

車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
（
以
下
「
基
準
適
合
性
審
査
」
と
い
う
。
）
を
機
構
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
軽
自

動
車
検
査
協
会
に
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
基
準
適
合
性
審
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
５

（
略
）

（
軽
自
動
車
検
査
協
会
の
検
査
等
）

第
七
十
四
条
の
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
章
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
検
査
協
会
が
設
立
さ
れ
た
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
に
、
こ
の
章
に
規
定
す
る
自
動
車
の

検
査
に
関
す
る
事
務
（
第
六
十
一
条
の
二
及
び
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
並
び
に
基
準
適
合
性
審
査
に
必
要
な
技
術
上
の
情
報
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
も
の
の
管
理
に
関
す
る
事
務
（
第
百
二
条
第
二
項
に
お
い
て
「
審
査
用
技
術
情
報
管
理
事
務
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
軽
自
動
車
に
係
る
も

の
（
以
下
「
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
～
７

（
略
）

（
自
動
車
の
指
定
）

第
七
十
五
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
自
動
車
の
安
全
性
の
増
進
及
び
自
動
車
に
よ
る
公
害
の
防
止
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
、
申
請
に
よ
り
、
自
動
車
を
そ
の

型
式
に
つ
い
て
指
定
す
る
。

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
（
第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
そ
の
製
作
し
、
又
は
輸
出
す
る
自
動
車
の
型
式
に

つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
も
の
（
第
九
項
に
お
い
て
「
指
定
外
国
製
作
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る

も
の
に
限
る
。
第
八
項
及
び
第
九
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
の
構
造
、
装
置
及
び
性
能
が
保
安
基
準
に
適
合
し
て
い

る
か
ど
う
か
を
検
査
し
、
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
完
成
検
査
終
了
証
を
発
行
し
、
こ
れ
を
譲
受
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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6

５

第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
完
成
検
査

終
了
証
の
発
行
及
び
交
付
に
代
え
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
譲
受
人
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
完
成
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法

に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
～
９

（
略
）

（
保
安
基
準
適
合
証
等
）

第
九
十
四
条
の
五

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
自
動
車
（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。
）
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

に
よ
り
点
検
し
、
当
該
自
動
車
の
保
安
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
及
び
適
合
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
必
要
な
整
備
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
自
動
車
検
査
員
が
証
明
し
た
と
き
は
、
請
求
に
よ
り
、
保
安
基
準
適
合
証
及
び
保
安
基
準
適
合
標
章
（
第
十
六
条
第
一
項
の
申

請
に
基
づ
く
一
時
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
並
び
に
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び

二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
保
安
基
準
適
合
証
）
を
依
頼
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
検
査
を
受

け
る
べ
き
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
臨
時
検
査
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
交
付
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
自
動
車
（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
を
除
く
。
）
に
係
る
前
項
の
規

定
に
よ
る
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
に
代
え
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
依
頼
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
保
安
基
準
適
合
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電

磁
的
方
法
に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
自
動
車
検
査
員
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
、
そ
の

結
果
こ
れ
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
証
明
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
自
動
車
検
査
員
が
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
り
同
項
の
点
検
を
行
い
、
そ
の
結
果
保
安
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
た
部
分
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検

査
に
お
い
て
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

５
・
６

（
略
）

７

新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
（
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
一
時
抹
消
登
録
を
受
け
た
乗
用
自
動
車
等
又
は
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査

証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
際
し
、
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
返
納

証
明
書
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
と
も
に
有

効
な
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
条
並
び
に
第
七
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
は
、
国
土
交
通

大
臣
（
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
協
会
。
次
項
、
第
十
項
及
び
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
提
示
が
あ
り
、
か
つ
、
保
安
基

準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

８

継
続
検
査
に
際
し
、
有
効
な
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
第
六
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対

す
る
提
示
が
あ
り
、
か
つ
、
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

９

前
二
項
の
検
査
の
申
請
を
す
る
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

- 19 -

 
5

（
限
定
自
動
車
検
査
証
等
）

第
七
十
一
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
新
規
検
査
若
し
く
は
予
備
検
査
（
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
一
時
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
又
は
第
六
十
九
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
つ
て
、
当
該
自
動
車
の
長
さ
、
幅
又
は

高
さ
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
（
以
下
「
構
造
等
に
関
す
る
事
項
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

れ
、
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
構
造
等
に
関
す
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
継
続
検
査
の
結
果
、
当
該
自
動
車

が
保
安
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
の
使
用
を
停
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
を
除
き
、
限
定
自
動
車
検
査
証
を
当
該
自
動
車
の

使
用
者
（
予
備
検
査
に
あ
つ
て
は
、
所
有
者
）
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
７

（
略
）

（
道
路
運
送
車
両
の
検
査
に
係
る
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
の
審
査
）

第
七
十
四
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
章
に
規
定
す
る
自
動
車
及
び
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
の
検
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
自
動
車
及
び
検
査
対
象
外
軽
自
動

車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
（
以
下
「
基
準
適
合
性
審
査
」
と
い
う
。
）
を
機
構
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
軽
自

動
車
検
査
協
会
に
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
基
準
適
合
性
審
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
５

（
略
）

（
軽
自
動
車
検
査
協
会
の
検
査
等
）

第
七
十
四
条
の
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
章
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
検
査
協
会
が
設
立
さ
れ
た
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
に
、
こ
の
章
に
規
定
す
る
自
動
車
の

検
査
に
関
す
る
事
務
（
第
六
十
一
条
の
二
及
び
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
並
び
に
基
準
適
合
性
審
査
に
必
要
な
技
術
上
の
情
報
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
も
の
の
管
理
に
関
す
る
事
務
（
第
百
二
条
第
二
項
に
お
い
て
「
審
査
用
技
術
情
報
管
理
事
務
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
軽
自
動
車
に
係
る
も

の
（
以
下
「
軽
自
動
車
の
検
査
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
～
７

（
略
）

（
自
動
車
の
指
定
）

第
七
十
五
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
自
動
車
の
安
全
性
の
増
進
及
び
自
動
車
に
よ
る
公
害
の
防
止
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
、
申
請
に
よ
り
、
自
動
車
を
そ
の

型
式
に
つ
い
て
指
定
す
る
。

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
（
第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
そ
の
製
作
し
、
又
は
輸
出
す
る
自
動
車
の
型
式
に

つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
も
の
（
第
九
項
に
お
い
て
「
指
定
外
国
製
作
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る

も
の
に
限
る
。
第
八
項
及
び
第
九
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
の
構
造
、
装
置
及
び
性
能
が
保
安
基
準
に
適
合
し
て
い

る
か
ど
う
か
を
検
査
し
、
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
完
成
検
査
終
了
証
を
発
行
し
、
こ
れ
を
譲
受
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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8

で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
（
協
会
に
そ
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
協
会
）
に
、
審
査
用
技
術
情
報
管
理
事
務
に
係
る
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数

料
を
機
構
に
、
そ
れ
ぞ
れ
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
機
構
が
行
う
基
準
適
合
性
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
動
車
検
査
証
の
交
付
に
係
る
実
費
を
勘

案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
に
、
基
準
適
合
性
審
査
に
係
る
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
機
構
に
、
そ
れ
ぞ
れ
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４
～
８

（
略
）

- 21 -

 
7

と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
二
項
の
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
を
も
つ
て
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

～

（
略
）

10

12
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
）

第
九
十
四
条
の
五
の
二

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
有
効
な
限
定
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
自
動
車
の
当
該
限
定
自
動
車
検
査
証
に
記
載
さ
れ
た
保
安

基
準
に
適
合
し
な
い
部
分
を
整
備
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
整
備
に
係
る
部
分
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
自
動
車
検
査
員
が
証
明
し
た
と
き
は
、
請
求
に
よ
り
、

限
定
保
安
基
準
適
合
証
を
依
頼
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

４

有
効
な
限
定
自
動
車
検
査
証
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
並
び
に
第
七
十
一
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
す
る
提
示
が
あ
り
、
か
つ
、
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

５

前
条
第
九
項
及
び
第
十
項
の
規
定
は
、
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
手
数
料
の
納
付
）

第
百
二
条

次
に
掲
げ
る
者
（
国
及
び
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ

て
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
（
第
四
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
者
が
協
会
に
そ
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
協
会
）
に
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

新
規
登
録
を
申
請
す
る
者

二

変
更
登
録
、
移
転
登
録
、
輸
出
抹
消
仮
登
録
又
は
一
時
抹
消
登
録
を
申
請
す
る
者

三

第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
識
別
情
報
の
通
知
を
受
け
る
者
（
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
一
時
抹
消
登
録
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四

輸
出
予
定
届
出
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
者

五

地
方
運
輸
局
長
が
行
う
臨
時
運
行
の
許
可
を
申
請
す
る
者

六

回
送
運
行
許
可
証
の
交
付
を
申
請
す
る
者

七

登
録
事
項
等
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者

八

第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
国
又
は
独
立
行
政
法
人
の
委
託
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
登
録
情
報
の
提
供
を
受
け
る
登
録
情
報
提
供
機
関

九

自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
を
申
請
す
る
者

十

自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
又
は
第
七
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
者

十
一

自
動
車
検
査
証
、
臨
時
検
査
合
格
標
章
、
検
査
標
章
、
自
動
車
予
備
検
査
証
又
は
限
定
自
動
車
検
査
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者

十
二

指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
を
申
請
す
る
者

２

新
規
検
査
、
継
続
検
査
、
構
造
等
変
更
検
査
又
は
予
備
検
査
を
申
請
す
る
者
は
、
実
費
（
審
査
用
技
術
情
報
管
理
事
務
に
係
る
実
費
を
除
く
。
）
を
勘
案
し
て
政
令

- 20 -

 
―― 20

SEKEN2023.indd   20SEKEN2023.indd   20 2023/08/23   11:40:272023/08/23   11:40:27



8

で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
（
協
会
に
そ
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
協
会
）
に
、
審
査
用
技
術
情
報
管
理
事
務
に
係
る
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数

料
を
機
構
に
、
そ
れ
ぞ
れ
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
機
構
が
行
う
基
準
適
合
性
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
動
車
検
査
証
の
交
付
に
係
る
実
費
を
勘

案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
に
、
基
準
適
合
性
審
査
に
係
る
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
機
構
に
、
そ
れ
ぞ
れ
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４
～
８

（
略
）
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7

と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
二
項
の
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
を
も
つ
て
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

～

（
略
）

10

12
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
）

第
九
十
四
条
の
五
の
二

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
有
効
な
限
定
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
自
動
車
の
当
該
限
定
自
動
車
検
査
証
に
記
載
さ
れ
た
保
安

基
準
に
適
合
し
な
い
部
分
を
整
備
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
整
備
に
係
る
部
分
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
自
動
車
検
査
員
が
証
明
し
た
と
き
は
、
請
求
に
よ
り
、

限
定
保
安
基
準
適
合
証
を
依
頼
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

４

有
効
な
限
定
自
動
車
検
査
証
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
並
び
に
第
七
十
一
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
す
る
提
示
が
あ
り
、
か
つ
、
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

５

前
条
第
九
項
及
び
第
十
項
の
規
定
は
、
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
手
数
料
の
納
付
）

第
百
二
条

次
に
掲
げ
る
者
（
国
及
び
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ

て
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
（
第
四
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
者
が
協
会
に
そ
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
協
会
）
に
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

新
規
登
録
を
申
請
す
る
者

二

変
更
登
録
、
移
転
登
録
、
輸
出
抹
消
仮
登
録
又
は
一
時
抹
消
登
録
を
申
請
す
る
者

三

第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
識
別
情
報
の
通
知
を
受
け
る
者
（
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
一
時
抹
消
登
録
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四

輸
出
予
定
届
出
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
者

五

地
方
運
輸
局
長
が
行
う
臨
時
運
行
の
許
可
を
申
請
す
る
者

六

回
送
運
行
許
可
証
の
交
付
を
申
請
す
る
者

七

登
録
事
項
等
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者

八

第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
国
又
は
独
立
行
政
法
人
の
委
託
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
登
録
情
報
の
提
供
を
受
け
る
登
録
情
報
提
供
機
関

九

自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
を
申
請
す
る
者

十

自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
又
は
第
七
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
者

十
一

自
動
車
検
査
証
、
臨
時
検
査
合
格
標
章
、
検
査
標
章
、
自
動
車
予
備
検
査
証
又
は
限
定
自
動
車
検
査
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者

十
二

指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
を
申
請
す
る
者

２

新
規
検
査
、
継
続
検
査
、
構
造
等
変
更
検
査
又
は
予
備
検
査
を
申
請
す
る
者
は
、
実
費
（
審
査
用
技
術
情
報
管
理
事
務
に
係
る
実
費
を
除
く
。
）
を
勘
案
し
て
政
令
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10

二

三
十
両
以
下
の
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て
作
成
す
る
証
明
書
で
現
在
記

録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
み
に
係
る
も
の

一
枚
に
つ
き
四

百
円

九

法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
登
録
情
報
の
提
供
を

一
件
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

受
け
る
登
録
情
報
提
供
機
関

一

自
動
車
一
両
ご
と
に
作
成
す
る
登
録
事
項
等
証
明
書
一
枚
に
記
載
さ
れ
る

登
録
情
報
で
あ
っ
て
、
現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
に
係

る
も
の

二
百
円

二

三
十
両
（
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
台
番
号
並
び
に
自
動
車
の
所
有
者
及

び
使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
含
ま
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
六

十
両
）
以
下
の
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て
作
成
す
る
登
録
事
項
等
証
明
書

一
枚
に
記
載
さ
れ
る
登
録
情
報
で
あ
っ
て
、
現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

れ
て
い
る
事
項
に
係
る
も
の

二
百
円

十

自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
七
千
二
百
円
（
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
の
全
部
の
免
除
を
受
け

る
者
に
つ
い
て
は
、
二
千
四
百
五
十
円
）

十
一

自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
三
百
五
十
円

十
二

法
第
七
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者

一

自
動
車
一
両
ご
と
に
作
成
す
る
証
明
書

イ

現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
み
に
係
る
も
の

一

件
に
つ
き
三
百
円

ロ

現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
及
び
保
存
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
に
係
る
も
の

一
件
に
つ
き
千
円
（
保
存
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

て
い
る
事
項
に
係
る
も
の
の
枚
数
が
一
枚
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

千
円
に
そ
の
超
え
る
枚
数
一
枚
ご
と
に
三
百
円
を
加
算
し
た
額
）

二

三
十
両
以
下
の
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て
作
成
す
る
証
明
書
で
現
在
記

録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
み
に
係
る
も
の

一
枚
に
つ
き
四

百
円

十
三

自
動
車
検
査
証
、
臨
時
検
査
合
格
標
章
、
検
査
標
章
、
自
動
車
予
備
検

一
件
に
つ
き
三
百
円

査
証
又
は
限
定
自
動
車
検
査
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者

十
四

指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
二
万
九
千
円

（
国
又
は
協
会
及
び
機
構
に
納
め
る
手
数
料
）
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9

○

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
国
又
は
協
会
に
納
め
る
手
数
料
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

手

数

料

を

納

付

す

べ

き

者

金

額

一

新
規
登
録
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

完
成
検
査
終
了
証
の
提
出
（
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ

の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自
動
車

九
百

円
（
電
子
申
請
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
百
円
）

二

そ
の
他
の
自
動
車

七
百
円

二

変
更
登
録
、
輸
出
抹
消
仮
登
録
又
は
一
時
抹
消
登
録
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
三
百
五
十
円

三

移
転
登
録
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
五
百
円

四

法
第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
識
別
情
報
の
通
知
を
受
け
る
者
（

一
両
に
つ
き
三
百
五
十
円

法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
一
時
抹
消
登
録
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

五

輸
出
予
定
届
出
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
三
百
五
十
円

六

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
臨
時
運
行
の
許
可
を
申
請
す
る

一
両
に
つ
き
七
百
五
十
円

者
七

回
送
運
行
許
可
証
の
交
付
を
申
請
す
る
者

一
枚
に
つ
き
許
可
の
期
間
一
月
ま
で
ご
と
に
二
千
五
十
円
（
そ
の
額
が
五
千
円

以
上
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

八

登
録
事
項
等
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者

一

自
動
車
一
両
ご
と
に
作
成
す
る
証
明
書

イ

現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
み
に
係
る
も
の

一

件
に
つ
き
三
百
円

ロ

現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
及
び
保
存
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
に
係
る
も
の

一
件
に
つ
き
千
円
（
保
存
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

て
い
る
事
項
に
係
る
も
の
の
枚
数
が
一
枚
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

千
円
に
そ
の
超
え
る
枚
数
一
枚
ご
と
に
三
百
円
を
加
算
し
た
額
）
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10

二

三
十
両
以
下
の
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て
作
成
す
る
証
明
書
で
現
在
記

録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
み
に
係
る
も
の

一
枚
に
つ
き
四

百
円

九

法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
登
録
情
報
の
提
供
を

一
件
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

受
け
る
登
録
情
報
提
供
機
関

一

自
動
車
一
両
ご
と
に
作
成
す
る
登
録
事
項
等
証
明
書
一
枚
に
記
載
さ
れ
る

登
録
情
報
で
あ
っ
て
、
現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
に
係

る
も
の

二
百
円

二

三
十
両
（
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
台
番
号
並
び
に
自
動
車
の
所
有
者
及

び
使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
含
ま
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
六

十
両
）
以
下
の
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て
作
成
す
る
登
録
事
項
等
証
明
書

一
枚
に
記
載
さ
れ
る
登
録
情
報
で
あ
っ
て
、
現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

れ
て
い
る
事
項
に
係
る
も
の

二
百
円

十

自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
七
千
二
百
円
（
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
の
全
部
の
免
除
を
受
け

る
者
に
つ
い
て
は
、
二
千
四
百
五
十
円
）

十
一

自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
三
百
五
十
円

十
二

法
第
七
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者

一

自
動
車
一
両
ご
と
に
作
成
す
る
証
明
書

イ

現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
み
に
係
る
も
の

一

件
に
つ
き
三
百
円

ロ

現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
及
び
保
存
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
に
係
る
も
の

一
件
に
つ
き
千
円
（
保
存
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

て
い
る
事
項
に
係
る
も
の
の
枚
数
が
一
枚
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

千
円
に
そ
の
超
え
る
枚
数
一
枚
ご
と
に
三
百
円
を
加
算
し
た
額
）

二

三
十
両
以
下
の
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て
作
成
す
る
証
明
書
で
現
在
記

録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
み
に
係
る
も
の

一
枚
に
つ
き
四

百
円

十
三

自
動
車
検
査
証
、
臨
時
検
査
合
格
標
章
、
検
査
標
章
、
自
動
車
予
備
検

一
件
に
つ
き
三
百
円

査
証
又
は
限
定
自
動
車
検
査
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者

十
四

指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
を
申
請
す
る
者

一
件
に
つ
き
二
万
九
千
円

（
国
又
は
協
会
及
び
機
構
に
納
め
る
手
数
料
）
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9

○

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
国
又
は
協
会
に
納
め
る
手
数
料
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

手

数

料

を

納

付

す

べ

き

者

金

額

一

新
規
登
録
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

完
成
検
査
終
了
証
の
提
出
（
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ

の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自
動
車

九
百

円
（
電
子
申
請
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
百
円
）

二

そ
の
他
の
自
動
車

七
百
円

二

変
更
登
録
、
輸
出
抹
消
仮
登
録
又
は
一
時
抹
消
登
録
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
三
百
五
十
円

三

移
転
登
録
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
五
百
円

四

法
第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
識
別
情
報
の
通
知
を
受
け
る
者
（

一
両
に
つ
き
三
百
五
十
円

法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
一
時
抹
消
登
録
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

五

輸
出
予
定
届
出
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
三
百
五
十
円

六

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
臨
時
運
行
の
許
可
を
申
請
す
る

一
両
に
つ
き
七
百
五
十
円

者
七

回
送
運
行
許
可
証
の
交
付
を
申
請
す
る
者

一
枚
に
つ
き
許
可
の
期
間
一
月
ま
で
ご
と
に
二
千
五
十
円
（
そ
の
額
が
五
千
円

以
上
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

八

登
録
事
項
等
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者

一

自
動
車
一
両
ご
と
に
作
成
す
る
証
明
書

イ

現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
み
に
係
る
も
の

一

件
に
つ
き
三
百
円

ロ

現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
及
び
保
存
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
に
係
る
も
の

一
件
に
つ
き
千
円
（
保
存
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

て
い
る
事
項
に
係
る
も
の
の
枚
数
が
一
枚
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

千
円
に
そ
の
超
え
る
枚
数
一
枚
ご
と
に
三
百
円
を
加
算
し
た
額
）
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12

二

継
続
検
査
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自
動

車イ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車

千
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
二

百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
千
円
）

二

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第

九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含

む
。
）
が
あ
る
自
動
車

千
百
円

三

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の

提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
四

条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る

場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限
る
。
）

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
二
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
三
百
円

四

そ
の
他
の
自
動
車

イ

小
型
自
動
車

千
七
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
八
百
円

三

構
造
等
変
更
検
査
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

小
型
自
動
車

二
千
円

二

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

三

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

二
千
百
円

四

予
備
検
査
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

一
時
抹
消
登
録
識
別
情
報
の
提
供
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提

出
と
と
も
に
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
並
び
に
限
定
自
動
車

検
査
証
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車

千
百
円

二

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の

- 25 -

 
11

第
二
条

法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
又
は
協
会
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手

数
料
の
額
は
、
一
両
に
つ
き
四
百
円
（
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
と
す
る
。

手

数

料

を

納

付

す

べ

き

者

金

額

一

新
規
検
査
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

完
成
検
査
終
了
証
の
提
出
（
法
第
五
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え

る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自
動
車

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車

千
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
二

百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
千
円
）

二

登
録
識
別
情
報
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
（
法
第
十
五
条
の
二
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に

基
づ
く
一
時
抹
消
登
録
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
一
時
抹
消
登
録
識
別

情
報
」
と
い
う
。
）
の
提
供
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提
出
と
と

も
に
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自

動
車
並
び
に
限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提

出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
四
条

の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場

合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自
動
車

千
百
円

三

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の

提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
四

条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る

場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限
る
。
）

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
二
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
三
百
円

四

そ
の
他
の
自
動
車

イ

小
型
自
動
車

二
千
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

二
千
百
円
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12

二

継
続
検
査
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自
動

車イ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車

千
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
二

百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
千
円
）

二

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第

九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含

む
。
）
が
あ
る
自
動
車

千
百
円

三

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の

提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
四

条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る

場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限
る
。
）

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
二
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
三
百
円

四

そ
の
他
の
自
動
車

イ

小
型
自
動
車

千
七
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
八
百
円

三

構
造
等
変
更
検
査
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

小
型
自
動
車

二
千
円

二

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

三

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

二
千
百
円

四

予
備
検
査
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

一
時
抹
消
登
録
識
別
情
報
の
提
供
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提

出
と
と
も
に
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
並
び
に
限
定
自
動
車

検
査
証
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車

千
百
円

二

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の

- 25 -

 
11

第
二
条

法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
又
は
協
会
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手

数
料
の
額
は
、
一
両
に
つ
き
四
百
円
（
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
と
す
る
。

手

数

料

を

納

付

す

べ

き

者

金

額

一

新
規
検
査
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

完
成
検
査
終
了
証
の
提
出
（
法
第
五
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え

る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自
動
車

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車

千
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
二

百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
千
円
）

二

登
録
識
別
情
報
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
（
法
第
十
五
条
の
二
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に

基
づ
く
一
時
抹
消
登
録
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
一
時
抹
消
登
録
識
別

情
報
」
と
い
う
。
）
の
提
供
又
は
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
提
出
と
と

も
に
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自

動
車
並
び
に
限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提

出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
四
条

の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場

合
を
含
む
。
）
が
あ
る
自
動
車

千
百
円

三

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
（
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の

提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
四

条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る

場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限
る
。
）

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
二
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
三
百
円

四

そ
の
他
の
自
動
車

イ

小
型
自
動
車

二
千
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

二
千
百
円
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14

イ

大
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よ
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と
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る
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の
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定
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り
、
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数
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の
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15

○

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
（
抄
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
六
条

申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
そ
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
務
省
令
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（

入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
そ
の
手
続
等
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
次
章

を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
６

（
略
）
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令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 
自 動 車 局 整 備 課 

自自動動車車のの高高度度化化にに対対応応ししたた定定期期点点検検方方法法のの見見直直ししをを行行いいままししたた  
～ 点検７項目について見直し ～ 

 

１．改正の概要 

((11))「「自自動動車車点点検検基基準準」」（（昭昭和和 2266 年年運運輸輸省省令令第第 7700 号号））のの一一部部改改正正  

自動車の定期点検項目のうち「点火時期」及び「ディストリビュータ1のキャップの状

態」について、点検を行わなくともよいこととしました（ただし、ディストリビュータ

を有する自動車及び二輪自動車については、今後も点検が必要）。 

  

((22))「「自自動動車車のの点点検検及及びび整整備備にに関関すするる手手引引」」（（平平成成 1199 年年国国土土交交通通省省告告示示第第 331177 号号））のの一一部部改改正正  

以下の５つの定期点検項目について、目視等により直接確認する従来の点検方法だ

けでなく、OBD を活用した点検方法等も認めることとしました。 

点検項目 点検の方法 

駐車ブレーキ機構 引きしろ 電動式駐車ブレーキ機構を装備した車両は、

OBD を活用した確認を行うこととする 

トランスミッション
2、トランスファ3 

オイル漏れ、オイル量 オイルのレベル・ゲージがない車両は、オイ

ル漏れのみの確認でも可とする 

燃料蒸発ガス排出抑

制装置 

チャコール・キャニス

タ4の詰まりと損傷 

インタンク式のチャコール・キャニスタを装

備した車両は、メーカー指定の方法で確認す

ることとする チェック・バルブ5の

機能 

タイヤ 空気圧 タイヤ空気圧監視装置を装備した車両は、

OBD を活用した確認も可とする 

２．スケジュール 

公 布：令和５年３月３１日（本日） 

施 行：令和５年７月１日 

1 高電圧の電気を点火プラグに配電し、点火時期を制御する装置 
2 走行状態に応じてギヤ比を切り替える変速装置 
3 四輪駆動において、エンジンの動力を前輪と後輪に分配する装置 
4 燃料タンク等から放出される燃料蒸発ガスを一時的に貯蔵する装置 
5 燃料蒸発ガスのチャコール・キャニスタからの逆流を防止する装置 

                                                   

 

【問い合わせ先】 
国土交通省自動車局整備課 藤墳、渡部 
Tel03-5253-8111（内線 42412,42413） 

  Tel03-5253-8599（直通） 

近年、自動車技術の進化がめざましく、自動運転技術や電動車の普及が進むと同時に、

車載式故障診断装置（OBD)が搭載される車両が増加していることなどを踏まえ、OBD を活用

した点検方法の導入等、自動車の定期点検の項目及び方法について改正を行います。 
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国 自 整 第 ３ ０ ６ 号 の３  

令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 

 

 

 

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

           

 

                   国土交通省自動車局長 

 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

今般、「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和３６年１１月

２５日付自車第８８０号）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので、貴会傘

下会員に対し周知方お願いします。 
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33－－44－－1100  車体の形状欄は、下表の例により記載するものとする。  

（略） 

注 1．特種用途自動車及び大型特殊自動車で二輪自動車、側車付二輪自動車

又は三輪のものにあっては、その旨（例△△二輪、△△三輪）を附記するこ

と。 

注 2．（略） 

33－－44－－1111  （略）  

33－－44－－1122  乗車定員欄、最大積載量欄及び車両総重量欄は、次の各号によ

り記載するものとする。 
（１）・（２） （略） 
（３） 幼児用座席を備える幼児専用車、専ら座席の用に供する床面の

協定規則第 14 号の技術的な要件に定める基準に適合する取付具を有する

年少者用補助乗車装置取付具に年少者用補助乗車装置を備える自動車、協

定規則第 44 号の技術的な要件（同規則第 4 改訂版補則第 18 改訂版及びそ

れ以降の補則改訂版の規則 4.、6.から 8.まで及び 15.に限る。）に定める基

準に適合する同規則 2.1.2.4.2.に規定する装置（専ら年少者が着席するため

のものに限る。）を備える自動車にあっては、乗車定員欄に乗車定員を「大

人定員＋小人定員／1．5」の例により記載し、車両総重量欄には車両重量、

最大積載量及び 55kg に乗車定員を乗じて得た重量（1kg 未満は切り捨て

る。）の総和を記載する。この場合において、「大人定員」とは 12 才以上の

者の乗車定員をいい、「小人定員」とは 12 才未満の小児又は幼児の乗車定

員をいう。 
（４）～（１３） （略） 
33－－44－－1133～33－－44－－1166  （略）  

33－－44－－1177  総排気量又は定格出力欄は、次の各号により記載するものとす

る。 

(1) 総排気量は、単位をリットルとし、小数点第 3位以下を切り捨て

るものとする。ただし、二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）でその総

排気量が0.251リットルから0.259リットルまでのもの及び二輪自動車（側

車付二輪自動車を含む。）以外の自動車で総排気量が 0.661 リットルから

0.669 リットルまでのものにあっては、それぞれ 0.26 リットル及び 0.67 リ

ットルとする。 

この場合において、総排気量を算出する必要があるときは、円周

率を 3.14 とし、内径及び行程について 1/10 ミリメートル未満を切り捨て

た値を用いるものとする。 

なお、総排気量が変化する構造を有する原動機（気筒休止等によ

り総排気量が変化するものをいう。）にあっては、最大値を用いるものとす

33－－44－－1100  車体の形状欄は、下表の例により記載するものとする。  

（略） 

注 1．特種用途自動車及び大型特殊自動車で二輪又は三輪のものにあって

は、その旨（例△△二輪、△△三輪）を附記すること。 

 

注 2．（略） 

33－－44－－1111  （略）  

33－－44－－1122  乗車定員欄、最大積載量欄及び車両総重量欄は、次の各号によ

り記載するものとする。 
（１）・（２） （略） 
（３） 幼児用座席を備える幼児専用車、専ら座席の用に供する床面の

協定規則第 14 号の技術的な要件に定める基準に適合する取付具を有する

年少者用補助乗車装置取付具に年少者用補助乗車装置を備える自動車、協

定規則第 44 号の技術的な要件（同規則第 4 改訂版補則第 7 改訂版の規則

4.、6.から 8.まで及び 15.に限る。）に定める基準に適合する同規則 2.1.2.4.2.
に規定する装置（専ら年少者が着席するためのものに限る。）を備える自動

車にあっては、乗車定員欄に乗車定員を「大人定員＋小人定員／1．5」の

例により記載し、車両総重量欄には車両重量、最大積載量及び 55kg に乗車

定員を乗じて得た重量（1kg 未満は切り捨てる。）の総和を記載する。この

場合において、「大人定員」とは 12 才以上の者の乗車定員をいい、「小人定

員」とは 12 才未満の小児又は幼児の乗車定員をいう。 
 

（４）～（１３） （略） 
33－－44－－1133～33－－44－－1166  （略）  

33－－44－－1177  総排気量又は定格出力欄は、次の各号により記載するものとす

る。 

(1) 総排気量は、単位をリットルとし、小数点第 3位以下を切り捨て

るものとする。ただし、二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）でその総

排気量が0.251リットルから0.259リットルまでのもの及び二輪自動車（側

車付二輪自動車を含む。）以外の自動車で総排気量が 0.661 リットルから

0.669 リットルまでのものにあっては、それぞれ 0.26 リットル及び 0.67 リ

ットルとする。 

この場合において、総排気量を算出する必要があるときは、円周

率を 3.14 とし、内径及び行程について 1/10 ミリメートル未満を切り捨て

た値を用いるものとする。 

 

 

-
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2
 -

 

別 紙 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日自車第 880 号）の一部を改正する通達 新旧対照表 

昭和 36 年 11 月 25 日付け自車第 880 号  

改正 令和 4 年 3 月 31 日付け国自整第 306 号  

新 旧 

自自動動車車検検査査業業務務等等実実施施要要領領  

  

目目次次  （略）    

第第 11 章章～～第第 22 章章（略）  

  

第第 33 章章  自自動動車車のの検検査査（（事事務務関関係係））  

33－－11～～33－－22－－66（略）  

33－－22－－77 削除 

  

  

  

  

  

33－－22－－88～～33－－33（略）  

33－－44（（検検査査証証等等のの記記載載事事項項等等）） 

33－－44－－11～～33－－44－－33  （略）  

33－－44－－44  車名欄及び型式欄は、次の各号により記載するものとする。  

（削除） 

(1)～(4) （略） 

(5） 「改造自動車等の取扱いについて」（平成 7 年 11 月 21 日自技第 239

号。以下「改造通達」という。）に定める改造自動車（(3)、(4)、（7）及び

（8）ただし書の自動車並びに「最大限に積載した ISO 規格の国際海上コン

テナを輸送するために必要な改造に係る標準改造要領について」（平成 10

年 3 月 23 日自技第 60 号）別添標準改造要領による改造を行った自動車を

除く。）にあっては、改造前の車名及び改造後の型式（改造前の型式に「改」

と付記したものとする）。 

(6)・(7) （略） 

(8)  前 7号以外の自動車にあっては、現に存する車名及び型式。ただし、

車名又は型式が不明のときは、該当欄に「不明」 

33－－44－－55～～33－－44－－99  （略） 

自自動動車車検検査査業業務務等等実実施施要要領領  

  

目目次次  （略）  

第第 11 章章～～第第 22 章章（略）  

  

第第 33 章章  自自動動車車のの検検査査（（事事務務関関係係））  

33－－11～～33－－22－－66（略）  

33－－22－－77  製造過程自動車出荷検査終了証の取扱いは、次のとおりとする。 

  「製造過程自動車の型式認定に関する規程」（平成 26 年国土交通省告

示第 120 号）（以下「製造過程自動車告示」という。）により型式について認

定を受けた自動車について、新規検査及び予備検査（一時抹消登録を受け

たものを除く。）の申請を受理する際には、「製造過程自動車出荷検査終了

証」が添付されていることの確認を行うものとする。 

33－－22－－88～～33－－33（略）  

33－－44（（検検査査証証等等のの記記載載事事項項等等）） 

33－－44－－11～～33－－44－－33  （略）  

33－－44－－44  車名欄及び型式欄は、次の各号により記載するものとする。  

(1)  製造過程自動車告示により認定された車名及び型式 

(2)～(5) （略） 

(6） 「改造自動車等の取扱いについて」（平成 7 年 11 月 21 日自技第 239

号。以下「改造通達」という。）に定める改造自動車（(4)、(5)、（8）及び

（9）ただし書の自動車並びに「最大限に積載した ISO 規格の国際海上コン

テナを輸送するために必要な改造に係る標準改造要領について」（平成 10

年 3 月 23 日自技第 60 号）別添標準改造要領による改造を行った自動車を

除く。）にあっては、改造前の車名及び改造後の型式（改造前の型式に「改」

と付記したものとする）。 

(7)・(8) （略） 

(9)  前 8号以外の自動車にあっては、現に存する車名及び型式。ただし、

車名又は型式が不明のときは、該当欄に「不明」 

33－－44－－55～～33－－44－－99  （略） 

-
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1
 -

国 自 整 第 ３ ０ ６ 号 の３  

令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 

 

 

 

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

           

 

                   国土交通省自動車局長 

 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

今般、「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和３６年１１月

２５日付自車第８８０号）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので、貴会傘

下会員に対し周知方お願いします。 
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「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について（概要） 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 

自 動 車 局 

整 備 課 

 

 

１． 改正の背景 

 今般、特種用途自動車である側車付二輪自動車の自動車検査証の記載方法を

明確化するため等、２．に掲げる事項について、次に掲げる通達の一部を改正す

る。 

・ 「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和３６年１１月２５

日付自車第８８０号） 

 

２． 改正の概要 

（１）「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」の改正において、Gマ 

ークを受けている事業所が Gマークを失効した場合、新規緩和申請が必 

要となる改正を行うことに伴い、この新規緩和の認定書に伴う車検証備 

考欄の記載事項を変更する際、職権により認定期限等を入力することを 

規定する。 

（２）特種用途自動車である側車付二輪自動車にあっては、自動車検査証の車体 

の形状欄にその旨（例警察車二輪）を記入するとともに、自動車検査証の 

備考欄に「側車付オートバイ」と記載する旨規定する。 

（３）附属装置を装着している状態では土砂等を運搬しない自動車となる場合 

は、自動車の備考欄に「附属装置等装着時の積載物は土砂等以外のものと 

する。」と記載方法を規定する。 

（４）その他所要の改正を行う。 

 

 

３． スケジュール 

公布：令和４年３月３１日（下旬） 

施行：令和４年４月１日 

- 35 -

参 考

 

別別表表第第 11～～第第 66 号号様様式式 （略）  

別別添添 11 （略）  

別別添添 22 （略） 

附 則 （令和４年 3月 31 日国自整第 306 号） 

１．本改正は、令和４年４月１日から施行する。 

２．令和４年３月３１日以前に既に登録を受けている自動車であっ

て、令和４年４月１日以降に当該自動車の構造及び装置に変更がないもの

については、本改正による改正後の 3－4-20 17-1.の規定を適用しないこ

とができる。 

別別表表第第 11～～第第 66 号号様様式式 （略）  

別別添添 11 （略）  

別別添添 22 （略） 

（新設） 

 

 

-
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4
 -

 

る。 

 (2)  （略） 

33－－44－－1188～～33－－44－－1199  （略）  

33－－44－－2200  備考欄は、次表左欄に掲げる自動車について、同表中央欄の記

載事項を同表右欄の記載例により記載するものとする。また、その他検査

に必要な事項については必要に応じて記載するものとする。なお、電子情

報処理組織により記録できないものにあっては自動車検査記録簿（乙）（第

4号様式による。）を作成するものとする。  

記載を要する自動車 記載されるべき趣旨 記載例 
1．～17． （略）  
17－1．3－4－15 (1)の

装置を随時取り外し、

又は取り替えるダンプ

自動車であって、附属

装置等装着時は 17．
に掲げる自動車となる

もの 

附属装置等装着時は土砂

等を運搬しない旨 
附属装置等装着時の積載

物は土砂等以外のものと

する。 

18．～21． （略） 
22．特種用途自動車であ

る側車付二輪自動車 
側車付オートバイである

旨 
側車付オートバイ 

23．～44． （略） 
（注） （略） 

33－－44－－2211  ～～33－－44－－2277（略） 

33－－55～～33－－1111  （略）  

33－－1122  （基準緩和認定により自動車検査証備考欄に基準緩和の認定期限等

が記載された基準緩和自動車の取扱い）  

33－－1122－－11  （略）  

33－－1122－－22  継続緩和の認定書に基づく自動車検査証備考欄の基準緩和の認

定に関する記載事項の変更は、職権により基準緩和の認定期限等について

行うこと。 

33－－1122－－33  全国貨物自動車運送適正化事業実施機関による安全性優良事業

所の認定の失効等に伴う新規緩和の認定書に基づく自動車検査証備考欄の

基準緩和の認定に関する記載事項の変更は、職権により基準緩和の認定期

限等について行うこと。 

33－－1133～～33－－1155 （略） 

第第 44 章章～～第第 66 章章 （略） 

 

(2)  （略） 

33－－44－－1188～～33－－44－－1199  （略） 

33－－44－－2200  備考欄は、次表左欄に掲げる自動車について、同表中央欄の記

載事項を同表右欄の記載例により記載するものとする。また、その他検査

に必要な事項については必要に応じて記載するものとする。なお、電子情

報処理組織により記録できないものにあっては自動車検査記録簿（乙）（第

4号様式による。）を作成するものとする。  

記載を要する自動車 記載されるべき趣旨 記載例 
1．～17． （略）   
（新設） 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 

（新設） 
 

18．～21． （略） 
（新設） 
 

（新設） （新設） 

22．～43． （略） 
（注） （略） 

33－－44－－2211  ～～33－－44－－2277（略） 

33－－55～～33－－1111  （略）  

33－－1122  （基準緩和認定の際に自動車検査証備考欄に基準緩和の認定期限が

付された基準緩和自動車に係る継続検査等の取扱い）  

33－－1122－－11  （略）  

33－－1122－－22  当該基準緩和自動車に係る継続緩和の認定書に基づく自動車検

査証備考欄の基準緩和の認定に関する記載事項の変更は、職権により基準

緩和の認定の期限について行うこと。 

（新設） 

 

 

 

33－－1133～～33－－1155 （略） 

第第 44 章章～～第第 66 章章 （略） 

-
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3
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「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について（概要） 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 

自 動 車 局 

整 備 課 

 

 

１． 改正の背景 

 今般、特種用途自動車である側車付二輪自動車の自動車検査証の記載方法を

明確化するため等、２．に掲げる事項について、次に掲げる通達の一部を改正す

る。 

・ 「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和３６年１１月２５

日付自車第８８０号） 

 

２． 改正の概要 

（１）「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」の改正において、Gマ 

ークを受けている事業所が Gマークを失効した場合、新規緩和申請が必 

要となる改正を行うことに伴い、この新規緩和の認定書に伴う車検証備 

考欄の記載事項を変更する際、職権により認定期限等を入力することを 

規定する。 

（２）特種用途自動車である側車付二輪自動車にあっては、自動車検査証の車体 

の形状欄にその旨（例警察車二輪）を記入するとともに、自動車検査証の 

備考欄に「側車付オートバイ」と記載する旨規定する。 

（３）附属装置を装着している状態では土砂等を運搬しない自動車となる場合 

は、自動車の備考欄に「附属装置等装着時の積載物は土砂等以外のものと 

する。」と記載方法を規定する。 

（４）その他所要の改正を行う。 

 

 

３． スケジュール 

公布：令和４年３月３１日（下旬） 

施行：令和４年４月１日 
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自動車の車台番号及び原動機の打刻のはね等の輸入事業者への照会にかかる取扱要領 
 

2017年 12月 13日 
日本自動車輸入組合 

 
 別紙 1に記載する事業者が輸入する自動車であって 2018年 1月 1日以降（二輪車等に
ついては 2019年 10月 1日以降）に初度登録等されたものに関し、届出された打刻様式及
び打刻字体に基づき打刻がなされているものの、車台番号または原動機の打刻の「書き出し」
や「とめ」に「はね」がある又は打刻の整列状態、文字間隔、打刻の深さの不均衡（以下、
「打刻のはね等」とする。）により、当該打刻の真正性について当該事業者への確認が必要
と判断される場合、直接当該事業者に照会することができます。 
 当組合は、国土交通省と協議のうえ、打刻のはね等について照会を行う場合の手続きを下
記のとおり定めました。つきましては、下記を踏まえ、別紙 2 の様式を用いて照会を行っ
ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 なお、照会をお受けするのは、別紙１に記載する事業者が輸入する自動車及び当該自動車
に搭載された原動機に限ります。別紙 1 に記載した車名の自動車であっても、他の事業者
等が輸入する自動車については回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 
 また、別紙 1 に記載した連絡先は、打刻のはね等に関する照会のみにご利用いただけま
す。目的外の利用はご遠慮ください。 
 

記 
 

1. 照会者は、別紙 1の事業者が取り扱う自動車及び当該自動車に搭載された原動機の打
刻のはね等にかかる照会が必要と判断した場合、その旨別紙 1の当該事業社の連絡先
に連絡する。 
 

2. 1.の連絡は、事前の電話連絡の後、別紙２「打刻のはね等にかかる照会」に必要事項
をすべて記入したうえで、当該打刻の写真（打刻のはね等の状態が鮮明なもの）を添
えて電子的な手段で行うこととする。 
 

3. 照会を受けた事業者は、当該照会にかかる事項について可及的速やかに調査し、別紙
２の回答欄に必要事項を記入した上で照会者に対しメールで回答する。 
 

以上 

  

- 37 -

    

 

国自審第９８５号の３ 

国自整第１２２号の３ 

令和４年８月４日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局 

審査・リコール課長 

 

 

整 備 課 長 

 

 

 

自動車の車台番号及び原動機の打刻のはね等の輸入事業者への照会に 

かかる取扱要領の一部改訂について 

 

 

標記について、日本自動車輸入組合から、自動車の車台番号及び原動機の打刻のはね等

の輸入事業者への照会にかかる取扱要領について、別添の通り一部改訂があったので、本

要領を入庫等した自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻の真正性確認の資料として

活用されますよう、よろしくお願いします。 
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(2)	自動車の車台番号及び原動機の打刻のはね等の輸入事業者への照会にかかる取扱要領

の一部改訂について
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自動車の車台番号及び原動機の打刻のはね等の輸入事業者への照会にかかる取扱要領 
 

2017年 12月 13日 
日本自動車輸入組合 

 
 別紙 1に記載する事業者が輸入する自動車であって 2018年 1月 1日以降（二輪車等に
ついては 2019年 10月 1日以降）に初度登録等されたものに関し、届出された打刻様式及
び打刻字体に基づき打刻がなされているものの、車台番号または原動機の打刻の「書き出し」
や「とめ」に「はね」がある又は打刻の整列状態、文字間隔、打刻の深さの不均衡（以下、
「打刻のはね等」とする。）により、当該打刻の真正性について当該事業者への確認が必要
と判断される場合、直接当該事業者に照会することができます。 
 当組合は、国土交通省と協議のうえ、打刻のはね等について照会を行う場合の手続きを下
記のとおり定めました。つきましては、下記を踏まえ、別紙 2 の様式を用いて照会を行っ
ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 なお、照会をお受けするのは、別紙１に記載する事業者が輸入する自動車及び当該自動車
に搭載された原動機に限ります。別紙 1 に記載した車名の自動車であっても、他の事業者
等が輸入する自動車については回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 
 また、別紙 1 に記載した連絡先は、打刻のはね等に関する照会のみにご利用いただけま
す。目的外の利用はご遠慮ください。 
 

記 
 

1. 照会者は、別紙 1の事業者が取り扱う自動車及び当該自動車に搭載された原動機の打
刻のはね等にかかる照会が必要と判断した場合、その旨別紙 1の当該事業社の連絡先
に連絡する。 
 

2. 1.の連絡は、事前の電話連絡の後、別紙２「打刻のはね等にかかる照会」に必要事項
をすべて記入したうえで、当該打刻の写真（打刻のはね等の状態が鮮明なもの）を添
えて電子的な手段で行うこととする。 
 

3. 照会を受けた事業者は、当該照会にかかる事項について可及的速やかに調査し、別紙
２の回答欄に必要事項を記入した上で照会者に対しメールで回答する。 
 

以上 
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国自審第９８５号の３ 

国自整第１２２号の３ 

令和４年８月４日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局 

審査・リコール課長 

 

 

整 備 課 長 

 

 

 

自動車の車台番号及び原動機の打刻のはね等の輸入事業者への照会に 

かかる取扱要領の一部改訂について 

 

 

標記について、日本自動車輸入組合から、自動車の車台番号及び原動機の打刻のはね等

の輸入事業者への照会にかかる取扱要領について、別添の通り一部改訂があったので、本

要領を入庫等した自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻の真正性確認の資料として

活用されますよう、よろしくお願いします。 
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事業者名 取り扱いブラ
ンド（車名） 

連絡先 

フォルクスワーゲ
ングループジャパ
ン株式会社 

フォルクスワ
ーゲン、ベン
トレー、アウ
ディ、ランボ
ルギーニ 

完成検査部門 
TEL：0532-44-2205 
E-mail：vgj-tsc-compinspect@vgj.co.jp 
事前の電話連絡は不要です。 

ボルボ・カー・ジ
ャパン株式会社 

ボルボ プロダクトグループ・車輛認証チーム 
TEL：03-5404-8714、03-5404-8681 
E-mail：homolo@volvocars.com 

二輪車等 

事業者名 取り扱いブラ
ンド（車名） 

連絡先 

BRPジャパン株
式会社 

BRP アフターセールス 
TEL：03-6471-4712 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 

ビー・エム・ダブ
リュー株式会社 

BMW  代表 
TEL：03-3276-9000 
電話を受けた者が担当部門・担当者をご案内します。 

ドゥカティジャパ
ン株式会社 ドゥカティ 

カスタマーサービス 
TEL：0120-030-292 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 

ハーレーダビッド
ソン ジャパン株
式会社 

ハーレーダビ
ッドソン 

お客様窓口 
TEL：0800-080-8080 
E-mail：HDJ-VIN@harley-davidson.com 

キムコジャパン株
式会社 

KYMCO アフターサービス課 
TEL：03-6436-8472 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 

トライアンフモー
ターサイクルズ株
式会社 

トライアンフ アフターセールス 
TEL：03-6453-9817 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 

ピアッジオグルー
プジャパン株式会
社 

Vespa, 
Piaggio, 
aprilia, Moto 
Guzzi 

アフターセールス 
TEL：03-6435-3687 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 

- 39 -

別紙１（打刻のはね等の照会を受ける事業者の一覧表） 
四輪車 

事業者名 取り扱いブラ
ンド（車名） 

連絡先 

Aston Martin 
Japan合同会社 

アストンマー
ティン 

アフターセールス 
TEL：03-5797-7281 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 

ビー・エム・ダブ
リュー株式会社 

BMW、BMW 
MINI 

代表 
TEL：03-3276-9000 
電話を受けた者が担当部門・担当者をご案内します。 

ゼネラルモーター
ズ・ジャパン株式
会社 

キャデラッ
ク、シボレー 

車両点検業務センター 
E-mail：admin1.vpc@gm.com 
事前の電話連絡は不要です。 

ジャガー・ランド
ローバー・ジャパ
ン株式会社 

ジャガー、ラ
ンドローバー 

お客様相談室 
TEL：0120-922-772（ジャガー） 
TEL：0120-922-992（ランドローバー） 
E-mail：jlrjcrc@jaguarlandrover.com（共通） 

メルセデス・ベン
ツ日本株式会社 

メルセデス・
ベンツ、スマ
ート 

日立新車整備センター完成検査チーム 
TEL：0294-91-8876 
E-mail：Takahiko.Kurono@mercedes-benz.com 

Nobuto.Takita@mercedes-benz.com 
 

ニコル・レーシン
グ・ジャパン合同
会社 

BMWアルピ
ナ 

サービス本部エンジニアリング部 
TEL: 044-541-3011 
電話を受けた者が担当部門・担当者をご案内します。 

ポルシェジャパン
株式会社 

ポルシェ お客様相談室（ポルシェカスタマーケアセンター） 
TEL：0120-846-911 
電話を受けた者が担当部門・担当者をご案内します。 

ルノー・ジャポン
株式会社 

ルノー サービス部認証グループ、PDI 
TEL：045-523-5475（サービス部） 

046-812-4117（PDI） 
E-mail：dakoku@renault.jp 

Stellantisジャパ
ン株式会社 

アルファロメ
オ、クライス
ラー、フィア
ット、ジー
プ、アバルト 

豊橋新車整備センター（VPC） 
TEL：03-6858-5018 
E-ｍail : fcj_vpc@fiat.com 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 

プジョー、シ
トロエン、DS 

コールセンター 
TEL：0120-840-240（プジョー） 
TEL：0120-55-4106（シトロエン） 
TEL : 0120-92-6813（DS） 
E-mail：pcjvin@mpsa.com 
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事業者名 取り扱いブラ
ンド（車名） 

連絡先 

フォルクスワーゲ
ングループジャパ
ン株式会社 

フォルクスワ
ーゲン、ベン
トレー、アウ
ディ、ランボ
ルギーニ 

完成検査部門 
TEL：0532-44-2205 
E-mail：vgj-tsc-compinspect@vgj.co.jp 
事前の電話連絡は不要です。 

ボルボ・カー・ジ
ャパン株式会社 

ボルボ プロダクトグループ・車輛認証チーム 
TEL：03-5404-8714、03-5404-8681 
E-mail：homolo@volvocars.com 

二輪車等 

事業者名 取り扱いブラ
ンド（車名） 

連絡先 

BRPジャパン株
式会社 

BRP アフターセールス 
TEL：03-6471-4712 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 

ビー・エム・ダブ
リュー株式会社 

BMW  代表 
TEL：03-3276-9000 
電話を受けた者が担当部門・担当者をご案内します。 

ドゥカティジャパ
ン株式会社 ドゥカティ 

カスタマーサービス 
TEL：0120-030-292 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 

ハーレーダビッド
ソン ジャパン株
式会社 

ハーレーダビ
ッドソン 

お客様窓口 
TEL：0800-080-8080 
E-mail：HDJ-VIN@harley-davidson.com 

キムコジャパン株
式会社 

KYMCO アフターサービス課 
TEL：03-6436-8472 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 

トライアンフモー
ターサイクルズ株
式会社 

トライアンフ アフターセールス 
TEL：03-6453-9817 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 

ピアッジオグルー
プジャパン株式会
社 

Vespa, 
Piaggio, 
aprilia, Moto 
Guzzi 

アフターセールス 
TEL：03-6435-3687 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 
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別紙１（打刻のはね等の照会を受ける事業者の一覧表） 
四輪車 

事業者名 取り扱いブラ
ンド（車名） 

連絡先 

Aston Martin 
Japan合同会社 

アストンマー
ティン 

アフターセールス 
TEL：03-5797-7281 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 

ビー・エム・ダブ
リュー株式会社 

BMW、BMW 
MINI 

代表 
TEL：03-3276-9000 
電話を受けた者が担当部門・担当者をご案内します。 

ゼネラルモーター
ズ・ジャパン株式
会社 

キャデラッ
ク、シボレー 

車両点検業務センター 
E-mail：admin1.vpc@gm.com 
事前の電話連絡は不要です。 

ジャガー・ランド
ローバー・ジャパ
ン株式会社 

ジャガー、ラ
ンドローバー 

お客様相談室 
TEL：0120-922-772（ジャガー） 
TEL：0120-922-992（ランドローバー） 
E-mail：jlrjcrc@jaguarlandrover.com（共通） 

メルセデス・ベン
ツ日本株式会社 

メルセデス・
ベンツ、スマ
ート 

日立新車整備センター完成検査チーム 
TEL：0294-91-8876 
E-mail：Takahiko.Kurono@mercedes-benz.com 

Nobuto.Takita@mercedes-benz.com 
 

ニコル・レーシン
グ・ジャパン合同
会社 

BMWアルピ
ナ 

サービス本部エンジニアリング部 
TEL: 044-541-3011 
電話を受けた者が担当部門・担当者をご案内します。 

ポルシェジャパン
株式会社 

ポルシェ お客様相談室（ポルシェカスタマーケアセンター） 
TEL：0120-846-911 
電話を受けた者が担当部門・担当者をご案内します。 

ルノー・ジャポン
株式会社 

ルノー サービス部認証グループ、PDI 
TEL：045-523-5475（サービス部） 

046-812-4117（PDI） 
E-mail：dakoku@renault.jp 

Stellantisジャパ
ン株式会社 

アルファロメ
オ、クライス
ラー、フィア
ット、ジー
プ、アバルト 

豊橋新車整備センター（VPC） 
TEL：03-6858-5018 
E-ｍail : fcj_vpc@fiat.com 
電話を受けた者が担当者をご案内します。 

プジョー、シ
トロエン、DS 

コールセンター 
TEL：0120-840-240（プジョー） 
TEL：0120-55-4106（シトロエン） 
TEL : 0120-92-6813（DS） 
E-mail：pcjvin@mpsa.com 
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別紙２（照会・回答様式） 
 

打刻のはね等にかかる照会 
 
[照会欄（照会者が記入）] 
下記の車両にかかる打刻について、貴社が輸入した車両及び/または原動機になされた打刻
と相違ないか確認いたしたく、ご回答をお願いします。 
照会者：●●（事業者名及び担当者名） 照会日：20xx年 xx月 xx日 
E-mail： TEL： 
車名  
型式（有型式車の場合）  
車台番号  
初度登録年（初度検査年）  
登録番号（車両番号）  
原動機型式  
原動機シリアルナンバー  
照会時の走行距離  
照会の背景  

※打刻の写真（打刻のはね等の状態が鮮明なもの）を添付します。 
 
[回答欄（回答者が記入）] 
回答者：●●（事業者名及び担当者名） 回答日：20xx年 xx月 xx日 
E-mail： TEL： 
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注１）以下の事業者は、車台番号の打刻のはね等だけではなく、原動機型式の打刻のはね等に関
する照会も受け付けます。 

 - ビー・エム・ダブリュー株式会社 
 - ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 
 - メルセデス・ベンツ日本株式会社 

- Stellantisジャパン株式会社 
※アルファロメオ、クライスラー、フィアット、ジープ、アバルトに限る 

 - フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 
- ボルボ・カー・ジャパン株式会社 
- ドゥカティジャパン株式会社 
- キムコジャパン株式会社 
- BRPジャパン株式会社 
- ピアッジオグループジャパン株式会社 

注 2）本取扱要領に関する一般的なご質問は、日本自動車輸入組合技術部宛（03-5765-
6828）二輪業務室宛（03-6435-1526）にお願いします。 
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別紙２（照会・回答様式） 
 

打刻のはね等にかかる照会 
 
[照会欄（照会者が記入）] 
下記の車両にかかる打刻について、貴社が輸入した車両及び/または原動機になされた打刻
と相違ないか確認いたしたく、ご回答をお願いします。 
照会者：●●（事業者名及び担当者名） 照会日：20xx年 xx月 xx日 
E-mail： TEL： 
車名  
型式（有型式車の場合）  
車台番号  
初度登録年（初度検査年）  
登録番号（車両番号）  
原動機型式  
原動機シリアルナンバー  
照会時の走行距離  
照会の背景  

※打刻の写真（打刻のはね等の状態が鮮明なもの）を添付します。 
 
[回答欄（回答者が記入）] 
回答者：●●（事業者名及び担当者名） 回答日：20xx年 xx月 xx日 
E-mail： TEL： 
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注１）以下の事業者は、車台番号の打刻のはね等だけではなく、原動機型式の打刻のはね等に関
する照会も受け付けます。 

 - ビー・エム・ダブリュー株式会社 
 - ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 
 - メルセデス・ベンツ日本株式会社 

- Stellantisジャパン株式会社 
※アルファロメオ、クライスラー、フィアット、ジープ、アバルトに限る 

 - フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 
- ボルボ・カー・ジャパン株式会社 
- ドゥカティジャパン株式会社 
- キムコジャパン株式会社 
- BRPジャパン株式会社 
- ピアッジオグループジャパン株式会社 

注 2）本取扱要領に関する一般的なご質問は、日本自動車輸入組合技術部宛（03-5765-
6828）二輪業務室宛（03-6435-1526）にお願いします。 
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改訂履歴 

2017年 12月 13日 発行 
2018年 5月 8日 改訂 
2019年８月２１日 改訂 
2019年 10月２8日 改訂 
2021年 11月 4日 改訂 
2022年 3月 1日 改訂 
2022年 7月 22日 改訂 

- 43 -

（参考：自動車の車台番号及び原動機の打刻のはね等の輸入事業者への照会のフロー） 
 

照会者 輸入事業者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

2018 年 1 月 1 日以降（二輪車
等については 2019 年 10 月 1
日以降）に初度登録等された自
動車であって、打刻のはね等に
かかる照会が必要な事例がある
と判断 

別紙1の事業者が
輸入する自動車 

 別紙 1の事業者に照会 
 電話連絡後、別紙 2 に必要事項を記入
したものと当該打刻の写真をメールで
送付する（FAX不可） 

NO 
対象外である 
旨回答 

YES 
可及的速やかに調査し回答 

- 42 -
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改訂履歴 

2017年 12月 13日 発行 
2018年 5月 8日 改訂 
2019年８月２１日 改訂 
2019年 10月２8日 改訂 
2021年 11月 4日 改訂 
2022年 3月 1日 改訂 
2022年 7月 22日 改訂 

- 43 -

（参考：自動車の車台番号及び原動機の打刻のはね等の輸入事業者への照会のフロー） 
 

照会者 輸入事業者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

2018 年 1 月 1 日以降（二輪車
等については 2019 年 10 月 1
日以降）に初度登録等された自
動車であって、打刻のはね等に
かかる照会が必要な事例がある
と判断 

別紙1の事業者が
輸入する自動車 

 別紙 1の事業者に照会 
 電話連絡後、別紙 2 に必要事項を記入
したものと当該打刻の写真をメールで
送付する（FAX不可） 

NO 
対象外である 
旨回答 

YES 
可及的速やかに調査し回答 
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国 自 安 第 ８ ４ 号 

国 自 貨 第 ８ ３ 号 

国 自 整 第 １ ４ ９ 号 

令和４年９月３０日 

 

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 殿 

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 殿 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿 

 

自動車局安全政策課長 

貨 物 課 長 

整 備 課 長 

（公印省略） 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止に係る令和４年度緊急対策の実施について 

 

 

 大型車の車輪脱落事故防止については、平成３０年度より事故防止のための緊急対策を

策定し積極的に取り組んできたところであるが、令和３年度の事故発生件数は１２３件（前

年度比８件減）と依然として多くの車輪脱落事故が発生していることを踏まえ、平成２９

年度に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会」において、大型車の車輪

脱落事故防止「令和４年度緊急対策」を取りまとめ、別添１のとおり取り組むこととした

ので、関係団体と連携して積極的に取り組まれたい。 

 なお、自動車関係団体あてに別紙により通知していることを申し添える。 

別紙 

- 45 -

国自安第８４号の２ 

国自貨第８３号の２ 

国自整第１４９号の２ 

令和４年９月３０日 

 

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

国土交通省自動車局 

安全政策課長 

貨 物 課 長 

整 備 課 長 

（公印省略） 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止に係る令和４年度緊急対策の実施について 

 

 

 大型車の車輪脱落事故防止につきましては、平成３０年度より事故防止のための緊急対

策を策定し積極的に取り組んできたところですが、令和３年度の事故発生件数は１２３件

（前年度比８件減）と依然として多くの車輪脱落事故が発生していることを踏まえ、平成

２９年度に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会」において、大型車の

車輪脱落事故防止「令和４年度緊急対策」を取りまとめ、別添１のとおり取り組むことと

しましたので、傘下会員に対し周知されるとともに、車輪脱落事故防止対策の積極的な取

り組みをお願いします。 

 なお、各地方運輸局等あてに別紙により通知していることを申し添えます。 
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(3)	大型車の車輪脱落事故防止に係る令和４年度緊急対策の実施について
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国 自 安 第 ８ ４ 号 

国 自 貨 第 ８ ３ 号 

国 自 整 第 １ ４ ９ 号 

令和４年９月３０日 

 

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 殿 

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 殿 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿 

 

自動車局安全政策課長 

貨 物 課 長 

整 備 課 長 

（公印省略） 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止に係る令和４年度緊急対策の実施について 

 

 

 大型車の車輪脱落事故防止については、平成３０年度より事故防止のための緊急対策を

策定し積極的に取り組んできたところであるが、令和３年度の事故発生件数は１２３件（前

年度比８件減）と依然として多くの車輪脱落事故が発生していることを踏まえ、平成２９

年度に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会」において、大型車の車輪

脱落事故防止「令和４年度緊急対策」を取りまとめ、別添１のとおり取り組むこととした

ので、関係団体と連携して積極的に取り組まれたい。 

 なお、自動車関係団体あてに別紙により通知していることを申し添える。 

別紙 
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国自安第８４号の２ 

国自貨第８３号の２ 

国自整第１４９号の２ 

令和４年９月３０日 

 

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

国土交通省自動車局 

安全政策課長 

貨 物 課 長 

整 備 課 長 

（公印省略） 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止に係る令和４年度緊急対策の実施について 

 

 

 大型車の車輪脱落事故防止につきましては、平成３０年度より事故防止のための緊急対

策を策定し積極的に取り組んできたところですが、令和３年度の事故発生件数は１２３件

（前年度比８件減）と依然として多くの車輪脱落事故が発生していることを踏まえ、平成

２９年度に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会」において、大型車の

車輪脱落事故防止「令和４年度緊急対策」を取りまとめ、別添１のとおり取り組むことと

しましたので、傘下会員に対し周知されるとともに、車輪脱落事故防止対策の積極的な取

り組みをお願いします。 

 なお、各地方運輸局等あてに別紙により通知していることを申し添えます。 
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業及び、タイヤ脱着後の保守管理の実施を呼びかける。なお、実施に当たって

は積極的に地方報道機関へ取材要請を働きかける。 

③  各地方運輸局等及び各運輸支局等は、運送事業者に対して、４．（１）及び（２）

の取組状況を別添２により確認し、同事故防止対策の取組が不十分なときは、

積極的な取組を実施するよう指導する。 

④  本省等は連絡会構成団体の協力を得て、ホイール・ナットの緩みの総点検を

実施するよう各運送事業者へ要請する。 

（３）地方独自の実施事項 

各地方運輸局等及び各運輸支局等は、上記（１）及び（２）の取組の他、地

域の実情を踏まえた独自の取組期間や対策を追加して実施することも可能と

する。なお、追加実施事項について連絡会構成団体の地方組織の協力が必要な

場合は、その旨依頼する。 

 

３．連絡会構成団体共通実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

連絡会構成団体は、傘下会員に対して、本省や連絡会で制作したポスター、チ

ラシ、事故防止啓発映像等を用いて、適切なタイヤ脱着作業及び保守管理を実施

するように周知・啓発する。また、連絡会構成団体から実施事項の協力依頼があ

ったときは、その取組の実施に協力する。 

（２）事故防止対策の徹底を図るための調査・指導 

連絡会構成団体の地方組織は、各運輸支局等から街頭検査の機会を活用した

取組について協力要請があった場合は、これに協力する。 

（３）地方独自の実施事項 

連絡会構成団体の地方組織は、各地方運輸局等又は各運輸支局等から地方独

自の実施事項の協力依頼があったときは、その取組の実施に協力する。 

 

４．連絡会構成団体別実施事項 

 全日本トラック協会、日本バス協会 

（１） 傘下会員に対して、これまで取り組んできた以下の実施事項について、引き続

き取り組むよう周知・徹底を図る。 

①  整備管理者は、適切なタイヤ脱着作業の実施を確保するため、次の事項を徹

底すること。 

 タイヤ脱着作業日程及び作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作

業の実施。 

 自社でタイヤ脱着作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。 

②  運送事業者は、車輪脱落事故防止のための「お・ち・な・い」のポイント（※）

について、社内の整備管理者、運転者及びタイヤ脱着作業者に確実に実施させる

こと。 
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別 添 １ 

令和４年９月 30 日 

大型車の車輪脱落事故 

防止対策に係る連絡会 

 

大型車の車輪脱落事故防止「令和４年度緊急対策」 

 

１．緊急点検の実施 

令和４年２月に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」に

おいて、大型車の車輪脱落事故事例について調査、分析するとともに、大型車の使用者や

タイヤ脱着作業者に対するヒアリング調査を行ったところ、「自動車の点検及び整備に関

する手引き」に規定されているタイヤ脱着作業時のワッシャ付きホイール・ナットの点

検、清掃や各部位への潤滑剤の塗布、さらにはホイール・ナットが円滑に回るかの確認等

について、適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱着作業後の増し締めが実施されていない等

の問題点が確認されている。 

これらの状況を踏まえ、大型車の使用者に対して、適切なタイヤ脱着作業や保守管理

の重要性について周知・啓発を図るとともに、ホイール・ボルトやナットの点検整備が適

切に実施されているかを確認するための大型車の緊急点検を要請する。なお、効果的な

緊急点検の実施ため、対象となる車両の選定を行う。 

 

２．国土交通省実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

①  本省等（各地方運輸局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。）及び各運輸支

局等（神戸運輸監理部兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下

同じ。）は、大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会（以下「連絡会」とい

う。）構成団体と協力し、本省や連絡会で制作したポスター、チラシ、適切なタ

イヤ脱着・保守管理作業手順や事故防止啓発動画を用いて、大型車の使用者に

対しての広報活動を実施する。 

（２）事故防止対策の徹底を図るための周知・指導 

①  各地方運輸局等及び各運輸支局等は、整備管理者研修等において、大型車の

車輪脱落事故の発生状況を紹介し、「自動車の点検及び整備に関する手引き」等

を活用した適切なタイヤ脱着作業及び、タイヤ脱着後の保守管理を実施するよ

う、周知・指導を図る。 

②  各地方運輸局等及び各運輸支局等は、街頭検査や高速道路等のサービスエリ

アやパーキングエリア、トラックターミナル等を活用した大型車のホイール・

ナットの緩みの点検等を通じて、大型車の使用者に対して適切なタイヤ脱着作
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業及び、タイヤ脱着後の保守管理の実施を呼びかける。なお、実施に当たって

は積極的に地方報道機関へ取材要請を働きかける。 

③  各地方運輸局等及び各運輸支局等は、運送事業者に対して、４．（１）及び（２）

の取組状況を別添２により確認し、同事故防止対策の取組が不十分なときは、

積極的な取組を実施するよう指導する。 

④  本省等は連絡会構成団体の協力を得て、ホイール・ナットの緩みの総点検を

実施するよう各運送事業者へ要請する。 

（３）地方独自の実施事項 

各地方運輸局等及び各運輸支局等は、上記（１）及び（２）の取組の他、地

域の実情を踏まえた独自の取組期間や対策を追加して実施することも可能と

する。なお、追加実施事項について連絡会構成団体の地方組織の協力が必要な

場合は、その旨依頼する。 

 

３．連絡会構成団体共通実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

連絡会構成団体は、傘下会員に対して、本省や連絡会で制作したポスター、チ

ラシ、事故防止啓発映像等を用いて、適切なタイヤ脱着作業及び保守管理を実施

するように周知・啓発する。また、連絡会構成団体から実施事項の協力依頼があ

ったときは、その取組の実施に協力する。 

（２）事故防止対策の徹底を図るための調査・指導 

連絡会構成団体の地方組織は、各運輸支局等から街頭検査の機会を活用した

取組について協力要請があった場合は、これに協力する。 

（３）地方独自の実施事項 

連絡会構成団体の地方組織は、各地方運輸局等又は各運輸支局等から地方独

自の実施事項の協力依頼があったときは、その取組の実施に協力する。 

 

４．連絡会構成団体別実施事項 

 全日本トラック協会、日本バス協会 

（１） 傘下会員に対して、これまで取り組んできた以下の実施事項について、引き続

き取り組むよう周知・徹底を図る。 

①  整備管理者は、適切なタイヤ脱着作業の実施を確保するため、次の事項を徹

底すること。 

 タイヤ脱着作業日程及び作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作

業の実施。 

 自社でタイヤ脱着作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。 

②  運送事業者は、車輪脱落事故防止のための「お・ち・な・い」のポイント（※）

について、社内の整備管理者、運転者及びタイヤ脱着作業者に確実に実施させる

こと。 
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別 添 １ 

令和４年９月 30 日 

大型車の車輪脱落事故 

防止対策に係る連絡会 

 

大型車の車輪脱落事故防止「令和４年度緊急対策」 

 

１．緊急点検の実施 

令和４年２月に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」に

おいて、大型車の車輪脱落事故事例について調査、分析するとともに、大型車の使用者や

タイヤ脱着作業者に対するヒアリング調査を行ったところ、「自動車の点検及び整備に関

する手引き」に規定されているタイヤ脱着作業時のワッシャ付きホイール・ナットの点

検、清掃や各部位への潤滑剤の塗布、さらにはホイール・ナットが円滑に回るかの確認等

について、適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱着作業後の増し締めが実施されていない等

の問題点が確認されている。 

これらの状況を踏まえ、大型車の使用者に対して、適切なタイヤ脱着作業や保守管理

の重要性について周知・啓発を図るとともに、ホイール・ボルトやナットの点検整備が適

切に実施されているかを確認するための大型車の緊急点検を要請する。なお、効果的な

緊急点検の実施ため、対象となる車両の選定を行う。 

 

２．国土交通省実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

①  本省等（各地方運輸局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。）及び各運輸支

局等（神戸運輸監理部兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下

同じ。）は、大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会（以下「連絡会」とい

う。）構成団体と協力し、本省や連絡会で制作したポスター、チラシ、適切なタ

イヤ脱着・保守管理作業手順や事故防止啓発動画を用いて、大型車の使用者に

対しての広報活動を実施する。 

（２）事故防止対策の徹底を図るための周知・指導 

①  各地方運輸局等及び各運輸支局等は、整備管理者研修等において、大型車の

車輪脱落事故の発生状況を紹介し、「自動車の点検及び整備に関する手引き」等

を活用した適切なタイヤ脱着作業及び、タイヤ脱着後の保守管理を実施するよ

う、周知・指導を図る。 

②  各地方運輸局等及び各運輸支局等は、街頭検査や高速道路等のサービスエリ

アやパーキングエリア、トラックターミナル等を活用した大型車のホイール・

ナットの緩みの点検等を通じて、大型車の使用者に対して適切なタイヤ脱着作
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大型車の使用者に対して、これまで取り組んできた以下の実施事項について、引き

続き取り組むよう広報・啓発を図る。 

①  タイヤ脱着作業日程及び作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作業

を実施すること。 

②  大型車のタイヤ脱着作業は、正しい知識を有した者に実施させること。 

③  著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイールで

は適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や潤滑剤の

塗布を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひっかかり等の異状が

ありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使用せず

交換すること。 

特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４年以上経過している車   

両は、入念に確認すること。 

④  増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を確認しておくこと。 

 なお、車載工具で行った際の締め付けトルクの確認は、必ず帰庫時にトルク

レンチを使用して規定のトルクで締め付けることにより行うこと。 

⑤  タイヤ脱着作業時の作業確認及びタイヤ脱着作業後の日常点検を、車輪脱落

事故防止のための「お・ち・な・い」のポイント（※）を心がけ実施すること。 

 

 日本自動車整備振興会連合会、全国タイヤ商工協同組合連合会、日本自動車タイヤ

協会、日本自動車車体整備協同組合連合会、日本自動車販売協会連合会、全国石油

商業組合連合会 

傘下会員に対して、これまで取り組んできた以下の注意事項等について、引き続

き取り組むよう広報・啓発する。 

なお、タイヤメーカーにあっては、自社販売の流通経路を活用してタイヤ専業店、

タイヤ販売業者へ周知する。 

①  インパクトレンチを用いてホイール・ナットを締め付ける際は、締め過ぎに

注意し、最後にトルクレンチを使用して必ず規定トルクで締め付けること。 

②  ホイール・ナットの規定トルクでの締め付け及びホイールに適合したボルト、

ナットを使用すること。 

特に、脱落の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行する大

型車について、重点的に確認すること。 

③  入庫する大型車の使用者に対して、車輪脱落事故防止のための「お・ち・な・

い」のポイント（※）について周知すること。 

特に、脱落の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行する大

型車について、重点的な点検を実施するよう周知・啓発すること。 

④  著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイールで

は、適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や潤滑剤

の塗布を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひっかかり等の異状
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特に車輪脱落事故の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行す

る大型車については、重点的な点検・整備の実施を心がけること。 

③  整備管理者は、著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・

ホイールでは、適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃

や潤滑剤の塗布を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひっかかり等

の異状がありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使

用せず交換すること。 

特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４年以上経過している車両

は入念に確認すること。 

④  整備管理者は、増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を、運 

転者やタイヤ脱着作業者に指導すること。なお、整備管理者は、車載工具で増し

締めを行った場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め

付けること。 

（２） 依然として、自社でタイヤ脱着作業を行った貨物自動車による車輪脱落事故が

多く発生していることに鑑み、貨物自動車運送事業者に対しては、以下の実施事

項を追加して取り組むよう周知・徹底する。 

①  整備管理者は、自社で大型車のタイヤ脱着作業を行うときは、作業者に対し 

て、別紙１のタイヤ脱着作業管理表に沿って作業を実施、その結果を記録させて、

適切なタイヤ脱着作業が行われていることを確認すること。 

②  整備管理者は、別紙１のタイヤ脱着作業管理表を使用して、タイヤ脱着作業 

後の増し締めの実施結果を記録し、確実に増し締めが実施されていることを確認

すること。 

③  整備管理者は、日常点検実施者に別紙２の日常点検表を使用して、「ホイール・

ナットの緩み及び脱落」、「ホイール・ボルト付近のさび汁痕跡」、「ホイール・ナ

ットから突出しているホイール・ボルトの不揃いの確認」及び「ホイール・ボル

トの折損等の異状」の点検を確実に行わせること。 

なお、ホイール・ナットの緩みの点検については、点検ハンマによる確認手法

のほか、ホイール・ナットへマーキング（注１）を施す、又は、市販化されている

ホイール・ナットマーカー（ホイール・ナット回転指示インジケーター）を装着

し、それらのずれを確認する手法により、ホイール・ナットの緩みの点検（注２）

を確実に実施すること。 

（３） 国土交通省から要請される「ホイール・ナットの緩みの総点検」の実施及び結

果の報告について、傘下会員へ協力依頼する。 

（４） 全日本トラック協会においては、トルクレンチを有していない事業所への保有

を働きかける。 

 

 全国自家用自動車協会 
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大型車の使用者に対して、これまで取り組んできた以下の実施事項について、引き

続き取り組むよう広報・啓発を図る。 

①  タイヤ脱着作業日程及び作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作業

を実施すること。 

②  大型車のタイヤ脱着作業は、正しい知識を有した者に実施させること。 

③  著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイールで

は適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や潤滑剤の

塗布を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひっかかり等の異状が

ありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使用せず

交換すること。 

特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４年以上経過している車   

両は、入念に確認すること。 

④  増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を確認しておくこと。 

 なお、車載工具で行った際の締め付けトルクの確認は、必ず帰庫時にトルク

レンチを使用して規定のトルクで締め付けることにより行うこと。 

⑤  タイヤ脱着作業時の作業確認及びタイヤ脱着作業後の日常点検を、車輪脱落

事故防止のための「お・ち・な・い」のポイント（※）を心がけ実施すること。 

 

 日本自動車整備振興会連合会、全国タイヤ商工協同組合連合会、日本自動車タイヤ

協会、日本自動車車体整備協同組合連合会、日本自動車販売協会連合会、全国石油

商業組合連合会 

傘下会員に対して、これまで取り組んできた以下の注意事項等について、引き続

き取り組むよう広報・啓発する。 

なお、タイヤメーカーにあっては、自社販売の流通経路を活用してタイヤ専業店、

タイヤ販売業者へ周知する。 

①  インパクトレンチを用いてホイール・ナットを締め付ける際は、締め過ぎに

注意し、最後にトルクレンチを使用して必ず規定トルクで締め付けること。 

②  ホイール・ナットの規定トルクでの締め付け及びホイールに適合したボルト、

ナットを使用すること。 

特に、脱落の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行する大

型車について、重点的に確認すること。 

③  入庫する大型車の使用者に対して、車輪脱落事故防止のための「お・ち・な・

い」のポイント（※）について周知すること。 

特に、脱落の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行する大

型車について、重点的な点検を実施するよう周知・啓発すること。 

④  著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイールで

は、適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や潤滑剤

の塗布を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひっかかり等の異状
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特に車輪脱落事故の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行す

る大型車については、重点的な点検・整備の実施を心がけること。 

③  整備管理者は、著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・

ホイールでは、適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃

や潤滑剤の塗布を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひっかかり等

の異状がありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使

用せず交換すること。 

特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４年以上経過している車両

は入念に確認すること。 

④  整備管理者は、増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を、運 

転者やタイヤ脱着作業者に指導すること。なお、整備管理者は、車載工具で増し

締めを行った場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め

付けること。 

（２） 依然として、自社でタイヤ脱着作業を行った貨物自動車による車輪脱落事故が

多く発生していることに鑑み、貨物自動車運送事業者に対しては、以下の実施事

項を追加して取り組むよう周知・徹底する。 

①  整備管理者は、自社で大型車のタイヤ脱着作業を行うときは、作業者に対し 

て、別紙１のタイヤ脱着作業管理表に沿って作業を実施、その結果を記録させて、

適切なタイヤ脱着作業が行われていることを確認すること。 

②  整備管理者は、別紙１のタイヤ脱着作業管理表を使用して、タイヤ脱着作業 

後の増し締めの実施結果を記録し、確実に増し締めが実施されていることを確認

すること。 

③  整備管理者は、日常点検実施者に別紙２の日常点検表を使用して、「ホイール・

ナットの緩み及び脱落」、「ホイール・ボルト付近のさび汁痕跡」、「ホイール・ナ

ットから突出しているホイール・ボルトの不揃いの確認」及び「ホイール・ボル

トの折損等の異状」の点検を確実に行わせること。 

なお、ホイール・ナットの緩みの点検については、点検ハンマによる確認手法

のほか、ホイール・ナットへマーキング（注１）を施す、又は、市販化されている

ホイール・ナットマーカー（ホイール・ナット回転指示インジケーター）を装着

し、それらのずれを確認する手法により、ホイール・ナットの緩みの点検（注２）

を確実に実施すること。 

（３） 国土交通省から要請される「ホイール・ナットの緩みの総点検」の実施及び結

果の報告について、傘下会員へ協力依頼する。 

（４） 全日本トラック協会においては、トルクレンチを有していない事業所への保有

を働きかける。 

 

 全国自家用自動車協会 

- 48 -
―― 47

SEKEN2023.indd   47SEKEN2023.indd   47 2023/08/23   11:40:322023/08/23   11:40:32



 

  この大型車の車輪脱落事故防止対策は、大型車の使用者が車輪脱落事故を防止する

ため、常日頃から継続的に取り組むものであるが、特に例年１０月以降の冬用タイヤ交

換時期において車輪脱落事故が多発している状況を鑑み、令和４年１０月から令和５

年２月末までの間を大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン実施期間として、全国的

に展開し大型車の車輪脱落事故防止対策の徹底を図る取組を実施する。 

 

６．新型コロナウイルス感染症に配慮した取組の実施 

新型コロナウイルス感染症の影響は日々変化している状況にあることから、本省等

及び連絡会構成団体（地方組織含む）は、各都道府県の取組を含め最新かつ正確な情報

を収集し、地域の実情に踏まえた各種取組を実施する。 

 

 

注１ ホイール・ナットへのマーキング（合いマーク）は、目視によりホイール・ナットの緩みを確

認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。 

 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。 

 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで連続

して記入することが望ましい。 

 マーキングは、増し締め実施後に施工する。タイヤ脱着時にマーキングを施工したときは、

増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを消して新た

に施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するかのいずれかによる。 

 マーキングが確認しやすい色（白色、黄色等）を使用する。また、マーキングのずれが目視

で判別できるよう、適当な太さで施工する。 

 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性のある

ものを使用する。（例：油性顔料インキ） 

   注２ ISO 方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナットへのマ

ーキング又はホイール・ナットマーカー（ホイール･ナット回転指示インジケーター）による合い

マークのずれの確認により行っても差し支えない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法

としては不適切であることに留意する。 

 

※印は、以下の「お・ち・な・い」のポイント（別紙３啓発チラシの記載内容） 

１．お・・・おとさない！脱落防止はまず点検。 

 事前の正しい点検が大きな事故を未然に防ぐ唯一かつ最善な手段。 

２．ち・・・ちゃんと清掃、ちゃんと給脂！ 

 ボルト、ナットのさびや汚れを落とし、エンジンオイル等を塗布する。 

ナットをボルトの奥まで回転させた時、ナットやワッシャがスムーズに回転す

るか点検する。 

 ワッシャが固着していたり、外れかかっている場合は、ナットを交換する。 
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がありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使用せ

ず交換が必要であることを大型車の使用者に理解してもらうよう努めること。 

⑤  タイヤ脱着作業依頼により入庫する大型車の使用者から、ホイール･ナット

へのマーキングや、ホイール・ナットマーカー（ホイール･ナット回転指示イン

ジケーター）の施工依頼があった場合には、これに応じ適切に対応すること。 

⑥  タイヤ脱着作業者においても、大型車のタイヤ脱着作業の際は、別紙１のタ

イヤ脱着作業管理表に沿った作業を行い、依頼者へ作業完了報告するよう努め

ること。 

また、タイヤ脱着作業後の増し締めの重要性を周知・啓発し、確実な増し締

めの実施を促すこと。 

 

 日本自動車工業会、日本自動車車体工業会、日本自動車輸入組合 

（１） 傘下会員に対して、これまで取り組んできた以下の事項について、引き続き取

り組むよう広報・啓発する。 

①  大型車の使用者に対して、車輪脱落事故防止のための「お・ち・な・い」のポ

イント（※）の確実な実施を周知すること。 

特に、脱落の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行する大型

車について、重点的に確認するよう啓発すること。 

②  著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイールでは、

適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や潤滑剤の塗布

を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひっかかり等の異状がありス

ムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使用せず交換が必

要であることを啓発すること。 

（２）日本自動車工業会においては、上記（１）に加え、以下の事項について実施する 

①  １．の取組にあたっては、緊急点検の実施に必要なホイール・ナットの無償提

供を行うこと。 

②  ホイール・ナットマーカー（ホイール･ナット回転指示インジケーター）を配      

布すること。 

 

 日本自動車機械工具協会、日本自動車機械器具工業会、自動車用品小売業協会 

傘下会員に対して、これまで取り組んできたタイヤ脱着作業に使用する器具等を

販売する際の正しい使用方法や、トルクレンチは定期的な校正が必要であることに

ついて、引き続きタイヤ脱着作業器具等購入者への説明を徹底するよう、周知する

こと。 
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貨物自動車運送事業者の皆様へ 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止対策「令和４年度緊急対策」について 

 

大型車の車輪脱落事故が依然として多く発生していますので、以下の事故防

止対策について積極的な取組をお願いいたします。 

 

１．事業主・会社代表者の方へ 

令和４年１０月から、大型車の緊急点検を実施しますので、所有する対象

車両の緊急点検を徹底してください。 

車輪脱落事故防止のための「お・ち・な・い」のポイント（※）について、自

社内の整備管理者、運転者及びタイヤ脱着作業者に周知徹底を図ってくださ

い。 

※別紙３のチラシを参照 

２．整備管理者・補助者の方へ 

 令和４年１０月から、大型車の緊急点検を実施しますので、対象車両あ

てに郵送するダイレクトメールに同封された作業手順に従って、緊急点

検を確実に実施してください。 

 作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作業を実施してください。 

 自社内でタイヤ脱着作業を行う際は、正しい知識を有したタイヤ脱着作

業者が実施してください。 

 著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイー

ルでは、適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清

掃や潤滑剤の塗布を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひ

っかかり等の異状がありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイ

ール・ナットは、使用せず交換してください。 

 車輪脱落事故の多い左側後輪について重点的に点検してください。 

 積雪地域や舗装されていない道路を走行する大型車について、入念に点

検してください。 

 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を運転者やタイ

ヤ脱着作業者に指導してください。なお、車載工具で増し締めを行った

場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付け

てください。 

 

  

別添２－１ 
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  ３．な・・・ナットを締め、トルクレンチを必ず使用！ 

 適正なトルクレンチを用いて規定のトルクで確実に締め付ける。 

 初期なじみのため、タイヤ脱着後５０～１００km走行後を目安に増し締めを実

施する。 

４．い・・・1日 1回、緩みの点検！ 

 運行前にボルト、ナットを目で見て、手で触って点検する。 

 特に脱落が多い左後輪は重点的に点検する。 
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ホイールナットマーカーの装着状態 

緩みなしの状態 左右のホイール・ナットが緩んだ状態 

- 55 -

 

  依然として、自社でタイヤ脱着した大型車による車輪脱落事故が多発して

いることを踏まえた対策 

 自社内で大型車のタイヤ脱着作業を行うときは、作業者に別紙１の「タ

イヤ脱着作業管理表」に沿って作業を実施し、その結果を記録してく

ださい。 

 タイヤ脱着作業完了後、別紙１の「タイヤ脱着作業管理表」をもとに適

正なタイヤ脱着作業が行われていることを確認してください。 

 別紙１の「タイヤ脱着作業管理表」を使用し、増し締めの実施結果を記

録してください。 

 点検実施者に別紙２の「日常点検表」を使用し、「ディスク・ホイール

の取付状態」の点検を確実に行ってください。 

• 増し締め実施後、点検ハンマによる確認手法のほか、ホイール・ナッ

トへマーキング（注１）を施す、又は、ホイールナットマーカーを装着し、

それらのずれを確認する手法により、ホイール・ナットの緩みの点検
（注２）を確実に確認してください。 

 

 

注１ ホイール・ナットへのマーキング（合いマーク）は、目視によりホイール・ナットの緩

みを確認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。 

 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。 

 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで

連続して記入することが望ましい。 

 マーキングは増し締め実施後に施工する。タイヤ脱着時にマーキングを施工したとき

は、増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを

消して新たに施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するか

のいずれかによる。 

 マーキングが確認しやすい色（白色、黄色等）を使用する。また、マーキングのずれが

目視で判別できるよう、適当な太さで施工する。 

 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性

のあるものを使用する。（例：油性顔料インキ） 

   注２ ISO 方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナット

へのマーキング又はホイールナットマーカーによる合いマークのずれの確認により行って

も差し支えない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法としては不適切であること

に留意する。 
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• 増し締め実施後、点検ハンマによる確認手法のほか、ホイール・ナッ

トへマーキング（注１）を施す、又は、ホイールナットマーカーを装着し、

それらのずれを確認する手法により、ホイール・ナットの緩みの点検
（注２）を確実に確認してください。 

 

 

注１ ホイール・ナットへのマーキング（合いマーク）は、目視によりホイール・ナットの緩

みを確認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。 

 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。 

 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで

連続して記入することが望ましい。 

 マーキングは増し締め実施後に施工する。タイヤ脱着時にマーキングを施工したとき

は、増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを

消して新たに施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するか

のいずれかによる。 

 マーキングが確認しやすい色（白色、黄色等）を使用する。また、マーキングのずれが

目視で判別できるよう、適当な太さで施工する。 

 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性

のあるものを使用する。（例：油性顔料インキ） 

   注２ ISO 方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナット

へのマーキング又はホイールナットマーカーによる合いマークのずれの確認により行って

も差し支えない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法としては不適切であること

に留意する。 
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別紙１（様式例）

○

○

※

☆

☆

※
☆

○
☆

○

■
△

N･m

■

※

■

△

☆ 二硫化モリブデン入りのオイル等は使用しない。

注

清
掃
の
実
施

ハブ面

ディスク・ホイール取付面の錆や泥、ゴミな
どを取り除く。

ハブのはめ合い部（インロー部）の錆やゴ
ミ、泥などを取り除く。

ディスク・ホイール

ホイール・ボルト、ナット

ホイール・ナットの当たり面、ハブ取付面の
錆やゴミ、泥などを取り除く。

取
付

ホイール・ナットの増し締め
保
守

ホイール・ナット

座金（ワッシャ）とナットとのすき間にエン
ジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する。

タイヤ脱着作業時の締め付けトルク値

ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

タタイイヤヤ脱脱着着作作業業管管理理表表
登登録録番番号号又又はは車車番番

作作 業業 実実 施施 者者 名名

実実施施日日　　令令和和

整整備備管管理理者者確確認認欄欄

ハブ面

確認・作業内容 結　果
（実施✓・交換×）

ディスク・ホイールの取付面に著しい摩耗や
損傷がないかを確認

実施箇所

年年　　　　月月　　　　日日  

ねじ部につぶれや、やせ、かじりなどがない
かを確認

ナットの座面部（球面座）に錆や傷、ゴミが
ないかを確認

ディスク・ホイール

ホイール・ボルト、ナット

ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がな
いかを確認

ホイール・ボルト、ナットの錆やゴミ、泥な
どを取り除く。

ホイール・ナットの当たり面に亀裂や損傷、
摩耗がないかを確認

溶接部に亀裂や損傷がないかを確認

○

規定の締め付けトルク値は、車両の「タイヤ空気圧ラベル」の近くに表示されています。

対角線順に2～3回に分けて締め付けること（最後の締め付けはトルクレンチで規定トルクで締め付ける）。

油
脂
類
塗
布
の
実
施

ハブ

ホイール・ナットの締め付け

ハブのはめ合い部（インロー部）に、グリー
スを薄く塗布する。

タイヤ脱着後、50～100km走行後の増し締め
を実施する。

ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

点
検
の
実
施

亀裂、損傷がないかを確認

ハブへの取付面とディスク・ホイール合わせ
面に摩耗や損傷がないかを確認

ボルトの伸び、著しい錆がないかを確認

ナットの座金（ワッシャ）が、スムーズに回
転するかを確認

この内容に沿ったものであれば、自社の様式を使用してもよい。

ホイール・ボルト

座面部（球面座）にエンジンオイルなどの潤
滑剤を薄く塗布する。

JIS方式が対象。

ISO方式が対象。ハブのディスク・ホイール取付面、ホイール合わせ面、ホイールと座金（ワッシャ）との
当たり面には、塗装、エンジンオイルなどの油脂類の塗布を行わないよう注意すること。

 

 

旅客自動車運送事業者の皆様へ 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止対策「令和４年度緊急対策」について 

 

大型車の車輪脱落事故が依然として多く発生していますので、以下の事故防

止対策について積極的な取組をお願いいたします。 

 

１．事業主・会社代表者の方へ 

令和４年１０月から、大型車の緊急点検を実施しますので、所有する対象

車両について緊急点検の実施を徹底してください。 

車輪脱落事故防止のための「お・ち・な・い」のポイント（※）について、自

社内の整備管理者、運転者及びタイヤ脱着作業者に周知徹底を図ってくださ

い。 

※別紙３のチラシを参照 

２．整備管理者・補助者の方へ 

 令和４年１０月から、大型車の緊急点検を行いますので、対象車両あて

に郵送されるダイレクトメールに同封された作業手順に従って、緊急点

検を確実に実施してください。 

 作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作業を実施してください。 

 自社内でタイヤ脱着作業を行う際は、正しい知識を有したタイヤ脱着作

業者に実施させてください。 

 著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイー

ルでは、適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清

掃や潤滑剤の塗布を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひ

っかかり等の異状がありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイ

ール・ナットは、使用せず交換してください。 

 車輪脱落事故の多い左側後輪について重点的に点検してください。 

 積雪地域や舗装されていない道路を走行する大型車について、入念に点

検してください。 

 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を運転者やタイ

ヤ脱着作業者に指導してください。なお、車載工具で増し締めを行った

場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付け

てください。 

別添２－２ 
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別紙１（様式例）

○

○

※

☆

☆

※
☆

○
☆

○

■
△

N･m

■

※

■

△

☆ 二硫化モリブデン入りのオイル等は使用しない。

注

清
掃
の
実
施

ハブ面

ディスク・ホイール取付面の錆や泥、ゴミな
どを取り除く。

ハブのはめ合い部（インロー部）の錆やゴ
ミ、泥などを取り除く。

ディスク・ホイール

ホイール・ボルト、ナット

ホイール・ナットの当たり面、ハブ取付面の
錆やゴミ、泥などを取り除く。

取
付

ホイール・ナットの増し締め
保
守

ホイール・ナット

座金（ワッシャ）とナットとのすき間にエン
ジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する。

タイヤ脱着作業時の締め付けトルク値

ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

タタイイヤヤ脱脱着着作作業業管管理理表表
登登録録番番号号又又はは車車番番

作作 業業 実実 施施 者者 名名

実実施施日日　　令令和和

整整備備管管理理者者確確認認欄欄

ハブ面

確認・作業内容 結　果
（実施✓・交換×）

ディスク・ホイールの取付面に著しい摩耗や
損傷がないかを確認

実施箇所

年年　　　　月月　　　　日日  

ねじ部につぶれや、やせ、かじりなどがない
かを確認

ナットの座面部（球面座）に錆や傷、ゴミが
ないかを確認

ディスク・ホイール

ホイール・ボルト、ナット

ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がな
いかを確認

ホイール・ボルト、ナットの錆やゴミ、泥な
どを取り除く。

ホイール・ナットの当たり面に亀裂や損傷、
摩耗がないかを確認

溶接部に亀裂や損傷がないかを確認

○

規定の締め付けトルク値は、車両の「タイヤ空気圧ラベル」の近くに表示されています。

対角線順に2～3回に分けて締め付けること（最後の締め付けはトルクレンチで規定トルクで締め付ける）。

油
脂
類
塗
布
の
実
施

ハブ

ホイール・ナットの締め付け

ハブのはめ合い部（インロー部）に、グリー
スを薄く塗布する。

タイヤ脱着後、50～100km走行後の増し締め
を実施する。

ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

点
検
の
実
施

亀裂、損傷がないかを確認

ハブへの取付面とディスク・ホイール合わせ
面に摩耗や損傷がないかを確認

ボルトの伸び、著しい錆がないかを確認

ナットの座金（ワッシャ）が、スムーズに回
転するかを確認

この内容に沿ったものであれば、自社の様式を使用してもよい。

ホイール・ボルト

座面部（球面座）にエンジンオイルなどの潤
滑剤を薄く塗布する。

JIS方式が対象。

ISO方式が対象。ハブのディスク・ホイール取付面、ホイール合わせ面、ホイールと座金（ワッシャ）との
当たり面には、塗装、エンジンオイルなどの油脂類の塗布を行わないよう注意すること。

 

 

旅客自動車運送事業者の皆様へ 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止対策「令和４年度緊急対策」について 

 

大型車の車輪脱落事故が依然として多く発生していますので、以下の事故防

止対策について積極的な取組をお願いいたします。 

 

１．事業主・会社代表者の方へ 

令和４年１０月から、大型車の緊急点検を実施しますので、所有する対象

車両について緊急点検の実施を徹底してください。 

車輪脱落事故防止のための「お・ち・な・い」のポイント（※）について、自

社内の整備管理者、運転者及びタイヤ脱着作業者に周知徹底を図ってくださ

い。 

※別紙３のチラシを参照 

２．整備管理者・補助者の方へ 

 令和４年１０月から、大型車の緊急点検を行いますので、対象車両あて

に郵送されるダイレクトメールに同封された作業手順に従って、緊急点

検を確実に実施してください。 

 作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作業を実施してください。 

 自社内でタイヤ脱着作業を行う際は、正しい知識を有したタイヤ脱着作

業者に実施させてください。 

 著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイー

ルでは、適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清

掃や潤滑剤の塗布を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひ

っかかり等の異状がありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイ

ール・ナットは、使用せず交換してください。 

 車輪脱落事故の多い左側後輪について重点的に点検してください。 

 積雪地域や舗装されていない道路を走行する大型車について、入念に点

検してください。 

 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を運転者やタイ

ヤ脱着作業者に指導してください。なお、車載工具で増し締めを行った

場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付け

てください。 

別添２－２ 
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別紙２（様式例）

踏みしろ

ブレーキのきき

かかり具合

異音

※ 低速、加速の状態

※ 噴射状態

※ 拭き取りの状態

○ 空気圧力の上がり具合

○ 排気音

※ 液量

液量

※ 液量

※ リザーバ・タンク内の液量

※ エンジン・オイルの量

張り具合

損傷

点灯・点滅具合

汚れ

損傷

空気圧

ナット緩み・脱落

ボルト付近さび汁

ボルト突出不揃い、折損

亀裂

損傷

異状な摩耗

※ 溝の深さ

○ タンク内の凝水

※

※

※印の点検は、当該自動車の走行距離・運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。

○印の項目はエア・ブレーキを用いた自動車の点検項目を示す。

□印の点検は、車両総重量８トン以上又は乗車定員30人以上に該当する車両の場合は必ず実施すること。

注．ディスク・ホイールの取付状態の点検項目が細分化された内容が点検されるようになっていれば、自社の様式を使用してもよい。

ブレーキのリザーバ・タンク

空気圧力計

エア・タンク

点灯・点滅具合、汚れ、損傷

車
の
周
り
か
ら
の
点
検

ブレーキ・バルブ

ウィンド・ウォッシャ・タンク

バッテリ

ラジエータなどの冷却装置

潤滑装置

運
転
席
で
の
点
検

エ
ン
ジ
ン
・
ル
ー

ム
の
点
検

登登録録番番号号又又はは車車番番

点点検検実実施施者者（（運運転転者者））名名

ワイパー

ブレーキ・ペダル

駐車ブレーキ・レバー
(パーキング・ブレーキ・レバー)

ファン・ベルト

実実施施日日　　令令和和

日日常常点点検検表表
運運行行管管理理者者（（補補助助者者））確確認認欄欄

整整備備管管理理者者（（補補助助者者））確確認認欄欄

点検箇所

年年　　　　月月　　　　日日  

点検項目
点検結果
(○・×)

ブレーキ・ペダル
ブレーキ・ドラムとライニング
とのすき間

前日・前回の運行におい
て異状が認められた箇所

○

原動機(エンジン）
※ かかり具合、異音

ウィンド・ウォッシャ

引きしろ（踏みしろ）

タイヤ

□ ディスク・ホイールの取付状態

亀裂、損傷

ブレーキ・チャンバのロッドの
ストローク

踏みしろ、ブレーキのきき

灯火装置（前照灯・車幅灯・尾
灯・制動灯・後退灯・番号灯・側
方灯・反射器）、方向指示器

※ 張り具合、損傷
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Mr.
整備くん

事業者、ドライバー、整備工場の皆さんの協力をお願いします。

防ごう、大型車の車輪脱落事故
「    ・    ・    ・    」の徹底でお ち な い

お

国土交通省　自動車点検整備推進協議会　大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会　日本自動車工業会（いすゞ 自動車   日野自動車
三菱ふそうトラック・バス   UDトラックス）　全日本トラック協会　日本バス協会　全国自家用自動車協会　日本自動車整備振興会連合会
日本自動車販売協会連合会　全国タイヤ商工協同組合連合会　日本自動車タイヤ協会　全国石油商業組合連合会　日本自動車車体工業会
日本自動車輸入組合  日本自動車機械工具協会　日本自動車機械器具工業会　自動車用品小売業協会　日本自動車車体整備協同組合連合会

詳しくは、
こちらから！

ホイールナットの緩みが一目でわかり、
高精度な点検が誰でも手軽にできる
「連結式ナット回転指示インジケーター」の
使用方法も動画でご確認いただけます。

正しい点検方法を
動画でチェック！

ち

とさない！
脱落防止はまず点検。
事前の正しい点検が大きな事故を未然に防ぐ
唯一かつ最善な手段です。

お

な 規定の
締付トルク

適正なトルクレ
ンチを用いて規
定のトルクで確実
に締め付けます。

● 初期なじみのため、タイヤ
交換後50～100km走
行後を目安に増し締めを
実施してください。

●

ット締め、トルクレンチを必ず使用！
（ナット）

い
ちにち一回、緩みの点検！

●特に脱落が
多い左後輪
は重点的に
点検を。

●運行前にボルト、
ナットを目で見て
手で触って点検。

ナットとワッシャーとの
隙間への注油も忘れずに！

給脂

ゃんと清掃、
ちゃんと給脂！
ボルト、ナットの錆や汚れを落とし、エンジンオイルなどを
塗布してください。ナットをボルトの奥まで回転させたとき、
ナットやワッシャーがスムーズに回転するか点検します。
ワッシャーが固着していたりはずれかかっている場合は、
ナットを交換してください。

●

●
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国自整第１５３号の２ 

令和４年９月３０日 

 

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

国土交通省自動車局整備課長 

（公印省略） 

 

 

大型車のホイール・ナットの緊急点検等の実施について（協力依頼） 

 

 

令和４年２月に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」

において、大型車の車輪脱落事故事例について調査、分析するとともに、大型車の使

用者やタイヤ脱着作業者に対するヒアリング調査を行ったところ、タイヤ脱着作業時

のワッシャ付きホイール・ナットの点検、清掃や各部位への潤滑剤の塗布、さらには

ホイール・ナットが円滑に回るかの確認やタイヤ脱着作業後の増し締めが実施されて

いない等の問題点が確認されております。 

これらの状況を踏まえ、「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会」で取りま

とめた大型車の車輪脱落事故防止「令和４年度緊急対策」においては、大型車の使用

者に対して、適切なタイヤ脱着作業や保守管理の重要性について周知・啓発を図ると

ともに、ホイール・ボルトやナットの点検整備が適切に実施されているかを確認する

ための緊急点検を要請することされています。 

今般、大型自動車メーカー（４社）より、以下のとおり大型車の使用者に対して通

知（詳細については別添参照）を行う旨の連絡があったので、貴会におかれましても

本取組の実施にご理解いただき、大型車の使用者からホイール・ナットの緊急点検等

の依頼があった際には、別添に基づき適切に緊急点検を実施いただきますよう、貴会

傘下会員への周知方、御協力の程よろしくお願いいたします。 

 

１．適切な点検整備の実施方法 

大型車の使用者に対して、タイヤ脱着作業時の適切なホイール・ボルトやナット

の点検整備等の実施方法の周知。 

 

２．ホイール・ナットの緊急点検 

車齢４年以上の大型車（2018 年９月 30 日以前に登録された大型車）の使用者に

対して、１．の内容に加え、ホイール・ナットの緊急点検のお願い。 

なお、緊急点検の結果、劣化したホイール・ナットの交換が必要な場合は、大型

自動車メーカー（４社）より左側後輪分の新品のホイール・ナットを無償提供。 

 

※大型車とは、車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員３０人以上のバス 
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ISO方式

ホイールボルト、ナットのねじ
部と、ナットとワッシャーとの
すき間にエンジンオイルなど
指定の潤滑剤を薄く塗布し、
回転させて油をなじませ
ます。ワッシャーがスムーズに
回転するか点検し、スムーズ
に回転しない場合はナットを
交換してください。ナットの
座面（ディスクホイールとの
当たり面）には塗布しないで
ください。

ホイールボルト、ナットの
潤滑について

が発生しています！

※ホイールナットの締め付けは、必ず「規定の締付けトルク」で行ってください。
※ホイール取付方法には、JIS方式とISO方式の2種類があります。それぞれ正しい
　取り扱い方法をご確認いただき、適切なタイヤ交換作業の実施をお願いします。

ホイールナットの締め付け不足。アルミホイール、
スチールホイールの取り扱いミス（誤組み付け、部品の誤組み）

注意

タイヤ交換作業にあたっては、【車載の「取扱説明書」】や【本紙表面に記載の「車輪脱落を防ぐ4つのポイント」】、

【下記の「その他、ホイールナット締め付け時の注意点」】などを参照の上、正しい取り扱い（交換作業）をお願いします。

ホイールの締付け方式には、球面座で締め付けるJIS方式と、平面座で締め付けるISO方式があります。
また「排出ガス規制・ポスト新長期規制適合」大型車から、左右輪・右ねじとする「新・ISO方式」を採用しました。

ホイールのセンタリング

アルミホイールの
履き替え

後輪ダブルタイヤの
締付け構造

ハブインロー

ボルト交換

ホイール
ボルト

ホイール
ナット平面座

潤滑剤 潤滑剤

ホイールサイズと
ボルト本数（PCD）

ボルトサイズ
ねじの方向

ホイールナット
使用ソケット

ダブルタイヤ

ISO方式（8穴、10穴）

19.5インチ： 8本（PCD275㎜）
22.5インチ：10本（PCD335㎜）

左右輪：右ねじ（新・ISO方式）
右輪：右ねじ　左輪：左ねじ（従来ISO方式）

平面座（ワッシャー付き）・1種類
33㎜（従来ISO方式の一部は32㎜）

一つのナットで共締め

M22

タイヤ交換などホイール脱着時の不適切な取り扱いによる

車輪脱落事故

その他、ホイールナット締め付け時の注意点

ホイール締付け方式

ディスクホイール 取 付 面 、
ホイールナット当たり面、ハブ
取付面（ISO方式では、ハブ
のはめ合い部も）、ホイール
ボルト、ナットの錆やゴミ、泥、
追加塗装などを取り除きます。

ディスクホイール、ハブ、ホイール
ボルト、ナットの清掃について

ホイールナット
締め付け時の
注意点だよ！

詳しい情報は、日本自動車工業会HPをご覧ください。 http://www.jama.or.jp/truck-bus/wheel_fall_of f/

ナットとワッシャー
との隙間への注油も

忘れずに！
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国自整第１５３号の２ 

令和４年９月３０日 

 

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

国土交通省自動車局整備課長 

（公印省略） 

 

 

大型車のホイール・ナットの緊急点検等の実施について（協力依頼） 

 

 

令和４年２月に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」

において、大型車の車輪脱落事故事例について調査、分析するとともに、大型車の使

用者やタイヤ脱着作業者に対するヒアリング調査を行ったところ、タイヤ脱着作業時

のワッシャ付きホイール・ナットの点検、清掃や各部位への潤滑剤の塗布、さらには

ホイール・ナットが円滑に回るかの確認やタイヤ脱着作業後の増し締めが実施されて

いない等の問題点が確認されております。 

これらの状況を踏まえ、「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会」で取りま

とめた大型車の車輪脱落事故防止「令和４年度緊急対策」においては、大型車の使用

者に対して、適切なタイヤ脱着作業や保守管理の重要性について周知・啓発を図ると

ともに、ホイール・ボルトやナットの点検整備が適切に実施されているかを確認する

ための緊急点検を要請することされています。 

今般、大型自動車メーカー（４社）より、以下のとおり大型車の使用者に対して通

知（詳細については別添参照）を行う旨の連絡があったので、貴会におかれましても

本取組の実施にご理解いただき、大型車の使用者からホイール・ナットの緊急点検等

の依頼があった際には、別添に基づき適切に緊急点検を実施いただきますよう、貴会

傘下会員への周知方、御協力の程よろしくお願いいたします。 

 

１．適切な点検整備の実施方法 

大型車の使用者に対して、タイヤ脱着作業時の適切なホイール・ボルトやナット

の点検整備等の実施方法の周知。 

 

２．ホイール・ナットの緊急点検 

車齢４年以上の大型車（2018 年９月 30 日以前に登録された大型車）の使用者に

対して、１．の内容に加え、ホイール・ナットの緊急点検のお願い。 

なお、緊急点検の結果、劣化したホイール・ナットの交換が必要な場合は、大型

自動車メーカー（４社）より左側後輪分の新品のホイール・ナットを無償提供。 

 

※大型車とは、車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員３０人以上のバス 
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ISO方式

ホイールボルト、ナットのねじ
部と、ナットとワッシャーとの
すき間にエンジンオイルなど
指定の潤滑剤を薄く塗布し、
回転させて油をなじませ
ます。ワッシャーがスムーズに
回転するか点検し、スムーズ
に回転しない場合はナットを
交換してください。ナットの
座面（ディスクホイールとの
当たり面）には塗布しないで
ください。

ホイールボルト、ナットの
潤滑について

が発生しています！

※ホイールナットの締め付けは、必ず「規定の締付けトルク」で行ってください。
※ホイール取付方法には、JIS方式とISO方式の2種類があります。それぞれ正しい
　取り扱い方法をご確認いただき、適切なタイヤ交換作業の実施をお願いします。

ホイールナットの締め付け不足。アルミホイール、
スチールホイールの取り扱いミス（誤組み付け、部品の誤組み）

注意

タイヤ交換作業にあたっては、【車載の「取扱説明書」】や【本紙表面に記載の「車輪脱落を防ぐ4つのポイント」】、

【下記の「その他、ホイールナット締め付け時の注意点」】などを参照の上、正しい取り扱い（交換作業）をお願いします。

ホイールの締付け方式には、球面座で締め付けるJIS方式と、平面座で締め付けるISO方式があります。
また「排出ガス規制・ポスト新長期規制適合」大型車から、左右輪・右ねじとする「新・ISO方式」を採用しました。

ホイールのセンタリング

アルミホイールの
履き替え

後輪ダブルタイヤの
締付け構造

ハブインロー

ボルト交換

ホイール
ボルト

ホイール
ナット平面座

潤滑剤 潤滑剤

ホイールサイズと
ボルト本数（PCD）

ボルトサイズ
ねじの方向

ホイールナット
使用ソケット

ダブルタイヤ

ISO方式（8穴、10穴）

19.5インチ： 8本（PCD275㎜）
22.5インチ：10本（PCD335㎜）

左右輪：右ねじ（新・ISO方式）
右輪：右ねじ　左輪：左ねじ（従来ISO方式）

平面座（ワッシャー付き）・1種類
33㎜（従来ISO方式の一部は32㎜）

一つのナットで共締め

M22

タイヤ交換などホイール脱着時の不適切な取り扱いによる

車輪脱落事故

その他、ホイールナット締め付け時の注意点

ホイール締付け方式

ディスクホイール 取 付 面 、
ホイールナット当たり面、ハブ
取付面（ISO方式では、ハブ
のはめ合い部も）、ホイール
ボルト、ナットの錆やゴミ、泥、
追加塗装などを取り除きます。

ディスクホイール、ハブ、ホイール
ボルト、ナットの清掃について

ホイールナット
締め付け時の
注意点だよ！

詳しい情報は、日本自動車工業会HPをご覧ください。 http://www.jama.or.jp/truck-bus/wheel_fall_of f/

ナットとワッシャー
との隙間への注油も

忘れずに！
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令和 4 年 10 月 

大型車をご使用の皆様へ 

いすゞ自動車株式会社 

日野自動車株式会社 

三菱ふそうトラック・バス株式会社 

ＵＤトラックス株式会社 

 

 

車車輪輪脱脱落落事事故故防防止止ののたためめのの適適正正なな点点検検整整備備のの実実施施方方法法ののおお知知ららせせとと  

ホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検ののおお願願いい  

 

 

日頃より大型車をご使用の皆様におかれましては、適正な点検整備の実施にご協力頂き、誠に

ありがとうございます。 

大型車の車輪脱落事故は大事故につながりかねない大変危険なものですが、近年は毎年 100 件

以上の事故が発生している状況にあります。令和４年２月に国土交通省に設置された「大型車の

車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において、車輪脱落事故を起こした車両の調査

を実施したところ、タイヤ脱着時の点検・清掃作業や部品交換が適切に行われていなかったた

め、ホイール・ボルトやナットに著しいさびやゴミ等の異物が付着しているものや、ホイール・

ナットとワッシャーのすき間に潤滑剤の塗布が見られず、ホイール・ナットのワッシャーがスム

ーズに回転しないものが確認されております。 

このような状況を受けて、大型自動車メーカー（４社）では、日頃から大型車をご使用の皆様

に、タイヤ脱着作業時の適正なホイール・ボルトやナットの点検整備等の実施方法をお知らせし

ます。 

併せて、ホイール・ボルトやナットの適切な保守管理状態を確認するため、緊急点検をお願い

いたします。 

本緊急点検の確実な実施にご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

 

【【１１．．タタイイヤヤ脱脱着着作作業業時時のの適適正正なな点点検検整整備備のの実実施施方方法法ののおお知知ららせせ】】  

本ダイレクトメールに同封されているチラシ及びご使用の大型車の取扱説明書を改めてご確認

頂き、適正なタイヤ脱着作業やホイール・ボルト、ナットの点検整備の実施に、ご協力頂きます

ようお願いいたします。 

  

  

【【２２．．ホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検ののおお願願いい】】 

過去に発生した車輪脱落事故では、初度登録年から４年以上経過した大型車において、冬用タ

イヤへの履き替え等のタイヤ脱着作業後に車輪脱落事故が発生するケースが多いことが判明して

います。 

このような状況を受けて、初度登録年から４年を経過した大型車を対象に、ホイール・ボル

ト、ナットの適切な保守管理状態を確認するための緊急点検をお願いいたします。 
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 ●本緊急点検の対象車：ＩＳＯ方式ホイール・ナットを採用した大型トラック、バスのうち、 

初度登録年月日が平成 30(2018)年 9 月 30 日以前の大型車 

（初度登録年から４年超）） 

 

●本緊急点検の実施期間：令和４(2022)年 10 月１日 ～ 令和５(2023)年 2 月 28 日 

 

本緊急点検は使用者ご本人様が実施頂くことも可能ですが、日頃よりタイヤ交換作業をタイヤ

ショップや自動車整備工場、大型自動車メーカー系列店舗等に依頼されている場合は、本ダイレ

クトメールの同封書類をご確認いただき、タイヤ交換作業等と併せて本緊急点検の実施をご依頼

ください。 

 

 

【【３３．．本本緊緊急急点点検検にによよるる純純正正ホホイイーールル・・ナナッットトのの無無償償提提供供ににつついいてて】】  

本ダイレクトメールに同封されている作業要領書により本本緊緊急急点点検検をを実実施施ししたた結結果果、、劣劣化化ししたた

ホホイイーールル・・ナナッットトがが見見つつかかっったた場場合合はは、、必必ずず交交換換がが必必要要でですす。。  

そのような場合は、アンケートにご協力頂ければ、交換した分の純純正正ホホイイーールル・・ナナッットトをを無無償償

提提供供いいたたししまますす。 

純正ホイール・ナットの無償提供手順につきましては、同封されている「アンケートへのご協

力依頼とホイール・ナットの無償提供 手順書」をご確認ください。 

  

※本緊急点検において無無償償提提供供ささせせてて頂頂くく純純正正ホホイイーールル・・ナナッットトのの個個数数はは、、最最大大でで該該当当すするる大大型型  

車車のの左左側側後後輪輪分分とさせて頂きます。 

 

※本緊急点検の実施をタイヤショップや自動車整備工場、大型自動車メーカー系列店舗等へ    

依頼される場合、本本緊緊急急点点検検のの作作業業工工賃賃はは、、  有有料料  ととななりりまますす。。あらかじめご承知おきください。 

 

＜同封資料＞ 

１）「大型車のホイール・ナットの緊急点検」作業実施要領書 

２）タイヤ脱着編「大型車のホイール・ナットの緊急点検」作業実施要領書 

３）アンケートへの御協力依頼と純正ホイール・ナットの無償提供 手順書 

４）チラシ「大型車、車輪脱落事故防止ポイント」 

５）啓発チラシ『「お・ち・な・い」の徹底で 防ごう、大型車の車輪脱落事故』 

以上 
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令和 4 年 10 月 

大型車をご使用の皆様へ 

いすゞ自動車株式会社 

日野自動車株式会社 

三菱ふそうトラック・バス株式会社 

ＵＤトラックス株式会社 

 

車車輪輪脱脱落落事事故故防防止止ののたためめのの適適正正なな点点検検整整備備のの実実施施方方法法ののおお知知ららせせ  

 

 

日頃より大型車をご使用の皆様におかれましては、適正な点検整備の実施に御協力頂き、誠に

ありがとうございます。 

大型車の車輪脱落事故は大事故につながりかねない大変危険なものですが、近年は毎年 100 件

以上の事故が発生している状況にあります。令和４年２月に国土交通省に設置された「大型車の

車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において、車輪脱落事故を起こした車両の調査

を実施したところ、タイヤ脱着時の点検・清掃作業や部品交換が適切に行われていなかったた

め、ホイール・ボルトやナットに著しいさびやゴミ等の異物が付着しているものや、ホイール・

ナットとワッシャーのすき間に潤滑剤の塗布が見られず、ホイール・ナットのワッシャーがスム

ーズに回転しないものが確認されております。 

 このような状況を受けて、大型自動車メーカー（４社）では、日頃から大型車をご使用の皆様

に、タイヤ脱着作業時の適正なホイール・ボルトやナットの点検整備等の実施方法をお知らせい

たします。 

本ダイレクトメールに同封されている、チラシ及びご使用の大型車の取扱説明書を改めてご確

認頂き、適正なタイヤ脱着作業やホイール・ボルト、ナットの点検整備の実施に御協力頂きます

ようお願い申し上げます。 

 

＜添付資料＞ 

１）チラシ「大型車、車輪脱落事故防止ポイント」 

２）啓発チラシ『「お・ち・な・い」の徹底で 防ごう、大型車の車輪脱落事故』 

 

以上 
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＜本緊急点検に係る大型自動車メーカーお問合せ先＞ 

●いすゞ自動車株式会社 

〒220-8720 

神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー 

いすゞ自動車株式会社 お客様相談センター 

電話番号： 0120-119-113 

 

●日野自動車株式会社 

〒191-8660 

東京都日野市日野台 3-1-1 

日野自動車株式会社 お客様相談窓口 

電話番号： 0120-106-558 

 

●三菱ふそうトラック・バス株式会社 

〒211-8522 

神奈川県川崎市中原区大倉町10番地 

三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ窓口 

電話番号： 0120-930-397 

 

●ＵＤトラックス株式会社 

〒362-8523 

埼玉県上尾市大字壱丁目1番地 

ＵＤトラックス株式会社 お客様相談室 

電話番号： 0120-67-2301 
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令和 4 年 10 月 

大型車をご使用の皆様へ 

いすゞ自動車株式会社 

日野自動車株式会社 

三菱ふそうトラック・バス株式会社 

ＵＤトラックス株式会社 

 

車車輪輪脱脱落落事事故故防防止止ののたためめのの適適正正なな点点検検整整備備のの実実施施方方法法ののおお知知ららせせ  

 

 

日頃より大型車をご使用の皆様におかれましては、適正な点検整備の実施に御協力頂き、誠に

ありがとうございます。 

大型車の車輪脱落事故は大事故につながりかねない大変危険なものですが、近年は毎年 100 件

以上の事故が発生している状況にあります。令和４年２月に国土交通省に設置された「大型車の

車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において、車輪脱落事故を起こした車両の調査

を実施したところ、タイヤ脱着時の点検・清掃作業や部品交換が適切に行われていなかったた

め、ホイール・ボルトやナットに著しいさびやゴミ等の異物が付着しているものや、ホイール・

ナットとワッシャーのすき間に潤滑剤の塗布が見られず、ホイール・ナットのワッシャーがスム

ーズに回転しないものが確認されております。 

 このような状況を受けて、大型自動車メーカー（４社）では、日頃から大型車をご使用の皆様

に、タイヤ脱着作業時の適正なホイール・ボルトやナットの点検整備等の実施方法をお知らせい

たします。 

本ダイレクトメールに同封されている、チラシ及びご使用の大型車の取扱説明書を改めてご確

認頂き、適正なタイヤ脱着作業やホイール・ボルト、ナットの点検整備の実施に御協力頂きます

ようお願い申し上げます。 

 

＜添付資料＞ 

１）チラシ「大型車、車輪脱落事故防止ポイント」 

２）啓発チラシ『「お・ち・な・い」の徹底で 防ごう、大型車の車輪脱落事故』 

 

以上 
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＜本緊急点検に係る大型自動車メーカーお問合せ先＞ 

●いすゞ自動車株式会社 

〒220-8720 

神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー 

いすゞ自動車株式会社 お客様相談センター 

電話番号： 0120-119-113 

 

●日野自動車株式会社 

〒191-8660 

東京都日野市日野台 3-1-1 

日野自動車株式会社 お客様相談窓口 

電話番号： 0120-106-558 

 

●三菱ふそうトラック・バス株式会社 

〒211-8522 

神奈川県川崎市中原区大倉町10番地 

三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ窓口 

電話番号： 0120-930-397 

 

●ＵＤトラックス株式会社 

〒362-8523 

埼玉県上尾市大字壱丁目1番地 

ＵＤトラックス株式会社 お客様相談室 

電話番号： 0120-67-2301 
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「「大大型型車車ののホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検」」  

作作業業実実施施要要領領書書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 10月 

いすゞ自動車(株) 

日野自動車(株) 

三菱ふそうトラック・バス(株) 

UD トラックス(株) 
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＜本緊急点検に係る大型自動車メーカーお問合せ先＞ 

●いすゞ自動車株式会社 

〒220-8720 

神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー 

いすゞ自動車株式会社 お客様相談センター 

電話番号： 0120-119-113 

 

●日野自動車株式会社 

〒191-8660 

東京都日野市日野台 3-1-1 

日野自動車株式会社 お客様相談窓口 

電話番号： 0120-106-558 

 

●三菱ふそうトラック・バス株式会社 

〒211-8522 

神奈川県川崎市中原区大倉町10番地 

三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ窓口 

電話番号： 0120-930-397 

 

●ＵＤトラックス株式会社 

〒362-8523 

埼玉県上尾市大字壱丁目1番地 

ＵＤトラックス株式会社 お客様相談室 

電話番号： 0120-67-2301 
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11．．作作業業フフロローー  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

作業準備 

1個飛ばしでナット取り外し 

ナットの座金（ワッシャー）が 
円滑に回転するか 

ナットの取り付け、トルクチェック 

後 2軸車は、左後 2軸目も同じ作業を行います 

円滑に回転する 

ナット必要部位の清掃及びオイル塗布 

残り半分を 1個飛ばしでナット取り外し 

円滑に回転する 

 

ナット必要部位の清掃及びオイル塗布 

ナットの取り付け、トルクチェック 

ナット交換 

左
後
一
軸
目
の
作
業 

ナット交換 
ナットの座金（ワッシャー）が 

円滑に回転するか 

メンテナンスノートの記入 

作業チェックリストの確認 

左後輪を点検の結果、ナットの交換が必要な場合は 
その他の輪についても同様の点検を推奨 

円滑に回転しない、または、
座金とナットが固着、 
分離している 

円滑に回転しない、または、
座金とナットが固着、 
分離している 

【【ポポイインントト】】  

※※座座金金がが円円滑滑にに回回転転ししなないいナナッットト、、
ままたたはは、、座座金金ととナナッットトがが固固着着、、分分
離離ししてていいるる場場合合はは緩緩むむおおそそれれがが
あありりまますす。。  
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22．．部部品品・・工工具具  

22--11使使用用工工具具  

・ご用意していただくもの  

№ 名称 備考 

① 一般工具 33ｍｍボックスレンチ、インパクトまたは、タイヤ取り外し車載工具 

② トルクレンチ 550～600 N・m 

③ ウェス、ワイヤブラシ  

④ 潤滑剤 エンジンオイルなど、お車の取扱説明書に記載されている油脂 

 

22--22..交交換換部部品品  
  

№ 部品名称 数量 写真 備考 

① ホイール・ナット 1 
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33．．作作業業要要領領  

33--11  作作業業準準備備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33--22  ホホイイーールル・・ナナッットト取取りり外外しし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33--33  必必要要部部位位のの清清掃掃及及びびオオイイルル塗塗布布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・車両を平坦な場所に止め、ギヤ位置をニュートラル

にしてパーキングブレーキを作動させます。 

・エンジンを停止（キーを OFF）します。 

・輪止めを掛け車両が動かないよう固定します。 

・周囲の安全を確認します。 

※※車車両両ははジジャャッッキキアアッッププせせずず、、左左後後 11 軸軸目目ののホホ

イイーールル・・ナナッットトをを半半分分ずずつつ取取りり外外ししてて作作業業をを行行いいまま

すす。。  

 

 

 

・1個飛ばしでホイール・ナットを半分取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ホイール・ナットの当たり面、ホイール・ボルト、ナット

のネジ山の錆びやゴミ、泥などをウェスやワイヤブ

ラシで取り除きます。 
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・ホイール・ボルトとナットのネジ部、ホイール・ナットと

座金(ワッシャー)とのすき間にエンジンオイルなどの

潤滑剤を薄く塗布します。 

・ナットを回し座金のすき間全体にオイルをなじませ

ます。 

  

  

  

・はみ出た潤滑剤は拭き取ります。 

  

※※ホホイイーールルとと座座金金((ワワッッシシャャーー))ととのの当当たたりり面面ににはは、、エエ

ンンジジンンオオイイルルななどどのの潤潤滑滑剤剤をを塗塗布布ししなないいででくくだだささいい。。

ホホイイーールルののナナッットト当当たたりり面面のの摩摩耗耗やや緩緩みみのの原原因因ととなな

りりまますす。。  

※※潤潤滑滑剤剤はは、、おお車車のの取取扱扱説説明明書書にに記記載載さされれてていいるる油油

脂脂をを使使用用ししててくくだだささいい。。  

【【注注意意】】  

二二硫硫化化モモリリブブデデンン入入りりののオオイイルルややググリリーーススななどど記記載載

以以外外のの潤潤滑滑剤剤はは、、使使用用ししなないいででくくだだささいい。。過過大大なな締締付付

けけととななりり、、ボボルルトトがが伸伸びびたたりり、、折折損損すするるななどどのの原原因因とと

ななりりまますす。。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

潤滑剤を薄く塗布 
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33--44  ホホイイーールル・・ナナッットトのの点点検検 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【【点点検検方方法法】】  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

【【点点検検 NNGG例例】】  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

・ホイール・ナットと座金(ワッシャー)とのすき間に潤

滑剤を塗布した状態でホイール・ナットの座金（ワッ

シャー）が円滑に回転するか点検します。 

  

※※座座金金（（ワワッッシシャャーー））がが円円滑滑にに回回転転ししなないい場場合合はは交交換換

ししまますす。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

・座金（ワッシャー）とナットを合わせた状態で回転さ

せて円滑に回転するか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

・ホイール・ナットと座金(ワッシャー)とのすき間に潤

滑剤を塗布した状態で、座金（ワッシャー）が円滑に

回転しない場合や、座金とナットが固着、分離して

いる場合は、ホイール・ナットを交換します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合わせた状態 

座金とナットが分離 座金とナットの固着 

円滑に回転しない 

【【注注意意】】  

ホホイイーールル・・ナナッットトをを清清掃掃しし、、ワワッッシシャャーーととナナッットトのの

隙隙間間にに潤潤滑滑剤剤をを塗塗布布しし、、よよくくななじじまませせててかからら点点検検

をを行行いいまますす。。清清掃掃、、潤潤滑滑剤剤のの塗塗布布をを行行わわなないい

とと、、正正ししいい点点検検結結果果がが得得らられれまませせんん。。  
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33--55  ホホイイーールル・・ナナッットトのの取取りり付付けけ、、トトルルククチチェェッックク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・緩めたナットを座金(ワッシャー)がホイールに当たる

まで手で締めます。 

・ホイールに当たったところから工具を使用し、締付

けます。 

 

 

 

 

 

 

 

・最後にトルクレンチを使用して規定のトルクで締付

けます。 

※※勢勢いいををつつけけてて締締めめるるななどどすするるとと過過締締付付けけととななりり、、ボボ

ルルトトがが伸伸びびたたりり、、ホホイイーールルののナナッットト当当たたりり面面をを傷傷めめ

たたりりししまますす。。  

【【注注意意】】  

必必ずず、、トトルルククレレンンチチをを用用いいてて、、規規定定ののトトルルククでで締締付付けけ

ててくくだだささいい。。  

・残り半分のホイール・ナットも 3-2～3-5 と同様に作

業を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

・後 2軸車は、左後 2軸目も同じ作業を行います。 

 

 

※※左左後後輪輪をを点点検検のの結結果果、、ナナッットトのの交交換換がが必必要要なな場場合合

ははそそのの他他のの輪輪ににつついいててもも同同様様のの点点検検をを推推奨奨ししまま

すす。。  

 

 

・作業は以上で終了です。 

 

  

- 73 -―― 71

SEKEN2023.indd   71SEKEN2023.indd   71 2023/08/23   11:40:372023/08/23   11:40:37



 

 

「「大大型型車車ののホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検」」  

作作業業チチェェッッククリリスストト  
  

作業日：    年  月  日 
車台番号： 走行距離： 

会社名： 営業所名： 作業者氏名： 

 

No. 部位 確認項目 確認内容 チェック 

3-2 ホイール・ナット 取り外し ホイール・ナットを半分ずつ取り外しましたか？ □ 

3-3 
ホイール・ナット 
ホイール・ボルト 

清掃 
ホイール・ナットの当たり面、ホイール・ボルト、ナットの錆びやゴミ、泥な

どを清掃しましたか？ 
□ 

3-3 ホイール・ナット 給油 
ホイール・ボルトとナットのネジ部、ホイール・ナットと座金(ワッシャー)と

のすき間にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布しましたか？ 
□ 

3-4 ホイール・ナット 点検 ナットの座金（ワッシャー）が円滑に回転するか点検しましたか？ □ 

3-4 ホイール・ナット 回転 円滑に回転しないナットはありましたか？       合計：      個 □ 

3-5 ホイール・ナット 取り付け ホイール・ナットの座金がホイールに当たるまで手で締めましたか？ □ 

3-5 ホイール・ナット トルク 
全てのホイール・ナットを規定のトルクで締付けましたか？ 

規規定定トトルルクク：：555500～～660000  NN・・mm                               本数：      本  
□ 

3-5 ホイール・ナット 作業 

残り半分のホイール・ナットも 3-2～3-5と同様に作業を行いましたか？ 

□ 

3-5 ホイール・ナット 作業 
後 2軸車は、左後 2軸目も同じ作業を行いましたか？ 

※後 1軸車はチェック不要 
□ 

4 
メンテナンス

ノート 
記入内容 

必要事項の記入忘れはありませんか？ 

『「大型車のホイール・ナットの緊急点検」実施済み』 
□ 

5 
作業 

チェックリスト 
記入内容 必要事項の記入忘れはありませんか？ □ 
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44．．メメンンテテナナンンススノノーートト記記入入  

・ メンテナンスノートの「臨時整備（定期整備以外）および分解整備の実施記録」欄に『「大型車のホイール・

ナットの緊急点検」実施済み』と記載し、実施年月日、走行距離、実施者名、住所を記入します。 

 

 

55．．作作業業チチェェッッククリリスストト記記入入  

・ 「作業チェックリスト」にチェック欄以外の未記入箇所を記入します。 

 
 
 

以上 
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「「大大型型車車ののホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検」」  

作作業業チチェェッッククリリスストト  
  

作業日：    年  月  日 
車台番号： 走行距離： 

会社名： 営業所名： 作業者氏名： 

 

No. 部位 確認項目 確認内容 チェック 

3-2 ホイール・ナット 取り外し ホイール・ナットを半分ずつ取り外しましたか？ □ 

3-3 
ホイール・ナット 
ホイール・ボルト 

清掃 
ホイール・ナットの当たり面、ホイール・ボルト、ナットの錆びやゴミ、泥な

どを清掃しましたか？ 
□ 

3-3 ホイール・ナット 給油 
ホイール・ボルトとナットのネジ部、ホイール・ナットと座金(ワッシャー)と

のすき間にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布しましたか？ 
□ 

3-4 ホイール・ナット 点検 ナットの座金（ワッシャー）が円滑に回転するか点検しましたか？ □ 

3-4 ホイール・ナット 回転 円滑に回転しないナットはありましたか？       合計：      個 □ 

3-5 ホイール・ナット 取り付け ホイール・ナットの座金がホイールに当たるまで手で締めましたか？ □ 

3-5 ホイール・ナット トルク 
全てのホイール・ナットを規定のトルクで締付けましたか？ 

規規定定トトルルクク：：555500～～660000  NN・・mm                               本数：      本  
□ 

3-5 ホイール・ナット 作業 

残り半分のホイール・ナットも 3-2～3-5と同様に作業を行いましたか？ 

□ 

3-5 ホイール・ナット 作業 
後 2軸車は、左後 2軸目も同じ作業を行いましたか？ 

※後 1軸車はチェック不要 
□ 

4 
メンテナンス

ノート 
記入内容 

必要事項の記入忘れはありませんか？ 

『「大型車のホイール・ナットの緊急点検」実施済み』 
□ 

5 
作業 

チェックリスト 
記入内容 必要事項の記入忘れはありませんか？ □ 
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タタイイヤヤ脱脱着着編編  

「「大大型型車車ののホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検」」  

作作業業実実施施要要領領書書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 10月 

いすゞ自動車(株) 

日野自動車(株) 

三菱ふそうトラック・バス(株) 

UD トラックス(株) 

 
 

- 76 -―― 74

SEKEN2023.indd   74SEKEN2023.indd   74 2023/08/23   11:40:372023/08/23   11:40:37



 

11．．作作業業フフロローー  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

作業準備 

タイヤ取り外し 

タイヤ取り付け 

後 2軸車は、左後 2軸目も同じ作業を実施 

メンテナンスノートの記入 

作業チェックリストの確認 

ナット必要部位の清掃及びオイル塗布 

トルクチェック 

ジャッキアップ 

ジャッキダウン 

ナット交換 ナットの座金（ワッシャー）が 
円滑に回転するか 

円滑に回転する 

左
後
一
軸
目
の
作
業 

左後輪以外の輪についても、同様の点検を推奨 

円滑に回転しない、または、
座金とナットが固着、 
分離している 

【【ポポイインントト】】  

※※座座金金がが円円滑滑にに回回転転ししなないいナナッットト、、
ままたたはは、、座座金金ととナナッットトがが固固着着、、分分
離離ししてていいるる場場合合はは緩緩むむおおそそれれがが
あありりまますす。。  
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22．．部部品品・・工工具具  

22--11使使用用工工具具  

・ご用意していただくもの  

№ 名称 備考 

① 一般工具 33㎜ボックスレンチ、インパクトまたは、タイヤ取り外し車載工具 

② トルクレンチ 550～600 N・m 

③ ウェス、ワイヤブラシ  

④ 潤滑剤 エンジンオイルなど、お車の取扱説明書に記載されている油脂 

⑤ ジャッキ  

 

22--22..交交換換部部品品  
  

№ 部品名称 数量 写真 備考 

① ホイール・ナット 1 
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33．．作作業業要要領領  

33--11  作作業業準準備備 
 
 
 
 
 
33--22  ホホイイーールル・・ボボルルトト識識別別表表示示 
 
 
 
 
 
 
 
 
33--33  タタイイヤヤ取取りり外外しし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・車両を平坦な場所に止め、ギヤ位置をニュートラル

にしてパーキングブレーキを作動させます。 

・エンジンを停止（キーを OFF）します。 

・輪止めを掛け車両が動かないよう固定します。 

・周囲の安全を確認します。 

 

・ホイール・ボルトに適合するホイールの種類が分か

るように識別表示されています。ディスクホイールの

交換や日常点検の際には適用するディスクホ

イール、ホイール・ボルトであることを確認します。ス

チールホイール用には ST、アルミホイール用には

AL が識別表示されています。左側タイヤ、右側タイ

ヤのボルトには右ねじのRマークが識別表示されて

います。また、ホイール・ナットは共用です。 

  

  

・リヤタイヤを取り外すときは、パーキングブレーキを

効かせ、フロントタイヤに輪止めをします。 

・ジャッキアップポイントにジャッキを確実にかけま

す。 

・タイヤが浮き上がらない程度までジャッキアップしま

す。 

・ホイール・ナットをタイヤがガタつかない程度にゆる

めます。このときホイール・ナットはまだ取り外さな

いでください。 

 

 

 

 

・タイヤが完全に浮き上がるまでジャッキアップしま

す。 

・後輪ダブルタイヤ、内側ホイールのエクステンション

を取り外します。 

 

 

 

 

 

【【注注意意】】  

ホホイイーールル・・ナナッットトははゆゆるるめめすすぎぎるるととホホイイーールル・・ボボルル

トトをを損損傷傷ししまますす。。  
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33--44  タタイイヤヤ取取りり付付けけ 
33--44--11  デディィススククホホイイーールル点点検検  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33--44--22  ホホイイーールル・・ボボルルトト点点検検  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

・ゆるめてあるホイール・ナットをすべて取り外し、外

側タイヤを取り外します。次に内側タイヤを取り外し

ます。 

タイヤ脱着の時、ホイール・ボルトのねじ部およびハ

ブのディスクホイール取り付け面を損傷しないように

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・以下の点に注意し、ディスクホイールの点検を行い

ます。 

①ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がない

か点検します。 

②ホイール・ナットのあたり面に亀裂や損傷、摩耗

がないか点検します。 

③溶接部に亀裂や損傷がないか点検します。 

④ハブへの取り付け面とホイールの合わせ面に摩

耗や損傷がないか点検します。 

 

・以下の点に注意し、ホイール・ボルトの点検をしま

す。 

①亀裂や損傷、著しいさびの発生などがないか点

検します。 

②ボルトに伸びはないかなどを点検します。 

③ねじ部分につぶれや、やせ、かじりなどがないか

点検します。 

 

 

【【注注意意】】  

・・AABBSS 付付車車はは、、指指定定ササイイズズでで同同パパタターーンンののタタイイヤヤ

をを使使用用ししててくくだだささいい。。  

・・タタイイヤヤがが地地面面かからら離離れれたた状状態態でで交交換換ししててくくだだささ

いい。。適適切切なな締締めめ付付けけががででききずず、、ホホイイーールル・・ナナッットト

ののゆゆるるみみのの原原因因ににななりりまますす。。  

・・タタイイヤヤととハハブブのの取取りり付付けけ面面やや、、ホホイイーールルのの合合わわ

せせ面面、、ホホイイーールル・・ナナッットトののああたたりり面面のの泥泥、、ささびびをを

取取りり除除いいててくくだだささいい。。適適切切なな締締めめ付付けけががででききずず、、

ホホイイーールル・・ナナッットトががゆゆるるむむ原原因因ととななりりまますす。。  

・・ホホイイーールル・・ナナッットトののああたたりり面面ややハハブブへへのの取取りり付付けけ

面面にに経経年年使使用用にに伴伴うう著著ししいい摩摩耗耗ががああるる場場合合、、ホホ

イイーールル・・ナナッットトののゆゆるるみみのの原原因因ととななりりまますす。。  

- 80 -―― 78

SEKEN2023.indd   78SEKEN2023.indd   78 2023/08/23   11:40:382023/08/23   11:40:38



 

33--44--33  ハハブブ取取りり付付けけ面面点点検検  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33--44--44  各各部部給給油油  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・ハブのディスクホイール取り付け面に著しい摩耗や

損傷がないか点検します。 

・ディスクホイールの取り付け面や合わせ面、ハブの

取り付け面、ハブのはめ合い部、ナットのあたり面、

ホイール・ボルト、ホイール・ナットねじ部のさびやゴ

ミ、泥などを取り除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

・さびや、ディスクホイールのハブへの固着を防止す

るためにハブのはめ合い部(インロー部)にグリース

を薄く塗布します。 

さびがある場合はさびを落としてからグリースを塗

布してください。 

グリースは、はめ合い部以外の面には付着させな

いでください。 

 

 

 

・ホイール・ボルトとホイール・ナットのねじ部、ホ

イール・ナットとホイール・ナットワッシャーのすき間

にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布します。 

 

・ナットを回し座金のすき間全体にオイルをなじませ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【注注意意】】  

・・積積雪雪地地域域やや未未舗舗装装路路をを走走行行すするる場場合合はは、、特特にに

入入念念にに清清掃掃ししててくくだだささいい。。  

・・汚汚れれややささびびななどどををそそののままままににししてて締締めめ付付けけるるとと

ホホイイーールル・・ナナッットトののゆゆるるみみのの原原因因ににななりりまますす。。  

【【注注意意】】  

・・デディィススククホホイイーールルととホホイイーールル・・ナナッットトワワッッシシャャーーとと

ののああたたりり面面ににはは、、エエンンジジンンオオイイルルななどどのの潤潤滑滑剤剤

をを塗塗布布ししなないいででくくだだささいい。。デディィススククホホイイーールルののナナッッ

トトああたたりり面面のの摩摩耗耗ややゆゆるるみみのの原原因因ととななりりまますす。。  

・・二二硫硫化化モモリリブブデデンンがが配配合合さされれてていいるる油油はは使使用用しし

なないいででくくだだささいい。。締締めめ付付けけトトルルククにに対対ししてて締締めめ付付

けけ力力がが大大ききくくななりりすすぎぎててホホイイーールル・・ボボルルトトをを破破損損

すするるおおそそれれががあありりまますす。。  

潤滑剤を薄く
塗布し、ナット
を回し座金の
すき間全体に
オイルをなじま
せる 
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33--44--55  ホホイイーールル・・ナナッットトのの点点検検  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【【点点検検方方法法】】  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

【【点点検検 NNGG例例】】  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

・ホイール・ナットと座金(ワッシャー)とのすき間に潤

滑剤を塗布した状態でホイール・ナットの座金（ワッ

シャー）が円滑に回転するか点検します。 

  

※※座座金金（（ワワッッシシャャーー））がが円円滑滑にに回回転転ししなないい場場合合はは交交換換

ししまますす。。  

 

 

 

 

 

 

 

・座金（ワッシャー）とナットを合わせた状態で回転さ

せて円滑に回転するか。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・ホイール・ナットと座金(ワッシャー)とのすき間に潤

滑剤を塗布した状態で、座金（ワッシャー）が円滑に

回転しない場合や、座金とナットが固着、分離して

いる場合は、ホイール・ナットを交換します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合わせた状態 

座金とナットが分離 座金とナットの固着 

円滑に回転しない 

【【注注意意】】  

ホホイイーールル・・ナナッットトをを清清掃掃しし、、ワワッッシシャャーーととナナッットトのの

隙隙間間にに潤潤滑滑剤剤をを塗塗布布しし、、よよくくななじじまませせててかからら点点検検

をを行行いいまますす。。清清掃掃、、潤潤滑滑剤剤のの塗塗布布をを行行わわなないい

とと、、正正ししいい点点検検結結果果がが得得らられれまませせんん。。  
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33--44--66  タタイイヤヤ取取りり付付けけ、、トトルルクク締締めめ付付けけ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

・ディスクホイールのボルト穴をホイール・ボルトに合

わせます。ホイール・ボルトのねじ部を傷つけないよ

う注意し、ハブのはめ合い部(インロー部)のガイドに

そって、ハブの奥まで押し込み、タイヤを取り付けま

す。 

後輪を取り付けるときは空気圧の点検・測定および

充填ができるように内側タイヤと外側タイヤのエア

バルブの位置を 180°ずらします。ダブルタイヤも 1

つのホイール・ナットで締め付けます。内側ホイール

を挿入後、外れに注意して外側ホイールを取り付け

ます。 

・ホイール・ナットを取り付け、タイヤがガタつかない

程度に仮締めします。 

ホイール・ナットはなるべく奥まで手で回し入れ、円

滑に回ることを確認します。 

・ジャッキダウンします。 

・ホイール・ナットを対角線上に 2～3 回に分けて締め

付けます。 

・最後にトルクレンチなどを使用して、規定の締め付

けトルクで締め付けます。 

 

 

 

・後輪ダブルタイヤ、内側ホイールのエクステンション

にゆるみがないように取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

・後 2軸車は、左後 2軸目も同じ作業を行います。 

 

※※左左後後輪輪以以外外のの輪輪ににつついいててもも、、同同様様のの点点検検をを推推奨奨しし

まますす。。  

 

・作業は以上で終了です。 

 

【【注注意意】】  

・・右右側側タタイイヤヤ、、左左側側タタイイヤヤとともも右右ねねじじでですす。。ホホ

イイーールル・・ボボルルトトにに表表示示ししてていいるるねねじじのの方方向向ママーークク

をを確確認認ししててくくだだささいい。。  

・・ホホイイーールル・・ナナッットトはは、、ホホイイーールル・・ボボルルトトレレンンチチをを奥奥

ままでで確確実実にに差差しし込込みみ規規定定のの締締めめ付付けけトトルルククででしし

っっかかりりとと締締めめ付付けけててくくだだささいい。。パパイイププ、、足足ななどどをを

使使っってて必必要要以以上上にに締締めめ付付けけるるとと部部品品をを破破損損すするる

おおそそれれががあありりまますす。。  

・・勢勢いいををつつけけてて締締めめるるななどどすするるとと過過締締めめ付付けけととなな

りり、、ホホイイーールル・・ボボルルトトがが伸伸びびたたりり、、デディィススククホホ

イイーールルののホホイイーールル・・ナナッットトああたたりり面面をを傷傷めめたたりりしし

まますす。。  

・・ホホイイーールル・・ナナッットトのの締締めめ付付けけ不不足足おおよよびび締締めめ過過ぎぎ

はは、、ホホイイーールル・・ボボルルトトのの折折損損ややデディィススククホホイイーールル

のの亀亀裂裂ににつつななががりり、、車車輪輪のの脱脱落落をを招招くくおおそそれれがが

あありりまますすののでで十十分分注注意意ししててくくだだささいい。。  

・・タタイイヤヤをを新新品品とと交交換換すするる場場合合はは、、異異ななっったた種種類類

ののタタイイヤヤをを混混ぜぜてて使使用用ししたたりり、、指指定定ササイイズズ以以外外

ののタタイイヤヤをを使使用用すするるとと、、車車のの安安全全走走行行にに悪悪影影響響

ををおおよよぼぼししまますす。。  

【【警警告告】】  

・・デディィススククホホイイーールル取取りり付付けけ後後のの走走行行にによよるる初初期期

ななじじみみにによよりり、、デディィススククホホイイーールルのの締締めめ付付けけ力力がが

低低下下ししまますす。。取取りり付付けけ後後、、5500～～110000 ㎞㎞走走行行をを目目

安安にに、、トトルルククレレンンチチななどどをを使使用用ししててホホイイーールル・・ナナッッ

トトのの増増しし締締めめをを行行っっててくくだだささいい。。  
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タタイイヤヤ脱脱着着編編  

「「大大型型車車ののホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検」」  

作作業業チチェェッッククリリスストト  
  

作業日：    年  月  日 
車台番号： 走行距離： 

会社名： 営業所： 作業者氏名： 

 

No. 部位 確認項目 確認内容 チェック 

3-3 ジャッキアップ ジャッキ ジャッキアップポイントにジャッキを確実にかけましたか？ □ 

3-3 タイヤ 脱着 
ホイール・ボルトのねじ部およびハブのディスクホイール取り付け面を損

傷させないように注意してタイヤ脱着しましたか？ 
□ 

3-4-1 
ディスク 
ホイール 

点検 ディスクホイールの点検を行い、亀裂や損傷がないか確認しましたか？ □ 

3-4-2 ホイール・ボルト 点検 ホイール・ボルトの点検を行い、亀裂や損傷がないか確認しましたか？ □ 

3-4-3 ハブ 点検 
ハブのディスクホイール取り付け面に著しい摩耗や損傷がないか点検

し、清掃しましたか？ 
□ 

3-4-4 ハブ 給油 ハブのはめ合い部(インロー部)にグリースを薄く塗布しましたか？  □ 

3-4-4 
ホイール・ボルト 

ホイール・ナット 
給油 

ホイール・ボルトとホイール・ナットのねじ部、ホイール・ナットとホイール・

ナットワッシャーのすき間にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布しま

したか？ 
□ 

3-4-5 ホイール・ナット 点検 ナットの座金(ワッシャー)が回転するか点検しましたか？ □ 

3-4-5 ホイール・ナット 回転 円滑に回転しないナットはありましたか？        合計：      個 □ 

3-4-6 ホイール・ナット 取り付け ホイール・ナットをなるべく奥まで手で回し入れましたか？ □ 

3-4-6 ホイール・ナット トルク 

ホイール・ナットを規定の締め付けトルクで締め付けましたか？ 

規規定定トトルルクク：：555500～～660000  NN・・mm              本数：        本 
□ 

3-4-6 ホイール・ナット 作業 
後 2軸車は、左後 2軸目も同じ作業を行いましたか？ 

※後 1軸車はチェック不要 
□ 

4 
メンテナンス

ノート 
記入内容 

必要事項の記入忘れはありませんか？ 

『「大型車のホイール・ナットの緊急点検」実施済み』 
□ 

5 
作業 

チェックリスト 
記入内容 必要事項の記入忘れはありませんか？ □ 

 

 

 
 

44．．メメンンテテナナンンススノノーートト記記入入  

・ メンテナンスノートの「臨時整備（定期整備以外）および分解整備の実施記録」欄に『「大型車のホイール・

ナットの緊急点検」実施済み』と記載し、実施年月日、走行距離、実施者名、住所を記入します。 

 

 

55．．作作業業チチェェッッククリリスストト記記入入  

・ 「作業チェックリスト」にチェック欄以外の未記入箇所を記入します。 

 
 
 

以上 
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タタイイヤヤ脱脱着着編編  

「「大大型型車車ののホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検」」  

作作業業チチェェッッククリリスストト  
  

作業日：    年  月  日 
車台番号： 走行距離： 

会社名： 営業所： 作業者氏名： 

 

No. 部位 確認項目 確認内容 チェック 

3-3 ジャッキアップ ジャッキ ジャッキアップポイントにジャッキを確実にかけましたか？ □ 

3-3 タイヤ 脱着 
ホイール・ボルトのねじ部およびハブのディスクホイール取り付け面を損

傷させないように注意してタイヤ脱着しましたか？ 
□ 

3-4-1 
ディスク 
ホイール 

点検 ディスクホイールの点検を行い、亀裂や損傷がないか確認しましたか？ □ 

3-4-2 ホイール・ボルト 点検 ホイール・ボルトの点検を行い、亀裂や損傷がないか確認しましたか？ □ 

3-4-3 ハブ 点検 
ハブのディスクホイール取り付け面に著しい摩耗や損傷がないか点検

し、清掃しましたか？ 
□ 

3-4-4 ハブ 給油 ハブのはめ合い部(インロー部)にグリースを薄く塗布しましたか？  □ 

3-4-4 
ホイール・ボルト 

ホイール・ナット 
給油 

ホイール・ボルトとホイール・ナットのねじ部、ホイール・ナットとホイール・

ナットワッシャーのすき間にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布しま

したか？ 
□ 

3-4-5 ホイール・ナット 点検 ナットの座金(ワッシャー)が回転するか点検しましたか？ □ 

3-4-5 ホイール・ナット 回転 円滑に回転しないナットはありましたか？        合計：      個 □ 

3-4-6 ホイール・ナット 取り付け ホイール・ナットをなるべく奥まで手で回し入れましたか？ □ 

3-4-6 ホイール・ナット トルク 

ホイール・ナットを規定の締め付けトルクで締め付けましたか？ 

規規定定トトルルクク：：555500～～660000  NN・・mm              本数：        本 
□ 

3-4-6 ホイール・ナット 作業 
後 2軸車は、左後 2軸目も同じ作業を行いましたか？ 

※後 1軸車はチェック不要 
□ 

4 
メンテナンス

ノート 
記入内容 

必要事項の記入忘れはありませんか？ 

『「大型車のホイール・ナットの緊急点検」実施済み』 
□ 

5 
作業 

チェックリスト 
記入内容 必要事項の記入忘れはありませんか？ □ 
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【【ホホイイーールル・・ナナッットトのの無無償償提提供供ににつついいてて】】  

①無償提供させて頂く純正ホイール・ナットの数量は、最大で該当する大型車の左側後輪
分といたします。 

②無償提供させて頂く純正ホイール・ナットは、劣化したホイール・ナット現品との交換
といたします。 

③申請書に必要事項を記載いただき、整備工場/タイヤショップ又はメーカー販売会社整
備工場に提出いただく必要があります。 

 
＊＊たただだしし、、交交換換作作業業手手順順ののごご都都合合等等でで、、劣劣化化ししたたホホイイーールル・・ナナッットト現現品品ととのの交交換換がが困困難難

なな場場合合はは、、劣劣化化ししたたホホイイーールル・・ナナッットトをを交交換換さされれるる前前にに、、劣劣化化ししたたホホイイーールル・・ナナッットト
がが取取りり付付けけらられれてていいるる車車輪輪のの状状態態ををススママーートトフフォォンン等等でで撮撮影影ししてていいたただだきき、、各各社社販販
売売店店がが確確認認ししたたううええでで、、事事前前にに純純正正ホホイイーールル・・ナナッットトをを無無償償提提供供すするるこことともも可可能能でですす。。  
 

 ＊＊ななおお、、本本緊緊急急点点検検のの作作業業工工賃賃はは、、有有料料  ととななりりまますすここととをを、、ああららかかじじめめ御御承承知知おおきき願願  
いいまますす。。  

  
  ＊＊本本緊緊急急点点検検をを普普段段かかららおお付付きき合合いいののああるる自自動動車車整整備備工工場場やや、、大大型型自自動動車車メメーーカカーー系系

列列店店舗舗、、タタイイヤヤシショョッッププ等等へへごご依依頼頼さされれるるおお客客様様ににつつききままししててはは、、ごご依依頼頼さされれるる際際にに
必必ずず「「ホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検をを依依頼頼すするる」」旨旨、、おお申申しし付付けけくくだだささいい。。  
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使使用用実実態態アアンンケケーートトへへごご協協力力ののおお願願いいとと純純正正ホホイイーールル・・ナナッットトのの無無償償提提供供  

手手  順順  書書  
 

「大型車のホイール・ナットの緊急点検」の実施に伴い、大型車メーカーにおいて車輪脱
落事故防止に向けて、お客様所有の大型車の使用実態を把握させて頂きたいと存じます。 

本緊急点検において、劣化したホイール・ナットの交換が必要なお客様につきましては、
本アンケートへご協力をお願いいたします。 

本アンケートにご協力頂きました御礼としまして、本緊急点検により交換される純正ホ
イール・ナットを無償提供いたします。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

【【アアンンケケーートトへへ御御協協力力ののおお願願いい】】  

 ①本アンケートは、平成 30(2018)年９月 30 日以前に登録された大型車 (初度登録された
４年超)を対象といたします。 

②本アンケートは、「大型車のホイール・ナットの緊急点検」で、劣化したホイール・ナ
ットを交換されるお客様を対象といたします。 
ダイレクトメール同封の作業実施要領書に、劣化したホイール・ナットの交換目安を記
載しておりますので、ご確認願います。 

③本アンケートは、右下の QR コード(又は URL)からアンケートページを読み取り、ス
マートフォン等でご回答を選ぶ簡単な内容となっております。 
＊＊ごご回回答答にに必必要要なな時時間間はは最最大大でで 1100 分分程程度度でですす。。  
＊＊ごご回回答答頂頂いいたた本本アアンンケケーートトににつつききままししててはは、、使使用用実実態態のの把把握握ににののみみ使使用用しし、、他他のの用用途途

にに使使用用すするるここととやや、、おお客客様様情情報報をを公公表表すするる事事はは一一切切ごござざいいまませせんん。。  
 

    ＊＊注注：：QQRR ココーードド，，UURRLL はは各各社社ののももののにに差差しし替替ええ下下ささいい 
アンケート用 QR コード   URL https://forms.office.com/r/1LVkNASZ12 
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【【ホホイイーールル・・ナナッットトのの無無償償提提供供ににつついいてて】】  

①無償提供させて頂く純正ホイール・ナットの数量は、最大で該当する大型車の左側後輪
分といたします。 

②無償提供させて頂く純正ホイール・ナットは、劣化したホイール・ナット現品との交換
といたします。 

③申請書に必要事項を記載いただき、整備工場/タイヤショップ又はメーカー販売会社整
備工場に提出いただく必要があります。 

 
＊＊たただだしし、、交交換換作作業業手手順順ののごご都都合合等等でで、、劣劣化化ししたたホホイイーールル・・ナナッットト現現品品ととのの交交換換がが困困難難

なな場場合合はは、、劣劣化化ししたたホホイイーールル・・ナナッットトをを交交換換さされれるる前前にに、、劣劣化化ししたたホホイイーールル・・ナナッットト
がが取取りり付付けけらられれてていいるる車車輪輪のの状状態態ををススママーートトフフォォンン等等でで撮撮影影ししてていいたただだきき、、各各社社販販
売売店店がが確確認認ししたたううええでで、、事事前前にに純純正正ホホイイーールル・・ナナッットトをを無無償償提提供供すするるこことともも可可能能でですす。。  
 

 ＊＊ななおお、、本本緊緊急急点点検検のの作作業業工工賃賃はは、、有有料料  ととななりりまますすここととをを、、ああららかかじじめめ御御承承知知おおきき願願  
いいまますす。。  

  
  ＊＊本本緊緊急急点点検検をを普普段段かかららおお付付きき合合いいののああるる自自動動車車整整備備工工場場やや、、大大型型自自動動車車メメーーカカーー系系

列列店店舗舗、、タタイイヤヤシショョッッププ等等へへごご依依頼頼さされれるるおお客客様様ににつつききままししててはは、、ごご依依頼頼さされれるる際際にに
必必ずず「「ホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検をを依依頼頼すするる」」旨旨、、おお申申しし付付けけくくだだささいい。。  
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使使用用実実態態アアンンケケーートトへへごご協協力力ののおお願願いいとと純純正正ホホイイーールル・・ナナッットトのの無無償償提提供供  

手手  順順  書書  
 

「大型車のホイール・ナットの緊急点検」の実施に伴い、大型車メーカーにおいて車輪脱
落事故防止に向けて、お客様所有の大型車の使用実態を把握させて頂きたいと存じます。 

本緊急点検において、劣化したホイール・ナットの交換が必要なお客様につきましては、
本アンケートへご協力をお願いいたします。 

本アンケートにご協力頂きました御礼としまして、本緊急点検により交換される純正ホ
イール・ナットを無償提供いたします。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

【【アアンンケケーートトへへ御御協協力力ののおお願願いい】】  

 ①本アンケートは、平成 30(2018)年９月 30 日以前に登録された大型車 (初度登録された
４年超)を対象といたします。 

②本アンケートは、「大型車のホイール・ナットの緊急点検」で、劣化したホイール・ナ
ットを交換されるお客様を対象といたします。 
ダイレクトメール同封の作業実施要領書に、劣化したホイール・ナットの交換目安を記
載しておりますので、ご確認願います。 

③本アンケートは、右下の QR コード(又は URL)からアンケートページを読み取り、ス
マートフォン等でご回答を選ぶ簡単な内容となっております。 
＊＊ごご回回答答にに必必要要なな時時間間はは最最大大でで 1100 分分程程度度でですす。。  
＊＊ごご回回答答頂頂いいたた本本アアンンケケーートトににつつききままししててはは、、使使用用実実態態のの把把握握ににののみみ使使用用しし、、他他のの用用途途

にに使使用用すするるここととやや、、おお客客様様情情報報をを公公表表すするる事事はは一一切切ごござざいいまませせんん。。  
 

    ＊＊注注：：QQRR ココーードド，，UURRLL はは各各社社ののももののにに差差しし替替ええ下下ささいい 
アンケート用 QR コード   URL https://forms.office.com/r/1LVkNASZ12 
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各社販売店での純正ホイール・ナットの無償提供の際に、ダイレクトメール宛名書き(又は
車台番号が記載されている書類)，劣化したホイール・ナット現品とともに、本本用用紙紙はは回回収収
ささせせてて頂頂ききまますす。。 
 

【【大大型型車車ののホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検  手手順順ににつついいててごご確確認認】】  

□  本緊急点検をご依頼されるお客様は、事前に自動車整備事業者やタイヤショップ 
へ本緊急点検の実施をお申し付けください。 

□  ダイレクトメール中の車台番号が記入されている書類のご用意 
□  本紙の御記入・御確認 
□  劣化したホイール・ナット現品又は写真データのご用意 

＊販売会社持込み時は不要 
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  ・提供の対象はメーカー純正部品に対してとさせていただきます。 
 
 

【【おお客客様様記記入入欄欄】】  

 
お客様情報  車台番号 XXXXXXXXX ＊印字又は手書き(空欄)。各社方式で選択。 
 
 
該当時に□部にㇾㇾを記入 

□  初度登録年月日のご確認：平成 30(2018)年９月 30 日以前に登録された大型車 
であることを車検証にてご確認  

□  スマートフォンによるアンケートにご協力頂いていることをご確認 
□  劣化したホイール・ナット現品又は劣化したホイール・ナットを撮影した写真デ

ータのご用意 
  □ 現品用意 / □ 写真代用 / □ 販売店現車確認 

□  お客様車両の後側車輪の種類のご確認 
  □ 高床二軸 / □ 高床一軸 / □ 低床二軸 / □ 低床一軸 
 

純正ホイール・ナットの無償提供数量       個  
＊最大 20 個(高床二軸)/台 

 
 

お客様御芳名                         
 
 

【【緊緊急急点点検検をを実実施施さされれたた自自動動車車整整備備事事業業者者様様、、タタイイヤヤシショョッッププ様様ごご記記入入欄欄】】    

 ※お客様ご自身が緊急点検を実施される場合は、お客様ご自身で記載してください。 
その場合、緊急点検実施事業者名のご記入は不要です。 
□  ホイール・ナットの劣化状態が、ダイレクトメール同封の作業実施要領書と合致

していることをご確認 
□  作業実施要領書に沿った点検整備を完了したことをご確認                    

 
緊急点検実施事業者名  御社名                       

 
                ご担当                       

ごご協協力力頂頂きき、、誠誠ににあありりががととううごござざいいままししたた。。  

裏面に続く  

純純正正ホホイイーールル・・ナナッットトのの無無償償提提供供がが必必要要ななおお客客様様はは、、必必ずずここのの用用紙紙ををおお持持ちちくくだだささいい  

申申  請請  書書  
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  ・提供の対象はメーカー純正部品に対してとさせていただきます。 
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【【緊緊急急点点検検をを実実施施さされれたた自自動動車車整整備備事事業業者者様様、、タタイイヤヤシショョッッププ様様ごご記記入入欄欄】】    

 ※お客様ご自身が緊急点検を実施される場合は、お客様ご自身で記載してください。 
その場合、緊急点検実施事業者名のご記入は不要です。 
□  ホイール・ナットの劣化状態が、ダイレクトメール同封の作業実施要領書と合致

していることをご確認 
□  作業実施要領書に沿った点検整備を完了したことをご確認                    

 
緊急点検実施事業者名  御社名                       

 
                ご担当                       

ごご協協力力頂頂きき、、誠誠ににあありりががととううごござざいいままししたた。。  

裏面に続く  

純純正正ホホイイーールル・・ナナッットトのの無無償償提提供供がが必必要要ななおお客客様様はは、、必必ずずここのの用用紙紙ををおお持持ちちくくだだささいい  
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２２．．自自動動車車整整備備工工場場並並びびににタタイイヤヤシショョッッププへへ緊緊急急点点検検をを依依頼頼さされれるる場場合合 

①あらかじめ自動車整備工場並びにタイヤショップに対して、タイヤ交換等と併せて DM によるナット 
の緊急点検を希望される旨のご連絡をお願いいたします。 

②自動車整備工場並びにタイヤショップにてお客様の大型車の緊急点検を行い、ナットが劣化・損傷して 
いるか、ナットの交換が必要になるかを判断いたします。 

③緊急点検の結果、ナットの交換が必要と判断された場合は、お客様ご自身で『手順書』の URL/QR 
 コードからアンケートにご協力いただき、『手順書』に付属されている『申請書』に必要な項目を記載 

したうえで、『DM』と『申請書』を自動車整備工場並びにタイヤショップへお渡し下さい。（大型自動 
車メーカー系列販売会社への申請及びナットの受取り等は、使用者様が行う必要はありません。） 

④自動車整備工場並びにタイヤショップで新品のナットに交換して、適切な締め付けが行われましたら      
緊急点検は終了です。 
 

 
 
 
 

自自動動車車整整備備工工場場並並びびににタタイイヤヤシショョッッププののごご担担当当者者様様へへおお願願いい  
緊急点検を実施された自動車整備工場並びにタイヤショップのご担当者様は、劣化・損傷によりナットの
交換が必要と判断された場合は、お客様より受け取られた『DM』と『申請書』とともに『劣化・損傷し
たナットの現品(又は写真等)』を、お近くの大型自動車メーカー系列販売会社へお持ち下さい。 
その場で、純正ナットを無償提供させていただきます。 
お手数ですがお客様の「申請書」に必要な項目が記載されているか、あらかじめご確認願います。 
 
 
お近くの大型自動車メーカー系列販売会社につきましては、各社ホームページで御確認ください。 
（または、ご案内文に記載の大型自動車メーカーお問合せ先及び、宛名シートに記載の最寄りの大型自
動車メーカー系列販売会社にお問合せください。） 
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大大型型車車ののホホイイーールル･･ナナッットトのの緊緊急急点点検検のの流流れれ  
 
大大型型車車ののホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検のの実実施施方方法法やや依依頼頼先先にによよっってて、、ホホイイーールル･･ナナッットト((以以下下  ナナッットト))のの無無償償
提提供供のの手手順順がが異異ななりりまますす。。  
以以下下にに緊緊急急点点検検のの流流れれをを記記載載ししてておおりりまますすののでで、、ごご参参照照下下ささいい。。 
 
ななおお、、ごご不不明明なな点点等等ごござざいいままししたたらら、、おお近近くくのの大大型型自自動動車車メメーーカカーー系系列列販販売売会会社社又又はは、、各各大大型型自自動動車車メメーーカカ
ーーおお客客様様相相談談窓窓口口へへおお問問合合せせ下下ささいい。。  
  

１１．．使使用用者者様様ががごご自自身身((自自社社整整備備工工場場等等含含むむ))でで緊緊急急点点検検をを実実施施さされれるる場場合合 

①「大型車のホイール・ナットの緊急点検」作業実施要領に記載されている手順にしたがい、ナットの劣 
 化・損傷の状態を点検します。 
②緊急点検の結果、劣化・損傷によりナットの交換が必要とご判断された場合は、ダイレクトメール（以 
 下 ＤＭ）に記載されている、最寄りの大型自動車メーカー系列販売会社にナットの無償提供を希望す

る旨をご連絡していただき、ナットの受取日の調整をお願いいたします。 
③その後『手順書』の URL/QR コードからアンケートにご協力いただき、『手順書』に付属されている

『申請書』に必要な項目を記載したうえで、『DM』、『申請書』、『劣化・損傷したナットの現品(又は写
真等)』とともに、お近くの大型自動車メーカー系列販売会社へお持ち下さい。その場で、純正ナット
を無償提供いたします。 

④新品ナットに交換して、適切な締め付けをしていただきましたら緊急点検は終了です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お近くの大型自動車メーカー系列販売会社につきましては、各社ホームページで御確認ください。 
（または、ご案内文に記載の大型自動車メーカーお問合せ先及び、宛名シートに記載の最寄りの大型自動
車メーカー系列販売会社にお問合せください。） 
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２２．．自自動動車車整整備備工工場場並並びびににタタイイヤヤシショョッッププへへ緊緊急急点点検検をを依依頼頼さされれるる場場合合 

①あらかじめ自動車整備工場並びにタイヤショップに対して、タイヤ交換等と併せて DM によるナット 
の緊急点検を希望される旨のご連絡をお願いいたします。 

②自動車整備工場並びにタイヤショップにてお客様の大型車の緊急点検を行い、ナットが劣化・損傷して 
いるか、ナットの交換が必要になるかを判断いたします。 

③緊急点検の結果、ナットの交換が必要と判断された場合は、お客様ご自身で『手順書』の URL/QR 
 コードからアンケートにご協力いただき、『手順書』に付属されている『申請書』に必要な項目を記載 

したうえで、『DM』と『申請書』を自動車整備工場並びにタイヤショップへお渡し下さい。（大型自動 
車メーカー系列販売会社への申請及びナットの受取り等は、使用者様が行う必要はありません。） 

④自動車整備工場並びにタイヤショップで新品のナットに交換して、適切な締め付けが行われましたら      
緊急点検は終了です。 
 

 
 
 
 

自自動動車車整整備備工工場場並並びびににタタイイヤヤシショョッッププののごご担担当当者者様様へへおお願願いい  
緊急点検を実施された自動車整備工場並びにタイヤショップのご担当者様は、劣化・損傷によりナットの
交換が必要と判断された場合は、お客様より受け取られた『DM』と『申請書』とともに『劣化・損傷し
たナットの現品(又は写真等)』を、お近くの大型自動車メーカー系列販売会社へお持ち下さい。 
その場で、純正ナットを無償提供させていただきます。 
お手数ですがお客様の「申請書」に必要な項目が記載されているか、あらかじめご確認願います。 
 
 
お近くの大型自動車メーカー系列販売会社につきましては、各社ホームページで御確認ください。 
（または、ご案内文に記載の大型自動車メーカーお問合せ先及び、宛名シートに記載の最寄りの大型自
動車メーカー系列販売会社にお問合せください。） 
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大大型型車車ののホホイイーールル･･ナナッットトのの緊緊急急点点検検のの流流れれ  
 
大大型型車車ののホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検のの実実施施方方法法やや依依頼頼先先にによよっってて、、ホホイイーールル･･ナナッットト((以以下下  ナナッットト))のの無無償償
提提供供のの手手順順がが異異ななりりまますす。。  
以以下下にに緊緊急急点点検検のの流流れれをを記記載載ししてておおりりまますすののでで、、ごご参参照照下下ささいい。。 
 
ななおお、、ごご不不明明なな点点等等ごござざいいままししたたらら、、おお近近くくのの大大型型自自動動車車メメーーカカーー系系列列販販売売会会社社又又はは、、各各大大型型自自動動車車メメーーカカ
ーーおお客客様様相相談談窓窓口口へへおお問問合合せせ下下ささいい。。  
  

１１．．使使用用者者様様ががごご自自身身((自自社社整整備備工工場場等等含含むむ))でで緊緊急急点点検検をを実実施施さされれるる場場合合 

①「大型車のホイール・ナットの緊急点検」作業実施要領に記載されている手順にしたがい、ナットの劣 
 化・損傷の状態を点検します。 
②緊急点検の結果、劣化・損傷によりナットの交換が必要とご判断された場合は、ダイレクトメール（以 
 下 ＤＭ）に記載されている、最寄りの大型自動車メーカー系列販売会社にナットの無償提供を希望す

る旨をご連絡していただき、ナットの受取日の調整をお願いいたします。 
③その後『手順書』の URL/QR コードからアンケートにご協力いただき、『手順書』に付属されている

『申請書』に必要な項目を記載したうえで、『DM』、『申請書』、『劣化・損傷したナットの現品(又は写
真等)』とともに、お近くの大型自動車メーカー系列販売会社へお持ち下さい。その場で、純正ナット
を無償提供いたします。 

④新品ナットに交換して、適切な締め付けをしていただきましたら緊急点検は終了です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お近くの大型自動車メーカー系列販売会社につきましては、各社ホームページで御確認ください。 
（または、ご案内文に記載の大型自動車メーカーお問合せ先及び、宛名シートに記載の最寄りの大型自動
車メーカー系列販売会社にお問合せください。） 
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３３．．大大型型自自動動車車メメーーカカーー系系列列販販売売会会社社へへ緊緊急急点点検検をを依依頼頼さされれるる場場合合 

①あらかじめ大型自動車メーカー系列販売会社に対して、DM によるナットの緊急点検を希望する旨の 
ご連絡をお願いいたします。 

②大型自動車メーカー系列販売会社にてお客様の大型車の緊急点検を行い、ナットが劣化・損傷している 
か、ナットの交換が必要になるかを判断いたします。 

③緊急点検の結果、ナットの交換が必要と判断された場合は、お客様ご自身で『手順書』の URL/QR 
 コードからアンケートにご協力いただき、『手順書』に付属されている『申請書』に必要な項目を記載 

したうえで、『DM』と『申請書』を大型自動車メーカー系列販売会社へお渡し下さい。 
④販売会社作業者が劣化・損傷したナットを新品のナットへ交換し、適切な締め付けを行って緊急点検は

終了となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
文文書書中中のの凡凡例例  

              
 
 
お近くの大型自動車メーカー系列販売会社につきましては、各社ホームページで御確認ください。 
（または、ご案内文に記載の大型自動車メーカーお問合せ先及び、宛名シートに記載の最寄りの大型自動
車メーカー系列販売会社にお問合せください。） 

緊急点検 
実施場所 
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下記の様なナットは使わない

使用するナットにオイルを塗布する

トルクレンチを使って、規定トルクで締め付ける

ナットの増し締め

詳細については、裏面及び取扱説明書をご確認ください。

日常点検でナットを確認

一般社団法人　日本自動車工業会
いすゞ自動車（株）／日野自動車（株）／三菱ふそうトラック・バス（株）／UDトラックス（株）

回らない

大型車、車輪脱落事故防止ポイント
ＩＳＯ方式ホイール

①ナットのねじ部に
　オイルを塗布

②ナットと座金のすき間
　にオイルを塗布

③ナットを回し座金のすき間
　全体にオイルをなじませる

トルクレンチ

タイヤ取付け後は５０ｋｍ～１００ｋｍ走行後を目安に増し締めしてください

緩み、脱落を
・目で見る
・点検ハンマーを使う

＜座金が回らない＞ ＜座金が分離＞
ナット

座金

その他の異常
事例はこちら

重　要 重　要

規定トルク
・５５０～６００Ｎ・ｍ

インジケータを
使用すると緩みを
検出し易くなります

ナットが
付いてない

ナット緩み

３３．．大大型型自自動動車車メメーーカカーー系系列列販販売売会会社社へへ緊緊急急点点検検をを依依頼頼さされれるる場場合合 

①あらかじめ大型自動車メーカー系列販売会社に対して、DM によるナットの緊急点検を希望する旨の 
ご連絡をお願いいたします。 

②大型自動車メーカー系列販売会社にてお客様の大型車の緊急点検を行い、ナットが劣化・損傷している 
か、ナットの交換が必要になるかを判断いたします。 

③緊急点検の結果、ナットの交換が必要と判断された場合は、お客様ご自身で『手順書』の URL/QR 
 コードからアンケートにご協力いただき、『手順書』に付属されている『申請書』に必要な項目を記載 

したうえで、『DM』と『申請書』を大型自動車メーカー系列販売会社へお渡し下さい。 
④販売会社作業者が劣化・損傷したナットを新品のナットへ交換し、適切な締め付けを行って緊急点検は

終了となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
文文書書中中のの凡凡例例  

              
 
 
お近くの大型自動車メーカー系列販売会社につきましては、各社ホームページで御確認ください。 
（または、ご案内文に記載の大型自動車メーカーお問合せ先及び、宛名シートに記載の最寄りの大型自動
車メーカー系列販売会社にお問合せください。） 

緊急点検 
実施場所 
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1

２

3

4

5

ＩＳＯ方式ホイール取付け時のポイント

一般社団法人　日本自動車工業会
いすゞ自動車（株）／日野自動車（株）／三菱ふそうトラック・バス（株）／UDトラックス（株）

ナットと座金
とのすき間

ねじ部

ナットの締付け

部品を点検し、以下のものは交換
・ナット：座金が固着、分離、ねじ山の損傷
・ボルト：折れ※1、伸び、著しい錆、ねじ山の損傷
※1折損している場合は、その車輪すべてのボルト、 ナットを交換

部品取付け面、ネジ部を清掃する
　ディスクホイール、ハブ、ボルト、ナットの
　錆やゴミ、塗装などを取り除く。

・ハブのはめ合い部にグリースを薄く塗布
してください。

・ホイール取付けの際は
ボルトのねじ部を傷つけないよう注意し、
ホイールをハブの奥まで押し込んでください。

・タイヤ取付け後５０～１００㎞走行後を目安に、再度規定トルクで増し締めしてください。

①目で見て確認
　・ナットが浮いてないか？
　・ナット、ボルトは付いているか？
　・ホイールに亀裂がないか？

②点検ハンマーで確認
　・ナットに指をそえて叩く
　　⇒振動・音が他と違うと
　　　緩みの恐れ

ナットの増し締め

日常点検で確認すること

ナット、ボルトへのオイル塗布

ホイールの取付け

部品の点検と清掃

塗布箇所

塗布箇所

ナットとボルトにエンジンオイルを塗布
・ナット： ①ねじ部、②ナットと座金のすき間
・ボルト：ねじ部
ナットを数回まわし、ナットと座金のすき間
全体にオイルをなじませる。　

・ナットを手で回しホイールに着座する事を確認し、

かじった場合、ボルトとナットを交換
してください。

・仮締め後トルクレンチを使用して
規定のトルクで締付けてください。

　 　　　　規定トルク：５５０～６００Ｎ･ｍ

回らない

分離

ナット

座金
ねじ山損傷

伸び

オイルをなじませる

仮締め、本締めともに対角線順に締付けて
ください。

注 意

指をそえる

つぶれ、かじり
つぶれ かじり

はめ合い部

ねじ部
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令和４年９月３０日 

                            自 動 車 局 整 備 課 

大大型型車車ののホホイイーールル・・ナナッットトのの緊緊急急点点検検をを行行いいまますす！！  

近年、大型車の車輪脱落事故が増加傾向にあることを踏まえ、さらなる事故防止対策を進め

るため令和４年２月に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」

（座長：伊藤 紳一郎（独）自動車技術総合機構交通安全

環境研究所）において、車輪脱落事故車両の調査等を行っ

たところ、事故を起こした車両では劣化したホイール・ナ

ットが使用されていたり、タイヤ脱着時にホイール・ナッ

トの清掃や潤滑剤の塗布等が、適切に行われていない状況

が明らかになりました。 

劣化したホイール・ナット等を使用すると、ホイール・

ナットが本来の位置まで締まらず、十分な締結力が得られ

ないため、走行中にホイール・ナットが緩み車輪が脱落す

るおそれがあります。 

 

このような状況を踏まえ、国土交通省は令和４年１０月１日より大型車のユーザー等へ適切な

タイヤ脱着作業について周知・啓発を図るため「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実

施します。 

今年度は、車齢４年以上の大型車の個々のユーザーにダイレクトメールを郵送し、ホイール・

ナットの適切な保守管理について緊急点検を行います。 

【対象車両：2018年９月30日以前に登録された大型車 約38万台】 

なお、緊急点検の結果、劣化したホイール・ナットの交換が必要な場合は、大型自動車メーカ

ー（４社）より左側後輪分の新品のホイール・ナットが無償提供されます。 

 

【大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン】 

●重点項目 

 大型車のホイール・ナットの緊急点検の実施 

 適切なタイヤ脱着作業の動画やチラシ（別紙
２）を活用した、大型車のユーザーやタイヤ
脱着作業関係者への啓発 等 

●実施期間  

      令和４年１０月１日 ～ 令和５年２月２８日 
 

＜添付資料＞ 

別紙１：大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会について 

別紙２：大型車の車輪脱落事故防止のための啓発チラシ 

別紙３：令和３年度 大型車の車輪脱落事故発生状況 

近年、大型車の車輪脱落事故が増加傾向にあることを踏まえ、国土交通省は

大型自動車メーカー（４社）と連携し、大型車のユーザーに対しタイヤ脱着時

のホイール・ナットの保守管理について緊急点検を行います。 

<問い合わせ先> 

自動車局整備課 藤墳、森山、渡部 

代表:03-5253-8111（内線：42412） 

直通:03-5253-8599 

FAX:03-5253-1639 

※大型車とは、車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員３０人以上のバス 

新品のホイール・ナット 劣化したホイール・ナット 

模擬動画の本編は   

こちらからご覧頂けます 

大型車の車輪が人に衝突した時の模擬動画 

(5)	大型車のホイール・ナットの緊急点検を行います！
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別紙１ 

大大型型車車のの車車輪輪脱脱落落事事故故防防止止対対策策にに係係るる調調査査・・分分析析検検討討会会ににつついいてて  
 

１．趣旨 

大型車の車輪脱落事故は、大事故に繋がりかねない大変危険なものである。国土交

通省では関係機関と連携し、大型車のタイヤ交換作業の徹底に係る周知・啓発活動や、

街頭検査におけるホイール・ナットの緩みの適切な確認等、各種事故防止対策に取り組

んできているところである。しかしながら、大型車の車輪脱落事故は依然として増加傾向

にあり、令和２年度 131 件、令和３年度 123 件の報告を受けている。 

そこで、大型車の車輪脱落事故防止対策をさらに進めるため、「大型車の車輪脱

落事故防止対策に係る調査・分析検討会」を設置（令和４年２月～）し、車輪脱落

事故の要因のさらなる調査、分析等を行う。 

 

２．検討会での議論事項 

① 大型車の車輪脱落事故の調査、分析 

② 大型車のタイヤ交換作業等の実態調査 

③ 海外における大型車の車輪脱落事故の発生状況調査 

④ 大型車の車輪脱落防止対策の検討 

 

３．スケジュール 

令和４年末までに４回程度検討会を開催し、とりまとめ予定。 

 

４．構成員 

○伊藤 紳一郎  独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所 

橋村 真治   芝浦工業大学工学部機械学群機械機能工学科 教授 

山口 泉    一般財団法人日本自動車研究所自動車走行研究部 副部長 

関根 明年   一般社団法人日本自動車工業会大型車車輪脱落事故防止分科会 

 分科会長 

荻原 正吾   公益社団法人全日本トラック協会交通・環境部 調査役 

田中 宏    公益社団法人日本バス協会 技術安全部長 

根本 正之   一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部 指導課長 

柳川 学    全国タイヤ商工協同組合連合会 所属員 

古川 正人   一般社団法人日本自動車タイヤ協会タイヤ検査・事故防止部会 

  部会長 

清水 勝巳   一般社団法人日本自動車機械器具工業会 工具分科会員 

 

○：座長 （敬称略・順不同） 

 

事務局   国土交通省 自動車局 整備課 
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年度別の大型車の車輪脱落事故の発生件数（過去10年間）

発生件数

うち、人身事故件数

（件）
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4

0
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車輪脱落事故の月別発生件数
（件）

車輪脱落事故発生状況（令和３年度）【別紙３】

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

※ 車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員30人以上のバスであって、ホイール・ナットの脱落又はホイール・ボルト
の折損により、タイヤが脱落した事故

（年度）

n=123
123件のうち、令和３年11月～令和４年2月に79件（64%）発生と冬期に集中

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• 事故件数は、対前年度131件から８件減少
• 車輪脱落事故による人身事故は５件発生

 
別紙１ 

大大型型車車のの車車輪輪脱脱落落事事故故防防止止対対策策にに係係るる調調査査・・分分析析検検討討会会ににつついいてて  
 

１．趣旨 

大型車の車輪脱落事故は、大事故に繋がりかねない大変危険なものである。国土交

通省では関係機関と連携し、大型車のタイヤ交換作業の徹底に係る周知・啓発活動や、

街頭検査におけるホイール・ナットの緩みの適切な確認等、各種事故防止対策に取り組

んできているところである。しかしながら、大型車の車輪脱落事故は依然として増加傾向

にあり、令和２年度 131 件、令和３年度 123 件の報告を受けている。 

そこで、大型車の車輪脱落事故防止対策をさらに進めるため、「大型車の車輪脱

落事故防止対策に係る調査・分析検討会」を設置（令和４年２月～）し、車輪脱落

事故の要因のさらなる調査、分析等を行う。 

 

２．検討会での議論事項 

① 大型車の車輪脱落事故の調査、分析 

② 大型車のタイヤ交換作業等の実態調査 

③ 海外における大型車の車輪脱落事故の発生状況調査 

④ 大型車の車輪脱落防止対策の検討 

 

３．スケジュール 

令和４年末までに４回程度検討会を開催し、とりまとめ予定。 

 

４．構成員 

○伊藤 紳一郎  独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所 

橋村 真治   芝浦工業大学工学部機械学群機械機能工学科 教授 

山口 泉    一般財団法人日本自動車研究所自動車走行研究部 副部長 

関根 明年   一般社団法人日本自動車工業会大型車車輪脱落事故防止分科会 

 分科会長 

荻原 正吾   公益社団法人全日本トラック協会交通・環境部 調査役 

田中 宏    公益社団法人日本バス協会 技術安全部長 

根本 正之   一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部 指導課長 

柳川 学    全国タイヤ商工協同組合連合会 所属員 

古川 正人   一般社団法人日本自動車タイヤ協会タイヤ検査・事故防止部会 

  部会長 

清水 勝巳   一般社団法人日本自動車機械器具工業会 工具分科会員 

 

○：座長 （敬称略・順不同） 

 

事務局   国土交通省 自動車局 整備課 
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車輪脱落事故発生状況（令和３年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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事故車両の使用の本拠の位置（令和２年度との比較）

令和２年度（131件）

令和３年度（123件）

（件）

事故車両の使用の本拠の位置は
前年度と同様
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～１月 ～２月 ～３月 ～４月 ～５月 ～６月 ６月～ 不明

車輪脱着作業から車輪脱落事故発生までの期間

123件のうち、車輪脱着作業後１ヶ月以内に、
車輪脱落事故が発生したものが77件（62.6%）

（件）

n=123
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車輪脱落事故発生状況（令和３年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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定期点検整備

19%

臨時整備

4%

タイヤ交換

66%

タイヤ

ローテーション

10%

不明

1%

タイヤ脱着作業内容別

令和３年度
１２３件

大型車ユーザー

52%

タイヤ専業店等

28%

自動車整備事業者

19%

不明

1%

タイヤ脱着作業実施者別

令和３年度
123件

車輪脱落事故発生状況（令和３年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

61件

大型車ユーザー自らのタイヤ脱着作
業が大半を占める傾向は、前年度と
変化なし

冬用タイヤ等への交換が半数
以上を占める傾向は、前年度
と変化なし

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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車輪脱落事故車両調査（令和３年度）

令和３年度発生した車輪脱落事故車両１２３台のうち９５台に対して、
各部品に劣化・損傷状態や、タイヤ脱着作業の実施状況を確認する
事故車両調査を実施した。
事故車両調査の結果、
・ホイール・ボルトやナットに著しいさびがあるものや、ゴミ等の異物
が付着しているもの
・ホイール・ナットとワッシャのすき間に潤滑剤の塗布が見られず、
ホイール・ナットがスムーズに回転しないもの 等、

適切なタイヤ脱着作業が実施されていない車両が確認された。

事事故故車車両両調調査査にによよりり確確認認さされれたた各各部部品品のの劣劣化化・・損損傷傷事事例例

著著ししいいささびびやや汚汚れれにによよるる
ホホイイーールル・・ナナッットトととワワッッシシャャ

のの固固着着

ホホイイーールル・・ボボルルトトにに
著著ししいいささびびやや汚汚れれ等等のの

付付着着

著著ししいいささびびにによよるる

デディィススクク・・ホホイイーールルのの損損傷傷

ディスク・ホールのボルト穴や、ホ
イール・ナットの当たり面に、著し
いさびによる剥離や損傷が発生し
ている。

ススムムーーズズにに回回転転ししなないい
ホホイイーールル・・ナナッットト

ホイール・ナットとワッシャのすき間
に潤滑剤の塗布が見られず、ホ
イール・ナットとワッシャにガタが発
生し、スムーズに回転しない。
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別紙 
 

 

国 自 基 第 1 2 8 号 

令和４年 1 0 月７日 

 

 

各地方運輸局長 殿 

 

 

自動車局長（押印省略） 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第５項、第６項及び第７項の書

面について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

 

 「道路運送車両法施行規則第 36条第５項、第６項及び第７項の書面につい

て（依命通達）」（平成３年６月 28日付け、地自技第 156号）の一部を別添新旧

対照表のとおり改正することとしたので了知されるとともに、遺漏なきよう取

り計らわれたい。 

また、関係団体には、その旨通知したところであるが、さらに管内関係者に対

し周知徹底を図られたい。 
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国自基第 128 号の３ 

令和４年 1 0 月７日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局長（押印省略） 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第５項、第６項及び第７項の書

面について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

 

標記について、別紙のとおり、各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通知

したので、貴会（組合）においても傘下会員（組合員）に対し、この旨周知徹底

方お願いいたします。 

 

別添
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(6)	「道路運送車両法施行規則第３６条第５項、第６項及び第７項の書面について 

（依命通達）」の一部改正について
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別紙 
 

 

国 自 基 第 1 2 8 号 

令和４年 1 0 月７日 

 

 

各地方運輸局長 殿 

 

 

自動車局長（押印省略） 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第５項、第６項及び第７項の書

面について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

 

 「道路運送車両法施行規則第 36条第５項、第６項及び第７項の書面につい

て（依命通達）」（平成３年６月 28日付け、地自技第 156号）の一部を別添新旧

対照表のとおり改正することとしたので了知されるとともに、遺漏なきよう取

り計らわれたい。 

また、関係団体には、その旨通知したところであるが、さらに管内関係者に対

し周知徹底を図られたい。 
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国自基第 128 号の３ 

令和４年 1 0 月７日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局長（押印省略） 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第５項、第６項及び第７項の書

面について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

 

標記について、別紙のとおり、各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通知

したので、貴会（組合）においても傘下会員（組合員）に対し、この旨周知徹底

方お願いいたします。 

 

別添
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国 自 基 第 1 2 8 号 

令和４年 1 0 月７日 

 

 

沖縄総合事務局長 殿 

 

 

自動車局長（押印省略） 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第５項、第６項及び第７項の書

面について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

 

 「道路運送車両法施行規則第 36条第５項、第６項及び第７項の書面につい

て（依命通達）」（平成３年６月 28日付け、地自技第 156号）の一部を別添新旧

対照表のとおり改正することとしたので了知されるとともに、遺漏なきよう取

り計らわれたい。 

また、関係団体には、その旨通知したところであるが、さらに管内関係者に対

し周知徹底を図られたい。 
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．
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．
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」
と
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に
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国 自 基 第 1 2 8 号 

令和４年 1 0 月７日 

 

 

沖縄総合事務局長 殿 

 

 

自動車局長（押印省略） 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第５項、第６項及び第７項の書

面について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

 

 「道路運送車両法施行規則第 36条第５項、第６項及び第７項の書面につい

て（依命通達）」（平成３年６月 28日付け、地自技第 156号）の一部を別添新旧

対照表のとおり改正することとしたので了知されるとともに、遺漏なきよう取

り計らわれたい。 

また、関係団体には、その旨通知したところであるが、さらに管内関係者に対

し周知徹底を図られたい。 
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ｓｄｆあｓｄｆ  
 

令和４年１０月２４日 
自 動 車 局 貨 物 課 

     自動車局 
 

貨貨物物軽軽自自動動車車運運送送事事業業ににおおけけるる軽軽乗乗用用車車のの使使用用ににつついいてて  

１１．．背背景景  

貨物軽自動車運送事業に使用できる車両については、「貨物軽自動車運送事業の経営

届出等の取扱いについて」（平成 18 年８月 28 日付国自総第 250 号、国自貨第 69 号、国

自整第 63 号。以下「軽貨物事業経営届出等取扱通達」という。）において、「届出に   

係る軽自動車（二輪の自動車を除く。）の乗車定員が貨物軽自動車運送事業の用に供する

ものとして不適切なものでないこと。」と規定されています。 

一方、「規制改革実施計画」において、「貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が 

軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を可能とする検討に着手し、  

結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととされました。 

 

２２．．概概要要  

貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経営届出等取扱

通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところですが、今般、

「規制改革実施計画」を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供す

ることを可能とし、届出の受理の取扱いについて規定します。 

なお、軽乗用車を使用する場合であっても、最寄りの運輸支局に貨物軽自動車運送  

事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート 

（黒ナンバー）の発行を受けることが必要です。 

※別添１、２参照 

 

３３．．今今後後ののススケケジジュューールル  

通達発出：10 月 24 日（月） 

通達施行：10 月 27 日（木） 

 

 

 

【問合せ先】 

自動車局貨物課 武藤、羽田野 

代表 03-5253-8111（内線 41333、41323） 

直通 03-5253-8575 FAX 03-5253-1637 

「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）を踏まえ、軽乗用車についても、貨物 

軽自動車運送事業の用に供することを可能とします。 
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事 務 連 絡 

令和 ４年 10 月 25 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 御中 

 

 

自動車局整備課 

  

 

 

貨物軽自動車運送事業の用に供する軽の乗用自動車の取扱いについて 

 

 

今般、「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」（令和４年10月24日

付国自安第99号、国自貨第95号、国自整第166号）により、軽乗用車を貨物軽自動車運

送事業の用に供することを認めることとし、当該通達に基づき届出がなされた軽自動車に

ついては、その自動車検査証の備考欄に「貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車」

と記載することとしました。そのため、当該記載をもって、下記のとおり取扱うこととなる旨、

貴会傘下会員に対し周知方よろしくお願いします。 

 

記 

 

 

 １．自動車点検基準（昭和 26年８月 10日運輸省令第 70号）第一条第一項第二号 

に基づき、日常点検整備を実施する。 

 

 ２．自動車点検基準（昭和 26年８月 10日運輸省令第 70号）第二条第一項第五号に基づ

き、定期点検整備を実施する。 

 

以上 

 

 

- 110 -

(7)	貨物軽自動車運送事業の用に供する軽の乗用自動車の取扱いについて
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貨貨物物軽軽自自動動車車運運送送事事業業ににおおけけるる軽軽乗乗用用車車のの使使用用ににつついいてて  
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結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととされました。 
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貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経営届出等取扱

通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところですが、今般、

「規制改革実施計画」を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供す

ることを可能とし、届出の受理の取扱いについて規定します。 

なお、軽乗用車を使用する場合であっても、最寄りの運輸支局に貨物軽自動車運送  

事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート 

（黒ナンバー）の発行を受けることが必要です。 
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３３．．今今後後ののススケケジジュューールル  

通達発出：10 月 24 日（月） 
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「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）を踏まえ、軽乗用車についても、貨物 

軽自動車運送事業の用に供することを可能とします。 
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一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 御中 

 

 

自動車局整備課 

  

 

 

貨物軽自動車運送事業の用に供する軽の乗用自動車の取扱いについて 

 

 

今般、「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」（令和４年10月24日

付国自安第99号、国自貨第95号、国自整第166号）により、軽乗用車を貨物軽自動車運

送事業の用に供することを認めることとし、当該通達に基づき届出がなされた軽自動車に

ついては、その自動車検査証の備考欄に「貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車」

と記載することとしました。そのため、当該記載をもって、下記のとおり取扱うこととなる旨、

貴会傘下会員に対し周知方よろしくお願いします。 

 

記 

 

 

 １．自動車点検基準（昭和 26年８月 10日運輸省令第 70号）第一条第一項第二号 

に基づき、日常点検整備を実施する。 

 

 ２．自動車点検基準（昭和 26年８月 10日運輸省令第 70号）第二条第一項第五号に基づ

き、定期点検整備を実施する。 

 

以上 
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により行うものとし、以下に定めのない事項については軽貨物事業経営届出等取扱通

達により行うこととしたので、事務処理にあたり遺漏のないよう取り計らわれたい。 

 

記 

 

１．積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じ

た重量（単位キログラム）以内とすること。 

また、荷物の位置が極端に運転者室及び客室の前方、後方又は片側に偏る積載を

しないこと。 

 

２．運輸支局（運輸監理部を含む。以下同じ。）輸送担当は、軽乗用車を用いて貨物軽

自動車運送事業を行う貨物軽自動車運送事業者に対し、届出を受理した際に、１．

の積載できる貨物の重量を超えた貨物の運送及び有償で旅客の運送をしてはなら

ない旨周知及び指導すること。 

 

３．運輸支局輸送担当は、軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う貨物軽自動

車運送事業者に対し、事業者自らが過労運転の防止や運転者の酒気帯びの有無の確

認等の運行管理を適切に行うことについて周知すること。 

 

４．道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）第 35 条の３第１項各号

に規定する自動車検査証の記載事項のうち、同項第 13 号に規定する「自家用又は

事業用の別」は「事業用」、同項第 14 号に規定する「用途」は「乗用」とする。 

 

 

附則（令和４年 10 月 24 日国自安第 99 号、国自貨第 95 号、国自整第 166 号） 

 

本通知による取扱いは、令和４年 10 月 27 日以降に事業用自動車等連絡書を交付す

るものから適用する。 
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国 自 安 第 9 9 号 

国 自 貨 第 9 5 号 

国 自 整 第 16 6 号 

令和４年 10 月 24 日 

 

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 

各地方運輸局自動車技術安全部長 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長  

 

 

自動車局安 全 政 策 課 長 

（公 印 省 略） 

貨 物 課 長 

（公 印 省 略） 

整 備 課 長 

（公 印 省 略） 

 

 

貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について 

 

貨物軽自動車運送事業（貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第２条第

４項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。以下同じ。）に使用できる車両につい

ては、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」（平成 18 年８月 28 日

付国自総第 250 号、国自貨第 69 号、国自整第 63 号。以下「軽貨物事業経営届出等取

扱通達」という。）において、「届出に係る軽自動車（二輪の自動車を除く。）の乗車定

員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。」と規

定されている。 

一方、「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）において、「貨物軽自動車

運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用

を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととさ

れたところ、貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経

営届出等取扱通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところ

であるが、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを認めるこ

ととする旨、了知されたい。 

貨物軽自動車運送事業者が軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う場合に

おける貨物軽自動車運送事業の届出の受理の取扱いについては、以下に定めるところ

殿 

別添１ 
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により行うものとし、以下に定めのない事項については軽貨物事業経営届出等取扱通

達により行うこととしたので、事務処理にあたり遺漏のないよう取り計らわれたい。 

 

記 

 

１．積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じ

た重量（単位キログラム）以内とすること。 

また、荷物の位置が極端に運転者室及び客室の前方、後方又は片側に偏る積載を

しないこと。 

 

２．運輸支局（運輸監理部を含む。以下同じ。）輸送担当は、軽乗用車を用いて貨物軽

自動車運送事業を行う貨物軽自動車運送事業者に対し、届出を受理した際に、１．

の積載できる貨物の重量を超えた貨物の運送及び有償で旅客の運送をしてはなら

ない旨周知及び指導すること。 

 

３．運輸支局輸送担当は、軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う貨物軽自動

車運送事業者に対し、事業者自らが過労運転の防止や運転者の酒気帯びの有無の確

認等の運行管理を適切に行うことについて周知すること。 

 

４．道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）第 35 条の３第１項各号

に規定する自動車検査証の記載事項のうち、同項第 13 号に規定する「自家用又は

事業用の別」は「事業用」、同項第 14 号に規定する「用途」は「乗用」とする。 

 

 

附則（令和４年 10 月 24 日国自安第 99 号、国自貨第 95 号、国自整第 166 号） 

 

本通知による取扱いは、令和４年 10 月 27 日以降に事業用自動車等連絡書を交付す

るものから適用する。 
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国 自 安 第 9 9 号 

国 自 貨 第 9 5 号 

国 自 整 第 16 6 号 

令和４年 10 月 24 日 

 

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 

各地方運輸局自動車技術安全部長 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長  

 

 

自動車局安 全 政 策 課 長 

（公 印 省 略） 

貨 物 課 長 

（公 印 省 略） 

整 備 課 長 

（公 印 省 略） 

 

 

貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について 

 

貨物軽自動車運送事業（貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第２条第

４項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。以下同じ。）に使用できる車両につい

ては、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」（平成 18 年８月 28 日

付国自総第 250 号、国自貨第 69 号、国自整第 63 号。以下「軽貨物事業経営届出等取

扱通達」という。）において、「届出に係る軽自動車（二輪の自動車を除く。）の乗車定

員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。」と規

定されている。 

一方、「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）において、「貨物軽自動車

運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用

を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととさ

れたところ、貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経

営届出等取扱通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところ

であるが、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを認めるこ

ととする旨、了知されたい。 

貨物軽自動車運送事業者が軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う場合に

おける貨物軽自動車運送事業の届出の受理の取扱いについては、以下に定めるところ

殿 

別添１ 
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国自基第 181 号の３ 

国自整第 189 号の３ 

令和４年 12 月 15 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

国土交通省自動車局車両基準・国際課長 

整 備 課 長 

（ 押 印 省 略 ）  

 

 

 

「自主防犯活動用自動車の取扱いについて」の一部改正について 

 

 

 今般、「自主防犯活動用自動車の取扱いについて」（平成 26 年２月３日付け国

自技第 191 号、国自整第 306 号）別添「自主防犯パトロールに使用する自動車

に青色回転灯等を装備する場合の取扱いについて」の一部を改正し、別添のと

おり各地方運輸局技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達しました

ので、貴会におかれましても、傘下会員に対して周知方お願いします。 

- 116 -

軽貨物自動車運送事業者の皆様へ
～安全運行を行うために必要な法令遵守のご案内～

運転手を雇用している場合は、表面の安全規制の他、次の事項も実施しなければな
りません。

・運転者を雇用している場合、乗務前に酒
気帯びの有無や疾病、
疲労等の有無、車両の
点検などを確認し、安全
な運行を行うための指示、

いわゆる「点呼」を実施し
ましょう。

・過積載にならないよう運転者に適切
に指導しましょう。

・安全な運行を行うため、
運転者に適切な指導を実施
し、その結果を記録しましょう。

これら「主な安全規制」は、遵守しなければならない一例と
なります。
詳しくは
・「貨物自動車運送事業輸送安全規則」をご覧いただくか
・各都道府県の運輸支局輸送担当まで、ご連絡ください。

裏
-
 1

1
5
 -

軽貨物自動車運送事業者の皆様へ
～安全運行を行うために必要な法令遵守のご案内～

軽貨物自動車運送事業者に対して、関係法令において以下に示すような安全確保等
にかかる規定がありますので、これらを遵守いただき安全運行につとめてください。

「主な安全規制」

・休憩や休息が十分とれるように、勤務時間及び乗務
時間を定めていただき、これを遵守しましょう。

・過積載運行はやめましょう。
乗用車使用の場合、積載可能な重量は
(乗車定員－乗車人数)×55kgです。

・車両に名称、氏名若しくは記号
を見やすいように表示しましょう。

・視野もしくはハンドルその他の
装置の操作を妨げることとなる
ような積載はやめましょう（道交法）。

裏裏面面にに続続くく

貨物自動車運送の届出です。

旅客の運送はできません！

別別添添２２

表

・乗務前にアルコールチェッカーによる酒気帯びの有
無や疾病、疲労等の有無、車両の点検などを確認し、
記録する必要があります。

・貨物の運送に関する
損害賠償に対応できる
任意保険等に加入しましょう。

-
 1

1
4
 -
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国自基第 181 号の３ 

国自整第 189 号の３ 

令和４年 12 月 15 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

国土交通省自動車局車両基準・国際課長 

整 備 課 長 

（ 押 印 省 略 ）  

 

 

 

「自主防犯活動用自動車の取扱いについて」の一部改正について 

 

 

 今般、「自主防犯活動用自動車の取扱いについて」（平成 26 年２月３日付け国

自技第 191 号、国自整第 306 号）別添「自主防犯パトロールに使用する自動車

に青色回転灯等を装備する場合の取扱いについて」の一部を改正し、別添のと

おり各地方運輸局技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達しました

ので、貴会におかれましても、傘下会員に対して周知方お願いします。 

- 116 -
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別  添 

 

国 自 基 第 1 8 1 号 

国 自 整 第 1 8 9 号 

令和４年 12 月 15 日 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

 

自動車局車両基準・国際課長 

整 備 課 長 

（ 押 印 省 略 ）  

 

 

 

「自主防犯活動用自動車の取扱いについて」の一部改正について 

 

 

 今般、「自主防犯活動用自動車の取扱いについて」（平成 26 年２月３日付け国

自技第 191 号、国自整第 306 号）別添「自主防犯パトロールに使用する自動車

に青色回転灯等を装備する場合の取扱いについて」を別紙のとおり改正したの

で通知する。 

 なお、関係団体等には、別添のとおり周知したので了知されたい。 
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別  添 

 

国 自 基 第 1 8 1 号 

国 自 整 第 1 8 9 号 

令和４年 12 月 15 日 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

 

自動車局車両基準・国際課長 

整 備 課 長 

（ 押 印 省 略 ）  

 

 

 

「自主防犯活動用自動車の取扱いについて」の一部改正について 

 

 

 今般、「自主防犯活動用自動車の取扱いについて」（平成 26 年２月３日付け国

自技第 191 号、国自整第 306 号）別添「自主防犯パトロールに使用する自動車

に青色回転灯等を装備する場合の取扱いについて」を別紙のとおり改正したの

で通知する。 

 なお、関係団体等には、別添のとおり周知したので了知されたい。 
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事 務 連 絡 

令和４年 12月 23日 

 

（一社）日本自動車整備振興会連合会 事業部長 殿 

 

                     自動車局自動車情報課 登録班長 

整備課 検査班長 

事業班長 
 
 

検査登録手数料等のクレジットカード納付に伴う窓口確認業務等について 

 

 

令和５年１月より、自動車重量税、検査登録手数料、NALTEC手数料を含めたクレジ

ットカードによる一括決済（以下、「キャッシュレス決済」という。）が導入されるこ

とに伴い、検査窓口における運用を「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）

（昭和36年11月25日付け、自車第880号）」（以下、「実施要領」という。）において定め

たところです。 

つきましては、自動車技術総合機構の審査を伴う申請時及び指定自動車整備事業者

における保安基準適合証等による申請時においては下記１．によるよう貴会会員に対

し指導いただくとともに、２．により貴会会報誌等により周知願います。 

 

１．受検者における事前決済登録及び記載方法について（関係資料：別紙１～３） 

(1)自動車技術総合機構の審査を伴う申請 

・キャッシュレス決済を希望する際は、申請者（支払者）は事前に「くるまの保

有関係手続お支払い情報登録サービス」により事前決済情報の登録を行うこと。 

・上記の場合は自動車検査票の手数料納付箇所に「キャッシュレス決済」、「支払

い受付番号」、「業務種別（新規、継続 等）」を記載すること。 

 

(2)指定自動車整備事業者による保安基準適合証（紙・電磁的方法）での申請 

・申請書の余白部に「キャッシュレス」の旨の記載があることを確認すること。 

 

２．上記１．に関する周知文等 

(1)自動車総合機構の審査を受検する場合のキャッシュレス決済に関する事前決済

登録情報の登録と自動車検査証への記載（別紙１） 

(2)指定自動車整備事業者のキャッシュレス申請時の記載に関する周知文(別紙２) 
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国土交通省自動車局　整備課　
〇〇運輸支局　

自動車技術総合機構の審査を受検される皆様へ

キャッシュレス決済を利用される方は
「事前決済登録情報」を記載願います！

これまで印紙や証紙による手数料支払い方法に加え、令和

５年1月より、クレジットカードによる一括決済（以下、

「キャッシュレス決済」という。）が利用できることとなり

ました。

ご利用される場合、支払者が事前に「くるまの保有関係手

続お支払い情報登録サービス」により決済情報の登録が必要

です。

自動車技術総合機構の審査を受検する場合は、支払者に決

済情報を確認し、自動車検査票（手数料納付欄）に以下の情

報をご記載いただきますようご協力お願いします。

【【自自動動車車検検査査票票（（手手数数料料納納付付欄欄））へへのの記記載載】】

（（継継続続検検査査、、構構造造等等変変更更検検査査ににおおいいててはは自自動動車車検検査査票票））

・・「「キキャャッッシシュュレレスス決決済済」」

・・「「支支払払受受付付番番号号」」（お支払い情報登録サービスにより17桁が通知）

・・「「業業務務種種別別」」（新規、継続 等の検査の種別）

・キャッシュレス決済

・支払受付番号（17桁）

業務種別

別紙１
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事 務 連 絡 

令和４年 12月 23日 

 

（一社）日本自動車整備振興会連合会 事業部長 殿 

 

                     自動車局自動車情報課 登録班長 

整備課 検査班長 

事業班長 
 
 

検査登録手数料等のクレジットカード納付に伴う窓口確認業務等について 

 

 

令和５年１月より、自動車重量税、検査登録手数料、NALTEC手数料を含めたクレジ

ットカードによる一括決済（以下、「キャッシュレス決済」という。）が導入されるこ

とに伴い、検査窓口における運用を「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）

（昭和36年11月25日付け、自車第880号）」（以下、「実施要領」という。）において定め

たところです。 

つきましては、自動車技術総合機構の審査を伴う申請時及び指定自動車整備事業者

における保安基準適合証等による申請時においては下記１．によるよう貴会会員に対

し指導いただくとともに、２．により貴会会報誌等により周知願います。 

 

１．受検者における事前決済登録及び記載方法について（関係資料：別紙１～３） 

(1)自動車技術総合機構の審査を伴う申請 

・キャッシュレス決済を希望する際は、申請者（支払者）は事前に「くるまの保

有関係手続お支払い情報登録サービス」により事前決済情報の登録を行うこと。 

・上記の場合は自動車検査票の手数料納付箇所に「キャッシュレス決済」、「支払

い受付番号」、「業務種別（新規、継続 等）」を記載すること。 

 

(2)指定自動車整備事業者による保安基準適合証（紙・電磁的方法）での申請 

・申請書の余白部に「キャッシュレス」の旨の記載があることを確認すること。 

 

２．上記１．に関する周知文等 

(1)自動車総合機構の審査を受検する場合のキャッシュレス決済に関する事前決済

登録情報の登録と自動車検査証への記載（別紙１） 

(2)指定自動車整備事業者のキャッシュレス申請時の記載に関する周知文(別紙２) 
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国土交通省自動車局　整備課　
〇〇運輸支局　

指定自動車整備事業者の皆様へ

キャッシュレス決済を利用する際は、適合証
に「キャッシュレス」記載願います！

これまで印紙や証紙による手数料支払い方法に加え、令和

５年1月より、クレジットカードによる一括決済（以下、

「キャッシュレス決済」という。）が利用できることとなり

ました。

ご利用される場合、支払者が事前に「くるまの保有関係手

続お支払い情報登録サービス」により決済情報の登録が必要

です

継続検査の申請（OSSを除く）であって、キャッシュレス

決済をされる方は、保安基準適合証や申請書に以下の記載を

していただき申請をお願いします。

【保安基準適合証での申請の場合】（紙・ハイブリッド）

・申請書の余白部に「キャッシュレス」と記載

・キャッシュレス

別紙２
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国土交通省自動車局　整備課　
〇〇運輸支局　

自動検査受付装置を利用される皆様へ

キャッシュレス決済を利用される方は
必ず「受付窓口」にお越しください！

これまで印紙や証紙による手数料支払い方法に加え、令和

５年1月より、クレジットカードによる一括決済（以下、

「キャッシュレス決済」という。）が利用できることとなり

ました。

キャッシュレス決済をされる方は、事前決済登録情報の確

認のため、お手数ですが、「受付窓口」までお越し願います。

また、自動車技術総合機構の審査を受検される場合は、自

動車検査票（手数料納付欄）に以下の情報をご記載願います。

【【自自動動車車検検査査票票へへのの記記載載】】

（（継継続続検検査査、、構構造造等等変変更更検検査査ににおおいいててはは自自動動車車検検査査票票））

・・「「キキャャッッシシュュレレスス決決済済」」

・・「「支支払払受受付付番番号号」」（（おお支支払払いい情情報報登登録録ササーービビススにによよりり1177桁桁のの数数値値がが提提供供））

・・「「業業務務種種別別」」（（新新規規、、継継続続等等のの検検査査のの種種別別））

・キャッシュレス決済

・支払受付番号（17桁）

業務種別

別紙３
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国土交通省自動車局　整備課　
〇〇運輸支局　

申請者の皆様へ

検査手数料等の納付について
（キャッシュレス情報が確認できません）

継続検査において、キャッシュレス決済の事前登録内容が

確認できませんでした。

以下のいずれかを選択して申請をお願いいたします。

※運輸支局等職員に選択した内容についてお伝ください。

①①キキャャッッシシュュレレスス決決済済をを行行うう場場合合はは、、キキャャッッシシュュレレスス決決済済のの事事前前

支支払払いい情情報報のの登登録録をを行行いい、、キキャャッッシシュュレレスス登登録録内内容容をを自自動動車車検検査査

票票等等にに記記載載すするる。。（（下下図図参参照照））

②②キキャャッッシシュュレレスス決決済済をを行行わわずず、、印印紙紙をを貼貼付付すするる。。

（（検検査査手手数数料料等等、、全全てて印印紙紙払払いいととななりりまますす。。））

・キャッシュレス決済

・支払受付番号（17桁）

業務種別

・キャッシュレス

（持込検査の場合） （指定工場の場合）

別紙４
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国土交通省自動車局　整備課　
〇〇運輸支局　

申請者の皆様へ

検査手数料等の納付について
（決済額が同意金額の上限額を超過しています）

継続検査において、申請いただきました検査手数料等の

キャッシュレス決済時において、実際の決済金額が、事前に

登録していただいている「同意金額」を超過しましたので、

以下のいずれかを選択して申請をお願いいたします。

※運輸支局等職員に選択した内容についてお伝えください。

①①支支払払者者にに事事前前支支払払いい情情報報のの「「同同意意金金額額」」のの上上限限をを再再設設定定すするる。。

（（実実際際のの決決済済額額以以上上のの設設定定））

②②キキャャッッシシュュレレスス決決済済をを行行わわずず、、印印紙紙をを貼貼付付すするる。。

（（検検査査手手数数料料等等、、全全てて印印紙紙払払いいととななりりまますす。。））

別紙５
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国土交通省自動車局　整備課　
〇〇運輸支局　

申請者の皆様へ

重量税の納付方法について
（既に検査手数料等の決済がされています）

継続検査の申請をいただいたところですが、既に登録して

いただいているキャッシュレス決済内容は、「検査手数

料」・「技術情報管理手数料」として既に決済処理されてい

ます。

重量税の納付につきまして以下のいずれかを選択して申請

をお願いいたします。

※運輸支局等職員に選択した内容についてお伝えください。

①①キキャャッッシシュュレレスス決決済済をを行行うう場場合合はは、、新新たたににキキャャッッシシュュレレスス決決済済

のの事事前前支支払払いい情情報報のの登登録録をを行行いい、、キキャャッッシシュュレレスス登登録録内内容容をを自自動動

車車検検査査票票等等にに記記載載すするる。。（（下下図図参参照照））

②②キキャャッッシシュュレレスス決決済済をを行行わわずず、、印印紙紙をを貼貼付付すするる。。

（（重重量量税税はは印印紙紙払払いいととななりりまますす。。））

重量税

・キャッシュレス決済

・支払受付番号（17桁）

・業務種別

（持込検査）

別紙６
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国 自 貨 第 11 3 号 

令和４年 12 月 23 日 

 

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 

関東・近畿運輸局自動車業務監査指導部長 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長  

 

自動車局貨物課長 

（公 印 省 略） 

 

 

自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱について 

 

 

令和元年５月に道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号。以

下「改正法」という。） により、令和５年１月４日から交付される自動車検査証が電

子化される。 

これに伴い、以下の通達における添付書類等にて「自動車検査証（写）」と規定され

ているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証

（写）又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替え

ることとした。このため、令和５年１月４日以降はこれにより実施されるとともに、

事務処理上遺漏のないよう取り計らわれたい。 

 

記 

 

１．以下の通達について読み替える。 

〇「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更

認可申請等の処理について」の細部取扱について（平成 15 年国自貨第 80 号） 

〇年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について（平成 15 年国自貨第

91 号） 

〇車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて（平成 25 年国自貨第

91 号） 

 

２．１．に掲げるもの以外の自動車局貨物課長通達における添付書類等についても、

「自動車検査証（写）」と規定されているものについては「電子化されていない自動

車検査証にあっては自動車検査証（写）又は電子化された自動車検査証にあっては

自動車検査証記録事項」と読み替える。 

殿 
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（別紙１）

事故車等の排除業務に係る有償運送許可の取扱いについて

１．以下の全ての要件（以下「有償運送許可要件」という。）に該当する事業者が使用する車積

載車においては、 有償運送許可により対応する。

(1)申請の日前１年以内に、別紙２の要件を備える複数の排除業務事業者が加盟している

法人その他の団体（以下「研修実施団体」という。）が実施する研修を受けていること。

(2)有償運送許可を得ようとする車積載車について、被害者一名当たりの補償額を無制限と

する対人賠償保険又は共済（以下「任意保険等」という。）に加入していること。

２．有償運送許可を得た車積載車が運送する物

排除することにより二次災害の防止及び交通渋滞の回避を図り、公共の福祉を確保する観

点から、道路上で事故又は故障により自力で走行することができない状態等となった自動車

又は原動機付自転車（以下「事故車等」という。）とする。

３．有償運送許可を得た車積載車の運送区間

事故車等の道路上からの一時的排除を目的とする観点から、原則として有償運送許可を

受けた運輸支局（運輸監理部を含む。以下同じ。）の管轄区域内における道路上の現場（運

送する自動車又は原動機付自転車が、事故又は故障により自力で走行することができない状

態等になった場所をいう。）から、最寄りのディーラー、整備工場又は車両置場等までとする。

４．許可にあたっては、以下の条件を付すこととする。

(1)有償運送許可証（以下「許可証」という。）は、車積載車の外側から見やすいようにして表

示すること。

(2)許可期間は、許可日から起算して３年以内とする。ただし、許可期間の満了の後引き続

き許可を受けようとする場合は許可満了日の翌日から起算して３年以内とする。なお、

５．（6）の再交付を受ける場合（許可証の紛失の場合を除く。）又は許可期間が過ぎた場

合は速やかに許可証を返納すること。

(3)有償運送許可要件に該当しなくなった場合又は許可された運送する物若しくは運送区間

の制限を超えて有償運送を行った場合は、許可を取消すことがある。

５．申請書及び添付書類並びに提出方法は、以下のとおりとする。

(1)有償運送許可申請（以下「申請」という。）は原則として申請書の「運送しようとする期間」

の始期日の３ヶ月前から受付けるものとし、同始期日の１ヶ月前（標準処理期間１ヶ月）ま

でに申請させることを基本とする。

(2)研修実施団体に所属している事業者からの申請は原則として、別紙様式１（添付書類を

除く。）により、当該車積載車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局ごとに研修実施
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国 自 貨 第 ９ １ 号

平成２５年１１月８日

地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿

自動車局貨物課長

（公印省略）

車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて

ロードサービス業務に使用される車積載車（自動車又は原動機付自転車を積載することが

できる自動車）により道路上で事故又は故障により自力で走行することができない状態等となっ

た自動車又は原動機付自転車を一時的・緊急的に、最寄りの場所まで排除する業務について

は、平成２３年９月１日以降は研修の受講等の要件を満たした者を有償運送許可の対象とした

ところであるが、その後の状況に鑑み、今般取扱について改めて別紙のとおり定めたので通知

する。

なお、本通達は平成２６年４月１日以降適用し、これに伴い、「車積載車による事故車及び故

障車の排除業務に係る取り扱いについて」（平成２３年６月２２日付事務連絡及び平成２３年８

月２９日付国自貨第１２号）は平成２６年３月３１日限りで廃止する。
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（別紙１）

事故車等の排除業務に係る有償運送許可の取扱いについて

１．以下の全ての要件（以下「有償運送許可要件」という。）に該当する事業者が使用する車積

載車においては、 有償運送許可により対応する。

(1)申請の日前１年以内に、別紙２の要件を備える複数の排除業務事業者が加盟している

法人その他の団体（以下「研修実施団体」という。）が実施する研修を受けていること。

(2)有償運送許可を得ようとする車積載車について、被害者一名当たりの補償額を無制限と

する対人賠償保険又は共済（以下「任意保険等」という。）に加入していること。

２．有償運送許可を得た車積載車が運送する物

排除することにより二次災害の防止及び交通渋滞の回避を図り、公共の福祉を確保する観

点から、道路上で事故又は故障により自力で走行することができない状態等となった自動車

又は原動機付自転車（以下「事故車等」という。）とする。

３．有償運送許可を得た車積載車の運送区間

事故車等の道路上からの一時的排除を目的とする観点から、原則として有償運送許可を

受けた運輸支局（運輸監理部を含む。以下同じ。）の管轄区域内における道路上の現場（運

送する自動車又は原動機付自転車が、事故又は故障により自力で走行することができない状

態等になった場所をいう。）から、最寄りのディーラー、整備工場又は車両置場等までとする。

４．許可にあたっては、以下の条件を付すこととする。

(1)有償運送許可証（以下「許可証」という。）は、車積載車の外側から見やすいようにして表

示すること。

(2)許可期間は、許可日から起算して３年以内とする。ただし、許可期間の満了の後引き続

き許可を受けようとする場合は許可満了日の翌日から起算して３年以内とする。なお、

５．（6）の再交付を受ける場合（許可証の紛失の場合を除く。）又は許可期間が過ぎた場

合は速やかに許可証を返納すること。

(3)有償運送許可要件に該当しなくなった場合又は許可された運送する物若しくは運送区間

の制限を超えて有償運送を行った場合は、許可を取消すことがある。

５．申請書及び添付書類並びに提出方法は、以下のとおりとする。

(1)有償運送許可申請（以下「申請」という。）は原則として申請書の「運送しようとする期間」

の始期日の３ヶ月前から受付けるものとし、同始期日の１ヶ月前（標準処理期間１ヶ月）ま

でに申請させることを基本とする。

(2)研修実施団体に所属している事業者からの申請は原則として、別紙様式１（添付書類を

除く。）により、当該車積載車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局ごとに研修実施
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（別紙２）

車積載車による事故車等の排除業務に係る研修実施団体の要件

１ 研修実施団体

複数の排除業務事業者が加盟している法人その他の団体であり、かつ、原則として全国規

模の組織であること。

２ 研修の内容

研修は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める内容で実施するも

のであること。なお、（ ）内は各項目の目安の時間数を表す。

①排除業務の主旨（１時間）

有償運送の許可に付した条件等、制度の主旨に関すること。

②安全対策（２時間）

排除業務作業及び車積載車の安全運転についての基礎知識、基本的な動作等に関す

ること。

③車両の取扱い（１．５時間）

ハイブリッド車等特別な注意が必要な車両の取扱いに関すること。

④各種関係法令（０．５時間）

安全ルールの徹底等道路交通法、道路運送法その他有償運送の実施に当たり必要とな

る関係法令等の基礎的な知識に関すること。

３．研修の実施体制

①研修の責任体制が整備されていること。

②研修の対象者、実施場所、実施時期、受講手続等が明確に定められていること。

③研修の実施時間は少なくとも５時間程度あること。

④研修を実施するにあたって適切な講師が選任されていること。
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団体が一括して運輸支局に提出（以下「一括申請」という。）すること。なお、研修実施団

体は委任状及び添付書類の内容が適切かどうか確認の上、申請を代理するものとする。

(3)一括申請によらない場合の申請は、研修実施団体による研修の受講状況（原本に限

る。）及び任意保険等の証書（写）、自動車検査証（写）を添付し、別紙様式２により、当該

車積載車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に提出（以下「単独申請」という。）す

ること。

(4)(3)による単独申請において受理した研修の受講状況は、受理した際に運輸支局におい

て受付印を押印の上、その写しを申請者に交付する。

(5)同一の研修受講をもって複数の運輸支局へ申請する場合及び研修受講後初めて許可

を受けた車両（「当初許可車両」という。）のほか、同一の研修受講をもって別の車両を新

たに申請する場合（「増車・代替申請」という。）は、一括申請の場合にあっては（2）と同様

の手続によるものとし、単独申請の場合にあっては（3）と同様の手続きによるものとす

る。ただし、この場合、(3)に定める添付書類に加えて当初許可車両の許可証（写）も添付

することとし、(3)中「研修の受講状況（原本に限る。）」とあるのは「研修の受講状況（運輸

支局の受付印のある写）」と読替えるものとする。

なお、増車・代替申請に基づく新たな車両の許可満了日は、申請する運輸支局におけ

る当初許可車両の許可満了日と同一とする。

(6)次に掲げる場合には、別紙様式３により許可を受けた運輸支局に申請し、許可証の再

交付を受けることができる。

①許可証を紛失又は破損（その識別が困難となった場合を含む。）した場合

②人格が変わらない単なる氏名又は名称の変更及び自動車登録番号標又は車両番号

標（以下「自動車登録番号標等」という。）の滅失、き損等による自動車登録番号標等

の変更の場合

６．研修実施団体の取扱い等は、以下のとおりとする。

(1)研修実施団体は、別紙２の要件を満たした者としてその連絡先等が国土交通省ホーム

ページにおいて掲示された者とする。

(2)研修実施団体は、４月から翌年３月までに実施した事故車等の排除業務に関する研修

の実施内容を翌年度の６月末までに、別紙様式４により国土交通大臣に報告すること。

(3)研修実施団体が、研修を実施せず、若しくは不適切な研修及び申請を行っていると認

められた場合又は（2）に基づく報告をせず、若しくは連絡が取れない場合は、当該研修

実施団体へ通知の上、国土交通省ホームページの掲示を削除する。

７．適用時期等

この取扱いは、平成２６年４月１日より適用する。なお、改正前の通達に基づく許可及び研

修は改正後においても有効なものとする。また、研修実施団体は６．(2)に基づく最初の報告の

際に、前年度の平成２６年１月から平成２６年３月までの報告を併せて行うものとする。
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（別紙２）

車積載車による事故車等の排除業務に係る研修実施団体の要件

１ 研修実施団体

複数の排除業務事業者が加盟している法人その他の団体であり、かつ、原則として全国規

模の組織であること。

２ 研修の内容

研修は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める内容で実施するも

のであること。なお、（ ）内は各項目の目安の時間数を表す。

①排除業務の主旨（１時間）

有償運送の許可に付した条件等、制度の主旨に関すること。

②安全対策（２時間）

排除業務作業及び車積載車の安全運転についての基礎知識、基本的な動作等に関す

ること。

③車両の取扱い（１．５時間）

ハイブリッド車等特別な注意が必要な車両の取扱いに関すること。

④各種関係法令（０．５時間）

安全ルールの徹底等道路交通法、道路運送法その他有償運送の実施に当たり必要とな

る関係法令等の基礎的な知識に関すること。

３．研修の実施体制

①研修の責任体制が整備されていること。

②研修の対象者、実施場所、実施時期、受講手続等が明確に定められていること。

③研修の実施時間は少なくとも５時間程度あること。

④研修を実施するにあたって適切な講師が選任されていること。
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団体が一括して運輸支局に提出（以下「一括申請」という。）すること。なお、研修実施団

体は委任状及び添付書類の内容が適切かどうか確認の上、申請を代理するものとする。

(3)一括申請によらない場合の申請は、研修実施団体による研修の受講状況（原本に限

る。）及び任意保険等の証書（写）、自動車検査証（写）を添付し、別紙様式２により、当該

車積載車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に提出（以下「単独申請」という。）す

ること。

(4)(3)による単独申請において受理した研修の受講状況は、受理した際に運輸支局におい

て受付印を押印の上、その写しを申請者に交付する。

(5)同一の研修受講をもって複数の運輸支局へ申請する場合及び研修受講後初めて許可

を受けた車両（「当初許可車両」という。）のほか、同一の研修受講をもって別の車両を新

たに申請する場合（「増車・代替申請」という。）は、一括申請の場合にあっては（2）と同様

の手続によるものとし、単独申請の場合にあっては（3）と同様の手続きによるものとす

る。ただし、この場合、(3)に定める添付書類に加えて当初許可車両の許可証（写）も添付

することとし、(3)中「研修の受講状況（原本に限る。）」とあるのは「研修の受講状況（運輸

支局の受付印のある写）」と読替えるものとする。

なお、増車・代替申請に基づく新たな車両の許可満了日は、申請する運輸支局におけ

る当初許可車両の許可満了日と同一とする。

(6)次に掲げる場合には、別紙様式３により許可を受けた運輸支局に申請し、許可証の再

交付を受けることができる。

①許可証を紛失又は破損（その識別が困難となった場合を含む。）した場合

②人格が変わらない単なる氏名又は名称の変更及び自動車登録番号標又は車両番号

標（以下「自動車登録番号標等」という。）の滅失、き損等による自動車登録番号標等

の変更の場合

６．研修実施団体の取扱い等は、以下のとおりとする。

(1)研修実施団体は、別紙２の要件を満たした者としてその連絡先等が国土交通省ホーム

ページにおいて掲示された者とする。

(2)研修実施団体は、４月から翌年３月までに実施した事故車等の排除業務に関する研修

の実施内容を翌年度の６月末までに、別紙様式４により国土交通大臣に報告すること。

(3)研修実施団体が、研修を実施せず、若しくは不適切な研修及び申請を行っていると認

められた場合又は（2）に基づく報告をせず、若しくは連絡が取れない場合は、当該研修

実施団体へ通知の上、国土交通省ホームページの掲示を削除する。

７．適用時期等

この取扱いは、平成２６年４月１日より適用する。なお、改正前の通達に基づく許可及び研

修は改正後においても有効なものとする。また、研修実施団体は６．(2)に基づく最初の報告の

際に、前年度の平成２６年１月から平成２６年３月までの報告を併せて行うものとする。
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国 自 整 第 ２ １ ２ 号 
令和４年１２月２６日 

 
 
各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 
沖縄総合事務局運輸部長 殿 
 

自動車局整備課長 
 

特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 

 
 
令和５年１月以降の委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月

２０日付け国自情第４４号・国自整第５０号、以下「局長通達」という。）における「特定記録

等事務」について以下のとおり運用することとするので、留意されたい。 
なお、令和５年１月４日以降に提出される委託申請については本通達によるものとするが、令

和５年１月４日までに提出された郵送等オンライン以外の方法による申請で手続きが完了に至っ

ていないもの及び令和５年１月時点においてオンライン化していない手続きについては当分の間

「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行等

委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第５２号、以下「書面申請通達」

という。）によることとする。 
また、本件については、軽自動車検査協会検査部長、日本行政書士会連合会会長、一般社団法

人日本自動車整備振興会連合会会長、一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長及び一般社団

法人全国軽自動車協会連合会会長あて、別添のとおり通知したので申し添える。  

【別紙】
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国自整第２１２号の３ 

令和４年１２月２６日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 

特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 

 

 

令和５年１月以降の委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月

２０日付け国自情第４４号・国自整第５０号、以下「局長通達」という。）における「特定記録

等事務」について以下のとおり運用することとしましたので、傘下会員に周知をお願い致しま

す。 

なお、令和５年１月４日以降に提出される委託申請については本通達によるものとしますが、

令和５年１月４日までに提出された郵送等オンライン以外の方法による申請で手続きが完了に至

っていないもの及び令和５年１月時点においてオンライン化していない手続きについては当分の

間「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行

等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第５２号、以下「書面申請通

達」という。）によることとします。 

また、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部長及び

軽自動車検査協会検査部長に別紙のとおり通知していることを申し添えます。 
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(11)	特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る「特定記録等事

務代行等委託要領」の運用について

―― 140

SEKEN2023.indd   140SEKEN2023.indd   140 2023/08/23   11:40:512023/08/23   11:40:51



      

 
国 自 整 第 ２ １ ２ 号 
令和４年１２月２６日 

 
 
各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 
沖縄総合事務局運輸部長 殿 
 

自動車局整備課長 
 

特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 

 
 
令和５年１月以降の委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月

２０日付け国自情第４４号・国自整第５０号、以下「局長通達」という。）における「特定記録

等事務」について以下のとおり運用することとするので、留意されたい。 
なお、令和５年１月４日以降に提出される委託申請については本通達によるものとするが、令

和５年１月４日までに提出された郵送等オンライン以外の方法による申請で手続きが完了に至っ

ていないもの及び令和５年１月時点においてオンライン化していない手続きについては当分の間

「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行等

委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第５２号、以下「書面申請通達」

という。）によることとする。 
また、本件については、軽自動車検査協会検査部長、日本行政書士会連合会会長、一般社団法

人日本自動車整備振興会連合会会長、一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長及び一般社団

法人全国軽自動車協会連合会会長あて、別添のとおり通知したので申し添える。  

【別紙】
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国自整第２１２号の３ 

令和４年１２月２６日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 

特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 

 

 

令和５年１月以降の委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月

２０日付け国自情第４４号・国自整第５０号、以下「局長通達」という。）における「特定記録

等事務」について以下のとおり運用することとしましたので、傘下会員に周知をお願い致しま

す。 

なお、令和５年１月４日以降に提出される委託申請については本通達によるものとしますが、

令和５年１月４日までに提出された郵送等オンライン以外の方法による申請で手続きが完了に至

っていないもの及び令和５年１月時点においてオンライン化していない手続きについては当分の

間「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行

等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第５２号、以下「書面申請通

達」という。）によることとします。 

また、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部長及び

軽自動車検査協会検査部長に別紙のとおり通知していることを申し添えます。 
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特特定定記記録録等等事事務務代代行行制制度度ににおおけけるるオオンンラライインンででのの委委託託申申請請等等にに係係るる  
「「特特定定記記録録等等事事務務代代行行等等委委託託要要領領」」のの運運用用 

 
 
局長通達第５条第１項 
・ 特定記録等事務の委託を受けようとする者は、委託申請等をオンラインにて処理するため

のシステム（「記録事務代行ポータルサイト」、以下「ポータルサイト」という。）により申

請を行うこととする。 
・ 特定記録等事務と特定変更記録事務の委託を同時に受けようとする者にあっては、特定記

録等事務の委託を受ける運輸支局長と特定変更記録事務の委託を受けようとする代表運輸支

局長が同一の場合に限り同時に申請することができるものとする。 
・ 特定記録等事務の委託申請をした者は、当該申請による委託を受けるまでの間は、特定変

更記録事務の委託申請及び当該申請に含まれない軽自動車検査協会に対して申請を行うこと

はできないものとする。 
 
局長通達第５条第３項 

・ 既に特定変更記録事務の委託を受けている者又は軽自動車検査協会から特定記録等事務の

委託を受けている者が申請する場合、先に委託を受けた際に付与された委託番号をポータル

サイトの様式に入力するものとする。 
 

局長通達第６条第１項 
 ・ 審査は、委託申請の承認・却下・補正指示等を行う専用の web サイト（以下「委託申請

審査システム」という。）において行うものとする。 
・ 検査対象軽自動車に係る事務を委託の範囲に含める旨の申請があったときは、運輸支局長

は委託申請審査システムを通じて審査結果を共有するものとする。 
・ 申請者に対して補正を求める場合、運輸支局長は委託申請審査システムを通じて補正すべ

き理由を記載したうえで「補正指示」を行うものとする。 
・ 軽自動車検査協会より、申請の「差戻し」を受けた運輸支局長は、申請者に対して委託申

請審査システムを通じて「補正指示」を行うものとする。 
・ 補正指示内容は申請者が登録したメールアドレスに通知され、当該通知を受けた申請者

は、運輸支局長に対してポータルサイトを通じて申請内容の補正を行うものとする。 
・ 運輸支局長は、補正内容を確認するとともに、当該補正が適切なものである場合は補正結

果を軽自動車検査協会に委託申請審査システムを通じて共有するものとする。 
・ 運輸支局長は、申請者から委託申請の取り下げや委託要件を満たしていないなどの理由に

より、当該申請について委託しないことを決定した場合は、委託申請審査システム上で「却

下」の処理を行うこととする。 
 
局長通達第６条第２項 
 ・ 検査対象軽自動車に係る申請が同時に行われた場合に局長通達同条第１項の要件をすべて
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国自整第２１２号の２ 
令和４年１２月２６日 

 

 

軽自動車検査協会検査部長 殿 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 

特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 

 

 

令和５年１月以降の委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月

２０日付け国自情第４４号・国自整第５０号、以下「局長通達」という。）における「特定記録

等事務」について以下のとおり運用することとしましたので、了知願います。 

なお、令和５年１月４日以降に提出される委託申請については本通達によるものとしますが、

令和５年１月４日までに提出された郵送等オンライン以外の方法による申請で手続きが完了に至

っていないもの及び令和５年１月時点においてオンライン化していない手続きについては当分の

間「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行

等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第５２号、以下「書面申請通

達」という。）によることとします。 
また、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部長及び

関係団体に別紙のとおり通知していることを申し添えます。 

 

  

【別紙】
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特特定定記記録録等等事事務務代代行行制制度度ににおおけけるるオオンンラライインンででのの委委託託申申請請等等にに係係るる  
「「特特定定記記録録等等事事務務代代行行等等委委託託要要領領」」のの運運用用 

 
 
局長通達第５条第１項 
・ 特定記録等事務の委託を受けようとする者は、委託申請等をオンラインにて処理するため

のシステム（「記録事務代行ポータルサイト」、以下「ポータルサイト」という。）により申

請を行うこととする。 
・ 特定記録等事務と特定変更記録事務の委託を同時に受けようとする者にあっては、特定記

録等事務の委託を受ける運輸支局長と特定変更記録事務の委託を受けようとする代表運輸支

局長が同一の場合に限り同時に申請することができるものとする。 
・ 特定記録等事務の委託申請をした者は、当該申請による委託を受けるまでの間は、特定変

更記録事務の委託申請及び当該申請に含まれない軽自動車検査協会に対して申請を行うこと

はできないものとする。 
 
局長通達第５条第３項 
・ 既に特定変更記録事務の委託を受けている者又は軽自動車検査協会から特定記録等事務の

委託を受けている者が申請する場合、先に委託を受けた際に付与された委託番号をポータル

サイトの様式に入力するものとする。 
 

局長通達第６条第１項 
 ・ 審査は、委託申請の承認・却下・補正指示等を行う専用の web サイト（以下「委託申請

審査システム」という。）において行うものとする。 
・ 検査対象軽自動車に係る事務を委託の範囲に含める旨の申請があったときは、運輸支局長

は委託申請審査システムを通じて審査結果を共有するものとする。 
・ 申請者に対して補正を求める場合、運輸支局長は委託申請審査システムを通じて補正すべ

き理由を記載したうえで「補正指示」を行うものとする。 
・ 軽自動車検査協会より、申請の「差戻し」を受けた運輸支局長は、申請者に対して委託申

請審査システムを通じて「補正指示」を行うものとする。 
・ 補正指示内容は申請者が登録したメールアドレスに通知され、当該通知を受けた申請者

は、運輸支局長に対してポータルサイトを通じて申請内容の補正を行うものとする。 
・ 運輸支局長は、補正内容を確認するとともに、当該補正が適切なものである場合は補正結

果を軽自動車検査協会に委託申請審査システムを通じて共有するものとする。 
・ 運輸支局長は、申請者から委託申請の取り下げや委託要件を満たしていないなどの理由に

より、当該申請について委託しないことを決定した場合は、委託申請審査システム上で「却

下」の処理を行うこととする。 
 
局長通達第６条第２項 
 ・ 検査対象軽自動車に係る申請が同時に行われた場合に局長通達同条第１項の要件をすべて
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国自整第２１２号の２ 
令和４年１２月２６日 

 

 

軽自動車検査協会検査部長 殿 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 

特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 

 

 

令和５年１月以降の委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月

２０日付け国自情第４４号・国自整第５０号、以下「局長通達」という。）における「特定記録

等事務」について以下のとおり運用することとしましたので、了知願います。 

なお、令和５年１月４日以降に提出される委託申請については本通達によるものとしますが、

令和５年１月４日までに提出された郵送等オンライン以外の方法による申請で手続きが完了に至

っていないもの及び令和５年１月時点においてオンライン化していない手続きについては当分の

間「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行

等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第５２号、以下「書面申請通

達」という。）によることとします。 
また、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部長及び

関係団体に別紙のとおり通知していることを申し添えます。 

 

  

【別紙】
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・ 運輸支局長は、当該届出を受理した場合は、申請者に対し、委託申請審査システムを通じ

て、ポータルサイトに登録されたメールアドレスに当該届出内容を反映した委託書を交付す

るものとする。 
 
局長通達第１６条 
・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１５の規定による委託業務の廃止をしよう

とするときは、概ね７日前までにポータルサイトを通じて届出を行うものとする。なお、当

該届出には委託業務の廃止日を入力するものとする。 
・ 運輸支局長は、当該届出を受理した場合は、申請者に対し、委託申請審査システムを通じ

て、ポータルサイトに登録されたメールアドレスに当該届出を受理した旨のメールを送付す

るものとする。 
・ 運輸支局長は、特定記録等事務代行者が入力した委託業務の廃止日が到来したことをもっ

て、当該特定記録等事務代行者が記録等事務代行アプリを使用することができないようにす

るものとする。 
 
 
（附則） 
局長通達第１３条第２項及び第６項関係 
 ・ 手続きをオンライン化するまでの間は、局長通達第１３条第２項及び第６項の規定を達

成するために本省は該当運輸支局長に対して、適宜該当する特定記録等事務代行者に関す

る記録の提出を求めるものとする。 
  

- 152 -

      

満たしていると認めたときに軽自動車検査協会に対して行う通知は、委託申請審査システム

を通じた当該申請の「承認」をもってこれに替えるものとする。 
 
局長通達第６条第３項 
 ・ 局長通達第６条第１項（１）ウに該当する者であるかの問合せについて、検査対象軽自動

車に係る申請が同時に行われた場合は、委託申請審査システムを通じて審査結果を共有する

ことで回答に替えることができるものとする。なお、検査対象軽自動車のみの委託を受ける

場合にあっては、その他適切な方法により回答するものとする。 
 
局長通達第８条 

・ 運輸支局長が申請を「承認」したときは、当該運輸支局長は、委託申請審査システムにて

「通知」を行うことにより、申請者に対してポータルサイトに登録されたメールアドレスに

委託書を添付したメールを送付するものとする。なお、委託書に記載する固有の委託番号

は、委託申請審査システムより自動的に払い出される番号とする。 
・ 運輸支局長は、検査対象軽自動車に係る申請が同時に行われた場合は、委託申請審査シス

テム上で軽自動車検査協会の審査結果を確認し、審査結果が「承認」となった場合は委託申

請審査システムを通じて委託書を交付するものとする。 
・ 既に特定変更記録事務の委託を受けている者又は軽自動車検査協会から特定記録等事務の

委託を受けている者から申請があった場合において、当該申請を受けた運輸支局長が申請を

承認したときは、当該運輸支局長は、委託申請審査システムを通じて当該記録等事務代行者

に申請内容を反映した委託書を交付するものとする。 
・ 委託書の交付は、申請を受理した日から概ね３０日程度で行うものとする。 

 
局長通達第１３条第２項及び第６項 
・ 本省は、委託申請審査システムより運輸支局長が作成した特定記録等事務代行者に関する

記録を収集し、特定記録等事務代行者の名称及び住所等を本省が管理するホームページに掲

載することとする。 
 
局長通達第１４条 
・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１３の規定による事業場の位置を変更しよ

うとするときは、概ね３０日前までにポータルサイトを通じて申請を行うものとする。 
・ 変更申請があったときは、運輸支局長は局長通達第５条第２項、第３項、第６条第１項

（２）、（３）、（４）及び第２項に準じて処理を行うものとする。 
・ 変更申請を承認したときは、運輸支局長は、委託申請審査システムに内容を登録し、当該

特定記録等事務代行者に承認内容を反映した委託書を交付するものとする。 
 
局長通達第１５条 
・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１４の規定による変更をしようとするとき

は、概ね７日前までにポータルサイトを通じて届出を行うものとする。 
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・ 運輸支局長は、当該届出を受理した場合は、申請者に対し、委託申請審査システムを通じ

て、ポータルサイトに登録されたメールアドレスに当該届出内容を反映した委託書を交付す

るものとする。 
 
局長通達第１６条 

・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１５の規定による委託業務の廃止をしよう

とするときは、概ね７日前までにポータルサイトを通じて届出を行うものとする。なお、当

該届出には委託業務の廃止日を入力するものとする。 
・ 運輸支局長は、当該届出を受理した場合は、申請者に対し、委託申請審査システムを通じ

て、ポータルサイトに登録されたメールアドレスに当該届出を受理した旨のメールを送付す

るものとする。 
・ 運輸支局長は、特定記録等事務代行者が入力した委託業務の廃止日が到来したことをもっ

て、当該特定記録等事務代行者が記録等事務代行アプリを使用することができないようにす

るものとする。 
 
 
（附則） 
局長通達第１３条第２項及び第６項関係 
 ・ 手続きをオンライン化するまでの間は、局長通達第１３条第２項及び第６項の規定を達

成するために本省は該当運輸支局長に対して、適宜該当する特定記録等事務代行者に関す

る記録の提出を求めるものとする。 
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満たしていると認めたときに軽自動車検査協会に対して行う通知は、委託申請審査システム

を通じた当該申請の「承認」をもってこれに替えるものとする。 
 
局長通達第６条第３項 
 ・ 局長通達第６条第１項（１）ウに該当する者であるかの問合せについて、検査対象軽自動

車に係る申請が同時に行われた場合は、委託申請審査システムを通じて審査結果を共有する

ことで回答に替えることができるものとする。なお、検査対象軽自動車のみの委託を受ける

場合にあっては、その他適切な方法により回答するものとする。 
 
局長通達第８条 
・ 運輸支局長が申請を「承認」したときは、当該運輸支局長は、委託申請審査システムにて

「通知」を行うことにより、申請者に対してポータルサイトに登録されたメールアドレスに

委託書を添付したメールを送付するものとする。なお、委託書に記載する固有の委託番号

は、委託申請審査システムより自動的に払い出される番号とする。 
・ 運輸支局長は、検査対象軽自動車に係る申請が同時に行われた場合は、委託申請審査シス

テム上で軽自動車検査協会の審査結果を確認し、審査結果が「承認」となった場合は委託申

請審査システムを通じて委託書を交付するものとする。 
・ 既に特定変更記録事務の委託を受けている者又は軽自動車検査協会から特定記録等事務の

委託を受けている者から申請があった場合において、当該申請を受けた運輸支局長が申請を

承認したときは、当該運輸支局長は、委託申請審査システムを通じて当該記録等事務代行者

に申請内容を反映した委託書を交付するものとする。 
・ 委託書の交付は、申請を受理した日から概ね３０日程度で行うものとする。 

 
局長通達第１３条第２項及び第６項 
・ 本省は、委託申請審査システムより運輸支局長が作成した特定記録等事務代行者に関する

記録を収集し、特定記録等事務代行者の名称及び住所等を本省が管理するホームページに掲

載することとする。 
 
局長通達第１４条 
・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１３の規定による事業場の位置を変更しよ

うとするときは、概ね３０日前までにポータルサイトを通じて申請を行うものとする。 
・ 変更申請があったときは、運輸支局長は局長通達第５条第２項、第３項、第６条第１項

（２）、（３）、（４）及び第２項に準じて処理を行うものとする。 
・ 変更申請を承認したときは、運輸支局長は、委託申請審査システムに内容を登録し、当該

特定記録等事務代行者に承認内容を反映した委託書を交付するものとする。 
 
局長通達第１５条 
・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１４の規定による変更をしようとするとき

は、概ね７日前までにポータルサイトを通じて届出を行うものとする。 
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特特定定記記録録等等事事務務代代行行制制度度ににおおけけるるオオンンラライインンででのの委委託託申申請請等等にに係係るる  
「「特特定定記記録録等等事事務務代代行行等等委委託託要要領領」」のの運運用用  
  

理事長通達第５条第１項 
・特定記録等事務の委託を受けようとする者は、委託申請等をオンラインにて処理するための

システム（「記録事務代行ポータルサイト」、以下「ポータルサイト」という。）により申請を

行うこととする。 
・登録自動車に係る事務の委託を受けようとする者が運輸支局長等に対して申請を行う際は、

検査対象軽自動車に係る事務の委託を同時に申請することができるものとする（以下「同時

申請」という。）。 
・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けようとする申請をした者は、当該申

請による委託を受けるまでの間は、特定変更記録事務の委託申請及び当該申請に含まれない

運輸支局長等に対して申請を行うことはできないものとする。 
 
理事長通達第５条第３項 

・既に特定変更記録事務の委託を受けている者又は運輸支局長等から特定記録等事務の委託を

受けている者が申請する場合、先に委託を受けた際に付与された委託番号をポータルサイト

の様式に入力するものとする。 
 

理事長通達第６条第１項 
・審査は、委託申請の承認・却下・補正指示等を行う専用の web サイト（以下「委託申請審査

システム」という。）において行うものとする。 
・同時申請が行われた場合は、運輸支局長等から委託申請審査システムを通じて審査結果が共

有される。 
・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けようとする申請者に対して補正を求

める場合、委託申請審査システムを通じて補正すべき理由を記載したうえで「補正指示」を

行うものとする。 
・同時申請において「補正指示」が必要な場合は、委託申請審査システムを通じて運輸支局長

等に「差戻し」するものとする。 
・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けようとする申請において、補正内容

を確認するとともに、当該補正が適切なものである場合は委託申請審査システムに内容を登

録し、申請者に対し、ポータルサイトに登録されたメールアドレスに委託書を添付したメー

ルを送付するものとする。 
・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けようとする申請については、申請者

から委託申請の取り下げや委託要件を満たしていないなどの理由により、当該申請について

委託しないことを決定した場合は、委託申請審査システム上で「却下」の処理を行うことと

する。 
 
 

別添 
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2022 軽検検第 196 号の 3 
令和 4 年 12 月 28 日 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿

軽自動車検査協会検査部長

（公印省略）

 
特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る 

「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 
 
 
令和５年１月以降の委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月

２０日付け２０２２軽検検第７４号、以下「理事長通達」という。）における「特定記録等事務」

について別添のとおり運用することとしましたので、傘下会員に周知をお願い致します。

なお、令和５年１月４日以降に提出される委託申請については本通達によるものとしますが、

令和５年１月４日までに提出された郵送等オンライン以外の方法による申請で手続きが完了に至

っていないもの及び令和５年１月時点においてオンライン化していない手続きについては当分の

間「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行

等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け２０２２軽検検第７５号、以下「書面申

請通達」という。）によることとします。

また、当該運用につきましては、各事務所長、各支所長及び各分室長並びに国土交通省自動車

局整備課長に別紙のとおり通知していることを申し添えます。
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(12)	特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る「特定記録等事

務代行等委託要領」の運用について
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特特定定記記録録等等事事務務代代行行制制度度ににおおけけるるオオンンラライインンででのの委委託託申申請請等等にに係係るる  
「「特特定定記記録録等等事事務務代代行行等等委委託託要要領領」」のの運運用用  
  

理事長通達第５条第１項 
・特定記録等事務の委託を受けようとする者は、委託申請等をオンラインにて処理するための

システム（「記録事務代行ポータルサイト」、以下「ポータルサイト」という。）により申請を

行うこととする。 
・登録自動車に係る事務の委託を受けようとする者が運輸支局長等に対して申請を行う際は、

検査対象軽自動車に係る事務の委託を同時に申請することができるものとする（以下「同時

申請」という。）。 
・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けようとする申請をした者は、当該申

請による委託を受けるまでの間は、特定変更記録事務の委託申請及び当該申請に含まれない

運輸支局長等に対して申請を行うことはできないものとする。 
 
理事長通達第５条第３項 

・既に特定変更記録事務の委託を受けている者又は運輸支局長等から特定記録等事務の委託を

受けている者が申請する場合、先に委託を受けた際に付与された委託番号をポータルサイト

の様式に入力するものとする。 
 

理事長通達第６条第１項 
・審査は、委託申請の承認・却下・補正指示等を行う専用の web サイト（以下「委託申請審査

システム」という。）において行うものとする。 
・同時申請が行われた場合は、運輸支局長等から委託申請審査システムを通じて審査結果が共

有される。 
・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けようとする申請者に対して補正を求

める場合、委託申請審査システムを通じて補正すべき理由を記載したうえで「補正指示」を

行うものとする。 
・同時申請において「補正指示」が必要な場合は、委託申請審査システムを通じて運輸支局長

等に「差戻し」するものとする。 
・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けようとする申請において、補正内容

を確認するとともに、当該補正が適切なものである場合は委託申請審査システムに内容を登

録し、申請者に対し、ポータルサイトに登録されたメールアドレスに委託書を添付したメー

ルを送付するものとする。 
・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けようとする申請については、申請者

から委託申請の取り下げや委託要件を満たしていないなどの理由により、当該申請について

委託しないことを決定した場合は、委託申請審査システム上で「却下」の処理を行うことと

する。 
 
 

別添 
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2022 軽検検第 196 号の 3 
令和 4 年 12 月 28 日 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿

軽自動車検査協会検査部長

（公印省略）

 
特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る 

「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 
 
 
令和５年１月以降の委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月

２０日付け２０２２軽検検第７４号、以下「理事長通達」という。）における「特定記録等事務」

について別添のとおり運用することとしましたので、傘下会員に周知をお願い致します。

なお、令和５年１月４日以降に提出される委託申請については本通達によるものとしますが、

令和５年１月４日までに提出された郵送等オンライン以外の方法による申請で手続きが完了に至

っていないもの及び令和５年１月時点においてオンライン化していない手続きについては当分の

間「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行

等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け２０２２軽検検第７５号、以下「書面申

請通達」という。）によることとします。

また、当該運用につきましては、各事務所長、各支所長及び各分室長並びに国土交通省自動車

局整備課長に別紙のとおり通知していることを申し添えます。
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理事長通達第１５条 
・特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１５の規定による委託業務の廃止をしようと

するときは、概ね７日前までにポータルサイトを通じて届出を行うものとする。なお、当該

届出には委託業務の廃止日を入力するものとする。 
・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けている記録等事務代行者から当該届

出を受理した場合は、届出者に対し、委託申請審査システムを通じて、ポータルサイトに登

録されたメールアドレスに当該届出を受理した旨のメールを送付するものとする。 
・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けている特定記録等事務代行者が入力

した委託業務の廃止日が到来したことをもって、当該特定記録等事務代行者が記録等事務代

行アプリを使用することができないよう委託申請審査システムにおいて所要の措置を講じる

ものとする。 
 

（ 附 則 ） 
理事長通達第１２条関係 

・手続きをオンライン化するまでの間は、検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を

受けている記録等事務代行者から施行規則第４９条の１３の規定による変更の申請があり承

認したとき、第４９条の１４の規定による変更の届出があったとき、第４９条の１５の規定

による廃止の届出があったとき又は第４９条の１６の規定による委託の解除を行ったときは、

理事長通達第１２条第２項及び第３項の規定を達成するために、申請、届出又は解除を行っ

た特定記録等事務代行者の記録を国土交通省へ提出するものとする。 
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理事長通達第６条第２項 
・同時申請が行われた場合に理事長通達同条第 1 項の要件を全て満たしていると認めたときに

運輸支局長等に対して行う通知は、委託申請審査システムを通じた当該申請の「承認」をも

ってこれに替えるものとする。 
 
理事長通達第６条第３項 
・同時申請が行われ運輸支局長等からの委託申請審査システムを通じた審査結果が共有された

場合、同条第１項（１）ウに該当する者として取り扱うものとする。なお、検査対象軽自動

車に係る特定記録等事務のみ委託を受けようとする申請にあっては、その他適切な方法によ

り運輸支局長等へ問い合わせることとする。 
 
理事長通達第８条 

・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けようとする申請がなされ、これを「承

認」したときは、委託申請審査システムにて「通知」を行うとともに、申請者に対してポー

タルサイトに登録されたメールアドレスに委託書を添付したメールを送付するものとする。

なお、委託書に記載する固有の委託番号は、委託申請審査システムより自動的に払い出され

る番号とする。 
・既に運輸支局長等より特定記録等事務の委託を受けている者又は既に特定変更記録事務の委

託を受けている者から申請があった場合において、これを「承認」したときは、委託申請審

査システムを通じて当該記録等事務代行者に申請内容を反映した委託書を交付するものとす

る。 
・委託書の交付は、申請を受理した日から概ね３０日程度で行うものとする。 

 
理事長通達第１３条 

・特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１３の規定による事業場の位置を変更しよう

とするときは、概ね３０日前までにポータルサイトを通じて申請を行うものとする。 
・変更申請があったときは、理事長通達第５条第２項、第３項、第６条第１項（２）、（３）、（４）

及び第２項に準じて処理を行うものとする。 
・変更申請を承認したときは、委託申請審査システムに内容を登録し、当該記録等事務代行者

に変更承認書を交付するものとする。 
 
理事長通達第１４条 

・特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１４の規定による変更をしようとするときは、

概ね７日前までにポータルサイトを通じて届出を行うものとする。 
・当該届出を受理した場合は、申請者に対し、委託申請審査システムを通じて、ポータルサイ

トに登録されたメールアドレスに当該届出内容を反映した委託書を交付するものとする。 
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理事長通達第１５条 
・特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１５の規定による委託業務の廃止をしようと

するときは、概ね７日前までにポータルサイトを通じて届出を行うものとする。なお、当該

届出には委託業務の廃止日を入力するものとする。 
・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けている記録等事務代行者から当該届

出を受理した場合は、届出者に対し、委託申請審査システムを通じて、ポータルサイトに登

録されたメールアドレスに当該届出を受理した旨のメールを送付するものとする。 
・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けている特定記録等事務代行者が入力

した委託業務の廃止日が到来したことをもって、当該特定記録等事務代行者が記録等事務代

行アプリを使用することができないよう委託申請審査システムにおいて所要の措置を講じる

ものとする。 
 

（ 附 則 ） 
理事長通達第１２条関係 

・手続きをオンライン化するまでの間は、検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を

受けている記録等事務代行者から施行規則第４９条の１３の規定による変更の申請があり承

認したとき、第４９条の１４の規定による変更の届出があったとき、第４９条の１５の規定

による廃止の届出があったとき又は第４９条の１６の規定による委託の解除を行ったときは、

理事長通達第１２条第２項及び第３項の規定を達成するために、申請、届出又は解除を行っ

た特定記録等事務代行者の記録を国土交通省へ提出するものとする。 
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理事長通達第６条第２項 
・同時申請が行われた場合に理事長通達同条第 1 項の要件を全て満たしていると認めたときに

運輸支局長等に対して行う通知は、委託申請審査システムを通じた当該申請の「承認」をも

ってこれに替えるものとする。 
 
理事長通達第６条第３項 
・同時申請が行われ運輸支局長等からの委託申請審査システムを通じた審査結果が共有された

場合、同条第１項（１）ウに該当する者として取り扱うものとする。なお、検査対象軽自動

車に係る特定記録等事務のみ委託を受けようとする申請にあっては、その他適切な方法によ

り運輸支局長等へ問い合わせることとする。 
 
理事長通達第８条 
・検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けようとする申請がなされ、これを「承

認」したときは、委託申請審査システムにて「通知」を行うとともに、申請者に対してポー

タルサイトに登録されたメールアドレスに委託書を添付したメールを送付するものとする。

なお、委託書に記載する固有の委託番号は、委託申請審査システムより自動的に払い出され

る番号とする。 
・既に運輸支局長等より特定記録等事務の委託を受けている者又は既に特定変更記録事務の委

託を受けている者から申請があった場合において、これを「承認」したときは、委託申請審

査システムを通じて当該記録等事務代行者に申請内容を反映した委託書を交付するものとす

る。 
・委託書の交付は、申請を受理した日から概ね３０日程度で行うものとする。 

 
理事長通達第１３条 

・特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１３の規定による事業場の位置を変更しよう

とするときは、概ね３０日前までにポータルサイトを通じて申請を行うものとする。 
・変更申請があったときは、理事長通達第５条第２項、第３項、第６条第１項（２）、（３）、（４）

及び第２項に準じて処理を行うものとする。 
・変更申請を承認したときは、委託申請審査システムに内容を登録し、当該記録等事務代行者

に変更承認書を交付するものとする。 
 
理事長通達第１４条 

・特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１４の規定による変更をしようとするときは、

概ね７日前までにポータルサイトを通じて届出を行うものとする。 
・当該届出を受理した場合は、申請者に対し、委託申請審査システムを通じて、ポータルサイ

トに登録されたメールアドレスに当該届出内容を反映した委託書を交付するものとする。 
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2022 軽検検第 196 号の 2 
令和 4 年 12 月 28 日 

国土交通省自動車局整備課長 殿

軽自動車検査協会検査部長

（公印省略）  
 

特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 

 
 
令和５年１月以降の委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月

２０日付け２０２２軽検検第７４号、以下「理事長通達」という。）における「特定記録等事務」

について別添のとおり運用することとしましたので、報告いたします。

なお、令和５年１月４日以降に提出される委託申請については本通達によるものとしますが、

令和５年１月４日までに提出された郵送等オンライン以外の方法による申請で手続きが完了に至

っていないもの及び令和５年１月時点においてオンライン化していない手続きについては当分の

間「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行

等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け２０２２軽検検第７５号、以下「書面申

請通達」という。）によることとします。 
また、当該運用につきましては、各事務所長、各支所長及び各分室長並びに関係団体に別紙の

とおり通知していることを申し添えます。 
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2022軽検検第 196号 
令和 4 年 12 月 28 日 

 
 

各事務所 長 殿 
各 支 所 長 殿 
各 分 室 長 殿 

 
 

検 査 部 長 
 
 

特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 

 
 
令和５年１月以降の委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月

２０日付け２０２２軽検検第７４号、以下「理事長通達」という。）における「特定記録等事務」

について別添のとおり運用することとするので、留意されたい。 
なお、令和５年１月４日以降に提出される委託申請については本通達によるものとするが、令

和５年１月４日までに提出された郵送等オンライン以外の方法による申請で手続きが完了に至っ

ていないもの及び令和５年１月時点においてオンライン化していない手続きについては当分の間

「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行等

委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け２０２２軽検検第７５号、以下「書面申請

通達」という。）によることとする。 
また、当該運用については、国土交通省自動車局整備課長、日本行政書士会連合会会長、一般

社団法人日本自動車整備振興会連合会会長、一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長及び一

般社団法人全国軽自動車協会連合会会長あて、別紙のとおり通知したので申し添える。 
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2022 軽検検第 196 号の 2 
令和 4 年 12 月 28 日 

国土交通省自動車局整備課長 殿

軽自動車検査協会検査部長

（公印省略）  
 

特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 

 
 
令和５年１月以降の委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月

２０日付け２０２２軽検検第７４号、以下「理事長通達」という。）における「特定記録等事務」

について別添のとおり運用することとしましたので、報告いたします。

なお、令和５年１月４日以降に提出される委託申請については本通達によるものとしますが、

令和５年１月４日までに提出された郵送等オンライン以外の方法による申請で手続きが完了に至

っていないもの及び令和５年１月時点においてオンライン化していない手続きについては当分の

間「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行

等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け２０２２軽検検第７５号、以下「書面申

請通達」という。）によることとします。 
また、当該運用につきましては、各事務所長、各支所長及び各分室長並びに関係団体に別紙の

とおり通知していることを申し添えます。 
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2022軽検検第 196号 
令和 4 年 12 月 28 日 

 
 

各事務所 長 殿 
各 支 所 長 殿 
各 分 室 長 殿 

 
 

検 査 部 長 
 
 

特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について 

 
 
令和５年１月以降の委託申請等については、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月

２０日付け２０２２軽検検第７４号、以下「理事長通達」という。）における「特定記録等事務」

について別添のとおり運用することとするので、留意されたい。 
なお、令和５年１月４日以降に提出される委託申請については本通達によるものとするが、令

和５年１月４日までに提出された郵送等オンライン以外の方法による申請で手続きが完了に至っ

ていないもの及び令和５年１月時点においてオンライン化していない手続きについては当分の間

「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行等

委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け２０２２軽検検第７５号、以下「書面申請

通達」という。）によることとする。 
また、当該運用については、国土交通省自動車局整備課長、日本行政書士会連合会会長、一般

社団法人日本自動車整備振興会連合会会長、一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長及び一

般社団法人全国軽自動車協会連合会会長あて、別紙のとおり通知したので申し添える。 
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国 自 整 第 ２ ０ ９ 号 

令和４年１２月２６日 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

自動車局整備課長 

 

特定記録等事務代行制度における検査標章に係る取扱いについて 
 
 
道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第１４号）に基づく準備行為のため

定められた、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月２０日付け国自情第４４号・

国自整第５０号、以下「局長通達」という。）第１１条及び第１２条に係る特定記録等事務

代行者が行う検査標章の交付事務に係る取扱いについて、以下のとおり運用することとす

るので、留意されたい。 

なお、本件については、軽自動車検査協会検査部長、日本行政書士会連合会会長、一般社

団法人日本自動車整備振興会連合会会長、一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長及

び一般社団法人全国軽自動車協会連合会会長あて、別添のとおり通知したので申し添える。 

  

【別紙】

- 160 -

 

国自整第２０９号の３ 

令和４年１２月２６日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 

特定記録等事務代行制度における検査標章に係る取扱いについて 
 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第１４号）に基づく準備行為のた

め定められた、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月２０日付け国自情第４４

号・国自整第５０号、以下「局長通達」という。）第１１条及び第１２条に係る特定記録

等事務代行者が行う検査標章の交付事務に係る取扱いについて、別添のとおり運用するこ

ととしましたので、傘下会員に周知をお願い致します。 

なお、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部長

及び軽自動車検査協会検査部長に別紙のとおり通知していることを申し添えます。  
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国 自 整 第 ２ ０ ９ 号 

令和４年１２月２６日 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

自動車局整備課長 

 

特定記録等事務代行制度における検査標章に係る取扱いについて 
 
 
道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第１４号）に基づく準備行為のため

定められた、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月２０日付け国自情第４４号・

国自整第５０号、以下「局長通達」という。）第１１条及び第１２条に係る特定記録等事務

代行者が行う検査標章の交付事務に係る取扱いについて、以下のとおり運用することとす

るので、留意されたい。 

なお、本件については、軽自動車検査協会検査部長、日本行政書士会連合会会長、一般社

団法人日本自動車整備振興会連合会会長、一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長及

び一般社団法人全国軽自動車協会連合会会長あて、別添のとおり通知したので申し添える。 

  

【別紙】

- 160 -

 

国自整第２０９号の３ 

令和４年１２月２６日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 

特定記録等事務代行制度における検査標章に係る取扱いについて 
 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第１４号）に基づく準備行為のた

め定められた、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月２０日付け国自情第４４

号・国自整第５０号、以下「局長通達」という。）第１１条及び第１２条に係る特定記録

等事務代行者が行う検査標章の交付事務に係る取扱いについて、別添のとおり運用するこ

ととしましたので、傘下会員に周知をお願い致します。 

なお、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部長

及び軽自動車検査協会検査部長に別紙のとおり通知していることを申し添えます。  
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特特定定記記録録等等事事務務代代行行制制度度ににおおけけるる検検査査標標章章にに係係るる取取扱扱いい  

 

 

1. 検査標章の配付及び受領 

（１）特定記録等事務代行者は、検査標章配付申請書兼受領書（別記様式１）に申請年月

日、申請者名、配付希望枚数等の必要事項を記入し、委託を受けた運輸支局長に提出

しなければならない。この場合において、施行規則第４９条の４第１項第１号の申請

を行う自動車検査登録事務所に提出することができるものとする。いずれにおいて

も提出先は１か所とする。なお、検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を

受けている特定記録等事務代行者においては、事業場の所在地を管轄する運輸支局

又は自動車検査登録事務所に提出しなければならない。 

申請の際は、委託書の写し及び検査標章授受出納簿（事業者用）（別記様式２）の

写し（初回申請時を除く）を提示するものとする。 

（２）運輸支局長は、特定記録等事務代行者から検査標章配付申請書兼受領書の提出があ

った場合は、次に掲げる確認等を行い、内容が適切な場合は申請書の余白部分に受付

日付印を押印した上で、検査標章を配付することとする。なお、自動車検査登録事務

所に検査標章配付申請書兼受領書が提出された場合は、自動車検査登録事務所にお

いて、同様の確認等を行い、内容が適切な場合は検査標章を配付することとする。 

特定記録等事務の委託を受けて初めて提出された申請については、次に掲げる確

認事項にかかわらず、当分の間、配付枚数は原則一律１００枚とする。この場合、希

望枚数算出根拠の記載は不要とする。 

イ 特定記録等事務代行者から提出された検査標章配付申請書兼受領書に記載の不

備等がないか確認すること。 

ロ 希望枚数算出根拠が適切であるかを確認し、希望枚数を配付すること。希望枚数

算出根拠が不適切であることが判明したときは、配付しないものとする。この場合

において、希望枚数が当該事業場の前年度同時期における３ヶ月間の継続検査業

務量に１．１を乗じた値（１００未満切り上げ）を超える場合（直近３ヶ月の間に

複数回申請があった場合は、その配付枚数を含めて判断するものとする。）又は前

回配付した検査標章の使用実績を３ヶ月間の使用枚数に換算した値に１．１を乗

じた値（１００未満切り上げ）を超える場合は、希望枚数算出根拠が不適切である

ものとして補正を求めるものとする。ただし、個別の状況を鑑み、適切に算出でき

ると認められる別の方法が示された場合は、当該算出方法により判断しても差し

支えない。なお、前年度の実績が無い場合や事業規模の変更等により、業務量の変

化が見込まれる場合等は、使用予測枚数及びその理由を記載させるものとする。検

査標章を配付する枚数は、在庫状況や申請者の残枚数を考慮し、調整することがで

きる。 
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国自整第２０９号の２ 

令和４年１２月２６日 

 

 

軽自動車検査協会検査部長 殿 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 

特定記録等事務代行制度における検査標章に係る取扱いについて 
 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第１４号）に基づく準備行為のた

め定められた、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月２０日付け国自情第４４

号・国自整第５０号、以下「局長通達」という。）第１１条及び第１２条に係る特定記録

等事務代行者が行う検査標章の交付事務に係る取扱いについて、別添のとおり運用するこ

ととしましたので、了知願います。 

なお、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部

長及び関係団体に別紙のとおり通知していることを申し添えます。 

  

【別紙】
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特特定定記記録録等等事事務務代代行行制制度度ににおおけけるる検検査査標標章章にに係係るる取取扱扱いい  

 

 

1. 検査標章の配付及び受領 

（１）特定記録等事務代行者は、検査標章配付申請書兼受領書（別記様式１）に申請年月

日、申請者名、配付希望枚数等の必要事項を記入し、委託を受けた運輸支局長に提出

しなければならない。この場合において、施行規則第４９条の４第１項第１号の申請

を行う自動車検査登録事務所に提出することができるものとする。いずれにおいて

も提出先は１か所とする。なお、検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を

受けている特定記録等事務代行者においては、事業場の所在地を管轄する運輸支局

又は自動車検査登録事務所に提出しなければならない。 

申請の際は、委託書の写し及び検査標章授受出納簿（事業者用）（別記様式２）の

写し（初回申請時を除く）を提示するものとする。 

（２）運輸支局長は、特定記録等事務代行者から検査標章配付申請書兼受領書の提出があ

った場合は、次に掲げる確認等を行い、内容が適切な場合は申請書の余白部分に受付

日付印を押印した上で、検査標章を配付することとする。なお、自動車検査登録事務

所に検査標章配付申請書兼受領書が提出された場合は、自動車検査登録事務所にお

いて、同様の確認等を行い、内容が適切な場合は検査標章を配付することとする。 

特定記録等事務の委託を受けて初めて提出された申請については、次に掲げる確

認事項にかかわらず、当分の間、配付枚数は原則一律１００枚とする。この場合、希

望枚数算出根拠の記載は不要とする。 

イ 特定記録等事務代行者から提出された検査標章配付申請書兼受領書に記載の不

備等がないか確認すること。 

ロ 希望枚数算出根拠が適切であるかを確認し、希望枚数を配付すること。希望枚数

算出根拠が不適切であることが判明したときは、配付しないものとする。この場合

において、希望枚数が当該事業場の前年度同時期における３ヶ月間の継続検査業

務量に１．１を乗じた値（１００未満切り上げ）を超える場合（直近３ヶ月の間に

複数回申請があった場合は、その配付枚数を含めて判断するものとする。）又は前

回配付した検査標章の使用実績を３ヶ月間の使用枚数に換算した値に１．１を乗

じた値（１００未満切り上げ）を超える場合は、希望枚数算出根拠が不適切である

ものとして補正を求めるものとする。ただし、個別の状況を鑑み、適切に算出でき

ると認められる別の方法が示された場合は、当該算出方法により判断しても差し

支えない。なお、前年度の実績が無い場合や事業規模の変更等により、業務量の変

化が見込まれる場合等は、使用予測枚数及びその理由を記載させるものとする。検

査標章を配付する枚数は、在庫状況や申請者の残枚数を考慮し、調整することがで

きる。 
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国自整第２０９号の２ 

令和４年１２月２６日 

 

 

軽自動車検査協会検査部長 殿 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 

特定記録等事務代行制度における検査標章に係る取扱いについて 
 

 

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第１４号）に基づく準備行為のた

め定められた、「特定記録等事務代行等委託要領」（令和４年５月２０日付け国自情第４４

号・国自整第５０号、以下「局長通達」という。）第１１条及び第１２条に係る特定記録

等事務代行者が行う検査標章の交付事務に係る取扱いについて、別添のとおり運用するこ

ととしましたので、了知願います。 

なお、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部

長及び関係団体に別紙のとおり通知していることを申し添えます。 
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務の委託を受けた運輸支局長に届け出なければならない。この場合において、検査対

象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けている特定記録等事務代行者にあ

っては、軽自動車検査協会に届け出なければならない。 

（２）特定記録等事務代行者は、印刷前の検査標章で不良のものがあった場合は、受領し

た運輸支局又は自動車検査登録事務所に返納しなければならない。 

（３）運輸支局長は、返納された検査標章を確認し、検査標章授受出納簿（運輸支局用）

に必要事項を記入すること。同様の不良の形態が頻発している場合は本省に報告す

ることとする。なお、自動車検査登録事務所に返納された場合も同様の扱いとし、同

様の不良の形態が頻発している場合は運輸支局長に報告することとする。本省に報

告する必要がないと判断した検査標章については、運輸支局又は自動車検査登録事

務所においてさい断、せん孔等再使用を防止する措置を講じて廃棄するものとする。 

 

5. 保存期間 

（１）特定記録等事務代行者は、作成した検査標章授受出納簿（事業者用）を記録した日

から３年を経過した日の属する年度の末日まで保存しなければならない。 

（２）運輸支局長は、作成した検査標章授受出納簿（運輸支局用）を記録した日から３年

を経過した日の属する年度の末日まで保存しなければならない。自動車検査登録事

務所で作成した検査標章授受出納簿（運輸支局用）については、自動車検査登録事務

所において同様に保存するものとする。 

（３）運輸支局長は、提出があった検査標章配付申請書兼受領書を提出された日の属する

年度の翌年度の末日まで保存しなければならない。自動車検査登録事務所に提出が

あった検査標章配付申請書兼受領書については、自動車検査登録事務所において同

様に保存するものとする。 
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（３）検査標章を受領した者は、検査標章配付申請書兼受領書の受領者氏名欄に記名しな

ければならない。 

 

2. 検査標章の管理 

（１）運輸支局長は、特定記録等事務代行者に、検査標章授受出納簿（事業者用）を作成

させ、検査標章の出納状況を明らかにさせることとする。作成に当たっては、受入れ、

交付、き損、紛失等出納事由を明らかにさせるものとする。 

（２）特定記録等事務責任者は、検査標章を受領した際は、直ちに受領した検査標章の数

量等を確認し、検査標章授受出納簿（事業者用）に必要事項を記入しなければならな

い。この場合において、受領した単位に応じて、箱又は束ごとに付された番号を記入

することとしても差し支えない。 

・大箱番号の例：ＬＸＸ００００１ 

・小箱番号の例：ＳＸＸ００００１ 

・束番号の例：ＴＸＸ０００００１ 

・検査標章番号の例：ＸＸ０００００００１ 

※Ｘは西暦の下二桁 

（３）運輸支局長は、「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）（昭和３６年１１

月２５日付け自車第８８０号）」別添「自動車検査業務実施要領」６－１に規定され

ている検査標章授受出納簿以外に特定記録等事務代行者に係る検査標章授受出納簿

（運輸支局用）（別記様式３）を作成し、検査標章の出納状況を明確に記録しておか

なければならない。受入欄の記入については、特定記録等事務代行者から検査標章の

返納があった場合に行うするものとする。なお、自動車検査登録事務所で配付等を行

った場合は、自動車検査登録事務所において検査標章授受出納簿（運輸支局用）を作

成し、同様に扱うものとする。 

（４）運輸支局長は、自動車検査登録事務所に対し、（３）に規定する方法により記録し

た出納状況を検査標章納入予定月の前月１０日までに報告させるものとする。 

 

3. 検査標章の保管等 

（１）特定記録等事務責任者は、事業場において紛失、盗難等がないように厳重に検査標

章を保管しなければならない。 

（２）特定記録等事務代行者は、き損した検査標章を検査標章授受出納簿（事業者用）と

ともに保存しなければならない。 

 

4. 各種届出等 

（１）特定記録等事務代行者は、検査標章を紛失したときは、直ちにその年月日、枚数及

び理由その他必要事項を検査標章紛失届出書（別記様式４）に記入し、特定記録等事
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務の委託を受けた運輸支局長に届け出なければならない。この場合において、検査対

象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委託を受けている特定記録等事務代行者にあ

っては、軽自動車検査協会に届け出なければならない。 

（２）特定記録等事務代行者は、印刷前の検査標章で不良のものがあった場合は、受領し

た運輸支局又は自動車検査登録事務所に返納しなければならない。 

（３）運輸支局長は、返納された検査標章を確認し、検査標章授受出納簿（運輸支局用）

に必要事項を記入すること。同様の不良の形態が頻発している場合は本省に報告す

ることとする。なお、自動車検査登録事務所に返納された場合も同様の扱いとし、同

様の不良の形態が頻発している場合は運輸支局長に報告することとする。本省に報

告する必要がないと判断した検査標章については、運輸支局又は自動車検査登録事

務所においてさい断、せん孔等再使用を防止する措置を講じて廃棄するものとする。 

 

5. 保存期間 

（１）特定記録等事務代行者は、作成した検査標章授受出納簿（事業者用）を記録した日

から３年を経過した日の属する年度の末日まで保存しなければならない。 

（２）運輸支局長は、作成した検査標章授受出納簿（運輸支局用）を記録した日から３年

を経過した日の属する年度の末日まで保存しなければならない。自動車検査登録事

務所で作成した検査標章授受出納簿（運輸支局用）については、自動車検査登録事務

所において同様に保存するものとする。 

（３）運輸支局長は、提出があった検査標章配付申請書兼受領書を提出された日の属する

年度の翌年度の末日まで保存しなければならない。自動車検査登録事務所に提出が

あった検査標章配付申請書兼受領書については、自動車検査登録事務所において同

様に保存するものとする。 
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（３）検査標章を受領した者は、検査標章配付申請書兼受領書の受領者氏名欄に記名しな

ければならない。 

 

2. 検査標章の管理 

（１）運輸支局長は、特定記録等事務代行者に、検査標章授受出納簿（事業者用）を作成

させ、検査標章の出納状況を明らかにさせることとする。作成に当たっては、受入れ、

交付、き損、紛失等出納事由を明らかにさせるものとする。 

（２）特定記録等事務責任者は、検査標章を受領した際は、直ちに受領した検査標章の数

量等を確認し、検査標章授受出納簿（事業者用）に必要事項を記入しなければならな

い。この場合において、受領した単位に応じて、箱又は束ごとに付された番号を記入

することとしても差し支えない。 

・大箱番号の例：ＬＸＸ００００１ 

・小箱番号の例：ＳＸＸ００００１ 

・束番号の例：ＴＸＸ０００００１ 

・検査標章番号の例：ＸＸ０００００００１ 

※Ｘは西暦の下二桁 

（３）運輸支局長は、「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）（昭和３６年１１

月２５日付け自車第８８０号）」別添「自動車検査業務実施要領」６－１に規定され

ている検査標章授受出納簿以外に特定記録等事務代行者に係る検査標章授受出納簿

（運輸支局用）（別記様式３）を作成し、検査標章の出納状況を明確に記録しておか

なければならない。受入欄の記入については、特定記録等事務代行者から検査標章の

返納があった場合に行うするものとする。なお、自動車検査登録事務所で配付等を行

った場合は、自動車検査登録事務所において検査標章授受出納簿（運輸支局用）を作

成し、同様に扱うものとする。 

（４）運輸支局長は、自動車検査登録事務所に対し、（３）に規定する方法により記録し

た出納状況を検査標章納入予定月の前月１０日までに報告させるものとする。 

 

3. 検査標章の保管等 

（１）特定記録等事務責任者は、事業場において紛失、盗難等がないように厳重に検査標

章を保管しなければならない。 

（２）特定記録等事務代行者は、き損した検査標章を検査標章授受出納簿（事業者用）と

ともに保存しなければならない。 

 

4. 各種届出等 

（１）特定記録等事務代行者は、検査標章を紛失したときは、直ちにその年月日、枚数及

び理由その他必要事項を検査標章紛失届出書（別記様式４）に記入し、特定記録等事
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国自整第２１０号の３ 
令和４年１２月２６日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 
国土交通省自動車局整備課長 

 
「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る 

「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について」の一部改正について 
 
 
今般、「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事

務代行等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第５２号）の一部を別紙

新旧対照表のとおり改正しましたので、傘下会員に周知をお願い致します。 
なお、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部長及び

軽自動車検査協会検査部長に別紙のとおり通知していることを申し添えます。 

  

- 166 -

附則（令和４年１２月２６日 国自整第２０９号） 

１．本取扱いは、令和４年１２月２７日から施行する。ただし、別記様式１については、

令和５年１月３１日までの間、令和４年１２月２６日付け、国自整第２１０号による

改正前の「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特

定記録等事務代行等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第

５２号）に規定する別記様式３に必要事項を追記したものを使用してもよい。 

２．検査対象軽自動車のみの委託を受けた特定記録等事務代行者については、令和５年

１１月３０日までの間、本取扱いは適用しない。 
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国自整第２１０号の３ 
令和４年１２月２６日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 
国土交通省自動車局整備課長 

 
「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る 

「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について」の一部改正について 
 
 
今般、「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事

務代行等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第５２号）の一部を別紙

新旧対照表のとおり改正しましたので、傘下会員に周知をお願い致します。 
なお、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部長及び

軽自動車検査協会検査部長に別紙のとおり通知していることを申し添えます。 

  

- 166 -

附則（令和４年１２月２６日 国自整第２０９号） 

１．本取扱いは、令和４年１２月２７日から施行する。ただし、別記様式１については、

令和５年１月３１日までの間、令和４年１２月２６日付け、国自整第２１０号による

改正前の「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特

定記録等事務代行等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第

５２号）に規定する別記様式３に必要事項を追記したものを使用してもよい。 

２．検査対象軽自動車のみの委託を受けた特定記録等事務代行者については、令和５年

１１月３０日までの間、本取扱いは適用しない。 

- 165 -

(14)	「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録

等事務代行等委託要領」の運用について」の一部改正について
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国自整第２１０号の２ 
令和４年１２月２６日 

 
 
軽自動車検査協会検査部長 殿 
 

国土交通省自動車局整備課長 
 

「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について」の一部改正について 

 
 
今般、「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事

務代行等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第５２号）の一部を別紙

新旧対照表のとおり改正しましたので、了知願います。 
なお、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部長及び

関係団体に別紙のとおり通知していることを申し添えます。 

  

- 168 -

      

   

 
国自整第２１０号 

令和４年１２月２６日 
 
 
各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 
沖縄総合事務局運輸部長 殿 
 

自動車局整備課長 
 

「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について」の一部改正について 

 
 
今般、「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事

務代行等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第５２号）の一部を別紙

新旧対照表のとおり改正したので了知されたい。 
なお、軽自動車検査協会検査部長、日本行政書士会連合会会長、一般社団法人日本自動車整備

振興会連合会会長、一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長及び一般社団法人全国軽自動車

協会連合会会長あて、別添のとおり通知したので申し添える。 
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国自整第２１０号の２ 
令和４年１２月２６日 

 
 
軽自動車検査協会検査部長 殿 
 

国土交通省自動車局整備課長 
 

「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について」の一部改正について 

 
 
今般、「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事

務代行等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第５２号）の一部を別紙

新旧対照表のとおり改正しましたので、了知願います。 
なお、本件につきましては、各地方運輸局自動車技術安全部長、沖縄総合事務局運輸部長及び

関係団体に別紙のとおり通知していることを申し添えます。 

  

- 168 -

      

   

 
国自整第２１０号 

令和４年１２月２６日 
 
 
各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 
沖縄総合事務局運輸部長 殿 
 

自動車局整備課長 
 

「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る 
「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について」の一部改正について 

 
 
今般、「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事

務代行等委託要領」の運用について」（令和４年５月２０日付け国自整第５２号）の一部を別紙

新旧対照表のとおり改正したので了知されたい。 
なお、軽自動車検査協会検査部長、日本行政書士会連合会会長、一般社団法人日本自動車整備

振興会連合会会長、一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長及び一般社団法人全国軽自動車

協会連合会会長あて、別添のとおり通知したので申し添える。 
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算出根拠が不適切であるものとして補正を求めるものとする。なお、

前年度の実績が無い場合や事業規模の変更等により、業務量の変化が

見込まれる場合等は、使用予測枚数及びその理由を記載させるものと

する。検査標章を配付する枚数は、在庫状況や申請者の残枚数を考慮

し、調整することができる。 
三 検査標章授受出納簿（運輸支局用）（別記様式５）に必要事項を記

入すること。 
・ 運輸支局長は、自動車検査登録事務所において検査標章を特定記録等

事務代行者に配付することを妨げないものとする。この場合、配付の申

請を行う特定記録等事務代行者は、検査標章配付申請書兼受領書を施

行規則第４９条の４第１項第１号の申請を行う自動車検査登録事務所

１か所に提出しなければならない。なお、検査対象軽自動車に係る特定

記録等事務のみ委託を受けている特定記録等事務代行者においては、

事業場の所在地を管轄する自動車検査登録事務所に提出しなければな

らない。 
・ 特定記録等事務代行者は、検査標章を紛失したときは、直ちに、その

年月日、枚数及び理由その他必要事項を検査標章紛失届出書（別記様式

６）に記入し、特定記録等事務の委託を受けた運輸支局長に届け出なけ

ればならない。この場合において、検査対象軽自動車に係る特定記録等

事務のみ委託を受けている特定記録等事務代行者にあっては、軽自動

車検査協会に届け出なければならない。 
・ 特定記録等事務代行者は、き損した検査標章を検査標章授受出納簿

（事業者用）とともに保存し、印刷前の検査標章で不良のものがあった

場合は運輸支局長に返納しなければならない。 
・ 運輸支局長は、提出があった検査標章配付申請書兼受領書を提出され

た日の属する年度の翌年度の末日まで保存しなければならない。 
・ 運輸支局長は、返納された検査標章を確認し、同様の不良の形態が頻

発している場合は本省に報告することとする。なお、本省に報告する必

要がないと判断した検査標章については、運輸支局において適切に廃

棄するものとする。 
  

局長通達第１２条 （削除）  

  

局長通達第１２条 

・ 運輸支局長は、「自動車検査業務実施要領について（依命通達）（昭

和３６年１１月２５日付け自車第８８０号）」別添「自動車検査業務

実施要領」６－１に規定されている検査標章授受出納簿以外に特定記

録等事務代行者に係る検査標章授受出納簿（運輸支局用）を作成し、

検査標章の出納状況を明確に記録しておかなければならない。 

-
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7
0
 -

 

別 紙 

 

「特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について」 

（令和４年５月 20 日国自整第 52 号）の一部を改正する通達 新旧対照表 

令和４年５月 20 日付け国自整第 52 号  

改正 令和４年 12 月 26 日付け国自整第 210 号  

新 旧 

特特定定記記録録等等事事務務代代行行制制度度ににおおけけるる準準備備行行為為期期間間中中のの委委託託申申請請等等にに係係るる  
「「特特定定記記録録等等事事務務代代行行等等委委託託要要領領」」のの運運用用  

  

 

局長通達第５条～局長通達第８条 （略） 

 

局長通達第１１条 （削除） 

特特定定記記録録等等事事務務代代行行制制度度ににおおけけるる準準備備行行為為期期間間中中のの委委託託申申請請等等にに係係るる  
「「特特定定記記録録等等事事務務代代行行等等委委託託要要領領」」のの運運用用  

  

  

局長通達第５条～局長通達第８条 （略）  

  

局長通達第１１条 

・ 特定記録等事務代行者は、検査標章配付申請書兼受領書（別記様式３）

に申請年月日、申請者名、配付希望枚数等の必要事項を記入し、委託を

受けた運輸支局長に提出しなければならない。その際、委託書の写し及

び検査標章授受出納簿（事業者用）の写し（初回申請時を除く）を提示

するものとする。なお、検査対象軽自動車に係る特定記録等事務のみ委

託を受けている特定記録等事務代行者においては、事業場の所在地を

管轄する運輸支局長に提出しなければならない。 
・ 特定記録等事務代行者は、検査標章を受領した場合は、検査標章配付

申請書兼受領書（別記様式）の受領者氏名欄に記名しなければならな

い。特定記録等事務責任者は、受領した検査標章の数量等を確認し、検

査標章授受出納簿（事業者用）（別記様式４）に必要事項を記入したう

えで、事業場において紛失、盗難等がないように厳重に保管しなければ

ならない。 
・ 運輸支局長は、検査標章を特定記録等事務代行者に配付する際は、次

に掲げる確認等を行うこととする。 
一 特定記録等事務代行者から提出された検査標章配付申請書兼受領

書に記載の不備等がないか確認すること。 
二 希望枚数算出根拠が適切であるかを確認し、希望枚数を配付するこ

と。希望枚数算出根拠が不適切であることが判明したときは、配付し

ないものとする。この場合において、希望枚数が当該事業場の前年度

同時期における３ヶ月間の継続検査業務量に１．１を乗じた値（１０

０未満切り上げ）を超える場合（直近３ヶ月の間に複数回申請があっ 

  た場合は、その配付枚数を含めて判断するものとする。）は、希望枚数

-
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6
9
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局長通達第１５条 
・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１４の規定による変

更をしようとするときは、概ね７日前までに別記様式４により届出を

行うものとする。 
  

局長通達第１５条 
・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１４の規定による変

更をしようとするときは、概ね７日前までに別記様式８により届出を

行うものとする。 
 

局長通達第１６条 
・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１５の規定による委

託業務の廃止をしようとするときは、概ね７日前までに別記様式６に

より届出を行うものとする。 
  

局長通達第１６条 
・ 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１５の規定による委

託業務の廃止をしようとするときは、概ね７日前までに別記様式１０

により届出を行うものとする。 
  

（添付資料１）～（添付資料２） （略） （添付資料１）～（添付資料２） （略） 

（別記様式１）～（別記様式２） （略） （別記様式１）～（別記様式２） （略） 

（削除） （別記様式３）～（別記様式６） 

（別記様式３） 

（別記様式４） 

（別記様式５） 

（別記様式６） 

 

 

（附則） 
本改正規定は、令和４年１２月２７日から施行する。 

 

（別記様式７） 

（別記様式８） 

（別記様式９） 

（別記様式１０） 

 

-
 1

7
2
 -

 

・ 運輸支局長は、自動車検査登録事務所に対し、前項に規定する方法

により記録させ、検査標章納入予定月の前月１０日までに出納状況を

報告させるものとする。 
・ 運輸支局長は、返納された検査標章の枚数を検査標章授受出納簿

（運輸支局用）に記入すること。 
・ 運輸支局長は、特定記録等事務代行者に、検査標章授受出納簿（事業

者用）を作成させ、検査標章の出納状況を明らかにさせることとし、作

成に当たっては、受入れ、交付、き損、紛失等出納事由を明らかにさせ

るものとする。 
・ 特定記録等事務代行者は、作成した検査標章授受出納簿（事業者用）

を記録した日の属する年度の翌々年度の末日まで保存しなければなら

ない。 
  

局長通達第１３条 
・ 運輸支局長は、令和４年１２月２日までに委託した特定記録等事務

代行者に係る施行規則第４９条の５第２項の各号に定める事項の他、

委託番号、電話番号を別記様式３の報告様式に記載のうえ令和４年１

２月９日までに本省に報告するものとする。 
   また、令和４年１２月３日以降、書面による申請により委託した特

定記録等事務代行者については、令和５年１月３１日までに別記様式

３により報告するものとする。 
・ 運輸支局長は、施行規則第４９条の１３及び第４９条の１４に規定

する変更があった場合は、当該変更後の内容を報告様式に記載し、令

和４年１２月９日又は令和５年１月３１日のうち先に到来する日まで

に本省に報告するものとする。 
・ 令和４年１２月９日までに本省に報告があったものについては、本

省は令和５年１月４日から記録等事務代行アプリを使用できるように

所要の作業を行う。また、令和５年１月３１日までに本省に報告があ

ったものについては、令和５年２月２０日から記録等事務代行アプリ

を使用できるように本省において所要の作業を行う。 
  

局長通達第１３条 
・ 運輸支局長は、令和４年１２月２日までに委託した特定記録等事務

代行者に係る施行規則第４９条の５第２項の各号に定める事項の他、

委託番号、電話番号を別記様式７の報告様式に記載のうえ令和４年１

２月９日までに本省に報告するものとする。 
   また、令和４年１２月３日以降、書面による申請により委託した特

定記録等事務代行者については、令和５年１月３１日までに別記様式

７により報告するものとする。 
・ 運輸支局長は、施行規則第４９条の１３及び第４９条の１４に規定

する変更があった場合は、当該変更後の内容を報告様式に記載し、令

和４年１２月９日又は令和５年１月３１日のうち先に到来する日まで

に本省に報告するものとする。 
・ 令和４年１２月９日までに本省に報告があったものについては、本

省は令和５年１月４日から記録等事務代行アプリを使用できるように

所要の作業を行う。また、令和５年１月３１日までに本省に報告があ

ったものについては、令和５年２月２０日から記録等事務代行アプリ

を使用できるように本省において所要の作業を行う。 
  

局長通達第１４条 
・ 特定記録等事務代行者は、事業場の位置を変更しようとするとき

は、概ね３０日前までに別記様式４により申請を行うものとする。 
・ 運輸支局長は、変更申請があったときは、局長通達第４条及び第５

条の運用に準じて処理を行うものとし、承認後は特定記録等事務代行

者に対し変更承認書（別記様式５）を交付するものとする。 

局長通達第１４条 
・ 特定記録等事務代行者は、事業場の位置を変更しようとするとき

は、概ね３０日前までに別記様式８により申請を行うものとする。 
・ 運輸支局長は、変更申請があったときは、局長通達第４条及び第５

条の運用に準じて処理を行うものとし、承認後は特定記録等事務代行

者に対し変更承認書（別記様式９）を交付するものとする。 

-
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1
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 国 自 情 第 ２ ４ ６ 号 

国 自 整 第 ２ ０ ２ 号 

                             令和４年１２月２８日  

  

  

各 地 方 運 輸 局 長 殿 

内閣府沖縄総合事務局長 殿 

 

 

自 動 車 局 長 

 

 

「自動車登録業務等実施要領の制定について」の一部改正について 

 

 

標記について、令和５年１月からの自動車検査証の電子化、キャッシュレス決済の導

入に伴う改正及び、運用変更に伴う窓口での取扱いを考慮して、「自動車登録業務等実

施要領の制定について」（平成１８年１月３０日付け国自管第１６６号、国自整第２３

２号）を別添のとおり一部改正することとしたので、了知されたい。 

 本通達は令和５年１月１日から施行する。 
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別添

 

 

国 自 情 第 ２ ４ ６ 号  

国 自 整 第 ２ ０ ２ 号  

                             令和４年１２月２８日  

  

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

自 動 車 局 長  

 

 

「自動車登録業務等実施要領の制定について」の一部改正について 

 

 

標記について、別添のとおり地方運輸局等に通知しましたので、ご了知いただきます

とともに、傘下会員への周知方よろしくお願いします。 
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 国 自 情 第 ２ ４ ６ 号 

国 自 整 第 ２ ０ ２ 号 

                             令和４年１２月２８日  

  

  

各 地 方 運 輸 局 長 殿 

内閣府沖縄総合事務局長 殿 

 

 

自 動 車 局 長 

 

 

「自動車登録業務等実施要領の制定について」の一部改正について 

 

 

標記について、令和５年１月からの自動車検査証の電子化、キャッシュレス決済の導

入に伴う改正及び、運用変更に伴う窓口での取扱いを考慮して、「自動車登録業務等実

施要領の制定について」（平成１８年１月３０日付け国自管第１６６号、国自整第２３

２号）を別添のとおり一部改正することとしたので、了知されたい。 

 本通達は令和５年１月１日から施行する。 
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別添

 

 

国 自 情 第 ２ ４ ６ 号  

国 自 整 第 ２ ０ ２ 号  

                             令和４年１２月２８日  

  

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

自 動 車 局 長  

 

 

「自動車登録業務等実施要領の制定について」の一部改正について 

 

 

標記について、別添のとおり地方運輸局等に通知しましたので、ご了知いただきます

とともに、傘下会員への周知方よろしくお願いします。 
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【別添改正溶け込み】 
 

 

簿謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面） 

⑥ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受

けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有しているこ

と、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外

国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国

において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面

と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登

録する 

          なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳

した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

    （ｇ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

        ① 実印を押印 

（ｈ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（ｉ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場

合に限り必要） 

① 使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

（ｊ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異

なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

    ① 使用者が個人の場合 

     ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認

できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか

（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

    ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以

外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関

発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課

税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行

されてから３ヶ月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（ｋ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車

若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一で

ある自動車の場合には不要） 

 

      ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行した
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【別添改正溶け込み】 
 

 

自動車登録業務等実施要領 

 

Ⅰ．登録自動車 

 

１．新規登録又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請 

 １－１．新車（初めて自動車検査証の交付を受ける自動車） 

（１）型式指定自動車の場合 

  （ア）提出書類 

    （ａ）新規登録申請書（新規検査及び自動車検査証交付申請書） 

               又は（自動車検査証交付申請書） 

        ① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

    （ｂ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

    （ｃ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャッシュレスの場合はその 

旨記載） 

    （ｄ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

① 譲渡人は実印を押印 

② 譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要 

    （ｅ）完成検査終了証（電子情報） 

① 発行されてから９ヶ月以内のもの 

② 完成検査終了証の有効期限切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のあ

る自動車検査票又は有効な自動車予備検査証 

    （ｆ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記

簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付 

③ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使

館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサ

イン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

          ④ 申請人(所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍

の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権

者のうち１名の発行されてから３ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、

未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書

に代えて住民票を添付 

⑤ 登録令第 14条第１項第 2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面（民法

108 条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。な

お、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記
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【別添改正溶け込み】 
 

 

簿謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面） 

⑥ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受

けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有しているこ

と、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外

国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国

において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面

と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登

録する 

          なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳

した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

    （ｇ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

        ① 実印を押印 

（ｈ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（ｉ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場

合に限り必要） 

① 使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

（ｊ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異

なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

    ① 使用者が個人の場合 

     ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認

できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか

（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

    ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以

外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関

発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課

税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行

されてから３ヶ月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（ｋ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車

若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一で

ある自動車の場合には不要） 

 

      ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行した
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【別添改正溶け込み】 
 

 

自動車登録業務等実施要領 

 

Ⅰ．登録自動車 

 

１．新規登録又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請 

 １－１．新車（初めて自動車検査証の交付を受ける自動車） 

（１）型式指定自動車の場合 

  （ア）提出書類 

    （ａ）新規登録申請書（新規検査及び自動車検査証交付申請書） 

               又は（自動車検査証交付申請書） 

        ① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

    （ｂ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

    （ｃ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャッシュレスの場合はその 

旨記載） 

    （ｄ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

① 譲渡人は実印を押印 

② 譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要 

    （ｅ）完成検査終了証（電子情報） 

① 発行されてから９ヶ月以内のもの 

② 完成検査終了証の有効期限切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のあ

る自動車検査票又は有効な自動車予備検査証 

    （ｆ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記

簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付 

③ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使

館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサ

イン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

          ④ 申請人(所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍

の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権

者のうち１名の発行されてから３ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、

未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書

に代えて住民票を添付 

⑤ 登録令第 14条第１項第 2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面（民法

108 条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。な

お、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記
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【別添改正溶け込み】 
 

 

館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサ

イン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

        ④ 申請人(所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍

の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権

者のうち１名の発行されてから３ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、

未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書

に代えて住民票を添付 

⑤ 登録令第 14条第１項第 2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面（民法

108 条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。な

お、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記

簿謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面） 

⑥ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受

けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有しているこ

と、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外

国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国

において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面

と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登

録する 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳

した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

    （ｆ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

① 実印を押印 

    （ｇ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要）     

（ｈ）輸入の事実を証明する書面（輸入自動車の場合に限り必要） 

   次のうちのいずれかのもの 

 ○自動車通関証明書 

○排出ガス検査終了証（電子情報） 

（予備検査の申請の際に提出した場合にはその写し） 

○輸入自動車特別取扱届出済書（予備検査の申請の際に提出した場合にはその

写し） 

    （ｉ）保安基準に適合していることが確認できる書面 

       次のうちのいずれかのもの 

○合格印のある自動車検査票 

○有効な自動車予備検査証 

    （ｊ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場

合に限り必要） 
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【別添改正溶け込み】 
 

 

もので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以

内のもの） 

        ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行

されてから 3 ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確

認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいず

れか（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

        ③ 各書面は写しで可とする 

    （ｌ）再資源化等預託金（リサイクル料金）の預託がされていること 

（ｍ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

  ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実

施事業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

    （ｎ）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等  

     

  （イ）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

    （ａ）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

 

（２）型式指定自動車以外の場合 

  （ア）提出書類 

    （ａ）新規登録申請書（新規検査及び自動車検査証交付申請書） 

               又は（自動車検査証交付申請書） 

        ① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

    （ｂ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

    （ｃ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書 

（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

    （ｄ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

① 譲渡人は実印を押印 

② 譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要 

    （ｅ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記

簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付 

③ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使
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【別添改正溶け込み】 
 

 

館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサ

イン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

        ④ 申請人(所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍

の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権

者のうち１名の発行されてから３ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、

未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書

に代えて住民票を添付 

⑤ 登録令第 14条第１項第 2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面（民法

108 条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。な

お、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記

簿謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面） 

⑥ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受

けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有しているこ

と、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外

国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国

において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面

と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登

録する 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳

した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

    （ｆ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

① 実印を押印 

    （ｇ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要）     

（ｈ）輸入の事実を証明する書面（輸入自動車の場合に限り必要） 

   次のうちのいずれかのもの 

 ○自動車通関証明書 

○排出ガス検査終了証（電子情報） 

（予備検査の申請の際に提出した場合にはその写し） 

○輸入自動車特別取扱届出済書（予備検査の申請の際に提出した場合にはその

写し） 

    （ｉ）保安基準に適合していることが確認できる書面 

       次のうちのいずれかのもの 

○合格印のある自動車検査票 

○有効な自動車予備検査証 

    （ｊ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場

合に限り必要） 
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【別添改正溶け込み】 
 

 

もので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以

内のもの） 

        ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行

されてから 3 ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確

認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいず

れか（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

        ③ 各書面は写しで可とする 

    （ｌ）再資源化等預託金（リサイクル料金）の預託がされていること 

（ｍ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

  ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実

施事業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

    （ｎ）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等  

     

  （イ）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

    （ａ）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

 

（２）型式指定自動車以外の場合 

  （ア）提出書類 

    （ａ）新規登録申請書（新規検査及び自動車検査証交付申請書） 

               又は（自動車検査証交付申請書） 

        ① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

    （ｂ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

    （ｃ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書 

（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

    （ｄ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

① 譲渡人は実印を押印 

② 譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要 

    （ｅ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記

簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付 

③ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使
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【別添改正溶け込み】 
 

 6

    （ｏ）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

 

  （イ）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

    （ａ）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

 

 

１－２．中古車（初めて自動車検査証の交付を受けるものでない自動車） 

 （１）提出書類 

  （ア）新規登録申請書（新規検査及び自動車検査証交付申請書） 

             又は（自動車検査証交付申請書）   

      ① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

 （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャッシュレスの場合はその旨記 

載） 

  （エ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

① 譲渡人は実印を押印 

      ② 譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要 

  （オ）登録識別情報等通知書 

     ただし、平成２０年１１月３日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受け

ていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書 

  （カ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

     ② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄

(抄)本又は登記事項証明書を添付 

③ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使館又

は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明

書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

④ 申請人(所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全

部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者のうち

１名の発行されてから３ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年者で

印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票

を添付 

⑤ 登録令第 14条第１項第 2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面（民法 108

条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。なお、利益

相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿謄(抄)本又
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【別添改正溶け込み】 
 

 5

① 使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

（ｋ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異

なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

    ① 使用者が個人の場合 

      ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確

認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいず

れか（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

    ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店

以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的

機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）

（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（ｌ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車

若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一

である自動車の場合には不要） 

     ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したも

ので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内の

もの） 

        ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行さ

れてから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認

できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか

（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

        ③ 各書面は写しで可とする 

     （ｍ）再資源化等預託金（リサイクル料金）の預託がされていること 

（ｎ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必

要） 

   ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式

実施事業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 
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【別添改正溶け込み】 
 

 6

    （ｏ）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

 

  （イ）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

    （ａ）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

 

 

１－２．中古車（初めて自動車検査証の交付を受けるものでない自動車） 

 （１）提出書類 

  （ア）新規登録申請書（新規検査及び自動車検査証交付申請書） 

             又は（自動車検査証交付申請書）   

      ① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

 （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャッシュレスの場合はその旨記 

載） 

  （エ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

① 譲渡人は実印を押印 

      ② 譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要 

  （オ）登録識別情報等通知書 

     ただし、平成２０年１１月３日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受け

ていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書 

  （カ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

     ② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄

(抄)本又は登記事項証明書を添付 

③ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使館又

は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明

書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

④ 申請人(所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全

部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者のうち

１名の発行されてから３ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年者で

印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票

を添付 

⑤ 登録令第 14条第１項第 2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面（民法 108

条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。なお、利益

相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿謄(抄)本又
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 5

① 使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

（ｋ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異

なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

    ① 使用者が個人の場合 

      ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確

認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいず

れか（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

    ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店

以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的

機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）

（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（ｌ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車

若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一

である自動車の場合には不要） 

     ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したも

ので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内の

もの） 

        ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行さ

れてから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認

できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか

（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

        ③ 各書面は写しで可とする 

     （ｍ）再資源化等預託金（リサイクル料金）の預託がされていること 

（ｎ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必

要） 

   ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式

実施事業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 
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くは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動

車の場合には不要） 

   ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもの

で氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

      ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行され

てから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公

的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる

課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行され

てから３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（ス）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事 

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （セ）その他 

①希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

 

 （２）提示書類 

  （ア）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書（登録情報処理機関に電磁的に提供されている

場合は不要） 

 

 

２．変更登録・自動車検査証変更記録の申請 

２－１．構造等変更検査を伴わない場合 

（１）提出書類 

  （ア）変更登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

① 登録識別情報の通知を受けている所有者が、氏名又は名称若しくは住所の変更を

行う場合に、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記

入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）原因を証する書面等 

      ① 所有者又は使用者が個人の場合で住所の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票。

- 182 -

【別添改正溶け込み】 
 

 

は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面） 

⑥ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受ける

ことができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人

を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証

明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を

有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者

のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する 

        なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した

者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

（キ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

（ク）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （ケ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に

限り必要） 

① 使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

（コ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる

場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

   ① 使用者が個人の場合 

    ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行さ

れてから３ヶ月以内のもの） 

   ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外

で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の

事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、

電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（サ）保安基準に適合していることが確認できる書面 

次のうちいずれかのもの 

① 合格印のある自動車検査票 

   ② 有効な自動車予備検査証 

      ③ 乗用車で保安基準適合証の交付を受けた自動車にあっては有効な保安基準適合

証 

       （シ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車若し
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くは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動

車の場合には不要） 

   ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもの

で氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

      ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行され

てから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公

的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる

課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行され

てから３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（ス）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事 

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （セ）その他 

①希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

 

 （２）提示書類 

  （ア）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書（登録情報処理機関に電磁的に提供されている

場合は不要） 

 

 

２．変更登録・自動車検査証変更記録の申請 

２－１．構造等変更検査を伴わない場合 

（１）提出書類 

  （ア）変更登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

① 登録識別情報の通知を受けている所有者が、氏名又は名称若しくは住所の変更を

行う場合に、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記

入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）原因を証する書面等 

      ① 所有者又は使用者が個人の場合で住所の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票。
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は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面） 

⑥ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受ける

ことができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人

を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証

明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を

有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者

のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する 

        なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した

者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

（キ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

（ク）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （ケ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に

限り必要） 

① 使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

（コ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる

場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

   ① 使用者が個人の場合 

    ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行さ

れてから３ヶ月以内のもの） 

   ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外

で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の

事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、

電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（サ）保安基準に適合していることが確認できる書面 

次のうちいずれかのもの 

① 合格印のある自動車検査票 

   ② 有効な自動車予備検査証 

      ③ 乗用車で保安基準適合証の交付を受けた自動車にあっては有効な保安基準適合

証 

       （シ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車若し
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   ① 旧使用者のものは不要 

   ② 登録識別情報の通知を受けている所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみ

を行う場合であって、引き続き登録識別情報の通知を希望する場合は不要。 

（カ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

  ① 新使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

③ 使用者変更の場合は、使用の本拠の位置が変わるものと考えられることから変更

登録は必要であるが、新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、

自動車保管場所証明書の添付を要しない。 

     ④ 変更の原因が住居表示の変更のみの場合は不要 

（キ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる

場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

  ① 使用者が個人の場合 

    ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発

行されてから３ヶ月以内のもの） 

  ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外

で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行

の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明

書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてか

ら３ヶ月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

  （ク）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

登録識別情報の通知を受けている所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみを行

う場合であって、引き続き登録識別情報の通知を希望する場合は不要 

（ケ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （コ）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 
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なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証

明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要 

      ② 所有者が個人の場合で氏名の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍

謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票 

③ 所有者又は使用者が法人の場合で住所の変更の場合 

         ・発行されてから３ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業

登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつな

がりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事

項証明書も必要 

      ④ 所有者が法人の場合で名称の変更の場合（合併・分割を除く） 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商

業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

⑤ 住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・個人･･･市区町村の発行した住居表示の変更の証明書 

・法人･･･商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行し

た住居表示の変更の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促

した上で受理する。 

⑥ 使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車

若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要） 

     ○個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したも

ので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のも

の） 

       ○法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行さ

れてから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発

行されてから３ヶ月以内のもの） 

⑦ 上記の各書面は、所有者にかかるものは原本を提出、使用者にかかるものは写し

で可とする。市区町村の発行した住居表示の変更の証明書は写しで可とする 

（エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要。ただし使用者の住所の変更の

原因が住居表示の変更の場合は不要） 

  （オ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 
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   ① 旧使用者のものは不要 

   ② 登録識別情報の通知を受けている所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみ

を行う場合であって、引き続き登録識別情報の通知を希望する場合は不要。 

（カ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

  ① 新使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

③ 使用者変更の場合は、使用の本拠の位置が変わるものと考えられることから変更

登録は必要であるが、新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、

自動車保管場所証明書の添付を要しない。 

     ④ 変更の原因が住居表示の変更のみの場合は不要 

（キ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる

場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

  ① 使用者が個人の場合 

    ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発

行されてから３ヶ月以内のもの） 

  ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外

で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行

の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明

書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてか

ら３ヶ月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

  （ク）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

登録識別情報の通知を受けている所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみを行

う場合であって、引き続き登録識別情報の通知を希望する場合は不要 

（ケ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （コ）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 
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なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証

明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要 

      ② 所有者が個人の場合で氏名の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍

謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票 

③ 所有者又は使用者が法人の場合で住所の変更の場合 

         ・発行されてから３ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業

登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつな

がりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事

項証明書も必要 

      ④ 所有者が法人の場合で名称の変更の場合（合併・分割を除く） 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商

業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

⑤ 住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・個人･･･市区町村の発行した住居表示の変更の証明書 

・法人･･･商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行し

た住居表示の変更の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促

した上で受理する。 

⑥ 使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車

若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要） 

     ○個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したも

ので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のも

の） 

       ○法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行さ

れてから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発

行されてから３ヶ月以内のもの） 

⑦ 上記の各書面は、所有者にかかるものは原本を提出、使用者にかかるものは写し

で可とする。市区町村の発行した住居表示の変更の証明書は写しで可とする 

（エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要。ただし使用者の住所の変更の

原因が住居表示の変更の場合は不要） 

  （オ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 
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 （１）提出書類 

  （ア）移転登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

① 新旧所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載）（登

録権利者が国等の場合の手数料は無料） 

  （ウ）譲渡証明書 

① 譲渡人は実印を押印 

  （エ）新旧所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(新旧所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記

簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付 

     ③ 旧所有者が海外へ転出し印鑑(登録)証明書が発行されない場合は、自動車検査証

住所から海外転出までの住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の

附票」及び在外日本大使館、領事館及び外国官憲が証明したもので氏名及び住所

が記載されたサイン証明、拇印証明書等であれば印鑑証明書と見なす 

④ 申請人(新旧所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使

館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン

証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

      ⑤ 申請人(新旧所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍

の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者の

うち１名の発行されてから３ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年

者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住

民票を添付 

⑥ 登録令第 14 条第１項第 2 号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面（民法 108

条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。 

      なお、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿

謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面） 

⑦ 申請者(旧所有者)が破産管財人による場合は裁判所の許可証（写しでも可）。車両

価格１００万円以下である場合は当該価格が確認できる査定証又は査定価格を確

認できる資料の写し等若しくは破産管財人の申立書（申請した自動車は破産法第７

８条第２項に規定する裁判所の許可を受けている旨又は破産法第７８条第３項に

該当し裁判所の許可が必要ない旨を記載）を添付 

⑧ 新所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることが
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※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、所有者の氏名又は名称若しくは住所

に変更があれば登録識別情報の提供が必要。 

 

 

２－２．構造等変更検査を伴う場合 

（１）提出書類 

  （ア）変更登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

① 登録識別情報の通知を受けている所有者が、氏名又は名称若しくは住所の変更を

行う場合に、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記

入が必要 

（イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

（ウ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャシュレスの場合はその旨の記

載） 

（エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

  （オ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （カ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

  （キ）合格印のある自動車検査票 

  （ク）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

（２）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

  （ア）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

  （イ）自動車納税証明書 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、所有者の氏名又は名称若しくは住所

に変更があれば登録識別情報の提供が必要。 

 

 

３．移転登録・自動車検査証変更記録の申請 

 ３－１．売買等によるもの 
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 （１）提出書類 

  （ア）移転登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

① 新旧所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載）（登

録権利者が国等の場合の手数料は無料） 

  （ウ）譲渡証明書 

① 譲渡人は実印を押印 

  （エ）新旧所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(新旧所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記

簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付 

     ③ 旧所有者が海外へ転出し印鑑(登録)証明書が発行されない場合は、自動車検査証

住所から海外転出までの住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の

附票」及び在外日本大使館、領事館及び外国官憲が証明したもので氏名及び住所

が記載されたサイン証明、拇印証明書等であれば印鑑証明書と見なす 

④ 申請人(新旧所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使

館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン

証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

      ⑤ 申請人(新旧所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍

の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者の

うち１名の発行されてから３ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年

者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住

民票を添付 

⑥ 登録令第 14 条第１項第 2 号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面（民法 108

条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。 

      なお、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿

謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面） 

⑦ 申請者(旧所有者)が破産管財人による場合は裁判所の許可証（写しでも可）。車両

価格１００万円以下である場合は当該価格が確認できる査定証又は査定価格を確

認できる資料の写し等若しくは破産管財人の申立書（申請した自動車は破産法第７

８条第２項に規定する裁判所の許可を受けている旨又は破産法第７８条第３項に

該当し裁判所の許可が必要ない旨を記載）を添付 

⑧ 新所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることが
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※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、所有者の氏名又は名称若しくは住所

に変更があれば登録識別情報の提供が必要。 

 

 

２－２．構造等変更検査を伴う場合 

（１）提出書類 

  （ア）変更登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

① 登録識別情報の通知を受けている所有者が、氏名又は名称若しくは住所の変更を

行う場合に、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記

入が必要 

（イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

（ウ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャシュレスの場合はその旨の記

載） 

（エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

  （オ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （カ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

  （キ）合格印のある自動車検査票 

  （ク）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

（２）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

  （ア）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

  （イ）自動車納税証明書 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、所有者の氏名又は名称若しくは住所

に変更があれば登録識別情報の提供が必要。 

 

 

３．移転登録・自動車検査証変更記録の申請 

 ３－１．売買等によるもの 
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されてから３ヶ月以内のもの） 

  ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外

で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の

事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、

電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（ケ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車若し

くは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は新所有者と新使用者が同一であ

る自動車の場合には不要） 

    ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したも

ので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のも

の） 

      ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行さ

れてから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発

行されてから３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（コ）自動車検査証 

       ① 有効期間のあること（抹消登録と同時申請の場合を除く） 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場

合は不要 

  （サ）旧所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面（旧

所有者の氏名又は名称、若しくは住所に変更がある場合） 

① 旧所有者が個人の場合で住所の変更があった場合 

                   ・住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍の附票 

      ② 旧所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合 

・氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書

若しくは住民票 

③ 旧所有者が法人の場合で住所の変更があった場合 
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できない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表す

る権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書

面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨

及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン

証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。 

 なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した

者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

⑨ 旧所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることが

できない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表す

る権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書

面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨

及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン

証明書」を添付する。 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳し 

た者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

  （オ）新旧所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

（カ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

           ① 旧使用者のものは不要 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は

不要 

  （キ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

           ① 新使用者のもの 

②  証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

③ 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書を省略する場合は

従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要（書

面としては「（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面」に準ずるものとする） 

④ 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明

書の添付を要しない。 

（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が変更になり使用者の住

所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

  ① 使用者が個人の場合 

    ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行
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されてから３ヶ月以内のもの） 

  ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外

で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の

事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、

電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（ケ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車若し

くは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は新所有者と新使用者が同一であ

る自動車の場合には不要） 

    ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したも

ので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のも

の） 

      ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行さ

れてから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発

行されてから３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（コ）自動車検査証 

       ① 有効期間のあること（抹消登録と同時申請の場合を除く） 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場

合は不要 

  （サ）旧所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面（旧

所有者の氏名又は名称、若しくは住所に変更がある場合） 

① 旧所有者が個人の場合で住所の変更があった場合 

                   ・住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍の附票 

      ② 旧所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合 

・氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書

若しくは住民票 

③ 旧所有者が法人の場合で住所の変更があった場合 
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できない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表す

る権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書

面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨

及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン

証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。 

 なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した

者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

⑨ 旧所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることが

できない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表す

る権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書

面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨

及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン

証明書」を添付する。 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳し 

た者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

  （オ）新旧所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

（カ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

           ① 旧使用者のものは不要 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は

不要 

  （キ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

           ① 新使用者のもの 

②  証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

③ 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書を省略する場合は

従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要（書

面としては「（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面」に準ずるものとする） 

④ 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明

書の添付を要しない。 

（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が変更になり使用者の住

所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

  ① 使用者が個人の場合 

    ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行
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④ 遺言書情報証明書 

⑤ 遺産分割に関する審判書（確定証明書付） 

      ⑥ 判決謄本（確定証明書付） 

      ⑦ 申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議成立申立書（申請人である相

続人が、相続する自動車の価格が 100 万円以下であることを確認できる査定証又

は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限る） 

      ・民法の規定に基づく遺産分割協議が成立したこと及びその年月日を記載 

      ・申立書による申請の同意を得ていること及びその年月日を記載 

  （エ）戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書又は法定相続情報証明書〔（ウ）のうち①を添付し

た申請にあっては被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と相続人全員の関係が全

て証明できるもの。②③⑤⑥を添付した申請にあっては被相続人の死亡が確認できる

もの。⑦を添付した申請にあっては被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と申請

人である相続人の関係が証明できるもの。〕 

  （オ）新所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

      ② 申請人(新所有者)が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印

鑑(登録)証明書に代えて発行されてから３ヶ月以内の住民票を添付 

  （カ）新所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

（キ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

           ① 旧使用者のものは不要 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は

不要 

  （ク）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

  ① 新使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

③ 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書を省略する場合は

従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要（書

面としては「（ケ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面」に準ずるものとする） 

④ 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明

書の添付を要しない。 

（ケ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が変更になり使用者の住

所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

   ① 使用者が個人の場合 
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            ・住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明

書 

      ④ 旧所有者が法人の場合で名称の変更があった場合（合併・分割を除く） 

・名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

⑤ 旧所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・個人･･･市区町村の発行した住居表示の変更の証明書 

・法人･･･商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証

明書 

⑥ 上記の各書面は原本を提出するものとし、市区町村の発行した住居表示の変更の

証明書は写しで可とする 

（シ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

    ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （ス）その他の必要書類 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

 

３－２．相続によるもの 

３－２－１．単独相続（相続人のうち一人が相続する場合） 

 （１）提出書類 

  （ア）移転登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

      ① 新所有者が直接申請する場合は実印を押印 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）次のうち、いずれかのもの 

      ① 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書 

      ② 遺言書（公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの） 

③ 遺産分割に関する調停調書 
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④ 遺言書情報証明書 

⑤ 遺産分割に関する審判書（確定証明書付） 

      ⑥ 判決謄本（確定証明書付） 

      ⑦ 申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議成立申立書（申請人である相

続人が、相続する自動車の価格が 100 万円以下であることを確認できる査定証又

は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限る） 

      ・民法の規定に基づく遺産分割協議が成立したこと及びその年月日を記載 

      ・申立書による申請の同意を得ていること及びその年月日を記載 

  （エ）戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書又は法定相続情報証明書〔（ウ）のうち①を添付し

た申請にあっては被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と相続人全員の関係が全

て証明できるもの。②③⑤⑥を添付した申請にあっては被相続人の死亡が確認できる

もの。⑦を添付した申請にあっては被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と申請

人である相続人の関係が証明できるもの。〕 

  （オ）新所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

      ② 申請人(新所有者)が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印

鑑(登録)証明書に代えて発行されてから３ヶ月以内の住民票を添付 

  （カ）新所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

（キ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

           ① 旧使用者のものは不要 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は

不要 

  （ク）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

  ① 新使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

③ 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書を省略する場合は

従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要（書

面としては「（ケ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面」に準ずるものとする） 

④ 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明

書の添付を要しない。 

（ケ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が変更になり使用者の住

所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

   ① 使用者が個人の場合 
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            ・住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明

書 

      ④ 旧所有者が法人の場合で名称の変更があった場合（合併・分割を除く） 

・名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

⑤ 旧所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・個人･･･市区町村の発行した住居表示の変更の証明書 

・法人･･･商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証

明書 

⑥ 上記の各書面は原本を提出するものとし、市区町村の発行した住居表示の変更の

証明書は写しで可とする 

（シ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

    ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （ス）その他の必要書類 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

 

３－２．相続によるもの 

３－２－１．単独相続（相続人のうち一人が相続する場合） 

 （１）提出書類 

  （ア）移転登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

      ① 新所有者が直接申請する場合は実印を押印 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）次のうち、いずれかのもの 

      ① 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書 

      ② 遺言書（公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの） 

③ 遺産分割に関する調停調書 
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載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

３－２－２．共同相続 

 （１）提出書類 

（ア）移転登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

      ① 新所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書又は法定相続情報証明書（被相続人の死亡が確認

でき、且つ被相続人と申請人の相続関係が全て証明できるもの） 

  （エ）新所有者（相続人）全員の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代

えて発行されてから３ヶ月以内の住民票を添付 

  （オ）新所有者（相続人）全員の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

（カ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

   ① 旧使用者のものは不要 

  （キ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

  ① 新使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

③ 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書を省略する場合は

従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要（書

面としては「（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面」に準ずるものとする） 

④ 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書

の添付を要しない。 

（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる

場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

  ① 使用者が個人の場合 

   ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行さ

れてから３ヶ月以内のもの） 
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      ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行さ

れてから３ヶ月以内のもの） 

   ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外

で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の

事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、

電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（コ）使用者の住所を証するに足りる書面（自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は

新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要） 

    ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもの

で氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

      ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行され

てから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公

的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる

課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行され

てから３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（サ）自動車検査証 

① 有効期間のあること（抹消登録と同時申請の場合を除く） 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場

合は不要 

（シ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

    ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実 

施事業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （ス）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記
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載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

３－２－２．共同相続 

 （１）提出書類 

（ア）移転登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

      ① 新所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書又は法定相続情報証明書（被相続人の死亡が確認

でき、且つ被相続人と申請人の相続関係が全て証明できるもの） 

  （エ）新所有者（相続人）全員の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代

えて発行されてから３ヶ月以内の住民票を添付 

  （オ）新所有者（相続人）全員の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

（カ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

   ① 旧使用者のものは不要 

  （キ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

  ① 新使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

③ 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書を省略する場合は

従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要（書

面としては「（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面」に準ずるものとする） 

④ 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書

の添付を要しない。 

（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる

場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

  ① 使用者が個人の場合 

   ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行さ

れてから３ヶ月以内のもの） 
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      ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行さ

れてから３ヶ月以内のもの） 

   ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外

で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の

事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、

電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（コ）使用者の住所を証するに足りる書面（自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は

新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要） 

    ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもの

で氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

      ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行され

てから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公

的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる

課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行され

てから３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（サ）自動車検査証 

① 有効期間のあること（抹消登録と同時申請の場合を除く） 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場

合は不要 

（シ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

    ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実 

施事業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （ス）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記
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 20 

 （１）提出書類 

  （ア）移転登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

      ① 新所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載）  

  （ウ）合併の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

  （エ）新所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

     ② 申請人(新所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として登記簿謄

(抄)本又は登記事項証明書を添付 

  （オ）新所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

（カ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

           ① 旧使用者のものは不要 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は

不要  

  （キ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

  ① 新使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる

場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

  ① 使用者が個人の場合 

    ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行さ

れてから３ヶ月以内のもの） 

  ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外で

商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の

事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、

電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 
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  ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外で

商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事

業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電

気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ月以

内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（ケ）使用者の住所を証するに足りる書面（自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は

新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要） 

    ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので

氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

      ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行されて

から 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的

機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課

税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（コ）自動車検査証 

① 有効期間のあること（抹消登録と同時申請の場合を除く） 

（サ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

  ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事 

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （シ）その他の必要書類等 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

 

３－３．合併によるもの 
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 （１）提出書類 

  （ア）移転登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

      ① 新所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載）  

  （ウ）合併の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

  （エ）新所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

     ② 申請人(新所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として登記簿謄

(抄)本又は登記事項証明書を添付 

  （オ）新所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

（カ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

           ① 旧使用者のものは不要 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は

不要  

  （キ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

  ① 新使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる

場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

  ① 使用者が個人の場合 

    ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行さ

れてから３ヶ月以内のもの） 

  ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外で

商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の

事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、

電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 
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  ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外で

商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事

業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電

気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ月以

内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（ケ）使用者の住所を証するに足りる書面（自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は

新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要） 

    ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので

氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

      ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行されて

から 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的

機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課

税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（コ）自動車検査証 

① 有効期間のあること（抹消登録と同時申請の場合を除く） 

（サ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

  ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事 

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （シ）その他の必要書類等 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

 

３－３．合併によるもの 
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返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

 

３－４．分割によるもの 

 （１）提出書類 

  （ア）移転登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

      ① 新旧所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）譲渡証明書（分割の事実が確認できる商業登記簿謄(抄)本及び分割計画書又は分割契

約書の写しで当該自動車が特定できる場合は不要） 

① 譲渡人は実印を押印 

  （エ）新旧所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(新旧所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記

簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付 

  （オ）新旧所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

      ② 会社分割に伴う移転登録は登録令第 11 条には該当せず、同第 10 条による共同申

請とする 

（カ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

           ① 旧使用者のものは不要 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合

は不要 

  （キ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

  ① 新使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

③ 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書を省略する場合は

従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要（書
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（ケ）使用者の住所を証するに足りる書面（自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は

新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要） 

   ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもの

で氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

       ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行され

てから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公

的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる

課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行され

てから３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（コ）自動車検査証 

       ① 有効期間のあること（抹消登録と同時申請の場合を除く） 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場

合は不要  

（サ）旧所有者の名称の変更の事実又は住所のつながりが証明できる書面（旧所有者の名称

又は住所に変更がある場合） 

① 旧所有者に住所の変更があった場合 

         ・住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書 

     ② 旧所有者に名称の変更があった場合（旧所有者の名称変更の原因が合併・分割によ

るものを除く） 

・名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

③ 旧所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証明書 

④ 上記の各書面は原本を提出するものとし、住居表示の変更の証明書は写しで可とす

る 

（シ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事 

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （ス）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により
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返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

 

３－４．分割によるもの 

 （１）提出書類 

  （ア）移転登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

      ① 新旧所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）譲渡証明書（分割の事実が確認できる商業登記簿謄(抄)本及び分割計画書又は分割契

約書の写しで当該自動車が特定できる場合は不要） 

① 譲渡人は実印を押印 

  （エ）新旧所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(新旧所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記

簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付 

  （オ）新旧所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

      ② 会社分割に伴う移転登録は登録令第 11 条には該当せず、同第 10 条による共同申

請とする 

（カ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

           ① 旧使用者のものは不要 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合

は不要 

  （キ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

  ① 新使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

③ 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書を省略する場合は

従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要（書
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（ケ）使用者の住所を証するに足りる書面（自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は

新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要） 

   ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもの

で氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

       ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行され

てから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公

的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる

課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行され

てから３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（コ）自動車検査証 

       ① 有効期間のあること（抹消登録と同時申請の場合を除く） 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場

合は不要  

（サ）旧所有者の名称の変更の事実又は住所のつながりが証明できる書面（旧所有者の名称

又は住所に変更がある場合） 

① 旧所有者に住所の変更があった場合 

         ・住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書 

     ② 旧所有者に名称の変更があった場合（旧所有者の名称変更の原因が合併・分割によ

るものを除く） 

・名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

③ 旧所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証明書 

④ 上記の各書面は原本を提出するものとし、住居表示の変更の証明書は写しで可とす

る 

（シ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事 

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （ス）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により
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① 旧所有者に住所の変更があった場合 

         ・住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明

書 

     ② 旧所有者に名称の変更があった場合（合併・分割を除く） 

・名称の変更が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

③ 旧所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証明書 

④ 上記の各書面は原本を提出するものとし、住居表示の変更の証明書は写しで可とす

る 

  （シ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事 

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （ス）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

 

３－５．判決によるもの（新所有者が判決文により移転登録申請する場合に限る） 

 （１）提出書類 

  （ア）移転登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

      ① 新所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

（ウ）判決正本（確定証明書付き、場合によっては執行文） 

① 原本提示の上、写しを添付 

  （エ）新所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(新所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿

謄(抄)本又は登記事項証明書を添付 

③ 申請人(新所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館

又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証
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面としては「（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面」に準ずるものとする） 

④ 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明

書の添付を要しない。 

（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる

場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

   ① 使用者が個人の場合 

    ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行

されてから３ヶ月以内のもの） 

   ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外

で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の

事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、

電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（ケ）使用者の住所を証するに足りる書面（自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は

新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要） 

    ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもの

で氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

      ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行され

てから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公

的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる

課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行され

てから３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（コ）自動車検査証 

        ① 有効期間のあること（抹消登録と同時申請の場合を除く） 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場

合は不要 

  （サ）旧所有者の名称の変更の事実又は住所のつながりが証明できる書面（旧所有者の名称

又は住所に変更がある場合） 
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① 旧所有者に住所の変更があった場合 

         ・住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明

書 

     ② 旧所有者に名称の変更があった場合（合併・分割を除く） 

・名称の変更が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

③ 旧所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証明書 

④ 上記の各書面は原本を提出するものとし、住居表示の変更の証明書は写しで可とす

る 

  （シ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事 

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （ス）その他 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

 

３－５．判決によるもの（新所有者が判決文により移転登録申請する場合に限る） 

 （１）提出書類 

  （ア）移転登録申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

      ① 新所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

（ウ）判決正本（確定証明書付き、場合によっては執行文） 

① 原本提示の上、写しを添付 

  （エ）新所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(新所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿

謄(抄)本又は登記事項証明書を添付 

③ 申請人(新所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館

又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証
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面としては「（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面」に準ずるものとする） 

④ 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明

書の添付を要しない。 

（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる

場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

   ① 使用者が個人の場合 

    ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行

されてから３ヶ月以内のもの） 

   ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外

で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の

事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、

電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（ケ）使用者の住所を証するに足りる書面（自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は

新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要） 

    ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもの

で氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

      ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行され

てから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公

的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる

課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行され

てから３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（コ）自動車検査証 

        ① 有効期間のあること（抹消登録と同時申請の場合を除く） 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場

合は不要 

  （サ）旧所有者の名称の変更の事実又は住所のつながりが証明できる書面（旧所有者の名称

又は住所に変更がある場合） 
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くは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は新所有者と新使用者が同一である

自動車の場合には不要） 

   ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので

氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

     ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行されて

から 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的

機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課

税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（コ）自動車検査証 

① 有効期間のあること（抹消登録と同時申請の場合を除く） 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場

合は不要 

（サ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事 

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （シ）その他の必要書類等 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

 

４．抹消登録の申請 

４－１．永久抹消登録の申請 

４－１－１．大型特殊自動車及び被けん引自動車を除く登録自動車で自動車リサイクル法に

基づき適正に解体された旨の報告記録がなされたもの 

 （１）提出書類 

  （ア）永久抹消登録申請書 

① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 
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明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

④ 新所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることが

できない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表

する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した

書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する

旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイ

ン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳し

た者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

  （オ）新所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

（カ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

           ① 旧使用者のものは不要 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は

不要 

  （キ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

  ① 新使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

③ 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明

書の添付を要しない。 

（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が変更になり使用者の住

所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

  ① 使用者が個人の場合 

    ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行さ

れてから３ヶ月以内のもの） 

  ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外

で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の

事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、

電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（ケ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車若し
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くは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は新所有者と新使用者が同一である

自動車の場合には不要） 

   ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので

氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

     ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行されて

から 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的

機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課

税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

      ③ 各書面は写しで可とする 

（コ）自動車検査証 

① 有効期間のあること（抹消登録と同時申請の場合を除く） 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場

合は不要 

（サ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事 

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （シ）その他の必要書類等 

① 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

② 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標 

③ 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により

返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記

載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 

 

 

４．抹消登録の申請 

４－１．永久抹消登録の申請 

４－１－１．大型特殊自動車及び被けん引自動車を除く登録自動車で自動車リサイクル法に

基づき適正に解体された旨の報告記録がなされたもの 

 （１）提出書類 

  （ア）永久抹消登録申請書 

① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 
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明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

④ 新所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることが

できない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表

する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した

書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する

旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイ

ン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳し

た者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

  （オ）新所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

（カ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

           ① 旧使用者のものは不要 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合

であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は

不要 

  （キ）自動車保管場所証明書（使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書

適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要） 

  ① 新使用者のもの 

② 証明の日から概ね１ヶ月以内のもの 

③ 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明

書の添付を要しない。 

（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が変更になり使用者の住

所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要） 

  ① 使用者が個人の場合 

    ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行さ

れてから３ヶ月以内のもの） 

  ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（本店以外

で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の

事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、

電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

③ 各書面は写しで可とする 

（ケ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車若し
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・名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

⑤ 所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・個人･･･市区町村の発行した住居表示の変更の証明書 

・法人･･･商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証

明書 

⑥ 上記の各書面は原本を提出するものとし、市区町村の発行した住居表示の変更の

証明書は写しで可とする 

（ク）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

  （ケ）その他 

（ａ）自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記

載及び使用者の記名のある理由書 

            （ｂ）自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨

及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名の

ある理由書 

    （ｃ）永久抹消登録と同時に、移転登録又は変更登録を申請する場合は申請人の委任状

について各々の委任項目を併合できる  

（ｄ）永久抹消登録申請においてその所有者が死亡している場合、相続人のうち１名の

申請によるものも受理する。この場合、相続による移転登録はしない。その際、

被相続人と申請人の相続関係及び被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等を併せ

て添付 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

（２）自動車重量税の還付申請を伴う場合の追加提出書類 

  （ア）自動車重量税還付申請書（永久抹消登録申請書と兼用） 

① 金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を記載 

（イ）代理人申請の場合、所有者の記名のある委任状（永久抹消登録の委任状と併用するこ

とも可） 

（ウ）自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者の記名のある委任状 

 

 

４－１－２．登録自動車の滅失又は用途廃止、若しくは大型特殊自動車及び被けん引自動

車の解体の場合 

 （１）提出書類 

  （ア）永久抹消登録申請書 

① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 
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② 解体報告記録がなされた日、解体に係る移動報告番号を記載 

③ 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

（ウ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書

を添付 

③ 所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証

明書に代えて住民票を添付 

④ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又

は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明

書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

⑤ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受ける

ことができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人

を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証

明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を

有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者

のサイン証明書」を添付。 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳し

た者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

  （エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

  （オ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

（カ）自動車登録番号標 

（キ）所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面（所

有者の氏名又は名称、若しくは住所に変更がある場合） 

① 所有者が個人の場合で住所の変更があった場合 

                  ・住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍の附票 

      ② 所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合 

・氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書

若しくは住民票 

③ 所有者が法人の場合で住所の変更があった場合 

            ・住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明

書 

      ④ 所有者が法人の場合で名称の変更があった場合（合併・分割を除く） 
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・名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

⑤ 所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・個人･･･市区町村の発行した住居表示の変更の証明書 

・法人･･･商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証

明書 

⑥ 上記の各書面は原本を提出するものとし、市区町村の発行した住居表示の変更の

証明書は写しで可とする 

（ク）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

  （ケ）その他 

（ａ）自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記

載及び使用者の記名のある理由書 

            （ｂ）自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨

及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名の

ある理由書 

    （ｃ）永久抹消登録と同時に、移転登録又は変更登録を申請する場合は申請人の委任状

について各々の委任項目を併合できる  

（ｄ）永久抹消登録申請においてその所有者が死亡している場合、相続人のうち１名の

申請によるものも受理する。この場合、相続による移転登録はしない。その際、

被相続人と申請人の相続関係及び被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等を併せ

て添付 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

（２）自動車重量税の還付申請を伴う場合の追加提出書類 

  （ア）自動車重量税還付申請書（永久抹消登録申請書と兼用） 

① 金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を記載 

（イ）代理人申請の場合、所有者の記名のある委任状（永久抹消登録の委任状と併用するこ

とも可） 

（ウ）自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者の記名のある委任状 

 

 

４－１－２．登録自動車の滅失又は用途廃止、若しくは大型特殊自動車及び被けん引自動

車の解体の場合 

 （１）提出書類 

  （ア）永久抹消登録申請書 

① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 
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② 解体報告記録がなされた日、解体に係る移動報告番号を記載 

③ 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

（ウ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書

を添付 

③ 所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証

明書に代えて住民票を添付 

④ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又

は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明

書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

⑤ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受ける

ことができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人

を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証

明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を

有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者

のサイン証明書」を添付。 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳し

た者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

  （エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

  （オ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

（カ）自動車登録番号標 

（キ）所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面（所

有者の氏名又は名称、若しくは住所に変更がある場合） 

① 所有者が個人の場合で住所の変更があった場合 

                  ・住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍の附票 

      ② 所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合 

・氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書

若しくは住民票 

③ 所有者が法人の場合で住所の変更があった場合 

            ・住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明

書 

      ④ 所有者が法人の場合で名称の変更があった場合（合併・分割を除く） 
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⑤ 所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・個人･･･市区町村の発行した住居表示の変更の証明書 

・法人･･･商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証

明書 

⑥ 上記の各書面は原本を提出するものとし、市区町村の発行した住居表示の変更の

証明書は写しで可とする 

（ク）罹災証明書（滅失の場合） 

（ケ）当該自動車が用途廃止された旨及び使用目的を記載した申立書及び写真（用途廃止の

場合） 

（コ）解体証明書又はマニフェストＢ２票（大型特殊自動車及び被けん引自動車を解体した

場合。なお、マニフェストＢ２票は写しで可とする） 

（サ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

  （シ）その他 

（ａ）自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記

載及び使用者の記名のある理由書 

            （ｂ）自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨

及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名の

ある理由書 

（ｃ）永久抹消登録と同時に、移転登録又は変更登録を申請する場合は申請人の委任状

について各々の委任項目を併合できる 

（ｄ）永久抹消登録申請においてその所有者が死亡している場合、相続人のうち１名の

申請によるものも受理する。この場合、相続による移転登録はしない。その際、

被相続人と申請人の相続関係及び被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等を併せ

て添付 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

 

４－２．輸出抹消仮登録の申請（大型特殊自動車・被けん引自動車・登録証書の交付を受

けた自動車及び国土交通省令で定めた自動車を除く登録自動車を輸出する場合）（輸

出の予定日から６ヶ月さかのぼった日から当該輸出をするときまでの間に申請） 

（１）提出書類 

  （ア）輸出抹消仮登録申請書 

① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

② 輸出の予定日を記入 

③ 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき
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② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

  （ウ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証

明書を添付 

③ 所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証

明書に代えて住民票を添付 

④ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又

は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明

書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

⑤ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受ける

ことができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人

を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証

明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を

有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者

のサイン証明書」を添付。 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳し

た者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

  （エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

  （オ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

  （カ）自動車登録番号標 

（キ）所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面（所

有者の氏名又は名称、若しくは住所に変更がある場合） 

① 所有者が個人の場合で住所の変更があった場合 

                  ・住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍の附票 

      ② 所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合 

・氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書

若しくは住民票 

③ 所有者が法人の場合で住所の変更があった場合 

            ・住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明

書 

      ④ 所有者が法人の場合で名称の変更があった場合（合併・分割を除く） 

・名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 
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⑤ 所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・個人･･･市区町村の発行した住居表示の変更の証明書 

・法人･･･商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証

明書 

⑥ 上記の各書面は原本を提出するものとし、市区町村の発行した住居表示の変更の

証明書は写しで可とする 

（ク）罹災証明書（滅失の場合） 

（ケ）当該自動車が用途廃止された旨及び使用目的を記載した申立書及び写真（用途廃止の

場合） 

（コ）解体証明書又はマニフェストＢ２票（大型特殊自動車及び被けん引自動車を解体した

場合。なお、マニフェストＢ２票は写しで可とする） 

（サ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

  （シ）その他 

（ａ）自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記

載及び使用者の記名のある理由書 

            （ｂ）自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨

及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名の

ある理由書 

（ｃ）永久抹消登録と同時に、移転登録又は変更登録を申請する場合は申請人の委任状

について各々の委任項目を併合できる 

（ｄ）永久抹消登録申請においてその所有者が死亡している場合、相続人のうち１名の

申請によるものも受理する。この場合、相続による移転登録はしない。その際、

被相続人と申請人の相続関係及び被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等を併せ

て添付 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

 

４－２．輸出抹消仮登録の申請（大型特殊自動車・被けん引自動車・登録証書の交付を受

けた自動車及び国土交通省令で定めた自動車を除く登録自動車を輸出する場合）（輸

出の予定日から６ヶ月さかのぼった日から当該輸出をするときまでの間に申請） 

（１）提出書類 

  （ア）輸出抹消仮登録申請書 

① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

② 輸出の予定日を記入 

③ 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき
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② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

  （ウ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証

明書を添付 

③ 所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証

明書に代えて住民票を添付 

④ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又

は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明

書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

⑤ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受ける

ことができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人

を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証

明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を

有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者

のサイン証明書」を添付。 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳し

た者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

  （エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

  （オ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

  （カ）自動車登録番号標 

（キ）所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面（所

有者の氏名又は名称、若しくは住所に変更がある場合） 

① 所有者が個人の場合で住所の変更があった場合 

                  ・住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍の附票 

      ② 所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合 

・氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書

若しくは住民票 

③ 所有者が法人の場合で住所の変更があった場合 

            ・住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明

書 

      ④ 所有者が法人の場合で名称の変更があった場合（合併・分割を除く） 

・名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 
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４－３．一時抹消登録の申請 

 （１）提出書類 

  （ア）一時抹消登録申請書 

      ① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

（イ） 所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書

を添付 

③ 所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証

明書に代えて住民票を添付 

④ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又

は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明

書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

⑤ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受ける

ことができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人

を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証

明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を

有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者

のサイン証明書」を添付。 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳し

た者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

  （エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

  （オ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

  （カ）自動車登録番号標 

  （キ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

  （ク）その他 

（ａ）自動車検査証を盗難又は遺失等し返納できない場合は、返納できない旨の記載及

び使用者の記名のある理由書を添付 

            （ｂ）自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨

及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名の

ある理由書 

    （ｃ）一時抹消登録と同時に、移転登録又は変更登録を申請する場合は申請人の委任状
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ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証

明書を添付 

③ 所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証

明書に代えて住民票を添付 

④ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又

は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明

書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

⑤ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受ける

ことができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人

を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証

明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を

有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者

のサイン証明書」を添付。 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳し

た者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

  （エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

  （オ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

  （カ）自動車登録番号標 

（キ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 （ク）その他 

（ａ）自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記

載及び使用者の記名のある理由書を添付 

            （ｂ）自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨

及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名の

ある理由書 

     （ｃ）輸出抹消仮登録と同時に、移転登録又は変更登録を申請する場合は申請人の委任

状について各々の委任項目を併合できる 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 
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４－３．一時抹消登録の申請 

 （１）提出書類 

  （ア）一時抹消登録申請書 

      ① 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 

② 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にでき

ないときは、登録識別情報の記入が必要 

（イ） 所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書

を添付 

③ 所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証

明書に代えて住民票を添付 

④ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又

は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明

書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

⑤ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受ける

ことができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人

を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証

明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を

有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者

のサイン証明書」を添付。 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳し

た者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

  （エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

  （オ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

  （カ）自動車登録番号標 

  （キ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

  （ク）その他 

（ａ）自動車検査証を盗難又は遺失等し返納できない場合は、返納できない旨の記載及

び使用者の記名のある理由書を添付 

            （ｂ）自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨

及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名の

ある理由書 

    （ｃ）一時抹消登録と同時に、移転登録又は変更登録を申請する場合は申請人の委任状
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ないときは、登録識別情報の記入が必要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）所有者の印鑑(登録)証明書 

① 発行されてから３ヶ月以内のもの 

② 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証

明書を添付 

③ 所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証

明書に代えて住民票を添付 

④ 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又

は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明

書であれば印鑑(登録)証明書とみなす 

⑤ 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受ける

ことができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人

を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証

明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を

有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者

のサイン証明書」を添付。 

なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳し

た者が氏名及び住所を記載した訳文を添付 

  （エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

      ① 実印を押印 

  （オ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

  （カ）自動車登録番号標 

（キ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 （ク）その他 

（ａ）自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記

載及び使用者の記名のある理由書を添付 

            （ｂ）自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨

及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名の

ある理由書 

     （ｃ）輸出抹消仮登録と同時に、移転登録又は変更登録を申請する場合は申請人の委任

状について各々の委任項目を併合できる 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 
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本又は登記事項証明書（写しでも可） 

（ｃ）登録識別情報等通知書（平成 20年 11 月 3日までに一時抹消登録を行い登録識別情

報の通知を受けていない自動車にあっては一時抹消登録証明書）を盗難又は遺失等

により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び所有者の記名のある理由書

を添付 

 

（２）自動車重量税の還付申請を伴う場合の追加提出書類 

  （ア）自動車重量税還付申請書（解体届出書と兼用） 

     ① 金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を記載 

  （イ）代理人申請の場合、所有者の記名のある委任状 

 （ウ）自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者の記名のある委任状 

 

 

５－２．滅失又は用途廃止の届出（一時抹消登録した自動車（大型特殊自動車及び被けん引

自動車を除く）の滅失又は用途廃止の場合） 

（１）提出書類 

  （ア）解体等届出書 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

（ウ）登録識別情報等通知書 

ただし、平成 20 年 11 月 3 日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けて

いない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書 

（エ）所有者の委任状（届出書に所有者の記名があれば不要） 

  （オ）罹災証明書（滅失の場合） 

  （カ）当該自動車が用途廃止された旨及び使用目的を記載した申立書及び写真（用途廃止の

場合） 

  （キ）その他 

（ａ）所有者の住所を証する書面（氏名又は名称、住所に変更がある場合に限り必要） 

     ① 発行されてから３ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書（写

しでも可） 

（ｂ）当該自動車の所有権を証するに足りる書面（所有者の変更があった場合に限り必要） 

      ① 変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書（譲渡人は実印を押印）、相続その他一般承

継である場合はその事実を証する戸籍謄本、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明

書 

     ② 新所有者の住所を証する書面 

       ・発行されてから３ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又

は登記事項証明書（写しでも可） 
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について各々の委任項目を併合できる 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

※ 転入抹消登録について 

   添付書類については、抹消登録と同時に、管轄変更を含む移転登録又は変更登録を申請

するもので、各々の添付書類は前述によるものとする。この場合、同時になされる変更登

録については使用の本拠の位置のみによる管轄変更をも認めるものとする。なお、自動車

検査証又は自動車登録番号標を盗難又は遺失等により返納できない場合については、４－

１－１．（１）－（ケ）－（ａ）、（ｂ）を準用するものとする。 

 

※ 自動車登録番号標を返納できない場合において、盗難又は遺失若しくは紛失以外の理由で

は抹消登録申請は受理しない。 

 

 

 ５．一時抹消登録後の届出 

５－１．解体の届出（一時抹消登録した自動車（大型特殊自動車及び被けん引自動車を除

く）で自動車リサイクル法に基づき適正に解体された旨の報告記録がなされたもの） 

（１）提出書類 

  （ア）解体届出書 

① 解体に係る移動報告番号、解体報告記録がなされた日を記載 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

（ウ）登録識別情報等通知書 

ただし、平成 20 年 11 月 3 日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けて

いない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書 

（エ）所有者の委任状（届出書に所有者の記名があれば不要） 

 （オ）その他 

（ａ）所有者の住所を証する書面（氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要） 

      ① 発行されてから３ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書

（写しでも可） 

（ｂ）当該自動車の所有権を証するに足りる書面（所有者の変更があった場合に限り必要） 

        ① 変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書（譲渡人は実印を押印）、相続その他一

般承継である場合はその事実を証する戸籍謄本、商業登記簿謄(抄)本又は登記

事項証明書 

        ② 新所有者の住所を証する書面 

         ・発行されてから３ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)
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本又は登記事項証明書（写しでも可） 

（ｃ）登録識別情報等通知書（平成 20年 11 月 3日までに一時抹消登録を行い登録識別情

報の通知を受けていない自動車にあっては一時抹消登録証明書）を盗難又は遺失等

により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び所有者の記名のある理由書

を添付 

 

（２）自動車重量税の還付申請を伴う場合の追加提出書類 

  （ア）自動車重量税還付申請書（解体届出書と兼用） 

     ① 金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を記載 

  （イ）代理人申請の場合、所有者の記名のある委任状 

 （ウ）自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者の記名のある委任状 

 

 

５－２．滅失又は用途廃止の届出（一時抹消登録した自動車（大型特殊自動車及び被けん引

自動車を除く）の滅失又は用途廃止の場合） 

（１）提出書類 

  （ア）解体等届出書 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

（ウ）登録識別情報等通知書 

ただし、平成 20 年 11 月 3 日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けて

いない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書 

（エ）所有者の委任状（届出書に所有者の記名があれば不要） 

  （オ）罹災証明書（滅失の場合） 

  （カ）当該自動車が用途廃止された旨及び使用目的を記載した申立書及び写真（用途廃止の

場合） 

  （キ）その他 

（ａ）所有者の住所を証する書面（氏名又は名称、住所に変更がある場合に限り必要） 

     ① 発行されてから３ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書（写

しでも可） 

（ｂ）当該自動車の所有権を証するに足りる書面（所有者の変更があった場合に限り必要） 

      ① 変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書（譲渡人は実印を押印）、相続その他一般承

継である場合はその事実を証する戸籍謄本、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明

書 

     ② 新所有者の住所を証する書面 

       ・発行されてから３ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又

は登記事項証明書（写しでも可） 

- 208 -

【別添改正溶け込み】 
 

 33 

について各々の委任項目を併合できる 

 

※ 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。 

 

※ 転入抹消登録について 

   添付書類については、抹消登録と同時に、管轄変更を含む移転登録又は変更登録を申請

するもので、各々の添付書類は前述によるものとする。この場合、同時になされる変更登

録については使用の本拠の位置のみによる管轄変更をも認めるものとする。なお、自動車

検査証又は自動車登録番号標を盗難又は遺失等により返納できない場合については、４－

１－１．（１）－（ケ）－（ａ）、（ｂ）を準用するものとする。 

 

※ 自動車登録番号標を返納できない場合において、盗難又は遺失若しくは紛失以外の理由で

は抹消登録申請は受理しない。 

 

 

 ５．一時抹消登録後の届出 

５－１．解体の届出（一時抹消登録した自動車（大型特殊自動車及び被けん引自動車を除

く）で自動車リサイクル法に基づき適正に解体された旨の報告記録がなされたもの） 

（１）提出書類 

  （ア）解体届出書 

① 解体に係る移動報告番号、解体報告記録がなされた日を記載 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

（ウ）登録識別情報等通知書 

ただし、平成 20 年 11 月 3 日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けて

いない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書 

（エ）所有者の委任状（届出書に所有者の記名があれば不要） 

 （オ）その他 

（ａ）所有者の住所を証する書面（氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要） 

      ① 発行されてから３ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書

（写しでも可） 

（ｂ）当該自動車の所有権を証するに足りる書面（所有者の変更があった場合に限り必要） 

        ① 変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書（譲渡人は実印を押印）、相続その他一

般承継である場合はその事実を証する戸籍謄本、商業登記簿謄(抄)本又は登記

事項証明書 

        ② 新所有者の住所を証する書面 

         ・発行されてから３ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)

- 207 -
―― 199

SEKEN2023.indd   199SEKEN2023.indd   199 2023/08/23   13:44:072023/08/23   13:44:07



【別添改正溶け込み】 
 

 36 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

（輸出予定届出証明書の返納は手数料無料） 

（ウ）輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書 

（エ）所有者の委任状（届出書に所有者の記名があれば不要） 

 

 

７．所有者変更記録申請（一時抹消登録した自動車の所有者の変更を記録したい場合） 

 （１）提出書類 

  （ア）所有者変更記録申請書 

（イ）手数料納付書（手数料は無料） 

（ウ）登録識別情報等通知書 

ただし、平成 20 年 11 月 3 日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けて

いない自動車の申請をする場合には、一時抹消登録証明書 

（何れの書類も提出できない場合、不受理とする） 

 （エ）新所有者の住所を証する書面 

    ① 発行されてから 3 ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又は

登記事項証明書（写しでも可） 

（オ）所有者の委任状（申請書に所有者の記名があれば不要） 

（カ）当該自動車の所有権を証するに足りる書面 

     ① 変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書（譲渡人は実印を押印）、相続その他一般承継

である場合はその事実を証する戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証

明書 

 

 

８．本邦に再輸入されることが見込まれる自動車の届出 

（１）提出書類 

  （ア）再輸入見込届出書 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

（ウ）所有者の委任状（届出書に所有者の記名があれば不要） 

 

（２）提示書類 

（ア）再輸入することが見込まれることを証する書面 

① 貨物運搬車であって、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来するもの

の場合 

 ・貨物の運搬等に係る契約書又は事業計画書等（往来する自動車の自動車登録番号、

車台番号、輸出先国及び経由国が明らかになるものであることを要する） 
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（ｃ）登録識別情報等通知書（平成 20年 11 月 3日までに一時抹消登録を行い登録識別情

報の通知を受けていない自動車にあっては一時抹消登録証明書）を盗難又は遺失等

により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び所有者の記名のある理由書

を添付 

 

 

５－３．輸出に係る届出（一時抹消登録した自動車（大型特殊自動車・被けん引自動車・

登録証書の交付を受けた自動車を除く）を輸出する場合） （輸出の予定日から６

ヶ月さかのぼった日から当該輸出をするときまでの間に申請） 

（１）提出書類 

  （ア）輸出予定届出証明書交付申請書 

① 輸出の予定日を記入 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

（ウ）登録識別情報等通知書 

ただし、平成 20 年 11 月 3 日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けて

いない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書 

（エ）所有者の委任状（届出書に所有者の記名があれば不要） 

 （オ）その他 

（ａ）所有者の住所を証する書面（氏名又は名称、住所に変更がある場合に限り必要） 

      ① 発行されてから３ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本

又は登記事項証明書（写しでも可） 

           ② 所有者変更記録申請書 

（ｂ）当該自動車の所有権を証するに足りる書面（所有者の変更があった場合に限り必要） 

       ① 変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書（譲渡人は実印を押印）、相続その他一般

承継である場合はその事実を証する戸籍謄(抄)本、登記簿謄(抄)本又は登記事

項証明書 

       ② 新所有者の住所を証する書面 

        ・発行されてから３ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書

若しくは印鑑(登録)証明書（写しでも可） 

       ③ 所有者変更記録申請書 

 

 

６．輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書の返納（自動車の輸出を取り止める場

合） 

（１）提出書類 

  （ア）輸出抹消仮登録(輸出予定届出)証明書返納届出書 
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  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

（輸出予定届出証明書の返納は手数料無料） 

（ウ）輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書 

（エ）所有者の委任状（届出書に所有者の記名があれば不要） 

 

 

７．所有者変更記録申請（一時抹消登録した自動車の所有者の変更を記録したい場合） 

 （１）提出書類 

  （ア）所有者変更記録申請書 

（イ）手数料納付書（手数料は無料） 

（ウ）登録識別情報等通知書 

ただし、平成 20 年 11 月 3 日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けて

いない自動車の申請をする場合には、一時抹消登録証明書 

（何れの書類も提出できない場合、不受理とする） 

 （エ）新所有者の住所を証する書面 

    ① 発行されてから 3 ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又は

登記事項証明書（写しでも可） 

（オ）所有者の委任状（申請書に所有者の記名があれば不要） 

（カ）当該自動車の所有権を証するに足りる書面 

     ① 変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書（譲渡人は実印を押印）、相続その他一般承継

である場合はその事実を証する戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証

明書 

 

 

８．本邦に再輸入されることが見込まれる自動車の届出 

（１）提出書類 

  （ア）再輸入見込届出書 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

（ウ）所有者の委任状（届出書に所有者の記名があれば不要） 

 

（２）提示書類 

（ア）再輸入することが見込まれることを証する書面 

① 貨物運搬車であって、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来するもの

の場合 

 ・貨物の運搬等に係る契約書又は事業計画書等（往来する自動車の自動車登録番号、

車台番号、輸出先国及び経由国が明らかになるものであることを要する） 
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（ｃ）登録識別情報等通知書（平成 20年 11 月 3日までに一時抹消登録を行い登録識別情

報の通知を受けていない自動車にあっては一時抹消登録証明書）を盗難又は遺失等

により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び所有者の記名のある理由書

を添付 

 

 

５－３．輸出に係る届出（一時抹消登録した自動車（大型特殊自動車・被けん引自動車・

登録証書の交付を受けた自動車を除く）を輸出する場合） （輸出の予定日から６

ヶ月さかのぼった日から当該輸出をするときまでの間に申請） 

（１）提出書類 

  （ア）輸出予定届出証明書交付申請書 

① 輸出の予定日を記入 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

（ウ）登録識別情報等通知書 

ただし、平成 20 年 11 月 3 日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けて

いない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書 

（エ）所有者の委任状（届出書に所有者の記名があれば不要） 

 （オ）その他 

（ａ）所有者の住所を証する書面（氏名又は名称、住所に変更がある場合に限り必要） 

      ① 発行されてから３ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本

又は登記事項証明書（写しでも可） 

           ② 所有者変更記録申請書 

（ｂ）当該自動車の所有権を証するに足りる書面（所有者の変更があった場合に限り必要） 

       ① 変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書（譲渡人は実印を押印）、相続その他一般

承継である場合はその事実を証する戸籍謄(抄)本、登記簿謄(抄)本又は登記事

項証明書 

       ② 新所有者の住所を証する書面 

        ・発行されてから３ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書

若しくは印鑑(登録)証明書（写しでも可） 

       ③ 所有者変更記録申請書 

 

 

６．輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書の返納（自動車の輸出を取り止める場

合） 

（１）提出書類 

  （ア）輸出抹消仮登録(輸出予定届出)証明書返納届出書 
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登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

⑤ 使用者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・個人･･･市区町村の発行した住居表示の変更の証明書 

・法人･･･商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した

住居表示の変更の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した

上で受理する 

・ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合に限る。 

・ 上記①～⑤の各書面は写しで可とする。 

⑥ ・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施

事業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

⑦ 構造変更を伴わない諸元等の変更の場合 

 ・自動車検査票等 

  （エ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （オ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

 

 

９－２．構造等変更検査を伴う場合 

（１）提出書類 

  （ア）構造等変更検査申請書（自動車検査証変更記録申請書） 

（イ）手数料納付書（自動車検査票に所定の手数料印紙の貼付がない場合は所定の手数料印

紙の貼付が必要）（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

（ウ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャッシュレスの場合はその旨記

載） 

（エ）所有者の委任状（登録番号の変更を伴う場合で代理人が申請する場合に限り必要） 

  （オ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （カ）自動車検査証 

  （キ）合格印のある自動車検査票 

  （ク）その他 

① 登録番号が変更となる場合 

     ・自動車登録番号標 

     ・希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

 

（２）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

  （ア）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

  （イ）自動車税納税証明書 
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          ② 本邦と外国との間を継続的に行き来する者とともに、船舶等に乗せて本邦と外国と

の間を継続的に行き来する自動車の場合 

      ・本邦と外国との間を往来する者に関する行程計画書（往来する自動車の自動車登

録番号、車台番号、本邦と外国との間を往来する目的、行程の記載を要する） 

・パスポート 

・日本国の運転免許証 

・国際運転免許証 

（イ）自動車検査証 

 

 

９．自動車検査証変更記録の申請 

９－１．構造等変更検査を伴わない場合 

（１）提出書類 

  （ア）自動車検査証変更記録申請書 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

  （ウ）事由を証する書面等 

     ① 使用者が個人の場合で住所の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明でき     る住民

票。住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明で

きる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要。 

なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面が必要。挙証書面

としては「１－１．（１）－（ア）－（ｊ）－①」に準ずるものとする。ただし、現

に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。 

     ② 使用者が個人の場合で氏名の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍

謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票 

③ 使用者が法人の場合で住所の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登

記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明

できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必

要。 

なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面が必要。挙証書

面としては「１－１．（１）－（ア）－（ｊ）－②」に準ずるものとする。ただし、

現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。 

     ④ 使用者が法人の場合で名称の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商業
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登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

⑤ 使用者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・個人･･･市区町村の発行した住居表示の変更の証明書 

・法人･･･商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した

住居表示の変更の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した

上で受理する 

・ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合に限る。 

・ 上記①～⑤の各書面は写しで可とする。 

⑥ ・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施

事業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

⑦ 構造変更を伴わない諸元等の変更の場合 

 ・自動車検査票等 

  （エ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （オ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

 

 

９－２．構造等変更検査を伴う場合 

（１）提出書類 

  （ア）構造等変更検査申請書（自動車検査証変更記録申請書） 

（イ）手数料納付書（自動車検査票に所定の手数料印紙の貼付がない場合は所定の手数料印

紙の貼付が必要）（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

（ウ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャッシュレスの場合はその旨記

載） 

（エ）所有者の委任状（登録番号の変更を伴う場合で代理人が申請する場合に限り必要） 

  （オ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （カ）自動車検査証 

  （キ）合格印のある自動車検査票 

  （ク）その他 

① 登録番号が変更となる場合 

     ・自動車登録番号標 

     ・希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

 

（２）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

  （ア）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

  （イ）自動車税納税証明書 
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          ② 本邦と外国との間を継続的に行き来する者とともに、船舶等に乗せて本邦と外国と

の間を継続的に行き来する自動車の場合 

      ・本邦と外国との間を往来する者に関する行程計画書（往来する自動車の自動車登

録番号、車台番号、本邦と外国との間を往来する目的、行程の記載を要する） 

・パスポート 

・日本国の運転免許証 

・国際運転免許証 

（イ）自動車検査証 

 

 

９．自動車検査証変更記録の申請 

９－１．構造等変更検査を伴わない場合 

（１）提出書類 

  （ア）自動車検査証変更記録申請書 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

  （ウ）事由を証する書面等 

     ① 使用者が個人の場合で住所の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明でき     る住民

票。住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明で

きる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要。 

なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面が必要。挙証書面

としては「１－１．（１）－（ア）－（ｊ）－①」に準ずるものとする。ただし、現

に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。 

     ② 使用者が個人の場合で氏名の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍

謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票 

③ 使用者が法人の場合で住所の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登

記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明

できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必

要。 

なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面が必要。挙証書

面としては「１－１．（１）－（ア）－（ｊ）－②」に準ずるものとする。ただし、

現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。 

     ④ 使用者が法人の場合で名称の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商業
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     ④ 在留カード 

     ⑤ 特別永住者証明書 

     ⑥ その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類 

     ⑦ ①～⑥に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、交付請求する 

者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類 

 

 

１２．登録事項等証明書交付の請求 

（１）提出書類 

  （ア）登録事項等証明書交付請求書 

     ① 自動車登録番号及び車台番号下７桁の記載が必要 

     （ａ）自動車登録番号が明らかにできないことがやむを得ないと確認できる場合は、

車台番号のみで請求できる。 

        ただし、車台番号全桁の記載が必要。 

     （ｂ）私有地における放置車両に係る請求の場合であって、次のことを明確にできる

場合は、自動車登録番号のみで請求できる。 

        ・車両が放置されている場所 

        ・見取り図 

        ・放置期間 

・放置車両の写真 

     （ｃ）裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合であって、債務

名義等の書類の提出又は提示によって裁判手続きに利用することが確認できる場

合は、自動車登録番号のみで請求できる。 

     ② 請求者個人の氏名及び住所の記載が必要 

・法人による請求はできない。 

③ 「請求の事由」欄に具体的な請求理由の記載が必要 

      ただし、自動車登録ファイル上の現在の所有者本人からの請求の場合は不要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

  （ウ）その他 

     ・請求書を送付して交付請求する場合は、下記（２）（ア）①～⑥に掲げる書類のいず

れかの写しとともに、当該請求者の住民票又は国土交通大臣が適当と認める書類（交

付請求する日前３０日以内に作成されたものに限る。）が必要 

 

（２）提示書類 

  （ア）請求者本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの 

      ①運転免許証 
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１０．自動車登録番号標の交付（番号変更）の申請 

（１）提出書類 

（ア）自動車登録番号標交付申請書 

①「交付を受ける理由」欄に記載が必要 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

  （ウ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

  （エ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

  （オ）自動車登録番号標 

（カ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事 

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （キ）その他 

    （ａ）自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨

及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名の

ある理由書 

    （ｂ）希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

  （ク）使用者の委任状（種別・用途等が変わる場合に限り必要、ただし申請書に記名があれ 

ば不要） 

 

 

１１．自動車検査証の再交付の申請 

（１）提出書類 

  （ア）自動車検査証再交付申請書 

     ① 「再交付を受ける理由」欄に記載が必要、ただし理由書の添付があれば記載不要（発

見した場合は返納する旨の記載を含む） 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

  （ウ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

 （エ）自動車検査証（き損又は識別が困難となった場合に限り必要） 

 

（２）提示書類 

  （ア）使用者又は代理人本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの 

     ① 運転免許証 

     ② 健康保険の被保険者証 

     ③ マイナンバーカードもしくは、住民基本台帳カード 
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     ④ 在留カード 

     ⑤ 特別永住者証明書 

     ⑥ その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類 

     ⑦ ①～⑥に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、交付請求する 

者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類 

 

 

１２．登録事項等証明書交付の請求 

（１）提出書類 

  （ア）登録事項等証明書交付請求書 

     ① 自動車登録番号及び車台番号下７桁の記載が必要 

     （ａ）自動車登録番号が明らかにできないことがやむを得ないと確認できる場合は、

車台番号のみで請求できる。 

        ただし、車台番号全桁の記載が必要。 

     （ｂ）私有地における放置車両に係る請求の場合であって、次のことを明確にできる

場合は、自動車登録番号のみで請求できる。 

        ・車両が放置されている場所 

        ・見取り図 

        ・放置期間 

・放置車両の写真 

     （ｃ）裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合であって、債務

名義等の書類の提出又は提示によって裁判手続きに利用することが確認できる場

合は、自動車登録番号のみで請求できる。 

     ② 請求者個人の氏名及び住所の記載が必要 

・法人による請求はできない。 

③ 「請求の事由」欄に具体的な請求理由の記載が必要 

      ただし、自動車登録ファイル上の現在の所有者本人からの請求の場合は不要 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

  （ウ）その他 

     ・請求書を送付して交付請求する場合は、下記（２）（ア）①～⑥に掲げる書類のいず

れかの写しとともに、当該請求者の住民票又は国土交通大臣が適当と認める書類（交

付請求する日前３０日以内に作成されたものに限る。）が必要 

 

（２）提示書類 

  （ア）請求者本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの 

      ①運転免許証 
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１０．自動車登録番号標の交付（番号変更）の申請 

（１）提出書類 

（ア）自動車登録番号標交付申請書 

①「交付を受ける理由」欄に記載が必要 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

  （ウ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要） 

  （エ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

  （オ）自動車登録番号標 

（カ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

 ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）又はワンウェイ方式実施事 

業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （キ）その他 

    （ａ）自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨

及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名の

ある理由書 

    （ｂ）希望番号予約済証、字光式番号標交付願等 

  （ク）使用者の委任状（種別・用途等が変わる場合に限り必要、ただし申請書に記名があれ 

ば不要） 

 

 

１１．自動車検査証の再交付の申請 

（１）提出書類 

  （ア）自動車検査証再交付申請書 

     ① 「再交付を受ける理由」欄に記載が必要、ただし理由書の添付があれば記載不要（発

見した場合は返納する旨の記載を含む） 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャッシュレスの場合はその旨記載） 

  （ウ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

 （エ）自動車検査証（き損又は識別が困難となった場合に限り必要） 

 

（２）提示書類 

  （ア）使用者又は代理人本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの 

     ① 運転免許証 

     ② 健康保険の被保険者証 

     ③ マイナンバーカードもしくは、住民基本台帳カード 
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Ⅱ．二輪の小型自動車 

 

１．新規検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請 

 １－１．新車（初めて自動車検査証の交付を受ける二輪の小型自動車） 

（１）型式指定自動車の場合 

  （ア）提出書類 

    （ａ）新規検査申請書（新規検査及び自動車検査証交付申請書） 

               又は（自動車検査証交付申請書） 

    （ｂ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

    （ｃ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャシュレスの場合はその旨 

の記載） 

    （ｄ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

    （ｅ）完成検査終了証 

① 発行されてから９ヶ月以内のもの 

② 完成検査終了証の有効期限切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のあ

る自動車検査票又は有効な自動車予備検査証 

（ｆ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者

の記名があれば不要） 

    （ｇ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（ｈ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車

若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要） 

       ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行し

たもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

         ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発

行されてから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合

は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があるこ

とが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収

書のいずれか（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

         ③ 各書面は写しで可とする 

（ｉ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異

なる場合に限り必要） 

     ① 使用者が個人の場合 
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② 健康保険の被保険者証 

③ マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード 

④ 在留カード 

⑤ 特別永住者証明書 

⑥その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類 

⑦ ①～⑥に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、交付請求する

者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類 

 

（３）その他 

  以下の場合には、交付請求を拒むものとする。 

     ① 本人確認ができない場合 

     ② 請求の事由が記載されていない、もしくは記載内容が不十分であるため請求の事由

の内容を確認したところ、明確な回答が得られない場合 

③ 自動車登録番号及び車台番号が明示できない場合 

④ 盗難やストーカー行為などの不当な目的に使用される恐れがある場合 

⑤ 個人のプライバシー侵害の恐れがある場合 

⑥ その他登録事項等証明書制度の趣旨に反する請求の事由の場合 
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Ⅱ．二輪の小型自動車 

 

１．新規検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請 

 １－１．新車（初めて自動車検査証の交付を受ける二輪の小型自動車） 

（１）型式指定自動車の場合 

  （ア）提出書類 

    （ａ）新規検査申請書（新規検査及び自動車検査証交付申請書） 

               又は（自動車検査証交付申請書） 

    （ｂ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

    （ｃ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャシュレスの場合はその旨 

の記載） 

    （ｄ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

    （ｅ）完成検査終了証 

① 発行されてから９ヶ月以内のもの 

② 完成検査終了証の有効期限切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のあ

る自動車検査票又は有効な自動車予備検査証 

（ｆ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者

の記名があれば不要） 

    （ｇ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（ｈ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車

若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要） 

       ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行し

たもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ

月以内のもの） 

         ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発

行されてから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合

は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があるこ

とが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収

書のいずれか（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

         ③ 各書面は写しで可とする 

（ｉ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異

なる場合に限り必要） 

     ① 使用者が個人の場合 
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② 健康保険の被保険者証 

③ マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード 

④ 在留カード 

⑤ 特別永住者証明書 

⑥その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類 

⑦ ①～⑥に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、交付請求する

者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類 

 

（３）その他 

  以下の場合には、交付請求を拒むものとする。 

     ① 本人確認ができない場合 

     ② 請求の事由が記載されていない、もしくは記載内容が不十分であるため請求の事由

の内容を確認したところ、明確な回答が得られない場合 

③ 自動車登録番号及び車台番号が明示できない場合 

④ 盗難やストーカー行為などの不当な目的に使用される恐れがある場合 

⑤ 個人のプライバシー侵害の恐れがある場合 

⑥ その他登録事項等証明書制度の趣旨に反する請求の事由の場合 
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○輸入自動車等の打刻届出書 

     （ｈ）保安基準に適合していることが確認できる書面 

       次のうちのいずれかのもの 

○合格印のある自動車検査票 

○有効な自動車予備検査証 

（ｉ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車

若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要） 

      ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行した

もので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以

内のもの） 

        ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行

されてから 3 ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確

認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいず

れか（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

        ③ 各書面は写しで可とする 

（ｊ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異

なる場合に限り必要） 

    ① 使用者が個人の場合 

      ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確

認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、（発行され

てから３ヶ月以内のもの） 

・住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

    ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は

営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都

市ガス・水道・電話料金領収書、（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

・事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

③ 各書面は写しで可とする 

（ｋ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必 

要） 

          ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実

施事業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 
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      ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確

認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、（発行さ

れてから３ヶ月以内のもの） 

・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等 

     ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は

営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都

市ガス・水道・電話料金領収書、（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等 

③ 各書面は写しで可とする 

（ｊ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必 

要） 

      ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実

施事業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

     

  （イ）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

    （ａ）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

 

（２）型式指定自動車以外の場合 

  （ア）提出書類 

    （ａ）新規検査申請書（新規検査及び自動車検査証交付申請書） 

               又は（自動車検査証交付申請書） 

    （ｂ）手数料納付書（自動車検査票に所定の手数料印紙の貼付がない場合は所定の手数

料印紙の貼付が必要）（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

    （ｃ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャシュレスの場合はその旨 

の記載） 

    （ｄ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

    （ｅ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者

の記名があれば不要） 

    （ｆ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

    （ｇ）輸入の事実を証明する書面（輸入自動車の場合に限り必要） 

       次のうちのいずれかのもの 

 ○(二輪)自動車通関証明書 

○排出ガス検査終了証（予備検査の申請の際に提出した場合にはその写し） 

        ○輸入自動車特別取扱届出済書（予備検査の申請に際に提出した場合にはその

写し） 
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○輸入自動車等の打刻届出書 

     （ｈ）保安基準に適合していることが確認できる書面 

       次のうちのいずれかのもの 

○合格印のある自動車検査票 

○有効な自動車予備検査証 

（ｉ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車

若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要） 

      ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行した

もので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以

内のもの） 

        ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行

されてから 3 ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確

認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいず

れか（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

        ③ 各書面は写しで可とする 

（ｊ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異

なる場合に限り必要） 

    ① 使用者が個人の場合 

      ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確

認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、（発行され

てから３ヶ月以内のもの） 

・住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

    ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は

営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都

市ガス・水道・電話料金領収書、（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

・事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

③ 各書面は写しで可とする 

（ｋ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必 

要） 

          ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実

施事業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 
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      ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確

認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、（発行さ

れてから３ヶ月以内のもの） 

・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等 

     ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は

営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都

市ガス・水道・電話料金領収書、（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等 

③ 各書面は写しで可とする 

（ｊ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必 

要） 

      ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実

施事業者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

     

  （イ）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

    （ａ）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

 

（２）型式指定自動車以外の場合 

  （ア）提出書類 

    （ａ）新規検査申請書（新規検査及び自動車検査証交付申請書） 

               又は（自動車検査証交付申請書） 

    （ｂ）手数料納付書（自動車検査票に所定の手数料印紙の貼付がない場合は所定の手数

料印紙の貼付が必要）（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

    （ｃ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャシュレスの場合はその旨 

の記載） 

    （ｄ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

    （ｅ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者

の記名があれば不要） 

    （ｆ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

    （ｇ）輸入の事実を証明する書面（輸入自動車の場合に限り必要） 

       次のうちのいずれかのもの 

 ○(二輪)自動車通関証明書 

○排出ガス検査終了証（予備検査の申請の際に提出した場合にはその写し） 

        ○輸入自動車特別取扱届出済書（予備検査の申請に際に提出した場合にはその

写し） 
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場合に限り必要） 

   ① 使用者が個人の場合 

     ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、（発行されてから３

ヶ月以内のもの） 

・住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

   ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業

証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・

水道・電話料金領収書、（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

・事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

③ 各書面は写しで可とする 

  （サ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

      ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実施事業

者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

 （２）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

  （ア）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

 

 

２．自動車検査証変更記録の申請 

２－１．構造等変更検査を伴わない場合 

（１）提出書類 

  （ア）自動車検査証変更記録申請書 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

  （ウ）事由が確認できる書面等 

      ① 使用者又は所有者が個人の場合で住所の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民

票。なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながり

が証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要 

      ② 使用者又は所有者が個人の場合で氏名の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸

籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票 

③ 使用者又は所有者が法人の場合で住所の変更の場合 

         ・発行されてから３ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業

登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつな

がりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事
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  （イ）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

    （ａ）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

１－２．中古車（初めて自動車検査証の交付を受けるものでない二輪の小型自動車） 

 （１）提出書類 

  （ア）新規検査申請書（新規検査及び自動車検査証交付申請書） 

             又は（自動車検査証交付申請書） 

（イ） 手数料納付書（自動車検査票に所定の手数料印紙の貼付がない場合は所定の手数料印 

紙の貼付が必要）（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャシュレスの場合はその旨の記 

載） 

  （エ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

  （オ）自動車検査証返納証明書 

（カ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者の記

名があれば不要） 

  （キ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（ク）保安基準に適合していることが確認できる書面 

次のうちいずれかのもの 

① 合格印のある自動車検査票 

② 有効な自動車予備検査証 

      ③ 有効な保安基準適合証 

  （ケ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車若し

くは自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要） 

     ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したも

ので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内の

もの） 

       ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行さ

れてから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認

できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか

（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

       ③ 各書面は写しで可とする 

（コ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる
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場合に限り必要） 

   ① 使用者が個人の場合 

     ・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認で

きる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、（発行されてから３

ヶ月以内のもの） 

・住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

   ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業

証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・

水道・電話料金領収書、（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

・事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

③ 各書面は写しで可とする 

  （サ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

      ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実施事業

者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

 （２）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

  （ア）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

 

 

２．自動車検査証変更記録の申請 

２－１．構造等変更検査を伴わない場合 

（１）提出書類 

  （ア）自動車検査証変更記録申請書 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

  （ウ）事由が確認できる書面等 

      ① 使用者又は所有者が個人の場合で住所の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民

票。なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながり

が証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要 

      ② 使用者又は所有者が個人の場合で氏名の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸

籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票 

③ 使用者又は所有者が法人の場合で住所の変更の場合 

         ・発行されてから３ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業

登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつな

がりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事
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  （イ）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

    （ａ）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

１－２．中古車（初めて自動車検査証の交付を受けるものでない二輪の小型自動車） 

 （１）提出書類 

  （ア）新規検査申請書（新規検査及び自動車検査証交付申請書） 

             又は（自動車検査証交付申請書） 

（イ） 手数料納付書（自動車検査票に所定の手数料印紙の貼付がない場合は所定の手数料印 

紙の貼付が必要）（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャシュレスの場合はその旨の記 

載） 

  （エ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

  （オ）自動車検査証返納証明書 

（カ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者の記

名があれば不要） 

  （キ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（ク）保安基準に適合していることが確認できる書面 

次のうちいずれかのもの 

① 合格印のある自動車検査票 

② 有効な自動車予備検査証 

      ③ 有効な保安基準適合証 

  （ケ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車若し

くは自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要） 

     ① 個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したも

ので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内の

もの） 

       ② 法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行さ

れてから 3ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認

できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか

（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

       ③ 各書面は写しで可とする 

（コ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる

- 219 -
―― 211

SEKEN2023.indd   211SEKEN2023.indd   211 2023/08/23   13:44:102023/08/23   13:44:10



【別添改正溶け込み】 
 

 

ら３ヶ月以内のもの） 

・住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

  ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業

証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・

水道・電話料金領収書、（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

・事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

③ 各書面は写しで可とする 

  （ク）自動車検査証 

  （ケ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

      ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実施事業

者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （コ）その他 

① 車両番号が変更となる場合は、車両番号標 

②車両番号が変更となる場合で、車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場

合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又

は所有者の記名のある理由書（発見した場合は返納する旨の記載を含む） 

 

 

２－２．構造等変更検査を伴う場合 

（１）提出書類 

  （ア）構造等変更検査申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

（イ）手数料納付書（自動車検査票に所定の手数料印紙の貼付がない場合は所定の手数料印

紙の貼付が必要）（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

（ウ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャシュレスの場合はその旨の記 

載） 

  （エ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （オ）自動車検査証 

  （カ）合格印のある自動車検査票 

 

（２）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

  （ア）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

 

 

２－３．二輪の番号変更の場合 
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項証明書も必要 

      ④ 使用者又は所有者が法人の場合で名称の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって名称の変更の事実が証明できる商業

登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

⑤ 使用者又は所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・個人･･･市区町村の発行した住居表示の証明書 

・法人･･･商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行し

た住居表示の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上

で受理する。 

⑥ 使用者変更の場合 

・使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動

車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要） 

      ○個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行した

もので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以

内のもの） 

        ○法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行

されてから 3 ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確

認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいず

れか（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

      ・上記①～⑥の各書面は写しで可とする。 

      ⑦ 所有者（名義）変更の場合 

・譲渡証明書 

（エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合であって、使用者の氏名又は名称若しくは

住所の変更の場合、あるいは申請書に所有者の記名あれば不要） 

   ① 旧所有者のものは不要 

  （オ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

      ① 旧使用者のものは不要 

（カ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる

場合に限り必要） 

  ① 使用者が個人の場合 

・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認

できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、（発行されてか
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ら３ヶ月以内のもの） 

・住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

  ② 使用者が法人の場合 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業

証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・

水道・電話料金領収書、（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

・事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

③ 各書面は写しで可とする 

  （ク）自動車検査証 

  （ケ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

      ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実施事業

者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

  （コ）その他 

① 車両番号が変更となる場合は、車両番号標 

②車両番号が変更となる場合で、車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場

合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又

は所有者の記名のある理由書（発見した場合は返納する旨の記載を含む） 

 

 

２－２．構造等変更検査を伴う場合 

（１）提出書類 

  （ア）構造等変更検査申請書 

     （自動車検査証変更記録申請書） 

（イ）手数料納付書（自動車検査票に所定の手数料印紙の貼付がない場合は所定の手数料印

紙の貼付が必要）（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

（ウ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書（キャシュレスの場合はその旨の記 

載） 

  （エ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （オ）自動車検査証 

  （カ）合格印のある自動車検査票 

 

（２）提示書類（登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要） 

  （ア）自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

 

 

２－３．二輪の番号変更の場合 
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項証明書も必要 

      ④ 使用者又は所有者が法人の場合で名称の変更の場合 

・発行されてから３ヶ月以内のものであって名称の変更の事実が証明できる商業

登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

⑤ 使用者又は所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 

・個人･･･市区町村の発行した住居表示の証明書 

・法人･･･商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行し

た住居表示の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上

で受理する。 

⑥ 使用者変更の場合 

・使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動

車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要） 

      ○個人 

・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行した

もので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以

内のもの） 

        ○法人 

・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行

されてから 3 ヶ月以内のもの） 

・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、

公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確

認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいず

れか（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

      ・上記①～⑥の各書面は写しで可とする。 

      ⑦ 所有者（名義）変更の場合 

・譲渡証明書 

（エ）所有者の委任状（代理人による申請の場合であって、使用者の氏名又は名称若しくは

住所の変更の場合、あるいは申請書に所有者の記名あれば不要） 

   ① 旧所有者のものは不要 

  （オ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

      ① 旧使用者のものは不要 

（カ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる

場合に限り必要） 

  ① 使用者が個人の場合 

・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認

できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、（発行されてか
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 （１）提出書類 

  （ア）所有者変更記録申請書 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料）  

（ウ）自動車検査証返納証明書（提出できない場合、不受理とする） 

 （エ）新所有者の住所を証する書面 

     ① 発行されてから 3 ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又

は登記事項証明書（写しでも可） 

（オ）所有者の委任状（申請書に所有者の記名があれば不要） 

（カ）当該自動車の所有権を証するに足りる書面 

      ① 変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書、相続その他一般承継である場合はその事

実を証する戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

 

 

５．自動車検査証の再交付の申請 

 （１）提出書類 

  （ア）自動車検査証再交付申請書 

      ① 「再交付を受ける理由」欄に記載が必要、ただし理由書の添付があれば記載不要

（発見した場合は返納する旨の記載を含む） 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （エ）自動車検査証（き損又は識別が困難となった場合に限り必要） 

 

（２）提示書類 

  （ア）使用者又は代理人本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの 

      ① 運転免許証 

② 健康保険の被保険者証 

③ マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード 

④ 在留カード 

⑤ 特別永住者証明書 

⑥その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類 

⑦ ①～⑥に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、交付請求す 

る者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類 

 

６．検査記録事項等証明書の交付の申請 

（１）提出書類 

  （ア）検査記録事項等証明書交付請求書 
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（１）提出書類 

（ア）自動車検査証変更記録申請書（二輪番号変更） 

①「交付を受ける理由」欄に記載が必要 

 （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

  （ウ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

 （エ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

 （オ）車両番号標 

  （カ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

     ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実施事業 

者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

 （キ）その他 

     ① 車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届

出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理

由書（発見した場合は返納する旨の記載を含む） 

 

 

３．自動車検査証返納証明書交付の申請 

 （１）提出書類 

  （ア）自動車検査証返納証明書交付申請書 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

 （ウ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （エ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

  （オ）車両番号標 

  （カ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

  （キ）その他 

（ａ）自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記

載及び使用者の記名のある理由書を添付 

            （ｂ）車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届

出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理

由書（発見した場合は返納する旨の記載を含む）を添付 

    （ｃ）自動車検査証返納証明書交付申請と同時に、記入申請する場合は申請人の委任状

について各々の委任項目を併合できる 

 

 

４．所有者変更記録申請（自動車検査証返納証明書の交付を受けた二輪の小型自動車の所有

者の変更を記録したい場合） 
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 （１）提出書類 

  （ア）所有者変更記録申請書 

  （イ）手数料納付書（手数料は無料）  

（ウ）自動車検査証返納証明書（提出できない場合、不受理とする） 

 （エ）新所有者の住所を証する書面 

     ① 発行されてから 3 ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又

は登記事項証明書（写しでも可） 

（オ）所有者の委任状（申請書に所有者の記名があれば不要） 

（カ）当該自動車の所有権を証するに足りる書面 

      ① 変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書、相続その他一般承継である場合はその事

実を証する戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 

 

 

５．自動車検査証の再交付の申請 

 （１）提出書類 

  （ア）自動車検査証再交付申請書 

      ① 「再交付を受ける理由」欄に記載が必要、ただし理由書の添付があれば記載不要

（発見した場合は返納する旨の記載を含む） 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

  （ウ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （エ）自動車検査証（き損又は識別が困難となった場合に限り必要） 

 

（２）提示書類 

  （ア）使用者又は代理人本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの 

      ① 運転免許証 

② 健康保険の被保険者証 

③ マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード 

④ 在留カード 

⑤ 特別永住者証明書 

⑥その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類 

⑦ ①～⑥に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、交付請求す 

る者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類 

 

６．検査記録事項等証明書の交付の申請 

（１）提出書類 

  （ア）検査記録事項等証明書交付請求書 
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（１）提出書類 

（ア）自動車検査証変更記録申請書（二輪番号変更） 

①「交付を受ける理由」欄に記載が必要 

 （イ）手数料納付書（手数料は無料） 

  （ウ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

 （エ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

 （オ）車両番号標 

  （カ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

     ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実施事業 

者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

 （キ）その他 

     ① 車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届

出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理

由書（発見した場合は返納する旨の記載を含む） 

 

 

３．自動車検査証返納証明書交付の申請 

 （１）提出書類 

  （ア）自動車検査証返納証明書交付申請書 

  （イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

 （ウ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

  （エ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証） 

  （オ）車両番号標 

  （カ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

  （キ）その他 

（ａ）自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記

載及び使用者の記名のある理由書を添付 

            （ｂ）車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届

出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理

由書（発見した場合は返納する旨の記載を含む）を添付 

    （ｃ）自動車検査証返納証明書交付申請と同時に、記入申請する場合は申請人の委任状

について各々の委任項目を併合できる 

 

 

４．所有者変更記録申請（自動車検査証返納証明書の交付を受けた二輪の小型自動車の所有

者の変更を記録したい場合） 
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【別添改正溶け込み】 
 

 

（ア）新規届出書 

 ①届出人欄：使用者の氏名又は名称及び住所を記入 

   ②所有者欄：所有者の氏名又は名称及び住所を記入（所有者が使用者と同一の場合は「使

用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい） 

 （イ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書 

（ウ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

 （エ）輸入の事実を証する書面（輸入自動車の場合に限り必要） 

    ①（二輪）自動車通関証明書 

（オ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（カ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者の記名

があれば不要） 

（キ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しく

は自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要） 

①個人 

（ａ）住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので

氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

②法人 

（ａ）商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行されて

から 3ヶ月以内のもの） 

（ｂ）本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的

機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課

税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

③各書面は写しで可とする 

（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場

合に限り必要） 

 ①使用者が個人の場合 

（ａ）公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

（ｂ）住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

②使用者が法人の場合 

（ａ）商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事

業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電

気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか（発行されてから３ヶ月以内の

もの） 
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 51 

      ①「交付を受ける理由」欄に記載が必要 

（イ） 所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

（ウ） 所有者の委任状（申請書に所有者の記名があれば不要） 

 

（２）提示書類 

  （ア）所有者又は代理人本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの 

      ① 運転免許証 

 ② 健康保険の被保険者証 

③ マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード 

④ 在留カード 

⑤ 特別永住者証明書 

⑥ その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類 

⑦ ①～⑥に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、交付請求す 

る者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類 

・上記書面を不携帯等の場合で、請求者が郵送料を負担した上で郵送による交付を希

望したときは、送付先が私書箱等で請求者の住所が明らかでない場合を除き応じて

差し支えないものとする。 

     ・自動車登録検査業務電子情報処理システムに記録されている所有者と請求者の氏名

又は名称及び住所が一致しないときは、当該証明書を交付しないものとする。ただ

し、契約書その他の資料をもって、請求者が当該自動車の所有者であることが確認

できるときはこの限りではない。 

 

 

※ 転入・自動車検査証返納証明書交付申請について 

     添付書類については、返納証明書交付申請と同時に、管轄変更を含む自動車検査証変更

記録申請するもので、各々の添付書類は前述によるものとする。なお、自動車検査証又は

車両番号標を盗難又は遺失等により返納できない場合については、３．（１）－（キ）－

（ａ）、（ｂ）を準用するものとする。この場合、同時になされる変更記録申請については

使用の本拠の位置のみによる管轄変更をも認めるものとする。 

 

 

 

Ⅲ．軽二輪 

１．新規届出 

１－１．新車（初めて軽自動車届出済証の交付を受ける場合） 

（１）提出書類 
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【別添改正溶け込み】 
 

 

（ア）新規届出書 

 ①届出人欄：使用者の氏名又は名称及び住所を記入 

   ②所有者欄：所有者の氏名又は名称及び住所を記入（所有者が使用者と同一の場合は「使

用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい） 

 （イ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書 

（ウ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

 （エ）輸入の事実を証する書面（輸入自動車の場合に限り必要） 

    ①（二輪）自動車通関証明書 

（オ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（カ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者の記名

があれば不要） 

（キ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しく

は自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要） 

①個人 

（ａ）住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので

氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

②法人 

（ａ）商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行されて

から 3ヶ月以内のもの） 

（ｂ）本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的

機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課

税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

③各書面は写しで可とする 

（ク）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場

合に限り必要） 

 ①使用者が個人の場合 

（ａ）公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

（ｂ）住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

②使用者が法人の場合 

（ａ）商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事

業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電

気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか（発行されてから３ヶ月以内の

もの） 
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 51 

      ①「交付を受ける理由」欄に記載が必要 

（イ） 所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書（キャシュレスの場合はその旨の記載） 

（ウ） 所有者の委任状（申請書に所有者の記名があれば不要） 

 

（２）提示書類 

  （ア）所有者又は代理人本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの 

      ① 運転免許証 

 ② 健康保険の被保険者証 

③ マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード 

④ 在留カード 

⑤ 特別永住者証明書 

⑥ その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類 

⑦ ①～⑥に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、交付請求す 

る者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類 

・上記書面を不携帯等の場合で、請求者が郵送料を負担した上で郵送による交付を希

望したときは、送付先が私書箱等で請求者の住所が明らかでない場合を除き応じて

差し支えないものとする。 

     ・自動車登録検査業務電子情報処理システムに記録されている所有者と請求者の氏名

又は名称及び住所が一致しないときは、当該証明書を交付しないものとする。ただ

し、契約書その他の資料をもって、請求者が当該自動車の所有者であることが確認

できるときはこの限りではない。 

 

 

※ 転入・自動車検査証返納証明書交付申請について 

     添付書類については、返納証明書交付申請と同時に、管轄変更を含む自動車検査証変更

記録申請するもので、各々の添付書類は前述によるものとする。なお、自動車検査証又は

車両番号標を盗難又は遺失等により返納できない場合については、３．（１）－（キ）－

（ａ）、（ｂ）を準用するものとする。この場合、同時になされる変更記録申請については

使用の本拠の位置のみによる管轄変更をも認めるものとする。 

 

 

 

Ⅲ．軽二輪 

１．新規届出 

１－１．新車（初めて軽自動車届出済証の交付を受ける場合） 

（１）提出書類 
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【別添改正溶け込み】 
 

 

（キ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場

合に限り必要） 

①使用者が個人の場合 

    （ａ）公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

（ｂ）住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

②使用者が法人の場合 

（ａ）商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事

業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電

気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか（発行されてから３ヶ月以内の

もの） 

（ｂ）事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

③各書面は写しで可とする 

（ク）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

   ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実施事業 

者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

 

（２）提示書類 

（ア）自動車損害賠償責任保険（共済）証明書 

 

 

２．記入申請 

（１）提出書類 

（ア）軽自動車届出済証記入申請書 

①届出人欄：使用者の氏名又は名称及び住所を記入 

②所有者欄：所有者の氏名又は名称及び住所を記入（使用者の変更、所有者の変更及び

所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。所有者が使用者と同一の場合

は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい） 

③変更の事由と日付欄：変更の事由を記入 

（イ）軽自動車届出済証 

（ウ）住所を証するに足りる書面（使用者の変更、使用者の氏名又は名称及び住所の変更及び

所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要） 

①個人 

（ａ）住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので

氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 
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（ｂ）事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

③各書面は写しで可とする 

 （ケ）側車付軽二輪自動車として届出がなされた車両については、側車付軽二輪自動車に該当

する車両であるかを確認する書面として車両の外観（前後・横）、ハンドル、座席、運転

席部分の側方開放確認ができる車両の写真又は図面など 

（コ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

   ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実施事業 

者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

 

（２）提示書類 

（ア）自動車損害賠償責任保険（共済）証明書 

 

１－２．中古車（初めて軽自動車届出済証の交付を受けるものでない場合） 

（１）提出書類 

（ア）新規届出書 

    ①届出人欄：使用者の氏名又は名称及び住所を記入     

②所有者欄：所有者の氏名又は名称及び住所を記入（所有者が使用者と同一の場合は「使

用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい） 

（イ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

（ウ）軽自動車届出済証返納証明書 

（エ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（オ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者の記名

があれば不要） 

（カ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しく

は自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要） 

①個人 

（ａ）住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので

氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

    ②法人 

（ａ）商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行されて

から 3ヶ月以内のもの） 

（ｂ）本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的

機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課

税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

    ③各書面は写しで可とする 
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（キ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場

合に限り必要） 

①使用者が個人の場合 

    （ａ）公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

（ｂ）住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

②使用者が法人の場合 

（ａ）商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事

業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電

気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか（発行されてから３ヶ月以内の

もの） 

（ｂ）事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

③各書面は写しで可とする 

（ク）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

   ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実施事業 

者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

 

（２）提示書類 

（ア）自動車損害賠償責任保険（共済）証明書 

 

 

２．記入申請 

（１）提出書類 

（ア）軽自動車届出済証記入申請書 

①届出人欄：使用者の氏名又は名称及び住所を記入 

②所有者欄：所有者の氏名又は名称及び住所を記入（使用者の変更、所有者の変更及び

所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。所有者が使用者と同一の場合

は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい） 

③変更の事由と日付欄：変更の事由を記入 

（イ）軽自動車届出済証 

（ウ）住所を証するに足りる書面（使用者の変更、使用者の氏名又は名称及び住所の変更及び

所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要） 

①個人 

（ａ）住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので

氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 
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（ｂ）事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

③各書面は写しで可とする 

 （ケ）側車付軽二輪自動車として届出がなされた車両については、側車付軽二輪自動車に該当

する車両であるかを確認する書面として車両の外観（前後・横）、ハンドル、座席、運転

席部分の側方開放確認ができる車両の写真又は図面など 

（コ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

   ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実施事業 

者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

 

（２）提示書類 

（ア）自動車損害賠償責任保険（共済）証明書 

 

１－２．中古車（初めて軽自動車届出済証の交付を受けるものでない場合） 

（１）提出書類 

（ア）新規届出書 

    ①届出人欄：使用者の氏名又は名称及び住所を記入     

②所有者欄：所有者の氏名又は名称及び住所を記入（所有者が使用者と同一の場合は「使

用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい） 

（イ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

（ウ）軽自動車届出済証返納証明書 

（エ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（オ）所有者の委任状（代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者の記名

があれば不要） 

（カ）使用者の住所を証するに足りる書面（国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しく

は自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要） 

①個人 

（ａ）住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので

氏名及び住所が記載されたサイン証明書（発行されてから３ヶ月以内のもの） 

    ②法人 

（ａ）商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行されて

から 3ヶ月以内のもの） 

（ｂ）本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的

機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課

税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

    ③各書面は写しで可とする 
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①車両番号の変更となる場合で、車両番号標が盗難又は遺失等により車両番号を変更す

る場合は、返納できない旨・届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者

又は所有者の記名のある理由書 

 

（２）提示書類 

（ア）車両番号の変更となる場合、自動車損害賠償責任保険（共済）証明書 

 

 

３．軽自動車届出済証返納届 

（１）提出書類 

（ア）軽自動車届出済証返納証明書交付申請書 

    ①申請者（使用者）欄：使用者の氏名又は名称及び住所を記入 

（イ）軽自動車届出済証 

（ウ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（エ）車両番号標 

（オ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

（カ）その他 

①軽自動車届出済証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記

載及び使用者の記名のある理由書を添付 

②車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警

察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書 

 

 

４．軽自動車届出済証の再交付申請 

（１）提出書類 

（ア）軽自動車届出済証再交付申請書 

①申請者欄：使用者の記名が必要 

②申請の事由欄：申請の事由を記入、ただし理由書の添付があれば記載不要（発見した

場合は返納する旨の記載を含む） 

（イ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（ウ）軽自動車届出済証（提出可能な場合） 

 

（２）提示書類 

（ア）使用者又は代理人本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの 

①運転免許証 

② 健康保険の被保険者証 
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②法人 

（ａ）商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行されて

から 3ヶ月以内のもの） 

（ｂ）本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的

機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課

税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

    ③各書面は写しで可とする 

④国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動

車の場合には不要 

（エ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

（オ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置の変更及び使用の本拠の位置 

が使用者の住所と異なる場合に限り必要） 

①使用者が個人の場合 

（ａ）公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

（ｂ）住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

②使用者が法人の場合 

（ａ）商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事

業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電

気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか（発行されてから３ヶ月以内の

もの） 

（ｂ）事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等） 

③各書面は写しで可とする 

（カ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

①旧使用者のものは不要 

（キ）所有者の委任状（代理人による申請の場合であって、使用者の変更、所有者の変更及び

所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者の記

名があれば不要） 

① 旧所有者のものは不要 

（ク）車両番号標（車両番号の変更となる場合のみ必要） 

（ケ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

   ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実施事業 

者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

（コ）その他 
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①車両番号の変更となる場合で、車両番号標が盗難又は遺失等により車両番号を変更す

る場合は、返納できない旨・届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者

又は所有者の記名のある理由書 

 

（２）提示書類 

（ア）車両番号の変更となる場合、自動車損害賠償責任保険（共済）証明書 

 

 

３．軽自動車届出済証返納届 

（１）提出書類 

（ア）軽自動車届出済証返納証明書交付申請書 

    ①申請者（使用者）欄：使用者の氏名又は名称及び住所を記入 

（イ）軽自動車届出済証 

（ウ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（エ）車両番号標 

（オ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

（カ）その他 

①軽自動車届出済証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記

載及び使用者の記名のある理由書を添付 

②車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警

察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書 

 

 

４．軽自動車届出済証の再交付申請 

（１）提出書類 

（ア）軽自動車届出済証再交付申請書 

①申請者欄：使用者の記名が必要 

②申請の事由欄：申請の事由を記入、ただし理由書の添付があれば記載不要（発見した

場合は返納する旨の記載を含む） 

（イ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（ウ）軽自動車届出済証（提出可能な場合） 

 

（２）提示書類 

（ア）使用者又は代理人本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの 

①運転免許証 

② 健康保険の被保険者証 
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②法人 

（ａ）商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書（発行されて

から 3ヶ月以内のもの） 

（ｂ）本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的

機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課

税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか）（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

    ③各書面は写しで可とする 

④国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動

車の場合には不要 

（エ）譲渡証明書（所有者の変更がある場合に限り必要） 

（オ）使用の本拠の位置を証するに足りる書面（使用の本拠の位置の変更及び使用の本拠の位置 

が使用者の住所と異なる場合に限り必要） 

①使用者が個人の場合 

（ａ）公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認でき

る課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか（発行されて

から３ヶ月以内のもの） 

（ｂ）住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等 

②使用者が法人の場合 

（ａ）商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事

業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電

気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか（発行されてから３ヶ月以内の

もの） 

（ｂ）事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等） 

③各書面は写しで可とする 

（カ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

①旧使用者のものは不要 

（キ）所有者の委任状（代理人による申請の場合であって、使用者の変更、所有者の変更及び

所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者の記

名があれば不要） 

① 旧所有者のものは不要 

（ク）車両番号標（車両番号の変更となる場合のみ必要） 

（ケ）・事業用自動車等連絡書（自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要） 

   ・事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書（写し）はワンウェイ方式実施事業 

者証明書（写し）（自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要） 

（コ）その他 
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国自整第２０７号の３  

国自情第２５５号の３  

令和４年１２月２３日 

 

 

 

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

           

 

                   国土交通省自動車局長 

 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

今般、「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和３６年１１月

２５日付自車第８８０号）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので、貴会傘

下会員に対し周知方お願いします。 
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③ マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード 

④ 在留カード 

⑤ 特別永住者証明書 

⑥ その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類 

⑦ ①～⑥に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、交付請求す 

る者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類 

 

 

５．軽自動車届出済証返納証明書の再交付申請 

（１）提出書類 

（ア）軽自動車届出済証返納証明書再交付申請書 

①申請者（使用者）の記名が必要、②所有者の氏名又は名称及び住所を記入（所有者が

使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい。）、

③使用の本拠の位置、④返納年月日、⑤車両番号、⑥車名、⑦型式、⑧車台番号、⑨

原動機の型式、⑩遺失等に至るまでの経緯 

 （イ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（２）提示書類 

（ア）使用者又は代理人本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの 

①運転免許証 

② 健康保険の被保険者証 

③ マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード 

④ 在留カード 

⑤ 特別永住者証明書 

⑥ その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類 

⑦ ①～⑥に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、交付請求す 

る者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類 
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国自整第２０７号の３  

国自情第２５５号の３  

令和４年１２月２３日 

 

 

 

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

           

 

                   国土交通省自動車局長 

 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

今般、「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和３６年１１月

２５日付自車第８８０号）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので、貴会傘

下会員に対し周知方お願いします。 
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③ マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード 

④ 在留カード 

⑤ 特別永住者証明書 

⑥ その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類 

⑦ ①～⑥に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、交付請求す 

る者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類 

 

 

５．軽自動車届出済証返納証明書の再交付申請 

（１）提出書類 

（ア）軽自動車届出済証返納証明書再交付申請書 

①申請者（使用者）の記名が必要、②所有者の氏名又は名称及び住所を記入（所有者が

使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい。）、

③使用の本拠の位置、④返納年月日、⑤車両番号、⑥車名、⑦型式、⑧車台番号、⑨

原動機の型式、⑩遺失等に至るまでの経緯 

 （イ）使用者の委任状（申請書に使用者の記名があれば不要） 

（２）提示書類 

（ア）使用者又は代理人本人を確認できる書面で次に掲げるいずれかのもの 

①運転免許証 

② 健康保険の被保険者証 

③ マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード 

④ 在留カード 

⑤ 特別永住者証明書 

⑥ その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類 

⑦ ①～⑥に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、交付請求す 

る者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類 
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数料令（昭和 26 年政令第 255 号）に規定する額の印紙が貼付されているこ

とを確認し、朱印、青インク又は黒インクを用い、消印官署及び日付を表示

した印で、当該納付書紙面と自動車検査登録印紙の彩紋にわたって明瞭に

消印するものとする。この場合において、本項本文の消印をもって 3－2－

1及び 3－3－1の受付日付印の押印に代えることとしても差し支えない。 

なお、保安基準適合証又は限定保安基準適合証の提出に係る申請があった

場合は当該保安基準適合証又は限定保安基準適合証の余白部に、電磁的方

法により保安基準適合証が提出された場合は、自動車重量税納付書の余白

部に貼付して納付させるものとする。 

また、印紙の貼付がなく、クレジットカード決済による納付（以下、「キャ

ッシュレス決済」という。）を行う旨の申告があった場合は、手数料納付書

に記載されたキャッシュレス決済である旨、対象手続き（業務種別）及び支

払受付番号について、電子情報処理組織等にて事前決済情報登録を確認す

るものとし、事前決済情報登録が確認できた場合は、手数料納付書に受付

日付印を押印することとする。なお、保安基準適合証による申請があった

場合には、申請書の余白部分に記載されたキャッシュレス決済である旨を

確認するものとする。  

貼付されていることを確認し、朱印、青インク又は黒インクを用い、消印官

署及び日付を表示した印で、当該納付書紙面と自動車検査登録印紙の彩紋

にわたって明瞭に消印するものとする。この場合において、本項本文の消

印をもって 3－2－1 及び 3－3－1 の受付日付印の押印に代えることとして

も差し支えない。  

  

  

  

  

  

  

33－－22－－55－－11  (略)  

33－－22－－55－－22  3－2－5－1 以外の手続き（自動車機構が所有する自動車検査

の予約を行うシステムによって、受検する自動車が予約されていることを

確認した旨を自動車検査票に記載する装置（以下、「自動車検査受付装置」

という。）による予約確認を含む。）により検査の予約確認がなされる場合

には、自動車機構に対し、消印の押印作業の一部又は全部を行わせること

ができるものとし、この場合に、自動車機構が使用する印に記載された消

印官署及び日付は、消印及び受付に限り有効なものとする。ただし、自動車

検査受付装置により検査の予約確認がなされた場合であって、手数料の納

付がキャッシュレス決済の場合にあっては、予約確認を行った後、運輸支

局等の窓口において事前決済情報登録の確認を行い、3-2-5 に定める方法に

準じた対応を行うものとする。なお、特段の理由がある場合に限り、朱印、

青インク又は黒インク以外の色も使用することができるものとする。  

33－－22－－55－－11  (略)  

33－－22－－55－－22  3－2－5－1 以外の手続き（自動車機構が所有する自動車検査

の予約を行うシステムによって、受検する自動車が予約されていることを

確認した旨を自動車検査票に記載する装置（以下、「自動車検査受付装置」

という。）による予約確認を含む。）により検査の予約確認がなされる場合

には、自動車機構に対し、消印の押印作業の一部又は全部を行わせること

ができるものとし、この場合に、自動車機構が使用する印に記載された消

印官署及び日付は、消印及び受付に限り有効なものとする。なお、特段の理

由がある場合に限り、朱印、青インク又は黒インク以外の色も使用するこ

とができるものとする。  

  

  

  

33－－22－－66～～33－－22－－88  (略)  

33－－33（（審審査査依依頼頼））  

33－－33－－11  申請書及び添付書類に不備（手数料の納付が確認できないものを

含む）がないことを確認したときは、受付日付印を押印した審査依頼書（自

動車検査票（様式 1）、以下「検査票 1」という。）を発行し、原則として同

一敷地内の自動車機構に対し審査依頼するものとする。この場合において、

当該受付日付印の押印をもって 3－2－1 の受付日付印の押印に代えること

33－－22－－66～～33－－22－－88  (略)  

33－－33（（審審査査依依頼頼））  

33－－33－－11  申請書及び添付書類に不備がないことを確認したときは、受付日

付印を押印した審査依頼書（自動車検査票（様式 1）、以下「検査票 1」とい

う。）を発行し、原則として同一敷地内の自動車機構に対し審査依頼するも

のとする。この場合において、当該受付日付印の押印をもって 3－2－1 の

受付日付印の押印に代えることができる。 
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別 紙 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日自車第 880 号）の一部を改正する通達 新旧対照表 

昭和 36 年 11 月 25 日付け自車第 880 号  

改正 令和 4 年 12 月 23 日付け国自整第 207 号、国自情第 255 号  

新 旧 

自自動動車車検検査査業業務務等等実実施施要要領領  

  

目目次次  （略） 

自自動動車車検検査査業業務務等等実実施施要要領領  

  

目目次次  （略） 

第第 11 章章  (略)  

  

第第 11 章章  (略)  

  

第第 22 章章  (略)  

  

第第 22 章章  (略)  

  

第第 33 章章  自自動動車車のの検検査査（（事事務務関関係係））  

33－－11  (略)  

33－－22（（申申請請書書のの受受理理））  

33－－22－－11  

(1) 自動車の検査に際し、申請書の提出があったときは、申請書及び添付

書類（別添 3）に不備がないことを確認したうえ、当該申請書に受付日付印

を押印して受理するものとする。この場合において、受理台帳の作成は要

しないものとする。 

(2) （略） 

33－－22－－22～～33－－22－－33  (略)  

第第 33 章章  自自動動車車のの検検査査（（事事務務関関係係））  

33－－11  (略)  

33－－22（（申申請請書書のの受受理理））  

33－－22－－11  

(1) 自動車の検査に際し、申請書の提出があったときは、申請書及び添付

書類に不備がないことを確認したうえ、当該申請書に受付日付印を押印し

て受理するものとする。この場合において、受理台帳の作成は要しないも

のとする。 

(2) （略） 

33－－22－－22～～33－－22－－33  (略)  

33－－22－－44  検査の申請を受理する際には、次の書面を確認し、当該書面を自

動車機構に対し提示するよう指示するものとする。  

(1) (略)  

(2) 保安基準第 54 条の規定により臨時乗車定員が定められたことを事由

とする自動車検査証（以下「検査証」という。）の変更記録の申請がある場

合には「自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令及び道路運送車

両の保安基準の一部を改正する省令の施行について（依命通達）」（昭和 36

年 4 月 10 日自総第 246 号）により地方運輸局長が交付した「臨時乗車定員

を定めた旨を証する書面」又はその写し 

臨時乗車定員が定められている自動車について、新規検査の申請がある場

合も同様とする。  

(3)～(4) (略)  

33－－22－－44  検査の申請を受理する際には、次の書面を確認し、当該書面を自

動車機構に対し提示するよう指示するものとする。  

(1) (略)  

(2) 保安基準第 54 条の規定により臨時乗車定員が定められたことを事由

とする検査証の記入の申請がある場合には「自動車運送事業等運輸規則の

一部を改正する省令及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令の

施行について（依命通達）」（昭和 36 年 4 月 10 日自総第 246 号）により地

方運輸局長が交付した「臨時乗車定員を定めた旨を証する書面」又はその

写し 

臨時乗車定員が定められている自動車について、新規検査の申請がある場

合も同様とする。  

(3)～(4) (略)  

33－－22－－55 手数料納付書（自動車検査票の検査手数料納付書欄を含む。以下

同じ。）に貼付された手数料の自動車検査登録印紙は道路運送車両法関係手

33－－22－－55 手数料納付書に貼付された手数料の自動車検査登録印紙は道路

運送車両法関係手数料令（昭和 26 年政令第 255 号）に規定する額の印紙が
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れかを記録するものとし、予備検査証にあっては、事業用の「適」又は「否」

のいずれかを記載するものとする。 

33－－44－－1100 車体の形状欄は、下表の例により記録するものとする。 

(表) (略)  

れかを記載するものとし、自動車予備検査証（以下「予備検査証」という。）

にあっては、事業用の「適」又は「否」のいずれかを記載するものとする。 

33－－44－－1100 車体の形状欄は、下表の例により記載するものとする。 

(表) (略)  

33－－44－－1111  備考欄（自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定

める省令（昭和 45 年運輸省令第 8号）第 4 条に規定する表中第 6号の自動

車検査証（第 18 号様式）のうち備考の欄及び当該欄に相当する法第 58 条

第 2項後段に規定する方法によって記録された事項をいう。以下同じ。）は、

規則第 35 条の 3 第 1 項各号及び同第 35 条の 4 第 1 項各号のうち、別途通

達で定める事項のほか、この要領に定めるところによる。  

33－－44－－1111  備考欄（自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定

める省令（昭和 45 年運輸省令第 8号）第 4 条に規定する表中第 6号の自動

車検査証（第 18 号様式）のうち備考の欄をいう。以下同じ。）は、規則第

35 条の 3 第 1 項第 21 号及び同項第 21 の 2 号により記載する事項のほか、

この要領に定めるところによる。 

  

33－－44－－1122  乗車定員欄、最大積載量欄及び車両総重量欄は、次の各号によ

り記録するものとする。 

(1) 折畳式座席又は脱着式座席（脱着して使用することを目的とした座席

であり、工具等を用いることなく、容易に脱着ができ、かつ、確実に装着が

できる構造の座席をいう。以下同じ。）を有する乗用自動車にあっては、乗

車装置を最大に利用した状態において定めた乗車定員及び車両総重量を記

録する。 

(2) 折畳式座席又は脱着式座席を有する貨物自動車にあっては、当該座席

を折り畳み又は取り外し物品積載装置を最大に利用した状態において定め

た乗車定員及び最大積載量を記録するほか、乗車装置を最大に利用した状

態において定めた乗車定員及び最大積載量をかっこ書で附記する。 

(3) 幼児用座席を備える幼児専用車、専ら座席の用に供する床面の協定規

則第14号の技術的な要件に定める基準に適合する取付具を有する年少者用

補助乗車装置取付具に年少者用補助乗車装置を備える自動車、協定規則第

44 号の技術的な要件（同規則第 4 改訂版補足第 18 改訂版及びそれ以降の

補足改訂版の規則 4.、6.から 8.まで及び 15.に限る。）に定める基準に適合

する同規則 2.1.2.4.2.に規定する装置（専ら年少者が着席するためのもの

に限る。）を備える自動車にあっては、乗車定員欄に乗車定員を「大人定員

＋小人定員／1．5」の例により記録し、車両総重量欄には車両重量、最大積

載量及び 55kg に乗車定員を乗じて得た重量（1kg 未満は切り捨てる。）の総

和を記録する。この場合において、「大人定員」とは 12 才以上の者の乗車

定員をいい、「小人定員」とは 12 才未満の小児又は幼児の乗車定員をいう。

(4) けん引自動車であって第五輪荷重を有する自動車（第６号に規定する

自動車を除く。）については、次の各号によるとともに、備考欄にその説明

をそれぞれ記録する。 

この場合において、「記録例」は法第 58 条第 2 項後段の規定により記録

する事項の具体的な記録内容の例をいう。（予備検査証及び限定検査証にあ

33－－44－－1122  乗車定員欄、最大積載量欄及び車両総重量欄は、次の各号によ 

り記載するものとする。 

(1) 折畳式座席又は脱着式座席（脱着して使用することを目的とした座席

であり、工具等を用いることなく、容易に脱着ができ、かつ、確実に装着が

できる構造の座席をいう。以下同じ。）を有する乗用自動車にあっては、乗

車装置を最大に利用した状態において定めた乗車定員及び車両総重量を記

載する。 

(2) 折畳式座席又は脱着式座席を有する貨物自動車にあっては、当該座席

を折り畳み又は取り外し物品積載装置を最大に利用した状態において定め

た乗車定員及び最大積載量を記載するほか、乗車装置を最大に利用した状

態において定めた乗車定員及び最大積載量をかっこ書で附記する。 

(3) 幼児用座席を備える幼児専用車、専ら座席の用に供する床面の協定規

則第14号の技術的な要件に定める基準に適合する取付具を有する年少者用

補助乗車装置取付具に年少者用補助乗車装置を備える自動車、協定規則第

44 号の技術的な要件（同規則第 4 改訂版補足第 18 改訂版及びそれ以降の

補足改訂版の規則 4.、6.から 8.まで及び 15.に限る。）に定める基準に適合

する同規則 2.1.2.4.2.に規定する装置（専ら年少者が着席するためのもの

に限る。）を備える自動車にあっては、乗車定員欄に乗車定員を「大人定員

＋小人定員／1．5」の例により記載し、車両総重量欄には車両重量、最大積

載量及び 55kg に乗車定員を乗じて得た重量（1kg 未満は切り捨てる。）の総

和を記載する。この場合において、「大人定員」とは 12 才以上の者の乗車

定員をいい、「小人定員」とは 12 才未満の小児又は幼児の乗車定員をいう。 

(4) けん引自動車であって第五輪荷重を有する自動車（第６号に規定する

自動車を除く。）については、次の各号によるとともに、備考欄にその説明

をそれぞれ記載する。 
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ができる。 

なお、運輸支局等の長が別途認めた手続き等 3－2－5－2 により検査の予約

確認がなされたものについては、審査依頼書が発行され、同一敷地内の自

動車機構に対し審査の依頼が行われたものとすることができる。  

なお、運輸支局等の長が別途認めた手続き等 3－2－5－2 により検査の予約

確認がなされたものについては、審査依頼書が発行され、同一敷地内の自

動車機構に対し審査の依頼が行われたものとすることができる。  

  

33－－44（（検検査査証証等等のの記記録録事事項項等等））  

33－－44－－11  検査証等（「検査証、自動車予備検査証及び限定自動車検査証」を

いう。以下同じ。）は、検査証に記載する場合には印字等容易に消すことが

できないものを用い、記録する場合には法第 58 条第２項後段に規定する方

法によることとし、自動車予備検査証（以下「予備検査証」という。）及び

限定自動車検査証（以下「限定検査証」という。）に記載する場合は、印字

等容易に消すことができないものを用いるものとする。  

33－－44（（検検査査証証等等のの記記載載事事項項等等））  

33－－44－－11  検査証、自動車予備検査証及び限定自動車検査証（以下「検査証

等」という。）は、黒のボールペン等容易に消すことができないものを用い

て記載するものとする。  

  

  

  

33－－44－－22  （削除） 

  

33－－44－－33 初度登録年月欄は、次により記録（予備検査証及び限定検査証に

あっては記載と読み替える。以下同じ。）するものとする。 

(1)～(2) (略)  

33－－44－－22  記載事項を変更、訂正又は抹消するときは、不用の記載事項を

「－」をもって抹消し、運輸支局等名小印を押印するものとする。  

33－－44－－33 初度登録年月欄は、次により記載するものとする。 

 

(1)～(2) (略)  

33－－44－－44 車名欄及び型式欄は、次の各号により記録するものとする。  

(1)～(8) (略) 

33－－44－－55 車台番号欄は、提示された自動車に打刻されている車台番号又は

職権により打刻した車台番号を記録するものとする。 

33－－44－－66 原動機の型式欄は、次の各号により記録するものとする。 

(1)～(3) (略) 

33－－44－－77 自動車の種別欄は、「普通」、「小型」又は「大型特殊」のいずれか

を記録するものとする。なお、作業用附属装置、除雪装置、道路清掃装置等

を随時取り外し、又は取り替えて使用できる自動車については、当該装置

等を取り付け、又は取り替えた状態のうちの諸元が最大となる場合の種別

を記録するものとする。  

33－－44－－88 用途欄は、次により記録するものとする。  

(1) 用途欄には、乗用自動車等にあっては「乗用」、乗合自動車等にあって

は「乗合」、貨物自動車等にあっては「貨物」、特種用途自動車等にあっては

「特種」並びに大型特殊自動車にあっては「－」を記録するものとする。さ

らに、備考欄には、貸渡乗用自動車、貸渡乗合自動車、貸渡貨物自動車及び

貸渡特種用途自動車にあっては「貸渡」、幼児専用乗用自動車及び幼児専用

乗合自動車にあっては「幼児専用」並びに建設機械にあっては「建設機械」

を記録するものとする。 

(2) (略) 

33－－44－－99 自家用・事業用の別／適否欄は、「自家用」又は「事業用」のいず

33－－44－－44 車名欄及び型式欄は、次の各号により記載するものとする。 

(1)～(8) (略) 

33－－44－－55 車台番号欄は、提示された自動車に打刻されている車台番号又は

職権により打刻した車台番号を記載するものとする。 

33－－44－－66 原動機の型式欄は、次の各号により記載するものとする。 

(1)～(3) (略) 

33－－44－－77 自動車の種別欄は、「普通」、「小型」又は「大型特殊」のいずれか

を記載するものとする。なお、作業用附属装置、除雪装置、道路清掃装置等

を随時取り外し、又は取り替えて使用できる自動車については、当該装置

等を取り付け、又は取り替えた状態のうちの諸元が最大となる場合の種別

を記載するものとする。 

33－－44－－88 用途欄は、次により記載するものとする。 

(1) 用途欄には、乗用自動車等にあっては「乗用」、乗合自動車等にあって

は「乗合」、貨物自動車等にあっては「貨物」、特種用途自動車等にあっては

「特種」並びに大型特殊自動車にあっては「－」を記載するものとする。さ

らに、備考欄には、貸渡乗用自動車、貸渡乗合自動車、貸渡貨物自動車及び

貸渡特種用途自動車にあっては「貸渡」、幼児専用乗用自動車及び幼児専用

乗合自動車にあっては「幼児専用」並びに建設機械にあっては「建設機械」

を記載するものとする。 

(2) (略) 

33－－44－－99 自家用・事業用の別／適否欄は、「自家用」又は「事業用」のいず
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（記載例） 

第五輪荷重有 

(例 2) 保安基準第４条の２の括弧書きの適用を受けたけん引自動車であっ

て連結部移動装置付けん引自動車以外のもの 

 

 

 

 (例 2) 保安基準第４条の２の括弧書きの適用を受けたけん引自動車であ

って連結部移動装置付けん引自動車以外のもの 

 

車体の形状 

トラクタ 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 長さ 幅 高さ 

3〔3 〕人 38620〔11300〕 kg 7110 kg 45895〔18575〕 kg 553 cm 244 cm 282 cm 

 

備考欄 

（記録例） 

保安基準第 4 条の 2の告示で定めるものに適合 

最大積載量欄中括弧内は第五輪荷重を、括弧外はけん引重量を示し、車両

総重量欄中括弧内は車両総重量を示す。 

（記載例） 

第五輪荷重有 

その他 

 

 

備考 

保安基準第４条の２の告示で定めるものに適合 

最大積載量欄中括弧内は第五輪荷重を、括弧外はけん引重量を示し、車両

総重量欄中括弧内は車両総重量を示す。 

 

 

 

 

 

車体の形状 

トラクタ 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

3〔3 〕人 38620〔11300〕 kg 7110 kg 45895〔18575〕 kg 

長さ 幅 高さ 

553 cm 244 cm 282 cm 

(例 3) 保安基準第４条の２の括弧書きの適用を受けるけん引自動車が基準

緩和認定を受けた場合 

車体の形状 

トラクタ 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 長さ 幅 高さ 

3〔3 〕人 40800〔11300〕kg 7110 kg 48075〔18575〕kg 582 cm 249 cm 291 cm 

 

(例 3) 保安基準第４条の２の括弧書きの適用を受けるけん引自動車が基準

緩和認定を受けた場合 
 

車体の形状 

トラクタ 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

3〔3 〕人 40800〔11300〕 kg 7110 kg 48075〔18575〕 kg 

長さ 幅 高さ 

582 cm 249 cm 291 cm 

 

備考欄 

（記録例） 

保安基準第 4 条の 2の告示で定めるものに適合 

 

備考 

保安基準第４条の２の告示で定めるものに適合 

最大積載量欄中括弧内は第五輪荷重を、括弧外はけん引重量を示し、車両
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っては記録を記載と読み替える。）（以下同じ。）また、「記載例」は検査証の

券面に記載する記載事項の例をいう。（以下同じ。）  

 

  

① 最大積載量欄には(ｲ)により算出したけん引重量（連結部の中心の位置

を移動することができるけん引自動車（以下「連結部移動装置付けん引自

動車」という。）にあっては、最大の第五輪荷重が算出される位置における

けん引重量のうち最大となるもの。）を記録するとともに、細目告示第 81 条

第 2 項第 2 号、第 159 条第 2 項第 2 号又は第 237 条第 2 項第 2 号により算

出した第五輪荷重（連結部移動装置付けん引自動車にあっては、最大の第

五輪荷重）を括弧書で記録する。 

(ｲ) けん引重量は、次の算式により算出するものとする。 

（算式） 

ＴＣ＝ＧＣＷ－（Ｗ－Ｐ） 

この場合において 

ＴＣ：けん引自動車のけん引重量 kg 

ＧＣＷ：連結車両総重量（細目告示別添 96「連結車両の走行性能の技術基

準」の各項のうち適用される項の計算式不等号を除いた式により算出され

た値のうち、いずれか小さい方の 10kg 未満を切り捨てた値とする。） kg 

Ｗ：けん引自動車の車両総重量 kg 

Ｐ：けん引自動車の第 5 輪荷重 kg 

② 車両総重量欄には車両重量、けん引重量及び 55kg に乗車定員を乗じて

得た重量の総和を記録するとともに、車両重量、第五輪荷重及び 55kg に乗

車定員を乗じて得た重量の総和を括弧書で記録する。 

(例 1) 連結部移動装置付けん引自動車以外のけん引自動車 

 

車体の形状 

トラクタ 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 長さ 幅 高さ 

3〔3 〕人 33650〔8500〕 kg 4810 kg 38625〔13475〕kg 553 cm 244 cm 282 cm 

  

① 最大積載量欄には(ｲ)により算出したけん引重量（連結部の中心の位置

を移動することができるけん引自動車（以下「連結部移動装置付けん引自

動車」という。）にあっては、最大の第五輪荷重が算出される位置における

けん引重量のうち最大となるもの。）を記載するとともに、細目告示第 81 条

第 2 項第 2 号、第 159 条第 2 項第 2 号又は第 237 条第 2 項第 2 号により算

出した第五輪荷重（連結部移動装置付けん引自動車にあっては、最大の第

五輪荷重）を括弧書で記載する。 

(ｲ) けん引重量は、次の算式により算出するものとする。 

（算式） 

ＴＣ＝ＧＣＷ－（Ｗ－Ｐ） 

この場合において 

ＴＣ：けん引自動車のけん引重量 kg 

ＧＣＷ：連結車両総重量（細目告示別添 96「連結車両の走行性能の技術基

準」の各項のうち適用される項の計算式不等号を除いた式により算出され

た値のうち、いずれか小さい方の 10kg 未満を切り捨てた値とする。） kg 

Ｗ：けん引自動車の車両総重量 kg 

Ｐ：けん引自動車の第 5 輪荷重 kg 

② 車両総重量欄には車両重量、けん引重量及び 55kg に乗車定員を乗じて

得た重量の総和を記載するとともに、車両重量、第五輪荷重及び 55kg に乗

車定員を乗じて得た重量の総和を括弧書で記載する。 

(例 1) 連結部移動装置付けん引自動車以外のけん引自動車 

 

車体の形状 

トラクタ 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

3〔3 〕人 33650〔8500〕 kg 4810 kg 38625〔13475〕 kg 

長さ 幅 高さ 

553 cm 244 cm 282 cm 
  

 

備考欄 

（記録例） 

最大積載量欄中括弧内は第五輪荷重を、括弧外はけん引重量を示し、車両

総重量欄中括弧内は車両総重量を示す。 

 

備考 

最大積載量欄中括弧内は第五輪荷重を、括弧外はけん引重量を示し、車両

総重量欄中括弧内は車両総重量を示す。 
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備考欄 

（記録例） 

乗車定員及び車両総重量欄の括弧外は高速道路等を運行しない際の立席を

含めたすべての乗車装置を最大に利用した状態を、括弧内は立席を除く乗

車設備を最大に利用した状態を示す。 

（記載例） 

立席有 

備考 

乗車定員及び車両総重量欄の括弧外は高速道路等を運行しない際の立席を

含めたすべての乗車装置を最大に利用した状態を、括弧内は立席を除く乗

車設備を最大に利用した状態を示す。 

 

 

 
 

(6) けん引自動車であって第五輪荷重のほかに積載量を有する自動車につ

いては、最大積載量欄に細目告示第 81 条第 2項第 2号、第 159 条第 2 項第

2 号又は第 237 条第 2 項第 2 号により算出した第五輪荷重と積載量の合計

を、備考欄にその内訳及び 3－4－12(4)①(ｲ)により算出したけん引重量を、

次の例により記録する。 

(例) 

 

(6) けん引自動車であって第五輪荷重のほかに積載量を有する自動車につ

いては、最大積載量欄に細目告示第 81 条第 2項第 2号、第 159 条第 2 項第

2 号又は第 237 条第 2 項第 2 号により算出した第五輪荷重と積載量の合計

を、備考欄にその内訳及び 3－4－12(4)①(ｲ)により算出したけん引重量を、

次の例により記載する。 

 (例) 
車体の形状 

トラクタ 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 長さ 幅 高さ 

3 人 8000 kg 6990 kg 15155 kg 533 cm 244 cm 282 cm 

 

 

車体の形状 

トラクタ 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

3 人 8000 kg 6990 kg 15155 kg 

長さ 幅 高さ 

533 cm 244 cm 282 cm 

備考欄 

（記録例） 

最大積載量内訳、第五輪荷重 6750kg、積載量 1250kg、けん引重量 36680kg

（記載例） 

その他 

 

備考 

最大積載量内訳、第五輪荷重 6750kg、積載量 1250kg、けん引重量 36680kg 

 

 

 

 

(7) 脱着式スタンション型のセミトレーラにあっては、必要本数のスタン

ションを装着した状態において定めた最大積載量及び車両総重量を記録す

る。 

(8) 分割不可能な単体物品を輸送することに関する基準緩和認定（以下「単

体物品基準緩和認定」という。）を受けた被けん引自動車であって、緩和項

目が保安基準第 4 条（車両総重量）又は同第 4条及び 4 条の 2（軸重等）に

限られるものについては、次の各号によるものとし、それぞれ次の例によ

り記録する。 

(7) 脱着式スタンション型のセミトレーラにあっては、必要本数のスタン

ションを装着した状態において定めた最大積載量及び車両総重量を記載す

る。 

(8) 分割不可能な単体物品を輸送することに関する基準緩和認定（以下「単

体物品基準緩和認定」という。）を受けた被けん引自動車であって、緩和項

目が保安基準第 4 条（車両総重量）又は同第 4条及び 4 条の 2（軸重等）に

限られるものについては、次の各号によるものとし、それぞれ次の例によ

り記載する。 
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最大積載量欄中括弧内は第五輪荷重を、括弧外はけん引重量を示し、車両

総重量欄中括弧内は車両総重量を示す。 

なお、保安基準の緩和認定による単体物品輸送時の第五輪荷重及び車両総

重量は、それぞれ 11,300kg 及び 18,575kg とする。 

（記載例） 

第五輪荷重有 

その他 

 

総重量欄中括弧内は車両総重量を示す。 

なお、保安基準の緩和認定による単体物品輸送時の第五輪荷重及び車両総

重量は、それぞれ 11,600kg 及び 18,875kg とする。 

 

 

 

 

 

(例 4) 連結部移動装置付けん引自動車 

車体の形状 

トラクタ 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 長さ 幅 高さ 

3〔3 〕人 33300〔9000〕 kg 4810 kg 38275〔13975〕kg 553 cm 244 cm 282 cm 

 

 

(例 4) 連結部移動装置付けん引自動車 

 

車体の形状 

トラクタ 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

3〔3 〕人 33300〔9000〕 kg 4810 kg 38275〔13975〕 kg 

長さ 幅 高さ 

553 cm 224 cm 282 cm 

備考欄 

（記録例） 

最大積載量欄中括弧内は第五輪荷重を、括弧外はけん引重量を示し、車両

総重量欄中括弧内は車両総重量を示す。 

連結部移動量（0～418mm）に応じて第五輪荷重の範囲は 9000kg～7700kg、

けん引重量の範囲は、33300kg～33110kg となる。 

（記載例） 

第五輪荷重有 

その他 

 

(5) 立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員 11 人以上の自動車にあ

っては、乗車定員数の算出に関し、保安基準第 55 条に基づく基準緩和認定

を受けた自動車を除き、乗車定員欄に立席を除いた乗車定員数を括弧書で

附記するとともに、備考欄にその説明をそれぞれ記録する。 

(例) 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

80〔40〕 人 － kg 4810 kg 9210〔7010〕 kg 
 

備考 

最大積載量欄中括弧内は第五輪荷重を、括弧外はけん引重量を示し、車両

総重量欄中括弧内は車両総重量を示す。 

連結部移動量（0～418mm）に応じて第五輪荷重の範囲は 9000kg～7700kg、

けん引重量の範囲は、33300kg～33110kg となる。 

 

 

 

 

 

(5) 立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員 11 人以上の自動車にあ

っては、乗車定員数の算出に関し、保安基準第 55 条に基づく基準緩和認定

を受けた自動車を除き、乗車定員欄に立席を除いた乗車定員数を括弧書で

附記するとともに、備考欄にその説明をそれぞれ記載する。 

(例) 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

80〔40〕 人 － kg 4810 kg 9210〔7010〕 kg 
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（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

－ 人 26000〔40000〕kg 9990 kg 35990〔49990〕kg 

 

－ 人 26000〔40000〕 kg 9990 kg 35990〔49990〕 kg 
 

 

 

備考欄 

（記録例） 

保安基準第 2 条及び第 4 条の告示で定めるものに適合（船底型） 

最大積載量欄及び車両総重量欄中括弧内は分割不可能な単体物品を輸送す

る場合の最大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

（記載例） 

特車通行許可注意 

 

 

備考 

保安基準第 2 条及び第 4 条の告示て定めるものに適合（船底型） 

最大積載量欄及び車両総重量欄中括弧内は分割不可能な単体物品を輸送す

る場合の最大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

 

 

 

 

(9) 保安基準第２条（幅）及び単体物品基準緩和認定を受けた被けん引自

動車であって、基準緩和認定要領に規定する幅広貨物（以下単に「幅広貨

物」という。）を輸送することに関する基準緩和認定（以下「幅広貨物基準

緩和認定」）を受けたものについては、最大積載量及び車両総重量欄には、

分割不可能な単体物品輸送時の事項を次の例により記録する。 

 

(例) 

車体の形状 

セミトレーラ 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

－ 人 40000 kg 9850 kg 49850 kg 

 

(9) 保安基準第２条（幅）及び単体物品基準緩和認定を受けた被けん引自

動車であって、基準緩和認定要領に規定する幅広貨物（以下単に「幅広貨

物」という。）を輸送することに関する基準緩和認定（以下「幅広貨物基準

緩和認定」）を受けたものについては、最大積載量及び車両総重量欄には、

分割不可能な単体物品輸送時の事項を記載するものとし、次の例により記

載する。 

(例) 

車体の形状 

セミトレーラ 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

－ 人 40000 kg 9850 kg 49850 kg 
 

 

備考欄 

（記録例） 

最大積載量欄及び車両総重量欄は、長大又は超重量で分割不可能な単体物

品を輸送する場合の最大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

（記載例） 

その他 

備考 

最大積載量欄及び車両総重量欄は、長大又は超重量で分割不可能な単体物

品を輸送する場合の最大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

 

 

 

 

(10) 保安基準第２条（幅）及び単体物品基準緩和認定を受けた被けん引自 (10) 保安基準第２条（幅）及び単体物品基準緩和認定を受けた被けん引自

-
 2

4
2
 -

 

① 最大積載量欄には基準最大積載量（保安基準第 53 条の規定に基づき指

定する分割可能な貨物を輸送する場合の最大積載量をいう。以下同じ。）を

記録する。 

② 最大積載量欄には、①に加え、単体物品基準緩和最大積載量（基準緩和

を必要とする分割不可能な単体物品を輸送する場合において車両の構造・

装置の限界を超えない範囲で定める最大積載量をいう。以下同じ。）を括弧

書で記録する。 

③ 車両総重量欄には基準車両総重量（保安基準第 4条に定める車両総重量

及び第 4 条の 2 に定める軸重等の基準を超えない範囲で分割可能な貨物を

輸送する場合の車両総重量をいう。以下同じ。）を記録する。 

④ 車両総重量欄には、③に加え、単体物品基準緩和車両総重量（単体物品

基準緩和最大積載量と車両総重量の合計をいう。以下同じ。）を括弧書で記

録する。 

① 最大積載量欄には基準最大積載量（保安基準第 53 条の規定に基づき指

定する分割可能な貨物を輸送する場合の最大積載量をいう。以下同じ。）を

記載する。 

② 最大積載量欄には、①に加え、単体物品基準緩和最大積載量（基準緩和

を必要とする分割不可能な単体物品を輸送する場合において車両の構造・

装置の限界を超えない範囲で定める最大積載量をいう。以下同じ。）を括弧

書で記載する。 

③ 車両総重量欄には基準車両総重量（保安基準第 4条に定める車両総重量

及び第 4 条の 2 に定める軸重等の基準を超えない範囲で分割可能な貨物を

輸送する場合の車両総重量をいう。以下同じ。）を記載する。 

④ 車両総重量欄には、③に加え、単体物品基準緩和車両総重量（単体物品

基準緩和最大積載量と車両総重量の合計をいう。以下同じ。）を括弧書で記

載する。 
⑤ 備考欄に括弧の趣旨の説明を記録する。 

(例 1) 単体物品基準緩和認定を受けた場合 

車体の形状 

セミトレーラ 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

- 人 18000〔40000〕kg 9990 kg 27990〔49990〕kg 

 

⑤ 備考欄に括弧の趣旨の説明を記載する。 

(例 1) 単体物品基準緩和認定を受けた場合 

車体の形状 

セミトレーラ 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

－ 人 18000〔40000〕 kg 9990 kg 27990〔49990〕 kg 
 

 

備考欄 

（記録例） 

最大積載量欄及び車両総重量欄中括弧内は分割不可能な単体物品を輸送す

る場合の最大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

（記載例） 

記載なし 

 

備考 

最大積載量欄及び車両総重量欄中括弧内は分割不可能な単体物品を輸送す

る場合の最大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

 

 

 

 

(例 2) 保安基準第４条表中第 3 号で定める被けん引自動車が単体物品基準

緩和認定を受けた場合 

車体の形状 

セミトレーラ 

（略） （略） （略） 

(例 2) 保安基準第４条表中第 3 号で定める被けん引自動車が単体物品基準

緩和認定を受けた場合 

車体の形状 

セミトレーラ 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 
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車体の形状 

コンテナセミトレーラ 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

－ 人 30400〔30480〕kg 5580 kg 35980〔36060〕kg 

 

車体の形状 

コンテナセミトレーラ 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

－ 人 30400〔30480〕 kg 5580 kg 35980〔36060〕 kg 
 

 

備考欄 

（記録例） 

保安基準第 2 条及び第 4 条の告示で定めるものに適合（コンテナ型） 

最大積載量欄及び車両総重量欄中括弧内は国際海上コンテナ輸送時の最大

積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

（記載例） 

特車通行許可注意 

その他 

 

備考 

保安基準第 2 条及び第 4 条の告示て定めるものに適合（コンテナ型） 

最大積載量欄及び車両総重量欄中括弧内は国際海上コンテナ輸送時の最大

積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

 

 

 

 

(12) 「重量物輸送効率化事業に基づく基準緩和自動車の認定に係る特例措

置について」（平成 15 年 3 月 31 日国自技第 383 号）により基準緩和の認定

を受けた被けん引自動車については、次の各号によるものとし、それぞれ

次の例により記録する。 

① 最大積載量欄には基準最大積載量を記録するとともに、特区最大積載量

（構造改革特別区法附則第 3 条に規定する措置（構造改革特別区域基本方

針 2．(6)②）に基づき地方公共団体が内閣総理大臣に申請し認定された構

造改革特別区域計画に基づく申請に係る基準緩和（以下「特区基準緩和」と

いう。）の認定を受けた自動車が構造改革特区内において分割可能な貨物を

輸送する場合における最大積載量をいう。以下同じ。））を括弧書で記録す

る。 

② 車両総重量欄には基準車両総重量を記録するとともに、特区車両総重量

（特区最大積載量と車両重量の合計をいう。以下同じ。）を括弧書で記録す

る。 

③ 備考欄に括弧の趣旨の説明を記録する。 

(例 1) 保安基準第４条表中第 3 号で定める被けん引自動車が特区基準緩和

認定を受けた場合 

車体の形状 

セミトレーラ 

（略） （略） （略） 

(12) 「重量物輸送効率化事業に基づく基準緩和自動車の認定に係る特例措

置について」（平成 15 年 3 月 31 日国自技第 383 号）により基準緩和の認定

を受けた被けん引自動車については、次の各号によるものとし、それぞれ

次の例により記載する。 

① 最大積載量欄には基準最大積載量を記載するとともに、特区最大積載量

（構造改革特別区法附則第 3 条に規定する措置（構造改革特別区域基本方

針 2．(6)②）に基づき地方公共団体が内閣総理大臣に申請し認定された構

造改革特別区域計画に基づく申請に係る基準緩和（以下「特区基準緩和」と

いう。）の認定を受けた自動車が構造改革特区内において分割可能な貨物を

輸送する場合における最大積載量をいう。以下同じ。））を括弧書で記載す

る。 

② 車両総重量欄には基準車両総重量を記載するとともに、特区車両総重量

（特区最大積載量と車両重量の合計をいう。以下同じ。）を括弧書で記載す

る。 

③ 備考欄に括弧の趣旨の説明を記載する。 

(例 1) 保安基準第４条表中第 3 号で定める被けん引自動車が特区基準緩和

認定を受けた場合 

車体の形状 

セミトレーラ 
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動車であって、脱着式スタンションを装着して幅広貨物基準緩和認定を受

けたものについては、次の各号によるものとし、それぞれ次の例により記

録する。 

① 最大積載量及び車両総重量欄の括弧外には、スタンションを装着した

幅広貨物輸送時の事項を、括弧内には分割不可能な単体物品輸送時の事項

をそれぞれ記録する。 

② 備考欄に括弧の趣旨の説明を記録する。 

(例) 

車体の形状 

セミトレーラ 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

－ 人 33650〔8500〕 kg 4810 kg 38625〔13475〕kg 

 

動車であって、脱着式スタンションを装着して幅広貨物基準緩和認定を受

けたものについては、次の各号によるものとし、それぞれ次の例により記

載する。 

① 最大積載量及び車両総重量欄の括弧外には、スタンションを装着した

幅広貨物輸送時の事項を、括弧内には分割不可能な単体物品輸送時の事項

をそれぞれ記載する。 

② 備考欄に括弧の趣旨の説明を記載する。 

(例) 

車体の形状 

セミトレーラ 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

－ 人 26000〔40000〕 kg 9990 kg 35990〔49990〕 kg 
 

 

備考欄 

（記録例） 

最大積載量欄及び車両総重量欄中括弧内は分割不可能な単体物品を輸送す

る場合の、括弧外はスタンションを装着した幅広貨物を輸送する場合の最

大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

（記載例） 

その他 

 

備考 

最大積載量欄及び車両総重量欄中括弧内は分割不可能な単体物品を輸送す

る場合の、括弧外はスタンションを装着した幅広貨物を輸送する場合の最

大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

 

 

 

 

(11) 国際海上コンテナを輸送することに関し基準緩和認定を受けた被け

ん引自動車であって、緩和項目が保安基準第 4条（車両総重量）又は同第 4

条及び 4条の 2（軸重等）に限られるものについては、次の各号によるもの

とし、それぞれ次の例により記録する。 

① 最大積載量欄の括弧外には基準最大積載量又は分割可能貨物基準緩和

最大積載量を記録し、括弧内には国際海上コンテナを輸送する場合の最大

積載量を記録する。 

② 車両総重量欄の括弧外には基準車両総重量又は分割可能貨物基準緩和

車両総重量を記録し、括弧内には国際海上コンテナを輸送する場合の車両

総重量（国際海上コンテナを輸送する場合の最大積載量と車両重量の合計

をいう。）を記録する。 

③ 備考欄に括弧の趣旨の説明を記録する。 

(例) 

(11) 国際海上コンテナを輸送することに関し基準緩和認定を受けた被け

ん引自動車であって、緩和項目が保安基準第 4条（車両総重量）又は同第 4

条及び 4条の 2（軸重等）に限られるものについては、次の各号によるもの

とし、それぞれ次の例により記載する。 

① 最大積載量欄の括弧外には基準最大積載量又は分割可能貨物基準緩和

最大積載量を記載し、括弧内には国際海上コンテナを輸送する場合の最大

積載量を記載する。 

② 車両総重量欄の括弧外には基準車両総重量又は分割可能貨物基準緩和

車両総重量を記載し、括弧内には国際海上コンテナを輸送する場合の車両

総重量（国際海上コンテナを輸送する場合の最大積載量と車両重量の合計

をいう。）を記載する。 

③ 備考欄に括弧の趣旨の説明を記載する。 

(例) 
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第 5 号及び第 7 号を除く。）、第 159 条第 2 項（第 3 号、第 4 号、第 5 号及

び第 7号を除く。）又は第 237 条第 2項（第 3号、第 4号、第 5 号及び第 7

号を除く。）により算定した値を次の数値により記録する。 

ただし、国際海上コンテナを輸送する被けん引自動車であって、かつ、最大

積載量が 30,480kg のものに限り、これによらず 30,480kg として記録する。 

①～② （略） 

33－－44－－1133 車両重量欄は、空車状態（脱着式座席を有する自動車にあって

は、座席をすべて取り付けた状態を、脱着式スタンション型のセミトレー

ラにあっては、3－4－12(7)の状態をいう。以下同じ。）における自動車の重

量を記録するものとする。 

33－－44－－1144 長さ欄、幅欄及び高さ欄は、細目告示第 6条第 2項、第 84 条第

2 項又は第 162 条第 2 項により計測した数値（脱着式スタンション型のセ

ミトレーラにあっては、3－4－12(7)の状態で計測した数値とする。）を記

録するものとする。 

ただし、セミトレーラの長さにあっては、当該セミトレーラの最も前方及

び後方の部分について細目告示第 6条第 2 項第 1 号、第 84 条第 2 項第 1号

又は第 162 条第 2 項第 1 号の規定に基づき測定した数値を記録するものと

する。また、細目告示第 6 条第 2 項第 1 号、第 84 条第 2 項第 1 号又は第

162 条第 2 項第 1 号の規定に基づき測定を行った場合であって、自動車の

最も前方及び後方に当たる部分が自動車登録番号標、車両番号標又は字光

式自動車登録番号標用照明用具等番号標に係る部品であるときは、当該部

分を除いた状態で細目告示第 6 条第 2 項第 1号、第 84 条第 2 項第 1 号又は

第 162 条第 2 項第 1号の規定に基づき測定した数値を記録する。 

33－－44－－1155 附属又は脱着する装置を用いる自動車は、次の各号により記録

するものとする。 

(1) 作業用附属装置、除雪装置、道路清掃装置等を随時取り外し、又は取

り替えて使用できる自動車については、次の例により記録すること。なお、

軸重欄は、当該附属装置等を装着した状態のうちの最も重い数値を記録す

るものとする。 

(例) 

車体の形状 

ショベル・ローダ 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 長さ 幅 高さ 

第 5 号及び第 7 号を除く。）、第 159 条第 2 項（第 3 号、第 4 号、第 5 号及

び第 7号を除く。）又は第 237 条第 2項（第 3号、第 4号、第 5 号及び第 7

号を除く。）により算定した値を次の数値により記載する。 

ただし、国際海上コンテナを輸送する被けん引自動車であって、かつ、最大

積載量が 30,480kg のものに限り、これによらず 30,480kg として記載する。 

①～② （略） 

33－－44－－1133 車両重量欄は、空車状態（脱着式座席を有する自動車にあって

は、座席をすべて取り付けた状態を、脱着式スタンション型のセミトレー

ラにあっては、3－4－12(7)の状態をいう。以下同じ。）における自動車の重

量を記載するものとする。 

33－－44－－1144 長さ欄、幅欄及び高さ欄は、細目告示第 6条第 2項、第 84 条第

2 項又は第 162 条第 2 項により計測した数値（脱着式スタンション型のセ

ミトレーラにあっては、3－4－12(7)の状態で計測した数値とする。）を記

載するものとする。 

ただし、セミトレーラの長さにあっては、当該セミトレーラの最も前方及

び後方の部分について細目告示第 6条第 2 項第 1 号、第 84 条第 2 項第 1号

又は第 162 条第 2 項第 1 号の規定に基づき測定した数値を記載するものと

する。また、細目告示第 6 条第 2 項第 1 号、第 84 条第 2 項第 1 号又は第

162 条第 2 項第 1 号の規定に基づき測定を行った場合であって、自動車の

最も前方及び後方に当たる部分が自動車登録番号標、車両番号標又は字光

式自動車登録番号標用照明用具等番号標に係る部品であるときは、当該部

分を除いた状態で細目告示第 6 条第 2 項第 1号、第 84 条第 2 項第 1 号又は

第 162 条第 2 項第 1号の規定に基づき測定した数値を記載する。 

33－－44－－1155 附属又は脱着する装置を用いる自動車は、次の各号により記載

するものとする。 

(1) 作業用附属装置、除雪装置、道路清掃装置等を随時取り外し、又は取

り替えて使用できる自動車については、次の例により記載すること。なお、

軸重欄は、当該附属装置等を装着した状態のうちの最も重い数値を記載す

るものとする。 

(例) 

車体の形状 

ショベル・ローダ 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

1〔1〕 人 － kg 5700〔7460〕 kg 5755〔7515〕 kg 

長さ 幅 高さ 

-
 2

4
6
 -

 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

－ 人 26000〔30000〕kg 9990 kg 35990〔39990〕kg 

 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

－ 人 26000〔30000〕 kg 9990 kg 35990〔39990〕kg 
 

 
備考欄 

（記録例） 

特区基準緩和車 

保安基準第 2 条及び第 4 条の告示で定めるものに適合（煽型） 

最大積載量欄及び車両総重量欄中括弧内は構造改革特区内において物品を

輸送する場合の最大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

（記載例） 

特車通行許可注意 

その他 

 

備考 

特区基準緩和車 

保安基準第 2 条及び第 4 条の告示て定めるものに適合（煽型） 

最大積載量欄及び車両総重量欄中括弧内は構造改革特区内において物品を

輸送する場合の最大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

 

 

 

 

(例 2) (8)と特区基準緩和認定を併せて受けた場合 

車体の形状 

セミトレーラ 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

－ 人 
【30000】  

26000〔40000〕kg 
9990 kg 

【39990】  

35990〔49990〕kg 
 

(例 2) (8)と特区基準緩和認定を併せて受けた場合 

車体の形状 

セミトレーラ 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

－ 人 〔30000〕 

26000〔40000〕 kg 
9990 kg 〔39990〕 

35990〔49990〕kg 
 

 
備考欄 

（記録例） 

特区基準緩和車 

保安基準第 2 条及び第 4 条の告示で定めるものに適合（船底型） 

最大積載量欄及び車両総重量欄中上段括弧内は構造改革特区内において物

品を輸送する場合の最大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。最大積載

量及び車両総重量欄中下段括弧内は分割不可能な単体物品を輸送する場合

の最大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

（記載例） 

特車通行許可注意 

その他 

 

備考 

特区基準緩和車 

保安基準第 2 条及び第 4 条の告示て定めるものに適合（船底型） 

最大積載量欄及び車両総重量欄中上段括弧内は構造改革特区内において物

品を輸送する場合の最大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。最大積載

量及び車両総重量欄中下段括弧内は分割不可能な単体物品を輸送する場合

の最大積載量及び車両総重量をそれぞれ示す。 

 

 

 

 

(13) 自動車の最大積載量は、細目告示第 81 条第 2 項（第 3 号、第 4 号、 (13) 自動車の最大積載量は、細目告示第 81 条第 2 項（第 3 号、第 4 号、

-
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5
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「軽油・電気」又は「その他」のいずれかを記録するものとする。 

  この場合において、それぞれの燃料の種類の間を「 」（1 字空白）で

つないでいるものは切替式を示し、「・」でつないでいるものは併用式を示

す。 

33－－44－－1177 総排気量又は定格出力欄は、次の各号により記録するものとす

る。 

(1) 総排気量は、単位をリットルとし、小数点第 3 位以下を切り捨てるも

のとする。ただし、二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）でその総排気

量が 0.251 リットルから 0.259 リットルまでのもの及び二輪自動車（側車

付二輪自動車を含む。）以外の自動車で総排気量が 0.661 リットルから

0.669 リットルまでのものにあっては、それぞれ 0.26 リットル及び 0.67 リ

ットルとする。 

この場合において、総排気量を算出する必要があるときは、円周率を 3.14

とし、内径及び行程について 1/10 ミリメートル未満を切り捨てた値を用い

るものとする。 

なお、総排気量が変化する構造を有する原動機（気筒休止等により総排気

量が変化するものをいう。）にあっては、最大値を用いるものとする。 

(2) 定格出力は、単位をキロワットとし、小数点第 3 位以下を切り捨てて

小数点第 2 位まで記載するものとする。ただし、小数点第 2 位が不明なも

のは小数点第 2位に「0」を記録する。 

33－－44－－1188 検査証の有効期間の満了する日は、次の各号により法第 58 条第

2項後段に規定する方法により記録するものとする。 

(1)・(2) (略) 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

「軽油・電気」又は「その他」のいずれかを記載するものとする。 

  この場合において、それぞれの燃料の種類の間を「 」（1 字空白）で

つないでいるものは切替式を示し、「・」でつないでいるものは併用式を示

す。 

33－－44－－1177 総排気量又は定格出力欄は、次の各号により記載するものとす

る。 

(1) 総排気量は、単位をリットルとし、小数点第 3 位以下を切り捨てるも

のとする。ただし、二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）でその総排気

量が 0.251 リットルから 0.259 リットルまでのもの及び二輪自動車（側車

付二輪自動車を含む。）以外の自動車で総排気量が 0.661 リットルから

0.669 リットルまでのものにあっては、それぞれ 0.26 リットル及び 0.67 リ

ットルとする。 

この場合において、総排気量を算出する必要があるときは、円周率を 3.14

とし、内径及び行程について 1/10 ミリメートル未満を切り捨てた値を用い

るものとする。 

なお、総排気量が変化する構造を有する原動機（気筒休止等により総排気

量が変化するものをいう。）にあっては、最大値を用いるものとする。 

(2) 定格出力は、単位をキロワットとし、小数点第 3 位以下を切り捨てて

小数点第 2 位まで記載するものとする。ただし、小数点第 2 位が不明なも

のは小数点第 2位に「0」を記載する。 

33－－44－－1188 有効期間欄は、次の各号により記載するものとする。 

 

(1)・(2) (略) 

(3) 検査証の有効期間の満了する日欄の記載であって、有効期間の起算日

について規則第 44 条ただし書の規定を適用する場合においては、次の例に

よって差し支えない。 

(例) 

有効期間の満了する日 平成 
15 年 3 月 1 日 

 平成 
16 年同左月同左日 

運輸支局 
等名小印 

 

  

33－－44－－1199 軸重欄は、(1)により計測した数値を当該箇所欄に記録するもの

とする。 

また、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、上昇している車軸を強制

的に下降させた状態の軸重についても以下の例により備考欄に記録するも

のとする。 

(1) 空車状態の自動車の軸重は、はかり（重量計）を用いて各軸ごとに計

  

33－－44－－1199 軸重欄は、(1)により計測した数値を当該箇所欄に記載するもの

とする。 

また、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、上昇している車軸を強制

的に下降させた状態の軸重についても以下の例により備考欄に記載するも

のとする。 

(1) 空車状態の自動車の軸重は、はかり（重量計）を用いて各軸ごとに計

-
 2

4
8
 -

 

1〔1〕人 － kg 5700【7460】kg 5755〔7515〕kg 
【590】 

518 cm 

【249】 

213 cm 

【315】 

274 cm 
 

〔590〕 

518 cm 

〔249〕 

213 cm 

〔315〕 

274 cm 
 

 

備考欄 

（記録例） 

＊附属装置＊バックホー 

（記載例） 

附属装置 

 

 

備考 

＊附属装置 ＊バツクホー 

 

 

 

 

(2) 車体の形状が「ドリー付トレーラ」（ドリー付バントレーラ及び 3-4-10 

注 2 においてドリー付〇〇トレーラと付記したものを含む。）」となる自動

車については、次の例により記録する。 

(例) 

車体の形状 

ドリー付トレーラ 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重 

（略） （略） 3680 kg － kg 2810 kg 2810 kg 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 長さ 幅 高さ 

－ 人 
［12700］ 

12700 kg 

［7200］ 

9300 kg 

［19900］ 

22000 kg 

〔1045〕 

1196 cm 

〔249〕 

249 cm 

〔321〕 

321 cm 

 

(2) 車体の形状が「ドリー付トレーラ」（ドリー付バントレーラ及び 3-4-10 

注 2 においてドリー付〇〇トレーラと付記したものを含む。）」となる自動

車の検査証等の記載事項等については、次の例により記載する。 

(例) 

車体の形状 

ドリー付トレーラ 

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

 

－ 人 

［12700］ 

12700 kg 

［7200］ 

9300 kg  

［19900］ 

22000 kg g 

長さ 幅 高さ 前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重 

〔1045〕 

1196 cm 

〔249〕 

249 cm 

〔321〕 

321 cm 

 
3680 kg 

 
－ kg 

 
2810 kg 

 
2810 kg 

 
備考欄 

（記録例） 

脱着装置，＊第五輪荷重＊4,980kg 以上のものとする。 

括弧内はセミトレーラ時を示す。また、セミトレーラ時の軸重は後前軸重

2850kg、後後軸重 2850kg 

（記載例） 

その他 

 

備考 

脱着装置，＊第五輪荷重＊４，９８０ｋｇ以上のものとする。 

括弧内はセミトレーラ時を示す。また、セミトレーラ時の軸重は後前軸重

２８５０ｋｇ、後後軸重２８５０ｋｇ 

 

  

  

 

33－－44－－1166 燃料の種類欄は、「ガソリン」、「軽油」、「ＬＰＧ」、「灯油」、「電

気」、「ガソリン ＬＰＧ」、「ガソリン 灯油」、「メタノール」、「ＣＮＧ」、

「ＬＮＧ」、「ＡＮＧ」、「圧縮水素」、「ガソリン・電気」、「ＬＰＧ・電気」、

33－－44－－1166 燃料の種類欄は、「ガソリン」、「軽油」、「ＬＰＧ」、「灯油」、「電

気」、「ガソリン ＬＰＧ」、「ガソリン 灯油」、「メタノール」、「ＣＮＧ」、

「ＬＮＧ」、「ＡＮＧ」、「圧縮水素」、「ガソリン・電気」、「ＬＰＧ・電気」、

-
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保安基準第 55
条の規定による

基準の緩和の処

分を受ける自動

車 

処分の内容 
附した制限 

緩和事項「長さ」 
緩和制限 
「自動車の後面及

び運転者席には、

長さを表示するこ

と。」 
2．細目告示第 42

条第 1 項、第 2
項若しくは第 5
項、第 120 条第

1 項、第 2 項、

第 5 項若しくは

第 6 項、第 121
条第 3 項、第

198 条第 1 項、

第 2 項、第 5 項

若しくは第 6
項、第 199 条第

3 項又は別添 52
「灯火器及び反

射器並びに指示

装置の取付装置

の技術基準」の

規定により、地

方運輸局長の指

定を受けた自動

車 

認定内容 
認定年月日 

前照灯の取付位置 
関整車第 123 号 
昭和 62 年 1 月 15
日 

その他 

3．保安基準第 56
条第 4 項の規定

により国土交通

大臣の認定を受

けた自動車 

認定内容 
 
認定年月日 

大臣認定 
メタノール自動車 
国自審第 234 号 
平成 13 年 1 月 15
日 

その他 

4．乗車定員 11 人

以上 23 人以下の

旅客自動車運送

事業用自動車で

ワンマンバスの構

造要件が適用され

ない旨 
 

車掌を乗務させて

運行するものとし

て保安基準に適合 
 

その他 

 
 
 
 
 
 

附した制限 緩和制限「自動車の後面及

び運転者席に

は、長さを表示

すること。」 

2．細目告示第 42 条第 1
項、第 2 項若しくは第

5 項、第 120 条第 1
項、第 2 項、第 5 項若

しくは第 6 項、第 121
条第 3 項、第 198 条第

1 項、第 2 項、第 5 項

若しくは第 6 項、第

199 条第 3 項又は別添

52「灯火器及び反射器

並びに指示装置の取付

装置の技術基準」の規

定により、地方運輸局

長の指定を受けた自動

車 
 
 
 
 
 
 

認定内容 
認定年月日 

前照灯の取付位置 
関整車第 123 号 
昭和 62 年 1 月 15 日 

3．保安基準第 56 条第 4
項の規定により国土交

通大臣の認定を受けた

自動車 
 

認定内容 
 
認定年月日 

大臣認定 
メタノール自動車 
国自審第 234 号 
平成 13 年 1 月 15 日 

4．乗車定員 11 人以上 23
人以下の旅客自動車運

送事業用自動車であっ

て車両総重量 5ｔを超え

ワンマンバスの構造要件

が適用されない旨 
 
 

車掌を乗務させて運行す

るものとして保安基準に

適合 
 

-
 2

5
0
 -

 

測した値（10kg 未満は切り捨てるものとする。）とし、輪荷重は軸重をその

軸にかかわる輪数で除した値とする。 

  

測した値（10kg 未満は切り捨てるものとする。）とし、輪荷重は軸重をその

軸にかかわる輪数で除した値とする。 

  

備考欄 

（記録例） 

車軸自動昇降装置付き車、車軸下降時 前前軸重 1220kg、後前軸重 2020kg、

後後軸重 2020kg 

（記載例） 

その他 

  

(例) 

備考 

車軸自動昇降装置付き車、車軸下降時 前前軸重 1,220kg、 

後前軸重 2,020kg、後後軸重 2,020kg 

 

 

  

(2) 3－4－15(2)の自動車にあっては以下の例により備考欄に記録するも

のとする。 

 

(2) 3－4－15(2)の自動車にあっては以下の例により備考欄に記載するも

のとする。 

 
備考欄 

（記録例） 

括弧内はセミトレーラ時を示す。また、セミトレーラ時の軸重は後後軸重

5150kg 

車軸自動昇降装置付き車、車軸下降時 後前軸重 2850kg、後後軸重 2850kg 

（記載例） 

その他 

 

(例) 

備考 

括弧内はセミトレーラ時を示す。また、セミトレーラ時の軸重は後後軸重

５１５０ｋｇ 

車軸自動昇降装置付き車、車軸下降時 後前軸重２８５０ｋｇ、後後軸重２

８５０ｋｇ 

 

 

33－－44－－2200 備考欄は、次表左欄に掲げる自動車について、同表中央左欄の

記録事項を同表中央右欄の記録例により法第58条第2項後段に規定する方

法によって記録し、右欄の記載例により券面に記載するものとする。また、

その他検査に必要な事項については必要に応じて記録するものとする。記

載例において、同じ記載例に該当する事項が複数あった場合でも記載は一

つとする。（3-4-21 において同じ。）なお、電子情報処理組織により記録で

きないものにあっては自動車検査記録簿（乙）（第 4 号様式による。）を作

成するものとする。 

33－－44－－2200 備考欄は、次表左欄に掲げる自動車について、同表中央欄の記

載事項を同表右欄の記載例により記載するものとする。また、その他検査

に必要な事項については必要に応じて記載するものとする。なお、電子情

報処理組織により記録できないものにあっては自動車検査記録簿（乙）（第

4号様式による。）を作成するものとする。 

    

記録を要する自動

車 
記録されるべき趣

旨 
記録例 記載例 

1．法第 43 条第 1
項の規定による

制限の付加又は

道路運送車両の

処分年月日 
 
 
 

認定年月日 
昭和 62 年 7 月 2 日 
北海道運輸局 123
号 

基準緩和事項 
制限附加 

記載を要する自動車 
 

記載されるべき趣旨 記載例 

1．規則第 52 条各号の一

に掲げる処分を受ける

自動車 
 

処分年月日 
 
 
処分の内容 

認定年月日 
昭和 62 年 7 月 2 日 
北海道運輸局 123 号 
緩和事項「長さ」 
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ート以外のもの

を積載物品とす

るコンクリート

ミキサー車 

比重 比重 1.65 

6．被けん引自動

車 
（規則第 35 条の 3

第 1 項第 14 号

に規定するもの

に限る。） 

けん引自動車の車

名及び型式 
けん引車 日野 P－
AA 

牽引車有 

6－1．被けん引自

動車であって、

次の各号に掲げ

るもの 
(1) 第五輪荷重

を有するけ

ん引自動車

でけん引さ

れるもの 
(2) 基準緩和を

受けている

自動車であ

って、速度

制限装置が

装着されて

いるけん引

自動車でけ

ん引される

もの 
 
 
 
 
 
 

(3) けん引自動

 
 
 
 
第五輪荷重が分担

する荷重 
 
 
 
けん引自動車に速

度制限装置が装着

されている旨 
 
 
 
保安基準適合性の

検討条件 
① 運行時の最高

速度 
50km/h 超 60km/h
以下の場合 
② 運行時の最高

速度 
50km/h 以下の場

合 
けん引自動車の型

 
 
 
 
第五輪荷重 7690 
kg 以上 
 
 
 
けん引車の全型式

に速度制限装置付

又は運輸 W－

AA、運輸 W－AB
には速度制限装置

付 
 
 
運行時の最高速度

は 60km/h 以下で

検討 
 
運行時の最高速度

は 50km/h 以下で

検討 
 
フォード不明

 
 
 
 
第五輪荷重 7，690 
kg 以上 
 
 
 
牽引車有 
 
 
 
 
 
 
 
その他 
 
 
 
その他 
 
 
 
牽引車有 

載物品とするコンクリ

ートミキサー車 
 
 
6．被けん引自動車 
（規則第 35 条の 3 第 1

項第 15 号に規定するも

のに限る。） 
 
 

けん引自動車の車名及び

型式 
けん引車 日野Ｐ－ＡＡ 

6－1．被けん引自動車で

あって、次の各号に掲

げるもの 
(1) 第五輪荷重を有す

るけん引自動車でけ

ん引されるもの 
(2) 基準緩和を受けて

いる自動車であっ

て、速度制限装置が

装着されているけん

引自動車でけん引さ

れるもの 
 
 
 
 
 
 

(3) けん引自動車の型

式が「不明」のもの 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
第五輪荷重が分担する荷

重 
 
 
けん引自動車に速度制限

装置が装着されている旨 
 
 
 
 
保安基準適合性の検討条

件 
① 運行時の最高速度 
50km/h 超 60km/h 以下

の場合 
② 運行時の最高速度 
50km/h 以下の場合 
けん引自動車の型式にシ

リアル番号の一連番号を

除く部分を付記 

 
 
 
第五輪荷重 7690 kg 以上 
 
 
けん引車の全型式に速度

制限装置付又は運輸 W-
AA、運輸 W-AB には速度

制限装置付 
 
 
 
 
 
運行時の最高速度は

60km/h 以下で検討 
 
運行時の最高速度は

50km/h 以下で検討 
フォード不明

(ABCD1234) 
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あって車両総重

量 5ｔを超える

もの及び乗車定

員 24 人以上の旅

客自動車運送事

業用自動車であ

り、かつ、車掌

を乗務させて運

行することとさ

れているもの

（被けん引自動

車を除く。） 

 
 

 

4－1．ワンマンバ

スの構造要件の

適用緩和を受け

た自動車 

緩和内容 
 
認定年月日 
 

ワンマンバス構造

要件の適用緩和 
近運事第 345 号 
昭和 62 年 10 月 1
日乗降口 

その他 

5．タンク自動車 積載物品名 
最大積載容積 
比重又は定数 

品名 第一石油類 
容積 5000Ｌ 
比重 0．75 

タンク車 第一石油

類 5000L 0.750 

5－1．荷台に危険

物のタンクを固

定し、かつ、タ

ンク以外に積載

量を有する自動

車 

タンクに積載する

物品名及び積載量

の内訳 

品名 灯油 
容積 250Ｌ 
比重 0．80 
積載量内訳 
タンク 200 kg 
荷台 300 kg 

その他 

5－2．危険物運搬

用タンク車であ

って、積載の組

合せが多数あ

り、備考欄に記

載することがで

きない自動車 

積載の組合せが備

考欄以外にある旨 
積載の組み合わせ

は、設置許可書等

による 

積載の組み合わせ

は設置許可証によ

る。 

5－3．セメント、

骨材及び水を混

ぜた生コンクリ

積載物品名 
 
最大積載容積 

品名 流動化処理

土 
容積 5.78m3 

その他 

るもの及び乗車定員 24
人以上の旅客自動車運

送事業用自動車であ

り、かつ、車掌を乗務

させて運行することと

されているもの（被け

ん引自動車を除く。） 
 
 
 
 
 

  

4－1．ワンマンバスの構

造要件の適用緩和を受

けた自動車 
 
 

緩和内容 
 
認定年月日 
 

ワンマンバス構造要件の

適用緩和 
近運事第 345 号 
昭和 62 年 10 月 1 日乗降

口 
5．タンク自動車 積載物品名 

最大積載容積 
比重又は定数 

品名 第一石油類 
容積 5000Ｌ 
比重 0．75 

5－1．荷台に危険物のタ

ンクを固定し、かつ、

タンク以外に積載量を

有する自動車 
 
 

タンクに積載する物品名

及び積載量の内訳 
品名 灯油 
容積 250Ｌ 
比重 0．80 
積載量内訳 
タンク 200 kg 
荷台 300 kg 

5－2．危険物運搬用タン

ク車であって、積載の

組合せが多数あり、備

考欄に記載することが

できない自動車 
 
 

積載の組合せが備考欄以

外にある旨 
積載の組合せは、設置許

可書等による 

5－3．セメント、骨材及

び水を混ぜた生コンク

リート以外のものを積

積載物品名 
最大積載容積 
比重 

品名 流動化処理土 
容積 5.78m3 

比重 1.65 
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9－1．メタノール

を燃料とする自

動車であって、

次の各号に掲げ

るもの 
(1) メタノール

とガソリン

等を混合し

たものを燃

料とするも

の 
(2) 補助燃料と

してガソリ

ン又は軽油

を使用する

もの 
 
(3) ガソリン併

用式のもの 
 
(4) 通常はメタ

ノールとガ

ソリンの混

合物を使用

し、ガソリ

ンのみも使

用可能なも

の 

 
 
 
 
 
メタノールとガソ

リン等を 85：15
の比率で混合した

もの（Ｍ85）を燃

料とする旨 
 
メタノール（Ｍ

100 又はＭ85）を

主燃料とし、補助

燃料としてガソリ

ン又は軽油を使用

する旨 
ガソリンを併用す

ることが可能であ

る旨 
通常はメタノール

とガソリンを併用

し、ガソリンのみ

も使用することが

できる旨 

 
 
 
 
 
燃料 
メタノール

（M85） 
 
 
 
燃料 
主 メタノール 
（M100 又は

M85） 
補助 ガソリン又

は軽油 
燃料 
メタノール・ガソ

リン併用 
燃料 
メタノール・ガソ

リン混合物（混合

率可変） 
 

 
 
 
 
 
燃料  メタノール

（M85） 
 
 
 
 
燃料  主  メタノー

ル （ M100 又 は

M85） 補助 ガソリ

ン又は軽油 
 
 
燃料 メタノール・

ガソリン併用 
 
燃料 メタノール・

ガソリン混合物（混

合率可変） 

9－2．ＣＮＧを燃

料とする自動車

であって、次の

各号に掲げるも

の 
(1) ガソリン併

用式のもの 
 

 
 
 
 
 
ガソリンを併用す

ることが可能であ

る旨 

 
 
 
 
 
燃料 
CNG・ガソリン併

用 

 
 
 
 
 
燃料 CNG・ガソリ

ン併用 
 

9－1．メタノールを燃料

とする自動車であっ

て、次の各号に掲げる

もの 
(1) メタノールとガソ

リン等を混合したも

のを燃料とするもの 
 
(2) 補助燃料としてガ

ソリン又は軽油を使

用するもの 
 
(3) ガソリン併用式の

もの 
(4) 通常はメタノール

とガソリンの混合物

を使用し、ガソリン

のみも使用可能なも

の 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
メタノールとガソリン等

を 85：15 の比率で混合

したもの（Ｍ85）を燃料

とする旨 
メタノール（Ｍ100 又は

Ｍ85）を主燃料とし、補

助燃料としてガソリン又

は軽油を使用する旨 
ガソリンを併用すること

が可能である旨 
通常はメタノールとガソ

リンを併用し、ガソリン

のみも使用することがで

きる旨 

 
 
 
 
燃料 
メタノール（Ｍ85） 
 
 
燃料 
主 メタノール 
（Ｍ100 又はＭ85） 
補助 ガソリン又は軽油 
燃料 
メタノール・ガソリン併

用 
燃料 
メタノール・ガソリン混

合物（混合率可変） 
 

9－2．ＣＮＧを燃料とす

る自動車であって、次

の各号に掲げるもの 
(1) ガソリン併用式の

もの 
(2) 軽油を着火燃料と

するもの 
 

 
 
 
ガソリンを併用すること

が可能である旨 
ＣＮＧを燃料とし、軽油

を着火燃料とする旨 

 
 
 
燃料 
ＣＮＧ・ガソリン併用 
燃料 
主 ＣＮＧ 
補助 軽油 
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車の型式が

「不明」の

もの 

式にシリアル番号

の一連番号を除く

部分を付記 

(ABCD1234) 

7．基準緩和を受

けているけん引

自動車 

速度制限装置の装

着の有無及びその

設定速度 

速度制限装置付 
最高速度 60km/h
以下 
速度制限装置なし 

NR 付 
その他 
 
（記載なし） 

7－1．けん引自動

車であって、次

の各号に掲げる

もの（規則第 35
条の 3 第 2 項の

規定により記載

するもの及び同

第 35 条の 4 第

2 項の規定によ

り記録するもの

に限る。） 
(1) 被けん引自

動車の型式が

「不明」のも

の 
 

(2) 被けん引自

動車の型式が

「組立」及び

「試作」のも

の 
(3) (1)及び(2)以

外のもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
被けん引自動車の

型式にシリアル番

号の一連番号を除

く部分を付記 
 
被けん引自動車の

型式に車台番号を

付記 
 
 
被けん引自動車の

車名及び型式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
被けん引車 パー

ストナー 
不明(ABDE1234) 
 
 
被けん引車 組立 
(東 41567 東) 
 
 
 
被けん引車 フル

ハーフ 
ABDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
被牽引車有 
 
 
 
 
被牽引車有 
 
 
 
 
被牽引車有 
 

8．4 軸を超える自

動車 
軸重 第 5 軸重 8500kg その他 

9．燃料の種類欄

に「その他」と

記録した自動車 

燃料の種類 燃料 水素 その他 

 
 

 
7．基準緩和を受けている

けん引自動車 
 
 

速度制限装置の装着の有

無及びその設定速度 
速度制限装置付 
最高速度 60km/h 以下 
速度制限装置なし 

7－1．けん引自動車であ

って、次の各号に掲げ

るもの（規則第 35 条の

3 第 2 項の規定により

記載するものに限る。） 
(1) 被けん引自動車の

型式が「不明」のも

の 
 

(2) 被けん引自動車の

型式が「組立」及び

「試作」のもの 
(3) (1)及び(2)以外のも

の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
被けん引自動車の型式に

シリアル番号の一連番号

を除く部分を付記 
 
被けん引自動車の型式に

車台番号を付記 
 
被けん引自動車の車名及

び型式 

 
 
 
 
 
被けん引車 パーストナー 
不明(ABDE1234) 
 
 
被けん引車 組立 
(東 41567 東) 
 
被けん引車 フルハーフ 
ABDE 

8．4 軸を超える自動車 
 

軸重 第 5 軸重 8500kg 

9．燃料の種類欄に「その

他」と記載した自動車 
 

燃料の種類 燃料 水素 
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電動機を備えた

もの 
10．臨時乗車定員

が定められた自

動車 

臨時乗車定員 臨時乗車定員 108
名 

その他 

11．使用者の名義

が複数の自動車 
共同使用者の氏名

又は名称及び住所 
共同使用者の氏

名、住所 
運輸太郎、東京都

千代田区霞ヶ関 2
－1－3 

（記載なし） 

12．緊急自動車で

あって、次の各号

に掲げるもの 
(1) 用途区分通

達 4－1－1
以外の自動車

（(2)を除

く。） 
(2) 在宅傷病者

緊急往診用自

動車 

 
 
 
緊急自動車である

旨 
 
 
 
在宅傷病者緊急往

診用自動車である

旨 

 
 
 
緊急自動車 
 
 
 
 
緊急自動車（在宅

傷病者緊急往診

用） 

 
 
 
緊急自動車 
 
 
 
 
緊急自動車 

13．道路維持作業

用自動車 
道路維持作業用自

動車である旨 
道路維持作業用自

動車 
道路維持作業用 

14．改造通達に定

める改造自動車 
改造された装置名 
改造通知書番号 
改造通知年月日 

改造内容 操縦装

置 
北整車第 123 号 
平成 7 年 11 月 24
日 

改造内容 操縦装置 

14－1．走行装置

としてゴム履帯

を有する自動車 

ゴム履帯装着時の

諸元を示す旨 
括弧内はゴム履帯

装着時を示す 
その他 

15．並行輸入自動

車 
適用する保安基準

の判定年月日又は

製作年月日 
 
原動機型式打刻位

保安基準適用年月

日又は製作年月日 
平成 12 年 4 月 1
日 
原動機型式打刻位

保安基準適用日 平
成 12 年 4 月 1 日 
 
 
原動機型式打刻位

 
 
10．臨時乗車定員が定め

られた自動車 
 

臨時乗車定員 臨時乗車定員 108 名 

11．使用者の名義が複数

の自動車 
 
 
 

共同使用者の氏名又は名

称及び住所 
共同使用者の氏名、住所 
運輸太郎、東京都千代田

区霞ヶ関 2－1－3 

12．緊急自動車であって、

次の各号に掲げるもの 
(1) 用途区分通達 4－1

－1 以外の自動車

（(2)を除く。） 
(2) 在宅傷病者緊急往診

用自動車 
 
 
 

 

 
 
緊急自動車である旨 
 
 
在宅傷病者緊急往診用自

動車である旨 

 
 
緊急自動車 
 
 
緊急自動車（在宅傷病者

緊急往診用） 

13．道路維持作業用自動

車 
道路維持作業用自動車で

ある旨 
道路維持作業用自動車 

14．改造通達に定める改

造自動車 
 
 
 

改造された装置名 
改造通知書番号 
改造通知年月日 

改造内容 操縦装置 
北整車第 123 号 
平成 7 年 11 月 24 日 

14－1．走行装置として

ゴム履帯を有する自動

車 

ゴム履帯装着時の諸元を

示す旨 
括弧内はゴム履帯装着時

を示す 

15．並行輸入自動車 
 
 
 
 

適用する保安基準の判定

年月日又は製作年月日 
 
原動機型式打刻位置 
 

保安基準適用年月日又は

製作年月日 
平成 12 年 4 月 1 日 
原動機型式打刻位置 
シリンダブロック上面左
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(2) 軽油を着火

燃料とする

もの 

ＣＮＧを燃料と

し、軽油を着火燃

料とする旨 

燃料 
主 CNG 
補助 軽油 

燃料  主  CNG 補
助 軽油 

9－3．軽油を燃料

とする自動車で

あって、バイオ

ディーゼル

100％燃料を使

用するもの 

バイオディーゼル

100％燃料を併用

使用している旨 

燃料 
バイオディーゼル

100%燃料併用 
 

その他 

9－4．ハイブリッ

ド自動車であっ

て、次の各号に

掲げるもの 
(1) 電気式又は

蓄圧式のもの

（(2)を除

く。） 
(2) 蓄電装置を

充電するため

の外部充電装

置を備えるも

の 

 
 
 
 
ハイブリッド自動

車である旨 
 
 
プラグインハイブ

リッド自動車であ

る旨 

 
 
 
 
ハイブリッド自動

車 
 
 
プラグインハイブ

リッド自動車 

 
 
 
 
ハイブリッド車 
 
 
 
プラグインハイブ

リッド車 

9－5．軽油を燃料

とする自動車で

あって、揮発油

等の品質の確保

等に関する法律

に基づく特例措

置による高濃度

バイオディーゼ

ル燃料を使用す

るもの 

揮発油品確法の特

例措置による高濃

度バイオディーゼ

ル燃料を併用使用

している旨 

燃料 
品確法特例措置高

濃度バイオディー

ゼル燃料併用 

その他 

9－6．圧縮水素又

は液体水素を燃

料とし、燃料電

池スタック及び

燃料電池自動車で

ある旨 
燃料電池自動車 燃料電池車 

 
 
 
9－3．軽油を燃料とする

自動車であって、バイ

オディーゼル 100％燃

料を使用するもの 
 
 

バイオディーゼル 100％
燃料を併用使用している

旨 

燃料 
バイオディーゼル 100％
燃料併用 
 

9－4．ハイブリッド自動

車であって、次の各号

に掲げるもの 
(1) 電気式又は蓄圧式の

もの（(2)を除く。） 
(2) 蓄電装置を充電する

ための外部充電装置

を備えるもの 
 
 
 
 
 

 
 
 
ハイブリッド自動車であ

る旨 
プラグインハイブリッド

自動車である旨 

 
 
 
ハイブリッド自動車 
 
プラグインハイブリッド

自動車 

9－5．軽油を燃料とする

自動車であって、揮発

油等の品質の確保等に

関する法律に基づく特

例措置による高濃度バ

イオディーゼル燃料を

使用するもの 
 
 
 

揮発油品確法の特例措置

による高濃度バイオディ

ーゼル燃料を併用使用し

ている旨 

燃料 
品確法特例措置高濃度バ

イオディーゼル燃料併用 

9－6．圧縮水素又は液体

水素を燃料とし、燃料

電池スタック及び電動

機を備えたもの 

燃料電池自動車である旨 燃料電池自動車 
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(5) 初めて検査

証を交付する

検査時に、消

音器の加速走

行騒音性能規

制の適合性

を、消音器自

体の表示以外

の方法により

確認したもの

（平成 26 年騒

音規制以前の

規制を適用す

る自動車に限

る。） 

（6）軽油を燃料

とする大型特

殊自動車であ

って黒煙汚染

度規制が適用

されるもの 
(7)二輪自動車であ

ってＡＢＳ装着義

務付け対象外の車

体構造のもの 
（令和3年9月30日
以前に製作された

自動車を除く。） 

消音器の加速走行

騒音性能規制の適

合性確認に用いた

書面又は表示 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

黒煙汚染度規制対

象車である旨及び

適合規制値 
 
 
 

ＡＢＳ装着義務付け対

象外の車体の構造であ

る旨 

初回検査時確認書

面等 
（騒音試験成績

表） 
（WVTA） 
（車両データプ

レート） 
（COC） 
（外国登録証） 
（認可書） 
 
 
 
 
 

黒煙汚染度規制値

25% 
 
 
 
 

「エンデューロ二輪自

動車」（又は「トライアル

二輪自動車」）として保

安基準に適合 

その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他 
 
 
 
 
 
その他 

16．職権打刻をし

た自動車 
車台番号打刻位置 
（打刻届出に係る

位置に打刻した場

合を除く。） 
シリアル番号を有

する場合のシリア

ル番号 
塗まつした車台番

車台番号打刻位置 
右側前輪ストラッ

トハウジング上面 
 
シリアル番号 
ABCDEFGH1234
56789 
シリアル番号 

車台番号打刻位置 
右側前輪ストラッ

トハウジング上面  
 
シリアル番号 
ABCDEFGH1234
56789 
（記載なし） 

車に限る。） 

（6） 軽油を燃料とする

大型特殊自動車であ

って黒煙汚染度規制

が適用されるもの 
(7) 二輪自動車であってＡＢ

Ｓ装着義務付け対象外の車

体構造のもの 
（平成33年9月30日以

前に製作された自動車を除

く。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
黒煙汚染度規制対象車で

ある旨及び適合規制値 
 
 

ＡＢＳ装着義務付け対象外の車

体の構造である旨 

 
黒煙汚染度規制値 25％ 

 
 
 

「エンデューロ二輪自動車」（又

は「トライアル二輪自動車」）とし

て保安基準に適合 

16．職権打刻をした自動

車 
 
 
 
 
 
 

車台番号打刻位置 
（打刻届出に係る位置に

打刻した場合を除く。） 
シリアル番号を有する場

合のシリアル番号 
塗まつした車台番号（塗

まつした車台番号が職権

打刻である場合を除く。） 

車台番号打刻位置 
右側前輪ストラットハウ

ジング上面 
シリアル番号 
ABCDEFGH123456789 
シリアル番号 
ABCDEFGH123456789 
 

-
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置 
 
 
原動機の最高出力

時の回転数 

置 
シリンダーブロッ

ク上面左側前部 
原動機最高出力時

回転数 
9,000rpm 

置 
シリンダーブロッ

ク上面左側前部 
 原動機最高出力時

回転数 9,000rpm 

15－1．並行輸入

自動車であっ

て、次の各号に

掲げるもの 
(1) 専ら乗用の用

に供する乗車

定員 10 人以

下の自動車に

適用される排

気ガス規制に

適合したもの 
(2) 二輪自動車

又は側車付二

輪自動車に適

用される排気

ガス規制に適

合したもの 
(3) 改造通達

2.(1)に定める

改造により、

装置が変更さ

れているもの 
(4) 二輪自動車

又は側車付二

輪自動車であ

って、後輪に

ばねその他の

緩衝装置を備

えていないも

の 

 
 
 
 
規制の対象となる

排出ガス規制の適

合年 
 
 
 
 
規制の対象となる

排出ガス規制の適

合年 
 
 
 
変更された装置名 
 
 
 
 
後輪にばねその他

の緩衝装置を備え

ていない旨 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
12 年排出ガス規制

適合 
 
 
 
 
 
11 年排ガス適合 
 
 
 
 
 
変更内容 緩衝装

置 
 
 
 
後輪 緩衝装置な

し 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
12 年排出ガス規制

適合 
 
 
 
 
 
11 年排ガス適合 
 
 
 
 
 
その他 
 
 
 
 
その他 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
原動機の最高出力時の回

転数 

側前部 
原動機最高出力時回転数 
9,000rpm 

15－1．並行輸入自動車

であって、次の各号に

掲げるもの 
(1) 専ら乗用の用に供

する乗車定員 10 人以

下の自動車に適用さ

れる排気ガス規制に

適合したもの 
(2) 二輪自動車又は側

車付二輪自動車に適

用される排気ガス規

制に適合したもの 
(3) 改造通達 2.(1)に定

める改造により、装

置が変更されている

もの 
(4) 二輪自動車又は側

車付二輪自動車であ

って、後輪にばねそ

の他の緩衝装置を備

えていないもの 
(5) 初めて検査証を交

付する検査時に、消

音器の加速走行騒音

性能規制の適合性

を、消音器自体の表

示以外の方法により

確認したもの（平成

26 年騒音規制以前の

規制を適用する自動

 
 
 
規制の対象となる排出ガ

ス規制の適合年 
 
 
 
規制の対象となる排出ガ

ス規制の適合年 
 
 
変更された装置名 
 
 
 
後輪にばねその他の緩衝

装置を備えていない旨 
 
 
 
消音器の加速走行騒音性

能規制の適合性確認に用

いた書面又は表示 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
12 年排出ガス規制適合 
 
 
 
 
11 年排ガス適合 
 
 
 
変更内容 緩衝装置 
 
 
 
後輪 緩衝装置なし 
 
 
 
 
初回検査時確認書面等 

（騒音試験成績表） 
（ＷＶＴＡ） 
（車両データプレー

ト） 
（ＣＯＣ） 
（外国登録証） 
（認可書） 
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が困難なものに

限る。） 
(1) 断続器の形

式が接点式

のため熱害

対策装置等

の装着が必

要なもの 
(2) 断続器の形

式が接点式

であって、

公的試験機

関の試験結

果によりＯ

ＢＤⅡシス

テムを備え

ていること

が確認され

たもの 
(3) 断続器の形

式が接点式で

あって、公的

試験機関の試

験結果により

失火検知シス

テムを備えて

いることが確

認されたもの 
(4) 公的試験機

関の試験結

果により細

目告示第 41
条第 2 項第 3
号、第 119
条第 2 項第 3
号又は第 197
条第 2 項第 3

 
 
断続器の形式が接

点式である旨 
 
 
 
 
ＯＢＤⅡシステム

を備えている旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
失火検知システム

を備えている旨 
 
 
 
 
 
 
 
燃料カット方式の

異常温度上昇防止

装置を備えている

旨 
 
 
 

 
 
接点式 
 
 
 
 
 
接点式、OBD2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
接点式、失火警報 
 
 
 
 
 
 
 
 
接点式、異常温度

上昇防止システム

搭載車（燃料カッ

ト方式） 
 
 

 
 
その他 
 
 
 
 
 
その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他 

点式のため熱害対策

装置等の装着が必要

なもの 
(2) 断続器の形式が接

点式であって、公的

試験機関の試験結果

によりＯＢＤⅡシス

テムを備えているこ

とが確認されたもの 
(3) 断続器の形式が接点

式であって、公的試

験機関の試験結果に

より失火検知システ

ムを備えていること

が確認されたもの 
(4) 公的試験機関の試

験結果により細目告

示第 41 条第 2 項第

3 号、第 119 条第 2
項第 3 号又は第 197
条第 2 項第 3 号ただ

し書き中「異常温度

以上に上昇すること

を防止する装置」に

該当することが確認

されたもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ある旨 
 
 
ＯＢＤⅡシステムを備え

ている旨 
 
 
 
 
失火検知システムを備え

ている旨 
 
 
 
 
燃料カット方式の異常温

度上昇防止装置を備えて

いる旨 
 
 
 

 
 
 
接点式、ＯＢＤⅡ 
 
 
 
 
 
接点式、失火警報 
 
 
 
 
 
接点式、異常温度上昇防

止システム搭載車（燃料

カット方式） 
 
 

-
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号（塗まつした車

台番号が職権打刻

である場合を除

く。） 
原動機型式打刻位

置 
（打刻届出に係る

位置に打刻した場

合を除く。） 

ABCDEFGH1234
56789 
 
 
原動機型式打刻位

置 
シリンダーブロッ

ク上面左側前部 

 
 
 
 
原動機型式打刻位

置 
シリンダーブロッ

ク上面左側前部 

17．「土砂等を運

搬する大型自動

車による交通事

故の防止等に関

する特別措置法

（昭和 42 年法

律第 131 号）」

に定める土砂等

以外の物品を専

用に運搬するダ

ンプ自動車 

土砂等を運搬しな

い旨 
積載物品は土砂等

以外のものとす

る。 

土砂等以外 

17－1．3－4－15 
(1)の装置を随時

取り外し、又は

取り替えるダン

プ自動車であっ

て、附属装置等

装着時は 17．に

掲げる自動車と

なるもの 

附属装置等装着時

は土砂等を運搬し

ない旨 

附属装置等装着時

の積載物品は土砂

等以外のものとす

る。 

その他 

18．熱害対策装置

等を有する自動

車であって、次

の各号に掲げる

もの（並行輸入

自動車等、諸元

表等による識別

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

原動機型式打刻位置 
（打刻届出に係る位置に

打刻した場合を除く。） 

原動機型式打刻位置 
シリンダブロック上面左

側前部 

17．「土砂等を運搬する大

型自動車による交通事

故の防止等に関する特

別措置法（昭和 42 年法

律第 131 号）」に定め

る土砂等以外の物品を

専用に運搬するダンプ

自動車 
 
 
 

土砂等を運搬しない旨 積載物品は土砂等以外の

ものとする。 

17－1．3－4－15 (1)の装

置を随時取り外し、又

は取り替えるダンプ自

動車であって、附属装

置等装着時は 17．に掲

げる自動車となるもの 
 
 
 

附属装置等装着時は土砂

等を運搬しない旨 
附属装置等装着時の積載

物は土砂等以外のものと

する。 

18．熱害対策装置等を有

する自動車であって、

次の各号に掲げるもの

（並行輸入自動車等、

諸元表等による識別が

困難なものに限る。） 
(1) 断続器の形式が接

 
 
 
 
 
 
断続器の形式が接点式で

 
 
 
 
 
 
接点式 

-
 2

5
9
 -

―― 237

SEKEN2023.indd   237SEKEN2023.indd   237 2023/08/23   11:41:222023/08/23   11:41:22



 

310 号。以下

「第 31 条の 2
告示」とい

う。）第 4 条

（軽油を燃料と

する自動車にあ

っては第 4 条及

び第 5 条）の基

準（以下「ＮＯ

ｘ・ＰＭ法の基

準」という。）

に適合すること

が確認された自

動車 
19－1．原動機等

の変更が行われ

た自動車であっ

て、次の各号に

よりＮＯｘ・Ｐ

Ｍ特例告示第 4
条（軽油を燃料

とする自動車に

あっては第 4 条

及び第 5 条）の

基準に適合する

ことが確認され

た自動車 
(1) 公的試験機

関の試験結果 
(2) 諸元値をも

つ原動機及び

一酸化炭素等

発散防止装置

に載せ換えた

場合であっ

て、当該原動

原動機等の変更に

よりＮＯｘ・ＰＭ

法の基準に適合す

ること確認した旨 

NOx・PM 法対応

変更有 
NOx･PM 法対応変

更有 

れた自動車 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19－1．原動機等の変更

が行われた自動車であ

って、次の各号により

ＮＯｘ・ＰＭ特例告示

第 4 条（軽油を燃料と

する自動車にあっては

第 4 条及び第 5 条）の

基準に適合することが

確認された自動車 
(1) 公的試験機関の試

験結果 
(2) 諸元値をもつ原動

機及び一酸化炭素等

発散防止装置に載せ

換えた場合であっ

て、当該原動機及び

一酸化炭素等発散防

止装置が搭載されて

いた自動車の諸元値 
 
 
 

原動機等の変更によりＮ

Ｏｘ・ＰＭ法の基準に適

合すること確認した旨 

ＮＯｘ・ＰＭ法対応変更

有 -
 2

6
2
 -

 

号ただし書

き中「異常

温度以上に

上昇するこ

とを防止す

る装置」に

該当するこ

とが確認さ

れたもの 
19.「窒素酸化物又

は粒子状物質を

低減させる装置

の性能評価実施

要領」（平成 16
年国土交通省告

示第 814 号。以

下「低減装置評

価実施要領」と

いう。）の規定

に基づき優良低

減装置として評

価・公表された

装置（第 2 種粒

子状物質低減装

置を除く。）を

装着することに

より「道路運送

車両の保安基準

第 31 条の 2 に

規定する窒素酸

化物排出自動車

等及び窒素酸化

物排出基準等を

定める告示」

（平成 14 年国

土交通省告示第

優良低減装置が装

着されている旨 
優良低減装置の優

良評価番号 

優良低減装置付 
評価番号 MLIT-
NPR-1 

優良低減装置付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.「窒素酸化物又は粒子

状物質を低減させる装

置の性能評価実施要

領」（平成 16 年国土交

通省告示第 814 号。以

下「低減装置評価実施

要領」という。）の規定

に基づき優良低減装置

として評価・公表され

た装置（第 2 種粒子状

物質低減装置を除く。）

を装着することにより

「道路運送車両の保安

基準第 31 条の 2 に規

定する窒素酸化物排出

自動車等及び窒素酸化

物排出基準等を定める

告示」（平成 14 年国土

交通省告示第 310 号。

以下「第 31 条の 2 告

示」という。）第 4 条

（軽油を燃料とする自

動車にあっては第 4 条

及び第 5 条）の基準

（以下「ＮＯｘ・ＰＭ

法の基準」という。）に

適合することが確認さ

優良低減装置が装着され

ている旨 
優良低減装置の優良評価

番号 

優良低減装置付 
評価番号 MLIT-NPR-1 

-
 2

6
1
 -

―― 238

SEKEN2023.indd   238SEKEN2023.indd   238 2023/08/23   11:41:232023/08/23   11:41:23



 

路運送車両

の保安基準

の一部を改

正する省令

の一部を改

正する省

令」（平成 14
年国土交通

省令第 24
号）の施行

前の保安基

準第 31 条の

2 の基準に適

合すること

が確認され

た自動車で

あって第 31
条の 2 告示

第 4 条（軽

油を燃料と

する自動車

にあっては

第 4 条又は

第 5 条）の

基準に適合

していない

もの 
19－3．「道路運送

車両の保安基

準第 31 条の 2
の規定に適合

させるために

行う窒素酸化

物又は粒子状

物質の排出を

低減させる改

優良低減改造が行

われている旨 
優良低減改造の認

定番号及び優良低

減改造証明書の交

付番号 

優良低減改造有 
 
認定番号 MLIT-
RR-1 
交付番号 
ABCD1234 

その他 

料とする自動車にあ

っては第 4 条又は第

5 条）の基準に適合

していないもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19－3．「道路運送車両の

保安基準第 31 条の 2
の規定に適合させる

ために行う窒素酸化

物又は粒子状物質の

排出を低減させる改

造の認定実施要領」

（平成 17 年国土交通

省告示第 894 号。以

優良低減改造が行われて

いる旨 
優良低減改造の認定番号

及び優良低減改造証明書

の交付番号 

優良低減改造有 
 
認定番号 MLIT-RR-1 
交付番号 ABCD1234 

-
 2

6
4
 -

 

機及び一酸化

炭素等発散防

止装置が搭載

されていた自

動車の諸元値 
19－2．原動機等

の変更が行われ

た自動車であっ

て、次の各号に

掲げるもの 
(1) 公的試験機

関の試験結

果により第

31 条の 2 告

示第 2 条の

基準に適合

することが

確認された

自動車であ

って第 4 条

の基準（軽

油を燃料と

する自動車

にあっては

第 4 条又は

第 5 条）に

適合してい

ないもの 
(2) 平成 14 年 9

月 30 日以前

に公的試験

機関の試験

結果により

「道路運送

車両の保安

基準及び道

ＮＯｘ処理装置が

装着されている旨 
NOx 処理装置付 NOx 処理装置付 

 
 
 
 
 

19－2．原動機等の変更

が行われた自動車であ

って、次の各号に掲げ

るもの 
(1) 公的試験機関の試

験結果により第 31
条の 2 告示第 2 条の

基準に適合すること

が確認された自動車

であって第 4 条の基

準（軽油を燃料とす

る自動車にあっては

第 4 条又は第 5 条）

に適合していないも

の 
(2) 平成 14 年 9 月 30

日以前に公的試験機

関の試験結果により

「道路運送車両の保

安基準及び道路運送

車両の保安基準の一

部を改正する省令の

一部を改正する省

令」（平成 14 年国土

交通省令第 24 号）

の施行前の保安基準

第 31 条の 2 の基準

に適合することが確

認された自動車であ

って第 31 条の 2 告

示第 4 条（軽油を燃

ＮＯｘ処理装置が装着さ

れている旨 
ＮＯｘ処理装置付 
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騒音の測定回転

数、細目告示別添

38 による近接排気

騒音の測定回転数

及び消音器の加速

走行騒音性能規制

が適用される旨 
21．車いすを車体

に固定すること

ができる装置を

有する自動車

（車いす専用の

スペースを有す

るものに限

る。） 

車いすを固定する

ための装置を有す

る旨 

車いす固定装置付

（1 基） 
その他 

22．特種用途自動

車である側車付

二輪自動車 

側車付オートバイ

である旨 
側車付オートバイ その他 

23．用途区分通達

4－1－1 及び 4
－1－2 に掲げる

自動車 

使用者を変更した

場合において、変

更後の使用者の事

業等が変更前の使

用者の事業等と異

なる場合には、当

該自動車の用途及

び車体の形状が変

更となる場合があ

る旨 

この自動車は、使

用者の事業により

特種用途に該当 

特種用途（使用者限

定） 

24．用途区分通達

4－1－3(3)及び

(4)に掲げる自動

車（24.に掲げる

場合を除く。） 

平成 13 年から施

行される構造要件

が適用される旨 

平成 13 年特種構

造要件適用車 
平成 13 年特種構造

要件適用車 

25．用途区分通達

4－1－3(4)に掲

げる自動車のう

平成 15 年から施

行される構造要件

が適用される旨 

平成 15 年特種構

造要件適用車 
平成 15 年特種構造

要件適用車 

 
 
 
 
 
 
 
21．車いすを車体に固定

することができる装置

を有する自動車（車い

す専用のスペースを有

するものに限る。） 
 
 
 

車いすを固定するための

装置を有する旨 
車いす固定装置付（1
基） 

22．特種用途自動車であ

る側車付二輪自動車 
 

側車付オートバイである

旨 
側車付オートバイ 

23．用途区分通達 4－1－
1 及び 4－1－2 に掲げ

る自動車 
 
 
 
 
 
 
 

使用者を変更した場合に

おいて、変更後の使用者

の事業等が変更前の使用

者の事業等と異なる場合

には、当該自動車の用途

及び車体の形状が変更と

なる場合がある旨 

この自動車は、使用者の

事業により特種用途に該

当 

24．用途区分通達 4－1－
3(3)及び(4)に掲げる自

動車（24.に掲げる場合

を除く。） 
 

平成 13 年から施行される

構造要件が適用される旨 
平成 13 年特種構造要件適

用車 

25．用途区分通達 4－1－
3(4)に掲げる自動車の

うちのキャンピング車 

平成 15 年から施行される

構造要件が適用される旨 
平成 15 年特種構造要件適

用車 
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造の認定実施

要領」（平成

17 年国土交通

省告示第 894
号。以下「低

減改造認定実

施要領」とい

う。）の規定

に基づき優良

低減改造とし

て認定・公表

された改造を

行うことによ

りＮＯｘ・Ｐ

Ｍ法の基準に

適合すること

が確認された

自動車 
20．平成 10 年騒

音規制適合自動

車及びそれ以降

に規制強化がな

された騒音規制

適合自動車 

騒音規制に適合し

ている旨及び近接

排気騒音規制値。

ただし、平成 28

年規制適合車及び

それ以降に規制強

化がなされた騒音

規制適合車につい

ては、騒音規制に

適合している旨、

自動車型式認証実

施要領附則 5 の 1-

35 に規定される車

両のカテゴリ、新

車時等の近接排気

騒音値、協定規則

第 41 号又は第 51

号による近接排気

平成 10 年騒音規

制車、 
近接排気騒音規制

値 99dB 
 
平成 28 年騒音規

制車、騒音カテゴ

リ M1A1A／近接

排気騒音値 85dB
／測定回転数

3,750rpm 
（旧基準適用時測

定回転数

4,500rpm） 
マフラー加速騒音

規制適用車 

平成10年騒音99dB 
 
 
 
 
平成28年騒音

M1A1A 85dB 
3,750rpm （旧）

4,500rpm 
 
 
 
 
 
マフラー加速適用

車 

下「低減改造認定実

施要領」という。）の

規定に基づき優良低

減改造として認定・

公表された改造を行

うことによりＮＯ

ｘ・ＰＭ法の基準に

適合することが確認

された自動車 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20．平成 10 年騒音規制

適合自動車及びそれ以

降に規制強化がなされ

た騒音規制適合自動車 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

騒音規制に適合している

旨及び近接排気騒音規制

値。ただし、平成 28 年規

制適合車及びそれ以降に

規制強化がなされた騒音

規制適合車については、

騒音規制に適合している

旨、自動車型式認証実施

要領附則 5 の 1-35 に規定

される車両のカテゴリ、

新車時等の近接排気騒音

値、協定規則第 41 号又は

第 51 号による近接排気騒

音の測定回転数、細目告

示別添 38 による近接排気

騒音の測定回転数及び消

音器の加速走行騒音性能

規制が適用される旨 

平成 10 年騒音規制車、 
近接排気騒音規制値

99dB 
 
平成 28 年騒音規制車、騒

音カテゴリ M1A1A／近

接排気騒音値 85dB／測

定回転数 3,750rpm 
（旧基準適用時測定回転

数 4,500rpm） 
マフラー加速騒音規制適

用車 
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上の普通自動車 
29．自主防犯活動

用自動車 
自主防犯活動に使

用する自動車であ

る旨 

自主防犯活動用自

動車 
自主防犯活動用 

30．専ら乗用の用

に供する乗車定

員 10 人（平成

24 年 6 月 30 日

以前に製作され

た自動車にあっ

ては 11 人）以

上の自動車であ

って、高速道路

等を運行しない

自動車（昭和 62
年 8 月 31 日以

前に製作された

自動車を除

く。） 

高速道路等を運行

しない旨 
高速道路等を運行

しない自動車とし

て保安基準に適合 

高速道路等非運行 

30-1.専ら乗用の用

に供する乗車定

員 10 人以上の

自動車であっ

て、専ら特別支

援学校に通う生

徒若しくは児童

の運送又は専ら

障害者福祉施設

を利用する障害

者の運送を目的

とする自動車

（平成 24 年 6
月 30 日以前に

製作された自動

車を除く。） 

専ら特別支援学校

に通う生徒若しく

は児童の運送又は

専ら障害者福祉施

設を利用する障害

者の運送を目的と

する旨 

専ら特別支援学校

に通う生徒若しく

は児童の運送又は

専ら障害者福祉施

設利用者の運送を

目的とする自動車

として保安基準に

適合 

その他 

31．「自動車の排 排ガス低減性能向 排出ガス低減性能 その他 

 
29．自主防犯活動用自動

車 
 

自主防犯活動に使用する

自動車である旨 
自主防犯活動用自動車 

30．専ら乗用の用に供す

る乗車定員 10 人（平成

24 年 6 月 30 日以前に

製作された自動車にあ

っては 11 人）以上の自

動車であって、高速道

路等を運行しない自動

車（昭和 62 年 8 月 31
日以前に製作された自

動車を除く。） 
 
 
 
 
 

高速道路等を運行しない

旨 
高速道路等を運行しない

自動車として保安基準に

適合 

30-1.専ら乗用の用に供す

る乗車定員 10 人以上の

自動車であって、専ら

特別支援学校に通う生

徒若しくは児童の運送

又は専ら障害者福祉施

設を利用する障害者の

運送を目的とする自動

車（平成 24 年 6 月 30
日以前に製作された自

動車を除く。） 
 
 
 
 
 

専ら特別支援学校に通う

生徒若しくは児童の運送

又は専ら障害者福祉施設

を利用する障害者の運送

を目的とする旨 

専ら特別支援学校に通う

生徒若しくは児童の運送

又は専ら障害者福祉施設

利用者の運送を目的とす

る自動車として保安基準

に適合 

31．「自動車の排出ガス低 排ガス低減性能向上改造 排出ガス低減性能向上改
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ちのキャンピン

グ車 
26．大型貨物自動

車であって速度

抑制装置を装着

した自動車 

速度抑制装置を装

着している旨 
速度抑制装置付 SLD 付 

27．最高速度

20km/h 未満の

自動車及び被け

ん引自動車を除

く普通自動車及

び小型自動車で

あって次の各号

に掲げるもの 
（１）新規検査若

しくは予備検査

（法第 16 条の

規定による抹消

登録を受けた自

動車及び法第 69
条の規定により

自動車検査証が

返納された自動

車に限る。）、継

続検査又は構造

等変更検査を受

けるもの 
（２）走行距離計

の表示値が前回

の表示値を下回

るもの（（１）

の検査を受ける

ものに限る。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
走行距離計の表示

値 
（検査申請日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
走行距離表示値の

うち最大値 
（検査申請日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
走行距離計表示値

9,000km 
（平成 16 年 4 月

1 日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
走行距離記録最大

値 
200,000km 
（平成 29 年 1 月

1 日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
（記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（記載なし） 

28．貨物の運送の

用に供する車両

総重量 7 トン以

燃料タンクの個数

及びそれぞれの容

量 

燃料タンク 2 個 
300L 300L 

燃料タンク 2 個 
300L 300L 

 
 
26．大型貨物自動車であ

って速度抑制装置を装

着した自動車 
 

速度抑制装置を装着して

いる旨 
速度抑制装置付 

27．最高速度 20km/h 未

満の自動車及び被けん

引自動車を除く普通自

動車及び小型自動車で

あって次の各号に掲げ

るもの 
（１）新規検査若しくは

予備検査（法第 16 条の

規定による抹消登録を

受けた自動車及び法第

69 条の規定により自動

車検査証が返納された

自動車に限る。）、継続

検査又は構造等変更検

査を受けるもの 
（２）走行距離計の表示

値が前回の表示値を下

回るもの（（１）の検査

を受けるものに限る。） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
走行距離計の表示値 
（検査申請日） 
 
 
 
 
 
 
 
走行距離表示値のうち最

大値 
（検査申請日） 

 
 
 
 
 
 
走行距離計表示値

9000km 
（平成 16 年 4 月 1 日） 
 
 
 
 
 
 
走行距離記録最大値 
200000km 
（平成 29 年 1 月 1 日） 

28．貨物の運送の用に供

する車両総重量 7 トン

以上の普通自動車 

燃料タンクの個数及びそ

れぞれの容量 
燃料タンク 2 個 
300L 300L 
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適用する自動車 
34．「特定改造自動

車のエネルギー

消費効率相当値

の算定実施要

領」（平成２１年

国土交通省告示

第９３３号）第

７条の規定によ

り有効な算定燃

費値取得済証

（以下「算定済

証」という。）の

交付を受けて、

類型を特定した

特定改造自動車 

燃費値の算定を受

けた特定改造自動

車である旨及び算

定済証記載の改造

車等燃費算定番

号・区分番号 

90001・0001（算

定燃費値取得済特

定改造自動車） 

算定燃費 

35．排出ガス値及

び燃費値に影響

を与える原動

機、一酸化炭素

等発散防止装

置、動力伝達装

置又は燃料の種

類に変更が行わ

れたことを、新

規検査若しくは

予備検査又は構

造等変更検査時

に公的試験機関

の試験結果又は

現車により確認

した型式指定自

動車又は一酸化

炭素等発散防止

装置指定自動車 

排ガス燃費影響装

置等に変更がある

旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

排ガス燃費影響装

置等変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

排ガス燃費影響装

置等変更 

36．平成 22 年 4 消音器の加速走行 マフラー加速騒音 マフラー加速適用

 
34．「特定改造自動車のエ

ネルギー消費効率相当

値の算定実施要領」（平

成２１年国土交通省告

示第９３３号）第７条

の規定により有効な算

定燃費値取得済証（以

下「算定済証」とい

う。）の交付を受けて、

類型を特定した特定改

造自動車 
 
 
 
 

燃費値の算定を受けた特

定改造自動車である旨及

び算定済証記載の改造車

等燃費算定番号・区分番

号 

９０００１・０００１

（算定燃費値取得済特定

改造自動車） 

35．排出ガス値及び燃費

値に影響を与える原動

機、一酸化炭素等発散

防止装置、動力伝達装

置又は燃料の種類に変

更が行われたことを、

新規検査若しくは予備

検査又は構造等変更検

査時に公的試験機関の

試験結果又は現車によ

り確認した型式指定自

動車又は一酸化炭素等

発散防止装置指定自動

車 
 
 
 
 
 

排ガス燃費影響装置等に

変更がある旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

排ガス燃費影響装置等変

更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36．平成 22 年 4 月 1 日以 消音器の加速走行騒音性 マフラー加速騒音規制適
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出ガス低減性能

を向上させる改

造の認定実施要

領」（平成 19 年

国土交通省告示

第 131 号。以下

「排ガス低減性

能向上改造認定

実施要領」とい

う。）第 3 条の

規定により、認

定を受けた改造

を行った自動車 

上改造が行われて

いる旨 
排ガス低減性能向

上改造の認定番号

及び「自動車の排

出ガス低減性能を

向上させる改造の

認定実施細目」

（平成 19 年 3 月

9 日付け国自環第

249 号）第 4 の低

減性能向上改造証

明書（以下「低減

性能向上改造証明

書」という。）の

交付番号 

向上改造有 
 
認定番号 MLIT-
RLEV-1 
交付番号 123 

32. 平成 17 年規

制適合のディー

ゼル車のうち、

オパシメータを

使用して無負荷

急加速時に排出

される排出ガス

の光吸収係数を

測定するもの及

び平成 26 年規

制以降の規制が

適用されるディ

ーゼル大型特殊

自動車で排出ガ

ス規制の識別記

号のないもの 

オパシメータを使

用して無負荷急加

速時に排出される

光吸収係数を測定

する旨 

オパシメータ測定 オパシメータ測定 

33. 細目告示第 2
条の 2 の規定に

より、二輪自動

車の保安基準を

二輪自動車の基準

の適用する旨 
二輪自動車の保安

基準を適用 
二輪車基準適用 

減性能を向上させる改

造の認定実施要領」（平

成 19 年国土交通省告示

第 131 号。以下「排ガ

ス低減性能向上改造認

定実施要領」という。）

第 3 条の規定により、

認定を受けた改造を行

った自動車 
 
 
 
 
 
 
 

が行われている旨 
排ガス低減性能向上改造

の認定番号及び「自動車

の排出ガス低減性能を向

上させる改造の認定実施

細目」（平成 19 年 3 月 9
日付け国自環第 249 号）

第 4 の低減性能向上改造

証明書（以下「低減性能

向上改造証明書」とい

う。）の交付番号 

造有 
認定番号 MLIT-RLEV-1 
交付番号 123 

32. 平成 17 年規制適合の

ディーゼル車のうち、

オパシメータを使用し

て無負荷急加速時に排

出される排出ガスの光

吸収係数を測定するも

の及び平成 26 年規制以

降の規制が適用される

ディーゼル大型特殊自

動車で排出ガス規制の

識別記号のないもの 

 

 

 

 

 

オパシメータを使用して

無負荷急加速時に排出さ

れる光吸収係数を測定す

る旨 

オパシメータ測定 

33. 細目告示第 2 条の 2
の規定により、二輪自

動車の保安基準を適用

する自動車 

二輪自動車の基準の適用

する旨 
二輪自動車の保安基準を

適用 

-
 2

6
9
 -

―― 242

SEKEN2023.indd   242SEKEN2023.indd   242 2023/08/23   11:41:252023/08/23   11:41:25



 

40. 保安基準第 2
条第１項括弧書

きの告示で定め

るもの及び第 4
条表中第 3 号

で定めるもの

（幅広貨物輸送

用セミトレーラ

を除く。） 

トラクタとセミトレー

ラの組み合わせによっ

ては特殊車両通行許可

を受けられない旨 

連結車の組合わせ

によっては、本車

両に指定された最

大積載量で特殊車

両通行許可を受け

ることができない

場合があります。 

特車通行許可注意 

41．多仕様自動車

（出荷検査証が

発行されたもの

であって、発行

後11月を経過し

ないものに限

る。） 

適用する保安基準

の判定年月日（出

荷検査証発行日） 
 

保安基準適用年月

日 平成28 年11月
1日 
 

保安基準適用日平

成 28 年 11 月 1 日 

42．法第41条第2
項に定める自動

運行装置を備え

た自動車 
(1)指定自動車等

であって、自動

運行装置（走行

環境条件を含

む。）に係る変

更がないもの及

び法第99条の3
第1項の規定に

よる許可を受

け、特定改造等

を行ったもの 
(2) (1)以外のもの 

 

 
 
 
 
自動運行装置搭載

車である旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自動運行装置搭載

車である旨 
走行環境条件付与

書の文書番号及び

付与年月日 

 
 
 
 
自動運行装置搭載

車 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自動運行装置搭載

車 
近運技技第123号 
令和2年4月1日 

 
 
 
 
自動運行装置搭載

車 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自動運行装置搭載

車 

40. 保安基準第 2 条第１項

括弧書きの告示で定め

るもの及び第 4 条表中

第 3 号で定めるもの

（幅広貨物輸送用セミ

トレーラを除く。） 

 

 

 

トラクタとセミトレーラの組み

合わせによっては特殊車両通行

許可を受けられない旨 

連結車の組合わせによっ

ては、本車両に指定され

た最大積載量で特殊車両

通行許可を受けることが

できない場合がありま

す。 

41．共通構造部型式指定

自動車（出荷検査証が

発行されたものであっ

て、発行後11月を経過

しないものに限る。） 
 
 

適用する保安基準の判定

年月日（出荷検査証発行

日） 
 

保安基準適用年月日   

平成28 年11月1日 
 

42．法第41条第2項に定め

る自動運行装置を備え

た自動車 
(1)指定自動車等であっ

て、自動運行装置（走

行環境条件を含む。）

に係る変更がないもの

及び法第99条の3第1項
の規定による許可を受

け、特定改造等を行っ

たもの 
(2) (1)以外のもの 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
自動運行装置搭載車であ

る旨 
 
 
 
 
 
 
自動運行装置搭載車であ

る旨 
走行環境条件付与書の文

書番号及び付与年月日 

 
 
 
自動運行装置搭載車 
 
 
 
 
 
 
 
自動運行装置搭載車 
近運技技第123号 
令和2年4月1日 
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月 1 日以降に製

作された自動車

（乗車定員 11 人

以上の自動車、

車両総重量が 3.5
ｔを超える自動

車及び大型特殊

自動車を除く。） 

騒音性能規制（以

下「マフラー加速

騒音規制」とい

う。）が適用される

旨 

規制適用車 車 

37．総合特別区域

法（平成 23 年法

律第 81 号）第

22 条の 2 におけ

る道路運送車両

法（昭和 26 年法

律第 185 号）の

特例により、自

動車検査証の有

効期間の伸長を

した指定自家用

貨物自動車 

自動車検査証の有

効期間の伸長をし

た旨 
 

総合特別区域法に

基づく自動車検査

証の有効期間伸長

車 
 

その他 

38．保安基準第 4 条

の 2 の括弧書き

の告示で定める

もの 

保安基準第 4条の 2
の括弧書きの告示

で定めるものに適

合している旨 

保安基準第 4 条の

2 の告示で定める

ものに適合 

その他 

39. 保安基準第 2
条第１項括弧書

きの告示で定め

るもの及び第 4
条表中第 3 号で

定めるもの（幅

広貨物輸送用セ

ミトレーラを除

く。） 
 

保安基準第 2 条第

１項括弧書きの告

示で定めるもの及

び第 4 条表中第 3
号で定めるものに

適合している旨 

保安基準第 2 条及

び第 4 条の告示で

定めるものに適合 
（バン型） 
（タンク型） 
（幌枠型） 
（コンテナ型） 
（自動車運搬型） 
（煽型） 
（スタンション（○

本）型） 
（船底型） 

 
 
 
（記載なし） 
（記載なし） 
（記載なし） 
（記載なし） 
（記載なし） 
（記載なし） 
スタンション（〇

本）型 
（記載なし） 

降に製作された自動車

（乗車定員 11 人以上の

自動車、車両総重量が

3.5ｔを超える自動車及

び大型特殊自動車を除

く。） 
 
 

能規制（以下「マフラー

加速騒音規制」という。）

が適用される旨 

用車 

37．総合特別区域法（平

成 23 年法律第 81 号）

第 22 条の 2 における道

路運送車両法（昭和 26
年法律第 185 号）の特

例により、自動車検査

証の有効期間の伸長を

した指定自家用貨物自

動車 
 
 
 

自動車検査証の有効期間

の伸長をした旨 
 

総合特別区域法に基づく

自動車検査証の有効期間

伸長車 
 

38．保安基準第 4 条の 2 の

括弧書きの告示で定め

るもの 
 

保安基準第 4 条の 2 の括弧

書きの告示で定めるもの

に適合している旨 

保安基準第 4 条の 2 の告

示で定めるものに適合 

39. 保安基準第 2 条第１項

括弧書きの告示で定める

もの及び第 4 条表中第 3
号で定めるもの（幅広貨

物輸送用セミトレーラを

除く。） 
 
 
 
 
 
 

保安基準第 2 条第１項括

弧書きの告示で定めるも

の及び第 4 条表中第 3 号

で定めるものに適合して

いる旨 

保安基準第 2 条及び第 4 条

の告示で定めるものに適

合 
（バン型） 
（タンク型） 
（幌枠型） 
（コンテナ型） 
（自動車運搬型） 
（煽型） 
（スタンション（○本）型） 
（船底型） 

-
 2

7
1
 -

―― 243

SEKEN2023.indd   243SEKEN2023.indd   243 2023/08/23   11:41:262023/08/23   11:41:26



 

（注）20．の記録事項は、初めて検査証を交付する検査時に確認したものを

記録する。 

    なお、平成 28 年騒音規制適合車の近接排気騒音値は、公的試験機

関又は自動車製作者等（消音器の改造を行う場合を除く。）が発行す

る加速走行騒音試験結果成績表の提出があった場合は、加速走行騒

音試験結果成績表の近接排気騒音値とし、消音器に細目告示別添 112

「後付消音器の技術基準」Ⅱに基づく性能等確認済表示があった場

合は、表示に記載された近接排気騒音値とする。それ以外の場合で

あって、指定自動車等にあっては自動車型式認証実施要領別添１、

別添２若しくは別添４の別表、共通構造部（多仕様自動車）型式指定

実施要領の別表又は輸入自動車特別取扱制度別紙の別表に掲げる諸

元表の近接排気騒音値とし、指定自動車等以外の二輪自動車（側車

付二輪自動車を除く。）にあっては、協定規則第 41 号の規則 6.1.1．

に基づく車体表示の近接排気騒音値とし、指定自動車等以外の自動

車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそり

を有する軽自動車並びに大型特殊自動車を除く。）にあっては、次に

掲げる書面に記載された近接排気騒音値とする。 

(1)～(3) (略) 

 

（注）20．の記載事項は、初めて検査証を交付する検査時に確認したものを

記載する。 

    なお、平成 28 年騒音規制適合車の近接排気騒音値は、公的試験機

関又は自動車製作者等（消音器の改造を行う場合を除く。）が発行す

る加速走行騒音試験結果成績表の提出があった場合は、加速走行騒

音試験結果成績表の近接排気騒音値とし、消音器に細目告示別添 112

「後付消音器の技術基準」Ⅱに基づく性能等確認済表示があった場

合は、表示に記載された近接排気騒音値とする。それ以外の場合で

あって、指定自動車等にあっては自動車型式認証実施要領別添１、

別添２若しくは別添４の別表、共通構造部（多仕様自動車）型式指定

実施要領の別表又は輸入自動車特別取扱制度別紙の別表に掲げる諸

元表の近接排気騒音値とし、指定自動車等以外の二輪自動車（側車

付二輪自動車を除く。）にあっては、協定規則第 41 号の規則 6.1.1．

に基づく車体表示の近接排気騒音値とし、指定自動車等以外の自動

車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそり

を有する軽自動車並びに大型特殊自動車を除く。）にあっては、次に

掲げる書面に記載された近接排気騒音値とする。 

(1)～(3) (略) 

33－－44－－2211 規則第 35条の 3第 1項第 24号及び法第 58条第 2項後段の規定

に基づき検査証に記録を要する自動車については、検査証の備考欄に次の

例により記録する。 

なお、検査証の備考欄に(1)から(9)までに掲げられた事項が記録されてい

る自動車の装置が、細目告示第 91 条第 2 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3

号、第 96 条第 3項、第 98 条第 4 項、第 99 条第 9 項、第 100 条第 8項若し

くは第 10 項若しくは第 12 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3 号若しくは第 14

項第 1 号、第 2号若しくは第 3 号第 17 項第 1号若しくは 2号、第 169 条第

2項第 1 号、第 2 号若しくは第 3号、第 174 条第 3項第 1 号、第 176 条第 4

項第 1 号若しくは第 2 号、第 177 条第 6 項第 1 号又は第 178 条第 8 項第 1

号若しくは第 9項第 1号若しくは第 10 項第 1号、第 2号若しくは第 3号若

しくは第 11 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3 号若しくは第 13 項に該当する

ようになった場合には、当該記録事項を法第 67 条第 1項の規定により処理

するものとする。 

33－－44－－2211 規則第 35 条の 3 第 1 項第 24 号の規定に基づき自動車検査証に

記載を要する自動車については、自動車検査証の備考欄に次の例により記

載する。 

なお、自動車検査証の備考欄に(1)から(9)までに掲げられた事項が記載さ

れている自動車の装置が、細目告示第 91 条第 2 項第 1号、第 2号若しくは

第 3号、第 96 条第 3 項、第 98 条第 4 項、第 99 条第 9項、第 100 条第 8項

若しくは第 10 項若しくは第 12 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3 号若しくは

第 14 項第 1 号、第 2号若しくは第 3号第 17 項第 1 号若しくは 2 号、第 169

条第 2 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3 号、第 174 条第 3 項第 1 号、第 176

条第 4 項第 1 号若しくは第 2 号、第 177 条第 6 項第 1 号又は第 178 条第 8

項第 1 号若しくは第 9項第 1号若しくは第 10 項第 1号、第 2号若しくは第

3 号若しくは第 11 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3 号若しくは第 13 項に該

当するようになった場合には、当該記載事項を法第 67 条第 1 項の規定によ

り処理するものとする。 

(1) 保安基準第 11 条第 2 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第11条第 2項への適合性の判定

を行っていない自動車 

（記録例） 

(1) 保安基準第 11 条第 2 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第11条第 2項への適合性の判定

を行っていない自動車 
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43．令和3年10月1
日（輸入自動車

にあっては令和

4年10月1日）

以降に指定を受

けた型式指定自

動車及び多仕様

自動車（指定を

受けた時点にお

ける細目告示別

添124「継続検

査等に用いる車

載式故障診断装

置の技術基準」

1.に規定する対

象装置の性能が

令和3年9月30
日（輸入自動車

にあっては令和

4年9月30日）

以前に指定を受

けた型式指定自

動車又は多仕様

自動車と同一で

あるもの並びに

二輪自動車、側

車付二輪自動車

及び大型特殊自

動車を除く 。） 

OBD検査の対象で

ある旨及びOBD検

査が開始となる年

月日 

OBD検査対象車 
[OBD検査開始年月

日]令和6 年10月1
日 

OBD 検査対象 

44．OBD検査対象

車であったが、

構造装置の改造

等により、

OBD検査対象

外となった自動

車 

OBD検査の対象外

である旨 
OBD検査対象外車 （記載なし） 

  

43．令和3年10月1日（輸

入自動車にあっては令

和4年10月1日）以降に

指定を受けた型式指定

自動車及び多仕様自動

車（指定を受けた時点

における細目告示別添

124「継続検査等に用

いる車載式故障診断装

置の技術基準」1.に規

定する対象装置の性能

が令和3年9月30日（輸

入自動車にあっては令

和4年9月30日）以前に

指定を受けた型式指定

自動車又は多仕様自動

車と同一であるもの並

びに二輪自動車、側車

付二輪自動車及び大型

特殊自動車を除く 。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBD検査の対象である旨 
及びOBD検査が開始とな

る年月日 

OBD検査対象車 
検査開始年月日 令和6 
年10月1日 

44．OBD検査対象車であ

ったが、構造装置の改

造等により、OBD検査

対象外となった自動車 
 
 
 

OBD検査の対象外である

旨 
OBD検査対象外車 
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(6) 保安基準第 18 条第 3 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第18条第 3項への適合性の判定

を行っていない自動車 

（記録例） 

「この自動車に備える車枠及び車体は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規

定により、オフセット衝突時の乗員保護の基準への適合性の判定に当たり

同一の構造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（記載例）「破壊試験未実施車」 

(6) 保安基準第 18 条第 3 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第18条第 3項への適合性の判定

を行っていない自動車 

 

「この自動車に備える車枠及び車体は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規

定により、オフセット衝突時の乗員保護の基準への適合性の判定に当たり

同一の構造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（新設） 

(7) 保安基準第 18 条第 4 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第18条第 4項への適合性の判定

を行っていない自動車 

（記録例） 

「この自動車に備える車枠及び車体は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規

定により、側面衝突時の乗員保護の基準への適合性の判定に当たり同一の

構造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（記載例）「破壊試験未実施車」 

(7) 保安基準第 18 条第 4 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第18条第 4項への適合性の判定

を行っていない自動車 

 

「この自動車に備える車枠及び車体は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規

定により、側面衝突時の乗員保護の基準への適合性の判定に当たり同一の

構造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（新設） 

(8) 保安基準第 18 条第 5 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第18条第 5項への適合性の判定

を行っていない自動車 

（記録例） 

「この自動車に備える車枠及び車体は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規

定により、ポールとの側面衝突時の乗員保護の基準への適合性の判定に当

たり同一の構造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（記載例）「破壊試験未実施車」 

(8) 保安基準第 18 条第 5 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第18条第 5項への適合性の判定

を行っていない自動車 

 

「この自動車に備える車枠及び車体は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規

定により、ポールとの側面衝突時の乗員保護の基準への適合性の判定に当

たり同一の構造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（新設） 

(9)  保安基準第 18 条第 6 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1

条の 3ただし書の規定により破壊試験による第18条第 6項への適合性の判

定を行っていない自動車 

（記録例） 

 「この自動車に備える車枠及び車体は、保安基準第 1条の 3ただし書の規

定により、歩行者頭部保護及び脚部保護の基準への適合性の判定に当たり

同一の構造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（記載例）「破壊試験未実施車」 

(9)  保安基準第 18 条第 6 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1

条の 3ただし書の規定により破壊試験による第18条第 6項への適合性の判

定を行っていない自動車 

 

 「この自動車に備える車枠及び車体は、保安基準第 1条の 3ただし書の規

定により、歩行者頭部保護及び脚部保護の基準への適合性の判定に当たり

同一の構造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（新設） 

(10) (2)又は(3)及び(5)に該当する自動車 

（記録例） 

「この自動車に備える燃料装置並びに車枠及び車体は、保安基準第 1 条の

3ただし書の規定により、衝突時等の燃料漏れ防止の基準及び前面衝突時の

乗員保護の基準への適合性の判定に当たり同一の構造を有する装置に対す

(10) (2)又は(3)及び(5)に該当する自動車 

 

「この自動車に備える燃料装置並びに車枠及び車体は、保安基準第 1 条の

3ただし書の規定により、衝突時等の燃料漏れ防止の基準及び前面衝突時の

乗員保護の基準への適合性の判定に当たり同一の構造を有する装置に対す
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「この自動車に備えるかじ取装置は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規定

により、衝撃吸収式かじ取装置の基準への適合性の判定に当たり同一の構

造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（記載例）「破壊試験未実施車」 

「この自動車に備えるかじ取装置は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規定

により、衝撃吸収式かじ取装置の基準への適合性の判定に当たり同一の構

造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（新設） 

(2) 保安基準第 15 条第 2 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第15条第 2項への適合性の判定

を行っていない自動車 

（記録例） 

「この自動車に備える燃料装置は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規定に

より、衝突時等の燃料漏れ防止の基準への適合性の判定に当たり同一の構

造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（記載例）「破壊試験未実施車」 

(2) 保安基準第 15 条第 2 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第15条第 2項への適合性の判定

を行っていない自動車 

 

「この自動車に備える燃料装置は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規定に

より、衝突時等の燃料漏れ防止の基準への適合性の判定に当たり同一の構

造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（新設） 

(3) 保安基準第 17 条第 3 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第17条第 3項への適合性の判定

を行っていない自動車 

（記録例） 

「この圧縮水素ガスを燃料とする自動車に備える燃料装置は、保安基準第

1 条の 3 ただし書の規定により、衝突時等の燃料漏れ防止の基準への適合

性の判定に当たり同一の構造を有する装置に対する破壊試験を行っていま

せん。」 

（記載例）「破壊試験未実施車」 

(3) 保安基準第 17 条第 3 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第17条第 3項への適合性の判定

を行っていない自動車 

 

「この圧縮水素ガスを燃料とする自動車に備える燃料装置は、保安基準第

1 条の 3 ただし書の規定により、衝突時等の燃料漏れ防止の基準への適合

性の判定に当たり同一の構造を有する装置に対する破壊試験を行っていま

せん。」 

（新設） 

(4) 保安基準第 17 条の 2 第 6項の規定の適用を受ける自動車であって、第

1 条の 3 ただし書の規定により破壊試験による第 17 条の 2 第 6 項への適合

性の判定を行っていない自動車 

（記録例） 

「この自動車に備える電気装置は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規定に

より、衝突時の高電圧による乗車人員の保護の基準への適合性の判定に当

たり同一の構造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（記載例）「破壊試験未実施車」 

(4) 保安基準第 17 条の 2 第 6項の規定の適用を受ける自動車であって、第

1 条の 3 ただし書の規定により破壊試験による第 17 条の 2 第 6 項への適合

性の判定を行っていない自動車 

 

「この自動車に備える電気装置は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規定に

より、衝突時の高電圧による乗車人員の保護の基準への適合性の判定に当

たり同一の構造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（新設） 

(5) 保安基準第 18 条第 2 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第18条第 2項への適合性の判定

を行っていない自動車 

（記録例） 

「この自動車に備える車枠及び車体は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規

定により、前面衝突時の乗員保護の基準への適合性の判定に当たり同一の

構造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（記載例）「破壊試験未実施車」 

(5) 保安基準第 18 条第 2 項の規定の適用を受ける自動車であって、第 1 条

の 3ただし書の規定により破壊試験による第18条第 2項への適合性の判定

を行っていない自動車 

 

「この自動車に備える車枠及び車体は、保安基準第 1 条の 3 ただし書の規

定により、前面衝突時の乗員保護の基準への適合性の判定に当たり同一の

構造を有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（新設） 
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FS：牽引自動車の諸元表に記載された駐車ブレーキ力（N） 

ただし、新規検査又は予備検査を受ける自動車であってその検査において

制動装置に係る基準に適合することが明らかな自動車又は有効な検査証が

交付されている自動車であって、操作力が細目告示に規定された値よりも

小さい場合は、細目告示に規定された操作力による駐車ブレーキ力を比例

計算により求めた値とし、諸元表から値が得られない場合は、測定した値

を用いるものとする。 

FS：牽引自動車の諸元表に記載された駐車ブレーキ力（N） 

ただし、新規検査又は予備検査を受ける自動車であってその検査において

制動装置に係る基準に適合することが明らかな自動車又は有効な自動車検

査証が交付されている自動車であって、操作力が細目告示に規定された値

よりも小さい場合は、細目告示に規定された操作力による駐車ブレーキ力

を比例計算により求めた値とし、諸元表から値が得られない場合は、測定

した値を用いるものとする。 

（例） 

備考欄 

（記録例） 

けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの

場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ 1,000kg 及び 500kg とする。 

（記載例） 

牽引可能車両総重量 

(1)～(2) (略) 

（例） 

備考 

けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの

場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ 1,000kg 及び 500kg とする。 

 

（新設） 

 

(1)～(2) (略) 

33－－44－－2211 のの 33 規則第 35 条の 3第 1項第 29号及び法第 58条第 2項後段の

規定に基づき検査証に記録を要する自動車については、検査証の備考欄に

次の例により記録する。 

（記録例） 

「この自動車の装置の一部は、長さ 2.5m、幅 1.3m、高さ 2m を超えない軽

自動車であって、最高速度 60km 毎時以下のもののうち、高速自動車国道等

において運行しないものとして基準への適合性の判定を行っています。」 

（記載例） 

高速道路等走行不可 

33－－44－－2211 のの 33 規則第 35 条の 3 第 1 項第 29 号の規定に基づき自動車検査

証に記載を要する自動車については、自動車検査証の備考欄に次の例によ

り記載する。 

 

「この自動車の装置の一部は、長さ 2.5m、幅 1.3m、高さ 2m を超えない軽

自動車であって、最高速度 60km 毎時以下のもののうち、高速自動車国道等

において運行しないものとして基準への適合性の判定を行っています。」 

（新設） 

 
33－－44－－2222 指定自動車（自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質

の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70

号。以下「自動車ＮＯx・ＰＭ総量削減法」という。）第 13 条第 1項の指定

自動車をいう。以下本項において同じ。）（乗用自動車（自動車から排出され

る窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特

別措置法施行令（平成 4 年政令第 365 号）第 4 条第 5 条の乗用自動車をい

う。以下本項において同じ。）にあっては軽油を燃料とする自動車に限る。）

について、保安基準第 31 条の 2 の規定に係る適合性等を検査証等の備考欄

に次のとおり記録する。 

なお、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)及び(11)の記載文中の「○年○

月○日」は当該自動車の特定期日（道路運送車両の保安基準第 31 条の 2に

規定する窒素酸化物排出自動車等及び窒素酸化物排出基準等を定める告示

（平成 14 年国土交通省告示第 310 号。以下「第 31 条の 2 告示」という。）

33－－44－－2222 指定自動車（自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質

の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70

号。以下「自動車ＮＯx・ＰＭ総量削減法」という。）第 13 条第 1項の指定

自動車をいう。以下本項において同じ。）（乗用自動車（自動車から排出され

る窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特

別措置法施行令（平成 4 年政令第 365 号）第 4 条第 5 条の乗用自動車をい

う。以下本項において同じ。）にあっては軽油を燃料とする自動車に限る。）

について、保安基準第 31 条の 2 の規定に係る適合性等を検査証等の備考欄

に次のとおり記載する。 

なお、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)及び(11)の記載文中の「○年○

月○日」は当該自動車の特定期日（道路運送車両の保安基準第 31 条の 2に

規定する窒素酸化物排出自動車等及び窒素酸化物排出基準等を定める告示

（平成 14 年国土交通省告示第 310 号。以下「第 31 条の 2 告示」という。）
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る破壊試験を行っていません。」 

（記載例）「破壊試験未実施車」 

る破壊試験を行っていません。」 

（新設） 

(11) (2)又は(3)、(5)及び(7)に該当する自動車 

（記録例） 

「この自動車に備える燃料装置並びに車枠及び車体は、保安基準第 1 条の

3ただし書の規定により、衝突時等の燃料漏れ防止の基準並びに前面衝突時

及び側面衝突時の乗員保護の基準への適合性の判定に当たり同一の構造を

有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（記載例）「破壊試験未実施車」 

(11) (2)又は(3)、(5)及び(7)に該当する自動車 

 

「この自動車に備える燃料装置並びに車枠及び車体は、保安基準第 1 条の

3ただし書の規定により、衝突時等の燃料漏れ防止の基準並びに前面衝突時

及び側面衝突時の乗員保護の基準への適合性の判定に当たり同一の構造を

有する装置に対する破壊試験を行っていません。」 

（新設） 

(12) (2)又は(3)及び(7)に該当する自動車 

（記録例） 

「この自動車に備える燃料装置並びに車枠及び車体は、保安基準第 1 条の

3ただし書の規定により、衝突時等の燃料漏れ防止の基準及び側面衝突時の

乗員保護の基準への適合性の判定に当たり同一の構造を有する装置に対す

る破壊試験を行っていません。」 

（記載例）「破壊試験未実施車」 

 (12) (2)又は(3)及び(7)に該当する自動車 

 

「この自動車に備える燃料装置並びに車枠及び車体は、保安基準第 1 条の

3ただし書の規定により、衝突時等の燃料漏れ防止の基準及び側面衝突時の

乗員保護の基準への適合性の判定に当たり同一の構造を有する装置に対す

る破壊試験を行っていません。」 

（新設） 

33－－44－－2211 のの 22 規則第 35 条の 3 第 3 項及び同第 35 条の 4 第 3 項の規定に

基づき検査証に「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」（規則

第 35 条の 3 第 1 項第 14 号ロに規定する車両総重量をいう。以下本項にお

いて同じ。）を記録するけん引自動車については、検査証の備考欄に次の各

号に規定する重量(保安基準第 12 条に基づき、駐車ブレーキを備えること

を必要としない二輪自動車及び側車付二輪自動車については、(1)①を除い

た各号及び(2)①を除いた各号で算出された重量)を次の例により記録す

る。 

この場合において、各記号の意味は次のとおりとする。 

ｍ：牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量(kg) 

Ｍ：牽引自動車の車両総重量(kg) 

Ｍ’：牽引自動車の車両重量(kg) 

Ｗｄ：牽引自動車の駆動軸重(kg) 

ＫＷ：牽引自動車の諸元表等に記載された原動機の最高出力(kW) 

V：牽引自動車の諸元表に記載された制動初速度(km/h) 

SV：牽引自動車の諸元表に記載された V km/h からの制動距離(m) 

a：牽引自動車の諸元表に記載された減速度(m/s2) 

ただし、新規検査又は予備検査を受ける自動車であってその検査において

制動装置に係る基準に適合することが明らかな自動車又は有効な検査証が

交付されている自動車であって、制動距離、減速度が不明な場合は、測定し

た牽引自動車の制動力をＭ で除した値とする。 

33－－44－－2211 のの 22 規則第 35 条の 3 第 3項の規定に基づき自動車検査証に「牽

引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」（規則第 35 条の 3 第 1 項

第 15 号ロに規定する車両総重量をいう。以下本項において同じ。）を記載

するけん引自動車については、自動車検査証の備考欄に次の各号に規定す

る重量(保安基準第 12 条に基づき、駐車ブレーキを備えることを必要とし

ない二輪自動車及び側車付二輪自動車については、(1)①を除いた各号及び

(2)①を除いた各号で算出された重量)を次の例により記載する。 

 

この場合において、各記号の意味は次のとおりとする。 

ｍ：牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量(kg) 

Ｍ：牽引自動車の車両総重量(kg) 

Ｍ’：牽引自動車の車両重量(kg) 

Ｗｄ：牽引自動車の駆動軸重(kg) 

ＫＷ：牽引自動車の諸元表等に記載された原動機の最高出力(kW) 

V：牽引自動車の諸元表に記載された制動初速度(km/h) 

SV：牽引自動車の諸元表に記載された V km/h からの制動距離(m) 

a：牽引自動車の諸元表に記載された減速度(m/s2) 

ただし、新規検査又は予備検査を受ける自動車であってその検査において

制動装置に係る基準に適合することが明らかな自動車又は有効な自動車検

査証が交付されている自動車であって、制動距離、減速度が不明な場合は、

測定した牽引自動車の制動力をＭ で除した値とする。 
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（記録例） 

「この自動車は NOx 特定地域内に使用の本拠を置くことができません。ま

た、平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えて NOx・PM 対策地域内

に使用の本拠を置くことができません。」 

（記載例） 

NOx・PM 不適合 

 

「この自動車はＮＯｘ特定地域内に使用の本拠を置くことができません。

また、平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えてＮＯｘ・ＰＭ対策

地域内に使用の本拠を置くことができません。」 

（新設） 

 

(5) 第 31 条の 2告示第 2条及び第 4条の基準が適用となる日の前日以前の

検査の際に同告示第 2条の基準値に適合していない自動車 

（記録例） 

「この自動車は平成△年△月△日以降の有効期間満了日を超えて NOx 特定

地域内に使用の本拠を置くことができません。また、平成○年○月○日以

降の有効期間満了日を超えて NOx・PM 対策地域内に使用の本拠を置くこと

ができません。」 

（記載例） 

NOx 及び NOx・PM 不適合 

(5) 第 31 条の 2告示第 2条及び第 4条の基準が適用となる日の前日以前の

検査の際に同告示第 2条の基準値に適合していない自動車 

 

「この自動車は平成△年△月△日以降の有効期間満了日を超えてＮＯｘ特

定地域内に使用の本拠を置くことができません。また、平成○年○月○日

以降の有効期間満了日を超えてＮＯｘ・ＰＭ対策地域内に使用の本拠を置

くことができません。」 

（新設） 

 

(6) ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域外に使用の本拠を有する自動車であって、第

31 条の 2 告示第 4 条の基準が適用となる日以降の検査の際に同条の基準値

に適合しているかどうかが不明の自動車 

（記録例） 

「この自動車は NOx・PM 対策地域内に使用の本拠を置くことができないお

それがあります。」 

（記載例） 

NOx・PM 未判定 

(6) ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域外に使用の本拠を有する自動車であって、第

31 条の 2 告示第 4 条の基準が適用となる日以降の検査の際に同条の基準値

に適合しているかどうかが不明の自動車 

 

「この自動車はＮＯｘ・ＰＭ対策地域内に使用の本拠を置くことができな

いおそれがあります。」 

（新設） 

 

(7) 第 31 条の 2告示第 2 条の基準に適合している自動車であって、同告示

第 4 条の基準が適用となる日の前日以前の検査の際に同条の基準値に適合

しているかどうかが不明の自動車 

（記録例） 

「この自動車は平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えて NOx・PM

対策地域内に使用の本拠を置くことができないおそれがあります。」 

（記載例） 

NOx・PM 未判定 

(7) 第 31 条の 2告示第 2 条の基準に適合している自動車であって、同告示

第 4 条の基準が適用となる日の前日以前の検査の際に同条の基準値に適合

しているかどうかが不明の自動車 

 

「この自動車は平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えてＮＯｘ・

ＰＭ対策地域内に使用の本拠を置くことができないおそれがあります。」 

（新設） 

 

(8) ＮＯｘ特定地域外に使用の本拠を有する自動車又は予備検査を受けた

自動車であって、第 31 条の 2告示第 2 条の基準が適用となる日以降で同告

示第 4 条の基準が適用となる日の前日以前の検査の際に同告示第 2 条及び

第 4 条の基準値に適合しているかどうかが不明の自動車（特定期日が窒素

酸化物特定期日の翌日以降である場合に限る。） 

（記録例） 

(8) ＮＯｘ特定地域外に使用の本拠を有する自動車又は予備検査を受けた

自動車であって、第 31 条の 2告示第 2 条の基準が適用となる日以降で同告

示第 4 条の基準が適用となる日の前日以前の検査の際に同告示第 2 条及び

第 4 条の基準値に適合しているかどうかが不明の自動車（特定期日が窒素

酸化物特定期日の翌日以降である場合に限る。） 
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の特定期日をいう。）、(5)及び(9)の記載文中の「△年△月△日」は当該自動

車の窒素酸化物特定期日（第 31 条の 2告示の窒素酸化物特定期日をいう。）

とする。 

の特定期日をいう。）、(5)及び(9)の記載文中の「△年△月△日」は当該自動

車の窒素酸化物特定期日（第 31 条の 2告示の窒素酸化物特定期日をいう。）

とする。 

(1) 第 31 条の 2告示第 4 条（軽油を燃料とする自動車にあっては第 4条及

び第 5 条。以下(2)から(13)までにおいて同じ。）の基準値に適合している

自動車 

（記録例） 

「使用車種規制（NOx・PM）適合」 

（記載例） 

NOx・PM 適合 

(1) 第 31 条の 2告示第 4 条（軽油を燃料とする自動車にあっては第 4条及

び第 5 条。以下(2)から(13)までにおいて同じ。）の基準値に適合している

自動車 

 

「使用車種規制（ＮＯｘ・ＰＭ）適合」 

（新設） 

  

(2) 自動車ＮＯｘ・ＰＭ総量削減法第 6 条第 1 項に規定する窒素酸化物対

策地域及び第 8 条第 1 項に規定する粒子状物質対策地域（以下「ＮＯｘ・

ＰＭ対策地域」という。）外に使用の本拠を有する自動車及び予備検査を受

けた自動車であって、第 31 条の 2 告示第 4条の基準が適用となる日以降の

検査等の際に同条の基準値に適合していない自動車 

（記録例） 

「この自動車はNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。」 

 

（記載例） 

NOx・PM 不適合 

(2) 自動車ＮＯｘ・ＰＭ総量削減法第 6 条第 1 項に規定する窒素酸化物対

策地域及び第 8 条第 1 項に規定する粒子状物質対策地域（以下「ＮＯｘ・

ＰＭ対策地域」という。）外に使用の本拠を有する自動車及び予備検査を受

けた自動車であって、第 31 条の 2 告示第 4条の基準が適用となる日以降の

検査等の際に同条の基準値に適合していない自動車 

 

「この自動車はＮＯｘ・ＰＭ対策地域内に使用の本拠を置くことができま

せん。」 

（新設） 

 

(3) 第 31 条の 2告示第 2 条の基準に適合している自動車であって、同告示

第 4 条の基準が適用となる日の前日以前の検査の際に同条の基準値に適合

していない自動車 

（記録例） 

「この自動車は平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えて NOx・PM

対策地域内に使用の本拠を置くことができません。」 

（記載例） 

NOx・PM 不適合 

(3) 第 31 条の 2告示第 2 条の基準に適合している自動車であって、同告示

第 4 条の基準が適用となる日の前日以前の検査の際に同条の基準値に適合

していない自動車 

 

「この自動車は平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えてＮＯｘ・

ＰＭ対策地域内に使用の本拠を置くことができません。」 

（新設） 

 

(4) 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法の一部を改正する法律（平成 13 年法律第 73 号）による

改正前の自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70 号）第 6条に規定する特定地域

（以下「ＮＯｘ特定地域」という。）外に使用の本拠を有する自動車又は予

備検査を受けた自動車であって、第 31 条の 2 告示第 2条の基準が適用とな

る日以降で同告示第 4 条の基準が適用となる日の前日以前の検査の際に同

告示第 2 条及び第 4 条基準値に適合していない自動車（特定期日が窒素酸

化物特定期日の翌日以降である場合に限る。） 

(4) 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法の一部を改正する法律（平成 13 年法律第 73 号）による

改正前の自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70 号）第 6条に規定する特定地域

（以下「ＮＯｘ特定地域」という。）外に使用の本拠を有する自動車又は予

備検査を受けた自動車であって、第 31 条の 2 告示第 2条の基準が適用とな

る日以降で同告示第 4 条の基準が適用となる日の前日以前の検査の際に同

告示第 2 条及び第 4 条基準値に適合していない自動車（特定期日が窒素酸

化物特定期日の翌日以降である場合に限る。） 
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期日の前日以前である自動車 

（記録例） 

「この自動車は有効期間満了日を超えて NOx・PM 対策地域内に使用の本拠

を置くことができません。」 

（記載例） 

NOx・PM 不適合 

期日の前日以前である自動車 

 

「この自動車は有効期間満了日を超えてＮＯｘ・ＰＭ対策地域内に使用の

本拠を置くことができません。」 

（新設） 

 

(13) 特定期日以降の日が有効期間満了日として記載された後、用途変更の

事由により有効期間が短縮された指定自動車であって、第 31 条の 2告示第

4 条の基準値に適合しているかどうかが不明の自動車のうち短縮後の有効

期間満了日が特定期日の前日以前である自動車 

（記録例） 

「この自動車は有効期間満了日を超えて NOx・PM 対策地域内に使用の本拠

を置くことができないおそれがあります。」 

（記載例） 

NOx・PM 未判定 

(13) 特定期日以降の日が有効期間満了日として記載された後、用途変更の

事由により有効期間が短縮された指定自動車であって、第 31 条の 2告示第

4 条の基準値に適合しているかどうかが不明の自動車のうち短縮後の有効

期間満了日が特定期日の前日以前である自動車 

 

「この自動車は有効期間満了日を超えてＮＯｘ・ＰＭ対策地域内に使用の

本拠を置くことができないおそれがあります。」 

（新設） 

 

(14) 特種自動車であって軽油以外を燃料とする乗用自動車を基本とした

もの 

（記録例） 

「使用車種規制（NOx・PM）対象外特種自動車」 

（記載例） 

NOx・PM 対象外 

(14) 特種自動車であって軽油以外を燃料とする乗用自動車を基本とした

もの 

 

「使用車種規制（ＮＯｘ・ＰＭ）対象外特種自動車」 

（新設） 

 

33－－44－－2233 限定検査証の備考欄には、次のとおり記載する。 

なお、(2)の記載文中の「○年○月○日」は、継続検査の申請の際に提出さ

れた検査証に記録された当該検査証の有効期間の満了する日とする。 

(1) (略) 

(2) 継続検査の結果交付するもの 

(ｲ) 継続検査の結果交付する限定検査証の有効期間より、提出された検

査証の残存有効期間が多い場合 

「限定自動車検査証の有効期間内において、必要な整備を行う場合又は

継続検査の申請をする場合に運行できます。なお、申請の際提出のあっ

た自動車検査証の有効期間の満了する日は、○年○月○日です。」 

 (ﾛ)・(ﾊ) （略） 

33－－44－－2233 限定検査証の備考欄には、次のとおり記載する。 

なお、(2)の記載文中の「○年○月○日」は、継続検査の申請の際に提出さ

れた検査証に記載された当該検査証の有効期間の満了する日とする。 

(1) (略) 

(2) 継続検査の結果交付するもの 

(ｲ) 継続検査の結果交付する限定自動車検査証（以下「限定検査証」と 

いう。）の有効期間より、提出された検査証の残存有効期間が多い場合 

「限定自動車検査証の有効期間内において、必要な整備を行う場合又は

継続検査の申請をする場合に運行できます。なお、申請の際提出のあっ

た自動車検査証の有効期間の満了する日は、○年○月○日です。」 

 (ﾛ)・(ﾊ) （略） 

33－－44－－2244 継続検査の申請があった自動車について、当該自動車の検査証

の備考欄に受検種別、定期点検整備実施状況及び受検形態を法第 58 条第 2

項後段に規定する方法によって次のとおり記録するものとする。 

(1) 保安基準適合証又は限定保安基準適合証の提出のあった自動車 

 (表) (略) 

33－－44－－2244 継続検査の申請があった自動車について、当該自動車の自動車

検査証の備考欄に受検種別、定期点検整備実施状況及び受検形態を次のと

おり記載するものとする。 

(1) 保安基準適合証又は限定保安基準適合証の提出のあった自動車 

 (表) (略) 
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「この自動車は NOx 特定地域内に使用の本拠を置くことができないおそれ

があります。また、平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えて NOx・

PM 対策地域内に使用の本拠を置くことができないおそれがあります。」 

 

（記載例） 

NOx 及び NOx・PM 未判定 

「この自動車はＮＯｘ特定地域内に使用の本拠を置くことができないおそ

れがあります。また、平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えてＮ

Ｏｘ・ＰＭ対策地域内に使用の本拠を置くことができないおそれがありま

す。」 

（新設） 

 

(9) 第 31 条の 2告示第 2条及び第 4条の基準が適用となる日の前日以前の

検査の際に同告示第 2 条及び第 4 条の基準値に適合しているかどうかが不

明な自動車 

（記録例） 

「この自動車は平成△年△月△日以降の有効期間満了日を超えて NOx 特定

地域内に使用の本拠を置くことができないおそれがあります。また、平成

○年○月○日以降の有効期間満了日を超えて NOx・PM 対策地域内に使用の

本拠を置くことができないおそれがあります。」 

（記載例） 

NOx 及び NOx・PM 未判定 

(9) 第 31 条の 2告示第 2条及び第 4条の基準が適用となる日の前日以前の

検査の際に同告示第 2 条及び第 4 条の基準値に適合しているかどうかが不

明な自動車 

 

「この自動車は平成△年△月△日以降の有効期間満了日を超えてＮＯｘ特

定地域内に使用の本拠を置くことができないおそれがあります。また、平

成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えてＮＯｘ・ＰＭ対策地域内に

使用の本拠を置くことができないおそれがあります。」 

（新設） 

 

(10) 特定期日以降の日が有効期間満了日として記載された後、用途変更の

事由により有効期間が短縮された指定自動車であって、第 31 条の 2告示第

4 条の基準値に適合しない自動車のうち短縮後の有効期間満了日が特定期

日以降である自動車 

（記録例） 

「この自動車は平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えて NOx・PM

対策地域内に使用の本拠を置くことができません。」 

（記載例） 

NOx・PM 不適合 

(10) 特定期日以降の日が有効期間満了日として記載された後、用途変更の

事由により有効期間が短縮された指定自動車であって、第 31 条の 2告示第

4 条の基準値に適合しない自動車のうち短縮後の有効期間満了日が特定期

日以降である自動車 

 

「この自動車は平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えてＮＯｘ・

ＰＭ対策地域内に使用の本拠を置くことができません。」 

（新設） 

 

(11) 特定期日以降の日が有効期間満了日として記載された後、用途変更の

事由により、有効期間が短縮された指定自動車であって、第 31 条の 2告示

第 4 条の基準値に適合しているかどうかが不明の自動車のうち短縮後の有

効期間満了日が特定期日以降である自動車 

（記録例） 

「この自動車は平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えて NOx・PM

対策地域内に使用の本拠を置くことができないおそれがあります。」 

（記載例） 

NOx・PM 未判定 

(11) 特定期日以降の日が有効期間満了日として記載された後、用途変更の

事由により、有効期間が短縮された指定自動車であって、第 31 条の 2告示

第 4 条の基準値に適合しているかどうかが不明の自動車のうち短縮後の有

効期間満了日が特定期日以降である自動車 

 

「この自動車は平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えてＮＯｘ・

ＰＭ対策地域内に使用の本拠を置くことができないおそれがあります。」 

（新設） 

 

(12) 特定期日以降の日が有効期間満了日として記載された後、用途変更の

事由により、有効期間が短縮された指定自動車であって、第 31 条の 2告示

第 4 条の基準値に適合しない自動車のうち短縮後の有効期間満了日が特定

(12) 特定期日以降の日が有効期間満了日として記載された後、用途変更の

事由により、有効期間が短縮された指定自動車であって、第 31 条の 2告示

第 4 条の基準値に適合しない自動車のうち短縮後の有効期間満了日が特定
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表示値については、当該書面の備考欄に記載された走行距離計の表示値と

照合するものとする。 

(2) 検査証又は予備検査証の返付等は、番号札等の番号又は申請者の名称

等を読み上げること等によって呼び出し、番号等の照合を行ったうえで直

接手交することによって行うものとする。 

この場合、検査証又は予備検査証の記録内容が申請内容と相違ないことを

申請者に確認するよう促したうえで返付等を行うものとする。 

(3) 申請者が不在により返付等が行えないときは、返付等を行うまでの間、

第三者の手の届かない場所で検査証又は予備検査証の個人情報に該当する

内容が目に触れないよう保管しておくものとする。 

33－－77－－22 次の各号に掲げる書面により現車の提示が省略される自動車の

検査にあたっては、当該各号の車台番号又は原動機の型式並びに走行距離

計の表示値（第 2号に限る。）が、申請書又は検査証（検査証を有しない場

合においては、限定検査証又は登録識別情報等通知書若しくは自動車検査

証返納証明書）に記載又は記録されている車台番号及び原動機の型式並び

に走行距離計の表示値（申請書に記載されているものに限る。）と同一であ

ることを確認する。 

(1)～(3) (略) 

33－－77－－33 削削除除 

 

33－－77－－44 検査証又は予備検査証を再交付するときは、再交付する検査証又

は予備検査証の備考欄に再交付の旨を、検査証にあっては法第 58 条第 2項

後段に規定する方法によって記録し、予備検査証にあっては記載するもの

とする。 

33－－77－－55 (略) 

33－－77－－66 予備検査証に基づく検査証交付申請と同時に予備検査証の変更

記録申請があるときは、予備検査証の変更記録をすることなく当該変更記

録に係る事項を検査証に記録して差し支えない。 

33－－77－－77 削除 

33－－77－－88 継続検査後の検査証の有効期間の更新又は構造等変更検査後の

記録事項を変更した検査証の返付であって、道路交通法第 51 条の 7 第 2項

に基づく放置違反金の滞納によって、検査証の有効期間の更新又は記録事

項を変更した検査証の返付ができない場合には、検査証の備考欄（備考欄

に記載できない場合は余白部分等）に「放置違反金滞納情報あり」である旨

の記載とともに走行距離計の表示値の記載を行い受付日付印を押印し、申

請書並びに添付書類を申請者に返却するものとする。 

 なお、放置違反金の納付後に、再度申請が行われた場合、当該自動車の審

の走行距離計表示値については、当該書面の備考欄に記載された走行距離

計の表示値と照合するものとする。 

(2) 自動車検査証又は自動車予備検査証の返付等は、番号札等の番号又は

申請者の名称等を読み上げることによって呼び出し、番号等の照合を行っ

たうえで直接手交することによって行うものとする。 

この場合、検査証又は予備検査証の記載内容が申請内容と相違ないことを

申請者に確認するよう促したうえで返付等を行うものとする。 

(3) 申請者が不在により返付等が行えないときは、返付等を行うまでの間、

第三者の手の届かない場所で検査証又は予備検査証の記載内容が目に触れ

ないよう保管しておくものとする。 

33－－77－－22 次の各号に掲げる書面により現車の提示が省略される自動車の

検査にあたっては、当該各号の車台番号又は原動機の型式並びに走行距離

計の表示値（第 2号に限る。）が、申請書又は検査証（検査証を有しない場

合においては、限定検査証又は登録識別情報等通知書若しくは自動車検査

証返納証明書）に記載されている車台番号及び原動機の型式並びに走行距

離計の表示値（申請書に記載されているものに限る。）と同一であることを

確認する。 

(1)～(3) (略) 

33－－77－－33 電子情報処理組織によらないで検査証の有効期間を記入したと

きは、記入した有効期間の末尾に運輸支局等名小印を押印するものとする。 

33－－77－－44 検査証又は自動車予備検査証を再交付するときは、再交付する検

査証又は自動車予備検査証の備考欄に再交付の旨を記載するものとする。 

  

  

33－－77－－55 (略) 

33－－77－－66 予備検査証に基づく検査証交付申請と同時に予備検査証の記入

申請があるときは、予備検査証の記入をすることなく当該記入に係る事項

を検査証に記載して差し支えない。 

33－－77－－77 削除 

33－－77－－88 継続検査後の自動車検査証の有効期間の更新又は構造等変更検

査後の記載事項を変更した自動車検査証の返付であって、道路交通法第 51

条の 7 第 2 項に基づく放置違反金の滞納によって、自動車検査証の有効期

間の更新又は記載事項を変更した自動車検査証の返付ができない場合に

は、自動車検査証の備考欄に「放置違反金滞納情報あり」である旨の記載と

ともに走行距離計の表示値の記載を行い受付日付印を押印し、申請書並び

に添付書類を申請者に返却するものとする。 

 なお、放置違反金の納付後に、再度申請が行われた場合、当該自動車の審
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(注) 限定保安基準適合証の提出のあった自動車については、受検種別のみ

記録する。 

(2) (略) 

(注) 限定保安基準適合証の提出のあった自動車については、受検種別のみ

記載する。 

(2) (略) 

33－－44－－2255 (削除) 33－－44－－2255 法第 54 条第 4項及び第 71 条の 2 第 2 項に規定する点検等の

勧告（以下この項において「点検等の勧告」という。）をしたときは、当該

点検等の勧告を受けた登録自動車又は二輪の小型自動車について、当該自

動車の限定自動車検査証及び自動車検査証の備考欄に、定期点検整備の実

施を指導した旨の履歴を次のとおり記載するものとする。 

なお、記載文中の「○年○月○日」は、点検等の勧告が発動された日とし、

最長の間隔で行うべき定期点検が２回連続で実施された場合には全ての指

導履歴の記載を削除するものとする。 

「【定期点検整備実施の指導履歴】○年○月○日勧告」 

33－－44－－2266 完成検査終了証の取扱いは、次の各号によるものとする。 

(1) 完成検査終了証の提出をもって当該自動車の提示に代える場合には、

完成検査終了証に記載された事項を該当欄に記録するものとする。 

(2) (略) 

33－－44－－2266 完成検査終了証の取扱いは、次の各号によるものとする。 

(1) 完成検査終了証の提出をもって当該自動車の提示に代える場合には、

完成検査終了証に記載された事項を該当欄に記載するものとする。 

(2) (略) 

33－－44－－2277 従前の通達により記載された検査証等については、3－4－1 か

ら 3－4－26 までにより記録されたものとみなして、法第 67 条第 1 項の規

定による記録事項の変更についての変更記録を要しないものとする。 

33－－44－－2277 従前の通達により記載された検査証等については、3－4－1 か

ら 3－4－26 までにより記載されたものとみなして、法第 67 条第 1 項の規

定による記載事項の変更についての記入を要しないものとする。 

33－－55（（自自動動車車検検査査記記録録簿簿（（乙乙））のの記記載載）） 

33－－55－－11 (略) 

33－－55－－22 備考欄の記載は、3－4－20 の例によるものとする。なお、自動車

検査記録簿（乙）を作成する自動車について、第 4 号様式と同等の記載事

項が網羅されていれば任意の様式を用いてもよいこととする。その場合、

運輸支局等名小印又は受付日付印を押印するものとし、備考欄の記載事項

のみ別紙とする場合も同様とする。 

33－－55（（自自動動車車検検査査記記録録簿簿（（乙乙））のの記記載載））  

33－－55－－11 (略) 

33－－55－－22 備考欄の記載は、3－4－20 の例によるものとする。 

 

  

33－－66（（審審査査結結果果通通知知のの受受理理等等））  

33－－66－－11～～33－－66－－22  (略) 

33－－66（（審審査査結結果果通通知知のの受受理理等等））  

33－－66－－11～～33－－66－－22  (略) 

33－－77（（検検査査証証交交付付等等）） 

33－－77－－11  検査証又は予備検査証の交付又は返付（以下「返付等」とする。）

は、次の各号によるものとする。 

(1) 自動車機構から「適合」の審査結果通知があった場合は、検査証又は

予備検査証を返付等する。 

この場合において審査結果の通知が電磁的な方法により届いていない場合

には、自動車機構に照会するものとする。 

なお、審査結果の通知が書面による場合には、当該書面に記載された審査

結果を確認することとし、検査証又は予備検査証の記録内容の走行距離計

33－－77（（検検査査証証交交付付等等）） 

33－－77－－11  自動車検査証又は自動車予備検査証の交付又は返付（以下「返付

等」とする。）は、次の各号によるものとする。 

(1) 自動車機構から「適合」の審査結果通知があった場合は、自動車検査

証又は自動車予備検査証を返付等する。 

この場合において審査結果の通知が電磁的な方法により届いていない場合

には、自動車機構に照会するものとする。 

なお、審査結果の通知が書面による場合には、当該書面に記載された審査

結果を確認することとし、自動車検査証又は自動車予備検査証の記載内容
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33－－88－－55 電子情報処理組織により有効期間を記録し出力された検査証又

は限定検査証を返付した場合（3－7－5 に掲げる場合を除く。）には、提出

された検査証又は限定検査証に無効である旨の措置をするものとする。 

33－－88－－66～～33－－99－－33  (略)  

33－－88－－55 電子情報処理組織により有効期間を記入し出力された検査証又

は限定検査証を返付した場合（3－7－5 に掲げる場合を除く。）には、提出

された検査証又は限定検査証に無効である旨の措置をするものとする。 

33－－88－－66～～33－－99－－33  (略)  

33－－99－－44 検査標章の再交付は、次の各号によるものとする。 

(1) 検査標章再交付申請書と検査証又は限定検査証を照合すること。 

(2) き損し又はその識別が困難となったことを事由とする再交付の場合に

は、当該検査標章の提出を求めるものとする。 

（削除） 

 

 

 

 

(3) 検査標章の再交付は、番号札等の番号又は申請者の名称等を読み上げ

ること等によって呼び出し、番号等の照合を行ったうえで直接手交するこ

とによって行うものとする。 

この場合、検査証に記録されている有効期間の満了する日又は限定検査証

の備考欄に記載されている「申請の際提出のあった自動車検査証の有効期

間の満了する日」と検査標章の内容が相違ないことを確認するよう促した

うえで再交付を行う。 

(4) 申請者が不在により再交付が行えないときは、再交付を行うまでの間、

第三者の手の届かない場所で検査証又は限定検査証の個人情報に該当する

内容が目に触れないよう保管しておくものとする。 

33－－99－－55 検査証の有効期間の記録をした場合における既に交付された前

面ガラスにはり付けてある検査標章で、検査証の有効期間と同一の有効期

間を表示しなくなった検査標章は、自動車に表示しないよう自動車の使用

者を指導するものとする。 

33－－99－－66 3－4－24(2)の規定に基づき検査証の備考欄に「点検整備記録簿

記載なし」を法第 58 条第 2項後段に規定する方法によって記録する自動車

（前面ガラスのない自動車を除く。）については、検査標章（裏面下部の余

白部）に「法定点検未実施（車検時）」を記載するものとする。 

33－－1100 （略） 

33－－1111  保安基準適合標章の表示については、「自動車整備事業の取扱い及

び指導要領について（依命通達）」（令和２年４月１日付け、国自整第 353

号）に規定された取扱いに基づき、指導するものとする。  

33－－99－－44 検査標章の再交付は、次の各号によるものとする。 

(1) 検査標章再交付申請書と検査証又は限定検査証を照合すること。 

(2) き損し又はその識別が困難となったことを事由とする再交付の場合に

は、当該検査標章の提出を求めるものとする。 

(3) 検査標章を再交付したときは、検査証又は限定検査証の備考欄に再交

付した旨及びその年月日を記載すること。ただし、やむを得ない理由によ

り他の運輸支局等に使用の本拠の位置を有する自動車の検査標章を再交付

したときは、検査証又は限定検査証の備考欄に再交付した旨、その年月日

及び再交付した運輸支局等名を記載すること。 

(4) 検査標章の再交付は、番号札等の番号又は申請者の名称等を読み上げ

ることによって呼び出し、番号等の照合を行ったうえで直接手交すること

によって行うものとする。 

この場合、検査証の有効期間の満了する日又は限定検査証の備考欄に記載

されている「申請の際提出のあった自動車検査証の有効期間の満了する日」

と検査標章の内容が相違ないことを確認するよう促したうえで再交付を行

う。 

(5) 申請者が不在により再交付が行えないときは、再交付を行うまでの間、

第三者の手の届かない場所で検査証又は限定検査証の記載内容が目に触れ

ないよう保管しておくものとする。 

33－－99－－55  検査証の有効期間の記入をした場合における既に交付された前

面ガラスにはり付けてある検査標章で、検査証の有効期間と同一の有効期

間を表示しなくなった検査標章は、自動車に表示しないよう自動車の使用

者を指導するものとする。  

33－－99－－66  3－4－24(2)の規定に基づき自動車検査証の備考欄に「点検整備

記録簿記載なし」を記載する自動車（前面ガラスのない自動車を除く。）に

ついては、検査標章（裏面下部の余白部）に「法定点検未実施（車検時）」

を記載するものとする。  

33－－1100 （略） 

33－－1111  ((保保安安基基準準適適合合標標章章のの表表示示))  

3－11－1 保安基準適合標章の表示箇所は、保安基準適合標章の有効期間

を表示した面を自動車の前面から見やすい位置（運転者の視野を妨げるよ

うな位置でないこと。）に表示するよう自動車の使用者を指導するものとす

る。 
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査結果通知がなされた日から 15 日以内であれば、既に回収している審査結

果の通知が有効なものとして処理して差し支えない。この場合において、

放置違反金の滞納が無いことが確認されれば、検査証を発行し返付するも

のとする。 

33－－77－－99 (略) 

査結果通知がなされた日から 15 日以内であれば、既に回収している審査結

果の通知が有効なものとして処理して差し支えない。 

 

33－－77－－99 (略) 

33－－88（（限限定定検検査査証証交交付付等等）） 

33－－88－－11 限定検査証の交付は、次の各号によるものとする。 

(1) (略) 

(2) 限定検査証の交付は、番号札等の番号又は申請者の名称等を読み上げ

ること等によって呼び出し、番号等の照合を行ったうえで直接手交するこ

とによって行うものとする。 

 この場合、限定検査証の記載内容が申請内容と相違ないことを確認する

よう促したうえで交付を行う。 

(3) (略) 

33－－88－－22 自動車機構から法第 71 条の 2 第 1 項に該当する「不適合（使用

停止）」の審査結果通知があった場合には、検査証を複写したものに「使用

停止」と朱書きにより記載し、これを手渡すものとする。なお、次の例は

「使用停止」に該当するものとし、当該修理が行われた旨の申告があった

際は、3-8-1 により限定検査証を交付するものとする。 

①～③ (略) 

33－－88－－33 限定検査証を交付する場合にあっては、次の各号によるものとす

る。 

(1) 限定検査証（その 1） 

電子情報処理組織により出力したものを交付するものとする。 

 

 

 

 

(2) （略） 

33－－88－－44 限定検査証の再交付は、次の各号によるものとする。 

(1) （略） 

(2) 限定検査証の再交付は、番号札等の番号又は申請者の名称等を読み上

げること等によって呼び出し、番号等の照合を行ったうえで直接手交する

ことによって行うものとする。 

 この場合、限定検査証の記載内容が申請内容と相違ないことを確認する

よう促したうえで再交付を行う。 

(3) （略） 

33－－88（（限限定定検検査査証証交交付付等等）） 

33－－88－－11 限定検査証の交付は、次の各号によるものとする。 

(1) (略) 

(2) 限定検査証の交付は、番号札等の番号又は申請者の名称等を読み上げ

ることによって呼び出し、番号等の照合を行ったうえで直接手交すること

によって行うものとする。 

 この場合、限定検査証の記載内容が申請内容と相違ないことを確認する

よう促したうえで交付を行う。 

(3) (略) 

33－－88－－22 自動車機構から法第 71 条の 2 第 1 項に該当する「不適合（使用

停止）」の審査結果通知があった場合には、自動車検査証を複写したものに

「使用停止」と朱書きにより記載し、これを手渡すものとする。なお、次の

例は「使用停止」に該当するものとし、当該修理が行われた旨の申告があっ

た際は、3-8-1 により限定検査証を交付するものとする。 

①～③ (略) 

33－－88－－33 限定検査証を交付する場合にあっては、次の各号によるものとす

る。 

(1) 限定検査証（その 1） 

専ら電子情報処理組織により出力したものを交付するものとする。ただし、

電子情報処理組織によらないで限定検査証（その 1）を交付する場合にあっ

ては、提出のあった検査証を書き換え限定検査証（その 1）を作成し、記入

した有効期間の末尾及び抹消した箇所に運輸支局等名小印を押印するもの

とする。 

(2) （略） 

33－－88－－44  限定検査証の再交付は、次の各号によるものとする。 

(1) （略） 

(2) 限定検査証の再交付は、番号札等の番号又は申請者の名称等を読み上

げることによって呼び出し、番号等の照合を行ったうえで直接手交するこ

とによって行うものとする。 

 この場合、限定検査証の記載内容が申請内容と相違ないことを確認する

よう促したうえで再交付を行う。 

(3) （略） 
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33－－1144～～33－－1155 (略) 

  

33－－1144～～33－－1155 (略) 

  

第第 44 章章  自自動動車車のの検検査査（（技技術術関関係係）） 

44－－11～～44－－2211 のの 22－－11 (略) 

44－－2211 のの 22－－22 新規検査又は予備検査（法第 16 条の規定により抹消登録を

受けた自動車に係るものに限る。）及び継続検査、臨時検査又は構造等変更

検査における第 31 条の 2 告示の基準の適合性の判定については以下によ

る。 

(1) 検査証等の備考欄に 3－4－21 の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の記録が

ある自動車（原動機等の変更又は車両総重量の変更（当該変更により、第 31

条の 2 告示別表第 1、第 3 及び第 5 に規定する区分のうち該当する区分が

変更となるものに限る。以下同じ。）が行われた自動車であって当該検査が

変更後初めての検査である自動車を除く。）については、その記録により判

定する。この場合において、4－21 の 2－3(6)から(9)による対策を講じた

ことにより検査証等の備考欄に 3－4－21(1)の記録がある自動車は、当該装

置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関し、

当該対策がそれぞれの要領に基づくものでなければならない。 

(2) (略) 

(3) 車両総重量の変更が行われた自動車であって当該検査が変更後初めて

の検査であるもの及び検査証等の備考欄に3－4－21の規定に基づく記録の

ないもの並びに同規定(6)、(7)、(8)、(9)、(11)及び(13)の記録のあるもの

については、自動車型式認証実施要領別添 1 自動車型式指定実施要領及び

別添 2 新型自動車等取扱要領に基づき国土交通大臣に提出された諸元表並

びに輸入自動車特別取扱制度に基づき国土交通大臣に提出された車両諸元

要目表（以下「諸元表等」という。）に記載された当該自動車の窒素酸化物

及び粒子状物質に係る諸元値により判定する。 

44－－2211 のの 22－－33～～44－－2211 のの 22－－88 (略) 

44－－2211 のの 22－－99 平成 14 年 10 月 15 日以降に構造等変更検査を受け、検査証

の記録事項の変更を行う場合における特定期日については、当該変更が平

成 14 年 10 月 1 日以降に行われたものとみなし、当該変更が行われる前の

自動車の種別、用途、定員及び車両総重量によるものとする。 

44－－2211 のの 33 かからら 44－－4433 ままでで  削削除除 

  

第第 44 章章  自自動動車車のの検検査査（（技技術術関関係係））  

44－－11～～44－－2211 のの 22－－11 (略) 

44－－2211 のの 22－－22 新規検査又は予備検査（法第 16 条の規定により抹消登録を

受けた自動車に係るものに限る。）及び継続検査、臨時検査又は構造等変更

検査における第 31 条の 2 告示の基準の適合性の判定については以下によ

る。 

(1) 検査証等の備考欄に 3－4－21 の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の記載が

ある自動車（原動機等の変更又は車両総重量の変更（当該変更により、第 31

条の 2 告示別表第 1、第 3 及び第 5 に規定する区分のうち該当する区分が

変更となるものに限る。以下同じ。）が行われた自動車であって当該検査が

変更後初めての検査である自動車を除く。）については、その記載により判

定する。この場合において、4－21 の 2－3(6)から(9)による対策を講じた

ことにより検査証等の備考欄に 3－4－21(1)の記載がある自動車は、当該装

置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関し、

当該対策がそれぞれの要領に基づくものでなければならない。 

(2) (略)  

(3) 車両総重量の変更が行われた自動車であって当該検査が変更後初めて

の検査であるもの及び検査証等の備考欄に3－4－21の規定に基づく記載の

ないもの並びに同規定(6)、(7)、(8)、(9)、(11)及び(13)の記載のあるもの

については、自動車型式認証実施要領別添 1 自動車型式指定実施要領及び

別添 2 新型自動車等取扱要領に基づき国土交通大臣に提出された諸元表並

びに輸入自動車特別取扱制度に基づき国土交通大臣に提出された車両諸元

要目表（以下「諸元表等」という。）に記載された当該自動車の窒素酸化物

及び粒子状物質に係る諸元値により判定する。 

44－－2211 のの 22－－33～～44－－2211 のの 22－－88 (略) 

44－－2211 のの 22－－99 平成 14 年 10 月 15 日以降に構造等変更検査を受け、自動車

検査証の記載事項の変更を行う場合における特定期日については、当該変

更が平成 14 年 10 月 1 日以降に行われたものとみなし、当該変更が行われ

る前の自動車の種別、用途、定員及び車両総重量によるものとする。 

44－－2211 のの 33 かからら 44－－4433 ままでで  削削除除 

  

第第 55 章章  削削除除  

55－－11 かからら 55－－1100 ままでで  削削除除 

  

第第 55 章章  削削除除  

55－－11 かからら 55－－1100 ままでで  削削除除 
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3－11－2 保安基準適合標章を前面ガラスに装着して又ははり付けて表示

する場合の表示箇所は、3-9-1 に準ずる。 

3－11－3 検査証の有効期間を記入した後は、保安基準適合標章を表示し

ないよう自動車の使用者を指導するものとする。  

33－－1122（（基基準準緩緩和和認認定定にによよりり自自動動車車検検査査証証備備考考欄欄にに基基準準緩緩和和のの認認定定期期限限等等がが

記記録録さされれたた基基準準緩緩和和自自動動車車のの取取扱扱いい）） 

33－－1122－－11 継続検査の申請の受理は、当該基準緩和自動車の検査証備考欄

に記録された基準緩和の認定期限の残存期間の有無にかかわらず、申請を

受理するものとするが、基準緩和の認定期限の残存期間が無い場合にあっ

ては、検査証を返付しないものとする。ただし、基準緩和の認定期限の残存

期間中に法第 94 条の 5 第 2項の検査を実施し、基準緩和の認定期限の満了

後に同検査に基づく有効な保安基準適合証の提出があったものについて

は、検査証の有効期間の更新を行い検査証を返付するものとする。 

 

33－－1122－－22 継続緩和の認定書に基づく検査証備考欄の基準緩和の認定に関

する記録事項の変更は、職権により基準緩和の認定期限等について行うこ

と。 

33－－1122－－33 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関による安全性優良事業

所の認定の失効等に伴う新規緩和の認定書に基づく検査証備考欄の基準緩

和の認定に関する記録事項の変更は、職権により基準緩和の認定期限等に

ついて行うこと。 

33－－1122（（基基準準緩緩和和認認定定にによよりり自自動動車車検検査査証証備備考考欄欄にに基基準準緩緩和和のの認認定定期期限限等等がが

記記載載さされれたた基基準準緩緩和和自自動動車車のの取取扱扱いい））  

33－－1122－－11 継続検査の申請の受理は、当該基準緩和自動車の自動車検査証

備考欄に記載された基準緩和の認定期限の残存期間の有無にかかわらず、

申請を受理するものとするが、基準緩和の認定期限の残存期間が無い場合

にあっては、自動車検査証を返付しないものとする。ただし、基準緩和の認

定期限の残存期間中に法第 94 条の 5 第 2項の検査を実施し、基準緩和の認

定期限の満了後に同検査に基づく有効な保安基準適合証の提出があったも

のについては、自動車検査証の有効期間の更新を行い自動車検査証を返付

するものとする。 

33－－1122－－22 継続緩和の認定書に基づく自動車検査証備考欄の基準緩和の認

定に関する記載事項の変更は、職権により基準緩和の認定期限等について

行うこと。 

33－－1122－－33 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関による安全性優良事業

所の認定の失効等に伴う新規緩和の認定書に基づく自動車検査証備考欄の

基準緩和の認定に関する記載事項の変更は、職権により基準緩和の認定期

限等について行うこと。 

33－－1133（（基基準準緩緩和和セセミミトトレレーーララのの基基準準最最大大積積載載量量及及びび基基準準車車両両総総重重量量のの取取扱扱

いい）） 

33－－1133－－11 緩和項目が保安基準第 4 条（車両総重量）又は同第 4 条及び 4

条の 2（軸重等）に限られる基準緩和セミトレーラ（分割可能な貨物の輸送

に関し併せて基準緩和の認定を受けたものを除く。）に関し、3－4－11 によ

る基準最大積載量及び基準車両総重量の検査証への記録は次の各号によ

る。 

(1) 新規の基準緩和認定申請を行うセミトレーラについては、基準緩和認

定に合わせて自動車検査証に記録する。 

(2) 継続の基準緩和認定申請を行うセミトレーラについては、基準緩和認

定に合わせて自動車検査証に職権により記録する。 

(3) 基準緩和認定変更申請を行うセミトレーラについては、基準緩和認定

の変更に合わせて自動車検査証に職権により記録する。 

(4) 既に基準緩和の認定を受けたセミトレーラであって基準緩和の期限を

付されていないものについては、継続検査の際に自動車検査証に職権によ

り記録する。 

33－－1133（（基基準準緩緩和和セセミミトトレレーーララのの基基準準最最大大積積載載量量及及びび基基準準車車両両総総重重量量のの取取扱扱

いい））  

33－－1133－－11 緩和項目が保安基準第 4 条（車両総重量）又は同第 4 条及び 4

条の 2（軸重等）に限られる基準緩和セミトレーラ（分割可能な貨物の輸送

に関し併せて基準緩和の認定を受けたものを除く。）に関し、3－4－11 によ

る基準最大積載量及び基準車両総重量の自動車検査証への記載は次の各号

による。 

(1) 新規の基準緩和認定申請を行うセミトレーラについては、基準緩和認

定に合わせて自動車検査証に記載する。 

(2) 継続の基準緩和認定申請を行うセミトレーラについては、基準緩和認

定に合わせて自動車検査証に職権により記載する。 

(3) 基準緩和認定変更申請を行うセミトレーラについては、基準緩和認定

の変更に合わせて自動車検査証に職権により記載する。 

(4) 既に基準緩和の認定を受けたセミトレーラであって基準緩和の期限を

付されていないものについては、継続検査の際に自動車検査証に職権によ

り記載する。 
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備　考

（日本工業規格Ｂ列５番）

長　　　　　　辺

cm cm cm

（ 裏 ）

kg kg

cm cm cm

長　さ 幅 高　さ

人 kg

人

長　さ 幅

kg

cm

cm

cm

cm

kg

kg kg

車両総重量

高　さ

cm

cm

車体の形状 乗車定員 最大積載量 車両重量

人 kg kg

人 kg

変更年月日

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量

kg kg

自自  動動  車車  検検  査査  記記  録録  簿簿  （（乙乙））

（ 表 ）

長　　　　　　辺

車　名 型　式 車台番号 車体の形状

自動車検査記録簿（乙）
自動車登録番号、
車両番号又は
自動車予備検査証番号

-
 2

9
0
 -

 

第第 66 章章  雑雑則則 

66－－11 (略) 

66－－22 毎月、検査標章の残箱数を帳表残数報告処理するものとする。なお、

当該報告処理にあっては 4,000 枚を 1 箱とし、端数は切り捨てることとす

る。 

66－－33～～66－－55 (略) 

66－－66 申請書（添付資料（自動車機構の自動車審査証紙を含む。）を含む。）、

完成検査終了証、返納又は提出された検査証等、限定検査証の交付を受け

た自動車に係る検査票及び審査時に出力される「（控）自動車検査証」は 1

カ年間（検査証の有効期間が 2 年に係るものにあっては、2カ年間、3年に

係るものにあっては、3 カ年間）、検査標章授受出納簿は 3 カ年間、職権打

刻台帳は 10 カ年間それぞれ保存しておくものとする。また、「キャッシュ

レス支払い内容確認書」については、自動車重量税法施行令に規定する関

係書類の保存年数に準じて保存しておくものとする。 

66－－77 (略) 

66－－88  削削除除 

第第 66 章章  雑雑則則  

66－－11  (略) 

66－－22 毎月、検査標章の残箱数を帳表残数報告処理するものとする。なお、

当該報告処理にあっては 4,500 枚を 1 箱とし、端数は切り捨てることとす

る。 

66－－33～～66－－55 (略) 

66－－66 申請書（添付資料（自動車機構の自動車審査証紙を含む。）を含む。）、

完成検査終了証、返納又は提出された検査証等及び限定検査証の交付を受

けた自動車に係る検査票は 1 カ年間（検査証の有効期間が 2 年に係るもの

にあっては、2カ年間、3 年に係るものにあっては、3カ年間）、検査標章授

受出納簿は 3 カ年間、職権打刻台帳は 10 カ年間それぞれ保存しておくもの

とする。 

 

 

66－－77 (略) 

66－－88  削削除除  

  

別別表表第第 11～～第第 33 号号様様式式 （略）  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

別別表表第第 11～～第第 33 号号様様式式 （略） 

  

第第 44 号号様様式式  第第 44 号号様様式式  

-
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ⅰ 排出ガス検査終了証 

ⅱ 輸入自動車特別取扱届出済書 

ⅲ 公的試験機関において実施された試験結果を示す書面 

（e） 保安基準第３０条第１項に適合するものであることを証する 

書面 

次のうちいずれかのもの 

ⅰ 認められた機関において実施された試験結果を表す書面 

ⅱ 輸入自動車特別取扱届出済書 

（f） その他の必要書類 

（イ）提示書類（電磁的方法による提示を含む） 

（a） 譲渡証明書 

（b）輸入の事実を証する書面（輸入自動車の場合に限り必要） 

次のうちいずれかのもの 

ⅰ 自動車通関証明書 

ⅱ 輸入自動車等の打刻届出書 

（c） その他の必要書類 

（２） 型式指定自動車の場合 

（ア）提出書類（電磁的方法による提出を含む） 

（a）予備検査申請書 

（b）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書 

（c）完成検査終了証（有効期限切れの場合は完成検査終了証に加え

て適合判定された審査結果の通知） 

（d）その他の必要書類 

（イ）提示書類（電磁的方法による提示を含む） 

（a）譲渡証明書 

（b）その他の必要書類 

２．２．中古車（初めて検査を受ける自動車以外） 

（１）提出書類（電磁的方法による提出を含む） 

（ア）予備検査申請書 

（イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書 

（ウ）限定自動車検査証（限定自動車検査証の交付を受けた場合に限

り必要） 

（エ）保安基準に適合していることが確認できる書面 

次のうちいずれかのもの 

（a）適合判定された審査結果の通知 

（b）有効な保安基準適合証 

（c）限定保安基準適合証（限定自動車検査証の交付を受け指定整備

-
 2

9
2
 -

 

第第 55 号号様様式式～～別別添添 22 （略） 

別別添添 33  

添付書類（キャッシュレス決済による申請の提出書類等については、3-2

（申請書の受理）に定める取扱いに従うものとする。） 

１．継続検査又は臨時検査の申請 

（１）提出書類（電磁的方法による提出を含む） 

（ア）継続検査申請書 

臨時検査申請書 

（イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書 

（ウ）自動車検査証（限定自動車検査証が交付されてる場合は限定自

動車検査証） 

（エ）所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書 

（オ）保安基準に適合していることが確認できる書面 

次のうちいずれかのもの 

（a）適合判定された審査結果の通知 

（b）有効な保安基準適合証 

（c）限定保安基準適合証（限定自動車検査証の交付を受け指定整備

において整備を行った場合に限り必要） 

（カ）その他の必要書類 

（２）提示書類（電磁的方法による提示を含む） 

（ア）自動車税等の滞納のないことを証するに足る書面（継続検査の

場合に限り必要） 

（イ）点検整備記録簿 

（ウ）自動車損害賠償責任保険（共済）証明書 

（エ）その他の必要書類 

 

２．予備検査の申請 

２．１．新車（初めて検査を受ける自動車） 

（１）型式指定自動車以外の場合 

（ア）提出書類（電磁的方法による提出を含む） 

（a）予備検査申請書 

（b）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書 

（c）保安基準に適合していることが確認できる書面 

ⅰ 適合判定された審査結果の通知 

（d）保安基準第３１条第２項に適合するものであることを証する書

面 

次のうちいずれかのもの 

第第 55 号号様様式式～～別別添添 22 （略） 

（新設） 
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「自動車検査業務等実施要領（依命通達）」の一部改正について（概要） 

 

令和４年１２月 

自 動 車 局 

整 備 課 

 

 

１． 改正の背景 

 今般、令和５年１月から始まる自動車検査証の電子化及び自動車保有関係手

続におけるキャッシュレス化に伴い、２．に掲げる事項について、次に掲げる通

達の一部を改正する。 

・ 「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日

付自車第 880 号） 

 

２． 改正の概要 

（１）従来車検証の備考欄に記載していた内容について、電子車検証の券面に簡

略化した表記にて記載するとともに、IC タグに詳細内容を記録する旨規定

する。 

（２）申請者がクレジットカードにより手数料等を納付する場合、国職員による

納付状況の確認方法を規定する。 

（３）その他所要の改正を行う。 

 

 

３． スケジュール 

公布：令和４年１２月（下旬） 

施行：令和５年１月４日 

- 295 -

参 考

 

（ア） 自動車検査証 

  

附 則 （令和 4 年 12 月 23 日国自整第 207 号、国自情第 255 号） 

本改正規定は、令和 5年 1月 4日から適用する。 

この改正要領の適用の際、現にある令和 4 年国土交通省令第 45 号に

よる改正前の「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める

省令」第 18 号様式の自動車検査証による申請等は、従前の取扱いによ

ることができる。  

  
    

 

-
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において整備を行った場合に限り必要） 

（オ） その他の必要書類 

（２） 提示書類（電磁的方法による提示を含む） 

（ア）譲渡証明書 

（イ）登録識別情報等通知書（新車の場合は不要） 

ただし、平成２０年１１月３日までに一時抹消登録を行い登録識別

情報の通知を受けていない自動車においては一時抹消登録証明書 

（ウ）自動車検査証返納証明書（二輪の小型自動車（新車を除く。）の

場合に限り必要） 

（エ）その他の必要書類 

 

３．自動車予備検査証記入の申請 

提出書類 

（ア）自動車予備検査証記入申請書 

（イ）自動車予備検査証 

（ウ）その他の必要書類 

 

４．自動車予備検査証再交付の申請 

提出書類 

（ア）自動車予備検査証再交付申請書 

（イ）所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書 

（ウ）自動車予備検査証 

（エ）その他の必要書類 

 

５．限定自動車検査証の再交付の申請 

提出書類 

（ア） 限定自動車検査証再交付申請書 

（イ） 所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書 

（ウ） 限定自動車検査証 

（エ） その他の必要書類 

 

６．検査標章の再交付の申請 

（１）提出書類 

（ア） 検査標章再交付申請書 

（イ） 所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書 

（ウ） その他の必要な書類 

（２）提示書類 
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「自動車検査業務等実施要領（依命通達）」の一部改正について（概要） 

 

令和４年１２月 

自 動 車 局 

整 備 課 

 

 

１． 改正の背景 

 今般、令和５年１月から始まる自動車検査証の電子化及び自動車保有関係手

続におけるキャッシュレス化に伴い、２．に掲げる事項について、次に掲げる通

達の一部を改正する。 

・ 「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日

付自車第 880 号） 

 

２． 改正の概要 

（１）従来車検証の備考欄に記載していた内容について、電子車検証の券面に簡

略化した表記にて記載するとともに、IC タグに詳細内容を記録する旨規定

する。 

（２）申請者がクレジットカードにより手数料等を納付する場合、国職員による

納付状況の確認方法を規定する。 

（３）その他所要の改正を行う。 

 

 

３． スケジュール 

公布：令和４年１２月（下旬） 

施行：令和５年１月４日 

- 295 -

参 考

「自動車検査業務等実施要領（依命通達）」の一部改正について（概要） 

 

令和４年１２月 

自 動 車 局 

整 備 課 

 

 

１． 改正の背景 

 今般、令和５年１月から始まる自動車検査証の電子化及び自動車保有関係手

続におけるキャッシュレス化に伴い、２．に掲げる事項について、次に掲げる通

達の一部を改正する。 

・ 「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日

付自車第 880 号） 

 

２． 改正の概要 

（１）従来車検証の備考欄に記載していた内容について、電子車検証の券面に簡

略化した表記にて記載するとともに、IC タグに詳細内容を記録する旨規定

する。 

（２）申請者がクレジットカードにより手数料等を納付する場合、国職員による

納付状況の確認方法を規定する。 

（３）その他所要の改正を行う。 

 

 

３． スケジュール 

公布：令和４年１２月（下旬） 

施行：令和５年１月４日 

- 295 -

参 考

―― 255

SEKEN2023.indd   255SEKEN2023.indd   255 2023/08/23   11:41:332023/08/23   11:41:33



 

国 自 整 第 ２ ４ ５ 号 の３  

国 自 情 第 ３ １ ２ 号 の３  

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

 

  

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

           

                      国土交通省自動車局長 

 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

今般、「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 

25 日付自車第 880 号）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので、貴会傘下

会員に対し周知方お願いします。 

- 296 -
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則第44条第１項のただし書きに規定する離島に使用の本拠の位置を有する

自動車にあっては 2 月前の日）は、下表の例に示すところによるものとす

る。 

（例） 
 
検査証の有効期間の満了する日 
 

検査証の有効期間の満了する日の 1 月前の日 

2 月 1 日 1 月 1 日 
2 月 15 日 1 月 15 日 
2 月 29 日 1 月 29 日 
3 月 28 日 2 月 28 日 
3 月 29 日、30 日及び 31 日 2 月 28 日（閏年にあっては 29 日） 
10 月 30 日及び 31 日 9 月 30 日 
11 月 30 日 10 月 30 日 
 

検査証の有効期間の満了する日 
 

検査証の有効期間の満了する日の 2 月前の日 
 

1 月 30 日及び 31 日 11 月 30 日 
4 月 29 日及び 30 日 2 月 28 日（閏年にあっては 29 日） 

 

(3) (削除)  

施行規則第44条第１項のただし書きに規定する離島に使用の本拠の位置を

有する自動車にあっては 2 月前の日）は、下表の例に示すところによるも

のとする。 

（例） 

 

自動車検査証の有効期間の満了する

日 
自動車検査証の有効期間の満了する日の 1 月

前の日 
2 月 1 日 1 月 1 日 
2 月 15 日 1 月 15 日 
2 月 29 日 1 月 29 日 
3 月 28 日 2 月 28 日 
3 月 29 日、30 日及び 31 日 2 月 28 日（閏年にあっては 29 日） 
10 月 30 日及び 31 日 9 月 30 日 
11 月 30 日 10 月 30 日 
 

自動車検査証の有効期間の満了する

日 
自動車検査証の有効期間の満了する日の 2 月

前の日 
1 月 30 日及び 31 日 11 月 30 日 
4 月 29 日及び 30 日 2 月 28 日（閏年にあっては 29 日） 

 

(3) (削除)  

33－－44－－1199 (略) 33－－44－－1199 (略) 
33－－44－－2200 備考欄は、次表左欄に掲げる自動車について、同表中央左欄の

記録事項を同表中央右欄の記録例により法第 58 条第 2項後段に規定する

方法によって記録し、右欄の記載例により券面に記載するものとする。ま

た、その他検査に必要な事項については必要に応じて記録するものとす

る。記載例において、同じ記載例に該当する事項が複数あった場合でも記

載は一つとする。（3-4-21 において同じ。）なお、電子情報処理組織により

記録できないものにあっては自動車検査記録簿（乙）（第 4号様式によ

る。）を作成するものとする。  

33－－44－－2200 備考欄は、次表左欄に掲げる自動車について、同表中央左欄の

記録事項を同表中央右欄の記録例により法第58条第2項後段に規定する方

法によって記録し、右欄の記載例により券面に記載するものとする。また、

その他検査に必要な事項については必要に応じて記録するものとする。記

載例において、同じ記載例に該当する事項が複数あった場合でも記載は一

つとする。（3-4-21 において同じ。）なお、電子情報処理組織により記録で

きないものにあっては自動車検査記録簿（乙）（第 4 号様式による。）を作

成するものとする。  

    

記録を要する自動

車 
記録されるべき趣

旨 
記録例 記載例 

1．～4－1．(略) (略) (略) (略) 
5．タンク自動車 積載物品名 

最大積載容積 
品名 第一石油類 
容積 5000Ｌ 

タンク車 第一石油

類 5000L 0．750 

記録を要する自動

車 
記録されるべき趣

旨 
記録例 記載例 

1．～4－1．(略) (略) (略) (略) 
5．タンク自動車 積載物品名 

最大積載容積 
品名 第一石油類 
容積 5000Ｌ 

タンク車 第一石油

類 5000L 0．750 
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別 紙 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日自車第 880 号）の一部を改正する通達 新旧対照表 

昭和 36 年 11 月 25 日付け自車第 880 号  

改正 令和 5 年 2 月 22 日付け国自整第 245 号、国自情第 312 号  

新 旧 

自自動動車車検検査査業業務務等等実実施施要要領領  

  

目目次次  （略） 

自自動動車車検検査査業業務務等等実実施施要要領領  

  

目目次次  （略） 

第第 11 章章  (略)  

  

第第 11 章章  (略)  

  

第第 22 章章  (略)  

  

第第 22 章章  (略)  

  

第第 33 章章  自自動動車車のの検検査査（（事事務務関関係係））  

33－－11～～33－－22－－88  (略)  

第第 33 章章  自自動動車車のの検検査査（（事事務務関関係係））  

33－－11～～33－－22－－88  (略)  

33－－33（（審審査査依依頼頼））  

33－－33－－11  申請書及び添付書類に不備（手数料の納付が確認できないものを

含む。）がないことを確認したときは、受付日付印を押印した審査依頼書（自

動車検査票（様式 1）、以下「検査票 1」という。）を発行し、原則として同

一敷地内の自動車機構に対し審査依頼するものとする。この場合において、

当該受付日付印の押印をもって 3－2－1 の受付日付印の押印に代えること

ができる。 

なお、運輸支局等の長が別途認めた手続き等 3－2－5－2 により検査の予約

確認がなされたものについては、審査依頼書が発行され、同一敷地内の自

動車機構に対し審査の依頼が行われたものとすることができる。  

33－－33（（審審査査依依頼頼））  

33－－33－－11  申請書及び添付書類に不備（手数料の納付が確認できないものを

含む）がないことを確認したときは、受付日付印を押印した審査依頼書（自

動車検査票（様式 1）、以下「検査票 1」という。）を発行し、原則として同

一敷地内の自動車機構に対し審査依頼するものとする。この場合において、

当該受付日付印の押印をもって 3－2－1 の受付日付印の押印に代えること

ができる。 

なお、運輸支局等の長が別途認めた手続き等 3－2－5－2 により検査の予約

確認がなされたものについては、審査依頼書が発行され、同一敷地内の自

動車機構に対し審査の依頼が行われたものとすることができる。  

33－－33－－22～～33－－44－－1166  (略)  33－－33－－22～～33－－44－－1166  (略)  

33－－44－－1177 総排気量又は定格出力欄は、次の各号により記録するものとす

る。 

(1) (略)  

(2) 定格出力は、単位をキロワットとし、小数点第 3 位以下を切り捨てて

小数点第 2 位まで記録するものとする。ただし、小数点第 2 位が不明なも

のは小数点第 2位に「0」を記録する。 

33－－44－－1177 総排気量又は定格出力欄は、次の各号により記録するものとす

る。 

(1) (略)  

(2) 定格出力は、単位をキロワットとし、小数点第 3 位以下を切り捨てて

小数点第 2 位まで記載するものとする。ただし、小数点第 2 位が不明なも

のは小数点第 2位に「0」を記録する。 

33－－44－－1188 検査証の有効期間の満了する日は、次の各号により法第 58 条第

2項後段に規定する方法により記録するものとする。 

(1) (略) 

(2) 検査証の有効期間の満了する日の 1 月前の日（道路運送車両法施行規

33－－44－－1188 検査証の有効期間の満了する日は、次の各号により法第 58 条第

2項後段に規定する方法により記録するものとする。 

(1) (略) 

(2) 自動車検査証の有効期間の満了する日の 1 月前の日（道路運送車両法

-
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国 自 整 第 ２ ４ ５ 号 の３  

国 自 情 第 ３ １ ２ 号 の３  

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

 

  

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

           

                      国土交通省自動車局長 

 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

今般、「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 

25 日付自車第 880 号）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので、貴会傘下

会員に対し周知方お願いします。 
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33－－99（（検検査査標標章章のの交交付付等等））  

33－－99－－11  前面ガラスにはり付けて表示する検査標章の表示箇所は、以下に

よるよう自動車の使用者を指導するものとする。 

（前方かつ運転者席から見易い位置） 

運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置 

※例外 

ただし、上記位置で運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨

げない、前方かつ運転者席から見易い位置 

33－－99（（検検査査標標章章のの交交付付等等））  

33－－99－－11  前面ガラスにはり付けて表示する検査標章の表示箇所は、次の各

号によるよう自動車の使用者を指導するものとする。 

(1) 車室内後写鏡を有する自動車にあっては、車室内後写鏡の前方の前面

ガラスの上部。この場合において、検査標章の文字の識別が困難となると

きは、車室内後写鏡に隠れる範囲内において文字の識別が可能となる位置

まで下方にずらした位置 

(2) (1)に掲げる自動車以外の自動車にあっては、前面ガラスの上部であっ

て運転者席から最も遠い位置。この場合において、検査標章の文字の識別

が困難となるときは、文字の識別が可能となる位置まで下方にずらした位

置 

(3) (1)若しくは(2)による表示が困難な場合又は運転者や車載カメラが交

通状況を確認するために必要な視野又は機能を妨げるおそれのある場合

は、運転者等が交通状況を確認するために必要な視野等を妨げるおそれの

少ない位置であって検査標章の文字の識別が可能となる位置 

33－－99－－22～～33－－1100 （略） 33－－99－－22～～33－－1100 （略）  

33－－1111  ((保保安安基基準準適適合合標標章章のの表表示示))  

保安基準適合標章の表示については、「自動車整備事業の取扱い及び指導要

領について（依命通達）」（令和２年４月１日付け、国自整第 353 号）に規定

された取扱いに基づき、指導するものとする。  

33－－1111  保安基準適合標章の表示については、「自動車整備事業の取扱い及

び指導要領について（依命通達）」（令和２年４月１日付け、国自整第 353

号）に規定された取扱いに基づき、指導するものとする。 

33－－1122～～33－－1133 （略） 33－－1122～～33－－1133 （略） 

33－－1133－－11 緩和項目が保安基準第 4 条（車両総重量）又は同第 4 条及び 4

条の 2（軸重等）に限られる基準緩和セミトレーラ（分割可能な貨物の輸送

に関し併せて基準緩和の認定を受けたものを除く。）に関し、3－4－11 によ

る基準最大積載量及び基準車両総重量の検査証への記録は次の各号によ

る。 

(1) 新規の基準緩和認定申請を行うセミトレーラについては、基準緩和認

定に合わせて検査証に記録する。 

(2) 継続の基準緩和認定申請を行うセミトレーラについては、基準緩和認

定に合わせて検査証に職権により記録する。 

(3) 基準緩和認定変更申請を行うセミトレーラについては、基準緩和認定

の変更に合わせて検査証に職権により記録する。 

(4) 既に基準緩和の認定を受けたセミトレーラであって基準緩和の期限を

付されていないものについては、継続検査の際に検査証に職権により記録

する。 

33－－1144～～33－－1155 (略) 

 

33－－1133－－11 緩和項目が保安基準第 4 条（車両総重量）又は同第 4 条及び 4

条の 2（軸重等）に限られる基準緩和セミトレーラ（分割可能な貨物の輸送

に関し併せて基準緩和の認定を受けたものを除く。）に関し、3－4－11 によ

る基準最大積載量及び基準車両総重量の検査証への記録は次の各号によ

る。 

(1) 新規の基準緩和認定申請を行うセミトレーラについては、基準緩和認

定に合わせて自動車検査証に記録する。 

(2) 継続の基準緩和認定申請を行うセミトレーラについては、基準緩和認

定に合わせて自動車検査証に職権により記録する。 

(3) 基準緩和認定変更申請を行うセミトレーラについては、基準緩和認定

の変更に合わせて自動車検査証に職権により記録する。 

(4) 既に基準緩和の認定を受けたセミトレーラであって基準緩和の期限を

付されていないものについては、継続検査の際に自動車検査証に職権によ

り記録する。 

33－－1144～～33－－1155 (略) 
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比重又は定数 比重 0．750 
5－1．～36．(略) (略) (略) (略) 
37. 総合特別区域法

（平成23年法律第

81号）第22条の2
における道路運送車

両法（昭和26年法律

第185号）の特例に

より、検査証の有効

期間の伸長をした指

定自家用貨物自動車 
 

検査証の有効期間

の伸長をした旨 
総合特別区域法に

基づく自動車検査

証の有効期間伸長

車 

その他 

39. 保安基準第 2
条第１項括弧書

きの告示で定め

るもの及び第 4
条表中第 3 号で

定めるもの（幅

広貨物輸送用セ

ミトレーラを除

く。） 
 

保安基準第 2 条第

１項括弧書きの告

示で定めるもの及

び第 4 条表中第 3
号で定めるものに

適合している旨 

保安基準第 2 条及

び第 4 条の告示で

定めるものに適合 
（バン型） 
（タンク型） 
（幌枠型） 
（コンテナ型） 
（自動車運搬型） 
（煽型） 
（スタンション（○

本）型） 
（船底型） 

 
 
 
特車通行許可注意 
特車通行許可注意 
特車通行許可注意 
特車通行許可注意 
特車通行許可注意 
特車通行許可注意 
スタンション（〇

本）型 
特車通行許可注意 

40. 保安基準第 2
条第１項括弧書き

の告示で定めるも

の及び第 4 条表中

第 3 号で定めるも

の（幅広貨物輸送

用セミトレーラを

除く。） 

トラクタとセミトレー

ラの組み合わせによっ

ては特殊車両通行許可

を受けられない旨 

連結車の組み合わ

せによっては、本

車両に指定された

最大積載量で特殊

車両通行許可を受

けることができな

い場合がありま

す。 

その他 

40．～44．(略) (略) (略) (略) 
 

比重又は定数 比重 0．75 
5－1．～36．(略) (略) (略) (略) 
37. 総合特別区域法

（平成23年法律第

81号）第22条の2
における道路運送車

両法（昭和26年法律

第185号）の特例に

より、自動車検査証

の有効期間の伸長を

した指定自家用貨物

自動車 

自動車検査証の有

効期間の伸長をし

た旨 

総合特別区域法に

基づく自動車検査

証の有効期間伸長

車 

その他 

39. 保安基準第 2
条第１項括弧書

きの告示で定め

るもの及び第 4
条表中第 3 号で

定めるもの（幅

広貨物輸送用セ

ミトレーラを除

く。） 
 

保安基準第 2 条第

１項括弧書きの告

示で定めるもの及

び第 4 条表中第 3
号で定めるものに

適合している旨 

保安基準第 2 条及

び第 4 条の告示で

定めるものに適合 
（バン型） 
（タンク型） 
（幌枠型） 
（コンテナ型） 
（自動車運搬型） 
（煽型） 
（スタンション（○

本）型） 
（船底型） 

 
 
 
(記載なし) 
(記載なし) 
(記載なし) 
(記載なし) 
(記載なし) 
(記載なし) 
スタンション（〇

本）型 
(記載なし) 

40. 保安基準第 2
条第１項括弧書き

の告示で定めるも

の及び第 4 条表中

第 3 号で定めるも

の（幅広貨物輸送

用セミトレーラを

除く。） 

トラクタとセミトレー

ラの組み合わせによっ

ては特殊車両通行許可

を受けられない旨 

連結車の組合わせ

によっては、本車

両に指定された最

大積載量で特殊車

両通行許可を受け

ることができない

場合があります。 

特車通行許可注意 

40．～44．(略) (略) (略) (略) 
 

（注） (略) 

 

（注） (略) 

33－－44－－2211～～33－－88－－66  (略) 33－－44－－2211～～33－－88－－66  (略) 
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第第 44 章章～～第第 66 章章  （略） 第第 44 章章～～第第 66 章章  （略） 

別別表表第第 11～～第第 66 号号様様式式 （略）  別別表表第第 11～～第第 66 号号様様式式 （略） 

別別添添 11～～別別添添 33  （略） 

 

別別添添 11～～別別添添 33  （略） 

附 則 （令和 5 年 2月 22 日国自整第 245 号、国自情第 312 号） 

本改正規定は、通知の日から施行する。 

ただし、3－9－1の規定にあっては、令和 5年 7 月 3日から施行す

る。  
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国自基第245号の３ 

国自審第2680号の３ 

令和５年３月２４日 

 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

国土交通省自動車局長 

（公印省略） 

 

 

 

「走行環境条件の付与の実施要領について（依命通達）」の一部改正について 

（依命通達） 

 

 

今般、「走行環境条件の付与の実施要領について（依命通達）」（令和２年３月

31日付自技第269号）の一部を別添新旧対照表のとおり改正したので傘下会員（組合

員）に対し周知方お願いします。 

 

- 303 -

「自動車検査業務等実施要領（依命通達）」の一部改正について（概要） 

 

令 和 ５ 年 ２ 月 

自 動 車 局 

整 備 課 

 

 

１． 改正の背景 

 無車検運行防止対策の一環として、これまで前方から見易い位置に表示する

ことを目的としていた検査標章の表示位置を、前方から見易い位置であるとと

もに運転者が検査標章に表示している自動車検査証の有効期間を容易に確認で

きる位置に表示するよう、次に掲げる通達の一部を改正する。 

・ 「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日

付自車第 880 号） 

 

２． 改正の概要 

（１）検査標章の表示位置をこれまでの「前方から見易い位置」から、「前方か

つ運転者席から見易い位置」として、運転者席側上部で、車両中心から可能

な限り遠い位置に表示するよう規定する。 

※例外 

ただし、上記位置で運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨げな

い、前方かつ運転者席から見易い位置 

（２）その他所要の改正を行う。 

 

３． スケジュール 

公布：令和５年２月２２日（水） 

施行：令和５年７月３日（月） 
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国自基第245号の３ 

国自審第2680号の３ 

令和５年３月２４日 

 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

国土交通省自動車局長 

（公印省略） 

 

 

 

「走行環境条件の付与の実施要領について（依命通達）」の一部改正について 

（依命通達） 

 

 

今般、「走行環境条件の付与の実施要領について（依命通達）」（令和２年３月

31日付自技第269号）の一部を別添新旧対照表のとおり改正したので傘下会員（組合

員）に対し周知方お願いします。 
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「自動車検査業務等実施要領（依命通達）」の一部改正について（概要） 

 

令 和 ５ 年 ２ 月 

自 動 車 局 

整 備 課 

 

 

１． 改正の背景 

 無車検運行防止対策の一環として、これまで前方から見易い位置に表示する

ことを目的としていた検査標章の表示位置を、前方から見易い位置であるとと

もに運転者が検査標章に表示している自動車検査証の有効期間を容易に確認で

きる位置に表示するよう、次に掲げる通達の一部を改正する。 

・ 「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日

付自車第 880 号） 

 

２． 改正の概要 

（１）検査標章の表示位置をこれまでの「前方から見易い位置」から、「前方か

つ運転者席から見易い位置」として、運転者席側上部で、車両中心から可能

な限り遠い位置に表示するよう規定する。 

※例外 

ただし、上記位置で運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨げな

い、前方かつ運転者席から見易い位置 

（２）その他所要の改正を行う。 

 

３． スケジュール 

公布：令和５年２月２２日（水） 

施行：令和５年７月３日（月） 
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しくは国土交通大臣が告示で定める外国の機関において実施された

試験結果を表す書面又は当該装置又は当該装置を備える特定共通構

造部若しくは自動車の製作者が、当該装置が、走行環境状況で使用さ

れるものと仮定した場合において、保安基準第４８条に定める基準に

適合するものであることを証する書面に限る。） 

おいて、保安基準第４８条に定める基準に適合するものであることを

証する書面に限る。）  

（４） （略） （２） （略） 

（５）走行環境状況について、その範囲・内容を技術的・客観的に裏付け

るものであり、事前及び事後に再現性をもって確認可能な形で技術的

内容を記載した書面（当該記載の内容が（１）又は（３）の書面に含

まれる場合は当該書面の提出を省略することができる。また、第４第

１項（１）及び（２）の者で、自動車若しくは特定共通構造部の型式

の指定の申請又は輸入自動車特別取扱の届出に係る提出書面として

国土交通大臣に提出している場合にあっては、当該書面の提出を省略

することができる。） 

（３）走行環境状況について、その範囲・内容を技術的・客観的に裏付け

るものであり、事前及び事後に再現性をもって確認可能な形で技術的

内容を記載した書面（当該記載の内容が（１）の書面に含まれる場合

は当該書面の提出を省略することができる。また、第４第１項（１）

及び（２）の者で、自動車若しくは特定共通構造部の型式の指定の申

請又は輸入自動車特別取扱の届出に係る提出書面として国土交通大

臣に提出している場合にあっては、当該書面の提出を省略することが

できる。） 

（６）申請に係る装置を備える自動車又は特定共通構造部が、新規検査又

は予備検査時（第４第１項（４）の者から申請があった場合において

は、申請時）及び使用過程時において、自動車の特定改造等の許可に

関する省令（令和２年国土交通省令第 66号）第４条第１項（ただし、

自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定

める告示（令和２年国土交通省告示第 787号）第１条第１項中の「協

定規則第 156号の技術的な要件（同規則の規則 7．1．に限る。）」は適

用しない。）に適合している組織で管理されていることを証する書面

（第４第１項（３）又は（４）の者から申請があった場合であって、

地域における人又は物の運送サービスを行うものとして使用する自

動車に取り付ける装置に係る申請の場合にあっては、当該自動車が、

適切なサイバーセキュリティ対策を講じることができる組織で管理

されていることを証する書面に代えることができる。） 

（４）申請に係る装置を備える自動車又は特定共通構造部が、新規検査又

は予備検査時（第４第１項（４）の者から申請があった場合において

は、申請時）及び使用過程時において、自動車の特定改造等の許可に

関する省令（令和２年国土交通省令第 66号）第４条第１項第１号（た

だし、自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等

を定める告示（令和２年国土交通省告示第 787号）第１条第１項中の

「協定規則第 156号の技術的な要件（同規則の規則 7．1．に限る。）」

は適用しない。）に適合している組織で管理されていることを証する

書面（無人自動運転移動サービスに使用する自動車に取り付ける装置

に係る申請の場合にあっては、当該自動車が、適切なサイバーセキュ

リティ対策を講じることができる組織で管理されていることを証す

る書面に代えることができる。） 

（７）～（９） （略） （５）～（７） （略） 

（１０）申請に係る装置が自動車に備えられていることを確認する方法を

記載した書面（第４第１項（３）及び（４）の者に限る。）  

（新設） 

（１１）～（１３） （略） （８）～（１０） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項の規定にかかわらず、申請者又は付与を受けた自動運行装置を

備える自動車の使用者（以下「使用者」という。）（申請者が第４第１項（３）

又は（４）の者であった場合の使用者に限る。）は、第５第１項に基づく

申請書及び添付書類の変更がある場合であって、当該自動運行装置につ

いて、走行環境条件の付与を受け直すときは、付与を受けた国土交通大臣

４ 第１項の規定にかかわらず、申請者又は付与を受けた自動運行装置を

備える自動車の使用者（以下「使用者」という。）（申請者が第４第１項（３）

又は（４）の者であった場合の使用者に限る。）は、第５第１項に基づく

申請書及び添付書類の変更がある場合であって、当該自動運行装置につ

いて、走行環境条件の付与を受け直すときは、付与を受けた国土交通大臣
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別 添 

 

「走行環境条件の付与の実施要領について（依命通達）」（令和２年３月 31日付国自技第 269号）の一部を改正する通達 新旧対照表 

 

改正 令和５年３月 24日付け国自基第 245号、国自審第 2680号  

 

○ 「走行環境条件の付与の実施要領について（依命通達）」（令和２年３月 31日付国自技第 269号）の一部改正 

  
改 正 後 改 正 前 

  
走走行行環環境境条条件件のの付付与与のの実実施施要要領領 走走行行環環境境条条件件のの付付与与のの実実施施要要領領  

  

第第１１～～第第４４  （略） 第第１１～～第第４４  （略） 

第第５５  申申請請書書及及びび添添付付書書類類 

１ 走行環境条件の付与を申請しようとする者（以下「申請者」という。）

で、次の表の第１欄に掲げる者は、第１号様式の走行環境条件付与申請書

（以下「申請書」という。）に次に掲げる資料を添付して、同表の第２欄

に掲げる部数を、同表の第３欄に掲げる行政庁に、同表の第４欄に掲げる

時期に、提出するものとする。 

第第５５  申申請請書書及及びび添添付付書書類類 

１ 走行環境条件の付与を申請しようとする者（以下「申請者」という。）

で、次の表の第１欄に掲げる者は、第１号様式の走行環境条件付与申請書

（以下、「申請書」という。）に次に掲げる資料を添付して、同表の第２欄

に掲げる部数を、同表の第３欄に掲げる行政庁に、同表の第４欄に掲げる

時期に、提出するものとする。 

（１）申請に係る装置の構造及び性能を記載した書面（第４第１項（１）

及び（２）の者で、自動車若しくは特定共通構造部の型式の指定の申

請又は輸入自動車特別取扱の届出に係る提出書面として国土交通大

臣に提出している場合にあっては、当該書面の提出を省略することが

できる。）  

（新設）  

（２）申請に係る装置の外観図（第４第１項（１）及び（２）の者で、自

動車若しくは特定共通構造部の型式の指定の申請又は輸入自動車特

別取扱の届出に係る提出書面として国土交通大臣に提出している場

合にあっては、当該書面の提出を省略することができる。）  

（新設）  

（３） 申請に係る装置が、申請書の２に記載された当該装置が使用され

る場所、気象及び交通その他の状況（以下「走行環境状況」という。）

で使用されるものと仮定した場合（必要に応じて、道路、自動運行補

助施設（道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第２項第５号に

規定するものをいう。）その他の交通環境又は通行車両、歩行者その

他の交通参加者に関する前提条件を設定する場合を含む。）において、

保安基準第４８条に定める基準に適合するものであることを証する

書面（第４第１項（３）及び（４）の者においては、公的試験機関若

（１） 申請に係る装置が、申請書の２に記載された当該装置が使用され

る場所、気象及び交通その他の状況（以下「走行環境状況」という。）

で使用されるものと仮定した場合において、保安基準第４８条に定め

る基準に適合するものであることを証する書面（第４第１項（３）及

び（４）の者においては、公的試験機関若しくは国土交通大臣が告示

で定める外国の機関において実施された試験結果を表す書面又は当

該装置又は当該装置を備える特定共通構造部若しくは自動車の製作

者が、当該装置が、走行環境状況で使用されるものと仮定した場合に
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（１）申請者に対する遵守事項 

一 申請に係る装置を備える自動車又は特定共通構造部が、新規検査又は

予備検査時（第４第１項（４）の者から申請があった場合においては、

申請時）及び使用過程時において、自動車の特定改造等の許可に関する

省令第４条第１項（ただし、自動車の特定改造等の許可に関する技術上

の基準に係る細目等を定める告示（令和２年国土交通省告示第 787号）

第１条第１項中の「協定規則第 156号の技術的な要件（同規則の規則 7．

1．に限る。）」は適用しない。）に適合している組織で管理されているこ

と。（第４第１項（３）又は（４）の者から申請があった場合であって、

地域における人又は物の運送サービスを行うものとして使用する自動

車に取り付ける装置に係る申請の場合にあっては、当該自動車が、適切

なサイバーセキュリティ対策を講じることができる組織で管理されて

いること。） 

（１）申請者に対する遵守事項 

一 申請に係る装置を備える自動車又は特定共通構造部が、新規検査又は

予備検査時（第４第１項（４）の者から申請があった場合においては、

申請時）及び使用過程時において、自動車の特定改造等の許可に関する

省令第４条第１項第１号（ただし、自動車の特定改造等の許可に関する

技術上の基準に係る細目等を定める告示（令和２年国土交通省告示第

787号）第１条第１項中の「協定規則第 156号の技術的な要件（同規則

の規則 7．1．に限る。）」は適用しない。）に適合している組織で管理さ

れていること。（無人自動運転移動サービスに使用する自動車に取り付

ける装置に係る申請の場合にあっては、当該自動車が、適切なサイバー

セキュリティ対策を講じることができる組織で管理されていること。） 

二・三 （略） 二・三 （略） 

四 当該装置の改造（プログラム等の改変を含む。以下同じ。）、取り外し

その他これらに類する行為であって、当該装置の保安基準適合性に影響

を与えるおそれのあるもの（技術的内容を記載した書面（第５第１項

（５）の書面）の変更が必要となる場合を含む。）を行う場合（使用者

が行う場合も含む。）は、遅滞なく、第５第６項の走行環境条件付与取

消申請を行うこと。 

四 当該装置の改造（プログラム等の改変を含む。以下同じ。）、取り外し

その他これらに類する行為であって、当該装置が保安基準適合性に影響

を与えるおそれのあるもの（技術的内容を記載した書面（第５第１項

（３）の書面）の変更が必要となる場合を含む。）を行う場合（使用者

が行う場合も含む。）は、遅滞なく、第５第６項の走行環境条件付与取

消届出を行うこと。 

五 第５第１項に基づく申請書及び添付書類の変更がある場合は、遅滞な

く、第５第４項の走行環境条件付与変更申請又は第６項の走行環境条件

付与取消申請を行うこと。（ただし、法第６３条の３の改善措置の届出

を行う場合（付与された走行環境条件において、保安基準に適合しなく

なるおそれをなくする又は保安基準に適合させるために必要な改善措

置を講じようとする場合に限る。）及び第９第３項の規定により走行環

境条件の付与の変更を行う場合は除く。） 

五 第５第１項に基づく申請書及び添付書類の変更がある場合は、遅滞な

く、第５第４項の走行環境条件付与変更申請又は第６項の走行環境条件

付与取消届出を行うこと。（ただし、法第６３条の３の改善措置の届出

を行う場合（付与された走行環境条件において、保安基準に適合しなく

なるおそれをなくする又は保安基準に適合させるために必要な改善措

置を講じようとする場合に限る。）及び第９第３項の規定により走行環

境条件の付与の変更を行う場合は除く。） 

六 自動運行装置が付与時の性能を満足していない状態にあるときであ

って、当該性能を満足させるために必要な措置を講じない場合は、遅滞

なく、第５第６項の走行環境条件付与取消申請を行うこと。（第４第１

項（１）及び（２）の者から申請があった場合に限る。） 

六 自動運行装置が付与時の性能を満足していない状態にあるときであ

って、当該性能を満足させるために必要な措置を講じない場合は、遅滞

なく、第５第６項の走行環境条件付与取消届出を行うこと。（第４第１

項（１）及び（２）の者から申請があった場合に限る。） 

七 （略） 七 （略） 

（２）使用者に対する遵守事項 

一・二 （略） 

（２）使用者に対する遵守事項 

一・二 （略） 

三 当該装置の改造、取り外しその他これらに類する行為を行う場合は、

遅滞なく、申請者に対して、（１）四の走行環境条件付与取消申請の要

否について確認をすること。 

三 当該装置の改造、取り外しその他これらに類する行為を行う場合は、

遅滞なく、申請者に対して、（１）四の走行環境条件付与取消届出の要

否について確認をすること。 
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又は地方運輸局長に対し、第３号様式の走行環境条件付与変更申請書に、

付与を受けている内容と異なる部分に関する資料及び走行環境条件付与

書を添付して、提出することをもって、第１項に規定する申請書の提出及

び資料の添付に代えることができる。ただし、使用者が初めて当該申請を

行う場合は、第１項（３）、（５）及び（６）の資料も添付して提出するも

のとする。なお、申請者が、法第６３条の３の改善措置の届出を行う場合

にあっては、遅くとも当該届出と同時に提出するものとする。 

又は地方運輸局長に対し、第３号様式の走行環境条件付与変更申請書に、

付与を受けている内容と異なる部分に関する資料及び走行環境条件付与

書を添付して、提出することをもって、第１項に規定する申請書の提出及

び資料の添付に代えることができる。ただし、使用者が初めて当該申請を

行う場合は、第１項（１）、（３）及び（４）の資料も添付して提出するも

のとする。なお、申請者が、法第６３条の３の改善措置の届出を行う場合

にあっては、遅くとも当該届出と同時に提出するものとする。 

５ （略） ５ （略） 

６ 走行環境条件の付与を受けた自動運行装置について、第７で付された

遵守事項を遵守することができなくなったこと等により、走行環境条件

の付与の取消しを求める場合は、申請者又は使用者（申請者が第４第１項

（３）又は（４）の者であった場合の使用者に限る。）は、付与を受けた

国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、当該自動運行装置に係る走行環

境条件付与書を添えて、速やかに第５号様式の走行環境条件付与取消申

請書を提出するものとする。 

６ 走行環境条件の付与を受けた自動運行装置について、第７で付された

遵守事項を遵守することができなくなったこと等により、走行環境条件

の付与の取消しを求める場合は、申請者又は使用者（申請者が第４第１項

（３）又は（４）の者であった場合の使用者に限る。）は、付与を受けた

国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、当該自動運行装置に係る走行環

境条件付与書を添えて、速やかに第５号様式の走行環境条件付与取消届

出書を提出するものとする。 

７ （略） ７ （略） 

８ 施行規則第３１条の２の２の規定に基づく条件の付与を受けようとす

る申請並びに本要領に基づく既付与装置走行環境条件付与申請、走行環

境条件付与変更申請、走行環境条件付与書記載事項変更申請及び走行環

境条件付与取消申請は、電子申請により行うことができる。 

（新設） 

第第６６  審審査査  

１ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、走行環境条件の付与を受けようと

する装置について、次に掲げる基準に適合していること及び第７の遵守

事項に違反して使用されるおそれの有無について、申請書及び添付資料

により審査するものとする。 

第第６６  審審査査  

国土交通大臣又は地方運輸局長は、走行環境条件の付与を受けようとす

る装置について、申請のあった走行環境条件が次に掲げる基準に適合して

いること及び第７の遵守事項に違反して使用されるおそれの有無につい

て、申請書及び添付資料により審査するものとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２）申請のあった走行環境状況において、制限速度を超過している等の法

令違反になるものでない等、適切なものであること。 

（２）走行速度が制限速度超えである等の法令違反になるものでない等、適

切なものであること。 

（３）申請のあった走行環境状況が、通常予見することのできるものであ

り、かつ、明確なものであること。 

（３）通常予見することのできるものであり、かつ、明確なものであること。 

２ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、申請者が第５第１項（３）の書面に

おいて交通環境又は交通参加者に関する前提条件を設定している場合で

あって、当該前提条件が当該走行環境において合理的な内容であると認

める場合には、前項（１）の基準について、当該前提条件が満たされてい

ると仮定して審査するものとする。 

（新設） 

第第７７  遵遵守守事事項項のの付付与与等等  

（略） 

第第７７  遵遵守守事事項項のの付付与与等等  

（略） 
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は、理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。 

３・４ （略） ２・３ （略）  

第１号様式（第５関係） 第１号様式（第５関係） 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 
 

走行環境条件付与申請書 
 

                                                       
年  月  日 

    国土交通大臣（又は地方運輸局長）  殿 
 
                  申請者の氏名又は名称           
          住   所 
 
 
下記の自動運行装置について、道路運送車両法施行規則第

３１条の２の２の規定に基づき、走行環境条件の付与を受け

たいので、別添の書類を添えて申請します。 
 

記 
 
１ 走行環境条件の付与を受けようとする装置の名称及び型

式 
   
２ 当該装置が使用される場所、気象及び交通その他の状況 

     
３ 省略する添付資料 
 
４ 当該装置の作動中における運転者の要否 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 
 

走行環境条件付与申請書 
 

                                                       
年  月  日 

    国土交通大臣（又は地方運輸局長）  殿 
 
                  申請者の氏名又は名称          印 
          住   所 
 
 
下記の装置について、道路運送車両法施行規則第３１条の

２の２の規定に基づき、走行環境条件の付与を受けたいので

、別添の書類を添えて申請します。 
 

記 
 
１ 走行環境条件の付与を受けようとする装置の名称及び型

式 
   
２ 当該装置が使用される場所、気象及び交通その他の状況  

     
３ 省略する添付資料 
 
（新設） 
 

備考  

（１）～（４） （略） 
備考  

（１）～（４） （略） 

（５） 当該装置の作動中における運転者の要否については、当該装置の運

転者（細目告示第72条の２第４号に規定する運転者をいう。）の要否に加

え、必要に応じて運転者を要する条件を記載する。 

（新設） 

-
 3

0
9
 -

 

四 第５第１項に基づく申請書及び添付書類の変更がある場合は、遅滞な

く、申請者に対して、（１）五の走行環境条件付与変更申請又は走行環

境条件付与取消申請の要否について確認をすること。（第４第１項（３）

及び（４）の者から申請があった場合に限る。） 

四 第５第１項に基づく申請書及び添付書類の変更がある場合は、遅滞な

く、申請者に対して、（１）五の走行環境条件付与変更申請又は走行環

境条件付与取消届出の要否について確認をすること。（第４第１項（３）

及び（４）の者から申請があった場合に限る。） 

五 自動運行装置が付与時の性能を満足していない状態にあるときであ

って、当該性能を満足させるために必要な措置を講じない場合は、遅滞

なく、第５第６項の走行環境条件付与取消申請を行うこと。（第４第１

項（３）及び（４）の者から申請があった場合に限る。） 

五 自動運行装置が付与時の性能を満足していない状態にあるときであ

って、当該性能を満足させるために必要な措置を講じない場合は、遅滞

なく、第５第６項の走行環境条件付与取消届出を行うこと。（第４第１

項（３）及び（４）の者から申請があった場合に限る。） 

六 （略） 六 （略） 

七 第９第１項により付与の取消処分を受けた場合に、使用の本拠の位置

を管轄する運輸支局等及び軽自動車検査協会事務所等において、自動車

検査証の自動運行装置を備えている旨の記載を削除すること。（第４第

１項（３）及び（４）の者から申請があった場合に限る。） 

七 第５第６項により走行環境条件付与取消届出書を提出した場合及び

第９第１項により付与の取消処分を受けた場合に、使用の本拠の位置を

管轄する運輸支局等及び軽自動車検査協会事務所等において、自動車検

査証の自動運行装置を備えている旨の記載を削除すること。（第４第１

項（３）及び（４）の者から申請があった場合に限る。） 

八 交通環境又は交通参加者に関する前提条件を設定して審査を受けた

場合において、当該前提条件を満たしていないことが明らかとなった場

合には、自ら走行環境の改善を行い、又は関係者に対し改善を求めるな

ど、当該前提条件を確保するための適切な措置を講じること。 

（新設） 

第第８８ （略） 第第８８ （略） 

第第９９  行行政政処処分分等等  第第９９  行行政政処処分分等等  

１ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、走行環境条件の付与を受けた装置

を備える自動車について、走行環境条件の付与の申請に当たって虚偽の

申請を行った場合において、申請者又は使用者に対し監査（同法第１００

条第２項に基づく検査及び関係者への質問）を実施し、事実関係を確認し

たとき、又は、第５第６項の申請があった場合において、その取消し事由

が適当と認めるときは、走行環境条件の付与の取消処分を行い、第９号様

式により走行環境条件付与取消通知書を申請者に交付するとともに、第

１０号様式により、国土交通大臣（国土交通大臣が取消しを行った場合を

除く。）及び地方運輸局長（取消しを行った地方運輸局長を除く。）に対し、

走行環境条件の付与の取消しを行った旨を通知するものとする。この場

合において、国土交通大臣又は地方運輸局長は、取消しの日までに製作さ

れた自動運行装置を備える自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限

定することができる。 

１ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、走行環境条件の付与を受けた装置

を備える自動車について、走行環境条件の付与の申請に当たって虚偽の

申請を行った場合において、申請者又は使用者に対し監査（同法第１００

条第２項に基づく検査及び関係者への質問）を実施し、事実関係を確認し

たとき、又は、第５第６項の届出があったときは、走行環境条件の付与の

取消処分を行うものとする。この場合において、国土交通大臣又は地方運

輸局長は、取消しの日までに製作された自動運行装置を備える自動車に

ついて取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。  

２ 第５第６項の申請があった場合において、申請者以外の者が正当な理

由なくみだりに走行環境条件付与取消申請を行った場合など、その取消

し事由が適当と認められない場合は、走行環境条件の付与の取消しを行

わないものとする。この場合において、国土交通大臣又は地方運輸局長

（新設） 
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（日本産業規格Ａ列４番） 

年  月  日 
 

           殿 
 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 
 
 

 年 月 日付で申請があった下記の自動運行装置につい

ては、道路運送車両法施行規則第３１条の２の２の規定に基

づき、走行環境条件を付与する。 
記 
 

１ 自動運行装置の名称及び型式 
 
２ 当該装置を取り付けることのできる自動車又は特定共通

構造部の範囲 
 
３ 走行環境条件 
 
４ 当該装置作動中における運転者の要否 

 
５ 遵守事項 

            
（日本産業規格Ａ列４番） 

年  月  日 
 

           殿 
 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 
 
 

 年 月 日付で申請があった下記の自動車については、

道路運送車両法施行規則第３１条の２の２の規定に基づき、

走行環境条件を付与する。 
記 
 

１ 自動運行装置の名称及び型式 
 
２ 当該装置を取り付けることのできる自動車又は特定共通

構造部の範囲 
 
３ 走行環境条件 

 
（新設） 
 
４ 遵守事項 

            

備考 
（１） 当該装置を取り付けることのできる自動車又は特定共通構造部の

範囲については、車台番号が特定できる場合にあっては、車台番号を記

載する。（車台番号が特定できない場合にあっては、製造番号等の車両

が特定できる番号を記載する。（第４第１項（３）の者から申請があっ

た場合に限る。）） 

備考 

２「当該装置を取り付けることのできる自動車又は特定共通構造部の範

囲」については、車台番号が特定できる場合にあっては、車台番号を記載

する。（車台番号が特定できない場合にあっては、製造番号等の車両が特定

できる番号を記載する。（第４第１項（３）の者から申請があった場合に限

る。）） 

（２） 第６第２項において、交通環境又は交通参加者に関する前提条件

が満たされていると仮定して審査を行った場合にあっては、走行環境条

件において、その内容を注記する。 

（新設） 

（３） 当該装置の作動中における運転者の要否については、当該装置の運

転者（細目告示第72条の２第４号に規定する運転者をいう。）の要否に加

え、必要に応じて運転者を要する条件を記載する。 

（新設） 

-
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第２号様式（第５関係）～第４号様式（第５関係） （略） 第２号様式（第５関係）～第４号様式（第５関係） （略） 

第５号様式（第５関係） 第５号様式（第５関係） 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 
走行環境条件付与取消申請書 

 
                                                       

年  月  日 
    国土交通大臣（又は地方運輸局長）  殿 
 
                   申請者の氏名又は名称          
          住   所 
 
 
下記の自動運行装置について、付与の取消しを行いたいの

で、別添の書類を添えて申請します。 
 

記 
 
１ 走行環境条件付与書の文書番号及び付与年月日 

 
２ 自動運行装置の名称及び型式 

 
３ 取消し事由 

 
４ 事由が生じた年月日 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 
走行環境条件付与取消届出書 

 
                                                       

年  月  日 
    国土交通大臣（又は地方運輸局長）  殿 
 
                   届出者の氏名又は名称          
          住   所 
 
 
下記の自動運行装置について、付与の取消しを行いたいの

で、別添の書類を添えて届出します。 
 

記 
 
１ 走行環境条件付与書の文書番号及び付与年月日 

 
２ 自動運行装置の名称及び型式 

 
３ 取消し事由 

 
４ 事由が生じた年月日 
 

備考 
（１） 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代

表者とする。 

備考 
（１） 届出者の氏名については、届出者が法人である場合は、法人の代

表者とする。 
（２） （略） （２） （略） 
第５号様式（第５関係） 第５号様式（第５関係） 

 
走行環境条件付与書 

番    号 

 
走行環境条件付与書 

番    号 
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「走行環境条件の付与の実施要領について(依命通達)」(令和２年３月３１日付け 

自技第２６９号) 別添 走行環境条件の付与の実施要領 
 

 
施行日：令和２年４月１日 
改 正：令和２年１２月９日国自基第 117号、国自審第 1658号、国自整第 218号 

令和５年３月２４日国自基第 245号、国自審第 2680号 

 

第第１１  適適用用 

道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号。以下「施行規則」という。）

第３１条の２の２の規定に基づき、国土交通大臣又は地方運輸局長（沖縄総合事務局

長を含む。以下同じ。）が行う自動運行装置への条件（以下「走行環境条件」という。）

の付与は、本要領によるものとする。 

 

第第２２  用用語語 

この要領における用語の定義は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号。以

下「法」という。）、施行規則、道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６

７号。以下「保安基準」という。）及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

（平成１４年国土交通省告示第６１９号。以下「細目告示」という。）に定めるもの

のほか、次に定めるところによる。 

（１）「輸入自動車特別取扱の届出」とは、「輸入自動車特別取扱制度について（依

命通達）」（平成１０年１１月１２日、自審第１２５５号）別添「輸入自動車

特別取扱制度」別紙「輸入自動車特別取扱要領」に規定する届出をいう。 
（２）「使用過程車」とは、既に運行の用に供している自動車をいう。 
 

第第３３  走走行行環環境境条条件件のの付付与与をを申申請請すするるここととががででききるる装装置置 

走行環境条件の付与を申請することができる装置は、自動車（二輪自動車、側車付

二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小

型特殊自動車並びに被牽(けん)引自動車を除く。）に備えようとする又は備えられた

自動運行装置とする。 

 

第第４４  申申請請者者等等 

１ 走行環境条件の付与を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。 

（１）自動運行装置又は自動運行装置を備えようとする特定共通構造部若しくは自

動車の型式の指定の申請をしようとする者又は法第 99条の３第１項の許可（同

項に規定する特定改造等に係るプログラム等の改変により、自動運行装置を備

えようとする又は自動運行装置に付与された走行環境条件を変更しようとす

- 314 -
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（日本産業規格Ａ列４番） 

１ 取り消された走行環境条件付与書の文書番号及び付与年

月日 
 
２ 自動運行装置の名称及び型式 
 
３ 取り消した理由 

 
４ 取消しの効力の及ぶ範囲 

            

第１０号様式（第９関係） 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 
 

番    号 
年  月  日 

 
       国土交通大臣殿 
       地方運輸局長殿（単名） 

 
国土交通大臣（又は地方運輸局長） 

 
走行環境条件付与取消の通知について 

 
別紙走行環境条件付与取消通知書（写）のとおり走行環境

条件の付与を取り消したので、通知します。 
  

（新設） 

参考様式（第５関係） （略） 参考様式（第５関係） （略） 
  
   

附則（令和５年３月 24日） 

１ 本改正規定は、通知の日より施行する。 

-
 3

1
3
 -

 

第７号様式（第８関係） （略） 第７号様式（第８関係） （略） 
第８号様式（第８関係） 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 
 

番    号 
年  月  日 

 
       国土交通大臣殿 
       地方運輸局長殿（単名） 

 
国土交通大臣（又は地方運輸局長） 

 
走行環境条件付与の通知について 

 
別紙走行環境条件付与書（写）のとおり走行環境条件の付

与がなされたので、通知します。   
 

第８号様式（第８関係） 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 
 

番    号 
年  月  日 

 
       国土交通省殿 
       地方運輸局長殿（単名） 

 
国土交通大臣（又は地方運輸局長） 

 
走行環境条件付与の通知について 

 
別紙走行環境条件付与書（写）のとおり走行環境条件の付

与がなされたので、通知します。   
 

第９号様式（第９関係） 

 
走行環境条件付与取消通知書 

番    号 
年  月  日 

 
           殿 

 
国土交通大臣（又は地方運輸局長） 

 
 

下記の自動運行装置について、道路運送車両法施行規則第

３１条の２の２の規定に基づき、走行環境条件の付与を取り

消したので通知する。 
 

記 
 

（新設） 

-
 3

1
2
 -
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「走行環境条件の付与の実施要領について(依命通達)」(令和２年３月３１日付け 

自技第２６９号) 別添 走行環境条件の付与の実施要領 
 

 
施行日：令和２年４月１日 
改 正：令和２年１２月９日国自基第 117号、国自審第 1658号、国自整第 218号 

令和５年３月２４日国自基第 245号、国自審第 2680号 

 

第第１１  適適用用 

道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号。以下「施行規則」という。）

第３１条の２の２の規定に基づき、国土交通大臣又は地方運輸局長（沖縄総合事務局

長を含む。以下同じ。）が行う自動運行装置への条件（以下「走行環境条件」という。）

の付与は、本要領によるものとする。 

 

第第２２  用用語語 

この要領における用語の定義は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号。以

下「法」という。）、施行規則、道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６

７号。以下「保安基準」という。）及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

（平成１４年国土交通省告示第６１９号。以下「細目告示」という。）に定めるもの

のほか、次に定めるところによる。 

（１）「輸入自動車特別取扱の届出」とは、「輸入自動車特別取扱制度について（依

命通達）」（平成１０年１１月１２日、自審第１２５５号）別添「輸入自動車

特別取扱制度」別紙「輸入自動車特別取扱要領」に規定する届出をいう。 
（２）「使用過程車」とは、既に運行の用に供している自動車をいう。 
 

第第３３  走走行行環環境境条条件件のの付付与与をを申申請請すするるここととががででききるる装装置置 

走行環境条件の付与を申請することができる装置は、自動車（二輪自動車、側車付

二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小

型特殊自動車並びに被牽(けん)引自動車を除く。）に備えようとする又は備えられた

自動運行装置とする。 

 

第第４４  申申請請者者等等 

１ 走行環境条件の付与を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。 

（１）自動運行装置又は自動運行装置を備えようとする特定共通構造部若しくは自

動車の型式の指定の申請をしようとする者又は法第 99条の３第１項の許可（同

項に規定する特定改造等に係るプログラム等の改変により、自動運行装置を備

えようとする又は自動運行装置に付与された走行環境条件を変更しようとす
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場合において、保安基準第４８条に定める基準に適合するものであることを証

する書面に限る。） 
（４）申請に係る装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲

（車台番号が特定できる場合にあっては、車台番号を記載すること。（車台番

号が特定できない場合にあっては、製造番号等の車両が特定できる番号を記載

すること。（第４第１項（３）の者に限る。））） 
（５）走行環境状況について、その範囲・内容を技術的・客観的に裏付けるもので

あり、事前及び事後に再現性をもって確認可能な形で技術的内容を記載した書

面（当該記載の内容が（１）又は（３）の書面に含まれる場合は当該書面の提

出を省略することができる。また、第４第１項（１）及び（２）の者で、自動

車若しくは特定共通構造部の型式の指定の申請又は輸入自動車特別取扱の届

出に係る提出書面として国土交通大臣に提出している場合にあっては、当該書

面の提出を省略することができる。） 
（６）申請に係る装置を備える自動車又は特定共通構造部が、新規検査又は予備検

査時（第４第１項（４）の者から申請があった場合においては、申請時）及び

使用過程時において、自動車の特定改造等の許可に関する省令（令和２年国土

交通省令第 66号）第４条第１項（ただし、自動車の特定改造等の許可に関する
技術上の基準に係る細目等を定める告示（令和２年国土交通省告示第 787号）
第１条第１項中の「協定規則第 156号の技術的な要件（同規則の規則 7．1．に
限る。）」は適用しない。）に適合している組織で管理されていることを証す

る書面（第４第１項（３）又は（４）の者から申請があった場合であって、地

域における人又は物の運送サービスを行うものとして使用する自動車に取り

付ける装置に係る申請の場合にあっては、当該自動車が、適切なサイバーセキ

ュリティ対策を講じることができる組織で管理されていることを証する書面

に代えることができる。） 
（７）申請に係る装置を備える自動車又は特定共通構造部が、新規検査又は予備検

査時（第４第１項（４）の者から申請があった場合においては、申請時）にお

いて、サイバーセキュリティの確保に係る保安基準第１７条の２第３項及びプ

ログラム等の確実な改変に係る保安基準同条第４項に定める基準に適合する

ものであることを証する書面（第４第１項（１）及び（２）の者で、自動車若

しくは特定共通構造部の型式の指定の申請又は輸入自動車特別取扱の届出に

係る提出書面として国土交通大臣に提出している場合にあっては、当該書面の

提出を省略することができる。第４第１項（３）及び（４）の者においては、

公的試験機関若しくは国土交通大臣が定める外国の機関において実施された

試験結果を表す書面又は当該装置又は当該装置を備える特定共通構造部若し

くは自動車の製作者が、当該装置を備える自動車又は特定共通構造部が、保安

基準第１７条の２第３項及び保安基準第４８条に定める基準に適合するもの

であることを証する書面に限る。なお、後者において、保安基準第５５条に基
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る場合に限る。）の申請をしようとする者 

（２）自動運行装置を備えようとする自動車について、輸入自動車特別取扱の届出

をしようとする者 

（３）（１）及び（２）以外の者であって、自動運行装置を備えようとする自動車

について、新規検査又は予備検査を受けようとする者 

（４）使用過程車に新たに自動運行装置を備えようとする者又は使用過程車に備え

られた自動運行装置に付与された走行環境条件を変更しようとする者（（１）

に該当する者を除く。） 

２ 次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる者（法人にあって

は、その代表者。以下同じ。）に代わって走行環境条件の付与の申請を行うことが

できる。この場合は、第５第１項に規定する申請書に委任状を添付するものとする。 

（１）国、地方公共団体等の長から走行環境条件の付与の申請を委任された者 

（２）法人の代表者から走行環境条件の付与の申請を委任された当該法人の営業所

等の長 

 
第第５５  申申請請書書及及びび添添付付書書類類 

１ 走行環境条件の付与を申請しようとする者（以下「申請者」という。）で、次の

表の第１欄に掲げる者は、第１号様式の走行環境条件付与申請書（以下「申請書」

という。）に次に掲げる資料を添付して、同表の第２欄に掲げる部数を、同表の第

３欄に掲げる行政庁に、同表の第４欄に掲げる時期に、提出するものとする。 
（１）申請に係る装置の構造及び性能を記載した書面（第４第１項（１）及び（２）

の者で、自動車若しくは特定共通構造部の型式の指定の申請又は輸入自動車特

別取扱の届出に係る提出書面として国土交通大臣に提出している場合にあっ

ては、当該書面の提出を省略することができる。） 
（２）申請に係る装置の外観図（第４第１項（１）及び（２）の者で、自動車若し

くは特定共通構造部の型式の指定の申請又は輸入自動車特別取扱の届出に係

る提出書面として国土交通大臣に提出している場合にあっては、当該書面の提

出を省略することができる。） 
（３）申請に係る装置が、申請書の２に記載された当該装置が使用される場所、気

象及び交通その他の状況（以下「走行環境状況」という。）で使用されるもの

と仮定した場合（必要に応じて、道路、自動運行補助施設（道路法（昭和２７

年法律第１８０号）第２条第２項第５号に規定するものをいう。）その他の交

通環境又は通行車両、歩行者その他の交通参加者に関する前提条件を設定する

場合を含む。）において、保安基準第４８条に定める基準に適合するものであ

ることを証する書面（第４第１項（３）及び（４）の者においては、公的試験

機関若しくは国土交通大臣が告示で定める外国の機関において実施された試

験結果を表す書面又は当該装置又は当該装置を備える特定共通構造部若しく

は自動車の製作者が、当該装置が、走行環境状況で使用されるものと仮定した
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場合において、保安基準第４８条に定める基準に適合するものであることを証

する書面に限る。） 
（４）申請に係る装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲

（車台番号が特定できる場合にあっては、車台番号を記載すること。（車台番

号が特定できない場合にあっては、製造番号等の車両が特定できる番号を記載

すること。（第４第１項（３）の者に限る。））） 
（５）走行環境状況について、その範囲・内容を技術的・客観的に裏付けるもので

あり、事前及び事後に再現性をもって確認可能な形で技術的内容を記載した書

面（当該記載の内容が（１）又は（３）の書面に含まれる場合は当該書面の提

出を省略することができる。また、第４第１項（１）及び（２）の者で、自動

車若しくは特定共通構造部の型式の指定の申請又は輸入自動車特別取扱の届

出に係る提出書面として国土交通大臣に提出している場合にあっては、当該書

面の提出を省略することができる。） 
（６）申請に係る装置を備える自動車又は特定共通構造部が、新規検査又は予備検

査時（第４第１項（４）の者から申請があった場合においては、申請時）及び

使用過程時において、自動車の特定改造等の許可に関する省令（令和２年国土

交通省令第 66号）第４条第１項（ただし、自動車の特定改造等の許可に関する
技術上の基準に係る細目等を定める告示（令和２年国土交通省告示第 787号）
第１条第１項中の「協定規則第 156号の技術的な要件（同規則の規則 7．1．に
限る。）」は適用しない。）に適合している組織で管理されていることを証す

る書面（第４第１項（３）又は（４）の者から申請があった場合であって、地

域における人又は物の運送サービスを行うものとして使用する自動車に取り

付ける装置に係る申請の場合にあっては、当該自動車が、適切なサイバーセキ

ュリティ対策を講じることができる組織で管理されていることを証する書面

に代えることができる。） 
（７）申請に係る装置を備える自動車又は特定共通構造部が、新規検査又は予備検

査時（第４第１項（４）の者から申請があった場合においては、申請時）にお

いて、サイバーセキュリティの確保に係る保安基準第１７条の２第３項及びプ

ログラム等の確実な改変に係る保安基準同条第４項に定める基準に適合する

ものであることを証する書面（第４第１項（１）及び（２）の者で、自動車若

しくは特定共通構造部の型式の指定の申請又は輸入自動車特別取扱の届出に

係る提出書面として国土交通大臣に提出している場合にあっては、当該書面の

提出を省略することができる。第４第１項（３）及び（４）の者においては、

公的試験機関若しくは国土交通大臣が定める外国の機関において実施された

試験結果を表す書面又は当該装置又は当該装置を備える特定共通構造部若し

くは自動車の製作者が、当該装置を備える自動車又は特定共通構造部が、保安

基準第１７条の２第３項及び保安基準第４８条に定める基準に適合するもの

であることを証する書面に限る。なお、後者において、保安基準第５５条に基
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る場合に限る。）の申請をしようとする者 

（２）自動運行装置を備えようとする自動車について、輸入自動車特別取扱の届出

をしようとする者 

（３）（１）及び（２）以外の者であって、自動運行装置を備えようとする自動車

について、新規検査又は予備検査を受けようとする者 

（４）使用過程車に新たに自動運行装置を備えようとする者又は使用過程車に備え

られた自動運行装置に付与された走行環境条件を変更しようとする者（（１）

に該当する者を除く。） 

２ 次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる者（法人にあって

は、その代表者。以下同じ。）に代わって走行環境条件の付与の申請を行うことが

できる。この場合は、第５第１項に規定する申請書に委任状を添付するものとする。 

（１）国、地方公共団体等の長から走行環境条件の付与の申請を委任された者 

（２）法人の代表者から走行環境条件の付与の申請を委任された当該法人の営業所

等の長 

 
第第５５  申申請請書書及及びび添添付付書書類類 

１ 走行環境条件の付与を申請しようとする者（以下「申請者」という。）で、次の

表の第１欄に掲げる者は、第１号様式の走行環境条件付与申請書（以下「申請書」

という。）に次に掲げる資料を添付して、同表の第２欄に掲げる部数を、同表の第

３欄に掲げる行政庁に、同表の第４欄に掲げる時期に、提出するものとする。 
（１）申請に係る装置の構造及び性能を記載した書面（第４第１項（１）及び（２）

の者で、自動車若しくは特定共通構造部の型式の指定の申請又は輸入自動車特

別取扱の届出に係る提出書面として国土交通大臣に提出している場合にあっ

ては、当該書面の提出を省略することができる。） 
（２）申請に係る装置の外観図（第４第１項（１）及び（２）の者で、自動車若し

くは特定共通構造部の型式の指定の申請又は輸入自動車特別取扱の届出に係

る提出書面として国土交通大臣に提出している場合にあっては、当該書面の提

出を省略することができる。） 
（３）申請に係る装置が、申請書の２に記載された当該装置が使用される場所、気

象及び交通その他の状況（以下「走行環境状況」という。）で使用されるもの

と仮定した場合（必要に応じて、道路、自動運行補助施設（道路法（昭和２７

年法律第１８０号）第２条第２項第５号に規定するものをいう。）その他の交

通環境又は通行車両、歩行者その他の交通参加者に関する前提条件を設定する

場合を含む。）において、保安基準第４８条に定める基準に適合するものであ

ることを証する書面（第４第１項（３）及び（４）の者においては、公的試験

機関若しくは国土交通大臣が告示で定める外国の機関において実施された試

験結果を表す書面又は当該装置又は当該装置を備える特定共通構造部若しく

は自動車の製作者が、当該装置が、走行環境状況で使用されるものと仮定した
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３ 第１項の規定にかかわらず、第４第１項（１）及び（２）の者は、既に付与を受

けた自動運行装置と、取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲に

ついてのみが異なる装置について付与を申請する場合には、第２号様式による既付

与装置走行環境条件付与申請書に、当該取り付けることができる自動車又は特定共

通構造部の範囲の異なる部分に関する資料及び走行環境条件付与書を添付して、国

土交通大臣に提出することをもって、第１項に規定する申請書の提出及び資料の添

付に代えることができる。 
４ 第１項の規定にかかわらず、申請者又は付与を受けた自動運行装置を備える自動

車の使用者（以下「使用者」という。）（申請者が第４第１項（３）又は（４）の

者であった場合の使用者に限る。）は、第５第１項に基づく申請書及び添付書類の

変更がある場合であって、当該自動運行装置について、走行環境条件の付与を受け

直すときは、付与を受けた国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、第３号様式の走

行環境条件付与変更申請書に、付与を受けている内容と異なる部分に関する資料及

び走行環境条件付与書を添付して、提出することをもって、第１項に規定する申請

書の提出及び資料の添付に代えることができる。ただし、使用者が初めて当該申請

を行う場合は、第１項（３）、（５）及び（６）の資料も添付して提出するものと

する。なお、申請者が、法第６３条の３の改善措置の届出を行う場合にあっては、

遅くとも当該届出と同時に提出するものとする。 
５ 申請者は、走行環境条件の付与を受けた自動運行装置について、第８第１項の規

定により走行環境条件付与書の交付を受けた者の氏名若しくは名称及び住所、当該

自動運行装置の名称若しくは型式について変更があった場合は、付与を受けた国土

交通大臣又は地方運輸局長に対し、第４号様式の走行環境条件付与書記載事項変更

申請書に、当該変更内容についての資料及び走行環境条件付与書を添付して、速や

かに提出するものとする。この場合、第１項の規定にかかわらず、当該資料の提出

をもって、第１項に規定する申請書の提出及び資料の添付に代えることができる。 
６ 走行環境条件の付与を受けた自動運行装置について、第７で付された遵守事項を

遵守することができなくなったこと等により、走行環境条件の付与の取消しを求め

る場合は、申請者又は使用者（申請者が第４第１項（３）又は（４）の者であった

場合の使用者に限る。）は、付与を受けた国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、

当該自動運行装置に係る走行環境条件付与書を添えて、速やかに第５号様式の走行

環境条件付与取消申請書を提出するものとする。 
７ 地方運輸局長は、第１項及び第３項に規定する申請書及び添付資料について、使

用の本拠の位置を管轄する運輸支局等（兵庫陸運部、沖縄総合事務局陸運事務所、

自動車検査登録事務所を含む。以下同じ。）の経由を定めることができる。 
８ 施行規則第３１条の２の２の規定に基づく条件の付与を受けようとする申請並

びに本要領に基づく既付与装置走行環境条件付与申請、走行環境条件付与変更申

請、走行環境条件付与書記載事項変更申請及び走行環境条件付与取消申請は、電子

申請により行うことができる。 
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づく基準緩和の認定を受けている場合は、条件又は制限として付されている代

替の安全措置に適合していることを証する書面に代えることができる。） 
（８）第７で付される遵守事項の誓約書 
（９）使用者への走行環境条件及び遵守事項の周知の方法を記載した書面（第４第

１項（１）及び（２）の者に限る。） 
（１０）申請に係る装置が自動車に備えられていることを確認する方法を記載した

書面（第４第１項（３）及び（４）の者に限る。） 
（１１）申請に係る装置を備える自動車の車台番号の拓本若しくは写真又は製作証

明書若しくは通関証明書の写し（第４第１項（３）の者に限る。） 
（１２）申請に係る装置を備える自動車の車検証の写し及び車台番号の拓本又は写

真（第４第１項（４）の者に限る。） 
（１３）その他国土交通大臣又は地方運輸局長が必要と認めた書面 
 
第４第１項（１）及び（２）

の者 
第４第１項（３）の者 第４第１項（４）の者 

正本１通 正本及び副本各１通 正本及び副本各１通 
国土交通大臣 走行環境条件の付与を受

けようとする自動運行装

置を備えようとする自動

車の使用の本拠の位置を

管轄する地方運輸局長

（予備検査を受けようと

する者の場合は、最寄り

の地方運輸局長。以下同

じ。） 

走行環境条件の付与を受

けようとする自動運行装

置を備えようとする自動

車又は付与された走行環

境条件を変更しようとす

る自動運行装置を備える

自動車の使用の本拠の位

置を管轄する地方運輸局

長 
自動運行装置、自動運行

装置を備えようとする特

定共通構造部若しくは自

動車の型式の指定の申

請、法第 99条の３第１項
の許可の申請又は、自動

運行装置を備えようとす

る自動車の輸入自動車特

別取扱の届出と同時 

自動運行装置を備えよう

とする自動車の、新規検

査又は予備検査の前（当

該検査まで相当期間の余

裕を持って提出するこ

と） 

事由が生じた日以後遅滞

なく 

 
２ 第１項に規定する申請において、第４第１項（３）及び（４）の者であって、同

一の申請者が複数の自動車について同時に申請しようとする場合は、その旨を申請

書に記載することによって重複する添付資料を省略することができる。 
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３ 第１項の規定にかかわらず、第４第１項（１）及び（２）の者は、既に付与を受

けた自動運行装置と、取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲に

ついてのみが異なる装置について付与を申請する場合には、第２号様式による既付

与装置走行環境条件付与申請書に、当該取り付けることができる自動車又は特定共

通構造部の範囲の異なる部分に関する資料及び走行環境条件付与書を添付して、国

土交通大臣に提出することをもって、第１項に規定する申請書の提出及び資料の添

付に代えることができる。 
４ 第１項の規定にかかわらず、申請者又は付与を受けた自動運行装置を備える自動

車の使用者（以下「使用者」という。）（申請者が第４第１項（３）又は（４）の

者であった場合の使用者に限る。）は、第５第１項に基づく申請書及び添付書類の

変更がある場合であって、当該自動運行装置について、走行環境条件の付与を受け

直すときは、付与を受けた国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、第３号様式の走

行環境条件付与変更申請書に、付与を受けている内容と異なる部分に関する資料及

び走行環境条件付与書を添付して、提出することをもって、第１項に規定する申請

書の提出及び資料の添付に代えることができる。ただし、使用者が初めて当該申請

を行う場合は、第１項（３）、（５）及び（６）の資料も添付して提出するものと

する。なお、申請者が、法第６３条の３の改善措置の届出を行う場合にあっては、

遅くとも当該届出と同時に提出するものとする。 
５ 申請者は、走行環境条件の付与を受けた自動運行装置について、第８第１項の規

定により走行環境条件付与書の交付を受けた者の氏名若しくは名称及び住所、当該

自動運行装置の名称若しくは型式について変更があった場合は、付与を受けた国土

交通大臣又は地方運輸局長に対し、第４号様式の走行環境条件付与書記載事項変更

申請書に、当該変更内容についての資料及び走行環境条件付与書を添付して、速や

かに提出するものとする。この場合、第１項の規定にかかわらず、当該資料の提出

をもって、第１項に規定する申請書の提出及び資料の添付に代えることができる。 
６ 走行環境条件の付与を受けた自動運行装置について、第７で付された遵守事項を

遵守することができなくなったこと等により、走行環境条件の付与の取消しを求め

る場合は、申請者又は使用者（申請者が第４第１項（３）又は（４）の者であった

場合の使用者に限る。）は、付与を受けた国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、

当該自動運行装置に係る走行環境条件付与書を添えて、速やかに第５号様式の走行

環境条件付与取消申請書を提出するものとする。 
７ 地方運輸局長は、第１項及び第３項に規定する申請書及び添付資料について、使

用の本拠の位置を管轄する運輸支局等（兵庫陸運部、沖縄総合事務局陸運事務所、

自動車検査登録事務所を含む。以下同じ。）の経由を定めることができる。 
８ 施行規則第３１条の２の２の規定に基づく条件の付与を受けようとする申請並

びに本要領に基づく既付与装置走行環境条件付与申請、走行環境条件付与変更申

請、走行環境条件付与書記載事項変更申請及び走行環境条件付与取消申請は、電子

申請により行うことができる。 
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づく基準緩和の認定を受けている場合は、条件又は制限として付されている代

替の安全措置に適合していることを証する書面に代えることができる。） 
（８）第７で付される遵守事項の誓約書 
（９）使用者への走行環境条件及び遵守事項の周知の方法を記載した書面（第４第

１項（１）及び（２）の者に限る。） 
（１０）申請に係る装置が自動車に備えられていることを確認する方法を記載した

書面（第４第１項（３）及び（４）の者に限る。） 
（１１）申請に係る装置を備える自動車の車台番号の拓本若しくは写真又は製作証

明書若しくは通関証明書の写し（第４第１項（３）の者に限る。） 
（１２）申請に係る装置を備える自動車の車検証の写し及び車台番号の拓本又は写

真（第４第１項（４）の者に限る。） 
（１３）その他国土交通大臣又は地方運輸局長が必要と認めた書面 
 
第４第１項（１）及び（２）

の者 
第４第１項（３）の者 第４第１項（４）の者 

正本１通 正本及び副本各１通 正本及び副本各１通 
国土交通大臣 走行環境条件の付与を受

けようとする自動運行装

置を備えようとする自動

車の使用の本拠の位置を

管轄する地方運輸局長

（予備検査を受けようと

する者の場合は、最寄り

の地方運輸局長。以下同

じ。） 

走行環境条件の付与を受

けようとする自動運行装

置を備えようとする自動

車又は付与された走行環

境条件を変更しようとす

る自動運行装置を備える

自動車の使用の本拠の位

置を管轄する地方運輸局

長 
自動運行装置、自動運行

装置を備えようとする特

定共通構造部若しくは自

動車の型式の指定の申

請、法第 99条の３第１項
の許可の申請又は、自動

運行装置を備えようとす

る自動車の輸入自動車特

別取扱の届出と同時 

自動運行装置を備えよう

とする自動車の、新規検

査又は予備検査の前（当

該検査まで相当期間の余

裕を持って提出するこ

と） 

事由が生じた日以後遅滞

なく 

 
２ 第１項に規定する申請において、第４第１項（３）及び（４）の者であって、同

一の申請者が複数の自動車について同時に申請しようとする場合は、その旨を申請

書に記載することによって重複する添付資料を省略することができる。 
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措置）に適合していること。 
三 適時に、自動車検査証の備考欄の記載を変更すること等により、使用者及

び運転者への走行環境条件及び遵守事項の周知を徹底すること。（第４第１

項（１）及び（２）の者から申請があった場合に限る。） 
四 当該装置の改造（プログラム等の改変を含む。以下同じ。）、取り外しそ

の他これらに類する行為であって、当該装置の保安基準適合性に影響を与え

るおそれのあるもの（技術的内容を記載した書面（第５第１項（５）の書面）

の変更が必要となる場合を含む。）を行う場合（使用者が行う場合も含む。）

は、遅滞なく、第５第６項の走行環境条件付与取消申請を行うこと。 
五 第５第１項に基づく申請書及び添付書類の変更がある場合は、遅滞なく、

第５第４項の走行環境条件付与変更申請又は第６項の走行環境条件付与取消

申請を行うこと。（ただし、法第６３条の３の改善措置の届出を行う場合（付

与された走行環境条件において、保安基準に適合しなくなるおそれをなくす

る又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとする場合に

限る。）及び第９第３項の規定により走行環境条件の付与の変更を行う場合

は除く。） 
六 自動運行装置が付与時の性能を満足していない状態にあるときであって、

当該性能を満足させるために必要な措置を講じない場合は、遅滞なく、第５

第６項の走行環境条件付与取消申請を行うこと。（第４第１項（１）及び（２）

の者から申請があった場合に限る。） 
七 第９第１項により付与の取消処分を受けた場合に、走行環境条件付与書を

返納すること。（第４第１項（１）及び（２）の者から申請があった場合に限

る。） 
（２）使用者に対する遵守事項 

一 当該装置を備える自動車を使用しようとするときは、使用の本拠の位置を

管轄する運輸支局等及び軽自動車検査協会事務所等（軽自動車検査協会事務

所支所及び事務所分室を含む。以下同じ。）において、自動車検査証に自動

運行装置を備えている旨の記入を受けること。（第４第１項（３）及び（４）

の者から申請があった場合に限る。） 

二 当該装置を備える自動車に、走行環境条件付与書（走行環境条件が変更さ

れた場合にあっては、変更後の走行環境条件付与書）を備え付けること。（第

４第１項（３）及び（４）の者から申請があった場合に限る。） 
三 当該装置の改造、取り外しその他これらに類する行為を行う場合は、遅滞

なく、申請者に対して、（１）四の走行環境条件付与取消申請の要否につい

て確認をすること。 
四 第５第１項に基づく申請書及び添付書類の変更がある場合は、遅滞なく、

申請者に対して、（１）五の走行環境条件付与変更申請又は走行環境条件付

与取消申請の要否について確認をすること。（第４第１項（３）及び（４）の
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第第６６  審審査査 

１ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、走行環境条件の付与を受けようとする装置に

ついて、次に掲げる基準に適合していること及び第７の遵守事項に違反して使用さ

れるおそれの有無について、申請書及び添付資料により審査するものとする。 

（１）当該走行環境条件を付与したと仮定した場合において、当該走行環境条件の

付与を受けた装置が、保安基準第４８条に定める基準に適合するものであるこ

と。 
（２）申請のあった走行環境状況において、制限速度を超過している等の法令違反

になるものでない等、適切なものであること。 
（３）申請のあった走行環境状況が、通常予見することのできるものであり、かつ、

明確なものであること。 
２ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、申請者が第５第１項（３）の書面において交

通環境又は交通参加者に関する前提条件を設定している場合であって、当該前提条

件が当該走行環境において合理的な内容であると認める場合には、前項（１）の基

準について、当該前提条件が満たされていると仮定して審査するものとする。 
 

第第７７  遵遵守守事事項項のの付付与与等等 

国土交通大臣又は地方運輸局長は、走行環境条件の付与を行う場合は、申請者及び

使用者に対して、それぞれ次に掲げる遵守事項を付すものとする。ただし、必要と認

める場合は、申請者及び使用者に対して、次に掲げる遵守事項以外の遵守事項を付す

ことができる。 

（１）申請者に対する遵守事項 

一 申請に係る装置を備える自動車又は特定共通構造部が、新規検査又は予備

検査時（第４第１項（４）の者から申請があった場合においては、申請時）

及び使用過程時において、自動車の特定改造等の許可に関する省令第４条第

１項（ただし、自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目

等を定める告示（令和２年国土交通省告示第 787 号）第１条第１項中の「協
定規則第 156号の技術的な要件（同規則の規則 7．1．に限る。）」は適用し
ない。）に適合している組織で管理されていること。（第４第１項（３）又は

（４）の者から申請があった場合であって、地域における人又は物の運送サ

ービスを行うものとして使用する自動車に取り付ける装置に係る申請の場合

にあっては、当該自動車が、適切なサイバーセキュリティ対策を講じること

ができる組織で管理されていること。） 
二 当該装置を備える自動車が、新規検査又は予備検査時（第４第１項（４）

の者から申請があった場合においては、申請時）において、サイバーセキュ

リティの確保に係る保安基準第１７条の２第３項及びプログラム等の確実な

改変に係る保安基準同条第４項（いずれも保安基準第５５条に基づく基準緩

和の認定を受けている場合は、条件又は制限として付されている代替の安全
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措置）に適合していること。 
三 適時に、自動車検査証の備考欄の記載を変更すること等により、使用者及

び運転者への走行環境条件及び遵守事項の周知を徹底すること。（第４第１

項（１）及び（２）の者から申請があった場合に限る。） 
四 当該装置の改造（プログラム等の改変を含む。以下同じ。）、取り外しそ

の他これらに類する行為であって、当該装置の保安基準適合性に影響を与え

るおそれのあるもの（技術的内容を記載した書面（第５第１項（５）の書面）

の変更が必要となる場合を含む。）を行う場合（使用者が行う場合も含む。）

は、遅滞なく、第５第６項の走行環境条件付与取消申請を行うこと。 
五 第５第１項に基づく申請書及び添付書類の変更がある場合は、遅滞なく、

第５第４項の走行環境条件付与変更申請又は第６項の走行環境条件付与取消

申請を行うこと。（ただし、法第６３条の３の改善措置の届出を行う場合（付

与された走行環境条件において、保安基準に適合しなくなるおそれをなくす

る又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとする場合に

限る。）及び第９第３項の規定により走行環境条件の付与の変更を行う場合

は除く。） 
六 自動運行装置が付与時の性能を満足していない状態にあるときであって、

当該性能を満足させるために必要な措置を講じない場合は、遅滞なく、第５

第６項の走行環境条件付与取消申請を行うこと。（第４第１項（１）及び（２）

の者から申請があった場合に限る。） 
七 第９第１項により付与の取消処分を受けた場合に、走行環境条件付与書を

返納すること。（第４第１項（１）及び（２）の者から申請があった場合に限

る。） 
（２）使用者に対する遵守事項 

一 当該装置を備える自動車を使用しようとするときは、使用の本拠の位置を

管轄する運輸支局等及び軽自動車検査協会事務所等（軽自動車検査協会事務

所支所及び事務所分室を含む。以下同じ。）において、自動車検査証に自動

運行装置を備えている旨の記入を受けること。（第４第１項（３）及び（４）

の者から申請があった場合に限る。） 

二 当該装置を備える自動車に、走行環境条件付与書（走行環境条件が変更さ

れた場合にあっては、変更後の走行環境条件付与書）を備え付けること。（第

４第１項（３）及び（４）の者から申請があった場合に限る。） 
三 当該装置の改造、取り外しその他これらに類する行為を行う場合は、遅滞

なく、申請者に対して、（１）四の走行環境条件付与取消申請の要否につい

て確認をすること。 
四 第５第１項に基づく申請書及び添付書類の変更がある場合は、遅滞なく、

申請者に対して、（１）五の走行環境条件付与変更申請又は走行環境条件付

与取消申請の要否について確認をすること。（第４第１項（３）及び（４）の
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第第６６  審審査査 

１ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、走行環境条件の付与を受けようとする装置に

ついて、次に掲げる基準に適合していること及び第７の遵守事項に違反して使用さ

れるおそれの有無について、申請書及び添付資料により審査するものとする。 

（１）当該走行環境条件を付与したと仮定した場合において、当該走行環境条件の

付与を受けた装置が、保安基準第４８条に定める基準に適合するものであるこ

と。 
（２）申請のあった走行環境状況において、制限速度を超過している等の法令違反

になるものでない等、適切なものであること。 
（３）申請のあった走行環境状況が、通常予見することのできるものであり、かつ、

明確なものであること。 
２ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、申請者が第５第１項（３）の書面において交

通環境又は交通参加者に関する前提条件を設定している場合であって、当該前提条

件が当該走行環境において合理的な内容であると認める場合には、前項（１）の基

準について、当該前提条件が満たされていると仮定して審査するものとする。 
 

第第７７  遵遵守守事事項項のの付付与与等等 

国土交通大臣又は地方運輸局長は、走行環境条件の付与を行う場合は、申請者及び

使用者に対して、それぞれ次に掲げる遵守事項を付すものとする。ただし、必要と認

める場合は、申請者及び使用者に対して、次に掲げる遵守事項以外の遵守事項を付す

ことができる。 

（１）申請者に対する遵守事項 

一 申請に係る装置を備える自動車又は特定共通構造部が、新規検査又は予備

検査時（第４第１項（４）の者から申請があった場合においては、申請時）

及び使用過程時において、自動車の特定改造等の許可に関する省令第４条第

１項（ただし、自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目

等を定める告示（令和２年国土交通省告示第 787 号）第１条第１項中の「協
定規則第 156号の技術的な要件（同規則の規則 7．1．に限る。）」は適用し
ない。）に適合している組織で管理されていること。（第４第１項（３）又は

（４）の者から申請があった場合であって、地域における人又は物の運送サ

ービスを行うものとして使用する自動車に取り付ける装置に係る申請の場合

にあっては、当該自動車が、適切なサイバーセキュリティ対策を講じること

ができる組織で管理されていること。） 
二 当該装置を備える自動車が、新規検査又は予備検査時（第４第１項（４）

の者から申請があった場合においては、申請時）において、サイバーセキュ

リティの確保に係る保安基準第１７条の２第３項及びプログラム等の確実な

改変に係る保安基準同条第４項（いずれも保安基準第５５条に基づく基準緩

和の認定を受けている場合は、条件又は制限として付されている代替の安全
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の遵守事項に違反して使用されるおそれがあると疑うに足りる相当な理由がある

と認める場合は、走行環境条件の付与をしないものとする。この場合において、国

土交通大臣又は地方運輸局長は、理由を付して、その旨を申請者に通知するととも

に、第４第１項（３）及び（４）の者から申請があった場合においては、地方運輸

局長は、当該走行環境条件の付与に係る装置を備えようとする自動車の使用の本拠

の位置を管轄する運輸支局等及び軽自動車検査協会事務所等に通知するものとす

る。 
 
第第９９  行行政政処処分分等等 
１ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、走行環境条件の付与を受けた装置を備える自

動車について、走行環境条件の付与の申請に当たって虚偽の申請を行った場合にお

いて、申請者又は使用者に対し監査（同法第１００条第２項に基づく検査及び関係

者への質問）を実施し、事実関係を確認したとき、又は、第５第６項の申請があっ

た場合において、その取消し事由が適当と認めるときは、走行環境条件の付与の取

消処分を行い、第９号様式により走行環境条件付与取消通知書を申請者に交付する

とともに、第１０号様式により、国土交通大臣（国土交通大臣が取消しを行った場

合を除く。）及び地方運輸局長（取消しを行った地方運輸局長を除く。）に対し、

走行環境条件の付与の取消しを行った旨を通知するものとする。この場合におい

て、国土交通大臣又は地方運輸局長は、取消しの日までに製作された自動運行装置

を備える自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 
２ 第５第６項の申請があった場合において、申請者以外の者が正当な理由なくみだ

りに走行環境条件付与取消申請を行った場合など、その取消し事由が適当と認めら

れない場合は、走行環境条件の付与の取消しを行わないものとする。この場合にお

いて、国土交通大臣又は地方運輸局長は、理由を付して、その旨を申請者に通知す

るものとする。 
３ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、本要領に規定する業務を適切に実施するた

め、新聞等報道や関係機関及び関係団体からの情報等を通じ、第８の付与を受けた

自動運行装置を備える自動車の運行状況の把握に努めるものとする。 
４ 走行環境条件の付与を受けた自動車（道路運送車両の保安基準第 55 条第 1 項、
第 56条第 1項及び第 57条第 1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定
める告示（平成 15年国土交通省告示第 1320号）の適用を受けるものに限る。）の
使用の本拠の位置が基準緩和の認定を行った地方運輸局の管轄外となった場合に

は、走行環境条件の付与は失効するものとする。 
 
附則（令和２年４月１日） 

（適用時期） 

１ この要領は、施行の日以降の走行環境条件の付与の申請から適用する。 
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者から申請があった場合に限る。） 
五 自動運行装置が付与時の性能を満足していない状態にあるときであって、

当該性能を満足させるために必要な措置を講じない場合は、遅滞なく、第５

第６項の走行環境条件付与取消申請を行うこと。（第４第１項（３）及び（４）

の者から申請があった場合に限る。） 
六 第９第１項により付与の取消処分を受けた場合に、走行環境条件付与書を

返納すること。（第４第１項（３）及び（４）の者から申請があった場合に限

る。） 
七 第９第１項により付与の取消処分を受けた場合に、使用の本拠の位置を管

轄する運輸支局等及び軽自動車検査協会事務所等において、自動車検査証の

自動運行装置を備えている旨の記載を削除すること。（第４第１項（３）及

び（４）の者から申請があった場合に限る。） 
八 交通環境又は交通参加者に関する前提条件を設定して審査を受けた場合に

おいて、当該前提条件を満たしていないことが明らかとなった場合には、自

ら走行環境の改善を行い、又は関係者に対し改善を求めるなど、当該前提条

件を確保するための適切な措置を講じること。 
 

第第８８  走走行行環環境境条条件件のの付付与与・・走走行行環環境境条条件件付付与与書書のの交交付付 

１ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、第６の規定に基づいて審査した結果、走行環

境条件の付与を行うことが適当であると判断した場合は、第７に基づく遵守事項を

付したうえで、走行環境条件の付与を行い、第６号様式による走行環境条件付与書

を申請者に交付するものとする。 
２ 第４第１項（３）及び（４）の者から申請があった場合において、地方運輸局長

は、第１項の規定により走行環境条件付与書を申請者に交付したときは、直ちに当

該走行環境条件の付与に係る装置を備える自動車の使用の本拠の位置を管轄する

運輸支局（第４第１項（３）の者のうち、予備検査を受けようとする者の場合は、

最寄りの運輸支局。以下同じ。）等の長及び軽自動車検査協会事務所（第４第１項

（３）の者のうち、予備検査を受けようとする者の場合は、最寄りの軽自動車検査

協会事務所。以下同じ。）等の長に対し、関係資料を添付のうえ、第７号様式によ

り走行環境条件の付与を行った旨を通知するものとする。 
３ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、第１項の規定により走行環境条件付与書を申

請者に交付したときは、国土交通大臣（国土交通大臣が交付を行った場合を除く。）

及び地方運輸局長（交付を行った地方運輸局長を除く。）に対し、関係資料を添付

のうえ、第８号様式により、走行環境条件の付与を行った旨を通知するものとする。

なお、国土交通省から警察庁に対しても同様の情報を提供するものとする。（地方

運輸局長から国土交通大臣へ通知のあったものを含む。） 
４ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、第６の規定に基づいて審査した結果、申請の

あった走行環境条件が第６に掲げる基準に適合していないと認める場合又は第７
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の遵守事項に違反して使用されるおそれがあると疑うに足りる相当な理由がある

と認める場合は、走行環境条件の付与をしないものとする。この場合において、国

土交通大臣又は地方運輸局長は、理由を付して、その旨を申請者に通知するととも

に、第４第１項（３）及び（４）の者から申請があった場合においては、地方運輸

局長は、当該走行環境条件の付与に係る装置を備えようとする自動車の使用の本拠

の位置を管轄する運輸支局等及び軽自動車検査協会事務所等に通知するものとす

る。 
 
第第９９  行行政政処処分分等等 
１ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、走行環境条件の付与を受けた装置を備える自

動車について、走行環境条件の付与の申請に当たって虚偽の申請を行った場合にお

いて、申請者又は使用者に対し監査（同法第１００条第２項に基づく検査及び関係

者への質問）を実施し、事実関係を確認したとき、又は、第５第６項の申請があっ

た場合において、その取消し事由が適当と認めるときは、走行環境条件の付与の取

消処分を行い、第９号様式により走行環境条件付与取消通知書を申請者に交付する

とともに、第１０号様式により、国土交通大臣（国土交通大臣が取消しを行った場

合を除く。）及び地方運輸局長（取消しを行った地方運輸局長を除く。）に対し、

走行環境条件の付与の取消しを行った旨を通知するものとする。この場合におい

て、国土交通大臣又は地方運輸局長は、取消しの日までに製作された自動運行装置

を備える自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 
２ 第５第６項の申請があった場合において、申請者以外の者が正当な理由なくみだ

りに走行環境条件付与取消申請を行った場合など、その取消し事由が適当と認めら

れない場合は、走行環境条件の付与の取消しを行わないものとする。この場合にお

いて、国土交通大臣又は地方運輸局長は、理由を付して、その旨を申請者に通知す

るものとする。 
３ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、本要領に規定する業務を適切に実施するた

め、新聞等報道や関係機関及び関係団体からの情報等を通じ、第８の付与を受けた

自動運行装置を備える自動車の運行状況の把握に努めるものとする。 
４ 走行環境条件の付与を受けた自動車（道路運送車両の保安基準第 55 条第 1 項、
第 56条第 1項及び第 57条第 1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定
める告示（平成 15年国土交通省告示第 1320号）の適用を受けるものに限る。）の
使用の本拠の位置が基準緩和の認定を行った地方運輸局の管轄外となった場合に

は、走行環境条件の付与は失効するものとする。 
 
附則（令和２年４月１日） 

（適用時期） 

１ この要領は、施行の日以降の走行環境条件の付与の申請から適用する。 
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者から申請があった場合に限る。） 
五 自動運行装置が付与時の性能を満足していない状態にあるときであって、

当該性能を満足させるために必要な措置を講じない場合は、遅滞なく、第５

第６項の走行環境条件付与取消申請を行うこと。（第４第１項（３）及び（４）

の者から申請があった場合に限る。） 
六 第９第１項により付与の取消処分を受けた場合に、走行環境条件付与書を

返納すること。（第４第１項（３）及び（４）の者から申請があった場合に限

る。） 
七 第９第１項により付与の取消処分を受けた場合に、使用の本拠の位置を管

轄する運輸支局等及び軽自動車検査協会事務所等において、自動車検査証の

自動運行装置を備えている旨の記載を削除すること。（第４第１項（３）及

び（４）の者から申請があった場合に限る。） 
八 交通環境又は交通参加者に関する前提条件を設定して審査を受けた場合に

おいて、当該前提条件を満たしていないことが明らかとなった場合には、自

ら走行環境の改善を行い、又は関係者に対し改善を求めるなど、当該前提条

件を確保するための適切な措置を講じること。 
 

第第８８  走走行行環環境境条条件件のの付付与与・・走走行行環環境境条条件件付付与与書書のの交交付付 

１ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、第６の規定に基づいて審査した結果、走行環

境条件の付与を行うことが適当であると判断した場合は、第７に基づく遵守事項を

付したうえで、走行環境条件の付与を行い、第６号様式による走行環境条件付与書

を申請者に交付するものとする。 
２ 第４第１項（３）及び（４）の者から申請があった場合において、地方運輸局長

は、第１項の規定により走行環境条件付与書を申請者に交付したときは、直ちに当

該走行環境条件の付与に係る装置を備える自動車の使用の本拠の位置を管轄する

運輸支局（第４第１項（３）の者のうち、予備検査を受けようとする者の場合は、

最寄りの運輸支局。以下同じ。）等の長及び軽自動車検査協会事務所（第４第１項

（３）の者のうち、予備検査を受けようとする者の場合は、最寄りの軽自動車検査

協会事務所。以下同じ。）等の長に対し、関係資料を添付のうえ、第７号様式によ

り走行環境条件の付与を行った旨を通知するものとする。 
３ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、第１項の規定により走行環境条件付与書を申

請者に交付したときは、国土交通大臣（国土交通大臣が交付を行った場合を除く。）

及び地方運輸局長（交付を行った地方運輸局長を除く。）に対し、関係資料を添付

のうえ、第８号様式により、走行環境条件の付与を行った旨を通知するものとする。

なお、国土交通省から警察庁に対しても同様の情報を提供するものとする。（地方

運輸局長から国土交通大臣へ通知のあったものを含む。） 
４ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、第６の規定に基づいて審査した結果、申請の

あった走行環境条件が第６に掲げる基準に適合していないと認める場合又は第７
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第１号様式（第５関係） 

 

走行環境条件付与申請書 

 

年 月 日 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

下記の自動運行装置について、道路運送車両法施行規則第３１条の２

の２の規定に基づき、走行環境条件の付与を受けたいので、別添の書類

を添えて申請します。 

記 

 

１ 走行環境条件の付与を受けようとする装置の名称及び型式 

 

２ 当該装置が使用される場所、気象及び交通その他の状況 

 

３ 省略する添付資料 

 

４ 当該装置の作動中における運転者の要否 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

備考 
(1) 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 
(2) 型式については、必要に応じて類別区分番号も記載する。  
(3) 当該装置が使用される場所、気象及び交通その他の状況については、以下に掲
げる状況を記載する。 
・「道路状況及び地理的状況」：道路の構造や場所など時間的に変化しない静的
な状況 
・「環境状況」：天候及び他の交通の状態を含む、時間的に変化する動的な状
況、かつ、自車以外に係る状況 
・「走行状況」：自車の速度及び運転者の状態を含む、時間的に変化する動的な
状況、かつ、自車に係る状況 
・「その他の状況」：遠隔操作による自動運転車の遠隔地に遠隔監視・操作要員
が存在していることなど前号各号のいずれかひとつに分類することができない
状況 

(4) 省略する添付資料については、複数の類似する自動車について同時に申請する

場合に添付を省略する添付資料の名称を記載する。 

(5) 当該装置の作動中における運転者の要否については、当該装置の運転者（細目

告示第７２条の２第４号に規定する運転者をいう。）の要否に加え、必要に応

じて運転者を要する条件を記載する。 
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附則（令和２年１２月９日） 
１ 本改正規定は、通知の日より施行する。 

２ 令和４年６月 30 日以前の申請にあっては、「走行環境条件の付与の実施要領に

ついて（依命通達）」（令和２年３月 31 日付国自技第 269 号）の一部改正による

第５第１項第４号の規定にかかわらず、本改正前の第５第１項第４号の規定に適合

するものであればよい。 

 

附則（令和５年３月２４日） 

１ 本改正規定は、通知の日より施行する。 
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第１号様式（第５関係） 

 

走行環境条件付与申請書 

 

年 月 日 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

下記の自動運行装置について、道路運送車両法施行規則第３１条の２

の２の規定に基づき、走行環境条件の付与を受けたいので、別添の書類

を添えて申請します。 

記 

 

１ 走行環境条件の付与を受けようとする装置の名称及び型式 

 

２ 当該装置が使用される場所、気象及び交通その他の状況 

 

３ 省略する添付資料 

 

４ 当該装置の作動中における運転者の要否 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

備考 
(1) 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 
(2) 型式については、必要に応じて類別区分番号も記載する。  
(3) 当該装置が使用される場所、気象及び交通その他の状況については、以下に掲
げる状況を記載する。 
・「道路状況及び地理的状況」：道路の構造や場所など時間的に変化しない静的
な状況 
・「環境状況」：天候及び他の交通の状態を含む、時間的に変化する動的な状
況、かつ、自車以外に係る状況 

・「走行状況」：自車の速度及び運転者の状態を含む、時間的に変化する動的な
状況、かつ、自車に係る状況 
・「その他の状況」：遠隔操作による自動運転車の遠隔地に遠隔監視・操作要員
が存在していることなど前号各号のいずれかひとつに分類することができない
状況 

(4) 省略する添付資料については、複数の類似する自動車について同時に申請する

場合に添付を省略する添付資料の名称を記載する。 

(5) 当該装置の作動中における運転者の要否については、当該装置の運転者（細目

告示第７２条の２第４号に規定する運転者をいう。）の要否に加え、必要に応

じて運転者を要する条件を記載する。 
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附則（令和２年１２月９日） 
１ 本改正規定は、通知の日より施行する。 

２ 令和４年６月 30 日以前の申請にあっては、「走行環境条件の付与の実施要領に

ついて（依命通達）」（令和２年３月 31 日付国自技第 269 号）の一部改正による

第５第１項第４号の規定にかかわらず、本改正前の第５第１項第４号の規定に適合

するものであればよい。 

 

附則（令和５年３月２４日） 

１ 本改正規定は、通知の日より施行する。 
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第３号様式（第５関係） 

 

走行環境条件付与変更申請書 

 

年 月 日 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

下記の自動運行装置について、走行環境条件に関連する道路交通イン

フラや道路交通法規等が変更される（又はされた）ため、道路運送車両

法施行規則第３１条の２の２の規定に基づき、走行環境条件の付与を受

けたいので、別添の書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 走行環境条件付与書の文書番号及び付与年月日 

 

２ 自動運行装置の名称及び型式 

 

３ 道路交通インフラや道路交通法規等の変更事項 

 

４ 申請の変更事項及び変更事由 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

備考 
(1) 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。
(2) 型式については、必要に応じて類別区分番号も記載する。 
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第２号様式（第５関係） 

 

既付与装置走行環境条件付与申請書 

 

年 月 日 

国土交通大臣 殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

下記の自動運行装置について、取り付けることができる自動車又は特

定共通構造部の範囲を変更して、道路運送車両法施行規則第３１条の２

の２の規定に基づき、走行環境条件の付与を受けたいので、別添の書類

を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 走行環境条件付与書の文書番号及び付与年月日 

 

２ 自動運行装置の名称及び型式 

 

３ 取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲の変更内容 

及び変更事由 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

備考 
(1) 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 
(2) 型式については、必要に応じて類別区分番号も記載する。 
(3) 取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲の変更内容について
は、添付資料に代えることができる。  
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第３号様式（第５関係） 

 

走行環境条件付与変更申請書 

 

年 月 日 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

下記の自動運行装置について、走行環境条件に関連する道路交通イン

フラや道路交通法規等が変更される（又はされた）ため、道路運送車両

法施行規則第３１条の２の２の規定に基づき、走行環境条件の付与を受

けたいので、別添の書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 走行環境条件付与書の文書番号及び付与年月日 

 

２ 自動運行装置の名称及び型式 

 

３ 道路交通インフラや道路交通法規等の変更事項 

 

４ 申請の変更事項及び変更事由 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

備考 
(1) 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。
(2) 型式については、必要に応じて類別区分番号も記載する。 
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第２号様式（第５関係） 

 

既付与装置走行環境条件付与申請書 

 

年 月 日 

国土交通大臣 殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

下記の自動運行装置について、取り付けることができる自動車又は特

定共通構造部の範囲を変更して、道路運送車両法施行規則第３１条の２

の２の規定に基づき、走行環境条件の付与を受けたいので、別添の書類

を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 走行環境条件付与書の文書番号及び付与年月日 

 

２ 自動運行装置の名称及び型式 

 

３ 取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲の変更内容 

及び変更事由 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

備考 
(1) 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 
(2) 型式については、必要に応じて類別区分番号も記載する。 
(3) 取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲の変更内容について
は、添付資料に代えることができる。  
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第５号様式（第５関係） 

 

走行環境条件付与取消申請書 

 

年  月  日 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

下記の自動運行装置について、付与の取消しを行いたいので、別添の

書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 走行環境条件付与書の文書番号及び付与年月日 

 

２ 自動運行装置の名称及び型式 

 

３ 取消し事由 

 

４ 事由が生じた年月日 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

備考 
(1) 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 

(2) 型式については、必要に応じて類別区分番号も記載する。 
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第４号様式（第５関係） 

 

走行環境条件付与書記載事項変更申請書 

 

年 月 日 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

下記の自動運行装置について、走行環境条件付与書の記載事項の変更

を行いたいので、別添の書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 走行環境条件付与書の文書番号及び付与年月日 

 

２ 自動運行装置の名称及び型式 

 

３ 変更事項及び変更事由 

 

４ 変更年月日 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

備考 
(1) 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 
(2) 型式については、必要に応じて類別区分番号も記載する。 
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第５号様式（第５関係） 

 

走行環境条件付与取消申請書 

 

年  月  日 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

下記の自動運行装置について、付与の取消しを行いたいので、別添の

書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 走行環境条件付与書の文書番号及び付与年月日 

 

２ 自動運行装置の名称及び型式 

 

３ 取消し事由 

 

４ 事由が生じた年月日 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

備考 
(1) 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 

(2) 型式については、必要に応じて類別区分番号も記載する。 
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第４号様式（第５関係） 

 

走行環境条件付与書記載事項変更申請書 

 

年 月 日 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

下記の自動運行装置について、走行環境条件付与書の記載事項の変更

を行いたいので、別添の書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 走行環境条件付与書の文書番号及び付与年月日 

 

２ 自動運行装置の名称及び型式 

 

３ 変更事項及び変更事由 

 

４ 変更年月日 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

備考 
(1) 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 
(2) 型式については、必要に応じて類別区分番号も記載する。 
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  第７号様式（第８関係） 

 

番   号 

年 月 日 

 

運輸支局長 殿 

自動車検査登録事務所長 殿 

軽自動車検査協会 事務所長 殿 

         事務所支所長 殿 

         事務所分室長 殿（単名） 

 

地方運輸局長 

 

走行環境条件付与の通知について 

 

別紙走行環境条件付与書（写）のとおり走行環境条件の付与がなされ

たので、走行環境条件付与申請書（副）を添えて通知します。 

（日本産業規格Ａ列４番） 

- 330 -

 
 

第６号様式（第８関係） 

 

走行環境条件付与書 

番   号 

年 月 日 

 

            殿 

 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 

 

 年 月 日付で申請があった下記の自動運行装置については、道路

運送車両法施行規則第３１条の２の２の規定に基づき、走行環境条件を

付与する。 

 

記 

 

１ 自動運行装置の名称及び型式 

 

２ 当該装置を取り付けることのできる自動車又は特定共通構造部の範囲 

 

３ 走行環境条件 

 

４ 当該装置作動中における運転者の要否 

 

５ 遵守事項 

 

                         （日本産業規格Ａ列４番） 

備考 

(1) 当該装置を取り付けることのできる自動車又は特定共通構造部の範囲について

は、車台番号が特定できる場合にあっては、車台番号を記載する。（車台番号が

特定できない場合にあっては、製造番号等の車両が特定できる番号を記載する。

（第４第１項（３）の者から申請があった場合に限る。）） 
(2) 第６第２項において、交通環境又は交通参加者に関する前提条件が満たされて

いると仮定して審査を行った場合にあっては、走行環境条件において、その内容

を注記する。 
(3) 当該装置の作動中における運転者の要否については、当該装置の運転者（細目

告示第 72条の２第４号に規定する運転者をいう。）の要否に加え、必要に応じ

て運転者を要する条件を記載する。 
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  第７号様式（第８関係） 

 

番   号 

年 月 日 

 

運輸支局長 殿 

自動車検査登録事務所長 殿 

軽自動車検査協会 事務所長 殿 

         事務所支所長 殿 

         事務所分室長 殿（単名） 

 

地方運輸局長 

 

走行環境条件付与の通知について 

 

別紙走行環境条件付与書（写）のとおり走行環境条件の付与がなされ

たので、走行環境条件付与申請書（副）を添えて通知します。 

（日本産業規格Ａ列４番） 
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第６号様式（第８関係） 

 

走行環境条件付与書 

番   号 

年 月 日 

 

            殿 

 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 

 

 年 月 日付で申請があった下記の自動運行装置については、道路

運送車両法施行規則第３１条の２の２の規定に基づき、走行環境条件を

付与する。 

 

記 

 

１ 自動運行装置の名称及び型式 

 

２ 当該装置を取り付けることのできる自動車又は特定共通構造部の範囲 

 

３ 走行環境条件 

 

４ 当該装置作動中における運転者の要否 

 

５ 遵守事項 

 

                         （日本産業規格Ａ列４番） 

備考 

(1) 当該装置を取り付けることのできる自動車又は特定共通構造部の範囲について

は、車台番号が特定できる場合にあっては、車台番号を記載する。（車台番号が

特定できない場合にあっては、製造番号等の車両が特定できる番号を記載する。

（第４第１項（３）の者から申請があった場合に限る。）） 
(2) 第６第２項において、交通環境又は交通参加者に関する前提条件が満たされて

いると仮定して審査を行った場合にあっては、走行環境条件において、その内容

を注記する。 
(3) 当該装置の作動中における運転者の要否については、当該装置の運転者（細目

告示第 72条の２第４号に規定する運転者をいう。）の要否に加え、必要に応じ

て運転者を要する条件を記載する。 
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第９号様式（第９関係） 

 

走行環境条件付与取消通知書 

番   号 

年 月 日 

 

            殿 

 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 

 

下記の自動運行装置について、道路運送車両法施行規則第３１条の２

の２の規定に基づき、走行環境条件の付与を取り消したので通知する。 

 

記 

 

１ 取り消された走行環境条件付与書の文書番号及び付与年月日 

 

２ 自動運行装置の名称及び型式 

 

３ 取り消した理由 

 

４ 取消しの効力の及ぶ範囲 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 
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第８号様式（第８関係） 

 

番   号 

年 月 日 

 

 

国土交通大臣 殿 

地方運輸局長 殿（単名） 

 

 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 

 

走行環境条件付与の通知について 

 

別紙走行環境条件付与書（写）のとおり走行環境条件の付与がなされ

たので、通知します。 

（日本産業規格Ａ列４番） 
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第９号様式（第９関係） 

 

走行環境条件付与取消通知書 

番   号 

年 月 日 

 

            殿 

 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 

 

下記の自動運行装置について、道路運送車両法施行規則第３１条の２

の２の規定に基づき、走行環境条件の付与を取り消したので通知する。 

 

記 

 

１ 取り消された走行環境条件付与書の文書番号及び付与年月日 

 

２ 自動運行装置の名称及び型式 

 

３ 取り消した理由 

 

４ 取消しの効力の及ぶ範囲 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 
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第８号様式（第８関係） 

 

番   号 

年 月 日 

 

 

国土交通大臣 殿 

地方運輸局長 殿（単名） 

 

 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 

 

走行環境条件付与の通知について 

 

別紙走行環境条件付与書（写）のとおり走行環境条件の付与がなされ

たので、通知します。 

（日本産業規格Ａ列４番） 
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 参考様式（第５関係） 

 

年 月 日 

 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

誓  約  書 

 

弊社が使用する名称      、型式       の装置（を備

える車名      、型式      、車台番号      の自

動車）について、道路運送車両法施行規則第３１条の２の２の規定に基

づく走行環境条件の付与の申請に際し、下記のとおり誓約します。 

 

   

走行環境条件の付与に際し付された遵守事項を遵守します。また、使

用者が申請者と異なる場合には、使用者に対して、使用者に対する遵守

事項を遵守するよう申し送りをします。 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

備考    

(1) 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 

(2) 申請者が個人の場合は、「弊社」を「私」と記載する。 

(3) 装置を備える自動車について記載する場合、型式については、必要に応じて類

別区分番号も記載する。また、車台番号の打刻のない自動車にあっては、製造番

号を記載する。 
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第１０号様式（第９関係） 

 

番   号 

年 月 日 

 

国土交通大臣 殿 

地方運輸局長 殿（単名） 

 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 

 

走行環境条件付与取消の通知について 

 

別紙走行環境条件付与取消通知書（写）のとおり走行環境条件の付与

を取り消したので、通知します。 

（日本産業規格Ａ列４番） 
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 参考様式（第５関係） 

 

年 月 日 

 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 殿 

 

申請者の氏名又は名称 

住        所 

 

誓  約  書 

 

弊社が使用する名称      、型式       の装置（を備

える車名      、型式      、車台番号      の自

動車）について、道路運送車両法施行規則第３１条の２の２の規定に基

づく走行環境条件の付与の申請に際し、下記のとおり誓約します。 

 

   

走行環境条件の付与に際し付された遵守事項を遵守します。また、使

用者が申請者と異なる場合には、使用者に対して、使用者に対する遵守

事項を遵守するよう申し送りをします。 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

備考    

(1) 申請者の氏名については、申請者が法人である場合は、法人の代表者とする。 

(2) 申請者が個人の場合は、「弊社」を「私」と記載する。 

(3) 装置を備える自動車について記載する場合、型式については、必要に応じて類

別区分番号も記載する。また、車台番号の打刻のない自動車にあっては、製造番

号を記載する。 
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第１０号様式（第９関係） 

 

番   号 

年 月 日 

 

国土交通大臣 殿 

地方運輸局長 殿（単名） 

 

国土交通大臣（又は地方運輸局長） 

 

走行環境条件付与取消の通知について 

 

別紙走行環境条件付与取消通知書（写）のとおり走行環境条件の付与

を取り消したので、通知します。 

（日本産業規格Ａ列４番） 
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別添 

国 自 整 第 2 6 6 号 

令和５年３月 27 日 

 

 

各地方運輸局長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

 

 自動車局長      

 

 

「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」の一部改正

について 

 

  

「指定自動車整備事業規則等の一部を改正する省令」（令和３年国土交通省令第 66

号）（以降、改正省令という。）が令和６年 10 月１日から施行されることにより、指

定自動車整備事業者は原則として「検査用スキャンツール」を備えることとなる。 

また、改正省令附則第２条（指定自動車整備事業規則の一部改正に関する準備行為）

の規定が令和５年４月１日から施行され、「検査用スキャンツール」に係る申請等が

できることとなる。 

これに伴い、「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」（令和２

年４月１日付け国自整第 353 号）について、別紙新旧対照表のとおり改正したので、

了知されるとともに、遺漏なきよう取り扱われたい。 

なお、関係団体あて別添のとおり通知したことを申し添える。 
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国自整第 266 号の２ 

令和５年３月 27 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 会長 殿 

一般社団法人日本自動車工業会 会長 殿 

一般社団法人全国軽自動車協会連合会 会長 殿 

一般社団法人日本自動車販売協会連合会 会長 殿 

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会 会長 殿 

日本自動車輸入組合 理事長 殿 

日本自動車車体整備協同組合連合会 会長 殿 

全国自動車電装品整備商工組合連合会 会長 殿 

全国タイヤ商工協同組合連合会 会長 殿 

 

 

 国土交通省自動車局長       

（公印省略）      

 

 

「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」の一部改正

について 

 

  

標記につきまして、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に対し通知

しましたので、貴会（貴組合）におかれましては、傘下会員（組合員）に対し周知徹

底方お願い致します。 
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別添 

国 自 整 第 2 6 6 号 

令和５年３月 27 日 

 

 

各地方運輸局長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

 

 自動車局長      

 

 

「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」の一部改正

について 

 

  

「指定自動車整備事業規則等の一部を改正する省令」（令和３年国土交通省令第 66

号）（以降、改正省令という。）が令和６年 10 月１日から施行されることにより、指

定自動車整備事業者は原則として「検査用スキャンツール」を備えることとなる。 

また、改正省令附則第２条（指定自動車整備事業規則の一部改正に関する準備行為）

の規定が令和５年４月１日から施行され、「検査用スキャンツール」に係る申請等が

できることとなる。 

これに伴い、「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」（令和２

年４月１日付け国自整第 353 号）について、別紙新旧対照表のとおり改正したので、

了知されるとともに、遺漏なきよう取り扱われたい。 

なお、関係団体あて別添のとおり通知したことを申し添える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 336 -

    

国自整第 266 号の２ 

令和５年３月 27 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 会長 殿 

一般社団法人日本自動車工業会 会長 殿 

一般社団法人全国軽自動車協会連合会 会長 殿 

一般社団法人日本自動車販売協会連合会 会長 殿 

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会 会長 殿 

日本自動車輸入組合 理事長 殿 

日本自動車車体整備協同組合連合会 会長 殿 

全国自動車電装品整備商工組合連合会 会長 殿 

全国タイヤ商工協同組合連合会 会長 殿 

 

 

 国土交通省自動車局長       

（公印省略）      

 

 

「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」の一部改正

について 

 

  

標記につきまして、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に対し通知

しましたので、貴会（貴組合）におかれましては、傘下会員（組合員）に対し周知徹

底方お願い致します。 
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る自動車の整備又は改造をいう。 

⑻ 「電子制御装置整備」とは、施行規則第３条第８号又は第９号に規

定する自動車の整備又は改造をいう。 

⑼ 「整備士」とは、自動車整備士技能検定規則（昭和 26 年運輸省令第

71 号）の規定による自動車整備士をいう。 

 

 

第２節～第４節 （略） 

 

附則 

１．～５． （略） 

６．改正省令附則第９条の規定によりなお従前の例によることとされて

いる者にあっては、電子制御装置整備に係る認証の取得の有無にかかわ

らず、当面の間、施行規則第３条第８号に規定する運行補助装置を備え

ていない自動車に係る法第 94 条の５第１項又は第 94 条の５の２第１項

の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合

証の交付を行うことができる。 

 

７． （略） 

附則 （令和５年３月 27 日 国自整第 266 号） 

１．本規定は、令和５年４月１日から施行する。なお、検査用スキャン

ツールに係る申請又は届出以外のものに関しては、令和６年９月 30 日ま

での間、従前の例とすることができる。 

２．令和６年 10月１日において、道路運送車両法第 94 条の２第１項の

規定による指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者（検査

用スキャンツールに係る申請又は届出をした者を除く。）については、

令和６年 10 月１日以後、初めて事業場の位置を変更するまでの間は、

なお従前の例によるものとする。 

る自動車の整備又は改造をいう。 

⑺ 「電子制御装置整備」とは、施行規則第３条第８号又は第９号に規

定する自動車の整備又は改造をいう。 

⑻ 「整備士」とは、自動車整備士技能検定規則（昭和 26 年運輸省令第

71 号）の規定による自動車整備士をいう。 

 

 

第２節～第４節 （略） 

 

附則 

１．～５． （略） 

６．改正省令附則第９条の規定によりなお従前の例によることとされて

いる者にあっては、電子制御装置整備に係る認証の取得の有無にかかわ

らず、当面の間、施行規則第３条第８号に規定する運行補助装置又は同

条第９号に規定する自動運行装置を備えていない自動車に係る法第 94

条の５第１項又は第 94条の５の２第１項の規定による保安基準適合証、

保安基準適合標章又は限定保安基準適合証の交付を行うことができる。 

７． （略） 

（新設） 
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別紙 

 「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）」（令和 2年 4月 1日付け、国自整第 353 号） 

の一部改正について（新旧対照表） 

（下線部が改正箇所） 

新 旧 

国自整第３５３号  

令和２年４月１日  

国自整第２６６号  

最終改正 令和５年３月 27 日  

 

各地方運輸局長 殿 

 沖縄総合事務局長 殿 

 

自動車局長      

 

自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達） 

 

本文 （略） 

 

別添 自動車整備事業の取扱い及び指導要領 

 

目次 （略） 

第１節 用語の定義 

⑴～⑸ （略） 

⑹ 「特定整備」とは、法第 49 条第２項に規定する特定整備をいう。 

⑺ 「分解整備」とは、施行規則第３条第１号から第７号までに規定す

国自整第３５３号  

令和２年４月１日  

 

 

 

各地方運輸局長 殿 

 沖縄総合事務局長 殿 

 

自動車局長      

 

自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達） 

 

本文 （略） 

 

別添 自動車整備事業の取扱い及び指導要領 

 

目次 （略） 

第１節 用語の定義 

⑴～⑸ （略） 

（新設） 

⑹ 「分解整備」とは、施行規則第３条第１号から第７号までに規定す
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４～５ （略） 

 

第３～第６ （略） 

 

別添３の２～別添５ （略） 

 

別紙１ （略） 

 

別紙２ 一種整備工場及び二種整備工場 

 

種

別 

番号 認定の種類 

項 目 

一種整備

工場 

二種整備工

場 

備  考 

Ａ

～

Ｆ 

(略) (略) (略) (略) (略) 

Ｇ １～

７ 

(略) (略) (略) (略) 

８ 検査用スキャ

ンツール 

△ － 大型特殊自

動車及び二

輪の小型自

動車以外の

自動車を対

象としない

場合は不要 

 

 

４～５ （略） 

 

第３～第６ （略） 

 

別添３の２～別添５ （略） 

 

別紙１ （略） 

 

別紙２ 一種整備工場及び二種整備工場 

 

種

別 

番号 認定の種類 

項 目 

一種整備

工場 

二種整備工

場 

備  考 

Ａ

～

Ｆ 

(略) (略) (略) (略) (略) 

Ｇ １～

７ 

(略) (略) (略) (略) 

( 新

設) 

(新設) (新設) (新設) (新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
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３．道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年国土交

通省令第６６号。）附則第３条の規定により、なお従前の例によること

とされている者にあっては、検査用スキャンツールの備付の有無にかか

わらず、当面の間、車載式故障診断装置の診断の結果についての検査が

対象外となる自動車に係る法第 94条の５第１項又は第 94条の５第２の

第１項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基

準適合証の交付を行うことができる。 

 

別添１～別添２ （略） 

 

別添３ 指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導要領 

 

目次 （略） 

 

第１ （略） 

 

第２ 指定自動車整備事業の指定基準 

 

１～２ （略） 

 

３ 検査の設備の共同使用 

(1)～(2) （略） 

(3) 共用設備を使用しようとするための契約は、これを使用しようとす

る事業者が、一つの既指定整備工場又は、一つの共同検査施設のみと契

約しているものであること。ただし、炭化水素測定器、黒煙測定器、オ

パシメータ及び検査用スキャンツールの使用に係わる契約についてはこ

の限りでない。 

(4)～(5) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添１～別添２ （略） 

 

別添３ 指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導要領 

 

目次 （略） 

 

第１ （略） 

 

第２ 指定自動車整備事業の指定基準 

 

１～２ （略） 

 

３ 検査の設備の共同使用 

(1)～(2) （略） 

(3) 共用設備を使用しようとするための契約は、これを使用しようとす

る事業者が、一つの既指定整備工場又は、一つの共同検査施設のみと契

約しているものであること。ただし、炭化水素測定器、黒煙測定器及び

オパシメータの使用に係わる契約についてはこの限りでない。 

 

(4)～(5) （略） 
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６～

17 

(略) (略) (略) 

Ｇ

～

Ｈ 

(略) (略) (略) (略) 

 

別紙２の５ 特殊整備工場（タイヤ整備作業） 

種

別 

番号 項目 基準 備考 

Ａ

～

Ｃ 

(略) (略) (略) (略) 

Ｄ １ タイヤ・チェン

ジャ 

(略) (略) 

２～

８ 

(略) (略) (略) 

Ｅ

～

Ｆ 

(略) (略) (略) (略) 

 

別紙３ 指定自動車整備事業の指定に係る申請書等 

１ 

(1) (略） 

(2) 

ア～エ (略） 

オ 指定規則第２条第１項第２号イ～リまでの自動車検査用機械器具に

６～

17 

(略) (略) (略) 

Ｇ

～

Ｈ 

(略) (略) (略) (略) 

 

別紙２の５ 特殊整備工場（タイヤ整備作業） 

種

別 

番号 項目 基準 備考 

Ａ

～

Ｃ 

(略) (略) (略) (略) 

Ｄ １ タイヤ・チエン

ジヤ 

(略) (略) 

２～

８ 

(略) (略) (略) 

Ｅ

～

Ｆ 

(略) (略) (略) (略) 

 

別紙３ 指定自動車整備事業の指定に係る申請書等 

１ 

(1) (略） 

(2) 

ア～エ (略） 

オ 指定規則第２条第１項第２号イ～チまでの自動車検査用機械器具に

-
 3

4
2
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別紙２の２特殊整備工場（車体整備作業（一種）及び車体整備作業（二

種）） 

 

種

別 

番号 項目 車体整備

作業（一

種） 

車体整備

作業（二

種） 

備考 

Ａ

～

Ｈ 

(略) (略) (略) (略) (略) 

（注）１．◎印は、機械の配置及び当該機器に係る作業を行うために十

分な面積を有していなければならないことを示す。 

   ２．○印は、その事業場の作業を行うために十分な面積又は必要

な数量及び機能を有していなければならないことを示す。 

 

別紙２の３ （略） 

 

別紙２の４ 特殊整備工場（原動機整備作業） 

種

別 

番号 項目 基準 備考 

Ａ

～

Ｅ 

(略) (略) (略) (略) 

F １～

４ 

(略) (略) (略) 

５ シックネス・ゲ

ージ 
(略) (略) 

別紙２の２特殊整備工場（車体整備作業（一種）及び車体整備作業（二

種）） 

 

種

別 

番号 項目 車体整備

作業（一

種） 

車体整備

作業（二

種） 

備考 

Ａ

～

Ｈ 

(略) (略) (略) (略) (略) 

（注）１．◎印は、機械の配置及び当該機器に係る作業を行うために十

分な面積を有していなければならいことを示す。 

   ２．○印は、その事業場の作業を行うために十分な面積又は必要

な数量及び機能を有していなけれならないことを示す。 

 

別紙２の３ （略） 

 

別紙２の４ 特殊整備工場（原動機整備作業） 

種

別 

番号 項目 基準 備考 

Ａ

～

Ｅ 

(略) (略) (略) (略) 

F １～

４ 

(略) (略) (略) 

５ シツクネス・

ゲージ 
(略) (略) 
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１～２ (略） 

３ 作業場の基準の解釈 

(1) 

ア (略) 

イ 検査機器を用いて行う検査（音量計、一酸化炭素測定器、炭化水素

測定器、黒煙測定器、オパシメータ及び検査用スキャンツールにより

行う検査を除く。）以外の検査については、現車作業場で行って差し支

えない。 

(2)～(6) (略) 

４ (略） 

別紙３の３～３の８ （略） 

１～２ (略） 

３ 作業場の基準の解釈 

(1) 

ア (略) 

イ 検査機器を用いて行う検査（音量計、一酸化炭素測定器、炭化水素

測定器、黒煙測定器及びオパシメータにより行う検査を除く。）以外の

検査については、現車作業場で行って差し支えない。 

 

(2)～(6) (略) 

４ (略） 

別紙３の３～３の８ （略） 

 

-
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係る国土交通大臣が定める技術上の基準に適合していることを証する

書面 

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検

査用機械器具の審査基準について」（平成７年６月 14 日付け自整第 121

号）により公正に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機

械器具基準適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書

等の書面であること。ただし、リに掲げる自動車検査用機械器具につ

いて、適切な技術的能力を有する者が公表する情報により、技術上の

基準に適合すると判断できる場合はこの限りではない。 

 

２～５ (略） 

 

６ 指定規則第 11 条に基づく変更事項に係る届出書の記載事項及び添

付書面は、次のとおりとする。（指定規則第 11条） 

(1)  (略) 

(2) 添付書類 

ア  (略) 

イ 自動車検査用機械器具に係る変更に係る届出の場合は、次の書面 

(ア) (略) 

(イ) 変更した自動車検査用機械器具が国土交通大臣が定める技術上の

基準に適合していることを証する書面 

上記の書面の取扱いについては、１(2)オと同じ。 

 

 

 

 

別紙３の２ 指定自動車整備事業の指定に係る設備、技術及び管理組織

の審査の基準 

 

係る国土交通大臣が定める技術上の基準に適合していることを証する

書面 

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検

査用機械器具の審査基準について」（平成７年６月 14 日付け自整第 121

号）により公正に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機

械器具基準適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書

等の書面であること。 

 

 

 

２～５ (略） 

 

６ 指定規則第 11 条に基づく変更事項に係る届出書の記載事項及び添

付書面は、次のとおりとする。（指定規則第 11条） 

(1)  (略) 

(2) 添付書類 

ア  (略) 

イ 自動車検査用機械器具に係る変更に係る届出の場合は、次の書面 

(ア) (略) 

(イ) 変更した自動車検査用機械器具が国土交通大臣が定める技術上の

基準に適合していることを証する書面 

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査

用機械器具の審査基準について」（平成７年６月 14 日付け自整第 121 号）

により公正に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具

基準適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面

であること。 

別紙３の２ 指定自動車整備事業の指定に係る設備、技術及び管理組織

の審査の基準 
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第４節 指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導要領 

１ 法第 94 条の２による指定自動車整備事業の指定申請等における申請書、添付書

面等の取扱いについては、別添３「指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指

導要領」により取り扱うものとする。 

２ 法第 94 条の５第１項又は第 94 条の５の２第１項の規定により保安基準適合証、

保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付する場合の取扱い等については、

別添３の２「紙による保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証

の取扱要領」、同法第 94 条の５第２項、第３項により保安基準適合証に記載すべき

事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供する場合の取扱い等については、

別添３の３「電磁的方法による保安基準適合証、保安基準適合標章の取扱要領」に

より取り扱うものとする。 

 

第５節 整備主任者及び自動車検査員等の研修等 

整備主任者及び自動車検査員等の研修等においては、次に掲げる事項により行うも

のとする。 

１ 整備主任者研修の実施事項 

法第 91条の３の規定に基づく同法施行規則第 62条の２の２第１項第８号に規定

する研修については、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行について」

（昭和 58 年５月 23 日付け、自整第 126 号､自安第 100 号）による取扱いのほか､次

に掲げる事項について、別添４「整備主任者研修実施要領」により行うものとする。 

① 自動車の構造及びその整備の方法 

② 自動車の検査方法 

③ 自動車整備検査用機械器具の取扱方法 

④ 整備事業に関する法令及び通達その他整備主任者に必要な事項 

 

２ 自動車検査員研修の実施事項 

法第 94 条の４に基づき指定自動車整備事業者が選任し、届け出のあった自動車

検査員に対する指定規則第 14 条に規定する研修については、次に掲げる事項につ

いて、別添５「自動車検査員研修実施要領」により行うものとする。 

① 自動車の検査方法 

② 自動車検査用機械器具の取扱方法 

③ 自動車検査業務に関連する法令及び通達、その他自動車検査員に必要な事項 

 

３ 自動車検査員教習の実施事項 

 自動車検査員教習については、次に掲げる事項について行うものとする。 

① 自動車の検査方法 

② 自動車検査用機械器具の構造及び取扱方法 

- 346 -

   

別添 

 自動車整備事業の取扱い及び指導要領 

 

目 次 

第１節 用語の定義 

第２節 自動車特定整備事業の認証に係る取扱い及び指導要領 

第３節 優良自動車整備事業者の認定に係る運用要領 

第４節 指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導要領 

第５節 整備主任者及び自動車検査員等の研修等 

 

第１節 用語の定義 

この通達における用語の定義は次の各号の定めるところによる。 

⑴ 「法」とは、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）をいう。 

⑵ 「施行規則」とは、道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）を

いう。 

⑶ 「優良規則」とは、優良自動車整備事業者認定規則（昭和 26 年運輸省令第 72

号）をいう。 

⑷ 「指定規則」とは、指定自動車整備事業規則（昭和 37 年運輸省令第 49 号）を

いう。 

⑸ 「保安基準」とは、道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）を

いう。 

⑹ 「特定整備」とは、法第 49 条第２項に規定する特定整備をいう。 

⑺ 「分解整備」とは、施行規則第３条第１号から第７号までに規定する自動車

の整備又は改造をいう。 

⑻ 「電子制御装置整備」とは、施行規則第３条第８号又は第９号に規定する自動

車の整備又は改造をいう。 

⑼ 「整備士」とは、自動車整備士技能検定規則（昭和 26 年運輸省令第 71 号）の

規定による自動車整備士をいう。 

 

第２節 自動車特定整備事業の認証に係る取扱い及び指導要領 

法第 79 条による自動車特定整備事業の認証申請等の取扱いについては、施行規則

の規定によるほか、別添１「自動車特定整備事業の認証に係る取扱い及び指導要領」

により取り扱うものとする。 

 

第３節 優良自動車整備事業者の認定に係る運用要領 

法第 94 条による優良自動車整備事業者の認定申請等の取扱いについては、優良規

則の規定によるほか、別添２「優良自動車整備事業者の認定に係る運用要領」により

取り扱うものとする。 
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第４節 指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導要領 

１ 法第 94 条の２による指定自動車整備事業の指定申請等における申請書、添付書

面等の取扱いについては、別添３「指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指

導要領」により取り扱うものとする。 

２ 法第 94 条の５第１項又は第 94 条の５の２第１項の規定により保安基準適合証、

保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付する場合の取扱い等については、

別添３の２「紙による保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証

の取扱要領」、同法第 94 条の５第２項、第３項により保安基準適合証に記載すべき

事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供する場合の取扱い等については、

別添３の３「電磁的方法による保安基準適合証、保安基準適合標章の取扱要領」に

より取り扱うものとする。 

 

第５節 整備主任者及び自動車検査員等の研修等 

整備主任者及び自動車検査員等の研修等においては、次に掲げる事項により行うも

のとする。 

１ 整備主任者研修の実施事項 

法第 91条の３の規定に基づく同法施行規則第 62条の２の２第１項第８号に規定

する研修については、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行について」

（昭和 58 年５月 23 日付け、自整第 126 号､自安第 100 号）による取扱いのほか､次

に掲げる事項について、別添４「整備主任者研修実施要領」により行うものとする。 

① 自動車の構造及びその整備の方法 

② 自動車の検査方法 

③ 自動車整備検査用機械器具の取扱方法 

④ 整備事業に関する法令及び通達その他整備主任者に必要な事項 

 

２ 自動車検査員研修の実施事項 

法第 94 条の４に基づき指定自動車整備事業者が選任し、届け出のあった自動車

検査員に対する指定規則第 14 条に規定する研修については、次に掲げる事項につ

いて、別添５「自動車検査員研修実施要領」により行うものとする。 

① 自動車の検査方法 

② 自動車検査用機械器具の取扱方法 

③ 自動車検査業務に関連する法令及び通達、その他自動車検査員に必要な事項 

 

３ 自動車検査員教習の実施事項 

 自動車検査員教習については、次に掲げる事項について行うものとする。 

① 自動車の検査方法 

② 自動車検査用機械器具の構造及び取扱方法 
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別添 

 自動車整備事業の取扱い及び指導要領 

 

目 次 

第１節 用語の定義 

第２節 自動車特定整備事業の認証に係る取扱い及び指導要領 

第３節 優良自動車整備事業者の認定に係る運用要領 

第４節 指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導要領 

第５節 整備主任者及び自動車検査員等の研修等 

 

第１節 用語の定義 

この通達における用語の定義は次の各号の定めるところによる。 

⑴ 「法」とは、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）をいう。 

⑵ 「施行規則」とは、道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）を

いう。 

⑶ 「優良規則」とは、優良自動車整備事業者認定規則（昭和 26 年運輸省令第 72

号）をいう。 

⑷ 「指定規則」とは、指定自動車整備事業規則（昭和 37 年運輸省令第 49 号）を

いう。 

⑸ 「保安基準」とは、道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）を

いう。 

⑹ 「特定整備」とは、法第 49 条第２項に規定する特定整備をいう。 

⑺ 「分解整備」とは、施行規則第３条第１号から第７号までに規定する自動車

の整備又は改造をいう。 

⑻ 「電子制御装置整備」とは、施行規則第３条第８号又は第９号に規定する自動

車の整備又は改造をいう。 

⑼ 「整備士」とは、自動車整備士技能検定規則（昭和 26 年運輸省令第 71 号）の

規定による自動車整備士をいう。 

 

第２節 自動車特定整備事業の認証に係る取扱い及び指導要領 

法第 79 条による自動車特定整備事業の認証申請等の取扱いについては、施行規則

の規定によるほか、別添１「自動車特定整備事業の認証に係る取扱い及び指導要領」

により取り扱うものとする。 

 

第３節 優良自動車整備事業者の認定に係る運用要領 

法第 94 条による優良自動車整備事業者の認定申請等の取扱いについては、優良規

則の規定によるほか、別添２「優良自動車整備事業者の認定に係る運用要領」により

取り扱うものとする。 
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にあっては、令和６年３月 31 日までは、電子制御装置整備に係る認証の取得の有

無にかかわらず、道路運送車両法施行規則第３条第８号に規定する運行補助装置を

備えている自動車に係る法第94条の５第１項又は第94条の５の２第１項の規定に

よる保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証の交付を行うこと

ができる。 

６．改正省令附則第９条の規定によりなお従前の例によることとされている者にあっ

ては、電子制御装置整備に係る認証の取得の有無にかかわらず、当面の間、施行規

則第３条第８号に規定する運行補助装置を備えていない自動車に係る法第 94 条の

５第１項又は第 94 条の５の２第１項の規定による保安基準適合証、保安基準適合

標章又は限定保安基準適合証の交付を行うことができる。 

７．本規定の施行の際現に、平成 22 年４月 30 日以前に指定自動車整備事業者が配布

を受けた適合証綴にあっては、廃止前の「保安基準適合証、保安基準適合標章及び

限定保安基準適合証の取扱いについて」(平成 7 年 3 月 27 日付け自技第 43 号、自

整第 63 号)によりなお従前の例によるものとする。 

附則（令和５年３月 27 日 国自整第 266 号） 

１．本規定は、令和５年４月１日から施行する。なお、検査用スキャンツールに係る

申請又は届出以外のものに関しては、令和６年９月 30 日までの間、従前の例とす

ることができる。 

２．令和６年 10 月１日において、道路運送車両法第 94 条の２第１項の規定による

指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者（検査用スキャンツールに

係る申請又は届出をした者を除く。）については、令和６年 10 月１日以後、初め

て事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例によるものとする。 

３．道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年国土交通省令第６６

号。）附則第３条の規定により、なお従前の例によることとされている者にあって

は、検査用スキャンツールの備付の有無にかかわらず、当面の間、車載式故障診断

装置の診断の結果についての検査が対象外となる自動車に係る法第 94 条の５第１

項又は第 94 条の５第２の第１項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章

又は限定保安基準適合証の交付を行うことができる。 
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③ 自動車検査業務に関連する法令及び通達、その他自動車検査員に必要な事項 

 

４ 整備主任者等資格取得講習の実施事項 

整備主任者等資格取得講習については、次に掲げる事項について、「電子制御装置

整備の整備主任者等に係る運輸支局長等が行う講習について」（令和２年２月６日

付け国自整第 265 号）により行うものとする。 

① 自動車特定整備事業（電子制御装置整備に係る項目に限る。）に係る法令及び運

用等に関すること。 

② 電子制御装置整備に関し、保有する自動車整備士資格において不足する知識及

び技能を補うものであって、実務として発生する整備作業を含むこと。 

 

 

附則 

１．本規定は、令和２年４月１日から施行する。 

２．別紙２中種別Ｂ欄（電子制御装置点検整備作業場を除く。）の基準については、平

成８年６月 30 日以前に、優良自動車整備事業者の認定を受けた者（事業場の位置

を変更するものを除く。）にあっては、廃止前の「指定自動車整備事業規則等の取扱

について（依命通達）」及び「優良自動車整備事業者認定規則の運用について（依命

通達）」の一部改正について」（平成７年３月 27 日付け自整第 62 号）の改正前の種

別Ｂ欄の基準とする。 

３．道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６号。

以下「改正省令」という。）附則第８条の規定において、法第 94 条第１項の規定に

よる優良自動車整備事業者の認定の申請をしている者は、次の各号に掲げる基準に

より判断をする。 

一 令和３年 10 月１日以前に、優良自動車整備事業者の認定の申請を行い、その

結果の通知を受けていないこと 

二 令和３年 10 月１日以前に、自動車特定整備事業の認証を受けている者であっ

て、令和６年３月 31 日までに優良自動車整備事業者の認定（優良自動車整備事

業者認定規則第５条及び第６条に係る認定に限る。）を受けようとしていること 

４．改正省令附則第９条の規定において、法第 94 条の２第１項の規定による指定自

動車整備事業の指定の申請をしている者は、次の各号に掲げる基準により判断をす

る。 

一 令和３年 10 月１日以前に、指定自動車整備事業者の申請を行い、その結果の

通知を受けていないこと 

二 令和３年 10 月１日以前に、自動車特定整備事業の認証を受けている者であっ

て、令和６年３月 31 日までに指定自動車整備事業の指定を受けようとしている

こと 

５．改正省令附則第４条各号の全ての規定の適用を受けている指定自動車整備事業者
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にあっては、令和６年３月 31 日までは、電子制御装置整備に係る認証の取得の有

無にかかわらず、道路運送車両法施行規則第３条第８号に規定する運行補助装置を

備えている自動車に係る法第94条の５第１項又は第94条の５の２第１項の規定に

よる保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証の交付を行うこと

ができる。 

６．改正省令附則第９条の規定によりなお従前の例によることとされている者にあっ

ては、電子制御装置整備に係る認証の取得の有無にかかわらず、当面の間、施行規

則第３条第８号に規定する運行補助装置を備えていない自動車に係る法第 94 条の

５第１項又は第 94 条の５の２第１項の規定による保安基準適合証、保安基準適合

標章又は限定保安基準適合証の交付を行うことができる。 

７．本規定の施行の際現に、平成 22 年４月 30 日以前に指定自動車整備事業者が配布

を受けた適合証綴にあっては、廃止前の「保安基準適合証、保安基準適合標章及び

限定保安基準適合証の取扱いについて」(平成 7 年 3 月 27 日付け自技第 43 号、自

整第 63 号)によりなお従前の例によるものとする。 

附則（令和５年３月 27 日 国自整第 266 号） 

１．本規定は、令和５年４月１日から施行する。なお、検査用スキャンツールに係る

申請又は届出以外のものに関しては、令和６年９月 30 日までの間、従前の例とす

ることができる。 

２．令和６年 10 月１日において、道路運送車両法第 94 条の２第１項の規定による

指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者（検査用スキャンツールに

係る申請又は届出をした者を除く。）については、令和６年 10 月１日以後、初め

て事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例によるものとする。 

３．道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年国土交通省令第６６

号。）附則第３条の規定により、なお従前の例によることとされている者にあって

は、検査用スキャンツールの備付の有無にかかわらず、当面の間、車載式故障診断

装置の診断の結果についての検査が対象外となる自動車に係る法第 94 条の５第１

項又は第 94 条の５第２の第１項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章

又は限定保安基準適合証の交付を行うことができる。 
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③ 自動車検査業務に関連する法令及び通達、その他自動車検査員に必要な事項 

 

４ 整備主任者等資格取得講習の実施事項 

整備主任者等資格取得講習については、次に掲げる事項について、「電子制御装置

整備の整備主任者等に係る運輸支局長等が行う講習について」（令和２年２月６日

付け国自整第 265 号）により行うものとする。 

① 自動車特定整備事業（電子制御装置整備に係る項目に限る。）に係る法令及び運

用等に関すること。 

② 電子制御装置整備に関し、保有する自動車整備士資格において不足する知識及

び技能を補うものであって、実務として発生する整備作業を含むこと。 

 

 

附則 

１．本規定は、令和２年４月１日から施行する。 

２．別紙２中種別Ｂ欄（電子制御装置点検整備作業場を除く。）の基準については、平

成８年６月 30 日以前に、優良自動車整備事業者の認定を受けた者（事業場の位置

を変更するものを除く。）にあっては、廃止前の「指定自動車整備事業規則等の取扱

について（依命通達）」及び「優良自動車整備事業者認定規則の運用について（依命

通達）」の一部改正について」（平成７年３月 27 日付け自整第 62 号）の改正前の種

別Ｂ欄の基準とする。 

３．道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６号。

以下「改正省令」という。）附則第８条の規定において、法第 94 条第１項の規定に

よる優良自動車整備事業者の認定の申請をしている者は、次の各号に掲げる基準に

より判断をする。 

一 令和３年 10 月１日以前に、優良自動車整備事業者の認定の申請を行い、その

結果の通知を受けていないこと 

二 令和３年 10 月１日以前に、自動車特定整備事業の認証を受けている者であっ

て、令和６年３月 31 日までに優良自動車整備事業者の認定（優良自動車整備事

業者認定規則第５条及び第６条に係る認定に限る。）を受けようとしていること 

４．改正省令附則第９条の規定において、法第 94 条の２第１項の規定による指定自

動車整備事業の指定の申請をしている者は、次の各号に掲げる基準により判断をす

る。 

一 令和３年 10 月１日以前に、指定自動車整備事業者の申請を行い、その結果の

通知を受けていないこと 

二 令和３年 10 月１日以前に、自動車特定整備事業の認証を受けている者であっ

て、令和６年３月 31 日までに指定自動車整備事業の指定を受けようとしている

こと 

５．改正省令附則第４条各号の全ての規定の適用を受けている指定自動車整備事業者
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７ 電子制御装置点検整備作業場及び車両置場の共同使用 

次に掲げる要件を満たすときは、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場を他

の事業者と共同使用することができる。 

⑴ 共同使用とする電子制御装置点検整備作業場及び車両置場（以下「電子制御装

置点検整備作業場の共用設備」という。）は、これを使用しようとする事業者の事

業場と電子制御装置点検整備作業場の共用設備との間の道路交通の状況、電子制

御装置点検整備作業場の共同使用の形態等を勘案して、これを使用しようとする

すべての事業者が支障なく整備作業を行うことができる位置にあり、自動車によ

り電子制御装置点検整備作業場の共用設備に至る所要時間が、おおむね１時間以

内の位置にあること。 

⑵ 電子制御装置点検整備作業場の共用設備の能力は、これを使用しようとするす

べての事業者の整備能力に対応したものであり、活用度合等において、電子制御

装置点検整備作業場の共同使用の用に耐えうる十分な余力を有するものである

こと。 

⑶ 電子制御装置点検整備作業場の共用設備の共同使用に関して、契約等の書面に

より、これを使用しようとする全ての事業者がそれぞれの事業場のために支障な

く使用することができる旨明確に定められていること。この場合において、共同

使用のための契約は、これを使用しようとする事業者が、複数の事業者と交わし

たものであっても差し支えない。 

⑷ 電子制御装置点検整備作業場の共用設備を使用して電子制御装置整備を行う

自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。この場

合において、当該共用設備に附置されている車両置場の広さは、当該共用設備を

常時使用する自動車の大きさ及び両数に対応した面積を有しているものである

こと。 

８ 電子制御装置整備を行う事業場の所在地に関する取扱い 

電子制御装置整備のみを行う事業場であって離れた電子制御装置点検整備作業

場を設けようとする場合には、次に掲げる要件を満たす場所を事業場の所在地とす

ること。この場合において、事業場の所在地は、⑴の場所とし、離れた電子制御装

置点検整備作業場には、電子制御装置整備を行う自動車を一時的に収容することが

できる車両置場が附置されていること。 

⑴ 電子制御装置整備に付随して行われる事務作業等をするための事務所等を有

すること。 

⑵ 下表に掲げる規模の作業場を有すること。 

 

対象とする自動車の種類 作業場の規模の基準 

間口 奥行 

普通自動車(車両総重量が８トン以上のもの、

最大積載量が５トン以上のもの又は乗車定員

３メートル 11メートル 
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別添１ 自動車特定整備事業の認証に係る取扱い及び指導要領 

 

目 次 

第１ 自動車特定整備事業の認証に係る申請書類等 

第２ 自動車特定整備事業の認証における取扱い 

第３ 自動車特定整備事業者の遵守事項等 

第４ エーミング作業を実施する場所 

第５ 自動車特定整備事業者の標識の塗色及び表示 

 

第１ 自動車特定整備事業の認証に係る申請書類等 

自動車特定整備事業の認証に係る申請及び届出等における申請書類等については、

別紙１によることとする。 

 

第２ 自動車特定整備事業の認証における取扱い 

１ 自動車特定整備事業に係る従業員については、優良自動車整備事業に係る事業場

管理責任者、主任技術者及び工員と兼務しても差し支えない。 

２ 作業機械等については、優良自動車整備事業に係る機械工具及び計器類と兼用し

ても差し支えない。 

３ 整備作業等に支障がないと判断される場合には、自動車特定整備事業の屋内作業

場、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場については、それぞれ優良自動車整

備事業に係る作業場及び車両置場と兼用しても差し支えない。 

４ 電子制御装置点検整備作業場については、指定自動車整備事業に係る完成検査場

と兼用しても差し支えない。この場合において、完成検査場で行える作業は、電子

制御装置整備のうち施行規則第３条第８号ハに係る作業以外とする。 

５ 施行規則第３条第８号ハに係る作業の取扱い 

電子制御装置整備のうち施行規則第３条第８号ハに係る作業（当該作業に付随し

て行われる同号イ及びロの取り外しを含む。）については、事業場の敷地内（完成検

査場及び車両置場を除く。）で実施することができる。 

また、次に掲げる要件を満たす場合において、事業場の一部として取扱い、当該

作業を実施することができる。 

⑴ ８⑵に掲げる規模の作業場を有すること。 

⑵ 自動車により当該事業場の所在地から離れた作業場に至る所要時間がおおむ

ね１時間以内の位置にあること。 

６ 離れた電子制御装置点検整備作業場の取扱い 

事業場の所在地と所在地を異にする作業場（電子制御装置点検整備作業場に限る。

以下「離れた作業場」という。）については、自動車により当該事業場の所在地から

離れた作業場に至る所要時間がおおむね１時間以内の位置にある場合には、当該作

業場を事業場の一部として扱うことができる。 
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７ 電子制御装置点検整備作業場及び車両置場の共同使用 

次に掲げる要件を満たすときは、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場を他

の事業者と共同使用することができる。 

⑴ 共同使用とする電子制御装置点検整備作業場及び車両置場（以下「電子制御装

置点検整備作業場の共用設備」という。）は、これを使用しようとする事業者の事

業場と電子制御装置点検整備作業場の共用設備との間の道路交通の状況、電子制

御装置点検整備作業場の共同使用の形態等を勘案して、これを使用しようとする

すべての事業者が支障なく整備作業を行うことができる位置にあり、自動車によ

り電子制御装置点検整備作業場の共用設備に至る所要時間が、おおむね１時間以

内の位置にあること。 

⑵ 電子制御装置点検整備作業場の共用設備の能力は、これを使用しようとするす

べての事業者の整備能力に対応したものであり、活用度合等において、電子制御

装置点検整備作業場の共同使用の用に耐えうる十分な余力を有するものである

こと。 

⑶ 電子制御装置点検整備作業場の共用設備の共同使用に関して、契約等の書面に

より、これを使用しようとする全ての事業者がそれぞれの事業場のために支障な

く使用することができる旨明確に定められていること。この場合において、共同

使用のための契約は、これを使用しようとする事業者が、複数の事業者と交わし

たものであっても差し支えない。 

⑷ 電子制御装置点検整備作業場の共用設備を使用して電子制御装置整備を行う

自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。この場

合において、当該共用設備に附置されている車両置場の広さは、当該共用設備を

常時使用する自動車の大きさ及び両数に対応した面積を有しているものである

こと。 

８ 電子制御装置整備を行う事業場の所在地に関する取扱い 

電子制御装置整備のみを行う事業場であって離れた電子制御装置点検整備作業

場を設けようとする場合には、次に掲げる要件を満たす場所を事業場の所在地とす

ること。この場合において、事業場の所在地は、⑴の場所とし、離れた電子制御装

置点検整備作業場には、電子制御装置整備を行う自動車を一時的に収容することが

できる車両置場が附置されていること。 

⑴ 電子制御装置整備に付随して行われる事務作業等をするための事務所等を有

すること。 

⑵ 下表に掲げる規模の作業場を有すること。 

 

対象とする自動車の種類 作業場の規模の基準 

間口 奥行 

普通自動車(車両総重量が８トン以上のもの、

最大積載量が５トン以上のもの又は乗車定員

３メートル 11メートル 
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別添１ 自動車特定整備事業の認証に係る取扱い及び指導要領 

 

目 次 

第１ 自動車特定整備事業の認証に係る申請書類等 

第２ 自動車特定整備事業の認証における取扱い 

第３ 自動車特定整備事業者の遵守事項等 

第４ エーミング作業を実施する場所 

第５ 自動車特定整備事業者の標識の塗色及び表示 

 

第１ 自動車特定整備事業の認証に係る申請書類等 

自動車特定整備事業の認証に係る申請及び届出等における申請書類等については、

別紙１によることとする。 

 

第２ 自動車特定整備事業の認証における取扱い 

１ 自動車特定整備事業に係る従業員については、優良自動車整備事業に係る事業場

管理責任者、主任技術者及び工員と兼務しても差し支えない。 

２ 作業機械等については、優良自動車整備事業に係る機械工具及び計器類と兼用し

ても差し支えない。 

３ 整備作業等に支障がないと判断される場合には、自動車特定整備事業の屋内作業

場、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場については、それぞれ優良自動車整

備事業に係る作業場及び車両置場と兼用しても差し支えない。 

４ 電子制御装置点検整備作業場については、指定自動車整備事業に係る完成検査場

と兼用しても差し支えない。この場合において、完成検査場で行える作業は、電子

制御装置整備のうち施行規則第３条第８号ハに係る作業以外とする。 

５ 施行規則第３条第８号ハに係る作業の取扱い 

電子制御装置整備のうち施行規則第３条第８号ハに係る作業（当該作業に付随し

て行われる同号イ及びロの取り外しを含む。）については、事業場の敷地内（完成検

査場及び車両置場を除く。）で実施することができる。 

また、次に掲げる要件を満たす場合において、事業場の一部として取扱い、当該

作業を実施することができる。 

⑴ ８⑵に掲げる規模の作業場を有すること。 

⑵ 自動車により当該事業場の所在地から離れた作業場に至る所要時間がおおむ

ね１時間以内の位置にあること。 

６ 離れた電子制御装置点検整備作業場の取扱い 

事業場の所在地と所在地を異にする作業場（電子制御装置点検整備作業場に限る。

以下「離れた作業場」という。）については、自動車により当該事業場の所在地から

離れた作業場に至る所要時間がおおむね１時間以内の位置にある場合には、当該作

業場を事業場の一部として扱うことができる。 
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３ 料金の請求 

依頼者から依頼されない点検又は整備を不当に行い、その料金を請求するとは、

依頼された点検又は整備の作業と技術的にみて関連性がないと認められる点検又

は整備の作業を行い、その料金を請求することをいう。 

４ 不正改造の禁止 

保安基準に適合しなくなるように自動車の改造を行うことには、当該作業を他の

事業者（下請事業者を含む。）に依頼して行う場合を含む。 

５ 法第 57 条の２第１項の情報に基づく必要な点検及び整備の実施 

電子制御装置整備を行う場合にあっては、法第 57 条の２第１項に規定する自動

車の型式に固有の技術上の情報に基づいた手順、条件等において作業を実施しない

と作業の完了に支障がある作業については、当該情報に基づいて点検及び整備を実

施すること。 

６ エーミング作業の実施における必要な措置 

施行規則第３条第８号に規定する運行補助装置の取り外し又は取付位置若しく

は取付角度の変更を実施した場合において、その後、エーミング作業の実施が必要

となるため、エーミング作業が実施できるよう作業場内の障害物となるものを移動

させるなどして必要な空間を確保するとともに、エーミング作業を行う自動車に合

ったターゲット等を準備するなど、エーミング作業を適切に実施すること。 

また、やむを得ず、エーミング作業を他の電子制御装置整備の認証を受けている

自動車特定整備事業者に委託する場合には、確実にエーミング作業が実施されるよ

う委託すること。 

７ 離れた作業場及び電子制御装置点検整備作業場の共用設備の取扱い 

離れた作業場及び電子制御装置点検整備作業場の共用設備を有する事業場にあ

っては、次に掲げる事項を満たすものであること。 

⑴ 電子制御装置整備を行うため、当該事業場と離れた作業場間において自動車を

移動させるときは、事業者責任のもと、十分な安全措置を講じた上で移動させる

こと。 

⑵ 事業者は、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場の使用状況等を確実に把

握し、適切に当該作業場及び作業機械等の保守管理を実施するものであること。 

 

第４ エーミング作業を実施する場所 

エーミング作業を実施するために必要なスペースが確保できない場合など、電子

制御装置点検整備作業場において実施することが困難である場合に、自動車製作者

等の作成する整備要領書等においてエーミング作業を屋外で実施することが許容

されている場合には、当該事業場の敷地内に限り、電子制御装置点検整備作業場以

外の場所においてエーミング作業を実施して差し支えないものとし、特定整備記録

簿に当該エーミング作業を実施した場所及び天候などを記載することとする。 
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が30人以上のものに限る。) 

普通自動車(最大積載量が２トンを超えるも

の又は乗車定員が11人以上のものに限り、上

欄に掲げるものを除く。) 

３メートル ８メートル 

普通自動車(貨物の運送の用に供するもの又

は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう

自動車その他特種の用途に供するものに限り

、上二欄に掲げるものを除く。) 

2.5メートル ６メートル 

普通自動車(上三欄に掲げるものを除く。) 2.5メートル 5.5メートル 

四輪の小型自動車 2.5メートル 5.5メートル 

三輪の小型自動車 2.5メートル 5.5メートル 

軽自動車 ２メートル 3.5メートル 

 

第３ 自動車特定整備事業者の遵守事項等 

法第91条の３の規定に基づく施行規則第62条の２の２に規定する自動車特定整備

事業者が遵守しなければならない事項の取扱い及び指導は、次のとおりとする。 

１ 定期点検整備作業に係る料金の掲示 

⑴ 事業場における点検又は整備の作業に係る料金の掲示の内容は、次のとおりと

する。 

ア 施行規則別表第１に掲げる自動車の種別等を例に自動車の種類を区分し、点

検時期別の料金を記載したものであること。 

イ 掲示する料金により行う整備の作業の内容を明確にしたものであること。 

⑵ 料金を掲示する場所は、事業場の事務所の受付場所等依頼者の見易い位置とす

る。 

２ 定期点検整備作業の依頼者への説明及び概算見積りを記載した書面の交付又は、

これを記録した電磁的記録の提供 

⑴ 点検又は整備の作業の依頼者に対する説明は、依頼のあった内容を十分に確認

し、当該自動車の初度登録年、走行距離等の使用実態及び過去の点検又は整備の

実施状況を参考に受入点検等を行った後、必要となると認められる整備の内容及

びその整備の必要性について行うものとする。 

⑵ 点検又は整備の作業に係る料金の概算見積りを記載した書面を交付又は、これ

を記録した電磁的記録を提供した後に、作業過程において見積金額の変更を伴う

整備の必要性が新たに発見された場合には、あらかじめ依頼者の了解がある場合

を除き、原則として依頼者に対し追加整備の内容及び変更後の概算見積りについ

て連絡し、承諾を得たうえで作業も行うものとする。 

また、この場合においては、事業者控の料金概算見積りを記載した書面又は、

これを記録した電磁的記録に依頼者の承諾年月日、必要となった整備の内容及び

変更後の概算見積りの額を記載又は記録しておくこと。 
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３ 料金の請求 

依頼者から依頼されない点検又は整備を不当に行い、その料金を請求するとは、

依頼された点検又は整備の作業と技術的にみて関連性がないと認められる点検又

は整備の作業を行い、その料金を請求することをいう。 

４ 不正改造の禁止 

保安基準に適合しなくなるように自動車の改造を行うことには、当該作業を他の

事業者（下請事業者を含む。）に依頼して行う場合を含む。 

５ 法第 57 条の２第１項の情報に基づく必要な点検及び整備の実施 

電子制御装置整備を行う場合にあっては、法第 57 条の２第１項に規定する自動

車の型式に固有の技術上の情報に基づいた手順、条件等において作業を実施しない

と作業の完了に支障がある作業については、当該情報に基づいて点検及び整備を実

施すること。 

６ エーミング作業の実施における必要な措置 

施行規則第３条第８号に規定する運行補助装置の取り外し又は取付位置若しく

は取付角度の変更を実施した場合において、その後、エーミング作業の実施が必要

となるため、エーミング作業が実施できるよう作業場内の障害物となるものを移動

させるなどして必要な空間を確保するとともに、エーミング作業を行う自動車に合

ったターゲット等を準備するなど、エーミング作業を適切に実施すること。 

また、やむを得ず、エーミング作業を他の電子制御装置整備の認証を受けている

自動車特定整備事業者に委託する場合には、確実にエーミング作業が実施されるよ

う委託すること。 

７ 離れた作業場及び電子制御装置点検整備作業場の共用設備の取扱い 

離れた作業場及び電子制御装置点検整備作業場の共用設備を有する事業場にあ

っては、次に掲げる事項を満たすものであること。 

⑴ 電子制御装置整備を行うため、当該事業場と離れた作業場間において自動車を

移動させるときは、事業者責任のもと、十分な安全措置を講じた上で移動させる

こと。 

⑵ 事業者は、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場の使用状況等を確実に把

握し、適切に当該作業場及び作業機械等の保守管理を実施するものであること。 

 

第４ エーミング作業を実施する場所 

エーミング作業を実施するために必要なスペースが確保できない場合など、電子

制御装置点検整備作業場において実施することが困難である場合に、自動車製作者

等の作成する整備要領書等においてエーミング作業を屋外で実施することが許容

されている場合には、当該事業場の敷地内に限り、電子制御装置点検整備作業場以

外の場所においてエーミング作業を実施して差し支えないものとし、特定整備記録

簿に当該エーミング作業を実施した場所及び天候などを記載することとする。 
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が30人以上のものに限る。) 

普通自動車(最大積載量が２トンを超えるも

の又は乗車定員が11人以上のものに限り、上

欄に掲げるものを除く。) 

３メートル ８メートル 

普通自動車(貨物の運送の用に供するもの又

は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう

自動車その他特種の用途に供するものに限り

、上二欄に掲げるものを除く。) 

2.5メートル ６メートル 

普通自動車(上三欄に掲げるものを除く。) 2.5メートル 5.5メートル 

四輪の小型自動車 2.5メートル 5.5メートル 

三輪の小型自動車 2.5メートル 5.5メートル 

軽自動車 ２メートル 3.5メートル 

 

第３ 自動車特定整備事業者の遵守事項等 

法第91条の３の規定に基づく施行規則第62条の２の２に規定する自動車特定整備

事業者が遵守しなければならない事項の取扱い及び指導は、次のとおりとする。 

１ 定期点検整備作業に係る料金の掲示 

⑴ 事業場における点検又は整備の作業に係る料金の掲示の内容は、次のとおりと

する。 

ア 施行規則別表第１に掲げる自動車の種別等を例に自動車の種類を区分し、点

検時期別の料金を記載したものであること。 

イ 掲示する料金により行う整備の作業の内容を明確にしたものであること。 

⑵ 料金を掲示する場所は、事業場の事務所の受付場所等依頼者の見易い位置とす

る。 

２ 定期点検整備作業の依頼者への説明及び概算見積りを記載した書面の交付又は、

これを記録した電磁的記録の提供 

⑴ 点検又は整備の作業の依頼者に対する説明は、依頼のあった内容を十分に確認

し、当該自動車の初度登録年、走行距離等の使用実態及び過去の点検又は整備の

実施状況を参考に受入点検等を行った後、必要となると認められる整備の内容及

びその整備の必要性について行うものとする。 

⑵ 点検又は整備の作業に係る料金の概算見積りを記載した書面を交付又は、これ

を記録した電磁的記録を提供した後に、作業過程において見積金額の変更を伴う

整備の必要性が新たに発見された場合には、あらかじめ依頼者の了解がある場合

を除き、原則として依頼者に対し追加整備の内容及び変更後の概算見積りについ

て連絡し、承諾を得たうえで作業も行うものとする。 

また、この場合においては、事業者控の料金概算見積りを記載した書面又は、

これを記録した電磁的記録に依頼者の承諾年月日、必要となった整備の内容及び

変更後の概算見積りの額を記載又は記録しておくこと。 
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別添２ 優良自動車整備事業者の認定に係る運用要領 

 

優良規則第５条から第７条までに規定する基準に適合するかどうかを審査する場

合は、次に掲げる事項に十分留意して判定すること。 

⑴  優良規則第５条から第７条までの第１号及び優良規則第５条第２号 

実施できる整備作業の範囲及び検査作業と整備作業との分業化の状態について

の人員及び施設の関連 

⑵ 優良規則第５条第３号 

ア 機械工具及び計器類の種類及び数量（別紙２から別紙２の５により判定する

こと。） 

イ 機械工具及び計器類の機能及び精度 

ウ 機械類の配列 

エ 建屋の構造及び配列 

オ 作業場及び車両置場の面積（別紙２から別紙２の５により判定すること。） 

カ 作業場の採光、照明、通風、排水、天井の高さ及び床面積等作業環境 

キ 車両通路の確保 

ク 機械工具、計器類及び建屋の管理状況 

⑶ 優良規則第５条第４号 

ア 作業の流れ、作業指示等作業工程の管理状況 

イ 作業の標準化、作業の改善等技術の管理状況 

ウ 定期点検の実施体制（一種整備工場及び二種整備工場の場合に限る。） 

エ 検査の実施体制 

オ 整備完了車又は整備完了品のできばえ及びその管理状況 

カ 外注作業のできばえ及びその管理状況 

キ 使用部品の管理状況 

ク 機械工具及び計器類の活用状況 

ケ 整理、整とん 

コ 工員の経験年数及び作業態度 

サ 整備主任者の研修受講その他従業員の教育状況 

シ 作業能率及びその向上対策 

⑷ 優良規則第５条第７号 

整備士の数及びその工員中に占める割合（別紙２から別紙２の５により判定する

こと。） 

⑸ 優良規則第５条第８号 

ア 事業経営の態度 

イ 事業場管理責任者の管理能力 

ウ 保有する工員の数（別紙２から別紙２の５により判定すること。） 

エ 事業場の立地条件 
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第５ 自動車特定整備事業者の標識の塗色及び表示 

１ 認証を受けた自動車特定整備事業者が事業場に掲げる法第 89 条に基づく標識の

塗色は次のとおりとする。 

⑴ 施行規則第 20 号様式備考（７）「施行規則第３条第１号から第７号までに掲げ

る分解整備の全部及び電子制御装置整備を行う事業場」とは、対象とする自動車

のうち、少なくとも一つの対象自動車において、分解整備の全部及び電子制御装

置整備を行う事業場をいい、その場合の標識の塗色は、若草色とする。 

⑵ ⑴以外の事業場の標識の塗色は、橙黄色とする。 

２ 対象とする整備の種類又は装置を限定する場合は、施行規則第 20 号様式（自動

車特定整備事業者の標識）の図示の例により、その旨を表示すること。ただし、「電

子制御装置整備（運行補助装置に限る）」場合にあっては、「電子制御装置整備（自

動運行装置を除く）」と表示すること。 
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別添２ 優良自動車整備事業者の認定に係る運用要領 

 

優良規則第５条から第７条までに規定する基準に適合するかどうかを審査する場

合は、次に掲げる事項に十分留意して判定すること。 

⑴  優良規則第５条から第７条までの第１号及び優良規則第５条第２号 

実施できる整備作業の範囲及び検査作業と整備作業との分業化の状態について

の人員及び施設の関連 

⑵ 優良規則第５条第３号 

ア 機械工具及び計器類の種類及び数量（別紙２から別紙２の５により判定する

こと。） 

イ 機械工具及び計器類の機能及び精度 

ウ 機械類の配列 

エ 建屋の構造及び配列 

オ 作業場及び車両置場の面積（別紙２から別紙２の５により判定すること。） 

カ 作業場の採光、照明、通風、排水、天井の高さ及び床面積等作業環境 

キ 車両通路の確保 

ク 機械工具、計器類及び建屋の管理状況 

⑶ 優良規則第５条第４号 

ア 作業の流れ、作業指示等作業工程の管理状況 

イ 作業の標準化、作業の改善等技術の管理状況 

ウ 定期点検の実施体制（一種整備工場及び二種整備工場の場合に限る。） 

エ 検査の実施体制 

オ 整備完了車又は整備完了品のできばえ及びその管理状況 

カ 外注作業のできばえ及びその管理状況 

キ 使用部品の管理状況 

ク 機械工具及び計器類の活用状況 

ケ 整理、整とん 

コ 工員の経験年数及び作業態度 

サ 整備主任者の研修受講その他従業員の教育状況 

シ 作業能率及びその向上対策 

⑷ 優良規則第５条第７号 

整備士の数及びその工員中に占める割合（別紙２から別紙２の５により判定する

こと。） 

⑸ 優良規則第５条第８号 

ア 事業経営の態度 

イ 事業場管理責任者の管理能力 

ウ 保有する工員の数（別紙２から別紙２の５により判定すること。） 

エ 事業場の立地条件 
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第５ 自動車特定整備事業者の標識の塗色及び表示 

１ 認証を受けた自動車特定整備事業者が事業場に掲げる法第 89 条に基づく標識の

塗色は次のとおりとする。 

⑴ 施行規則第 20 号様式備考（７）「施行規則第３条第１号から第７号までに掲げ

る分解整備の全部及び電子制御装置整備を行う事業場」とは、対象とする自動車

のうち、少なくとも一つの対象自動車において、分解整備の全部及び電子制御装

置整備を行う事業場をいい、その場合の標識の塗色は、若草色とする。 

⑵ ⑴以外の事業場の標識の塗色は、橙黄色とする。 

２ 対象とする整備の種類又は装置を限定する場合は、施行規則第 20 号様式（自動

車特定整備事業者の標識）の図示の例により、その旨を表示すること。ただし、「電

子制御装置整備（運行補助装置に限る）」場合にあっては、「電子制御装置整備（自

動運行装置を除く）」と表示すること。 

 

  

- 353 -
―― 303

SEKEN2023.indd   303SEKEN2023.indd   303 2023/08/23   11:41:522023/08/23   11:41:52



   

別添３ 指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導要領 

 

目 次 

第１ 指定自動車整備事業の指定に係る申請書類等 

第２ 指定自動車整備事業の指定基準 

第３ 指定自動車整備事業者の遵守事項等 

第４ 指定自動車整備事業者が行う整備作業の一部の委託（電子制御装置整備に限

る。） 

第５ 自動車検査員の服務 

第６ 限定自動車検査証の交付を受けた自動車の取扱い 

 

第１ 指定自動車整備事業の指定に係る申請書類等 

指定自動車整備事業の指定に係る申請及び届出等における申請書類等については、

別紙３によることとする。 

 

第２ 指定自動車整備事業の指定基準 

１ 設備、技術及び管理組織 

法第 94 条の２に基づく設備（自動車の検査の設備を除く。）、技術及び管理組織

は、次の⑴から⑻までの基準により判定すること。この場合において、⑵ア及びオ、

⑶のオ、⑹、⑺のイ及びウについては、別紙３の２により判定すること。 

⑴ 法第 48 条第１項の点検に付随して行われる整備作業（施行規則第３条に規定

する電子制御装置整備に該当しないものであって、原動機を解体して行う整備作

業、他に委託する場合の機械加工、鍛冶、メッキ、溶接、タイヤの修理、車枠及

び車体の修理、電気装置の修理、計器の修理、自動車変速装置その他特殊な部品

の修理に係る作業を除く。）の実施及び検査作業と整備作業とが分業化されてい

ること。この場合においては、実施できる整備作業の範囲及び検査作業と整備作

業との分業化の状態についての人員及び施設の関連に十分留意して判定するこ

と。 

⑵ 機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、かつ、これらが合理的に配

置されていること。この場合においては、次に掲げる事項に十分留意して判定す

ること。 

ア 機械工具及び計器類の種類及び数量（別紙３の２により判定） 

イ 機械工具及び計器類の機能及び精度 

ウ 機械類の配列 

エ 建家の構造及び配列 

オ 作業場及び車両置場の面積（別紙３の２により判定） 

カ 作業場の採光、照明、通風、排水、天井の高さ及び床面積等作業環境 

キ 車両通路の確保 
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オ 営業成績 

カ 原価の管理状況 

キ 財務の管理状況 

ク 事業場の将来性 

⑹ 優良規則第５条第９号 

  道路運送車両法及びこれに基づく諸規則に対する理解の程度及びこれの遵守状況 
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別添３ 指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導要領 

 

目 次 

第１ 指定自動車整備事業の指定に係る申請書類等 

第２ 指定自動車整備事業の指定基準 

第３ 指定自動車整備事業者の遵守事項等 

第４ 指定自動車整備事業者が行う整備作業の一部の委託（電子制御装置整備に限

る。） 

第５ 自動車検査員の服務 

第６ 限定自動車検査証の交付を受けた自動車の取扱い 

 

第１ 指定自動車整備事業の指定に係る申請書類等 

指定自動車整備事業の指定に係る申請及び届出等における申請書類等については、

別紙３によることとする。 

 

第２ 指定自動車整備事業の指定基準 

１ 設備、技術及び管理組織 

法第 94 条の２に基づく設備（自動車の検査の設備を除く。）、技術及び管理組織

は、次の⑴から⑻までの基準により判定すること。この場合において、⑵ア及びオ、

⑶のオ、⑹、⑺のイ及びウについては、別紙３の２により判定すること。 

⑴ 法第 48 条第１項の点検に付随して行われる整備作業（施行規則第３条に規定

する電子制御装置整備に該当しないものであって、原動機を解体して行う整備作

業、他に委託する場合の機械加工、鍛冶、メッキ、溶接、タイヤの修理、車枠及

び車体の修理、電気装置の修理、計器の修理、自動車変速装置その他特殊な部品

の修理に係る作業を除く。）の実施及び検査作業と整備作業とが分業化されてい

ること。この場合においては、実施できる整備作業の範囲及び検査作業と整備作

業との分業化の状態についての人員及び施設の関連に十分留意して判定するこ

と。 

⑵ 機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、かつ、これらが合理的に配

置されていること。この場合においては、次に掲げる事項に十分留意して判定す

ること。 

ア 機械工具及び計器類の種類及び数量（別紙３の２により判定） 

イ 機械工具及び計器類の機能及び精度 

ウ 機械類の配列 

エ 建家の構造及び配列 

オ 作業場及び車両置場の面積（別紙３の２により判定） 

カ 作業場の採光、照明、通風、排水、天井の高さ及び床面積等作業環境 

キ 車両通路の確保 
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オ 営業成績 

カ 原価の管理状況 

キ 財務の管理状況 

ク 事業場の将来性 

⑹ 優良規則第５条第９号 

  道路運送車両法及びこれに基づく諸規則に対する理解の程度及びこれの遵守状況 
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査を行うことが可能な範囲内のものであること。 

⑵ 計量法の規定に基づく有効な検定証印等が付されている騒音計は、指定規則第

２条第２項に規定する要件に適合するものとみなす。 

３ 検査の設備の共同使用 

自動車検査設備を共同使用しようとする場合には、指定規則第３条に規定する自

動車検査設備の共同使用の要件の他、次に掲げる事項を満足しているものであるこ

と。 

⑴ 共用設備における管理責任者は、当該設備の使用状況等を確実に把握し、適切

な保守管理を実施するものであること。 

⑵ 自動車により共用設備に至る所要時間は、おおむね１時間以内の位置にあるこ

と。 

⑶ 共用設備を使用しようとするための契約は、これを使用しようとする事業者が、

一つの既指定整備工場又は、一つの共同検査施設のみと契約しているものである

こと。ただし、炭化水素測定器、黒煙測定器、オパシメータ及び検査用スキャン

ツールの使用に係わる契約についてはこの限りでない。 

⑷ 共用設備の検査能力は、当該設備における自動車検査用機械器具の性能及び配

列並びに検査の実施頻度等からみて、共同使用の用に耐えうる十分な余力を有す

るものであること。 

⑸ 共用設備に附置されている車両置場の広さは、共用設備を常時使用して検査を

する自動車の大きさ及び両数に対応した面積を有しているものであること。 

４ 自動車検査員の兼任 

自動車検査員が同一の指定自動車整備事業者の他の事業場について兼任しよう

とする場合には、指定規則第４条の２に規定する自動車検査員の兼任の要件の他、

次に掲げる事項を満足しているものであること。 

⑴ 兼任の自動車検査員のみを選任している事業場にあっては、兼任する他の事業

場に至る所要時間は、おおむね１時間以内の位置にあること。 

⑵ 兼任に係る自動車検査員が処理することとなるすべての事業場の検査業務量

は、当該自動車検査設備の検査能力等からみて、１人当たりの自動車検査員の業

務処理能力に対して十分な余力が残されている範囲内のものであること。 

５ 優良自動車整備事業者の認定を受けている場合の取扱い 

⑴ 事業場管理責任者、主任技術者及び自動車検査員並びに工員については、優良

自動車整備事業に係る事業場管理責任者、主任技術者及び工員と兼務しても差し

支えない。 

⑵ 機械工具、計器類及び自動車検査用機械器具については、優良自動車整備事業

に係るものと兼用しても差し支えない。  

 

第３ 指定自動車整備事業者の遵守事項等 

指定自動車整備事業者の遵守しなければならない事項の取扱い及び指導は、次のと
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ク 機械工具、計器類及び建家の管理状況 

⑶ 作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を

有すること。この場合においては、次に掲げる事項に十分留意して判定すること。 

ア 作業の流れ、作業指示等作業工程の管理状況 

イ 作業の標準化、作業の改善等技術の管理状況 

ウ 定期点検の実施体制 

エ 検査の実施体制 

オ 整備完了車又は整備完了品のできばえ及びその管理状況（別紙３の２により

判定） 

カ 外注作業のできばえ及びその管理状況 

キ 使用部品の管理状況 

ク 機械工具及び計器類の活用状況 

ケ 整理、整とん 

コ 工員の経験年数及び作業態度 

サ 整備主任者の研修受講その他従業員の教育状況 

シ 作業能率及びその向上対策 

⑷ 自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術

者を有していること。 

⑸ 工員の組織及び配置が合理的であること。 

⑹ 整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていることについては、整

備士の数及びその工員中に占める割合（別紙３の２により判定）。 

⑺ 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていることについては、次

に掲げる事項に十分留意して判定すること。 

ア 事業経営の態度 

イ 事業場管理責任者の管理能力（別紙３の２により判定） 

ウ 保有する工員の数（別紙３の２により判定） 

エ 事業場の立地条件 

オ 営業成績 

カ 原価の管理状況 

キ 財務の管理状況 

ク 事業場の将来性 

⑻ 法又は指定規則の規定を遵守することができる体制を有することについては、

法及びこれに基づく諸規則に対する理解の程度及びこれらの遵守状況により判

定すること。  

２ 検査の設備  

⑴ 指定自動車整備事業における対象自動車の種類の指定は、当該自動車特定整備

事業者が認証の際に指定された対象自動車の種類の範囲内であり、かつ、当該事

業者が使用することとなる指定規則第２条の自動車検査用機械器具によって検
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査を行うことが可能な範囲内のものであること。 

⑵ 計量法の規定に基づく有効な検定証印等が付されている騒音計は、指定規則第

２条第２項に規定する要件に適合するものとみなす。 

３ 検査の設備の共同使用 

自動車検査設備を共同使用しようとする場合には、指定規則第３条に規定する自

動車検査設備の共同使用の要件の他、次に掲げる事項を満足しているものであるこ

と。 

⑴ 共用設備における管理責任者は、当該設備の使用状況等を確実に把握し、適切

な保守管理を実施するものであること。 

⑵ 自動車により共用設備に至る所要時間は、おおむね１時間以内の位置にあるこ

と。 

⑶ 共用設備を使用しようとするための契約は、これを使用しようとする事業者が、

一つの既指定整備工場又は、一つの共同検査施設のみと契約しているものである

こと。ただし、炭化水素測定器、黒煙測定器、オパシメータ及び検査用スキャン

ツールの使用に係わる契約についてはこの限りでない。 

⑷ 共用設備の検査能力は、当該設備における自動車検査用機械器具の性能及び配

列並びに検査の実施頻度等からみて、共同使用の用に耐えうる十分な余力を有す

るものであること。 

⑸ 共用設備に附置されている車両置場の広さは、共用設備を常時使用して検査を

する自動車の大きさ及び両数に対応した面積を有しているものであること。 

４ 自動車検査員の兼任 

自動車検査員が同一の指定自動車整備事業者の他の事業場について兼任しよう

とする場合には、指定規則第４条の２に規定する自動車検査員の兼任の要件の他、

次に掲げる事項を満足しているものであること。 

⑴ 兼任の自動車検査員のみを選任している事業場にあっては、兼任する他の事業

場に至る所要時間は、おおむね１時間以内の位置にあること。 

⑵ 兼任に係る自動車検査員が処理することとなるすべての事業場の検査業務量

は、当該自動車検査設備の検査能力等からみて、１人当たりの自動車検査員の業

務処理能力に対して十分な余力が残されている範囲内のものであること。 

５ 優良自動車整備事業者の認定を受けている場合の取扱い 

⑴ 事業場管理責任者、主任技術者及び自動車検査員並びに工員については、優良

自動車整備事業に係る事業場管理責任者、主任技術者及び工員と兼務しても差し

支えない。 

⑵ 機械工具、計器類及び自動車検査用機械器具については、優良自動車整備事業

に係るものと兼用しても差し支えない。  

 

第３ 指定自動車整備事業者の遵守事項等 

指定自動車整備事業者の遵守しなければならない事項の取扱い及び指導は、次のと
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ク 機械工具、計器類及び建家の管理状況 

⑶ 作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を

有すること。この場合においては、次に掲げる事項に十分留意して判定すること。 

ア 作業の流れ、作業指示等作業工程の管理状況 

イ 作業の標準化、作業の改善等技術の管理状況 

ウ 定期点検の実施体制 

エ 検査の実施体制 

オ 整備完了車又は整備完了品のできばえ及びその管理状況（別紙３の２により

判定） 

カ 外注作業のできばえ及びその管理状況 

キ 使用部品の管理状況 

ク 機械工具及び計器類の活用状況 

ケ 整理、整とん 

コ 工員の経験年数及び作業態度 

サ 整備主任者の研修受講その他従業員の教育状況 

シ 作業能率及びその向上対策 

⑷ 自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術

者を有していること。 

⑸ 工員の組織及び配置が合理的であること。 

⑹ 整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていることについては、整

備士の数及びその工員中に占める割合（別紙３の２により判定）。 

⑺ 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていることについては、次

に掲げる事項に十分留意して判定すること。 

ア 事業経営の態度 

イ 事業場管理責任者の管理能力（別紙３の２により判定） 

ウ 保有する工員の数（別紙３の２により判定） 

エ 事業場の立地条件 

オ 営業成績 

カ 原価の管理状況 

キ 財務の管理状況 

ク 事業場の将来性 

⑻ 法又は指定規則の規定を遵守することができる体制を有することについては、

法及びこれに基づく諸規則に対する理解の程度及びこれらの遵守状況により判

定すること。  

２ 検査の設備  

⑴ 指定自動車整備事業における対象自動車の種類の指定は、当該自動車特定整備

事業者が認証の際に指定された対象自動車の種類の範囲内であり、かつ、当該事

業者が使用することとなる指定規則第２条の自動車検査用機械器具によって検

- 357 -
―― 307

SEKEN2023.indd   307SEKEN2023.indd   307 2023/08/23   11:41:532023/08/23   11:41:53



   

第５ 自動車検査員の服務 

  自動車検査員の服務に係る取扱い及び指導は、次のとおりとする。 

⑴ 自動車検査員は、法第 94 条の５第４項の検査を公正、かつ、確実に行うため、

当該検査に係る自動車の整備作業については、軽微なものを除き、実務に従事し

ないこと。 

⑵ 自動車検査員は、検査作業の実務の全過程を自ら行うこと。また、法第 94 条の

５第４項後段の規定に基づき自動車検査員が点検及び検査を行う場合には、点検

作業及び検査作業の実務の全過程を自ら行うこと。 

ただし、検査に伴う簡単な作業は、補助者が行っても差し支えない。 

⑶ 自動車検査員は、法第 94 条の５第４項の検査を行う際には、「独立行政法人自

動車技術総合機構法」（平成 11 年法律第 218 号）第 13 条第１項に定める審査事

務の実施に関する規程に準じて検査を行うとともに、自動車登録番号標又は車両

番号標及び車体表示についての確認を行うこと。 

⑷ 自動車検査員は、当該事業場における整備完了車の検査結果を整備作業に反映

させ、検査作業の精度向上等について努力すること。 

 

第６ 限定自動車検査証の交付を受けた自動車の取扱い 

限定自動車検査証の交付を受けた自動車を取り扱う指定自動車整備事業者に対

する指導は、次のとおりとする。 

⑴ 法第 94 条の５の２第３項の規定により準用される「当該整備に係る部分につ

いての検査」とは、整備を行った部分に加え、当該整備を行ったことにより保安

基準適合性に影響が生じる部分があった場合には、その部分について検査を行う

ことであり、例えば、緩衝装置の整備を行った場合には、当該部分に加え、前照

灯の主光軸の検査を行う必要がある。 

⑵ 限定保安基準適合証の交付をする場合において、限定自動車検査証に記載され

た保安基準に適合していない部分以外に保安基準に適合していないと認める部

分がある場合には、その内容、必要性及び料金等について自動車ユーザーに十分

説明し、整備を行うよう促すこと。 

⑶ 継続検査の結果、限定自動車検査証の交付を受けた自動車に対し保安基準適合

証を交付する場合、指定規則第７条第２項及び別表第２中「１ 構造に関する検査

の基準」の適用については、限定自動車検査証の記載事項を自動車検査証の記載

事項とみなし、適切に確認を行うこと。 
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おりとする。 

⑴ 指定規則第６条第１項各号ロ又はハの点検については、自動車の使用状況、構

造及び装置を適確に把握し、同点検を実施する必要がある場合には、予め依頼者

に対し必要となる点検の内容及び料金について十分説明して依頼者の了解を得

るものとする。 

⑵ 法第 94 条の５第１項に規定する「保安基準に適合しなくなるおそれのある部

分」とは、指定規則第６条の点検の結果により、自動車使用者が、自動車の使用

状況を勘案しつつ、今後整備を行うまでに保安基準に適合しなくなる可能性があ

るため整備が必要と判断する部分（自動車使用者の依頼により、指定自動車整備

事業者が判断する場合を含む。）をいう。 

⑶ 法第 94 条の５第４項の点検及び検査を複数の自動車検査員が分担して行う場

合には、社内規定等により作業の分担を定める等、必要な作業が適切に行われる

とともに、作業後にそれぞれの自動車検査員が行った点検作業及び検査作業が明

確に区分できる体制を有していること。 

⑷ 法第 94 条の５第４項後段の規定に基づき行う自動車検査員の点検は、指定規

則第８条第２項に規定する点検項目の一部を行うこととしても差し支えない。 

また、検査の結果、保安基準に適合していると認められる状態が、その後実施

される法第 94 条の５第１項の点検及び整備の作業の影響を受けない部分につい

ては、指定規則第８条第２項の点検の際に、指定規則別表第２の３の項及び４の

項の検査を行っても差し支えない。 

 

第４ 指定自動車整備事業者が行う整備作業の一部の委託（電子制御装置整備に限

る。） 

指定自動車整備事業者が、指定規則第６条第１項各号に掲げる点検の結果、必要と

なった整備のうち、電子制御装置整備について他の自動車特定整備事業者に整備作業

の一部を委託することができる。 

この場合において、委託にあたっては、次に掲げる事項を遵守するとともに、法第

94 条の５第４項後段の規定は適用できない。 

⑴ 警告灯の確認、使用者への問診、故障診断等により必要となる電子制御装置の

整備の内容を把握すること 

⑵ ⑴で把握した必要な整備箇所について、他の自動車特定整備事業者に対して作

業指示を行うこと 

⑶ ⑵の整備作業後に、委託した他の自動車特定整備事業者から作業内容を記載し

た書面等を求め、適切に整備が実施されていることを、当該書面及び現車を用い

て確認するとともに、⑵の整備の適切性等を確認すること 

⑷ ⑶の作業の適切性が確認できたときは、その整備作業を指定整備記録簿に記載

すること 
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第５ 自動車検査員の服務 

  自動車検査員の服務に係る取扱い及び指導は、次のとおりとする。 

⑴ 自動車検査員は、法第 94 条の５第４項の検査を公正、かつ、確実に行うため、

当該検査に係る自動車の整備作業については、軽微なものを除き、実務に従事し

ないこと。 

⑵ 自動車検査員は、検査作業の実務の全過程を自ら行うこと。また、法第 94 条の

５第４項後段の規定に基づき自動車検査員が点検及び検査を行う場合には、点検

作業及び検査作業の実務の全過程を自ら行うこと。 

ただし、検査に伴う簡単な作業は、補助者が行っても差し支えない。 

⑶ 自動車検査員は、法第 94 条の５第４項の検査を行う際には、「独立行政法人自

動車技術総合機構法」（平成 11 年法律第 218 号）第 13 条第１項に定める審査事

務の実施に関する規程に準じて検査を行うとともに、自動車登録番号標又は車両

番号標及び車体表示についての確認を行うこと。 

⑷ 自動車検査員は、当該事業場における整備完了車の検査結果を整備作業に反映

させ、検査作業の精度向上等について努力すること。 

 

第６ 限定自動車検査証の交付を受けた自動車の取扱い 

限定自動車検査証の交付を受けた自動車を取り扱う指定自動車整備事業者に対

する指導は、次のとおりとする。 

⑴ 法第 94 条の５の２第３項の規定により準用される「当該整備に係る部分につ

いての検査」とは、整備を行った部分に加え、当該整備を行ったことにより保安

基準適合性に影響が生じる部分があった場合には、その部分について検査を行う

ことであり、例えば、緩衝装置の整備を行った場合には、当該部分に加え、前照

灯の主光軸の検査を行う必要がある。 

⑵ 限定保安基準適合証の交付をする場合において、限定自動車検査証に記載され

た保安基準に適合していない部分以外に保安基準に適合していないと認める部

分がある場合には、その内容、必要性及び料金等について自動車ユーザーに十分

説明し、整備を行うよう促すこと。 

⑶ 継続検査の結果、限定自動車検査証の交付を受けた自動車に対し保安基準適合

証を交付する場合、指定規則第７条第２項及び別表第２中「１ 構造に関する検査

の基準」の適用については、限定自動車検査証の記載事項を自動車検査証の記載

事項とみなし、適切に確認を行うこと。 
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おりとする。 

⑴ 指定規則第６条第１項各号ロ又はハの点検については、自動車の使用状況、構

造及び装置を適確に把握し、同点検を実施する必要がある場合には、予め依頼者

に対し必要となる点検の内容及び料金について十分説明して依頼者の了解を得

るものとする。 

⑵ 法第 94 条の５第１項に規定する「保安基準に適合しなくなるおそれのある部

分」とは、指定規則第６条の点検の結果により、自動車使用者が、自動車の使用

状況を勘案しつつ、今後整備を行うまでに保安基準に適合しなくなる可能性があ

るため整備が必要と判断する部分（自動車使用者の依頼により、指定自動車整備

事業者が判断する場合を含む。）をいう。 

⑶ 法第 94 条の５第４項の点検及び検査を複数の自動車検査員が分担して行う場

合には、社内規定等により作業の分担を定める等、必要な作業が適切に行われる

とともに、作業後にそれぞれの自動車検査員が行った点検作業及び検査作業が明

確に区分できる体制を有していること。 

⑷ 法第 94 条の５第４項後段の規定に基づき行う自動車検査員の点検は、指定規

則第８条第２項に規定する点検項目の一部を行うこととしても差し支えない。 

また、検査の結果、保安基準に適合していると認められる状態が、その後実施

される法第 94 条の５第１項の点検及び整備の作業の影響を受けない部分につい

ては、指定規則第８条第２項の点検の際に、指定規則別表第２の３の項及び４の

項の検査を行っても差し支えない。 

 

第４ 指定自動車整備事業者が行う整備作業の一部の委託（電子制御装置整備に限

る。） 

指定自動車整備事業者が、指定規則第６条第１項各号に掲げる点検の結果、必要と

なった整備のうち、電子制御装置整備について他の自動車特定整備事業者に整備作業

の一部を委託することができる。 

この場合において、委託にあたっては、次に掲げる事項を遵守するとともに、法第

94 条の５第４項後段の規定は適用できない。 

⑴ 警告灯の確認、使用者への問診、故障診断等により必要となる電子制御装置の

整備の内容を把握すること 

⑵ ⑴で把握した必要な整備箇所について、他の自動車特定整備事業者に対して作

業指示を行うこと 

⑶ ⑵の整備作業後に、委託した他の自動車特定整備事業者から作業内容を記載し

た書面等を求め、適切に整備が実施されていることを、当該書面及び現車を用い

て確認するとともに、⑵の整備の適切性等を確認すること 

⑷ ⑶の作業の適切性が確認できたときは、その整備作業を指定整備記録簿に記載

すること 

 

- 359 -
―― 309

SEKEN2023.indd   309SEKEN2023.indd   309 2023/08/23   11:41:532023/08/23   11:41:53



   

証（控）」という。）にボールペン等で記載すること。 

⑵ 指定番号欄には、当該指定自動車整備事業者（以下「指定整備事業者」という。）

に付された指定番号を記載すること。 

⑶ 交付番号欄には、指定整備事業者における適合証の交付順による暦年又は年度

ごとで、別添３の３の第１⑴と重複しない一連番号を記載すること。 

⑷ 自動車検査員の証明欄には、法第 94 条の５第４項の点検及び検査を行った全

ての自動車検査員が署名及び押印すること。 

ただし、当該証明欄に点検及び検査の実務を行った全ての自動車検査員の署名

及び押印が困難となるときは、当該証明欄の自動車検査員の署名に続き、外何名

と記載し、この自動車検査員の署名及び押印は適合証及び適合標章の余白に行う

こと。また、自動車検査員の行う点検及び検査が複数日にまたがる場合の検査の

年月日は、最後の検査の実務を行った年月日とすること。 

⑸ 指定整備事業者の氏名又は名称及び所在地等の欄には、ゴム印により各葉ごと

に押印しても差し支えない。 

⑹ 次の欄には、当該自動車検査証等の該当事項を転記すること。 

ア 使用者 

イ 乗車定員 

ウ 最大積載量 

エ 用途 

オ 車両総重量 

⑺ 保険期間欄には、自動車損害賠償責任保険証明書（以下「保険証明書」という。）

の保険期間（自動車損害賠償責任共済証明書の場合は、共済期間）を転記するこ

と。この場合において、当該自動車にかかる保険証明書が２枚以上にわたる場合

には、最初の保険証明書にかかる保険期間の最初の日及び最後の保険証明書に係

る保険期間の最後の日を転記することで足りる。 

⑻ 適合標章の有効期間起算日を表示する欄には、ボールペン等により黒色で記載

すること。 

⑼ 適合標章の有効期間が満了する日を表示する欄には、所定のゴム印又はプリン

タを用いて、赤色又は黒色により明瞭に押印又は印字すること。 

⑽ 適合標章（表）の自動車登録番号又は車両番号欄には、サインペン等により黒

色で記載すること。 

 

第３ 適合標章の表示 

⑴ 「道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令」（平成 20 年国土交通省令

第 59 号）による改正後の適合標章を前面ガラスにはり付けて表示する場合は、

適合標章の中央点線のところから二つ折りとし、適合標章の有効期間が記載され

た面を、前面ガラス内側に次のアからウまでのいずれかによりはり付ける又は装

着すること。なお、この場合、保安基準第 29 条の規定に注意すること。 
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別添３の２ 紙による保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証

の取扱要領 

 

目次 

第１ 用紙 

第２ 記載方法 

第３ 適合標章の表示 

第４ 用紙配布等 

第５ 交付状況の把握等 

 

第１ 用紙 

⑴ 保安基準適合証（限定保安基準適合証として使用する場合を含む。以下「適合

証」という。）及び保安基準適合標章（以下「適合標章」という。）となるべき用

紙は、次の表のとおりワンライティング方式として編成されていること。 

 

編成 種類 用途 

上葉 保安基準適合証（控） 

限定保安基準適合証（控） 

指定自動車整備事業者の交付

控えとする。 

中葉 保安基準適合証 

限定保安基準適合証 

指定自動車整備事業者の交付

用とする。 

下葉 保安基準適合標章 指定自動車整備事業者の交付

用とする。 

                                                                                                                

⑵ ⑴の表中の各葉に、指定規則第１号様式及び第２号様式その他保険証明書に係

る事項の欄等関係通達により求められるものが、印刷されていること。 

⑶ ⑴の表中の各葉に、次に掲げる不正防止対策が施されていること。 

ア 指定規則第１号様式及び第２号様式（表面又は裏面）の端部に、マイクロ文

字及び製造者名並びに上葉・中葉・下葉からなる一組ごとに固有の９桁の一連

番号が印刷されていること。 

イ 中葉に地紋が印刷されていること。なお、一部の地紋は蛍光インクにより印

刷されていること。 

ウ 下葉に、表面を複写した場合複写した紙にのみ複写をしたものであることが

明確に分かる地紋が出る用紙が使用されていること、及び、表面に地紋が印刷

されていること。 

 

第２ 記載方法 

⑴ 適合証及び適合標章への記載は、ワンライティング方式であるので、保安基準

適合証（控）（限定保安基準適合証（控）として使用する場合を含む。以下「適合
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証（控）」という。）にボールペン等で記載すること。 

⑵ 指定番号欄には、当該指定自動車整備事業者（以下「指定整備事業者」という。）

に付された指定番号を記載すること。 

⑶ 交付番号欄には、指定整備事業者における適合証の交付順による暦年又は年度

ごとで、別添３の３の第１⑴と重複しない一連番号を記載すること。 

⑷ 自動車検査員の証明欄には、法第 94 条の５第４項の点検及び検査を行った全

ての自動車検査員が署名及び押印すること。 

ただし、当該証明欄に点検及び検査の実務を行った全ての自動車検査員の署名

及び押印が困難となるときは、当該証明欄の自動車検査員の署名に続き、外何名

と記載し、この自動車検査員の署名及び押印は適合証及び適合標章の余白に行う

こと。また、自動車検査員の行う点検及び検査が複数日にまたがる場合の検査の

年月日は、最後の検査の実務を行った年月日とすること。 

⑸ 指定整備事業者の氏名又は名称及び所在地等の欄には、ゴム印により各葉ごと

に押印しても差し支えない。 

⑹ 次の欄には、当該自動車検査証等の該当事項を転記すること。 

ア 使用者 

イ 乗車定員 

ウ 最大積載量 

エ 用途 

オ 車両総重量 

⑺ 保険期間欄には、自動車損害賠償責任保険証明書（以下「保険証明書」という。）

の保険期間（自動車損害賠償責任共済証明書の場合は、共済期間）を転記するこ

と。この場合において、当該自動車にかかる保険証明書が２枚以上にわたる場合

には、最初の保険証明書にかかる保険期間の最初の日及び最後の保険証明書に係

る保険期間の最後の日を転記することで足りる。 

⑻ 適合標章の有効期間起算日を表示する欄には、ボールペン等により黒色で記載

すること。 

⑼ 適合標章の有効期間が満了する日を表示する欄には、所定のゴム印又はプリン

タを用いて、赤色又は黒色により明瞭に押印又は印字すること。 

⑽ 適合標章（表）の自動車登録番号又は車両番号欄には、サインペン等により黒

色で記載すること。 

 

第３ 適合標章の表示 

⑴ 「道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令」（平成 20 年国土交通省令

第 59 号）による改正後の適合標章を前面ガラスにはり付けて表示する場合は、

適合標章の中央点線のところから二つ折りとし、適合標章の有効期間が記載され

た面を、前面ガラス内側に次のアからウまでのいずれかによりはり付ける又は装

着すること。なお、この場合、保安基準第 29 条の規定に注意すること。 
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別添３の２ 紙による保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証

の取扱要領 

 

目次 

第１ 用紙 

第２ 記載方法 

第３ 適合標章の表示 

第４ 用紙配布等 

第５ 交付状況の把握等 

 

第１ 用紙 

⑴ 保安基準適合証（限定保安基準適合証として使用する場合を含む。以下「適合

証」という。）及び保安基準適合標章（以下「適合標章」という。）となるべき用

紙は、次の表のとおりワンライティング方式として編成されていること。 

 

編成 種類 用途 

上葉 保安基準適合証（控） 

限定保安基準適合証（控） 

指定自動車整備事業者の交付

控えとする。 

中葉 保安基準適合証 

限定保安基準適合証 

指定自動車整備事業者の交付

用とする。 

下葉 保安基準適合標章 指定自動車整備事業者の交付

用とする。 

                                                                                                                

⑵ ⑴の表中の各葉に、指定規則第１号様式及び第２号様式その他保険証明書に係

る事項の欄等関係通達により求められるものが、印刷されていること。 

⑶ ⑴の表中の各葉に、次に掲げる不正防止対策が施されていること。 

ア 指定規則第１号様式及び第２号様式（表面又は裏面）の端部に、マイクロ文

字及び製造者名並びに上葉・中葉・下葉からなる一組ごとに固有の９桁の一連

番号が印刷されていること。 

イ 中葉に地紋が印刷されていること。なお、一部の地紋は蛍光インクにより印

刷されていること。 

ウ 下葉に、表面を複写した場合複写した紙にのみ複写をしたものであることが

明確に分かる地紋が出る用紙が使用されていること、及び、表面に地紋が印刷

されていること。 

 

第２ 記載方法 

⑴ 適合証及び適合標章への記載は、ワンライティング方式であるので、保安基準

適合証（控）（限定保安基準適合証（控）として使用する場合を含む。以下「適合
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の記入及び取扱者印（振興会）欄への押印を行うこと。 

⑶ 自動車整備振興会は、適合証綴の配布の際、価格を明示すること。なお、適合

証綴は自動車整備振興会が製造者から直接調達し、配布の際に明示する価格は実

費相当とし、指定整備事業者から求めがある場合は当該価格について適切に説明

すること。 

 

第５ 交付状況の把握等 

⑴ 指定整備事業者は、適合証綴の授受出納簿（別紙３の５）を作成し、適合証綴

数の収受状況を把握すること。 

⑵ 指定整備事業者は、適合証綴の保管責任者を定め、管理すること。 

⑶ 指定整備事業者は、適合証及び適合標章の交付状況を把握すること。 

⑷ 指定整備事業者は、適合証綴を使用後２年間保存しておくこと。 

⑸ 指定整備事業者は、次に掲げる不正防止対策を講ずること。 

ア 適合証又は適合標章を書き損じた場合は、記載面を朱抹し、当該適合証及び

適合標章を適合証綴から切り離すことなく適合証（控）とともに保存しておく

こと。 

イ 適合標章を交付しない場合は、当該適合標章の表面を朱抹し、当該適合標章

を適合証綴から切り離すことなく適合証（控）とともに保存しておくこと。 

ウ 電算機により適合証又は適合標章の記載（自動車検査員の氏名及び印を除く。）

を行う場合は、適合証綴の使用過程において適合証又は適合標章を切り離して

使用することは差し支えないが、散逸しないよう注意し、適合証綴の使用が終

了した時点で確実に編綴、保存すること。 
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ア 車室内後写鏡を有する自動車にあっては、車室内後写鏡の前方の前面ガラス

の上部。この場合において、適合標章に記載された有効期間及び自動車登録番

号又は車両番号の認識が困難となるときは、車室内後写鏡に隠れる範囲内にお

いて認識が可能となる位置まで下方にずらした位置。 

イ アに掲げる自動車以外の自動車にあっては、前面ガラスの上部であって運転

者席から最も遠い位置。この場合において、適合標章の認識が困難となるとき

は、認識が可能となる位置まで下方にずらした位置。 

ウ ア若しくはイによる表示が困難な場合又は運転者が交通状況を確認するため

に必要な視野を妨げるおそれのある場合は、運転者が交通状況を確認するため

に必要な視野を妨げるおそれの少ない位置であって適合標章の認識が可能とな

る位置。 

⑵ 適合標章を前面ガラスにはり付け又は装着しない場合は、有効期間を記載した

表面を自動車の前面から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位

置に、紛失、汚損、棄損等を防止するため、カードケース等に収納して表示する

こと。 

⑶ 第２⑷の取扱いにより、適合標章の余白に自動車検査員の署名及び押印がある

場合は、当該余白部を折り返し、適合標章と併合して表示するよう依頼者に対し

て教示すること。 

⑷ 有効な自動車検査証及び検査標章が交付され、交付された検査標章を表示した

場合において、前面ガラスにはり付けられ又は装着されている適合標章を速やか

に取り外すこと。 

第４ 用紙配布等 

⑴ 各地方自動車整備振興会（以下「自動車整備振興会」という。）は、適合証及び

適合標章となるべき用紙の綴（以下「適合証綴」という。）を、指定整備事業者か

らの求めに応じ、配布すること。 

⑵ 自動車整備振興会は、次のアからオまでに掲げるところにより、適合証綴の保

管及び配布について管理すること。 

ア 当該管理の責任者として保管責任者を定めること。 

イ 配布台帳（別紙３の３及び別紙３の４）を作成すること。 

ウ 適合証綴を授受した場合、速やかに適合証綴の表紙に綴番号を押印し、配布

台帳（別紙３の３）の受入欄に当該綴番号を、同台帳備考欄に第１⑶アに規定

する一連番号に関する情報を、記入すること。 

エ 印刷不良等の適合証綴については、処理状況を配布台帳（別紙３の３）の備

考欄に記入すること。 

オ 適合証綴を指定整備事業者に配布する際は、次に掲げるところによること。 

(ｱ) 配布台帳（別紙３の４）に記入すること。 

(ｲ) 当該指定整備事業者の授受出納簿(第５⑴の規定に基づき作成されたもの

（別紙３の５））の記載内容を確認の上、当該授受出納簿の日付及び受入欄へ
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の記入及び取扱者印（振興会）欄への押印を行うこと。 

⑶ 自動車整備振興会は、適合証綴の配布の際、価格を明示すること。なお、適合

証綴は自動車整備振興会が製造者から直接調達し、配布の際に明示する価格は実

費相当とし、指定整備事業者から求めがある場合は当該価格について適切に説明

すること。 

 

第５ 交付状況の把握等 

⑴ 指定整備事業者は、適合証綴の授受出納簿（別紙３の５）を作成し、適合証綴

数の収受状況を把握すること。 

⑵ 指定整備事業者は、適合証綴の保管責任者を定め、管理すること。 

⑶ 指定整備事業者は、適合証及び適合標章の交付状況を把握すること。 

⑷ 指定整備事業者は、適合証綴を使用後２年間保存しておくこと。 

⑸ 指定整備事業者は、次に掲げる不正防止対策を講ずること。 

ア 適合証又は適合標章を書き損じた場合は、記載面を朱抹し、当該適合証及び

適合標章を適合証綴から切り離すことなく適合証（控）とともに保存しておく

こと。 

イ 適合標章を交付しない場合は、当該適合標章の表面を朱抹し、当該適合標章

を適合証綴から切り離すことなく適合証（控）とともに保存しておくこと。 

ウ 電算機により適合証又は適合標章の記載（自動車検査員の氏名及び印を除く。）

を行う場合は、適合証綴の使用過程において適合証又は適合標章を切り離して

使用することは差し支えないが、散逸しないよう注意し、適合証綴の使用が終

了した時点で確実に編綴、保存すること。 
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ア 車室内後写鏡を有する自動車にあっては、車室内後写鏡の前方の前面ガラス

の上部。この場合において、適合標章に記載された有効期間及び自動車登録番

号又は車両番号の認識が困難となるときは、車室内後写鏡に隠れる範囲内にお

いて認識が可能となる位置まで下方にずらした位置。 

イ アに掲げる自動車以外の自動車にあっては、前面ガラスの上部であって運転

者席から最も遠い位置。この場合において、適合標章の認識が困難となるとき

は、認識が可能となる位置まで下方にずらした位置。 

ウ ア若しくはイによる表示が困難な場合又は運転者が交通状況を確認するため

に必要な視野を妨げるおそれのある場合は、運転者が交通状況を確認するため

に必要な視野を妨げるおそれの少ない位置であって適合標章の認識が可能とな

る位置。 

⑵ 適合標章を前面ガラスにはり付け又は装着しない場合は、有効期間を記載した

表面を自動車の前面から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位

置に、紛失、汚損、棄損等を防止するため、カードケース等に収納して表示する

こと。 

⑶ 第２⑷の取扱いにより、適合標章の余白に自動車検査員の署名及び押印がある

場合は、当該余白部を折り返し、適合標章と併合して表示するよう依頼者に対し

て教示すること。 

⑷ 有効な自動車検査証及び検査標章が交付され、交付された検査標章を表示した

場合において、前面ガラスにはり付けられ又は装着されている適合標章を速やか

に取り外すこと。 

第４ 用紙配布等 

⑴ 各地方自動車整備振興会（以下「自動車整備振興会」という。）は、適合証及び

適合標章となるべき用紙の綴（以下「適合証綴」という。）を、指定整備事業者か

らの求めに応じ、配布すること。 

⑵ 自動車整備振興会は、次のアからオまでに掲げるところにより、適合証綴の保

管及び配布について管理すること。 

ア 当該管理の責任者として保管責任者を定めること。 

イ 配布台帳（別紙３の３及び別紙３の４）を作成すること。 

ウ 適合証綴を授受した場合、速やかに適合証綴の表紙に綴番号を押印し、配布

台帳（別紙３の３）の受入欄に当該綴番号を、同台帳備考欄に第１⑶アに規定

する一連番号に関する情報を、記入すること。 

エ 印刷不良等の適合証綴については、処理状況を配布台帳（別紙３の３）の備

考欄に記入すること。 

オ 適合証綴を指定整備事業者に配布する際は、次に掲げるところによること。 

(ｱ) 配布台帳（別紙３の４）に記入すること。 

(ｲ) 当該指定整備事業者の授受出納簿(第５⑴の規定に基づき作成されたもの

（別紙３の５））の記載内容を確認の上、当該授受出納簿の日付及び受入欄へ
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とする。この場合において、当該自動車にかかる保険証明書が２枚以上にわたる

場合には、最初の保険証明書にかかる保険期間の最初の日から最後の保険証明書

にかかる保険期間の最後の日とする。 

⑿ 当該指定整備事業者に付された指定番号に基づく整備工場コード 

 

第２ 適合標章の用紙 

適合標章となるべき用紙は、次に掲げる不正防止対策が施された、電子適合証の交

付時のみに使用する専用紙であること。 

⑴ 指定規則第２号様式の２（表面又は裏面）の端部に、マイクロ文字及び製造者

名並びに固有の一連番号が印刷されていること。 

⑵ 表面に地紋が印刷されていること。 

 

第３ 適合標章の記載方法 

⑴ 適合標章（表）の有効期間起算日を表示する欄及び自動車登録番号又は車両番

号欄はプリンタにより黒色で印字すること。 

⑵ 適合標章の有効期間が満了する日を表示する欄には、所定のゴム印又はプリン

タを用いて、赤色又は黒色により明瞭に押印又は印字すること。 

⑶ 適合標章（裏）には、第１⑴から⑾までと同一の情報をプリンタにより印字す

ること。この場合には、自動車検査員は押印することを要しない。 

 

第４ 適合標章の表示 

⑴ 適合標章を前面ガラスにはり付けて表示する場合は、適合標章の中央点線のと

ころから二つ折りとし、適合標章の有効期間が記載された面を、前面ガラス内側

に次のアからウまでのいずれかによりはり付ける又は装着すること。なお、この

場合、保安基準第 29 条の規定に注意すること。 

ア 車室内後写鏡を有する自動車にあっては、車室内後写鏡の前方の前面ガラス

の上部。この場合において、適合標章に記載された有効期間及び自動車登録番

号又は車両番号の認識が困難となるときは、車室内後写鏡に隠れる範囲内にお

いて認識が可能となる位置まで下方にずらした位置。 

イ アに掲げる自動車以外の自動車にあっては、前面ガラスの上部であって運転

者席から最も遠い位置。この場合において、適合標章の認識が困難となるとき

は、認識が可能となる位置まで下方にずらした位置。 

ウ ア若しくはイによる表示が困難な場合又は運転者が交通状況を確認するため

に必要な視野を妨げるおそれのある場合は、運転者が交通状況を確認するため

に必要な視野を妨げるおそれの少ない位置であって適合標章の認識が可能とな

る位置。 

⑵ 適合標章を前面ガラスにはり付け又は装着しない場合は、有効期間を記載した

表面を自動車の前面から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位
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別添３の３ 電磁的方法による保安基準適合証、保安基準適合標章の取扱要領 

 

目次 

第１ 登録情報処理機関に提供する情報 

第２ 適合標章の用紙 

第３ 適合標章の記載方法 

第４ 適合標章の表示 

第５ 用紙配布等 

第６ 交付状況の把握等 

 

第１ 登録情報処理機関に提供する情報 

  法第 94 条の５第２項、第３項の規定における、適合証の交付に代えて電磁的方

法により登録情報処理機関に提供する情報（以下「電子適合証」という。）は以下の

事項とし、電子適合証の作成は登録情報処理機関への情報提供が可能なシステムへ

の入力により行う。 

ただし、法第 16 条第 1 項の申請に基づく抹消登録を受けた自動車並びに法第 69

条第４項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及

び二輪の小型自動車の場合は、⑺及び⑾の入力を要しない。 

⑴ 暦年又は年度ごとに一連で、別添３の２の第２⑶と重複しない交付番号 

⑵ 電子適合証の交付日 

⑶ 指定整備事業者の氏名又は名称 

⑷ 事業場の名称及び所在地 

⑸ 検査年月日 

法第 94 条の５第４項の点検及び検査が複数日にまたがる場合の検査の年月日

は、最後に検査の実務を行った年月日とし、当該自動車検査員の権限により入力

を行うこと。 

⑹ 自動車検査員の氏名 

法第 94 条の５第４項の点検及び検査を行った自動車検査員の氏名とし、当該

自動車検査員の権限により入力を行うこと。 

法第 94 条の５第４項の点検及び検査を複数の自動車検査員が分担して行った

場合、点検及び検査の実務を行った全ての自動車検査員の氏名とする。 

⑺ 自動車登録番号又は車両番号 

⑻ 車台番号 

⑼ 使用者の氏名又は名称及び住所 

予備検査にあっては所有者の氏名又は名称及び住所とする。 

⑽ 乗車定員、最大積載量、用途、車両総重量 

⑾ 保険期間 

保険証明書の保険期間（自動車損害賠償責任共済証明書の場合は、共済期間）

- 365 -
―― 314

SEKEN2023.indd   314SEKEN2023.indd   314 2023/08/23   11:41:552023/08/23   11:41:55



   

とする。この場合において、当該自動車にかかる保険証明書が２枚以上にわたる

場合には、最初の保険証明書にかかる保険期間の最初の日から最後の保険証明書

にかかる保険期間の最後の日とする。 

⑿ 当該指定整備事業者に付された指定番号に基づく整備工場コード 

 

第２ 適合標章の用紙 

適合標章となるべき用紙は、次に掲げる不正防止対策が施された、電子適合証の交

付時のみに使用する専用紙であること。 

⑴ 指定規則第２号様式の２（表面又は裏面）の端部に、マイクロ文字及び製造者

名並びに固有の一連番号が印刷されていること。 

⑵ 表面に地紋が印刷されていること。 

 

第３ 適合標章の記載方法 

⑴ 適合標章（表）の有効期間起算日を表示する欄及び自動車登録番号又は車両番

号欄はプリンタにより黒色で印字すること。 

⑵ 適合標章の有効期間が満了する日を表示する欄には、所定のゴム印又はプリン

タを用いて、赤色又は黒色により明瞭に押印又は印字すること。 

⑶ 適合標章（裏）には、第１⑴から⑾までと同一の情報をプリンタにより印字す

ること。この場合には、自動車検査員は押印することを要しない。 

 

第４ 適合標章の表示 

⑴ 適合標章を前面ガラスにはり付けて表示する場合は、適合標章の中央点線のと

ころから二つ折りとし、適合標章の有効期間が記載された面を、前面ガラス内側

に次のアからウまでのいずれかによりはり付ける又は装着すること。なお、この

場合、保安基準第 29 条の規定に注意すること。 

ア 車室内後写鏡を有する自動車にあっては、車室内後写鏡の前方の前面ガラス

の上部。この場合において、適合標章に記載された有効期間及び自動車登録番

号又は車両番号の認識が困難となるときは、車室内後写鏡に隠れる範囲内にお

いて認識が可能となる位置まで下方にずらした位置。 

イ アに掲げる自動車以外の自動車にあっては、前面ガラスの上部であって運転

者席から最も遠い位置。この場合において、適合標章の認識が困難となるとき

は、認識が可能となる位置まで下方にずらした位置。 

ウ ア若しくはイによる表示が困難な場合又は運転者が交通状況を確認するため

に必要な視野を妨げるおそれのある場合は、運転者が交通状況を確認するため

に必要な視野を妨げるおそれの少ない位置であって適合標章の認識が可能とな

る位置。 

⑵ 適合標章を前面ガラスにはり付け又は装着しない場合は、有効期間を記載した

表面を自動車の前面から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位
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別添３の３ 電磁的方法による保安基準適合証、保安基準適合標章の取扱要領 

 

目次 

第１ 登録情報処理機関に提供する情報 

第２ 適合標章の用紙 

第３ 適合標章の記載方法 

第４ 適合標章の表示 

第５ 用紙配布等 

第６ 交付状況の把握等 

 

第１ 登録情報処理機関に提供する情報 

  法第 94 条の５第２項、第３項の規定における、適合証の交付に代えて電磁的方

法により登録情報処理機関に提供する情報（以下「電子適合証」という。）は以下の

事項とし、電子適合証の作成は登録情報処理機関への情報提供が可能なシステムへ

の入力により行う。 

ただし、法第 16 条第 1 項の申請に基づく抹消登録を受けた自動車並びに法第 69

条第４項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及

び二輪の小型自動車の場合は、⑺及び⑾の入力を要しない。 

⑴ 暦年又は年度ごとに一連で、別添３の２の第２⑶と重複しない交付番号 

⑵ 電子適合証の交付日 

⑶ 指定整備事業者の氏名又は名称 

⑷ 事業場の名称及び所在地 

⑸ 検査年月日 

法第 94 条の５第４項の点検及び検査が複数日にまたがる場合の検査の年月日

は、最後に検査の実務を行った年月日とし、当該自動車検査員の権限により入力

を行うこと。 

⑹ 自動車検査員の氏名 

法第 94 条の５第４項の点検及び検査を行った自動車検査員の氏名とし、当該

自動車検査員の権限により入力を行うこと。 

法第 94 条の５第４項の点検及び検査を複数の自動車検査員が分担して行った

場合、点検及び検査の実務を行った全ての自動車検査員の氏名とする。 

⑺ 自動車登録番号又は車両番号 

⑻ 車台番号 

⑼ 使用者の氏名又は名称及び住所 

予備検査にあっては所有者の氏名又は名称及び住所とする。 

⑽ 乗車定員、最大積載量、用途、車両総重量 

⑾ 保険期間 

保険証明書の保険期間（自動車損害賠償責任共済証明書の場合は、共済期間）
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⑸ 指定整備事業者は、電子適合証の作成にかかる以下の権限についてそれぞれ固

有の識別番号（ID）及び暗証番号（パスワード）等を定め、適切に管理し、当該

番号等が不正に使用されないための措置を講ずること。 

ア  指定整備事業者の事業場を管理する権限 

イ 指定整備事業者の事業場の職員を管理する権限 

ウ 電子適合証に係る情報を登録する権限 

エ 自動車検査員に係る権限 

オ 電子適合証に係る情報を起票及び入力する権限 

⑹ 指定整備事業者は、適合標章に印刷不良等が生じた場合は、記載面を朱抹して、

当該適合標章を２年間保存すること。 

⑺ 指定整備事業者は、法第 94 条の５第２項における承諾を書面又は電磁的方法

により２年間保存すること。 
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置に、紛失、汚損、棄損等を防止するため、カードケース等に収納して表示する

こと。 

⑶ 有効な自動車検査証及び検査標章が交付され、交付された検査標章を表示した

場合において、前面ガラスにはり付けられ又は装着されている適合標章を速やか

に取り外すこと。 

 

第５ 用紙配布等 

⑴ 自動車整備振興会は、適合標章となるべき用紙の綴（以下「適合標章綴」とい

う。）を、指定整備事業者からの求めに応じ、配布すること。 

⑵ 自動車整備振興会は、次のアからオまでに掲げるところにより、適合標章綴の

保管及び配布について管理すること。 

ア 当該管理の責任者として保管責任者を定めること。 

イ 配布台帳（別紙３の６及び別紙３の７）を作成すること。 

ウ 適合標章綴を授受した場合、速やかに適合標章綴の表紙に綴番号を押印し、

配布台帳（別紙３の６）の受入欄に当該綴番号を、同台帳備考欄に第２⑴に

規定する一連番号に関する情報を、記入すること。 

エ 印刷不良等の適合標章綴については、処理状況を配布台帳（別紙３の６）

の備考欄に記入すること。 

オ 適合標章綴を指定整備事業者に配布する際は、次に掲げるところによるこ

と。 

(ｱ) 配布台帳（別紙３の７）に記入すること。 

(ｲ) 当該指定整備事業者の授受出納簿(第６⑴の規定に基づき作成されたも

の（別紙３の８））の記載内容を確認の上、当該授受出納簿の日付及び受入

欄への記入及び取扱者印（振興会）欄への押印を行うこと。 

⑶ 自動車整備振興会は、適合標章綴の配布の際、価格を明示すること。なお、適

合標章綴は自動車整備振興会が製造者から直接調達し、配布の際に明示する価格

は実費相当とし、指定整備事業者から求めがある場合は当該価格について適切に

説明すること。 

 

第６ 交付状況の把握等 

⑴ 指定整備事業者は、適合標章綴の授受出納簿（別紙３の８）を作成し、適合標

章綴数の収受状況を把握すること。 

⑵ 指定整備事業者は、適合標章綴の保管責任者を定め、管理すること。 

⑶ 指定整備事業者は、電子適合証及び適合標章の交付状況を把握し、第１⑴から

⑿までの情報を２年間管理保存すること。 

⑷ 法第 94 条の５第２項における登録情報処理機関である一般社団法人日本自動

車整備振興会連合会は、指定整備事業者が第６⑶を実施できるよう、電子適合証

及び適合標章の交付状況を管理すること。 
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⑸ 指定整備事業者は、電子適合証の作成にかかる以下の権限についてそれぞれ固

有の識別番号（ID）及び暗証番号（パスワード）等を定め、適切に管理し、当該

番号等が不正に使用されないための措置を講ずること。 

ア  指定整備事業者の事業場を管理する権限 

イ 指定整備事業者の事業場の職員を管理する権限 

ウ 電子適合証に係る情報を登録する権限 

エ 自動車検査員に係る権限 

オ 電子適合証に係る情報を起票及び入力する権限 

⑹ 指定整備事業者は、適合標章に印刷不良等が生じた場合は、記載面を朱抹して、

当該適合標章を２年間保存すること。 

⑺ 指定整備事業者は、法第 94 条の５第２項における承諾を書面又は電磁的方法

により２年間保存すること。 
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置に、紛失、汚損、棄損等を防止するため、カードケース等に収納して表示する

こと。 

⑶ 有効な自動車検査証及び検査標章が交付され、交付された検査標章を表示した

場合において、前面ガラスにはり付けられ又は装着されている適合標章を速やか

に取り外すこと。 

 

第５ 用紙配布等 

⑴ 自動車整備振興会は、適合標章となるべき用紙の綴（以下「適合標章綴」とい

う。）を、指定整備事業者からの求めに応じ、配布すること。 

⑵ 自動車整備振興会は、次のアからオまでに掲げるところにより、適合標章綴の

保管及び配布について管理すること。 

ア 当該管理の責任者として保管責任者を定めること。 

イ 配布台帳（別紙３の６及び別紙３の７）を作成すること。 

ウ 適合標章綴を授受した場合、速やかに適合標章綴の表紙に綴番号を押印し、

配布台帳（別紙３の６）の受入欄に当該綴番号を、同台帳備考欄に第２⑴に

規定する一連番号に関する情報を、記入すること。 

エ 印刷不良等の適合標章綴については、処理状況を配布台帳（別紙３の６）

の備考欄に記入すること。 

オ 適合標章綴を指定整備事業者に配布する際は、次に掲げるところによるこ

と。 

(ｱ) 配布台帳（別紙３の７）に記入すること。 

(ｲ) 当該指定整備事業者の授受出納簿(第６⑴の規定に基づき作成されたも

の（別紙３の８））の記載内容を確認の上、当該授受出納簿の日付及び受入

欄への記入及び取扱者印（振興会）欄への押印を行うこと。 

⑶ 自動車整備振興会は、適合標章綴の配布の際、価格を明示すること。なお、適

合標章綴は自動車整備振興会が製造者から直接調達し、配布の際に明示する価格

は実費相当とし、指定整備事業者から求めがある場合は当該価格について適切に

説明すること。 

 

第６ 交付状況の把握等 

⑴ 指定整備事業者は、適合標章綴の授受出納簿（別紙３の８）を作成し、適合標

章綴数の収受状況を把握すること。 

⑵ 指定整備事業者は、適合標章綴の保管責任者を定め、管理すること。 

⑶ 指定整備事業者は、電子適合証及び適合標章の交付状況を把握し、第１⑴から

⑿までの情報を２年間管理保存すること。 

⑷ 法第 94 条の５第２項における登録情報処理機関である一般社団法人日本自動

車整備振興会連合会は、指定整備事業者が第６⑶を実施できるよう、電子適合証

及び適合標章の交付状況を管理すること。 
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２ 技術研修 

⑴ 研修対象者 

事業場に届け出されている整備主任者とする。 

ただし、複数名の整備主任者を届け出ている事業場にあっては、整備主任者の

うち１名以上を対象としても差し支えないこととする。この場合、研修を修了し

た整備主任者が当該事業場の他の整備主任者に対して、受講内容について事業場

内教育を行うよう指導すること。 

⑵ 研修実施回数 

研修対象者に対して毎年度１回実施する。 

⑶ 研修内容 

ア 自動車の新機構・新装置の構造・機能及び点検・整備方法 

イ 自動車の特定整備後の保安基準適合性及び出来映えの確認方法等 

⑷ 研修時間 

実習を含めて６時間以上とする。 

⑸ 研修人員 

同時に研修を受ける者の数は、実習については原則として 25 名以下とする。 

⑹ 研修教材 

教材は、「整備主任者研修資料（技術編）」（自動車局監修）をテキストとし、実

車、主要部品、整備用機器及びビデオ、スライド等視聴覚機材とする。 

⑺ 講師 

自動車整備振興会職員、学識経験者及び実務経験者とする。 

⑻ 研修の実施方法 

ア 研修は、自動車整備振興会又は次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当するも

ののうちから運輸支局長が認定した機関（以下「支局長認定機関」という｡）に

おいて実施する。 

(ｱ) 自動車メーカー系ディーラー、自動車メーカー経営のサービス工場等 

(ｲ) 輸入自動車取扱ディーラー 

(ｳ) 自動車整備商工組合(北海道にあっては北海道自動車整備協同組合連合会

の会員である協同組合) 

なお、支局長認定機関において実施する研修については、本要領と同等以

上の内容のものであれば、本要領にかかわらず他の教材を使用して実施して

も差し支えないものとする。 

イ 自動車整備振興会又は支局長認定機関において研修を修了した者は、道路運

送車両法第 91 条の３の規定に基づく同法施行規則第 62 条の２の２第１項第８

号に規定する整備主任者の研修のうちの技術研修を受けた者として取り扱う。 
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別添４ 整備主任者研修実施要領 

 

目 次 

 第１ 目的 

 第２ 研修の区分 

 

第１ 目的 

 整備主任者に対し、特定整備時における保安基準適合性の確保等整備主任者が行う

業務に必要とされる自動車の構造・機能、関係法令、主要通達等について研修を行い、

その知識及び技能の向上を図る。 

第２ 研修の区分 

研修は、法令研修と技術研修とに区分し、次の方法により実施すること。 

１ 法令研修 

⑴ 研修対象者 

事業場から届け出されている整備主任者とする。 

⑵ 研修実施回数 

研修対象者に対して毎年度１回実施する。 

⑶ 研修内容 

ア 関係法令及びその改正内容 

イ 主要通達 

ウ 特定整備の作業管理による保安基準適合性の確保 

エ 工場管理等 

⑷ 研修時間 

２時間以上とする。 

⑸ 研修人員 

同時に研修を受ける者の数は、原則として 200 名以下とする。 

⑹ 研修教材 

ア 全国共通の教材の内容は、自動車局整備課が定めることとする。 

イ 地域教材の内容は、地方運輸局（沖縄総合事務局を含む。）、運輸支局（運輸

管理部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同じ。）が定めることとする。 

⑺ 講師 

運輸支局職員及び学識経験者とする。 

⑻ 研修の実施方法 

ア 研修は、運輸支局長が自動車整備振興会の協力を得て実施する。 

イ 自動車検査員に選任されている者であって、同年度の自動車検査員研修を修

了した者は、道路運送車両法第 91 条の３の規定に基づく同法施行規則第 62 条

の２の２第１項第８号に規定する整備主任者研修のうち法令研修を受けた者と

して取り扱う。 
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２ 技術研修 

⑴ 研修対象者 

事業場に届け出されている整備主任者とする。 

ただし、複数名の整備主任者を届け出ている事業場にあっては、整備主任者の

うち１名以上を対象としても差し支えないこととする。この場合、研修を修了し

た整備主任者が当該事業場の他の整備主任者に対して、受講内容について事業場

内教育を行うよう指導すること。 

⑵ 研修実施回数 

研修対象者に対して毎年度１回実施する。 

⑶ 研修内容 

ア 自動車の新機構・新装置の構造・機能及び点検・整備方法 

イ 自動車の特定整備後の保安基準適合性及び出来映えの確認方法等 

⑷ 研修時間 

実習を含めて６時間以上とする。 

⑸ 研修人員 

同時に研修を受ける者の数は、実習については原則として 25 名以下とする。 

⑹ 研修教材 

教材は、「整備主任者研修資料（技術編）」（自動車局監修）をテキストとし、実

車、主要部品、整備用機器及びビデオ、スライド等視聴覚機材とする。 

⑺ 講師 

自動車整備振興会職員、学識経験者及び実務経験者とする。 

⑻ 研修の実施方法 

ア 研修は、自動車整備振興会又は次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当するも

ののうちから運輸支局長が認定した機関（以下「支局長認定機関」という｡）に

おいて実施する。 

(ｱ) 自動車メーカー系ディーラー、自動車メーカー経営のサービス工場等 

(ｲ) 輸入自動車取扱ディーラー 

(ｳ) 自動車整備商工組合(北海道にあっては北海道自動車整備協同組合連合会

の会員である協同組合) 

なお、支局長認定機関において実施する研修については、本要領と同等以

上の内容のものであれば、本要領にかかわらず他の教材を使用して実施して

も差し支えないものとする。 

イ 自動車整備振興会又は支局長認定機関において研修を修了した者は、道路運

送車両法第 91 条の３の規定に基づく同法施行規則第 62 条の２の２第１項第８

号に規定する整備主任者の研修のうちの技術研修を受けた者として取り扱う。 
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別添４ 整備主任者研修実施要領 

 

目 次 

 第１ 目的 

 第２ 研修の区分 

 

第１ 目的 

 整備主任者に対し、特定整備時における保安基準適合性の確保等整備主任者が行う

業務に必要とされる自動車の構造・機能、関係法令、主要通達等について研修を行い、

その知識及び技能の向上を図る。 

第２ 研修の区分 

研修は、法令研修と技術研修とに区分し、次の方法により実施すること。 

１ 法令研修 

⑴ 研修対象者 

事業場から届け出されている整備主任者とする。 

⑵ 研修実施回数 

研修対象者に対して毎年度１回実施する。 

⑶ 研修内容 

ア 関係法令及びその改正内容 

イ 主要通達 

ウ 特定整備の作業管理による保安基準適合性の確保 

エ 工場管理等 

⑷ 研修時間 

２時間以上とする。 

⑸ 研修人員 

同時に研修を受ける者の数は、原則として 200 名以下とする。 

⑹ 研修教材 

ア 全国共通の教材の内容は、自動車局整備課が定めることとする。 

イ 地域教材の内容は、地方運輸局（沖縄総合事務局を含む。）、運輸支局（運輸

管理部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同じ。）が定めることとする。 

⑺ 講師 

運輸支局職員及び学識経験者とする。 

⑻ 研修の実施方法 

ア 研修は、運輸支局長が自動車整備振興会の協力を得て実施する。 

イ 自動車検査員に選任されている者であって、同年度の自動車検査員研修を修

了した者は、道路運送車両法第 91 条の３の規定に基づく同法施行規則第 62 条

の２の２第１項第８号に規定する整備主任者研修のうち法令研修を受けた者と

して取り扱う。 
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別紙１ 自動車特定整備事業の認証に係る申請書類等 

 

１ 法第 79 条第１項に基づく認証に係る申請書の記載項目及び同条第２項、第３項

に基づく書面は次のとおりとする。（法第 79 条第１項、第２項及び第３項） 

⑴ 記載項目 

ア 申請者の氏名又は名称及び住所   

イ 申請者が法人の場合にあっては、役員の氏名及び役職名 

ウ 受けようとする自動車特定整備事業の種類 

エ 事業場の名称及び所在地 

オ 電子制御装置点検整備作業場の所在地（事業場と所在地を異にする場合に限

る。） 

カ 電子制御装置整備（施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を除く。）を行う事

業者と施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を行う事業者が契約を交わした施

行規則第３条第８号ハに係る作業を行う事業場の所在地 

キ 対象とする自動車の種類、整備及び装置の種類 

ク その他業務の範囲の限定 

⑵ 添付書面 

ア 申請者が法人の場合にあっては、商業登記簿謄本等申請者及び役員を特定で

きる書面 

イ 申請者が個人の場合にあっては、住民票の写し（個人番号の記載のないもの

に限る。）、個人番号カード等申請者を特定できる書面 

ウ 土地又は建物の登記簿謄本、建築物の確認済証（写し）等事業場の所在地を

証する書面 

エ 法第 80 条第１項第２号各号に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等

の書面 

オ 法第 80 条第１項第１号の国土交通省令で定める設備及び従業員の基準に適

合するものであることを証する次の事項を記載した書面 

(ｱ) 設備の基準に係る事項（施行規則第 57 条第１号から第５号まで） 

ａ 車両整備作業場の間口、奥行、天井高さ、床面の状況 

ｂ 点検作業場の間口、奥行、天井高さ、床面の状況 

ｃ 電子制御装置点検整備作業場の間口、奥行、天井高さ、床面の状況 

ｄ 部品整備作業場の面積 

ｅ 車両置場の間口、奥行 

ｆ 作業機械の種類毎の名称、能力、数 

ｇ 作業計器の種類毎の名称、能力、数 

ｈ 点検計器及び点検装置の種類毎の名称、型式（一酸化炭素測定器、炭化水

素測定器及び整備用スキャンツールに限る。）、能力、数 

ｉ 工具の種類毎の名称、能力、数 
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別添５ 自動車検査員研修実施要領 

 

１ 目的 

自動車検査員に対し、保安基準適合性の判断等自動車検査員が行う業務に必要とさ

れる自動車の構造・装置の状態及びその機能・性能、関係法令、主要通達等について

研修を行い、その知識及び技能の向上を図る。 

２ 研修対象者 

自動車検査員として選任されている者とする。 

３ 研修実施回数 

研修対象者に対して毎年度１回以上実施する。 

４ 研修の項目、内容等 

研修項目 研修内容等 

(1)自動車整備事業 ・自動車整備事業の役割 

・自動車整備事業の課題、問題点等 

(2)指定自動車整備事業 ・道路運送車両法関係法令 

・指定自動車整備事業者の処分事例等 

・適正な業務運営 

(3)自動車検査員の業務 ・自動車検査員の役割と職務 

・自動車検査業務 

・自動車検査機器の取扱い 

(4)関係法令及び主要通達 ・最近の関係法令の改廃 

・主要通達 

５ 研修 

３時間以上とする。 

６ 研修人員 

同時に研修を受ける者の数は、原則として 200 名以下とする。 

７ 研修教材 

研修教材は、地方運輸局長が適当と認めたものとする。 

８ 講師 

  運輸支局職員、学識経験者及び地方運輸局長が認めた者 

９ 研修実施方法 

地方運輸局長は運輸支局長に対し研修を実施するよう通知し、運輸支局長は自動

車整備振興会の協力を得て実施するものとする。 
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別紙１ 自動車特定整備事業の認証に係る申請書類等 

 

１ 法第 79 条第１項に基づく認証に係る申請書の記載項目及び同条第２項、第３項

に基づく書面は次のとおりとする。（法第 79 条第１項、第２項及び第３項） 

⑴ 記載項目 

ア 申請者の氏名又は名称及び住所   

イ 申請者が法人の場合にあっては、役員の氏名及び役職名 

ウ 受けようとする自動車特定整備事業の種類 

エ 事業場の名称及び所在地 

オ 電子制御装置点検整備作業場の所在地（事業場と所在地を異にする場合に限

る。） 

カ 電子制御装置整備（施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を除く。）を行う事

業者と施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を行う事業者が契約を交わした施

行規則第３条第８号ハに係る作業を行う事業場の所在地 

キ 対象とする自動車の種類、整備及び装置の種類 

ク その他業務の範囲の限定 

⑵ 添付書面 

ア 申請者が法人の場合にあっては、商業登記簿謄本等申請者及び役員を特定で

きる書面 

イ 申請者が個人の場合にあっては、住民票の写し（個人番号の記載のないもの

に限る。）、個人番号カード等申請者を特定できる書面 

ウ 土地又は建物の登記簿謄本、建築物の確認済証（写し）等事業場の所在地を

証する書面 

エ 法第 80 条第１項第２号各号に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等

の書面 

オ 法第 80 条第１項第１号の国土交通省令で定める設備及び従業員の基準に適

合するものであることを証する次の事項を記載した書面 

(ｱ) 設備の基準に係る事項（施行規則第 57 条第１号から第５号まで） 

ａ 車両整備作業場の間口、奥行、天井高さ、床面の状況 

ｂ 点検作業場の間口、奥行、天井高さ、床面の状況 

ｃ 電子制御装置点検整備作業場の間口、奥行、天井高さ、床面の状況 

ｄ 部品整備作業場の面積 

ｅ 車両置場の間口、奥行 

ｆ 作業機械の種類毎の名称、能力、数 

ｇ 作業計器の種類毎の名称、能力、数 

ｈ 点検計器及び点検装置の種類毎の名称、型式（一酸化炭素測定器、炭化水

素測定器及び整備用スキャンツールに限る。）、能力、数 

ｉ 工具の種類毎の名称、能力、数 
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別添５ 自動車検査員研修実施要領 

 

１ 目的 

自動車検査員に対し、保安基準適合性の判断等自動車検査員が行う業務に必要とさ

れる自動車の構造・装置の状態及びその機能・性能、関係法令、主要通達等について

研修を行い、その知識及び技能の向上を図る。 

２ 研修対象者 

自動車検査員として選任されている者とする。 

３ 研修実施回数 

研修対象者に対して毎年度１回以上実施する。 

４ 研修の項目、内容等 

研修項目 研修内容等 

(1)自動車整備事業 ・自動車整備事業の役割 

・自動車整備事業の課題、問題点等 

(2)指定自動車整備事業 ・道路運送車両法関係法令 

・指定自動車整備事業者の処分事例等 

・適正な業務運営 

(3)自動車検査員の業務 ・自動車検査員の役割と職務 

・自動車検査業務 

・自動車検査機器の取扱い 

(4)関係法令及び主要通達 ・最近の関係法令の改廃 

・主要通達 

５ 研修 

３時間以上とする。 

６ 研修人員 

同時に研修を受ける者の数は、原則として 200 名以下とする。 

７ 研修教材 

研修教材は、地方運輸局長が適当と認めたものとする。 

８ 講師 

  運輸支局職員、学識経験者及び地方運輸局長が認めた者 

９ 研修実施方法 

地方運輸局長は運輸支局長に対し研修を実施するよう通知し、運輸支局長は自動

車整備振興会の協力を得て実施するものとする。 
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81 条第２項） 

カ 事業の相続、合併及び分割に係る届出の場合は、商業登記簿謄本等事業の相

続、合併及び分割の事実を証する書面（法第 82 条第２項） 

キ 事業の譲渡に係る届出の場合は、譲渡証明書等事業の譲渡の事実を証する書

面（法第 83 条第２項） 

３ 整備主任者の選任等に係る届出書の記載事項及び添付書面は、次のとおりとする。

（施行規則第 62 条の２の２第２項） 

⑴ 記載項目 

ア 届出者の氏名又は名称及び住所 

イ 統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地 

ウ 認証番号 

エ 選任する整備主任者の氏名及び生年月日 

オ 統括管理業務の開始日 

カ 整備主任者を解任する場合は、解任した整備主任者の氏名及び解任年月日 

⑵ 添付書面 

ア 分解整備を行う事業場の整備主任者の選任の届出の場合（ウに掲げるものを

除く。）には、整備士の技能検定の合格証書の写し、整備士の技能検定の合格証

明書又は同証明書の写し、自動車整備技能者手帳の写し等施行規則第 62 条の

２の２第１項第７号に基づく一級又は二級の整備士の技能検定に合格している

ことを証する書面の写し 

イ 電子制御装置整備を行う事業場の整備主任者の選任の届出の場合（ウに掲げ

るものを除く。）には、同規則第 57 条第７号に規定する運輸監理部長若しくは

運輸支局長が行う講習を修了したことを証する書面の写し又は一級の整備士

（一級二輪の整備士を除く。）に合格していることを証する書面の写し 

ウ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場の整備主任者の選任の届出の場

合には、一級の整備士（一級二輪の整備士を除く。）にあっては、一級の整備士

（一級二輪の整備士を除く。）に合格していることを証する書面の写しを、一級

二輪若しくは二級の整備士にあっては、施行規則第 57 条第７号に規定する運

輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了したことを証する書面の写し 

４ 電子制御装置点検整備作業場の共用設備に係る添付書面は、次の事項を記載した

書面とする。なお、複数の事項を１つの書面に記載しても良い。 

ア 当該作業場及び車両置場の管理責任者の氏名 

イ 当該作業場の所在地 

ウ 当該作業場の共同使用の管理者の氏名又は名称 

なお、自動車特定整備事業の認証を受けている者にあっては、認証番号 

エ 当該作業場の共同使用に関する契約書の写し 

オ 当該作業場の位置及び面積並びに車両置場の位置を記載した書面 

５ 施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を行う事業場に係る添付書面は、電子制御
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ｊ 作業場等平面図（作業場名（優良自動車整備事業者の認定を受けている

者であって、自動車特定整備事業の屋内作業場と兼用している場合は、各々

の事業場名）、レイアウト、寸法、縮尺、方位等を記載したもの） 

ｋ 一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係る国土交通大臣が定める技術

上の基準に適合していることを証する書面 

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用

機械器具の審査基準について」（平成７年６月 14 日付け自整第 121 号）に

より公正に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具基準

適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面である

こと。 

ｌ 電子制御装置整備を行う事業場にあっては、法第 57 条の２第１項に規定

する自動車の型式に固有の技術上の情報（施行規則第３条第９号の自動車

の整備又は改造を行わない場合にあっては、自動運行装置に係るものを除

く。）及びエーミング作業に必要な機器を入手することができる体制を確認

できる書面 

(ｲ) 従業員に係る事項（施行規則第 57 条第６号及び第７号） 

整備士の技能検定に合格している者の種類別の数及び特定整備に従事す

る従業員の数 

カ 土地の使用に係る契約書（離れた作業場を有する場合に限る。） 

２ 法第 81 条から法第 83 条までに基づく届出書の記載項目及び添付書面は、次のと

おりとする。（法第 81 条から第 83 条まで） 

⑴ 記載項目 

ア 届出者の氏名又は名称及び住所 

イ 事業場の名称及び所在地 

ウ 届出に係る事項 

エ 認証番号 

⑵ 添付書面 

ア 事業者の氏名又は名称及び住所の変更に係る届出の場合は、商業登記簿謄本

等変更された事項を証する書面（法第 81 条第１項第１号） 

イ 役員の変更等に係る届出の場合は、ア並びに変更された役員（新任及び解任）

の氏名及び役職名を記載した書面（法第 81 条第１項第２号） 

ウ 事業場の所在地の変更に係る届出の場合は、１⑵ウの書面（法第 81 条第１項

第３号） 

エ 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行き

の長さの変更に係る届出の場合は、１⑵オ(ｱ)ｊ及び変更となった屋内作業場及

び電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行きの長さを記載し

た書面（法第 81 条第１項第４号） 

オ 事業の廃止に係る届出の場合は、事業を廃止する理由を記載した書面（法第
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81 条第２項） 

カ 事業の相続、合併及び分割に係る届出の場合は、商業登記簿謄本等事業の相

続、合併及び分割の事実を証する書面（法第 82 条第２項） 

キ 事業の譲渡に係る届出の場合は、譲渡証明書等事業の譲渡の事実を証する書

面（法第 83 条第２項） 

３ 整備主任者の選任等に係る届出書の記載事項及び添付書面は、次のとおりとする。

（施行規則第 62 条の２の２第２項） 

⑴ 記載項目 

ア 届出者の氏名又は名称及び住所 

イ 統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地 

ウ 認証番号 

エ 選任する整備主任者の氏名及び生年月日 

オ 統括管理業務の開始日 

カ 整備主任者を解任する場合は、解任した整備主任者の氏名及び解任年月日 

⑵ 添付書面 

ア 分解整備を行う事業場の整備主任者の選任の届出の場合（ウに掲げるものを

除く。）には、整備士の技能検定の合格証書の写し、整備士の技能検定の合格証

明書又は同証明書の写し、自動車整備技能者手帳の写し等施行規則第 62 条の

２の２第１項第７号に基づく一級又は二級の整備士の技能検定に合格している

ことを証する書面の写し 

イ 電子制御装置整備を行う事業場の整備主任者の選任の届出の場合（ウに掲げ

るものを除く。）には、同規則第 57 条第７号に規定する運輸監理部長若しくは

運輸支局長が行う講習を修了したことを証する書面の写し又は一級の整備士

（一級二輪の整備士を除く。）に合格していることを証する書面の写し 

ウ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場の整備主任者の選任の届出の場

合には、一級の整備士（一級二輪の整備士を除く。）にあっては、一級の整備士

（一級二輪の整備士を除く。）に合格していることを証する書面の写しを、一級

二輪若しくは二級の整備士にあっては、施行規則第 57 条第７号に規定する運

輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了したことを証する書面の写し 

４ 電子制御装置点検整備作業場の共用設備に係る添付書面は、次の事項を記載した

書面とする。なお、複数の事項を１つの書面に記載しても良い。 

ア 当該作業場及び車両置場の管理責任者の氏名 

イ 当該作業場の所在地 

ウ 当該作業場の共同使用の管理者の氏名又は名称 

なお、自動車特定整備事業の認証を受けている者にあっては、認証番号 

エ 当該作業場の共同使用に関する契約書の写し 

オ 当該作業場の位置及び面積並びに車両置場の位置を記載した書面 

５ 施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を行う事業場に係る添付書面は、電子制御
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ｊ 作業場等平面図（作業場名（優良自動車整備事業者の認定を受けている

者であって、自動車特定整備事業の屋内作業場と兼用している場合は、各々

の事業場名）、レイアウト、寸法、縮尺、方位等を記載したもの） 

ｋ 一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係る国土交通大臣が定める技術

上の基準に適合していることを証する書面 

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用

機械器具の審査基準について」（平成７年６月 14 日付け自整第 121 号）に

より公正に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具基準

適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面である

こと。 

ｌ 電子制御装置整備を行う事業場にあっては、法第 57 条の２第１項に規定

する自動車の型式に固有の技術上の情報（施行規則第３条第９号の自動車

の整備又は改造を行わない場合にあっては、自動運行装置に係るものを除

く。）及びエーミング作業に必要な機器を入手することができる体制を確認

できる書面 

(ｲ) 従業員に係る事項（施行規則第 57 条第６号及び第７号） 

整備士の技能検定に合格している者の種類別の数及び特定整備に従事す

る従業員の数 

カ 土地の使用に係る契約書（離れた作業場を有する場合に限る。） 

２ 法第 81 条から法第 83 条までに基づく届出書の記載項目及び添付書面は、次のと

おりとする。（法第 81 条から第 83 条まで） 

⑴ 記載項目 

ア 届出者の氏名又は名称及び住所 

イ 事業場の名称及び所在地 

ウ 届出に係る事項 

エ 認証番号 

⑵ 添付書面 

ア 事業者の氏名又は名称及び住所の変更に係る届出の場合は、商業登記簿謄本

等変更された事項を証する書面（法第 81 条第１項第１号） 

イ 役員の変更等に係る届出の場合は、ア並びに変更された役員（新任及び解任）

の氏名及び役職名を記載した書面（法第 81 条第１項第２号） 

ウ 事業場の所在地の変更に係る届出の場合は、１⑵ウの書面（法第 81 条第１項

第３号） 

エ 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行き

の長さの変更に係る届出の場合は、１⑵オ(ｱ)ｊ及び変更となった屋内作業場及

び電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行きの長さを記載し

た書面（法第 81 条第１項第４号） 

オ 事業の廃止に係る届出の場合は、事業を廃止する理由を記載した書面（法第
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別紙２ 一種整備工場及び二種整備工場 

 

種

別 

番

号 

認定の種類 

項 目 

一種整備工場 二種整備工場 備  考 

Ａ １ 工員数 １０人以上 ４人以上 

ただし、対象

自動車の種類

に車両総重量

８トン以上、

最大積載量５

トン以上又は

乗車定員 30

人以上の車両

を含む場合に

は、５人以上 

 

２ 整備士数 ４人以上 ２人以上 自動車工のうち整

備士（自動車タイ

ヤ整備士、自動車

電気装置整備士及

び自動車車体整備

士を除く。）の数 

３ 整備士保有率 １／３以上 １／３以上 自動車工の数に対

する整備士数の割

合 

Ｂ １

－

１ 

屋内現車作業場 道路運送車両

法施行規則別

第４の規定に

基づく車両整

備作業場及び

点検作業場の

面積×1.6 以

上 

道路運送車両

法施行規則別

第４の規定に

基づく車両整

備作業場及び

点検作業場の

面積以上 

現車についての点

検・整備作業を行う

ための作業場とす

る 

１

－

２ 

電子制御装置点検

整備作業場（車両整

備作業場及び点検

作業場と兼用して

いる場合を除く。） 

◎ ◎ 

２ その他の作業場 ◎ ◎ 機械加工、原動機、
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装置整備（施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を除く。）を行う事業者と施行規

則第３条第８号ハに掲げる作業を行う事業者が契約していることを証する書面の

写し 
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別紙２ 一種整備工場及び二種整備工場 

 

種

別 

番

号 

認定の種類 

項 目 

一種整備工場 二種整備工場 備  考 

Ａ １ 工員数 １０人以上 ４人以上 

ただし、対象

自動車の種類

に車両総重量

８トン以上、

最大積載量５

トン以上又は

乗車定員 30

人以上の車両

を含む場合に

は、５人以上 

 

２ 整備士数 ４人以上 ２人以上 自動車工のうち整

備士（自動車タイ

ヤ整備士、自動車

電気装置整備士及

び自動車車体整備

士を除く。）の数 

３ 整備士保有率 １／３以上 １／３以上 自動車工の数に対

する整備士数の割

合 

Ｂ １

－

１ 

屋内現車作業場 道路運送車両

法施行規則別

第４の規定に

基づく車両整

備作業場及び

点検作業場の

面積×1.6 以

上 

道路運送車両

法施行規則別

第４の規定に

基づく車両整

備作業場及び

点検作業場の

面積以上 

現車についての点

検・整備作業を行う

ための作業場とす

る 

１

－

２ 

電子制御装置点検

整備作業場（車両整

備作業場及び点検

作業場と兼用して

いる場合を除く。） 

◎ ◎ 

２ その他の作業場 ◎ ◎ 機械加工、原動機、
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装置整備（施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を除く。）を行う事業者と施行規

則第３条第８号ハに掲げる作業を行う事業者が契約していることを証する書面の

写し 
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７ ラジエータ・キャ

ップ・テスタ 

○ ○  

８ マイクロ・メータ 〇 －  

Ｅ １ メガー 〇 ―  

２ 電子計測機器 △ △ 外部診断器等（電

子制御装置整備を

行う場合を除く。） 

Ｆ １ 溶接器 ○ －  

Ｇ １ 検車装置 ○ ○ 検車台、ピット、

リフト等 

２ ホイール・アライ

メント・テスタ又

はサイド・スリッ

プ・テスタ 

△ － 三輪以下の自動車

のみを対象とする

場合は不要 

３ ブレーキ・テスタ △ －  

４ 前照灯試験機 △ －  

５ 音量計 △ －  

６ 速度計試験機 △ －  

７ 黒煙測定器又は 

オパシメータ 

△ － ジーゼル自動車を

対象としない場合

は不要 

８ 検査用スキャンツ

ール 

△ － 大型特殊自動車及

び二輪の小型自動

車以外の自動車を

対象としない場合

は不要 

（注）１．◎印の面積は、屋内現車作業場の基準面積の外とする。 

２．○印は、当該事業場の作業に必要な数量及び機能を保有していなければ

ならないことを示す。 

３．△印は、保有することが望ましいことを示す。 
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塗装、鍛冶等の各作

業場 

３ 車両置場 ａ×0.3 以上 ａ×0.3 以上 屋内、屋外を問わ

ない     

ａは当該事業場の

屋内現車作業場面

積 

４ 完成検査場 ◎ ◎ 屋内           

指定整備工場の検

査設備として完成

検査場を有してい

る場合（共用設備

を使用する場合を

含む。）は当該完成

検査場で足りる。 

Ｃ １ 卓上ボール盤 ○ －  

２ オイル・バケット

ポンプ 

○ ○  

３ ホイール・バラン

サ 

△ △ ホイールへのタイ

ヤ脱着作業を行う

事業場にあっては

必要 

４ フリー・ローラ △ △ 四輪の自動車を対

象とする場合に限

る（可搬式のもの

であって可） 

Ｄ １ バルブ・シート・

グラインダ 

○ －  

２ バルブ・リフェー

サ 

○ －  

３ バルブ・リフタ ○ －  

４ シリンダ・ゲージ ○ －  

５ コンロッド・アラ

イナ 

○ －  

６ スプリング・テス

タ 

○ －  
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７ ラジエータ・キャ

ップ・テスタ 

○ ○  

８ マイクロ・メータ 〇 －  

Ｅ １ メガー 〇 ―  

２ 電子計測機器 △ △ 外部診断器等（電

子制御装置整備を

行う場合を除く。） 

Ｆ １ 溶接器 ○ －  

Ｇ １ 検車装置 ○ ○ 検車台、ピット、

リフト等 

２ ホイール・アライ

メント・テスタ又

はサイド・スリッ

プ・テスタ 

△ － 三輪以下の自動車

のみを対象とする

場合は不要 

３ ブレーキ・テスタ △ －  

４ 前照灯試験機 △ －  

５ 音量計 △ －  

６ 速度計試験機 △ －  

７ 黒煙測定器又は 

オパシメータ 

△ － ジーゼル自動車を

対象としない場合

は不要 

８ 検査用スキャンツ

ール 

△ － 大型特殊自動車及

び二輪の小型自動

車以外の自動車を

対象としない場合

は不要 

（注）１．◎印の面積は、屋内現車作業場の基準面積の外とする。 

２．○印は、当該事業場の作業に必要な数量及び機能を保有していなければ

ならないことを示す。 

３．△印は、保有することが望ましいことを示す。 
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塗装、鍛冶等の各作

業場 

３ 車両置場 ａ×0.3 以上 ａ×0.3 以上 屋内、屋外を問わ

ない     

ａは当該事業場の

屋内現車作業場面

積 

４ 完成検査場 ◎ ◎ 屋内           

指定整備工場の検

査設備として完成

検査場を有してい

る場合（共用設備

を使用する場合を

含む。）は当該完成

検査場で足りる。 

Ｃ １ 卓上ボール盤 ○ －  

２ オイル・バケット

ポンプ 

○ ○  

３ ホイール・バラン

サ 

△ △ ホイールへのタイ

ヤ脱着作業を行う

事業場にあっては

必要 

４ フリー・ローラ △ △ 四輪の自動車を対

象とする場合に限

る（可搬式のもの

であって可） 

Ｄ １ バルブ・シート・

グラインダ 

○ －  

２ バルブ・リフェー

サ 

○ －  

３ バルブ・リフタ ○ －  

４ シリンダ・ゲージ ○ －  

５ コンロッド・アラ

イナ 

○ －  

６ スプリング・テス

タ 

○ －  
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正機を保持具により自

動車に固定して車体の

変形を修正できるもの。

車枠矯正装置がある場

合にはなくてもよい 

６ 板金用油圧機器 ○ ○ ポートパワー等 

７ 板金定盤 ○ ○  

８ 板金工具一式 ○ ○  

Ｅ １ スコヤ ○ － 大型のもの 

Ｆ １ ボール盤 ○ － 卓上用のものでも可 

２ ポータブル・グラ

インダ 

○ ○ 板金用のもの 

３ サンダ ○ ○ 板金用及び塗装用各１ 

４ ポリシャ ○ ○  

Ｇ １ 塗装機器 ○ ○ スプレーガン等 

２ 塗装乾燥装置 ○ ○ 赤外線、ガス等の強制乾

燥機 

（250ｗ×12 燈クラス以

上） 

Ｈ １ ヘッドライト・テ

スタ 

○ ○  

２ ホイール・アライ

メント・テスタ 

○ － 可搬式にても可 

３ フレーム・センタ

ーリング・ゲージ 

－ ○ 測定のため必要な自動

車の保持具等を含む。車

枠矯正装置がある場合

にはなくてもよい。 

４ トラム・トラッキ

ング・ゲージ 

－ ○ 車枠矯正装置がある場

合にはなくてもよい。 

（注）１．◎印は、機械の配置及び当該機器に係る作業を行うために十分な面積

を有していなければならないことを示す。 

２．○印は、その事業場の作業を行うために十分な面積又は必要な数量及

び機能を有していなければならないことを示す。 
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別紙２の２ 特殊整備工場（車体整備作業（一種）及び車体整備作業（二種）） 

 

種

別 

番

号 

項目 車体整備作

業（一種） 

車体整備作

業（二種） 

備考 

Ａ １ 工員数 ５人以上 ３人以上 車体整備作業に従事す

る工員数 

２ 整備士数 ２人以上 ２人以上 自動車車体整備士 

Ｂ １

－

１ 

屋内現車作業場 60 ㎡以上 50 ㎡以上 現車についての車体整

備作業を行う場所のみ

とし、最低１両分の塗装

作業場を含み、その他の

作業場、完成検査場及び

洗車場を除く。 

１

－

２ 

電子制御装置点検

整備作業場 
〇 ― 電子制御装置整備を行

う場合に限る。 

２ その他の作業場 ◎ － 機械加工、木工、鍛冶等

の各作業場、機器は１箇

所に集中されていなく

てもよい 

３ 車両置場 a×0.3以上 a×0.3以上 屋内、屋外を問わない。 

ａは当該事業場の屋内

現車作業場の面積 

４ 完成検査場 ○ ○ 屋内 

５ 洗車場 ○ ○  

Ｃ １ 洗車機器 ○ － スチーム・クリーナ、カ

ーワッシャー等 

Ｄ １ アーク溶接器 ○ ○ ガスシールド・アーク溶

接器を含む。 

２ 点溶接器 ○ ○ ガスシールド・アーク溶

接器がある場合にはな

くてもよい 

３ ガス溶接器 ○ ○  

４ 車枠矯正装置 ○ － 自動車を固定し、車枠の

曲がり、ねじれ等の点

検、修正及び検査ができ

るもの。 

５ 車体修正機 － ○ 自動車を固定し、又は修
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正機を保持具により自

動車に固定して車体の

変形を修正できるもの。

車枠矯正装置がある場

合にはなくてもよい 

６ 板金用油圧機器 ○ ○ ポートパワー等 

７ 板金定盤 ○ ○  

８ 板金工具一式 ○ ○  

Ｅ １ スコヤ ○ － 大型のもの 

Ｆ １ ボール盤 ○ － 卓上用のものでも可 

２ ポータブル・グラ

インダ 

○ ○ 板金用のもの 

３ サンダ ○ ○ 板金用及び塗装用各１ 

４ ポリシャ ○ ○  

Ｇ １ 塗装機器 ○ ○ スプレーガン等 

２ 塗装乾燥装置 ○ ○ 赤外線、ガス等の強制乾

燥機 

（250ｗ×12 燈クラス以

上） 

Ｈ １ ヘッドライト・テ

スタ 

○ ○  

２ ホイール・アライ

メント・テスタ 

○ － 可搬式にても可 

３ フレーム・センタ

ーリング・ゲージ 

－ ○ 測定のため必要な自動

車の保持具等を含む。車

枠矯正装置がある場合

にはなくてもよい。 

４ トラム・トラッキ

ング・ゲージ 

－ ○ 車枠矯正装置がある場

合にはなくてもよい。 

（注）１．◎印は、機械の配置及び当該機器に係る作業を行うために十分な面積

を有していなければならないことを示す。 

２．○印は、その事業場の作業を行うために十分な面積又は必要な数量及

び機能を有していなければならないことを示す。 
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別紙２の２ 特殊整備工場（車体整備作業（一種）及び車体整備作業（二種）） 

 

種

別 

番

号 

項目 車体整備作

業（一種） 

車体整備作

業（二種） 

備考 

Ａ １ 工員数 ５人以上 ３人以上 車体整備作業に従事す

る工員数 

２ 整備士数 ２人以上 ２人以上 自動車車体整備士 

Ｂ １

－

１ 

屋内現車作業場 60 ㎡以上 50 ㎡以上 現車についての車体整

備作業を行う場所のみ

とし、最低１両分の塗装

作業場を含み、その他の

作業場、完成検査場及び

洗車場を除く。 

１

－

２ 

電子制御装置点検

整備作業場 
〇 ― 電子制御装置整備を行

う場合に限る。 

２ その他の作業場 ◎ － 機械加工、木工、鍛冶等

の各作業場、機器は１箇

所に集中されていなく

てもよい 

３ 車両置場 a×0.3以上 a×0.3以上 屋内、屋外を問わない。 

ａは当該事業場の屋内

現車作業場の面積 

４ 完成検査場 ○ ○ 屋内 

５ 洗車場 ○ ○  

Ｃ １ 洗車機器 ○ － スチーム・クリーナ、カ

ーワッシャー等 

Ｄ １ アーク溶接器 ○ ○ ガスシールド・アーク溶

接器を含む。 

２ 点溶接器 ○ ○ ガスシールド・アーク溶

接器がある場合にはな

くてもよい 

３ ガス溶接器 ○ ○  

４ 車枠矯正装置 ○ － 自動車を固定し、車枠の

曲がり、ねじれ等の点

検、修正及び検査ができ

るもの。 

５ 車体修正機 － ○ 自動車を固定し、又は修
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別紙２の４ 特殊整備工場（原動機整備作業） 

 

種

別 

番

号 

項目 基準 備考 

Ａ １ 工員数 ７人以上 自動車用原動機整備作業に従事する

工員数 

２ 整備士数 １人以上 二級自動車シャシ整備士、三級自動車

シャシ整備士、自動車タイヤ整備士、

自動車電気装置整備士及び自動車車

体整備士を除く 

Ｂ １ 原動機分解組立作

業場 
20 ㎡以上 自動車用原動機の分解、組立等の整備

作業を行う屋内作業場 

２ 原動機部品整備作

業場 
60 ㎡以上 自動車用原動機の単体部品の機械加

工作業等を行う屋内作業場 

３ その他の屋内作業

場 

◎ 溶接、鍛冶等を行う作業場 

４ 受注品置場 a×0.1 以上 受注品を収容する場所であって、うち

完成品を格納する場所は屋内に限る。 

ａは原動機分解組立作業場及び原動

機部品整備作業場の面積の和を示す 

５ 屋内完成検査場 ◎ 完成品の検査を行う場所 

６ 洗浄場 ◎ 自動車用原動機の洗浄を行う場所 

Ｃ １ シリンダ・ボーリン

グ・マシン 

○  

２ シリンダ・ホーニン

グ・マシン 

○  

３ サーフエース・グラ

インダ 

○ 平面切削盤を含む。 

４ クランクシャフト・

グラインダ 

○  

５ ライン・ボーリン

グ・マシン 

○  

６ コンロッド・グライ

ンダ 

○  

７ ピンホール・ホーニ

ング・マシン 

○  

８ バルブ・シート・グ

ラインダ 

○  

- 382 -

   

別紙２の３ 特殊整備工場（電気装置整備作業） 

種

別 

番

号 

項目 基準 備考 

Ａ １ 工員数 ３人以上 電気装置整備作業に従事する工員数 

２ 整備士数 ２人以上 自動車電気装置整備士 

Ｂ １ 屋内現車作業場 35 ㎡以上 現車についての電気装置整備作業を

行う場所 

２ 屋内電気装置整備

作業場 

20 ㎡以上 現車から取り外した電気装置の整備

作業を行う場所 

３ 車両置場 a×0.3 以上 屋内、屋外を問わない。 

ａは屋内現車作業場の面積 

Ｃ １ オルタネータ・テス

タ 
○ 変速装置付電動機、直流電圧、電流計、

回転計のあるもの 

２ スタータ・テスタ ○ トルク計、直流電圧、電流計のあるも

の 

３ オルタネータ・オシ

ロスコープ 

○ 自動車オルタネータの波形試験ので

きるもの 

４ グローラ・テスタ ○  

５ バッテリ・テスタ ○  

６ 半導体試験器 ○ トランジスタ・ダイオード半導体の試

験のできるもの 

７ 回路試験器 ○  

８ ボルト・メータ ○  

９ アンペア・メータ ○  

10 メガー ○  

Ｄ １ プレス ○  

２ バイス ○  

３ 電気ドリル ○ 空圧式のものでも可 

４ マイクロ・メータ ○  

５ ダイヤル・ゲージ ○  

６ ガレージ・ジャッキ ○  

７ エア・コンプレッサ ○  

E １ 充電器 ○ 急速充電器を含む。 

２ 溶接器 ○ ハンディ式のものでも可 

３ 部品洗浄槽 ○  

４ 乾燥装置 ○  

（注）１．○印は、その事業場の作業を行うために必要な数量及び機能を有していな

ければならないことを示す。 
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別紙２の４ 特殊整備工場（原動機整備作業） 

 

種

別 

番

号 

項目 基準 備考 

Ａ １ 工員数 ７人以上 自動車用原動機整備作業に従事する

工員数 

２ 整備士数 １人以上 二級自動車シャシ整備士、三級自動車

シャシ整備士、自動車タイヤ整備士、

自動車電気装置整備士及び自動車車

体整備士を除く 

Ｂ １ 原動機分解組立作

業場 
20 ㎡以上 自動車用原動機の分解、組立等の整備

作業を行う屋内作業場 

２ 原動機部品整備作

業場 
60 ㎡以上 自動車用原動機の単体部品の機械加

工作業等を行う屋内作業場 

３ その他の屋内作業

場 

◎ 溶接、鍛冶等を行う作業場 

４ 受注品置場 a×0.1 以上 受注品を収容する場所であって、うち

完成品を格納する場所は屋内に限る。 

ａは原動機分解組立作業場及び原動

機部品整備作業場の面積の和を示す 

５ 屋内完成検査場 ◎ 完成品の検査を行う場所 

６ 洗浄場 ◎ 自動車用原動機の洗浄を行う場所 

Ｃ １ シリンダ・ボーリン

グ・マシン 

○  

２ シリンダ・ホーニン

グ・マシン 

○  

３ サーフエース・グラ

インダ 

○ 平面切削盤を含む。 

４ クランクシャフト・

グラインダ 

○  

５ ライン・ボーリン

グ・マシン 

○  

６ コンロッド・グライ

ンダ 

○  

７ ピンホール・ホーニ

ング・マシン 

○  

８ バルブ・シート・グ

ラインダ 

○  

- 382 -

   

別紙２の３ 特殊整備工場（電気装置整備作業） 

種

別 

番

号 

項目 基準 備考 

Ａ １ 工員数 ３人以上 電気装置整備作業に従事する工員数 

２ 整備士数 ２人以上 自動車電気装置整備士 

Ｂ １ 屋内現車作業場 35 ㎡以上 現車についての電気装置整備作業を

行う場所 

２ 屋内電気装置整備

作業場 

20 ㎡以上 現車から取り外した電気装置の整備

作業を行う場所 

３ 車両置場 a×0.3 以上 屋内、屋外を問わない。 

ａは屋内現車作業場の面積 

Ｃ １ オルタネータ・テス

タ 
○ 変速装置付電動機、直流電圧、電流計、

回転計のあるもの 

２ スタータ・テスタ ○ トルク計、直流電圧、電流計のあるも

の 

３ オルタネータ・オシ

ロスコープ 

○ 自動車オルタネータの波形試験ので

きるもの 

４ グローラ・テスタ ○  

５ バッテリ・テスタ ○  

６ 半導体試験器 ○ トランジスタ・ダイオード半導体の試

験のできるもの 

７ 回路試験器 ○  

８ ボルト・メータ ○  

９ アンペア・メータ ○  

10 メガー ○  

Ｄ １ プレス ○  

２ バイス ○  

３ 電気ドリル ○ 空圧式のものでも可 

４ マイクロ・メータ ○  

５ ダイヤル・ゲージ ○  

６ ガレージ・ジャッキ ○  

７ エア・コンプレッサ ○  

E １ 充電器 ○ 急速充電器を含む。 

２ 溶接器 ○ ハンディ式のものでも可 

３ 部品洗浄槽 ○  

４ 乾燥装置 ○  

（注）１．○印は、その事業場の作業を行うために必要な数量及び機能を有していな

ければならないことを示す。 
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ゲージ 

12 エンジン・タコ・テ

スタ 

○  

13 バキューム・ゲージ ○  

14 タイミング・ライト ○ ガソリン車用のもの 

15 バルブ・スプリン

グ・テスタ 

○  

16 温度計 ○  

17 燃料消費計 ○  

G １ バルブシート・カッ

タ 

○  

２ トルク・レンチ ○ クランク軸の軸受締付ボルト・コンロ

ッド大端ボルト及びシリンダヘッド・

ボルト等の締付トルクの測定ができ

るもの。 

３ 作業用工具 ○ 原動機の分解、組立作業及び部品の脱

着作業等に必要なもの（特殊工具を含

む） 

４ バルブ・リフタ ○  

５ ベアリング・レー

ス・プーラ 

○  

６ ギヤ・プーラ ○  

H １ 水圧検査装置 ○ 加圧ポンプ、耐圧ホース及び締付金具

を含む。 

２ 噴射ポンプ・テスタ ○  

３ 原動機試験装置 ○ 水動力計、電気動力計等原動機の馬力

の測定ができるもの 

（注）１．◎印は、作業を行うために必要とする十分な面積を有していなければなら

ない。 

２．○印は、作業対象に応じた機能を有するもの１基以上を作業量に応じて保

有しなければならない。 

  

- 384 -

   

９ バルブ・リフェーサ ○  

Ｄ １ 旋盤 ○  

２ ボール盤 ○ 卓上用のものでよい 

３ プレス ○ 能力が 19.6ＫＮ（２ｔｆ）以上で、油

圧式又は手動式のもの 

E １ バイス ○  

２ チェーン・ブロック ○ つり上げ能力 9.8ＫＮ（１ｔｆ）以上

のもの 

３ 作業台 ○ 縦１メートル以上､横 1.5 メートル以

上のもの 

４ 部品洗浄槽 ○ 縦 500 ミリメートル以上、横 700 ミリ

メートル以上､深さ 150 ミリメートル

以上で台付のもの 

５ エア・コンプレッサ ○  

６ 洗浄機器 ○ スチーム・クリーナ、カーワッシャ等 

７ 運搬機器 ○ 原動機の運搬が容易にできるもの 

F １ シリンダ・ゲージ ○  

２ マイクロ・メータ ○  

３ ダイヤル・ゲージ ○  

４ ノギス ○ 最大測定値が 150 ミリメートル以上、

単位目盛が副尺利用で 0.05 ミリメー

トル（１/20 ミリメートル）以下のも

の 

５ シックネス・ゲージ ○ 長さ 75 ミリメートル以上のリーフが

８種類以上組み合わされているもの 

６ フィーラ・ゲージ ○ 長さ 230 ミリメートル以上のリーフ

が８種類以上組み合わされているも

の 

７ 直定規 ○ 断面の幅が５ミリメートル以上で高

さ 25 ミリメートル以上、長さ 500 ミ

リメートル以上のもの 

８ 定盤 ○ 縦 450 ミリメートル、横 600 ミリメー

トル以上のもの 

９ 表面アラサ測定機 ○ ＪＩＳ－0659 表面アラサ標準片で

もよい 

10 コンロッド・アライ

ナ 

○  

11 コンプレッション・ ○  
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ゲージ 

12 エンジン・タコ・テ

スタ 

○  

13 バキューム・ゲージ ○  

14 タイミング・ライト ○ ガソリン車用のもの 

15 バルブ・スプリン

グ・テスタ 

○  

16 温度計 ○  

17 燃料消費計 ○  

G １ バルブシート・カッ

タ 

○  

２ トルク・レンチ ○ クランク軸の軸受締付ボルト・コンロ

ッド大端ボルト及びシリンダヘッド・

ボルト等の締付トルクの測定ができ

るもの。 

３ 作業用工具 ○ 原動機の分解、組立作業及び部品の脱

着作業等に必要なもの（特殊工具を含

む） 

４ バルブ・リフタ ○  

５ ベアリング・レー

ス・プーラ 

○  

６ ギヤ・プーラ ○  

H １ 水圧検査装置 ○ 加圧ポンプ、耐圧ホース及び締付金具

を含む。 

２ 噴射ポンプ・テスタ ○  

３ 原動機試験装置 ○ 水動力計、電気動力計等原動機の馬力

の測定ができるもの 

（注）１．◎印は、作業を行うために必要とする十分な面積を有していなければなら

ない。 

２．○印は、作業対象に応じた機能を有するもの１基以上を作業量に応じて保

有しなければならない。 

  

- 384 -

   

９ バルブ・リフェーサ ○  

Ｄ １ 旋盤 ○  

２ ボール盤 ○ 卓上用のものでよい 

３ プレス ○ 能力が 19.6ＫＮ（２ｔｆ）以上で、油

圧式又は手動式のもの 

E １ バイス ○  

２ チェーン・ブロック ○ つり上げ能力 9.8ＫＮ（１ｔｆ）以上

のもの 

３ 作業台 ○ 縦１メートル以上､横 1.5 メートル以

上のもの 

４ 部品洗浄槽 ○ 縦 500 ミリメートル以上、横 700 ミリ

メートル以上､深さ 150 ミリメートル

以上で台付のもの 

５ エア・コンプレッサ ○  

６ 洗浄機器 ○ スチーム・クリーナ、カーワッシャ等 

７ 運搬機器 ○ 原動機の運搬が容易にできるもの 

F １ シリンダ・ゲージ ○  

２ マイクロ・メータ ○  

３ ダイヤル・ゲージ ○  

４ ノギス ○ 最大測定値が 150 ミリメートル以上、

単位目盛が副尺利用で 0.05 ミリメー

トル（１/20 ミリメートル）以下のも

の 

５ シックネス・ゲージ ○ 長さ 75 ミリメートル以上のリーフが

８種類以上組み合わされているもの 

６ フィーラ・ゲージ ○ 長さ 230 ミリメートル以上のリーフ

が８種類以上組み合わされているも

の 

７ 直定規 ○ 断面の幅が５ミリメートル以上で高

さ 25 ミリメートル以上、長さ 500 ミ

リメートル以上のもの 

８ 定盤 ○ 縦 450 ミリメートル、横 600 ミリメー

トル以上のもの 

９ 表面アラサ測定機 ○ ＪＩＳ－0659 表面アラサ標準片で

もよい 

10 コンロッド・アライ

ナ 

○  

11 コンプレッション・ ○  

- 383 -
―― 333

SEKEN2023.indd   333SEKEN2023.indd   333 2023/08/23   11:42:002023/08/23   11:42:00



   

別紙３ 指定自動車整備事業の指定に係る申請書類等 

 

１ 指定規則第１条第１項に基づく指定に係る申請書の記載事項及び指定規則第１

条第２項に基づく添付書面は、次のとおりとする。（指定規則第１条第１項及び第

２項） 

⑴ 記載事項 

ア 申請者の氏名又は名称及び住所 

イ 事業場の名称及び所在地 

ウ 対象とする自動車の種類 

エ その他業務の範囲の限定 

オ 認証番号及び認証年月日 

カ 認証を受けた自動車特定整備事業の種類 

キ 認証を受けた自動車特定整備事業における対象とする自動車の種類並びに対

象とする整備の種類及び装置の種類 

ク 認証を受けた自動車特定整備事業における業務の範囲の限定 

ケ 優良自動車整備事業者の認定を受けている者にあっては、受けている認定の

種類及び認定番号 

コ 優良自動車整備事業者の認定（特殊整備工場の認定を除く。）を受けていない

者にあっては、次の事項 

(ｱ) 実施している整備作業の範囲 

(ｲ) 事業場管理責任者の氏名及び略歴 

(ｳ) 主任技術者の氏名及び略歴 

(ｴ) 一級、二級、三級の整備士の技能検定に合格している者の種類別の数及び

特定整備に従事する従業員の数  

⑵ 添付書面 

ア 申請者（法人又は個人企業）及び事業場の沿革を記載した書面 

イ 法第 94 条の２第２項において準用する法第 80 条第１項第２号ロからニまで

に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面 

ウ 次の状況を記載した事業場平面図 

(ｱ) 自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積 

(ｲ) 自動車検査用機械器具の配置状況 

エ 指定規則第２条第１項第２号に定める自動車検査用機械器具の名称、型式、

能力、数 

オ 指定規則第２条第１項第２号イ～リまでの自動車検査用機械器具に係る国土

交通大臣が定める技術上の基準に適合していることを証する書面 

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用機械

器具の審査基準について」（平成７年６月 14 日付け自整第 121 号）により公正

に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具基準適合性試験成

- 386 -

   

別紙２の５ 特殊整備工場（タイヤ整備作業） 

 

種

別 

番

号 

項目 基準 備考 

Ａ １ 工員数 ３人以上 タイヤ整備作業に従事する工員数 

２ 整備士数 ２人以上 自動車タイヤ整備士 

Ｂ １ 屋内現車作業場 35 ㎡以上 現車についてのタイヤ整備作業を行

う場所 

２ 屋内タイヤ整備作

業場 

20 ㎡以上 現車から取り外したタイヤの整備作

業を行う場所 

３ 車両置場 a×0.3 以上 屋内、屋外を問わない。 

ａは屋内現車作業場の面積 

４ 洗浄場 ○  

Ｃ １ エア・コンプレッサ ○  

２ エア・減圧弁 ○  

３ リフト ○ ガレージ・ジャッキを含む 

４ インパクト・レンチ ○  

５ タイヤ・フレータ ○  

Ｄ １ タイヤ・チェンジャ ○  

２ ビード・ブレーカ ○  

３ タイヤ・スプレッダ ○  

４ タイヤ修理機 ○ チューブレス・タイヤ修理機を含む  

５ チューブ焼付機 ○  

６ グラインダ ○  

７ チューブ・テストタ

ンク 

○  

８ チューブ・ハンガ ○  

E １ 作業台 ○  

２ 作業用工具 ○ タイヤの取り外し、組み付け、修理に

必要なもの 

３ タイヤ収納棚 ○ タイヤを縦置きに収納できるもの 

F １ ホイール・バランサ ○  

２ タイヤ・ゲージ ○ 高精度ゲージ 

３ デプス・ゲージ ○  

４ トルク・レンチ ○  

５ 巻尺 ○  

（注）○印は、その事業場の作業を行うために十分な面積又は必要な数量及び機能を

有していなければならないことを示す。 
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別紙３ 指定自動車整備事業の指定に係る申請書類等 

 

１ 指定規則第１条第１項に基づく指定に係る申請書の記載事項及び指定規則第１

条第２項に基づく添付書面は、次のとおりとする。（指定規則第１条第１項及び第

２項） 

⑴ 記載事項 

ア 申請者の氏名又は名称及び住所 

イ 事業場の名称及び所在地 

ウ 対象とする自動車の種類 

エ その他業務の範囲の限定 

オ 認証番号及び認証年月日 

カ 認証を受けた自動車特定整備事業の種類 

キ 認証を受けた自動車特定整備事業における対象とする自動車の種類並びに対

象とする整備の種類及び装置の種類 

ク 認証を受けた自動車特定整備事業における業務の範囲の限定 

ケ 優良自動車整備事業者の認定を受けている者にあっては、受けている認定の

種類及び認定番号 

コ 優良自動車整備事業者の認定（特殊整備工場の認定を除く。）を受けていない

者にあっては、次の事項 

(ｱ) 実施している整備作業の範囲 

(ｲ) 事業場管理責任者の氏名及び略歴 

(ｳ) 主任技術者の氏名及び略歴 

(ｴ) 一級、二級、三級の整備士の技能検定に合格している者の種類別の数及び

特定整備に従事する従業員の数  

⑵ 添付書面 

ア 申請者（法人又は個人企業）及び事業場の沿革を記載した書面 

イ 法第 94 条の２第２項において準用する法第 80 条第１項第２号ロからニまで

に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面 

ウ 次の状況を記載した事業場平面図 

(ｱ) 自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積 

(ｲ) 自動車検査用機械器具の配置状況 

エ 指定規則第２条第１項第２号に定める自動車検査用機械器具の名称、型式、

能力、数 

オ 指定規則第２条第１項第２号イ～リまでの自動車検査用機械器具に係る国土

交通大臣が定める技術上の基準に適合していることを証する書面 

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用機械

器具の審査基準について」（平成７年６月 14 日付け自整第 121 号）により公正

に試験を実施し、その結果を記載した自動車検査用機械器具基準適合性試験成
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別紙２の５ 特殊整備工場（タイヤ整備作業） 

 

種

別 

番

号 

項目 基準 備考 

Ａ １ 工員数 ３人以上 タイヤ整備作業に従事する工員数 

２ 整備士数 ２人以上 自動車タイヤ整備士 

Ｂ １ 屋内現車作業場 35 ㎡以上 現車についてのタイヤ整備作業を行

う場所 

２ 屋内タイヤ整備作

業場 

20 ㎡以上 現車から取り外したタイヤの整備作

業を行う場所 

３ 車両置場 a×0.3 以上 屋内、屋外を問わない。 

ａは屋内現車作業場の面積 

４ 洗浄場 ○  

Ｃ １ エア・コンプレッサ ○  

２ エア・減圧弁 ○  

３ リフト ○ ガレージ・ジャッキを含む 

４ インパクト・レンチ ○  

５ タイヤ・フレータ ○  

Ｄ １ タイヤ・チェンジャ ○  

２ ビード・ブレーカ ○  

３ タイヤ・スプレッダ ○  

４ タイヤ修理機 ○ チューブレス・タイヤ修理機を含む  

５ チューブ焼付機 ○  

６ グラインダ ○  

７ チューブ・テストタ

ンク 

○  

８ チューブ・ハンガ ○  

E １ 作業台 ○  

２ 作業用工具 ○ タイヤの取り外し、組み付け、修理に

必要なもの 

３ タイヤ収納棚 ○ タイヤを縦置きに収納できるもの 

F １ ホイール・バランサ ○  

２ タイヤ・ゲージ ○ 高精度ゲージ 

３ デプス・ゲージ ○  

４ トルク・レンチ ○  

５ 巻尺 ○  

（注）○印は、その事業場の作業を行うために十分な面積又は必要な数量及び機能を

有していなければならないことを示す。 
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設備、技術及び管理組織（事業場管理責任者、主任技術者及び自動車検査員）に

変更がない相続、譲渡等により事業を継承する場合における申請書に記載する事

項及び添付書面は、次のとおりとする。 

ただし、法第 94 条の３、第 94 条の４又は第 94 条の８に基づく処分を受けた場

合（処分対象となる違反事項が確認された場合を含む。）であって、当該処分に係

る違反事項の改善が確認されていないときは、この規定を適用しない。 

なお、相続であって、被相続人である事業者が事業場管理責任者を兼務し、かつ、

相続人が事業場管理責任者として業務を確実に行えると認められる場合には、事業

場管理責任者の変更がないものとみなして差し支えない。 

⑴ 記載事項 

ア １⑴アからクまでの事項 

イ 指定番号 

⑵ 添付書面 

ア １⑵ア、イ及び３エ、カの書面 

イ 指定規則第４条に基づく次の事項を記載した自動車検査員選任届 

(ｱ) 選任しようとする自動車検査員の氏名及び生年月日 

(ｲ) 選任年月日 

(ｳ) 自動車検査員の要件が指定規則第４条第１項第１号の要件による者の場

合 

ａ 教習修了運輸局 

ｂ 教習修了年月日 

ｃ 教習修了書番号 

(ｴ) 他の事業場の自動車検査員を兼任する場合には、次の事項を記載した書面 

ａ 兼任する事業場の指定番号 

ｂ 兼任する事業場の名称 

ｃ 兼任する事業場の所在地 

ｄ 兼任する事業場との間の交通の状況及び所要時間 

ｅ 当該兼任する事業場の最近３ヵ月間における月平均の車種別整備実績

を記載した書面 

ウ 法第 94 条の４第５項に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面 

エ 自動車検査員に選任されることへの同意書 

５ 指定規則第５条第１項及び第２項に基づく自動車検査員の選任等に係る届出書

の記載事項及び添付書面は、次のとおりとする。（指定規則第５条第１項及び第

２項） 

⑴ 記載事項 

ア 届出者の氏名又は名称及び住所 

イ 事業場の名称及び所在地 

ウ 指定番号 
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績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面であること。ただし、リ

に掲げる自動車検査用機械器具について、適切な技術的能力を有する者が公表

する情報により、技術上の基準に適合すると判断できる場合はこの限りではな

い。 

２ 指定規則第１条第２項第５号に基づく検査の設備の共同使用を行う場合におけ

る添付書面は、次の事項を記載した書面とする。なお、複数の事項を１つの書面に

記載しても良い。（指定規則第１条第２項第５号） 

ア 当該設備の管理責任者の氏名 

イ 当該設備の所在地 

ウ 当該設備の名称、型式及び数 

エ 検査用機械器具の取扱要領及び点検要領等の管理規定等当該設備の維持管理

体制を記載した書面 

オ 当該設備の共同使用に係る者の氏名又は名称 

カ 当該設備の共同使用に係る者の最近３ヵ月間における月平均の車種別の法第

62 条に規定する継続検査等に係る整備実績を記載した書面 

キ 共用設備の共同使用に関する契約書の写し 

ク 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積 

３ 指定規則第１条第２項第６号に基づく優良自動車整備事業者の認定を受けてい

ない場合の添付書面は、次のとおりとする。（指定規則第１条第２項第６項） 

ア 事業場の設備を記載した平面図 

イ 作業工程図（アに記載することでも差し支えない。） 

ウ 整備用の主要な設備及び機器の配置図（アに記載することでも差し支えない。） 

エ 事業場組織図 

オ 最近３ヵ月間における月平均の車種別整備実績を定期点検整備、自動車検査

に係る整備及びその他の整備に分けて記載した書面 

カ 貸借対照表及び損益計算書  

株主総会等で配布のものでよく、申請者が国及びこれに準ずる場合は必要と

しない。 

また、次表の左欄に掲げる場合にあっては、右欄に掲げる書面でこれに代え

て差し支えない。 

新規設立会社の場合（前歴がない場合） 最近６ヵ月間の仮決算書 

一つの会社から整備部門が独立し、新たな会社を

設立した場合（廃止新規申請の場合を含む） 

経過説明書及び事業計画書 

合併した場合 同上 

事業協同組合等の場合 事業計画書 

キ 自動車検査の実績を持込台数、合格台数及び再検査台数の別に分けて記載し

た書面 

４ 指定自動車整備事業において、新たに指定を取得しようとする場合であって、

- 387 -
―― 336

SEKEN2023.indd   336SEKEN2023.indd   336 2023/08/23   11:42:012023/08/23   11:42:01



   

設備、技術及び管理組織（事業場管理責任者、主任技術者及び自動車検査員）に

変更がない相続、譲渡等により事業を継承する場合における申請書に記載する事

項及び添付書面は、次のとおりとする。 

ただし、法第 94 条の３、第 94 条の４又は第 94 条の８に基づく処分を受けた場

合（処分対象となる違反事項が確認された場合を含む。）であって、当該処分に係

る違反事項の改善が確認されていないときは、この規定を適用しない。 

なお、相続であって、被相続人である事業者が事業場管理責任者を兼務し、かつ、

相続人が事業場管理責任者として業務を確実に行えると認められる場合には、事業

場管理責任者の変更がないものとみなして差し支えない。 

⑴ 記載事項 

ア １⑴アからクまでの事項 

イ 指定番号 

⑵ 添付書面 

ア １⑵ア、イ及び３エ、カの書面 

イ 指定規則第４条に基づく次の事項を記載した自動車検査員選任届 

(ｱ) 選任しようとする自動車検査員の氏名及び生年月日 

(ｲ) 選任年月日 

(ｳ) 自動車検査員の要件が指定規則第４条第１項第１号の要件による者の場

合 

ａ 教習修了運輸局 

ｂ 教習修了年月日 

ｃ 教習修了書番号 

(ｴ) 他の事業場の自動車検査員を兼任する場合には、次の事項を記載した書面 

ａ 兼任する事業場の指定番号 

ｂ 兼任する事業場の名称 

ｃ 兼任する事業場の所在地 

ｄ 兼任する事業場との間の交通の状況及び所要時間 

ｅ 当該兼任する事業場の最近３ヵ月間における月平均の車種別整備実績

を記載した書面 

ウ 法第 94 条の４第５項に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面 

エ 自動車検査員に選任されることへの同意書 

５ 指定規則第５条第１項及び第２項に基づく自動車検査員の選任等に係る届出書

の記載事項及び添付書面は、次のとおりとする。（指定規則第５条第１項及び第

２項） 

⑴ 記載事項 

ア 届出者の氏名又は名称及び住所 

イ 事業場の名称及び所在地 

ウ 指定番号 
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績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の書面であること。ただし、リ

に掲げる自動車検査用機械器具について、適切な技術的能力を有する者が公表

する情報により、技術上の基準に適合すると判断できる場合はこの限りではな

い。 

２ 指定規則第１条第２項第５号に基づく検査の設備の共同使用を行う場合におけ

る添付書面は、次の事項を記載した書面とする。なお、複数の事項を１つの書面に

記載しても良い。（指定規則第１条第２項第５号） 

ア 当該設備の管理責任者の氏名 

イ 当該設備の所在地 

ウ 当該設備の名称、型式及び数 

エ 検査用機械器具の取扱要領及び点検要領等の管理規定等当該設備の維持管理

体制を記載した書面 

オ 当該設備の共同使用に係る者の氏名又は名称 

カ 当該設備の共同使用に係る者の最近３ヵ月間における月平均の車種別の法第

62 条に規定する継続検査等に係る整備実績を記載した書面 

キ 共用設備の共同使用に関する契約書の写し 

ク 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積 

３ 指定規則第１条第２項第６号に基づく優良自動車整備事業者の認定を受けてい

ない場合の添付書面は、次のとおりとする。（指定規則第１条第２項第６項） 

ア 事業場の設備を記載した平面図 

イ 作業工程図（アに記載することでも差し支えない。） 

ウ 整備用の主要な設備及び機器の配置図（アに記載することでも差し支えない。） 

エ 事業場組織図 

オ 最近３ヵ月間における月平均の車種別整備実績を定期点検整備、自動車検査

に係る整備及びその他の整備に分けて記載した書面 

カ 貸借対照表及び損益計算書  

株主総会等で配布のものでよく、申請者が国及びこれに準ずる場合は必要と

しない。 

また、次表の左欄に掲げる場合にあっては、右欄に掲げる書面でこれに代え

て差し支えない。 

新規設立会社の場合（前歴がない場合） 最近６ヵ月間の仮決算書 

一つの会社から整備部門が独立し、新たな会社を

設立した場合（廃止新規申請の場合を含む） 

経過説明書及び事業計画書 

合併した場合 同上 

事業協同組合等の場合 事業計画書 

キ 自動車検査の実績を持込台数、合格台数及び再検査台数の別に分けて記載し

た書面 

４ 指定自動車整備事業において、新たに指定を取得しようとする場合であって、

- 387 -
―― 337

SEKEN2023.indd   337SEKEN2023.indd   337 2023/08/23   11:42:022023/08/23   11:42:02



   

別紙３の２ 指定自動車整備事業の指定に係る設備、技術及び管理組織の審査の基準 

 

１ 工員数、設備の有無等の基準 

番号 項  目 審 査 の 基 準 備    考 

1-1 工員数 ４人以上 

ただし、対象自動車の

種類に車両総重量８

トン以上、最大積載量

５トン以上又は乗車

定員 30 人以上の車両

を含む場合には、５人

以上 

 

1-2 整備士数 ２人以上 自動車工のうち整備

士（自動車タイヤ整備

士、自動車電気装置整

備士及び自動車車体

整備士を除く。）の数 

1-3 整備士保有率 1/3 以上 自動車工の数に対す

る整備士数の割合 

1-4-1 屋内現車作業場 道路運送車両法施行

規則別表第４の規定

に基づく車両整備作

業場及び点検作業場

の面積以上 

現車についての点検・

整備作業を行うため

の作業場とする。 

1-4-2 電子制御装置点検整

備作業場（車両整備

作業場及び点検作業

場と兼用している場

合を除く。） 

◎ 

1-5 その他の作業場 ◎ 機械加工、原動機、塗

装、鍛冶等の各作業場 

 

1-6 車両置場 ａ×0.3 以上 屋内、屋外を問わな

い。 

ａは当該事業場の屋

内現車作業場面積 

1-7 完成検査場 ◎ 屋内 
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⑵ 添付書面 

ア ４⑵イからエまでの書面 

イ 指定規則第４条に基づく自動車検査員の要件に該当する者であることを記載

した以下の書面 

(ｱ) (ｲ)に定める者以外の者にあっては、自動車検査員教習修了証書（写し）、

自動車検査員教習修了証明書（写し）、自動車検査官又は軽自動車検査員の

経験を有する証明書等 

(ｲ) 法第 94 条の４第４項の規定に基づき自動車検査員の職を解任された者又

は法の規定に違反（自動車検査員の解任命令に相当するものに限る。）する

事実が認められ、かつ、当該行政処分の決裁日以前に自動車検査員の職を解

任された者にあっては、自動車検査員再教習修了証書（写し） 

ウ 自動車検査員を解任する場合は、解任する自動車検査員の氏名及び解任年月

日 

６ 指定規則第 11 条に基づく変更事項に係る届出書の記載事項及び添付書面は、次

のとおりとする。（指定規則第 11 条） 

⑴ 記載事項 

ア ５⑴アからウまでの事項 

イ 届出に係る事項 

⑵ 添付書面 

ア 自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積の変更に係る届

出の場合は、１⑵ウの書面 

イ 自動車検査用機械器具に係る変更に係る届出の場合は、次の書面 

(ｱ) 変更した自動車検査用機械器具の名称、型式、能力、数を記載した書面 

(ｲ) 変更した自動車検査用機械器具が国土交通大臣が定める技術上の基準に

適合していることを証する書面 

上記の書面の取扱いについては、１(2)オと同じ。 
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別紙３の２ 指定自動車整備事業の指定に係る設備、技術及び管理組織の審査の基準 

 

１ 工員数、設備の有無等の基準 

番号 項  目 審 査 の 基 準 備    考 

1-1 工員数 ４人以上 

ただし、対象自動車の

種類に車両総重量８

トン以上、最大積載量

５トン以上又は乗車

定員 30 人以上の車両

を含む場合には、５人

以上 

 

1-2 整備士数 ２人以上 自動車工のうち整備

士（自動車タイヤ整備

士、自動車電気装置整

備士及び自動車車体

整備士を除く。）の数 

1-3 整備士保有率 1/3 以上 自動車工の数に対す

る整備士数の割合 

1-4-1 屋内現車作業場 道路運送車両法施行

規則別表第４の規定

に基づく車両整備作

業場及び点検作業場

の面積以上 

現車についての点検・

整備作業を行うため

の作業場とする。 

1-4-2 電子制御装置点検整

備作業場（車両整備

作業場及び点検作業

場と兼用している場

合を除く。） 

◎ 

1-5 その他の作業場 ◎ 機械加工、原動機、塗

装、鍛冶等の各作業場 

 

1-6 車両置場 ａ×0.3 以上 屋内、屋外を問わな

い。 

ａは当該事業場の屋

内現車作業場面積 

1-7 完成検査場 ◎ 屋内 
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⑵ 添付書面 

ア ４⑵イからエまでの書面 

イ 指定規則第４条に基づく自動車検査員の要件に該当する者であることを記載

した以下の書面 

(ｱ) (ｲ)に定める者以外の者にあっては、自動車検査員教習修了証書（写し）、

自動車検査員教習修了証明書（写し）、自動車検査官又は軽自動車検査員の

経験を有する証明書等 

(ｲ) 法第 94 条の４第４項の規定に基づき自動車検査員の職を解任された者又

は法の規定に違反（自動車検査員の解任命令に相当するものに限る。）する

事実が認められ、かつ、当該行政処分の決裁日以前に自動車検査員の職を解

任された者にあっては、自動車検査員再教習修了証書（写し） 

ウ 自動車検査員を解任する場合は、解任する自動車検査員の氏名及び解任年月

日 

６ 指定規則第 11 条に基づく変更事項に係る届出書の記載事項及び添付書面は、次

のとおりとする。（指定規則第 11 条） 

⑴ 記載事項 

ア ５⑴アからウまでの事項 

イ 届出に係る事項 

⑵ 添付書面 

ア 自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積の変更に係る届

出の場合は、１⑵ウの書面 

イ 自動車検査用機械器具に係る変更に係る届出の場合は、次の書面 

(ｱ) 変更した自動車検査用機械器具の名称、型式、能力、数を記載した書面 

(ｲ) 変更した自動車検査用機械器具が国土交通大臣が定める技術上の基準に

適合していることを証する書面 

上記の書面の取扱いについては、１(2)オと同じ。 
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⑶ 工員 

常時、点検、整備作業に直接従事している者で、シャシ工、エンジン工、検査

工（指定自動車整備事業における自動車検査員として選任される者を含む。）、巡

回による整備に従事する者等及びこれらの見習工並びに板金工、電装工等のうち、

電子制御装置整備に従事する者とする。ただし、一時的に雇用する者、常時当該

事業場において作業を請負っている者、工具係、部品係、資材係は含まない。 

なお、同一の指定整備事業者の他の事業場の自動車検査員を兼任する者は、兼

任する事業場のうち１事業場に限り当該兼任自動車検査員を工員の数に含めるこ

とができることとする。ただし、当該取扱いに係る工員は１事業場内１名に限る。 

⑷ 自動車工 

シャシ工、エンジン工、検査工等とし、板金工、塗装工、電装工等は含まない。 

⑸ 検査工 

検査工は、当該検査に係る自動車の整備作業に直接従事してはならない。ただし、

次に掲げる作業を行うことは差し支えない。 

 

 点検するために不可欠

な作業 

・「自動車の点検及び整備に関する手引」（平成 19 年

国土交通省告示第 317 号）に例示してある点検作業

の範囲 

点検に付随する軽微な作

業 

・点検のために取り外した部品を再度取り付ける際

の清掃及び摺動部への給油脂 

・増し締め 

点検と併せて行うことが

合理的である軽微な交換

又は補充作業 

・シャシ各部への給油脂 

・油脂液類の補充（交換は否） 

・点火プラグの交換 

・エア・クリーナ・エレメントの交換 

・燃料フィルターの交換 

・ディストリビュータ・キャップの交換 

・バルブ、ヒューズの交換 

・ワイパー・ブレード、ゴムの交換 

・タイヤの交換（位置交換など） 

点検又は検査時に行うこ

とが合理的である軽微な

調整作業 

・前照灯の照射方向の調整 

・アイドリング、ＣＯ・ＨＣの調整 

・点火時期の調整 

・タイヤの空気圧の調整 

 

⑹ 事業場管理責任者、主任技術者及び検査工（同一の指定自動車整備事業の他

の事業場の自動車検査員を兼任する⑶なお書きに規定する検査工を除く。）は、

すべての業務を確実に実施することができると認められる場合には同一人がす

- 392 -

   

 

1-8 オイル・バケットポン

プ 

○  

1-9 ホイール・バランサ △ ホイールへのタイヤ

脱着作業を行う事業

場にあっては必要 

1-10 フリー・ローラ △ 四輪の自動車を対象

とする場合に限る（可

搬式のものであって

も可）。 

1-11 ラジエータ・キャッ

プ・テスタ 

○  

1-12 電子計測機器 △ 外部診断器等（電子制

御装置整備を行う場

合を除く。） 

1-13 検車装置 ○ 検車台、ピット、リフ

ト等 

（注）１．◎印の面積は、屋内現車作業場の基準面積の外とする。 

２．○印は、当該事業場の作業に必要な数量及び機能を保有していなければ

ならないことを示す。 

３．△印は、保有することが望ましいことを示す。 

 

２ 要員関係の基準の解釈 

⑴ 事業場管理責任者 

事業者若しくは法人の役員等経営に参加している者又は当該事業場における経

営等に関する職務と権限を委譲された者であって、当該事業場の統括責任者をい

い、次のアからウまでの責務を負うものとする。 

ア 事業計画の決定と執行に関すること。 

イ 事業場全般に係る管理業務（指定自動車整備事業における保安基準適合証、

保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付業務の管理を含む。）に関す

ること。 

ウ 従業員に対する関係法令の教育に関すること。 

⑵ 主任技術者 

当該事業場において実施される整備の技術に関する総括責任者であって、次の

アからウまでの責務を負うものとする。 

ア 従業員に対する整備技術の教育に関すること。 

イ 作業工程の管理及び作業能率の向上に関すること。 

ウ 設備機器の管理に関すること。 
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⑶ 工員 

常時、点検、整備作業に直接従事している者で、シャシ工、エンジン工、検査

工（指定自動車整備事業における自動車検査員として選任される者を含む。）、巡

回による整備に従事する者等及びこれらの見習工並びに板金工、電装工等のうち、

電子制御装置整備に従事する者とする。ただし、一時的に雇用する者、常時当該

事業場において作業を請負っている者、工具係、部品係、資材係は含まない。 

なお、同一の指定整備事業者の他の事業場の自動車検査員を兼任する者は、兼

任する事業場のうち１事業場に限り当該兼任自動車検査員を工員の数に含めるこ

とができることとする。ただし、当該取扱いに係る工員は１事業場内１名に限る。 

⑷ 自動車工 

シャシ工、エンジン工、検査工等とし、板金工、塗装工、電装工等は含まない。 

⑸ 検査工 

検査工は、当該検査に係る自動車の整備作業に直接従事してはならない。ただし、

次に掲げる作業を行うことは差し支えない。 

 

 点検するために不可欠

な作業 

・「自動車の点検及び整備に関する手引」（平成 19 年

国土交通省告示第 317 号）に例示してある点検作業

の範囲 

点検に付随する軽微な作

業 

・点検のために取り外した部品を再度取り付ける際

の清掃及び摺動部への給油脂 

・増し締め 

点検と併せて行うことが

合理的である軽微な交換

又は補充作業 

・シャシ各部への給油脂 

・油脂液類の補充（交換は否） 

・点火プラグの交換 

・エア・クリーナ・エレメントの交換 

・燃料フィルターの交換 

・ディストリビュータ・キャップの交換 

・バルブ、ヒューズの交換 

・ワイパー・ブレード、ゴムの交換 

・タイヤの交換（位置交換など） 

点検又は検査時に行うこ

とが合理的である軽微な

調整作業 

・前照灯の照射方向の調整 

・アイドリング、ＣＯ・ＨＣの調整 

・点火時期の調整 

・タイヤの空気圧の調整 

 

⑹ 事業場管理責任者、主任技術者及び検査工（同一の指定自動車整備事業の他

の事業場の自動車検査員を兼任する⑶なお書きに規定する検査工を除く。）は、

すべての業務を確実に実施することができると認められる場合には同一人がす
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1-8 オイル・バケットポン

プ 

○  

1-9 ホイール・バランサ △ ホイールへのタイヤ

脱着作業を行う事業

場にあっては必要 

1-10 フリー・ローラ △ 四輪の自動車を対象

とする場合に限る（可

搬式のものであって

も可）。 

1-11 ラジエータ・キャッ

プ・テスタ 

○  

1-12 電子計測機器 △ 外部診断器等（電子制

御装置整備を行う場

合を除く。） 

1-13 検車装置 ○ 検車台、ピット、リフ

ト等 

（注）１．◎印の面積は、屋内現車作業場の基準面積の外とする。 

２．○印は、当該事業場の作業に必要な数量及び機能を保有していなければ

ならないことを示す。 

３．△印は、保有することが望ましいことを示す。 

 

２ 要員関係の基準の解釈 

⑴ 事業場管理責任者 

事業者若しくは法人の役員等経営に参加している者又は当該事業場における経

営等に関する職務と権限を委譲された者であって、当該事業場の統括責任者をい

い、次のアからウまでの責務を負うものとする。 

ア 事業計画の決定と執行に関すること。 

イ 事業場全般に係る管理業務（指定自動車整備事業における保安基準適合証、

保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付業務の管理を含む。）に関す

ること。 

ウ 従業員に対する関係法令の教育に関すること。 

⑵ 主任技術者 

当該事業場において実施される整備の技術に関する総括責任者であって、次の

アからウまでの責務を負うものとする。 

ア 従業員に対する整備技術の教育に関すること。 

イ 作業工程の管理及び作業能率の向上に関すること。 

ウ 設備機器の管理に関すること。 
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・点火プラグの交換 

・エア・クリーナ・エレメントの交換 

・燃料フィルターの交換 

・ディストリビュータ・キャップの交換 

・バルブ、ヒューズの交換 

・ワイパー・ブレード、ゴムの交換 

・タイヤの交換（位置交換など） 

・タイヤの空気圧の調整 

 

⑷ 車両置場 

屋内、屋外を問わないが、販売のための車、下取車等の置場は含まない。特に

ディーラー工場、自家工場にあっては販売のため置場、車庫との区画を平面図に

明確に記入すること。 

⑸ 通路 

通路は、主に整備する自動車が十分通れる幅を有することが必要であり、作業

場等の面積には含まない。 

ただし、当該事業場において、主に整備する自動車の状況によって、整備作業

に影響を及ぼすおそれがない場合にあっては作業場等の面積に含めて差し支えな

い。 

⑹ 作業場等の配置 

各作業場（検査場等（電子制御装置点検整備作業場を除く。）を含む。）は原則

として整備中の自動車が路上を移動することがない（当該自動車の車輪が道路上

を通過しない）よう配置されていること。 

ただし、完成検査場、車両置場については、やむをえない場合に限り、検査設

備等の維持管理及び使用状況の確認が可能な距離にあれば差し支えない。なお、

この場合、特定整備を完了した当該自動車が道路上を運行するときは、特定整備

に係る部分が保安基準に適合するようにすること。 

４ 整備完了車のできばえ 

⑴ 車検成績 

法第 62 条に規定する継続検査等の実績における月平均の持込台数（持込総数

／期間（月））は、原則として下表のいずれかの期間に示す台数以上であり、かつ、

再検査台数は、持込総数の３％以下であること。 

なお、現に指定自動車整備事業を営んでいる者（当該事業者が事業者又は役員

になっている自動車特定整備事業、優良自動車整備事業及び指定自動車整備事業

において、文書警告以上の行政処分等を申請日以前の３年間にわたり受けたこと

がない者に限る。）が、新たに指定自動車整備事業の申請を行う場合であって、当

該申請に係る事業場の設備、技術及び管理組織が現に営んでいる事業場における

設備、技術及び管理組織と同等と判断できるときは、再検査車両が含まれない限
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べてを兼務しても差し支えない。 

⑺ 整備士 

自動車整備士技能検定規則に基づく整備士をいうが、特殊整備士は含まない。

また、整備士の保有率は、自動車工の人員を３で除して得た数（その数に１未満

の端数があるときは、これを１とする。）以上であること。 

３ 作業場等の基準の解釈 

⑴ 屋内現車作業場及び電子制御装置点検整備作業場 

ア 点検及び整備を行うための作業場であって、床面は舗装されていること。な

お、完成検査場、次項の作業場及び車両通路の面積は含まない。 

イ 検査機器を用いて行う検査（音量計、一酸化炭素測定器、炭化水素測定器、

黒煙測定器、オパシメータ及び検査用スキャンツールにより行う検査を除く。）

以外の検査については、現車作業場で行って差し支えない。 

⑵ その他の作業場 

機械加工、原動機、塗装、鍛冶等の各作業場であって、床面は舗装されているこ

と。 

⑶ 完成検査場 

ア 屋内であって、完成検査を行うに十分な面積を有し、床面は水平に舗装され

ていること。 

イ 検査実施時に、一時的に自動車の一部が通路にでても差し支えない。 

ウ 検査機器を設置した場所は通路として認めないこと。 

エ もっぱら検査及びこれに伴う作業のみを行っている場所とし、整備のための

屋内作業場とは明確に区分されていること。この場合において、法第 75 条第１

項に基づき型式の指定を受けた自動車の製作者と同一の指定自動車整備事業に

あっては、同条第４項に基づく検査の場所を含むものとする。 

オ 検査機器を用いて行う点検及び点検又は検査に伴う軽微な調整作業並びに電

子制御装置整備のうち施行規則第３条第８号ハに係る作業以外を完成検査場で

行うことは差し支えない。 

また、⑹のただし書きに該当する完成検査場以外の場合は、次に掲げる作業

を完成検査場で行うことも差し支えない。 

 

点検するために不可欠な作業 ・「自動車の点検及び整備に関する手引」（平成 19 年

国土交通省告示第 317 号）に例示してある点検作

業の範囲 

点検に付随する軽微な作業 ・点検のために取り外した部品を再度取り付ける際

の清掃及び摺動部への給油脂 

・増し締め 

点検と併せて行うことが合理

的である軽微な交換 

・シャシ各部への給油脂 

・油脂液類の補充（交換は否） 
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・点火プラグの交換 

・エア・クリーナ・エレメントの交換 

・燃料フィルターの交換 

・ディストリビュータ・キャップの交換 

・バルブ、ヒューズの交換 

・ワイパー・ブレード、ゴムの交換 

・タイヤの交換（位置交換など） 

・タイヤの空気圧の調整 

 

⑷ 車両置場 

屋内、屋外を問わないが、販売のための車、下取車等の置場は含まない。特に

ディーラー工場、自家工場にあっては販売のため置場、車庫との区画を平面図に

明確に記入すること。 

⑸ 通路 

通路は、主に整備する自動車が十分通れる幅を有することが必要であり、作業

場等の面積には含まない。 

ただし、当該事業場において、主に整備する自動車の状況によって、整備作業

に影響を及ぼすおそれがない場合にあっては作業場等の面積に含めて差し支えな

い。 

⑹ 作業場等の配置 

各作業場（検査場等（電子制御装置点検整備作業場を除く。）を含む。）は原則

として整備中の自動車が路上を移動することがない（当該自動車の車輪が道路上

を通過しない）よう配置されていること。 

ただし、完成検査場、車両置場については、やむをえない場合に限り、検査設

備等の維持管理及び使用状況の確認が可能な距離にあれば差し支えない。なお、

この場合、特定整備を完了した当該自動車が道路上を運行するときは、特定整備

に係る部分が保安基準に適合するようにすること。 

４ 整備完了車のできばえ 

⑴ 車検成績 

法第 62 条に規定する継続検査等の実績における月平均の持込台数（持込総数

／期間（月））は、原則として下表のいずれかの期間に示す台数以上であり、かつ、

再検査台数は、持込総数の３％以下であること。 

なお、現に指定自動車整備事業を営んでいる者（当該事業者が事業者又は役員

になっている自動車特定整備事業、優良自動車整備事業及び指定自動車整備事業

において、文書警告以上の行政処分等を申請日以前の３年間にわたり受けたこと

がない者に限る。）が、新たに指定自動車整備事業の申請を行う場合であって、当

該申請に係る事業場の設備、技術及び管理組織が現に営んでいる事業場における

設備、技術及び管理組織と同等と判断できるときは、再検査車両が含まれない限
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べてを兼務しても差し支えない。 

⑺ 整備士 

自動車整備士技能検定規則に基づく整備士をいうが、特殊整備士は含まない。

また、整備士の保有率は、自動車工の人員を３で除して得た数（その数に１未満

の端数があるときは、これを１とする。）以上であること。 

３ 作業場等の基準の解釈 

⑴ 屋内現車作業場及び電子制御装置点検整備作業場 

ア 点検及び整備を行うための作業場であって、床面は舗装されていること。な

お、完成検査場、次項の作業場及び車両通路の面積は含まない。 

イ 検査機器を用いて行う検査（音量計、一酸化炭素測定器、炭化水素測定器、

黒煙測定器、オパシメータ及び検査用スキャンツールにより行う検査を除く。）

以外の検査については、現車作業場で行って差し支えない。 

⑵ その他の作業場 

機械加工、原動機、塗装、鍛冶等の各作業場であって、床面は舗装されているこ

と。 

⑶ 完成検査場 

ア 屋内であって、完成検査を行うに十分な面積を有し、床面は水平に舗装され

ていること。 

イ 検査実施時に、一時的に自動車の一部が通路にでても差し支えない。 

ウ 検査機器を設置した場所は通路として認めないこと。 

エ もっぱら検査及びこれに伴う作業のみを行っている場所とし、整備のための

屋内作業場とは明確に区分されていること。この場合において、法第 75 条第１

項に基づき型式の指定を受けた自動車の製作者と同一の指定自動車整備事業に

あっては、同条第４項に基づく検査の場所を含むものとする。 

オ 検査機器を用いて行う点検及び点検又は検査に伴う軽微な調整作業並びに電

子制御装置整備のうち施行規則第３条第８号ハに係る作業以外を完成検査場で

行うことは差し支えない。 

また、⑹のただし書きに該当する完成検査場以外の場合は、次に掲げる作業

を完成検査場で行うことも差し支えない。 

 

点検するために不可欠な作業 ・「自動車の点検及び整備に関する手引」（平成 19 年

国土交通省告示第 317 号）に例示してある点検作

業の範囲 

点検に付随する軽微な作業 ・点検のために取り外した部品を再度取り付ける際

の清掃及び摺動部への給油脂 

・増し締め 

点検と併せて行うことが合理

的である軽微な交換 

・シャシ各部への給油脂 

・油脂液類の補充（交換は否） 
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別紙３の３ 適合証綴配布台帳（元帳） 振興会用 
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り、次表右欄の月平均の持込台数の数値を、３分の２を乗じた数（小数点以下切

り上げ）にそれぞれ読み替えることができるものとする。 

 

期 間 月平均の持込台数 

最近２ヵ月 

〃 ３ヵ月 

〃 ４ヵ月 

〃 ５ヵ月 

〃 ６ヵ月 

３０台 以上 

２０台  〃 

１５台   〃 

１２台   〃 

１０台  〃 
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別紙３の３ 適合証綴配布台帳（元帳） 振興会用 

 

 

  

- 396 -

   

り、次表右欄の月平均の持込台数の数値を、３分の２を乗じた数（小数点以下切

り上げ）にそれぞれ読み替えることができるものとする。 

 

期 間 月平均の持込台数 

最近２ヵ月 

〃 ３ヵ月 

〃 ４ヵ月 

〃 ５ヵ月 

〃 ６ヵ月 

３０台 以上 

２０台  〃 

１５台   〃 

１２台   〃 

１０台  〃 
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別紙３の５ 適合証綴授受出納簿 指定整備工場用 
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別紙３の４ 適合証綴配布台帳（仕分帳）振興会用（指定整備工場ごととする） 
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別紙３の５ 適合証綴授受出納簿 指定整備工場用 
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別紙３の４ 適合証綴配布台帳（仕分帳）振興会用（指定整備工場ごととする） 
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別紙３の７ 【電子適合証用】適合標章綴配布台帳（仕分帳）振興会用（指定整備工

場ごととする） 
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別紙３の６ 【電子適合証用】適合標章綴配布台帳（元帳）振興会用  
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別紙３の７ 【電子適合証用】適合標章綴配布台帳（仕分帳）振興会用（指定整備工

場ごととする） 
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別紙３の６ 【電子適合証用】適合標章綴配布台帳（元帳）振興会用  
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国自整第 269 号の２ 

令和５年３月 27 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 国土交通省自動車局整備課長       

（公印省略）      

 

 

「自動車検査設備の共同使用等における指定整備業務の取扱について」の一

部改正について 

 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局

運輸部長に対し通知しましたので、了知いただきますとともに、貴会傘下会員に対し

周知徹底方お願い致します。 
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別紙３の８ 【電子適合証用】適合標章綴授受出納簿 指定整備工場用 
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国自整第 269 号の２ 

令和５年３月 27 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 国土交通省自動車局整備課長       

（公印省略）      

 

 

「自動車検査設備の共同使用等における指定整備業務の取扱について」の一

部改正について 

 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局

運輸部長に対し通知しましたので、了知いただきますとともに、貴会傘下会員に対し

周知徹底方お願い致します。 
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別紙３の８ 【電子適合証用】適合標章綴授受出納簿 指定整備工場用 

 

 

- 401 -

(20)	「自動車検査設備の共同使用等における指定整備業務の取扱について」の一部改正

について

―― 351
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別添 

国 自 整 第 2 6 9 号 

令和５年３月 27 日 

 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

 自動車局整備課長      

 

 

「自動車検査設備の共同使用等における指定整備業務の取扱について」の一

部改正について 

 

  

「指定自動車整備事業規則」（昭和 37 年運輸省令第 49 号）第２条第２項に掲げる

自動車検査用機械器具に「検査用スキャンツール」を新たに規定したことに伴い、別

添新旧対照表のとおり改正するので、了知されるとともに、遺漏のないよう取り扱わ

れたい。 

なお、本通達は、従前は自動車交通局技術安全部長名で発出されていたところであ

るが、平成 23 年に行なわれた国土交通省組織令等の一部改正より、自動車交通局技

術安全部が廃止されたため、今次通達から改めて自動車局整備課長名の通達として発

出することを申し添える。 
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2 

 

新 旧 

 

イ．全部共用の特定指定自動車整備事業者は、第１表左欄の(1)から(12)までに掲げる事項につ

いて、一部共用の特定指定自動車整備事業者は、同表左欄の(1)から(12)までに掲げる事項のう

ち、当該事項に係る自動車検査用機械器具によって検査を実施することができないこととなる

事項について、当該事業場において特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにすること。 

 

ウ． (略) 

 

エ．第３表に掲げる装置について、視認その他適切な方法により検査を実施すること。 

第３表（指定自動車整備事業規則別表第二-装置に関する検査（その３）） 

(1) 原動機 (9) 指示装置 

(2) 電気装置 (10)視野を確保する装置 

(3) 乗車装置 (11)走行距離計その他の計器 

(4) 前面ガラスその他の窓ガラス (12)防火装置 

(5) 騒音防止装置 (13)運行記録計 

(6) ばい煙等の発散防止装置 (14)速度表示装置 

(7) 灯火装置及び反射器 (15)自動運行装置 

(8) 警報装置 

 

オ．特定指定自動車整備事業者は、ア.からエ.までの検査を当該事業場において実施したのち、

共用設備を使用して、第１表左欄に掲げる(1)から(12)までに掲げる事項について、それぞれ対

応する同表右欄の自動車検査用機械器具を用いて検査すること。 

この場合において、一部共用の特定指定自動車整備事業者にあっては、当該事業場における自

動車検査用機械器具を用いて検査を実施することができなかった事項についてのみの検査で差

し支えない。 

 

２．全部共用の特定指定自動車整備事業者であって、他の事業場の自動車検査員が兼任するこ

ととなる場合にあっては、当該特定指定自動車整備事業場において当該車両の道路運送車両法

 

イ．全部共用の特定指定自動車整備事業者は、第１表左欄の(1)から(11)までに掲げる事項につ

いて、一部共用の特定指定自動車整備事業者は、同表左欄の(1)から(11)までに掲げる事項のう

ち、当該事項に係る自動車検査用機械器具によって検査を実施することができないこととなる

事項について、当該事業場において分解整備に係る部分が保安基準に適合するようにすること。 

 

ウ． (略) 

 

エ．第３表に掲げる装置について、視認その他適切な方法により検査を実施すること。 

第３表（指定自動車整備事業規則別表第二-装置に関する検査（その３）） 

(1) 原動機 (8) 警報装置 

(2) 電気装置 (9) 指示装置 

(3) 乗車装置 (10)視野を確保する装置 

(4) 前面ガラスその他の窓ガラス (11)走行距離計その他の計器 

(5) 騒音防止装置 (12)防火装置 

(6) ばい煙等の発散防止装置 (13)運行記録計 

(7) 灯火装置及び反射器 (14)速度表示装置 

 

 

オ．特定指定自動車整備事業者は、ア.からエ.までの検査を当該事業場において実施したのち、

共用設備を使用して、第１表左欄に掲げる(1)から(11)までに掲げる事項について、それぞれ対

応する同表右欄の自動車検査用機械器具を用いて検査すること。 

この場合において、一部共用の特定指定自動車整備事業者にあっては、当該事業場における自

動車検査用機械器具を用いて検査を実施することができなかった事項についてのみの検査で差

し支えない。 

 

２．全部共用の特定指定自動車整備事業者であって、他の事業場の自動車検査員が兼任するこ

ととなる場合にあっては、当該特定指定自動車整備事業場において当該車両の道路運送車両法

-
 4

0
5
 -

1 

 

別添 

「自動車検査設備の共同使用等における指定整備業務の取扱について 」（平成９年２月２０日付け自整第２３号）の一部改正について 

新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

新 旧 

自整第23号 

平成９年２月20日 

国自整第269号 

最終改正 令和５年３月27日 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

自動車局整備課長 

 

本文 （略） 

 

記 

 

１．共用設備を使用する特定指定自動車整備事業者における検査の実施方法 

ア．第１表左欄の(1)から(12)までに掲げる事項について、それぞれ対応する右欄の自動車検査

用機械器具を用いて検査を実施することとなるので、自動車検査設備の全てについて共同使用

をする特定指定自動車整備事業者（以下「全部共用の特定指定自動車整備事業者」という。）

以外の特定指定自動車整備事業者（以下「一部共用の特定指定自動車整備事業者」という。）

は、共用設備を使用する前に、当該事業場に有する第１表右欄の自動車検査用機械器具を用い

てそれぞれに対応する左欄の事項について検査を実施すること。 

 

第１表（指定自動車整備事業規則別表第二－装置に関する検査（その１）） 

(1)～(11) (略) (略) 

(12)車載式故障診断装置の診断の結果 検査用スキャンツール 

自整第23号 

平成９年２月20日 

 

 

 

各地方運輸局長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

自動車交通局技術安全部長 

 

本文 （略） 

 

記 

 

１．共用設備を使用する特定指定自動車整備事業者における検査の実施方法 

ア．第１表左欄の(1)から(11)までに掲げる事項について、それぞれ対応する右欄の自動車検査

用機械器具を用いて検査を実施することとなるので、自動車検査設備の全てについて共同使用

をする特定指定自動車整備事業者（以下「全部共用の特定指定自動車整備事業者」という。）

以外の特定指定自動車整備事業者（以下「一部共用の特定指定自動車整備事業者」という。）

は、共用設備を使用する前に、当該事業場に有する第１表右欄の自動車検査用機械器具を用い

てそれぞれに対応する左欄の事項について検査を実施すること。 

 

第１表（指定自動車整備事業規則別表第二－装置に関する検査（その１）） 

(1)～(11) (略) (略) 

(新設)  

-
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4
 -

    

別添 

国 自 整 第 2 6 9 号 

令和５年３月 27 日 

 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

 自動車局整備課長      

 

 

「自動車検査設備の共同使用等における指定整備業務の取扱について」の一

部改正について 

 

  

「指定自動車整備事業規則」（昭和 37 年運輸省令第 49 号）第２条第２項に掲げる

自動車検査用機械器具に「検査用スキャンツール」を新たに規定したことに伴い、別

添新旧対照表のとおり改正するので、了知されるとともに、遺漏のないよう取り扱わ

れたい。 

なお、本通達は、従前は自動車交通局技術安全部長名で発出されていたところであ

るが、平成 23 年に行なわれた国土交通省組織令等の一部改正より、自動車交通局技

術安全部が廃止されたため、今次通達から改めて自動車局整備課長名の通達として発

出することを申し添える。 
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国自整第 270 号の２ 

令和５年３月 27 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

日本自動車車体整備協同組合連合会会長 殿 

全国自動車電装品整備商工組合連合会会長 殿 

全国タイヤ商工協同組合連合会会長 殿 

 

 

 国土交通省自動車局整備課長       

（公印省略）      

 

 

「自動車特定整備事業者等の申請・届出等の書類について」の一部改正につ

いて 

 

  

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局

運輸部長に対し通知しましたので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹底

方お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 407 -

3 

 

新 旧 

第94条の５第１項に係る整備が完了したときは、当該事業場において特定整備に係る部分が

保安基準に適合するようにしたのちに、共用設備を使用して、当該兼任に係る自動車検査員が、

規則第８条の規定に基づくすべての検査を実施することとしても差し支えない。 

 

３．～４． (略) 

 

第 94 条の５第１項に係る整備が完了したときは、当該事業場において分解整備に係る部分が

保安基準に適合するようにしたのちに、共用設備を使用して、当該兼任に係る自動車検査員が、

規則第８条の規定に基づくすべての検査を実施することとしても差し支えない。 

 

３．～４． (略) 

 

-
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国自整第 270 号の２ 

令和５年３月 27 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

日本自動車車体整備協同組合連合会会長 殿 

全国自動車電装品整備商工組合連合会会長 殿 

全国タイヤ商工協同組合連合会会長 殿 

 

 

 国土交通省自動車局整備課長       

（公印省略）      

 

 

「自動車特定整備事業者等の申請・届出等の書類について」の一部改正につ

いて 

 

  

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局

運輸部長に対し通知しましたので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹底

方お願い致します。 
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別添 

国 自 整 第 2 7 0 号 

令和５年３月 27 日 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

 自動車局整備課長      

 

 

「自動車特定整備事業者等の申請・届出等の書類について」の一部改正につ

いて 

 

  

「指定自動車整備事業規則等の一部を改正する省令」（令和３年国土交通省令第６

６号）（以降、改正省令という。）が令和６年 10 月１日から施行されることにより、

指定自動車整備事業者は原則として「検査用スキャンツール」を備えることとなる。 

また、改正省令附則第２条（指定自動車整備事業規則の一部改正に関する準備行為）

が令和５年４月１日から施行され、「検査用スキャンツール」に係る申請等ができる

こととなる。 

これに伴い、「自動車特定整備事業者等の申請・届出等の書類について」（平成 31 年

3 月 29 日付け国自整第 326 号）について、別紙新旧対照表のとおり改正したので、了

知されるとともに、遺漏なきよう取り扱われたい。 

なお、関係団体あて別添のとおり通知したことを申し添える。 
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新 旧 

 

附則 （平成31年3月29日 国自整第326号） 

本規定の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。 

 

附則 （令和元年6月28日 国自整第42号） 

改正後の通達については、令和元年７月１日から施行する。 

 

附則 （令和２年３月13日 国自整第334号） 

本改正規定は、令和２年４月１日から施行する。 

ただし、本改正規定による様式（道路運送車両法施行規則第３条に規定する分解整

備に係る申請及び届出に限る。）は、令和６年３月31日までの間は、なお従前の例に

よることができる。 

 

附則 （令和３年４月27日 国自整第24号） 

本改正規定による様式（道路運送車両法施行規則第３条に規定する電子制御装置整

備に係る申請に限る。）は、令和３年５月31日までの間は、なお従前の例によること

ができる。 

 

附則 （令和５年３月27日 国自整第270号） 

本改正規定は、令和５年４月１日から施行する。 

ただし、本改正規定による様式（道路運送車両法第94条の２第１項の自動車の検査

の設備の基準が「指定自動車整備事業規則等の一部を改正する省令」（令和３年国土交

通省令第66号）による改正前の申請及び届出に限る。）は、令和６年９月30日までの

間は、なお従前の例によることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 （平成31年3月29日 国自整第326号） 

本規定の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。 

 

附則 （令和元年6月28日 国自整第42号） 

改正後の通達については、令和元年７月１日から施行する。 

 

附則 （令和２年３月13日 国自整第334号） 

本改正規定は、令和２年４月１日から施行する。 

ただし、本改正規定による様式（道路運送車両法施行規則第３条に規定する分解整

備に係る申請及び届出に限る。）は、令和６年３月31日までの間は、なお従前の例に

よることができる。 

 

附則 （令和３年４月27日 国自整第24号） 

本改正規定による様式（道路運送車両法施行規則第３条に規定する電子制御装置整

備に係る申請に限る。）は、令和３年５月31日までの間は、なお従前の例によること

ができる。 

 

（新設） 
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別紙 

「自動車特定整備事業者等の申請・届出等の書類について」（平成31年３月29日付け国自整第326号）の一部改正について 

 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

新 旧 

国自整第326号 

平成31年３月29日 

国自整第270号 

最終改正 令和５年３月27日 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

自動車局整備課長 

 

自動車特定整備事業者等の申請・届出等の書類について 

 

本文（略） 

 

記 

 

１．（略） 

 

２．指定自動車整備事業関係（別添） 

第１号様式（指定）指定自動車整備事業の指定新規申請書 

第２号様式（指定）指定自動車整備事業の変更（届出・申請）書 

以下、（略） 

 

３．優良自動車整備事業関係（別添） 

第１号様式（優良）優良自動車整備事業者認定申請書 

第２号様式（優良）優良自動車整備事業者の変更届出書 

以下、（略） 

国自整第326号 

平成31年３月29日 

 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

自動車局整備課長 

 

自動車特定整備事業者等の申請・届出等の書類について 

 

本文（略） 

 

記 

 

１．（略） 

 

２．指定自動車整備事業関係（別添） 

第１号様式（指定）指定自動車整備事業の指定新規申請書 

第２号様式（指定）指定自動車整備事業の変更（届出・申請）書 

以下、（略） 

 

３．優良自動車整備事業関係（別添） 

第１号様式（優良）優良自動車整備事業者認定申請書 

第２号様式（優良）優良自動車整備事業者の変更届出書 

以下、（略） 

-
 4

0
9
 -

    

別添 

国 自 整 第 2 7 0 号 

令和５年３月 27 日 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

 自動車局整備課長      

 

 

「自動車特定整備事業者等の申請・届出等の書類について」の一部改正につ

いて 

 

  

「指定自動車整備事業規則等の一部を改正する省令」（令和３年国土交通省令第６

６号）（以降、改正省令という。）が令和６年 10 月１日から施行されることにより、

指定自動車整備事業者は原則として「検査用スキャンツール」を備えることとなる。 

また、改正省令附則第２条（指定自動車整備事業規則の一部改正に関する準備行為）

が令和５年４月１日から施行され、「検査用スキャンツール」に係る申請等ができる

こととなる。 

これに伴い、「自動車特定整備事業者等の申請・届出等の書類について」（平成 31 年

3 月 29 日付け国自整第 326 号）について、別紙新旧対照表のとおり改正したので、了

知されるとともに、遺漏なきよう取り扱われたい。 

なお、関係団体あて別添のとおり通知したことを申し添える。 
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新 旧 

５－③ 共同使用の自動車検査用機械器具設備 

ブレーキ・テスタ

前照灯試験機

音量計

騒音計

速度計試験機

一酸化炭素測定器

炭化水素測定器

黒煙測定器

オパシメータ

(注)検査機器の名称欄は、□枠内の該当するものに○を記載すること。

　 年 月 日検査用スキャンツール

検査機器の名称 数 型　式 能　力 備付年月日

年 月 日

サイドスリップ･テ
スタ

年

ホイール・アライメ
ント・テスタ

月 日

　 年 月 日

　 年

日

　 年 月 日

日

　 年 月 日

日　 年 月

　 年 月

月

　 年

月

月 日

日

　 年 月 日

　 年

 
第２号様式（指定） 

指定自動車整備事業の変更（届出・申請）書 

殿

道路運送車両法等の規定により別紙書面を添え（届出・申請）します。
(注)届出にあっては「届出」、申請にあっては「申請」の文字に○を記載すること。

（ふりがな）

届出者

申請者

届出者
申請者
電話番号

（ふりがな）

電話番号

指定番号

届出・申請の変更内容 変更年月日 年 月 日

完成検査場の位置又は面積 対象とする自動車の種類 【変更申請】
自動車検査用機械器具設備 業務の範囲の限定 【変更申請】
自動車検査用機械器具設備(共用設備) 

(注)□枠内の該当するものに○を記載すること。

　

　

　
　
　

事業場の名称

事業場の所在地

　

　 　 　 　

日

の氏名又は名称

の住所

年 月

(注)該当しない項目は記載を省略することができる。（全ての項目に共通）

(注)必要に応じて、記載枠を追加・拡大または削除・縮小することができる。（全ての項目に共通）

 

５－③ 共同使用の自動車検査用機械器具設備 

ブレーキ・テスタ

前照灯試験機

音量計

騒音計

速度計試験機

一酸化炭素測定器

炭化水素測定器

黒煙測定器

オパシメータ

(注)検査機器の名称欄は、□枠内の該当するものに○を記載すること。

（新設）

検査機器の名称 数 型　式 能　力 備付年月日

年 月 日

サイドスリップ･テ
スタ

年

ホイール・アライメ
ント・テスタ

月 日

　 年 月 日

　 年

日

　 年 月 日

日

　 年 月 日

日　 年 月

　 年 月

月

　 年

月

月 日

日

　 年 月 日

　 年

 
第２号様式（指定） 

指定自動車整備事業の変更（届出・申請）書 

殿

道路運送車両法等の規定により別紙書面を添え（届出・申請）します。
(注)届出にあっては「届出」、申請にあっては「申請」の文字に○を記載すること。

（ふりがな）

届出者

申請者

届出者
申請者
電話番号

（ふりがな）

電話番号

指定番号

届出・申請の変更内容 変更年月日 年 月 日

屋内作業場の位置又は面積 対象とする自動車の種類 【変更申請】
自動車検査用機械器具設備 業務の範囲の限定 【変更申請】
自動車検査用機械器具設備(共用設備) 

(注)□枠内の該当するものに○を記載すること。

日年 月

(注)該当しない項目は記載を省略することができる。（全ての項目に共通）

(注)必要に応じて、記載枠を追加・拡大または削除・縮小することができる。（全ての項目に共通）

の氏名又は名称

の住所

事業場の名称

事業場の所在地

　 　 　 　

　 　
　 　
　 　

 

-
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新 旧 

（別添） 

１． （略） 

 

２．指定自動車整備事業関係 

 

第１号様式（指定） 

指定自動車整備事業の指定新規申請書 

本文 （略） 

 

１－①～４－① （略） 

 

４－② 自動車検査用機械器具設備 

ブレーキ・テスタ

前照灯試験機

音量計

騒音計

速度計試験機

一酸化炭素測定器

炭化水素測定器

黒煙測定器

オパシメータ

(注)検査機器の名称欄は、□枠内の該当するものに○を記載すること。

　 年 月 日検査用スキャンツール

型　式 能　力 備付年月日検査機器の名称 数

月 日

　 年 月 日

日
ホイール・アライメ
ント・テスタ

サイドスリップ･テ
スタ

年

　 年 月

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

 

 

４－③～５－② （略） 

 

 

 

 

 

（別添） 

１． （略） 

 

２．指定自動車整備事業関係 

 

第１号様式（指定） 

指定自動車整備事業の指定新規申請書 

本文 （略） 

 

１－①～４－① （略） 

 

４－② 自動車検査機械設備 

ブレーキ・テスタ

前照灯試験機

音量計

騒音計

速度計試験機

一酸化炭素測定器

炭化水素測定器

黒煙測定器

オパシメータ

(注)検査機器の名称欄は、□枠内の該当するものに○を記載すること。

（新設）

型　式 能　力 備付年月日検査機器の名称 数

月 日

　 年 月 日

日
ホイール・アライメ
ント・テスタ

サイドスリップ･テ
スタ

年

　 年 月

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

 

 

４－③～５－② （略） 
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新 旧 

３．優良自動車整備事業関係 

 

第１号様式（優良） 

優良自動車整備事業者認定申請書 

本文 （略） 

 

１～３ （略） 

４－①Ⅰ 整備用・検査用機械器具設備（一種整備工場の記載項目） 

卓上ボール盤

オイル・バケットポンプ

バルブ・シート・グラインダ

バルブ・リフェーサ

バルブ・リフタ

シリンダ・ゲージ

コンロッド・アライナ

スプリング・テスタ

ラジエータ・キャップ・テスタ

マイクロ・メータ

メガー

電子計測機器

溶接器

検車装置

ホイール・アライメント・テスタ

サイドスリップ･テスタ

ブレーキ・テスタ

前照灯試験機

音量計

速度計試験機

黒煙測定器

オパシメータ

検査用スキャンツール
(注)検査機器の名称欄の□枠内の該当するものに○を記載すること。

検査機器の名称 数 型　式 能　力

項　目 数 能　力

ホイール・バランサ

フリー・ローラ

 

 

４－①Ⅱ～４－⑤ （略） 

 

３．優良自動車整備事業関係 

 

第１号様式（優良） 

優良自動車整備事業者認定申請書 

本文 （略） 

 

１～３ （略） 

４－①Ⅰ 整備用・検査用機械器具設備（一種整備工場の記載項目） 

卓上ボール盤

オイル・バケットポンプ

ホイール・バランサ

フリー・ローラ

バルブ・シート・グラインダ

バルブ・リフェーサ

バルブ・リフタ

シリンダ・ゲージ

コンロッド・アライナ

スプリング・テスタ

ラジエータ・キャップ・テスタ

マイクロ・メータ

メガー

電子計測機器

溶接器

検車装置

ホイール・アライメント・テスタ

サイドスリップ･テスタ

ブレーキ・テスタ

前照灯試験機

音量計

速度計試験機

黒煙測定器

オパシメータ

（新設）
(注)検査機器の名称欄の□枠内の該当するものに○を記載すること。

検査機器の名称 数 型　式 能　力

項　目 数 能　力

 
 

４－①Ⅱ～４－⑤ （略） 
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新 旧 

１－①～３ （略） 

 

４ 自動車検査用機械器具設備の変更 

ブレーキ・テスタ

前照灯試験機

音量計

騒音計

速度計試験機

一酸化炭素測定器

炭化水素測定器

黒煙測定器

オパシメータ

(注)検査機器の名称欄は、□枠内の該当するものに○を記載すること。

　 年 月 日検査用スキャンツール

能　力 備付年月日

　
ホイール・アライメ
ント・テスタ

日

年 月 日

年 月

　
サイドスリップ･テ
スタ

検査機器の名称 数 型　式

日

　 年 月 日

　 年 月

　 年 月

日

日

月 日

　 年 月 日

　 　 年

　 年 月 日

　 年 月 日

月 日

　 年 月

　 年

 
５－①～５－② （略） 

 

５－③ 共用設備事業場の自動車検査用機械器具設備 

ブレーキ・テスタ

前照灯試験機

音量計

騒音計

速度計試験機

一酸化炭素測定器

炭化水素測定器

黒煙測定器

オパシメータ

(注)検査機器の名称欄は、□枠内の該当するものに○を記載すること。

年 月 日検査用スキャンツール 　

月 日年

　
ホイール・アライメ
ント・テスタ

日

検査機器の名称 数 型　式 能　力 備付年月日

年 月 日

　
サイドスリップ･テ
スタ

月 日

　 年

日

　 　 年 月

　 年

日

　 年 月 日

　 年 月

月

年

日

　 年 月 日

　 年 月

月 日

　 年 月 日

　

 
以下、（略） 

 

 

１－①～３ （略） 

 

４ 自動車検査用機械器具設備の変更 

ブレーキ・テスタ

前照灯試験機

音量計

騒音計

速度計試験機

一酸化炭素測定器

炭化水素測定器

黒煙測定器

オパシメータ

(注)検査機器の名称欄は、□枠内の該当するものに○を記載すること。

（新設）

能　力 備付年月日

　
ホイール・アライメ
ント・テスタ

日

年 月 日

年 月

　
サイドスリップ･テ
スタ

検査機器の名称 数 型　式

日

　 年 月 日

　 年 月

　 年 月

日

日

月 日

　 年 月 日

　 　 年

　 年 月 日

　 年 月 日

月 日

　 年 月

　 年

 
５－①～５－② （略） 

 

５－③ 共用設備事業場の自動車検査用機械器具設備 

ブレーキ・テスタ

前照灯試験機

音量計

騒音計

速度計試験機

一酸化炭素測定器

炭化水素測定器

黒煙測定器

オパシメータ

（新設）

月 日年

　
ホイール・アライメ
ント・テスタ

日

検査機器の名称 数 型　式 能　力 備付年月日

年 月 日

　
サイドスリップ･テ
スタ

月 日

　 年

日

　 　 年 月

　 年

日

　 年 月 日

　 年 月

月

年

日

　 年 月 日

　 年 月

月 日

　 年 月 日

　

 

以下、（略） 
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事 務 連 絡 

令和５年３月 30 日 

 

 

各地方運輸局 

自動車技術安全部整備課長 殿 

自動車技術安全部整備・保安課長 殿  

沖縄総合事務局運輸部車両安全課長 殿 

 

 

                     自動車局整備課 

整備事業班長      

 

 

 

検査用スキャンツールに係るＱ＆Ａについて 

 

 

 

検査用スキャンツールにつきましては、令和５年４月より申請等ができるようにな

ることから、検査用スキャンツールに係るＱ＆Ａを別添のとおり作成しましたので、

業務の参考とされますようお願いいたします。 

 

- 416 -

新 旧 

第２号様式（優良） 

優良自動車整備事業者の変更届出書 

本文 （略） 

１～３ （略） 

４－① 整備用・検査用機械器具設備の変更（一種整備工場及び二種整備工場の記載

項目） 

卓上ボール盤

オイル・バケットポンプ

ホイール・バランサ

フリー・ローラ

バルブ・シート・グラインダ

バルブ・リフェーサ

バルブ・リフタ

シリンダ・ゲージ

コンロッド・アライナ

スプリング・テスタ

ラジエータ・キャップ・テスタ

マイクロ・メータ

メガー

電子計測機器

溶接器

検車装置

ホイール・アライメント・テスタ

サイドスリップ･テスタ

ブレーキ・テスタ

前照灯試験機

音量計

速度計試験機

黒煙測定器

オパシメータ

検査用スキャンツール
(注)検査機器の名称欄の□枠内の該当するものに○を記載すること。

項　目 数 能　力

検査機器の名称 数 型　式 能　力

 

 

以下、（略） 

 

 

第２号様式（優良） 

優良自動車整備事業者の変更届出書 

本文 （略） 

１～３ （略） 

４－① 整備用・検査用機械器具設備の変更（一種整備工場及び二種整備工場の記載

項目） 

卓上ボール盤

オイル・バケットポンプ

バルブ・シート・グラインダ

バルブ・リフェーサ

バルブ・リフタ

シリンダ・ゲージ

コンロッド・アライナ

スプリング・テスタ

ラジエータ・キャップ・テスタ

マイクロ・メータ

メガー

電子計測機器

溶接器

検車装置

ホイール・アライメント・テスタ

サイドスリップ･テスタ

ブレーキ・テスタ

前照灯試験機

音量計

速度計試験機

黒煙測定器

オパシメータ

（新設）
(注)検査機器の名称欄の□枠内の該当するものに○を記載すること。

項　目 数 能　力

ホイール・バランサ

フリー・ローラ

検査機器の名称 数 型　式 能　力

 

 

以下、（略） 
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事 務 連 絡 

令和５年３月 30 日 

 

 

各地方運輸局 

自動車技術安全部整備課長 殿 

自動車技術安全部整備・保安課長 殿  

沖縄総合事務局運輸部車両安全課長 殿 

 

 

                     自動車局整備課 

整備事業班長      

 

 

 

検査用スキャンツールに係るＱ＆Ａについて 

 

 

 

検査用スキャンツールにつきましては、令和５年４月より申請等ができるようにな

ることから、検査用スキャンツールに係るＱ＆Ａを別添のとおり作成しましたので、

業務の参考とされますようお願いいたします。 

 

- 416 -
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Ｑ６ 申請等の審査は何を確認すればいいですか。 

（答） 

申請書等に記載された型式、ファームウエアバージョン及びドライババージョ

ンを機工協のＨＰにて確認してください。 

 

Ｑ７ 監査時における機器の確認は何を確認しますか。 

（答） 

型式及びバージョン情報を確認してください。 

 

Ｑ８ 監査時等において確認する必要がありますので、バージョン情報の表示方法

を教えてください。 

（答） 

マニュアル等で確認できない場合は、スキャンツールメーカーにお問い合わせ

いただくことになります。 

 

Ｑ９ アップデート等によりバージョンが変更された場合、機器の変更届出は必要

ですか。 

（答） 

必要ありません。監査等により変更が確認された場合は自動車検査・整備情報

システムの補正を行ってください。 

 

- 418 -

検検査査用用ススキキャャンンツツーールルにに係係るるＱＱ＆＆ＡＡ  

Ｑ１ 検査用スキャンツールに係る申請等の添付資料はどのようなものですか。 

（答） 

検査機器の技術基準に適合する検査用スキャンツールは一般社団法人日本自動

車機械工具協会（以下、機工協といいます。）のＨＰに掲載されますので、証明書

等の添付書類は必要ありません。 

 

Ｑ２ 検査用スキャンツールに係る添付資料がないと、申請者が実際に備えている

か確認ができませんが、どのような確認をすればよいですか。 

（答） 

審査時においては、申請された（備え付けた）検査用スキャンツールが技術上

の基準に適合している検査機器であるか機工協のＨＰにて確認してください。実

際に備え付けているかについては監査等の際にご確認ください。 

  

Ｑ３ 分離型の検査用スキャンツールの場合、ＶＣＩに型式の表示がないのでは。 

（答） 

認定された検査用スキャンツールであれば、一体型・分離型によらず「型式」

及び「製造番号」が必ず表示されております。 

  

Ｑ４ 検査用スキャンツールに係る申請・届出書の「能力欄」及び「備付年月日欄」

はどのような記載をしますか。 

（答） 

能力欄：ファームウエア及びドライバのバージョン情報を記載してください。 

備付年月日欄：検査用スキャンツールとして備え付けた日を記載してください。 

 

Ｑ５ 機工協のＨＰにはどのような情報が掲載されますか。 

（答）以下の情報が掲載されます。 

１）メーカー名 

２）型式 

３）型式試験番号 

４）ファームウエアのバージョン 

５）ドライバのバージョン 

６）対応する通信プロトコル 

７）一体型、分離型の別 

８）その他特筆事項（ツールメーカーの指定した PC でしか起動しない 等） 

- 417 -
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Ｑ６ 申請等の審査は何を確認すればいいですか。 

（答） 

申請書等に記載された型式、ファームウエアバージョン及びドライババージョ

ンを機工協のＨＰにて確認してください。 

 

Ｑ７ 監査時における機器の確認は何を確認しますか。 

（答） 

型式及びバージョン情報を確認してください。 

 

Ｑ８ 監査時等において確認する必要がありますので、バージョン情報の表示方法

を教えてください。 

（答） 

マニュアル等で確認できない場合は、スキャンツールメーカーにお問い合わせ

いただくことになります。 

 

Ｑ９ アップデート等によりバージョンが変更された場合、機器の変更届出は必要

ですか。 

（答） 

必要ありません。監査等により変更が確認された場合は自動車検査・整備情報

システムの補正を行ってください。 

 

- 418 -

検検査査用用ススキキャャンンツツーールルにに係係るるＱＱ＆＆ＡＡ  

Ｑ１ 検査用スキャンツールに係る申請等の添付資料はどのようなものですか。 

（答） 

検査機器の技術基準に適合する検査用スキャンツールは一般社団法人日本自動

車機械工具協会（以下、機工協といいます。）のＨＰに掲載されますので、証明書

等の添付書類は必要ありません。 

 

Ｑ２ 検査用スキャンツールに係る添付資料がないと、申請者が実際に備えている

か確認ができませんが、どのような確認をすればよいですか。 

（答） 

審査時においては、申請された（備え付けた）検査用スキャンツールが技術上

の基準に適合している検査機器であるか機工協のＨＰにて確認してください。実

際に備え付けているかについては監査等の際にご確認ください。 

  

Ｑ３ 分離型の検査用スキャンツールの場合、ＶＣＩに型式の表示がないのでは。 

（答） 

認定された検査用スキャンツールであれば、一体型・分離型によらず「型式」

及び「製造番号」が必ず表示されております。 

  

Ｑ４ 検査用スキャンツールに係る申請・届出書の「能力欄」及び「備付年月日欄」

はどのような記載をしますか。 

（答） 

能力欄：ファームウエア及びドライバのバージョン情報を記載してください。 

備付年月日欄：検査用スキャンツールとして備え付けた日を記載してください。 

 

Ｑ５ 機工協のＨＰにはどのような情報が掲載されますか。 

（答）以下の情報が掲載されます。 

１）メーカー名 

２）型式 

３）型式試験番号 

４）ファームウエアのバージョン 

５）ドライバのバージョン 

６）対応する通信プロトコル 

７）一体型、分離型の別 

８）その他特筆事項（ツールメーカーの指定した PC でしか起動しない 等） 
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別別紙紙  

 

 

国 自 基 第 2 4 8 号 

令和 5 年 3 月 30 日 

 

 

各地方運輸局長 殿 

 

 

自動車局長     

    （公印省略）     

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第 5項、第 6項及び第 7項の書面について（依命通達）」

の一部改正について 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第 5項、第 6項及び第 7項の書面について（依命通達）」

（平成３年６月 28日地技第 156号）を別添新旧対照表のとおり改正したので、今後はこれ

により実施されたい。 

  

- 420 -

国 自 基 第 2 4 8 号 の ３ 

令 和 5 年 3 月 3 0 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局長     

（公印省略）     

 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第 5項、第 6項及び第 7項の書面について（依命通達）」

の一部改正について 

 

 

標記について、別紙のとおり、各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通知したので、

貴会（組合）においても傘下会員（組合員）に対し、この旨周知徹底方お願いいたします。 

- 419 -

(23)	「道路運送車両法施行規則第36条第5項、第6項及び第7項の書面について 

（依命通達）」の一部改正について
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別別紙紙  

 

 

国 自 基 第 2 4 8 号 

令和 5年 3 月 30 日 

 

 

各地方運輸局長 殿 

 

 

自動車局長     

    （公印省略）     

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第 5項、第 6項及び第 7項の書面について（依命通達）」

の一部改正について 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第 5項、第 6項及び第 7項の書面について（依命通達）」

（平成３年６月 28日地技第 156号）を別添新旧対照表のとおり改正したので、今後はこれ

により実施されたい。 

  

- 420 -

国 自 基 第 2 4 8 号 の ３ 

令 和 5 年 3 月 3 0 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局長     

（公印省略）     

 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第 5項、第 6項及び第 7項の書面について（依命通達）」

の一部改正について 

 

 

標記について、別紙のとおり、各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通知したので、

貴会（組合）においても傘下会員（組合員）に対し、この旨周知徹底方お願いいたします。 
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令令和和 55年年 33月月  

車車両両基基準準・・国国際際課課  

  

「「道道路路運運送送車車両両法法施施行行規規則則第第 3366条条第第 55項項、、第第 66項項及及びび第第 77項項のの書書面面ににつついいてて

（（依依命命通通達達））」」ににおおけけるる騒騒音音にに係係るる部部分分のの一一部部改改正正ににつついいてて  

 

 

１１．．改改正正のの背背景景及及びび概概要要  

 輸入車に対する二輪車走行騒音規制（R41-04）については、既に適用が開始されているが、

輸入車に対する四輪車走行騒音規制（R51-03）については、本年４月１日から適用予定である。

電気自動車等の取り扱い等の運用上の明確化等を図るため、輸入車に対して R51-03の適用が

開始されるこのタイミングにあわせ、二輪車及び四輪車の両方について以下の改正を行う。 

 

・騒音の国際規則（R41-04、R41-05及び R51-03）においては、二輪車及び四輪車の電気自

動車等に対して近接排気騒音の値を求めていないところ、通達においても、当該値の書面

を求めないことを明確にする【1.(5)及び(6)のそれぞれの柱書き】 

・欧州連合規則においては、R41-05適合車に WVTAラベル・プレートの車体への表示を求め

ていないところ、我が国においては R41-05 が輸入車に対して令和６年９月１日に適用が

開始されるため、「WVTA ラベル・プレートが車体に表示されていることを示す書面」とし

て認めるのは、R41-04適合車（通達上は「保安基準適用年月日又は製作年月日が令和６年

８月 31日以前の自動車」と規定）に表示されている場合のみとする【1.(5)ホ】 

 

２２．．ススケケジジュューールル（（予予定定））  

 改 正：令和５年３月 30日 

 適 用：令和５年４月１日 

- 422 -

別別紙紙  

 

 

国 自 基 第 2 4 8 号 

令和 5 年 3 月 30 日 

 

 

沖縄総合事務局長 殿 

 

 

自動車局長     

    （公印省略）     

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第 5項、第 6項及び第 7項の書面について（依命通達）」

の一部改正について 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第 5項、第 6項及び第 7項の書面について（依命通達）」

（平成３年６月 28日地技第 156号）を別添新旧対照表のとおり改正したので、今後はこれ

により実施されたい。 
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令令和和 55年年 33月月  

車車両両基基準準・・国国際際課課  

  

「「道道路路運運送送車車両両法法施施行行規規則則第第 3366条条第第 55項項、、第第 66項項及及びび第第 77項項のの書書面面ににつついいてて

（（依依命命通通達達））」」ににおおけけるる騒騒音音にに係係るる部部分分のの一一部部改改正正ににつついいてて  

 

 

１１．．改改正正のの背背景景及及びび概概要要  

 輸入車に対する二輪車走行騒音規制（R41-04）については、既に適用が開始されているが、

輸入車に対する四輪車走行騒音規制（R51-03）については、本年４月１日から適用予定である。

電気自動車等の取り扱い等の運用上の明確化等を図るため、輸入車に対して R51-03の適用が

開始されるこのタイミングにあわせ、二輪車及び四輪車の両方について以下の改正を行う。 

 

・騒音の国際規則（R41-04、R41-05及び R51-03）においては、二輪車及び四輪車の電気自

動車等に対して近接排気騒音の値を求めていないところ、通達においても、当該値の書面

を求めないことを明確にする【1.(5)及び(6)のそれぞれの柱書き】 

・欧州連合規則においては、R41-05適合車に WVTAラベル・プレートの車体への表示を求め

ていないところ、我が国においては R41-05 が輸入車に対して令和６年９月１日に適用が

開始されるため、「WVTA ラベル・プレートが車体に表示されていることを示す書面」とし

て認めるのは、R41-04適合車（通達上は「保安基準適用年月日又は製作年月日が令和６年

８月 31日以前の自動車」と規定）に表示されている場合のみとする【1.(5)ホ】 

 

２２．．ススケケジジュューールル（（予予定定））  

 改 正：令和５年３月 30日 

 適 用：令和５年４月１日 

- 422 -

別別紙紙  

 

 

国 自 基 第 2 4 8 号 

令和 5 年 3 月 30 日 

 

 

沖縄総合事務局長 殿 

 

 

自動車局長     

    （公印省略）     

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第 5項、第 6項及び第 7項の書面について（依命通達）」

の一部改正について 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第 5項、第 6項及び第 7項の書面について（依命通達）」

（平成３年６月 28日地技第 156号）を別添新旧対照表のとおり改正したので、今後はこれ

により実施されたい。 
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附則〔平成 11年４月 22日付け自環第 92号〕 

記２． (２)の改正は、平成 12年 10月１日から適用する。 

附則〔平成 18年６月 27日付け国自環第 53号〕 

この改正は、平成 18年 10月１日から施行する。ただし、自動車登録規則（昭和 45年運輸省令第７号）別表第２第６号に掲げる自動車の範囲に

該当するものにあっては、平成 19年４月１日から適用する。 

附則〔平成 27年 3月 31日付け国自技第 202号国自環第 231号〕 

1. 本改正規定は、平成 27年 5月 1日から適用する。 

 

きるものに限る。）。 

ただし、ロからヘの書面にあっては、本邦に輸入する自動車に限

る。 

イ～ニ（略） 

ホ 保安基準適用年月日又は製作年月日が令和 6年 8月 31日以

前の自動車にあっては、欧州連合規則に基づく WVTA ラベル・

プレートが車体に表示されていることを示す書面 

ヘ（略） 

（6）同通達 1．（1）5）に係る自動車（二輪自動車を除く。）にあって

は、細目告示第 118条第 1項第 3号ロに規定する基準への適合を証

する次に掲げる書面（排気管を有しない自動車又は排気管を有する

自動車であって停止状態において原動機が作動しないものを除き、

近接排気騒音の値を確認できるものに限る。）。 

ただし、ロからニの書面にあっては、本邦に輸入する自動車に限

る。 

イ～ニ（略） 

 

2.～4.（略） 

 

ただし、ロからヘの書面にあっては、本邦に輸入する自動車に限

る。 

イ～ニ（略） 

ホ 欧州連合規則に基づく WVTA ラベル・プレートが車体に表示

されていることを示す書面 

 

ヘ（略） 

（6）同通達 1．（1）5）に係る自動車（二輪自動車を除く。）にあって

は、細目告示第 118条第 1項第 3号ロに規定する基準への適合を証

する次に掲げる書面（近接排気騒音の値を確認できるものに限

る。）。 

 

ただし、ロからニの書面にあっては、本邦に輸入する自動車に限

る。 

イ～ニ（略） 

 

2.～4.（略） 

-
 4

2
4
 -

 

別 添 

「道路運送車両法施行規則第 36条第 5項、第 6項及び第 7項の書面について（依命通達）」の一部改正について 新旧対照表 

 

（傍線部分は改正部分） 

平成３年６月 28日 地技第 156号 

最終改正：令和５年３月 30日 国自基第 248号 

改  正 現  行 

 

～定め文除く～ 

 

記 

 

1. 施行規則第 36条第 5項関係 

「当該自動車が道路運送車両の保安基準第 30条第 1項の基準（同令

第 58 条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされ

ている自動車にあっては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該

告示に定める基準）に適合するものであることを証する書面」とは、次

に掲げるものをいう。 

（1）～（4）（略） 

（5）同通達 1.（1）5）に係る自動車（二輪自動車に限る。）にあって

は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土

交通省告示第 619号。以下「細目告示」という。）第 118条第 1項

第 3号イに規定する基準への適合を証する次に掲げる書面（排気管

を有しない自動車又は排気管を有する自動車であって停止状態に

おいて原動機が作動しないものを除き、近接排気騒音の値を確認で

 

～定め文除く～ 

 

記 

 

1. 施行規則第 36条第 5項関係 

「当該自動車が道路運送車両の保安基準第 30条第 1項の基準（同令

第 58 条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされ

ている自動車にあっては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該

告示に定める基準）に適合するものであることを証する書面」とは、次

に掲げるものをいう。 

（1）～（4）（略） 

（5）同通達 1.（1）5）に係る自動車（二輪自動車に限る。）にあって

は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土

交通省告示第 619号。以下「細目告示」という。）第 118条第 1項

第 3号イに規定する基準への適合を証する次に掲げる書面（近接排

気騒音の値を確認できるものに限る。）。 

 

-
 4

2
3
 -
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附則〔令和４年 10月７日国自基第 128号〕 

この改正は、令和４年 10月８日から適用する。 

附則〔令和５年３月 30日国自基第 248号〕 

この改正は、令和５年４月１日から適用する。 

-
 4

2
5
 -

―― 369

SEKEN2023.indd   369SEKEN2023.indd   369 2023/08/23   11:42:112023/08/23   11:42:11



別別紙紙  

 

国 自 基 第 ２ ５ １ 号 

令和 5 年 3 月 30 日 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

 

 

自動車局車両基準・国際課長     

    （公印省略）     

 

 

「非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて」等の一部改正について 

 

 

下記通達について、それぞれ別添新旧対照表のとおり改正したので、今後はこれにより

実施されたい。 

 また、関係団体には、その旨周知したところであるが、さらに管内関係者に対し周知徹

底を図られたい。 

 

 

記 

 

 

１．「非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて」（平成 22年２月５日国自環

第 248号） 

２．「マフラー騒音規制適用車に係る消音器の基準適合性の確認等の取扱いについて」（平

成 22年２月５日国自環第 247号） 

３．「改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面について」（平成 23年６月 30日国自

環第 70号） 

 

- 427 -

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

国自基第 251 号の３ 

令和 5 年 3 月 30 日  

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 会長 殿 

 

国土交通省自動車局車両基準・国際課長     

（公印省略）     

 

 

 

「非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて」等の一部改正について 

 

 

標記について、別紙のとおり、各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運

輸部長並びに関係自動車検査機関の長あてに対して通知したので、貴会（組合）において

も傘下会員（組合員）に対し、この旨周知徹底方お願いいたします。 

- 426 -

(24)	「非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて」等の一部改正について
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別別紙紙  

 

国 自 基 第 ２ ５ １ 号 

令和 5年 3 月 30 日 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

 

 

自動車局車両基準・国際課長     

    （公印省略）     

 

 

「非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて」等の一部改正について 

 

 

下記通達について、それぞれ別添新旧対照表のとおり改正したので、今後はこれにより

実施されたい。 

 また、関係団体には、その旨周知したところであるが、さらに管内関係者に対し周知徹

底を図られたい。 

 

 

記 

 

 

１．「非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて」（平成 22年２月５日国自環

第 248号） 

２．「マフラー騒音規制適用車に係る消音器の基準適合性の確認等の取扱いについて」（平

成 22年２月５日国自環第 247号） 

３．「改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面について」（平成 23年６月 30日国自

環第 70号） 

 

- 427 -

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

国自基第 251 号の３ 

令和 5 年 3 月 30 日  

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 会長 殿 

 

国土交通省自動車局車両基準・国際課長     

（公印省略）     

 

 

 

「非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて」等の一部改正について 

 

 

標記について、別紙のとおり、各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運

輸部長並びに関係自動車検査機関の長あてに対して通知したので、貴会（組合）において

も傘下会員（組合員）に対し、この旨周知徹底方お願いいたします。 

- 426 -
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別別紙紙  
 

国自基第 251 号の２ 

令和 5 年 3 月 30 日  

 

 

 

独立行政法人自動車技術総合機構 理事長 殿 

 

国土交通省自動車局車両基準・国際課長     

（公印省略）     

 

 

「非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて」等の一部改正について 

 

 

標記について、別紙のとおり、各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運

輸部長並びに関係団体の長あてに対して通知したので、了知願います。 

 

 

 

 

- 428 -

独立行政法人自動車技術総合機構 理事長 殿  

軽自動車検査協会 理事長 殿  

公益財団法人日本自動車輸送技術協会 会長 殿  

一般財団法人日本車両検査協会 理事長 殿  

一般財団法人日本自動車研究所 理事長 殿  
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令令和和 55年年 33月月  

車車両両基基準準・・国国際際課課  

 

騒騒音音にに係係るる関関係係通通達達のの一一部部改改正正ににつついいてて  

  
１１．．改改正正のの背背景景及及びび概概要要  

１．並行輸入車の R51-03試験を従来路面で行う場合における数値補正【通達①関係】 

 輸入車に対する四輪車走行騒音規制（R51-03）については、本年４月１日から適用予定。R51-03

での試験を行うには、本来であれば ISO試験路が必要であるが、我が国において一般利用が可能な

ISO試験路を有する施設は、１カ所に限られており、同所への業務逼迫等により利用が制限される

ことが懸念される。このため、令和４年６月の告示改正にて経過措置を置き、並行輸入車について

は細目告示別添４０に規定する試験路（従来路面）が、引き続き利用可能となった。 

一方、従来路面は、ISO路面と比較して粗さが大きく、本来性能よりも不適合車を出す可能性が

あることから、ISO 路面と従来路面の比較調査を行った。その結果、従来路面で測定した騒音は、

ISO路面と比較して、平均で約３ｄＢ大きくなった。この結果に基づき、並行輸入車を従来路面で

測定する場合は、車両総重量３．５トン以下の自動車については、最終結果の騒音値から３ｄＢを

差し引いた値とすることができる取扱いを設けることとする。 

 また、公的試験機関から排出ガス試験の成績書を不正に取得した事案を受けて、平成３１年に

「非認証車に対する排出ガス試験等の取扱いについて」（平成３年６月 28日地技第 168号）の通達

を改正し、排出ガス試験については取扱いを厳格化したところであるが、輸入車に対して R51-03

の適用が開始されるこのタイミングを捉えて、騒音に関しても同様に、写真による記録や試験成績

書への添付等の厳格化を行う。 

 

２．その他の所要の改正【通達②、③関係】 

二輪車走行騒音規制（R41-04）については、既に適用が開始されているところ、WVTAラベル・プ

レートの取り扱いの明確化等を図るとともに、輸入車に対しての R51-03 の適用にあたっても同様

の改正を行う。 

 

２２．．改改正正のの通通達達  

① 「非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて」（平成 22年２月５日国自環第 248

号） 

② 「マフラー騒音規制適用車に係る消音器の基準適合性の確認等の取扱いについて」（平成 22年

２月５日国自環第 247号） 

③ 「改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面について」（平成 23年６月 30日国自環第 70

号） 

 

３３．．ススケケジジュューールル（（予予定定））  

 改 正：令和５年３月 30日 

 適 用：令和５年４月１日 
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別別紙紙  
 

国自基第 251 号の２ 

令和 5 年 3 月 30 日  

 

 

 

独立行政法人自動車技術総合機構 理事長 殿 

 

国土交通省自動車局車両基準・国際課長     

（公印省略）     

 

 

「非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて」等の一部改正について 

 

 

標記について、別紙のとおり、各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運

輸部長並びに関係団体の長あてに対して通知したので、了知願います。 
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独立行政法人自動車技術総合機構 理事長 殿  

軽自動車検査協会 理事長 殿  

公益財団法人日本自動車輸送技術協会 会長 殿  

一般財団法人日本車両検査協会 理事長 殿  

一般財団法人日本自動車研究所 理事長 殿  
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３０日付け国自環第７０号。以下「改造車の新規検査時提出書面通達」

という。）７．の規定に基づく加速走行騒音試験結果成績表をいう。以

下同じ。）を発行する場合の取扱いは、次のとおりとする。 

造車の新規検査時提出書面通達」という。）７．の規定に基づく加速走

行騒音試験結果成績表をいう。以下同じ。）を発行する場合の取扱いは、

次のとおりとする。 

 

（１）公的試験機関は、加速走行騒音試験結果成績表の発行を申請する

者（本邦に輸入する自動車にあっては、当該自動車の輸入者に限る。）

が同一型式及び同一構造であると申告した自動車（使用過程におい

て消音器を改造したもの及び指定自動車等であって消音器を改造し

たものを除く。以下この（１）から（５）までの規定において同じ。）

について、申告内容が真正なものであることを確認し、それらの自

動車が同一型式及び同一構造であると認められる場合には、３０台

に１台の割合で試験を行うこととする。 

ただし、本邦に輸入する自動車であって、次の①及び②に掲げる要

件に該当するものとして（４）に規定するものについては、これらの

試験を６０台に１台の割合で行っても差し支えない。 

① 設計・生産時に意図した仕向地における加速走行騒音対策に必要

な措置が原産国の自動車製作者において行われていること。 

② 法律に基づいて設立された団体の指導の下で点検・整備が確実に

行われており、かつ、加速走行騒音の成績が基準値以下で安定して

いること。 

 

（１）公的試験機関は、加速走行騒音試験結果成績表の発行を申請する

者が同一型式及び同一構造であると申告した自動車について、３０

台に１台の割合で試験を行うこととする。 

 

 

 

 

 

ただし、本邦に輸入する自動車であって、次の①及び②に掲げる要

件に該当するものとして（２）に規定するものについては、これらの

試験を６０台に１台の割合で行っても差し支えない。 

① 設計・生産時に意図した仕向地における加速走行騒音対策に必要

な措置が原産国の自動車製作者において行われていること。 

② 法律に基づいて設立された団体の指導の下で点検・整備が確実に

行われており、かつ、加速走行騒音の成績が基準値以下で安定して

いること。 

（２）公的試験機関は、（１）の確認にあたり、必要に応じて現車提示等

を求めることができるものとする。 

（新設） 

 

-
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3
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別 添 

「非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて」の一部改正について 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

平成２２年２月５日 国自環第 248号 

最終改正：令和５年３月 30日 国自基第 251号 

 

改  正 現  行 

非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて 

 

 

指定自動車等（型式指定自動車、特定共通構造部型式指定自動車、騒音

防止装置指定自動車、自動車型式認証実施要領別添２の新型届出による取

扱いを受けた自動車及び輸入自動車特別取扱制度に基づく輸入自動車特

別取扱いを受けた自動車をいう。以下同じ。）以外の自動車（以下「非認

証車」という。）、消音器改造車等に対する加速走行騒音試験の取扱いにつ

いては、下記のとおりとするので、今後はこれにより取り扱われたい。 

なお、別紙のとおり、関係自動車検査機関及び関係団体あて通知したの

で申し添える。 

 

１．非認証車に係る公的試験機関成績表について 

公的試験機関が、非認証車に対して、道路運送車両の保安基準の細

目を定める告示（平成１４年国土交通省告示第６１９号。以下「細目

告示」という。）別添４０「加速走行騒音の測定方法」による試験の結

果又は協定規則第４１号若しくは協定規則第５１号に基づく加速走行

騒音試験の結果を表す書面として加速走行騒音試験結果成績表（「改造

自動車に係る新規検査の際に提出する書面について」（平成２３年６月

非認証車等に対する加速走行騒音試験の取扱いについて 

 

 

指定自動車等以外の非認証車、消音器改造車等に対する加速走行騒音試

験の取扱いについては、下記のとおりとするので、今後はこれにより取り

扱われたい。 

 

 

 

なお、別紙のとおり、関係自動車検査機関及び関係団体あて通知したの

で申し添える。 

 

１．非認証車に係る公的試験機関成績表について 

公的試験機関が、指定自動車等以外の非認証車に対して、細目告示

別添４０「加速走行騒音の測定方法」による試験の結果又は協定規則

第４１号第４改訂版補足第５改訂版若しくは協定規則第５１号第３改

訂版補足改訂版に基づく加速走行騒音試験の結果を表す書面として加

速走行騒音試験結果成績表（「改造自動車に係る新規検査の際に提出す

る書面について」（平成２３年６月３０日付け国自環第７０号。以下「改

-
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3
0
 -
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を改造したものを除く。以下この（１）から（５）までの規定において

同じ。）」とあるのは、「自動車であって使用過程において消音器を改造

したもの」と読み替えるものとする。 

（２）公的試験機関は、（１）の確認にあたり、必要に応じて現車提示等

を求めることができるものとする。 

（新設） 

（３）公的試験機関は、（１）の加速走行騒音試験を行う自動車について、

外観及び騒音防止装置等を写真等により記録・保存し、当該写真等（同

一型式及び同一構造であると認めた自動車の場合は試験を行った自動

車のもの）を加速走行騒音試験結果成績表に添付するものとする。 

（新設） 

３．指定自動車等の新規検査時に提出する公的試験機関成績表について 

（１）公的試験機関が、消音器を改造した指定自動車等に対して、改造車

の新規検査時提出書面通達記６.（１）②、６.（２）②又は６．（３）

②の規定に基づく加速走行騒音試験結果を表す書面として加速走行

騒音試験結果成績表を発行する場合は、１.（１）前段の規定を準用

する。この場合において、１．（１）前段中「自動車（使用過程にお

いて消音器を改造したもの及び指定自動車等であって消音器を改造

したものを除く。以下この（１）から（５）までの規定において同じ。）」

とあるのは、「指定自動車等であって消音器を改造したもの」と読み

替えるものとする。 

３．指定自動車等の新規検査時に提出する公的試験機関成績表について 

（１）公的試験機関が、消音器を改造した指定自動車等に対して、改造車

の新規検査時提出書面通達記６.（１）②、６.（２）②又は６．（３）

②の規定に基づく加速走行騒音試験結果を表す書面として加速走行

騒音試験結果成績表を発行する場合は、１.（１）前段の規定を準用

する。 

（２）改造車の新規検査時提出書面通達記６.（１）①、６.（２）①又は

６.（３）①の規定に基づき提出される加速騒音試験結果を表す書面

は、公的試験機関又は自動車製作者等により実施された加速走行騒音

試験結果成績表の写しで差し支えないものとする。 

（２）改造車の新規検査時提出書面通達記６.（１）①、６.（２）①又は

６.（３）①の規定に基づき提出される加速騒音試験結果を表す書面は、

公的試験機関又は自動車製作者等により実施された加速走行騒音試験

結果成績表の写しで差し支えないものとする。 

（３）公的試験機関は、（１）の確認にあたり、必要に応じて現車提示等

を求めることができるものとする。 

（新設） 

-
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（３）公的試験機関は、（１）の加速走行騒音試験を行う自動車について、

外観及び騒音防止装置等を写真等により記録・保存し、当該写真等（同

一型式及び同一構造であると認めた自動車の場合は試験を行った自

動車のもの）を加速走行騒音試験結果成績表に添付するものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

（４）（１）ただし書きの要件に該当する自動車は、外国自動車輸入協同

組合、日本外国自動車輸入整備協同組合及び日本自動車輸入組合並び

にこれらの各組合に属する者が本邦に輸入する自動車であって、設

計・生産時に意図した仕向地における加速走行騒音対策に必要な措置

が原産国の自動車製作者において行われているものとする。 

（２）（１）ただし書きの要件に該当する自動車は、外国自動車輸入協同

組合、日本外国自動車輸入整備協同組合及び日本自動車輸入組合並び

にこれらの各組合に属する者が本邦に輸入する自動車であって、設

計・生産時に意図した仕向地における加速走行騒音対策に必要な措置

が原産国の自動車製作者において行われているものとする。 

（５）公的試験機関は、協定規則第５１号に基づく試験方法により測定し、

かつ、道路運送車両の保安基準第２章及び第３章の規定の適用関係の

整理のため必要な事項を定める告示（平成１５年国土交通省告示第１

３１８号。以下「適用関係告示」という。）第２７条第３５項に基づ

いて旧試験路（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を

改正する告示（平成２８年国土交通省告示第６８１号）による改正前

の細目告示第１１８条に規定する試験路をいう。以下同じ。）におい

て測定した車両総重量３．５トン以下の自動車（本邦に輸入するもの

に限る。）の試験結果については、旧試験路による影響を考慮して、

適用関係告示第２７条第３５項に規定する環境が整うまでの間、最終

結果の市街地加速走行騒音値（Ｌurban）から３ｄＢを差し引いた値と

することができるものとする。 

（新設） 

２．消音器改造車に係る公的試験機関成績表について 

（１）公的試験機関が、使用過程において消音器を改造した自動車に対し

て、加速走行騒音試験結果成績表を発行する場合は、１.（１）前段の

規定を準用する。この場合において、１.（１）前段中「自動車（使用

過程において消音器を改造したもの及び指定自動車等であって消音器

２．消音器改造車に係る公的試験機関成績表について 

公的試験機関が、使用過程において消音器を改造した自動車に対し

て、加速走行騒音試験結果成績表を発行する場合は、１.（１）前段の

規定を準用する。 
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別 添 

「マフラー騒音規制適用車に係る消音器の基準適合性の確認等の取扱いについて」の一部改正について 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

平成２２年２月５日 国自環第 247号 

最終改正：令和５年３月 30日 国自基第 251号 

 

改  正 現  行 

～定め文除く～ 

 

記 

 

第 1～第 2（略） 

 

第 3 協定規則及び欧州連合指令による取扱い 

1.～2.（略） 

3. 協定規則又は欧州連合指令への適合性を証する外国の法令に基づく書

面等について 

（1）（略） 

（2）次に掲げる自動車は、細目告示第118条第3項第4号ロ（3）及び第

196条第3項第2号ロ（3）の外国の法令に基づく書面又は表示により、

協定規則第41号第5改訂版又はこれらと同等の欧州連合指令に適合

することが明らかである自動車に該当するものとする。 

① 欧州連合規則168/2013に基づく自動車製作者が発行する完

成車の適合性証明書（COCペーパー）を有する自動車 

 

② 協定規則第41号第5改訂版に基づくマークが、車両識別表示

～定め文除く～ 

 

記 

 

第 1～第 2（略） 

 

第 3 協定規則及び欧州連合指令による取扱い 

1.～2.（略） 

3. 協定規則又は欧州連合指令への適合性を証する外国の法令に基づく

書面等について 

（1）（略） 

（2）次に掲げる自動車は、細目告示第118条第3項第4号ロ（3）及び

第196条第3項第2号ロ（3）の外国の法令に基づく書面又は表示に

より、協定規則第41号第4改訂版又はこれらと同等の欧州連合指

令に適合することが明らかである自動車に該当するものとする。 

① 欧州連合規則168/2013に基づく自動車製作者が発行する

完成車の適合性証明書（COCペーパー）又はこれと同等のも

の（WVTAラベル・プレート）を有する自動車 

② 協定規則第41号第4改訂版に基づくマークが、車両識別表

-
 4

3
5
 -

附則〔令和５年３月 30日国自基第 251号〕 

この改正は、令和５年４月１日から適用する。 

（４）公的試験機関は、（１）の加速走行騒音試験を行う自動車について、

外観及び騒音防止装置等を写真等により記録・保存し、当該写真等（同

一型式及び同一構造であると認めた自動車の場合は試験を行った自

動車のもの）を加速走行騒音試験結果成績表に添付するものとする。 

（新設） 

４．協定規則に係る略語及び意味について 

本通達で使用する「協定規則第４１号」及び「協定規則第５１号」に係

る意味については、細目告示第２条第２項によるものとする。 

ただし、最新の協定規則が適用されない場合の当該意味については、こ

の４．前段の規定にかかわらず、適用関係告示第２７条の規定によること

ができる。 

（新設） 
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別 添 

「改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面について」の一部改正について 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

昭和 50年 11月 12日自車第 708号、自公第 163号 

平成 23年６月 30日 国自環第 70号 

（組織改正により整備部長通達から課長通達として制定） 

最終改正：令和５年３月 30日 国自基第 251号 

改  正 現  行 

改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面について 

 

道路運送車両法施行規則第３６条第５項及び第６項に係る提出書面に

ついては、「道路運送車両法施行規則第３６条第５項、第６項及び第７項

の書面について（依命通達）」（平成３年６月２８日付け地技第１５６号）

により通達されたところであるが、今後、普通自動車及び小型自動車並び

に軽自動車の新規検査（予備検査を含み、一時抹消登録を受けたもの及び

法第６９条第４項の規定により自動車検査証が返納されたものに係る検

査を除く。以下同じ。）の際に提出する排出ガスに係る書面については、

同通達によるほか、下記１．から５．までによることとされたい。ただし、

２．及び３．に掲げる規定については、普通自動車及び小型自動車であっ

て、車両総重量が 3.5t以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員１

０人以下のもの並びに軽自動車に限り適用するものとする。 

 また、指定自動車等（大型特殊自動車を除く。）であって、消音器等の

改造が行われた自動車の新規検査の際に提出する騒音に係る書面につい

ては、同通達によるほか、下記６．及び７．によることとされたい。 

 

１．～５．（略） 

改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面について 

 

道路運送車両法施行規則第３６条第５項及び第６項に係る提出書面に

ついては、「道路運送車両法施行規則第３６条第５項、第６項及び第７項

の書面について（依命通達）」（平成３年６月２８日付け地技第１５６号）

により通達されたところであるが、今後、普通自動車及び小型自動車並び

に軽自動車の新規検査（予備検査を含み、一時抹消登録を受けたもの及び

法第６９条第４項の規定により自動車検査証が返納されたものに係る検

査を除く。以下同じ。）の際に提出する排出ガスに係る書面については、

同通達によるほか、下記１．から５．までによることとされたい。ただし、

２．及び３．に掲げる規定については、普通自動車及び小型自動車であっ

て、車両総重量が 3.5t以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員１

０人以下のもの並びに軽自動車に限り適用するものとする。 

 また、指定自動車等（大型特殊自動車を除く。）であって、消音器等の

改造が行われた自動車の新規検査の際に提出する騒音に係る書面につい

ては、同通達によるほか、下記６．及び７．によることとされたい。 

 

１．～５．（略） 

-
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附則〔令和５年３月 30日国自基第 251号〕 

１．この改正は、令和５年４月１日から適用する。 

２．二輪自動車（側車付二輪自動車を除く。）であって、令和５年８月３１日（輸入された自動車にあっては、令和６年８月３１日）以前に製作されたもの

は、改正後の通達第 3の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

（車両データプレート）内か又はその近くに表示されている自

動車 

③ 協定規則第41号第5改訂版に適合する旨の認可書（協定規則

第41号第5改訂版附則Ⅰの車両型式認可書をいう。）の写しを有

し、かつ、当該認可書に記載された車両型式の自動車と同一と

認められる自動車 

 

 

    

この場合において、当該認可の車両型式と同型の自動車であ

って、当該自動車に備える消音器が、当該認可に係る消音器と

同一の構造であり、かつ、同一の位置に備えられていることが

明らかであるものは、当該認可書に記載された車両型式の自動

車と同一と認められるものとする。 

 

 

（3）（略） 

示（車両データプレート）内か又はその近くに表示されてい

る自動車 

③ 協定規則第41号第4改訂版又は欧州連合規則168/2013に適

合する旨の認可書（協定規則第41号第4改訂版附則Ⅰの車両

型式認可書又は欧州連合規則901/2014附則Ⅵ付録1の車両型

式認可書をいう。）の写しを有し、かつ、当該認可書に記載

された車両型式の自動車と同一と認められる自動車 

 

 

この場合において、当該認可の車両型式と同型の自動車で

あって、当該自動車に備える消音器が、当該認可に係る消音

器と同一の構造であり、かつ、同一の位置に備えられている

ことが明らかであるものは、当該認可書に記載された車両型

式の自動車と同一と認められるものとする。 

 

 

（3）（略） 
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試験の結果を表す書面を提出する場合は、同基準に適合する試験結

果の書面の写し（②の場合は、当該書面の本通を提示して、その写

し）を提出するものとする。 

また、②の場合において、改造後の消音器について、細目告示別

添 112「後付消音器の技術基準」Ⅱに基づく性能等確認済表示であ

って、その末尾に「A」が付されたもので、かつ、当該自動車の原

動機型式が表示されているものは、提出書面は必要ないものとす

る。 

① 原動機の改造（異型式の原動機への換装、総排気量又は最高出

力の変更に限る。）又は動力伝達装置の改造（変速機型式の変更

に限る。） 

→ 公的な試験機関又は自動車製作者等において実施された協

定規則第５１号に基づく加速走行騒音試験の結果を表す書面

（改造後） 

② 消音器の改造 

→ 公的な試験機関において実施された協定規則第５１号に基

づく加速走行騒音試験の結果を表す書面（改造後） 

 

 

７．（略） 

 

８．協定規則に係る略語及び意味について 

本通達で使用する「協定規則第４１号」及び「協定規則第５１号」に係

る意味については、細目告示第２条第２項によるものとする。 

ただし、最新の協定規則が適用されない場合の当該意味については、こ

の４．前段の規定にかかわらず、適用関係告示第２７条の規定によること

ができる。 

に基づく加速走行騒音試験の結果を表す書面を提出する場合は、同

基準に適合する試験結果の書面の写し（②の場合は、当該書面の本

通を提示して、その写し）を提出するものとする。 

また、②の場合において、改造後の消音器について、細目告示別

添 112「後付消音器の技術基準」Ⅱに基づく性能等確認済表示であ

って、その末尾に「A」が付されたもので、かつ、当該自動車の原

動機型式が表示されているものは、提出書面は必要ないものとす

る。 

① 原動機の改造（異型式の原動機への換装、総排気量又は最高出

力の変更に限る。）又は動力伝達装置の改造（変速機型式の変更

に限る。） 

→ 公的な試験機関又は自動車製作者等において実施された協

定規則第５１号第３改訂版補足改訂版に基づく加速走行騒音

試験の結果を表す書面（改造後） 

② 消音器の改造 

→ 公的な試験機関において実施された協定規則第５１号第３

改訂版補足改訂版に基づく加速走行騒音試験の結果を表す書

面（改造後） 

 

７．（略） 

 

（新設） 
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６．原動機、動力伝達装置又は消音器の改造を行う場合であって、加速走

行騒音値に影響する改造を行う場合 

（１）（略） 

（２）細目告示第４０条第１項第４号に係る自動車 

①及び②の規定により協定規則第４１号に基づく加速走行騒音

試験の結果を表す書面を提出する場合は、同基準に適合する試験結

果の書面の写し（②の場合は、当該書面の本通を提示して、その写

し）を提出するものとする。 

また、②の場合において、改造後の消音器について、細目告示別

添 112「後付消音器の技術基準」Ⅱに基づく性能等確認済表示であ

って、その末尾に「A」が付されたもので、かつ、当該自動車の原

動機型式が表示されているものは、提出書面は必要ないものとす

る。 

① 原動機の改造（異型式の原動機への換装、総排気量又は最高出

力の変更に限る。）又は動力伝達装置の改造（変速機型式の変更に

限る。） 

→ 公的な試験機関又は自動車製作者等において実施された協定

規則第４１号に基づく加速走行騒音試験の結果を表す書面（改

造後） 

② 消音器の改造 

→ 公的な試験機関において実施された協定規則第４１号に基づ

く加速走行騒音試験の結果を表す書面（改造後） 

 

 

（３）細目告示第４０条第１項第５号に係る自動車 

①及び②の規定により協定規則第５１号に基づく加速走行騒音

 

６．原動機、動力伝達装置又は消音器の改造を行う場合であって、加速走

行騒音値に影響する改造を行う場合 

（１）（略） 

（２）細目告示第４０条第１項第４号に係る自動車 

①及び②の規定により協定規則第４１号第４改訂版補足第５改

訂版に基づく加速走行騒音試験の結果を表す書面を提出する場合

は、同基準に適合する試験結果の書面の写し（②の場合は、当該書

面の本通を提示して、その写し）を提出するものとする。 

また、②の場合において、改造後の消音器について、細目告示別

添 112「後付消音器の技術基準」Ⅱに基づく性能等確認済表示であ

って、その末尾に「A」が付されたもので、かつ、当該自動車の原

動機型式が表示されているものは、提出書面は必要ないものとす

る。 

① 原動機の改造（異型式の原動機への換装、総排気量又は最高出

力の変更に限る。）又は動力伝達装置の改造（変速機型式の変更に

限る。） 

→ 公的な試験機関又は自動車製作者等において実施された協定

規則第４１号第４改訂版補足第５改訂版に基づく加速走行騒音

試験の結果を表す書面（改造後） 

② 消音器の改造 

→ 公的な試験機関において実施された協定規則第４１号第４改

訂版補足第５改訂版に基づく加速走行騒音試験の結果を表す書面

（改造後） 

 

（３）細目告示第４０条第１項第５号に係る自動車 

①及び②の規定により協定規則第５１号第３改訂版補足改訂版
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附則〔平成 29年４月 14日国自環第 12号〕 

1．自動車（乗車定員が 11人以上の自動車及び車両総重量が 3.5トンを超える自動車）であって、平成 34年（貨物の運送の用に供する自動車のうち、

技術的最大許容質量が 3.5トンを超え、12トン以下の自動車にあっては平成 35年）8月 31日以前に製作されたもの（輸入された自動車以外の自

動車であって、平成 28年 10月 1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び新型届出による取扱いを受けた自動車（平成 28年 9月 30日以前に指

定を受けた型式指定自動車及び新型届出による取扱いを受けた自動車から、種別、用途、車体の外形、動力電源装置の種類、懸架装置の種類及び

主要構造、軸距、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区分する事項に変更がないものを除く。）

を除く。）は、改正後の通達 6．及び 7．の規定は適用されない。 

2．自動車（乗車定員が 11 人以上の自動車、車両総重量が 3.5 トンを超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそ

りを有する軽自動車並びに大型特殊自動車を除く。）であって、平成 34 年（貨物の運送の用に供する自動車のうち、技術的最大許容質量が 3.5 ト

ンを超え、12トン以下の自動車にあっては平成 35 年）8月 31日以前に製作されたもの（輸入された自動車以外の自動車であって、平成 28年 10

月 1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び新型届出による取扱いを受けた自動車（平成 28年 9月 30日以前に指定を受けた型式指定自動車及

び新型届出による取扱いを受けた自動車から、種別、用途、車体の外形、動力電源装置の種類、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、適合する排

出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区分する事項に変更がないものを除く。）を除く。）は、改正後の通達

6．及び 7．の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

附則〔平成 29年 12月 13日国自環第 139号〕 

この改正は、平成 29年 12月 13日から適用する。 

附則〔令和５年３月 30日国自基第 251号〕 

この改正は、令和５年４月１日から適用する。 

 

 

-
 4

4
1
 -

附則〔平成 11年 4月 20日自環第 91号〕 

表題及び記 4.の改正は、平成 12年 10月 1日から適用する。 

附則〔平成 19年 3月 9日国自環第 251号〕 

平成 19年 8月 31日以前に製作された自動車は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

附則〔平成 19年 7月 31日国自環第 63号〕 

改正後の通達 1．に基づく「排出ガスの光吸収係数の値を表す書面（改造後）」の提出は、平成 20年 7月 31日までの間とする。 

附則〔平成 22年 2月 5日国自環第 244号〕 

1．平成 22年 3月 31日以前に製作された二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）は、改正後の通達 1．から 5．の規定は適用されない。 

2．平成 22年 3月 31日以前に製作された自動車は、改正後の通達 6．及び 7．の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

附則〔平成 23年 3月 31日国自環第 205号〕 

1．この改正は、平成 23年 4月 1日から適用する。 

2．改正前の通達 6.の「後付消音器の性能等を確認する機関の登録規程（平成 20年国土交通省告示第 1534号）中 2の登録を受けた機関が性能等の

確認を行った後付消音器に表示される性能等確認済表示」は、改正後の通達 6.の「細目告示別添 112「後付消音器の技術基準」に基づく性能等

確認済表示」とみなす。 

附則〔平成 23年 6月 30日国自環第 70号〕 

1．この改正は、平成 23年 7月 1日から適用する。 

2．廃止前の「改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面について」（昭和 50年自車第 708号、自公第 163号）附則（平成 19年 3月 9日国自

環第 251号）、附則（平成 22年 2月 5日国自環第 244号）及び附則（平成 23年 3月 31日国自環第 205号）の規定は、施行後もなおその効力を有

する。 

附則〔平成 28年 12月６日国自環第 184号〕 

二輪自動車（側車付二輪自動車を除く。）であって、平成 28年 12月 31日以前に製作されたもの（輸入された自動車以外の自動車であって、平成

26年 1月 1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車を除く。）は、改正後の通達 6．及び 7．の規定にかかわらず、なお従

前の例によることができる。 

別添１～１０（略） 

別添１１ 

別添１２（略） 

 

別添１～１０（略） 

別添１１ 

別添１２（略） 
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「装置型式指定実施要領について（依命通達）」等の一部改正について 

 

令 和 ４ 年 １ 月 

自 動 車 局 

 審査・リコール課 

整 備 課 

 

１１．．改改正正のの背背景景      

今般、装置型式指定規則（平成10年運輸省令第66号）の改正等に伴い、以下に掲げる

事項について、次に掲げる通達の一部を改正します。 

・「装置型式指定実施要領について（依命通達）（平成10年11月12日付自技第215号、自

審第1253号、自環第222号）」（以下、装置型式指定実施要領） 

・「自動車型式認証実施要領について（依命通達）（平成10年11月12日付自審第1252号）」 

 （以下、型式認証実施要領） 

・「共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領について（依命通達）（平成 28 年 6 月

30日付国自審第535号）」（以下、多仕様自動車型式指定実施要領） 

・「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日付自車第

880号）（以下、検査業務等実施要領） 

 

２２．．改改正正のの概概要要  

（１）「装置型式指定実施要領」の一部改正 

以下の協定規則の改訂に伴い、装置型式指定基準において直接引用している協定規

則番号の改正を行います。 

・「かじ取装置」に係る協定規則（第79号） 

・「燃料タンク取付装置」に係る協定規則（第134号） 

（２）「型式認証実施要領」および「多仕様自動車型式指定実施要領」の一部改正 

重量車の新試験法を導入するにあたり、諸元表の記載要領等を改訂します。 

（３）「検査業務等実施要領」の一部改正 

令和3年10月1日（輸入自動車にあっては令和4年10月1日）以降に指定を受け 

た型式指定自動車及び多仕様自動車のうち、OBD検査の対象となる自動車の自動車 

検査証の備考欄に、OBD検査の対象である旨及びOBD検査が開始となる年月日を記 

載する規定を追加する。 

（４）その他所要の改正を行います。 

 

３３．．ススケケジジュューールル  

  公布：令和４年１月７日 

施行：令和４年１月７日 

- 442 -

詳細は別紙参照

３．その他3．その他

(1)「装置型式指定実施要領について（依命通達）」等の一部改正について
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様自動車と同一である

もの並びに二輪自動

車、側車付二輪自動車

及び大型特殊自動車を

除く 。） 
43．OBD検査対象車であ

ったが、構造装置の改

造等により、OBD検

査対象外となった自動

車 

OBD検査の対象外である

旨 
OBD検査対象外車 

（注） （略） 

３３－－４４－－2200  ～～３３－－４４－－２２７７（略）  

３３－－５５～～３３－－１１５５ （略） 

第第４４章章～～第第６６章章 （略） 

別別表表第第１１～～第第６６号号様様式式 （略）  

別別添添１１ （略）  

別別添添２２ （略） 

 

附 則 （令和 4 年 1月 7日国自審第 1699 号国自整第 225 号） 

公布の日から施行する 

 

 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 

（新設） 
 

（新設） 
 

（注） （略） 

３３－－４４－－2200  ～～３３－－４４－－２２７７（略）  

３３－－５５～～３３－－１１５５ （略） 

第第４４章章～～第第６６章章 （略） 

別別表表第第１１～～第第６６号号様様式式 （略）  

別別添添１１ （略）  

別別添添２２ （略） 

 

（新設） 

 

 

-
 4

4
4
 -

 

別 紙 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日自車第 880 号） 

昭和 36 年 11 月 25 日付け自車第 880 号  

改正 令和 4 年 1 月 7日付け国自審第 1699 号国自整第 225 号  

新 旧 

自自動動車車検検査査業業務務等等実実施施要要領領  

  

目目次次  （略）    

第第１１章章～～第第２２章章（略）  

  

第第３３章章  自自動動車車のの検検査査（（事事務務関関係係））  

３３－－１１～～３３－－４４－－1199（略）  

３３－－４４－－2200  備考欄は、次表左欄に掲げる自動車について、同表中央欄の

記載事項を同表右欄の記載例により記載するものとする。また、その他検

査に必要な事項については必要に応じて記載するものとする。なお、電子

情報処理組織により記録できないものにあっては自動車検査記録簿（乙）

（第 4 号様式による。）を作成するものとする。  

記載を要する自動車 記載されるべき趣旨 記載例 
1．～41. （略）    
42．令和3年10月1日（輸

入自動車にあっては令

和4年10月1日）以降

に指定を受けた型式指

定自動車及び多仕様自

動車（指定を受けた時

点における細目告示別

添124「継続検査等に

用いる車載式故障診断

装置の技術基準」1.に
規定する対象装置の性

能が令和3年9月30日
（輸入自動車にあって

は令和4年9月30日）

以前に指定を受けた型

式指定自動車又は多仕

OBD検査の対象である旨 
及びOBD検査が開始とな

る年月日 

OBD検査対象車 
検査開始年月日 令和6 
年10月1日 

自自動動車車検検査査業業務務等等実実施施要要領領  

  

目目次次  （略）  

第第１１章章～～第第２２章章（略）  

  

第第３３章章  自自動動車車のの検検査査（（事事務務関関係係））  

３３－－１１～～３３－－４４－－1199（略）  

３３－－４４－－2200  備考欄は、次表左欄に掲げる自動車について、同表中央欄の

記載事項を同表右欄の記載例により記載するものとする。また、その他検

査に必要な事項については必要に応じて記載するものとする。なお、電子

情報処理組織により記録できないものにあっては自動車検査記録簿（乙）

（第 4 号様式による。）を作成するものとする。  

記載を要する自動車 記載されるべき趣旨 記載例 
1．～41. （略）    
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 

（新設） 
 

-
 4

4
3
 -

「装置型式指定実施要領について（依命通達）」等の一部改正について 

 

令 和 ４ 年 １ 月 

自 動 車 局 

 審査・リコール課 

整 備 課 

 

１１．．改改正正のの背背景景      

今般、装置型式指定規則（平成10年運輸省令第66号）の改正等に伴い、以下に掲げる

事項について、次に掲げる通達の一部を改正します。 

・「装置型式指定実施要領について（依命通達）（平成10年11月12日付自技第215号、自

審第1253号、自環第222号）」（以下、装置型式指定実施要領） 

・「自動車型式認証実施要領について（依命通達）（平成10年11月12日付自審第1252号）」 

 （以下、型式認証実施要領） 

・「共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領について（依命通達）（平成 28 年 6 月

30日付国自審第535号）」（以下、多仕様自動車型式指定実施要領） 

・「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日付自車第

880号）（以下、検査業務等実施要領） 

 

２２．．改改正正のの概概要要  

（１）「装置型式指定実施要領」の一部改正 

以下の協定規則の改訂に伴い、装置型式指定基準において直接引用している協定規

則番号の改正を行います。 

・「かじ取装置」に係る協定規則（第79号） 

・「燃料タンク取付装置」に係る協定規則（第134号） 

（２）「型式認証実施要領」および「多仕様自動車型式指定実施要領」の一部改正 

重量車の新試験法を導入するにあたり、諸元表の記載要領等を改訂します。 

（３）「検査業務等実施要領」の一部改正 

令和3年10月1日（輸入自動車にあっては令和4年10月1日）以降に指定を受け 

た型式指定自動車及び多仕様自動車のうち、OBD検査の対象となる自動車の自動車 

検査証の備考欄に、OBD検査の対象である旨及びOBD検査が開始となる年月日を記 

載する規定を追加する。 

（４）その他所要の改正を行います。 

 

３３．．ススケケジジュューールル  

  公布：令和４年１月７日 

施行：令和４年１月７日 

- 442 -

詳細は別紙参照

３．その他
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令和４年８月１９日 

自動車局自動車情報課 
 

車車検検証証電電子子化化ににつついいててのの周周知知用用ウウェェブブササイイトトのの開開設設ににつついいてて  

～～電電子子車車検検証証やや車車検検証証閲閲覧覧ササーービビススななどどををわわかかりりややすすくく解解説説ししまますす～～  
令和５年１月から車検時等に電子車検証が交付されます。これに伴い、従来の紙の車検

証から大きさや様式が変わるとともに、車検証の情報を電子的に読み取る「車検証閲覧サー

ビス」や、国から委託を受けた民間車検場（指定自動車整備工場）が車検証の有効期間を更

新できる「記録等事務代行サービス」を新たに開始します。 

自動車ユーザー、自動車関係の業務を担う方々に、電子車検証の仕様や、車検証電子化

に伴って令和５年１月から新たに開始するサービスに関する情報をお知らせするため、本

日、「電電子子車車検検証証特特設設ササイイトト」を開設致しました。今後も随時内容を追加していきます。 

１．「電子車検証特設サイト」のコンセプト 

  車検証の電子化は自動車ユーザーや自動車関係の業務を担う方々にとっては大きな

変更点となることから、電子車検証についてイラスト等を交えながらわかりやすく解

説することを目的としております。 

 また、自動車ユーザー等が車検証の電子化に関する必要な情報を入手できるよう、電

子車検証に関する情報や所要のアプリの入手方法等の情報を集約しました。 

 

２．「電子車検証特設サイト」に掲載されている主なコンテンツ 

 ●電子車検証について 

令和５年１月より交付される電子車検証の仕様や記録事項等を掲載 

 ●車検証閲覧サービスについて 

電子車検証の IC タグ情報の閲覧・参照及び車検証情報を電子ファイルでダウンロ

ードするためのアプリについての説明やダウンロード方法等を掲載 

 ●記録等事務代行サービスについて 

サービスについての説明やサービスの実施可能な事業者の一覧表等を掲載 

※サイトの画面イメージについては別紙をご覧ください。 

 

３．「電子車検証特設サイト」の URL・二次元コードはこちら（パソコン・スマホ共通） 

 
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/ 

 

４．参考 

   車検証電子化に関する制度面の詳細につきましては、令和４年５月２０日付け「道路運送

車両法施行規則等の改正について～車検証電子化による券面記載事項の変更・記録等

事務の委託手続等を定めました～」も併せてご参照ください。 

⇒https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000131.html 

 

 
【問い合わせ先】 

国土交通省自動車局自動車情報課 鈴木、伊堂寺、近藤 03-5253-8111（内線 42115） 

直通：03-5253-8588  FAX:03-5253-1639 

- 445 -

(2)	 車検証電子化についての周知用ウェブサイトの開設について～電子車検証や車検証

閲覧サービスなどをわかりやすく解説します～
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トップページ（※PCのイメージ）

メインビジュアル部の画面遷移

メインビジュアル部

対象者選択部

お知らせ部

リーフレット部

スマホ画面

※画面の構成はPC版と同じです。

1

P2へ P3へ

P4へ

―― 383
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自動車ユーザー向けページ（※PCのイメージ）

●電子車検証の仕様や記録事項についてご説明
しています

●閲覧アプリの概要や使い方をご説明しています

※今後使い方についての動画も追加予定です

（画面イメージ）

（画面イメージ）

2

―― 384
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事業者向けページ（※PCのイメージ）

●記録等事務代行サービスの概要、サービス提供者
（記録等事務代行者）になるための手続き、サービ
ス提供者となった場合に利用するアプリについてご説
明しています。

（画面イメージ）

3

―― 385
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周知用リーフレット（表面）

4

※リーフレットデザインは制作中のため変更になる可能性があります。

―― 386
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周知用リーフレット（裏面）

5
※リーフレットデザインは制作中のため変更になる可能性があります。

―― 387
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令和５年１月より
検査標章の台紙が変わります

国土交通省自動車局整備課

～R４年１２月

R5年１月～（はがきサイズ）

台紙の裏面に貼り合わせ方が記載されています

動画での説明はこちら↓
●【フロントガラス用】検査標章貼り合わせ方法解説
https://youtu.be/vFkgrp3TxN4
●【ナンバープレート用】検査標章貼り合わせ方法解説
https://youtu.be/zNfgJEQqN4Y

二次元コード↓

フロント
ガラス用

ナンバー
プレート用

(3)	令和５年１月より検査標章の台紙が変わります

―― 388
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令和 5年1月4日から
クレジットカードで
自動車重量税・自動車検査登録手数料の
お支払いが可能になります。

令和５年１月から車検などの手続きの際に必要
となる自動車重量税・自動車検査登録手数料の
支払いについて、クレジットカードの利用による
キャッシュレス決済を開始します。

STEP 1 手続き開始

STEP 2 上限金額設定

自動車重量税、 国に納める検査登録手数料、 自動車技術総合機構
に納める検査手数料、技術情報管理手数料（OBD 手数料）

VISA ／ Mastercard ／ JCB
American Express ／ Diners club

インターネットサイトでクレジットカードを利用してお支払いを行います。
QRコードからアクセスください。
※ 国土交通省が提供する「くるまの保有関係手続お支払い情報登録サービス」 登録ページにアクセスします。

利用できるカード 対象とする税・手数料

①�申請を行う手続き
を選択します

②�申請方法を選択
　�運輸支局への電
子申請（OSS）と窓
口申請で金額が
異なることがあり
ます。

※�不明な場合は申請
代理人等に確認下
さい。

③�自動車登録番号・
車台番号を入力し
ます。

※�車検証に記載があ
ります。

①�入力いただいた情
報から自動で概算
金額が表示されま
す。

※�正式な金額は検査
終了後に確定しま
す。
※�税の支払いがない
手続きの場合は決
定金額となります。

②�お支払い可能な上
限額を入力してく
ださい。

※�自動車重量税は検
査の結果、増加する
ことがあります。
　例）��検査時点で13年

超となった場合
� �車両重量に変更

を伴う改造等を
行った場合など

お手続き方法

(4)	クレジットカードで自動車重量税・自動車検査登録手数料のお支払いが可能になります。

―― 390
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https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/

登録情報の入力はこれで完了です。
登録したアドレスにご案内メールが
届いたことを確認ください。

● ご登録案内メールに記載のURLへアクセスしてクレジットカード情報の登録を行います。

 ※国土交通省が委託した事業者の外部サイトとなります。
 ※カード決済はこの時点では行いません。
 　カード決済は、国土交通省が行う検査終了後に行いますのでカード利用可能残高にご注意ください。
 ※自動車重量税については税額のほかに決済手数料が別途必要となります。

● 運輸支局の窓口または電子申請（OSS）で事前に登録した内容の検査登録手続きを行ってください。
● 検査登録手続き終了後に自動でカード決済が行われます。

クレジットカードが利用可能となるのは国の手続きのみで、軽自動車検査協会が実施している
軽自動車の手続きはクレジットカード払いに対応しておりません。

詳細は自動車検査登録総合ポータルサイトにも記載しておりますので
ご確認ください。

STEP 3 支払者情報入力

STEP 4 クレジットカード情報の登録

STEP 5 決　済

登録情報の変更の際
に必要となります。

ご希望の場合はチェッ
クください。
登録情報が保存され
ます。

①�税・手数料を支払
う者の情報を入力
します。

・氏名
・電話番号
・メールアドレス
の入力が必要です。
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別添４

別添４
(5)	令和5年7月より、車検ステッカーの貼り付け位置が変更となります。
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ブームを上げキャビンを起こし

車台番号等を確認。

クレーンブーム等の
格納忘れ

自動車技術総合機構からのお知らせ

ブームを下げ忘れたまま前進。

事例１

更に前進、コース上部の案内

看板と防犯カメラに衝突。

(6)	クレーンブーム等の格納忘れ事故に注意！
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車台番号等の確認後、ク

レーンを降ろし忘れて検

査コースを退出しようと

前進し、出口上部の

シャッターおよびボック

スに衝突。

受検車両を発進させる際
ブーム等の格納忘れに
ご注意ください。

事例２

検査コースの出入口を損傷しますと破損物の落下の危険等

によりコース閉鎖に繋がる事が多く、待機されていた他の

受検者の皆様にご迷惑をお掛けする事になります。

また、建屋の修理に加えお客様から預かった車両及び昇降

器の修理等のため大きな費用発生を伴う場合があります。
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プレスリリース 

令和５年４月２１日 

OOBBDD検検査査シシスステテムムををリリリリーーススししままししたた！！  

自動車技術総合機構は、令和５年４月２１日１２：００（正午）に「OBD 検査システム」をリリースいた

しました。また、OBD 検査システムの利用方法をまとめた「OBD 検査ポータル」とお問い合わせ窓

口としての「OBD 検査コールセンター」も同時開設しています。整備事業者の皆様方におかれまし

ては、検査項目に OBD検査が追加される令和６年１０月に向けて、ご活用ください。 

１．「OBD検査システム」のリリースについて 

「OBD 検査システム」は、主に、整備事業者が OBD 検査対象車の対象装置に対して点

検・整備や検査を行う際に用いるシステムです。当該システムを利用するために、事前に、

システム利用申請（事業場 ID申請）をしていただき、事業場 ID登録が済みましたらOBD検

査アプリを検査用スキャンツールへインストールし、OBD検査のプレ運用（令和５年１０月か

ら開始予定の OBD検査の円滑な導入のための習熟期間）に向けた準備をお願いします。 

＜リリースした OBD検査システムの全体概要＞ 

① 特定 DTC照会アプリ・・・OBD検査のための PC用アプリ。利用者管理システムよりダウンロード可 

② 利用者管理システム・・・アプリの利用者を登録・管理 （事前のシステム利用申請が必要） 

③ OBD検査結果参照システム・・・アプリを用いて実施した OBD検査の結果を閲覧 

（上記①～③を総称して OBD検査システムと呼称しています。） 

 

２．「OBD検査ポータル」の開設について 

OBD 検査、OBD 検査システムの概要や当該システムの利用・申請方法などをまとめた

ウェブサイトです。チャットボットでの問い合わせも可能です。 

システム利用に必要な手続きの詳細については、当ポータルサイトに情報を載せていま

すので、こちらをご確認ください。 

 

URL：https://www.obd.naltec.go.jp/ 
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(7)	OBD 検査システムをリリースしました！
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令和５年４月２５日 

大臣官房総務課 
 

国国土土交交通通省省をを名名乗乗るるフフィィッッシシンンググササイイトトにに関関すするる注注意意喚喚起起  
 

国土交通省は４月 25 日、国土交通省を装ったフィッシングサイトを確認しました。不審なメー

ル等を受信した場合には、各都道府県警察のフィッシング報告専用窓口に通報をお願いいたし

ます。 
 

今般、国土交通省を装ったフィッシングサイトを確認しました。 
具具体体的的ににはは、、ススママーートトフフォォンン等等にに  

・・「「【【国国土土交交通通省省】】重重要要ななおお知知ららせせ、、必必ずずおお読読みみくくだだささいい。。」」  
・・「「督督促促状状でで指指定定ししたた期期限限ままででにに未未納納のの自自動動車車税税がが納納付付さされれなないい場場合合、、  

財財産産のの差差押押ええをを行行いいまますす。。」」  
などと記載したＳＭＳ（ショートメッセージサービス）が送信される事案が確認されています。 
 

当該ＳＭＳは、国土交通省をかたり、架空の「自動車税等お支払いサイト」といったサイトに

に誘導するものですが、自自動動車車税税のの督督促促状状やや納納付付ののおお知知ららせせ等等をを国国土土交交通通省省かからら、、おお知知ららせせ

すするるここととははあありりまませせんん。。 
また、偽造されたシステム警告が表示され、偽のセキュリティアプリをダウンロードしてインス

トールを求められる場合がありますが、ダウンロードしないよう注意してください。 
 
このような不審なＳＭＳを受信した場合には、当当該該ササイイトト等等ににアアククセセススををししたたりり、、個個人人情情報報をを

入入力力ししたたりりせせずずに、各各都都道道府府県県警警察察にに設設けけてていいるる「「フフィィッッシシンンググ 111100 番番」」かからら、、フフィィッッシシンンググ報報告告

専専用用窓窓口口にに通通報報をお願いいたします。 
 
  ＜参考情報＞ 
 ・警察庁ホームページ（フィッシング報告専用窓口一覧） 
 https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/phishing.html 
 ・フィッシング対策協議会 
https://www.antiphishing.jp/news/alert/mlit_20230425.html 

 ・国民のためのサイバーセキュリティサイト 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/enduser/enduser_secu
rity01_05.html 

【問い合わせ先】 国土交通省 大臣官房総務課 企画班  
                     代表：（03）5253-8111  （内線 21-479、21-478、21-466） 
                     直通：(03)5253-8916 
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３．「OBD検査コールセンター」の開設について 

 OBD 検査ポータルでご不明点がある場合、ポータルにアクセスできない場合など、電話

でお問い合わせいただけます。 

 

４．スケジュール（経緯） 

・令和元年５月 改正道路運送車両法成立（審査用技術情報管理事務関係） 

・令和２年８月 道路運送車両の細目を定める告示の一部改正（OBD検査の基準関係） 

・令和２年８月 道路運送車両の保安基準第２章及び第３章の規定の適用関係の整理のた

め必要な事項を定める告示（OBD検査の適用関係） 

（対象車） 

令和３年１０月１日（輸入車の場合は令和４年１０月１日）以降に指定を受けた新型車 

（適用日） 

令和６年１０月１日（輸入車の場合は令和７年１０月１日）以降 

 

＜操作方法などのお問い合わせ先＞ 

OBD検査コールセンター 00557700--002222--557744 

（受付時間：月曜日から金曜日（祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く。）の午前 9時～17時） 

 

 

 

お問い合わせ先 

〒160-0003  

東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

４階 独立行政法人 自動車技術総合機構 

OBD情報・技術センター 

電話 03-5363-3441（代表） 

FAX 03-5363-3347 
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令和５年４月２５日 

大臣官房総務課 
 

国国土土交交通通省省をを名名乗乗るるフフィィッッシシンンググササイイトトにに関関すするる注注意意喚喚起起  
 

国土交通省は４月 25 日、国土交通省を装ったフィッシングサイトを確認しました。不審なメー

ル等を受信した場合には、各都道府県警察のフィッシング報告専用窓口に通報をお願いいたし

ます。 
 

今般、国土交通省を装ったフィッシングサイトを確認しました。 
具具体体的的ににはは、、ススママーートトフフォォンン等等にに  

・・「「【【国国土土交交通通省省】】重重要要ななおお知知ららせせ、、必必ずずおお読読みみくくだだささいい。。」」  
・・「「督督促促状状でで指指定定ししたた期期限限ままででにに未未納納のの自自動動車車税税がが納納付付さされれなないい場場合合、、  

財財産産のの差差押押ええをを行行いいまますす。。」」  
などと記載したＳＭＳ（ショートメッセージサービス）が送信される事案が確認されています。 
 

当該ＳＭＳは、国土交通省をかたり、架空の「自動車税等お支払いサイト」といったサイトに

に誘導するものですが、自自動動車車税税のの督督促促状状やや納納付付ののおお知知ららせせ等等をを国国土土交交通通省省かからら、、おお知知ららせせ

すするるここととははあありりまませせんん。。 
また、偽造されたシステム警告が表示され、偽のセキュリティアプリをダウンロードしてインス

トールを求められる場合がありますが、ダウンロードしないよう注意してください。 
 
このような不審なＳＭＳを受信した場合には、当当該該ササイイトト等等ににアアククセセススををししたたりり、、個個人人情情報報をを

入入力力ししたたりりせせずずに、各各都都道道府府県県警警察察にに設設けけてていいるる「「フフィィッッシシンンググ 111100 番番」」かからら、、フフィィッッシシンンググ報報告告

専専用用窓窓口口にに通通報報をお願いいたします。 
 
  ＜参考情報＞ 
 ・警察庁ホームページ（フィッシング報告専用窓口一覧） 
 https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/phishing.html 
 ・フィッシング対策協議会 
https://www.antiphishing.jp/news/alert/mlit_20230425.html 

 ・国民のためのサイバーセキュリティサイト 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/enduser/enduser_secu
rity01_05.html 

【問い合わせ先】 国土交通省 大臣官房総務課 企画班  
                     代表：（03）5253-8111  （内線 21-479、21-478、21-466） 
                     直通：(03)5253-8916 

 

- 460 -

３．「OBD検査コールセンター」の開設について 

 OBD 検査ポータルでご不明点がある場合、ポータルにアクセスできない場合など、電話

でお問い合わせいただけます。 

 

４．スケジュール（経緯） 

・令和元年５月 改正道路運送車両法成立（審査用技術情報管理事務関係） 

・令和２年８月 道路運送車両の細目を定める告示の一部改正（OBD検査の基準関係） 

・令和２年８月 道路運送車両の保安基準第２章及び第３章の規定の適用関係の整理のた

め必要な事項を定める告示（OBD検査の適用関係） 

（対象車） 

令和３年１０月１日（輸入車の場合は令和４年１０月１日）以降に指定を受けた新型車 

（適用日） 

令和６年１０月１日（輸入車の場合は令和７年１０月１日）以降 

 

＜操作方法などのお問い合わせ先＞ 

OBD検査コールセンター 00557700--002222--557744 

（受付時間：月曜日から金曜日（祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く。）の午前 9時～17時） 

 

 

 

お問い合わせ先 

〒160-0003  

東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

４階 独立行政法人 自動車技術総合機構 

OBD情報・技術センター 

電話 03-5363-3441（代表） 

FAX 03-5363-3347 
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令和５年５月１２日 

自動車局技術・環境政策課 

旅 客 課 

 

  
国国内内初初！！運運転転者者をを配配置置ししなないいレレベベルル４４ででのの自自動動運運転転移移動動ササーービビスス  

のの開開始始ににつついいてて  
  

本年 5月 21日より、福井県永平寺町において、全国で初めて、運転者を配置しないレベ

ル４での自動運転移動サービスが開始されます。 

  

国土交通省は、福井県永平寺町で移動サービスとして運行する車両について、本年 3

月 30 日に、全国で初めて、道路運送車両法に基づき、運転者を必要としない自動運転

車（レベル４）として認可したところです。 

本年 5 月 21 日より、福井県永平寺町において、当該車両を用いた運転者を配置しな

いレベル４での自動運転移動サービスが開始されますのでお知らせいたします。 

 

（（参参考考１１））ここれれままででのの経経緯緯  

国土交通省・経済産業省では、福井県永平寺町において遠隔型自動運転システムを用

いた自動運転車の技術・サービスの実証実験を進めてきました。 

この実証実験において、国立研究開発法人産業技術総合研究所が開発した自動運転車

について、本年 3 月 30 日に国土交通省中部運輸局より、全国で初めて、道路運送車両

法に基づき、運転者を必要としない自動運転車（レベル４）として認可したところです。 

また、まちづくり株式会社 ZENコネクトが当該車両を用いて行う自動運転移動サービ

スについて、本年５月２日付で国土交通省中部運輸局福井運輸支局が、全国で初めて、

道路運送法に基づき、運転者を配置しないで運行するレベル４自動運転による自家用有

償旅客運送の登録を行いました。 

さらに、同社は、本年 5 月 11 日に福井県公安委員会より、全国で初めて、道路交通

法に基づき、レベル４自動運転を行うことの許可を取得しました。 

これにより、レベル４での自動運転移動サービス開始に係る手続きが完了したことか

ら、本年 5月 21日よりサービスが開始されることとなりました。 

 

同時発表：経済産業省 

（お問い合わせ先） 

自動車局技術・環境政策課 多田・稲吉 

代表：03-5253-8111（内線 42255） 

直通：03-5253-8592 

自動車局旅客課 真下・水田・遠藤 

代表：03-5253-8111（内線 41255） 

直通：03-5253-8569 
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(9)	国内初！運転者を配置しないレベル４での自動運転移動サービスの開始について
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（（参参考考２２））永永平平寺寺町町ににおおけけるる自自動動運運転転移移動動ササーービビススのの概概要要  

 

（１）運行主体：永平寺町（まちづくり株式会社 ZEN コネクトに運行委託） 

（２）運行区間：福井県永平寺町の「永平寺参ろーど」のうち、約２km 

（３）運行車両：ヤマハ製電動カートをベースに、自動運転機能を追加※ 

（４）運行形態：道路に敷設した電磁誘導線上を追従しながら時速 12kmで走行 

         車内にも遠隔地にも運転者を配置せずに自動運転車を運行 

（５）運行日時：土日祝日（年末年始除く）の 10時～15時にて定時運行 

（６）利用料金：大人 100円/回、こども 50円/回 

※３月３０日に自動運転車（レベル４）として道路運送車両法に基づき認可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定自動運行を行う経路 

 

 

 

- 462 -―― 399

SEKEN2023.indd   399SEKEN2023.indd   399 2023/08/23   11:42:242023/08/23   11:42:24


	SEKEN2023_HY1-4
	SEKEN2023_HY2-3（値段なし）



